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開会 午前 ９時００分 

 

○議長（大塚邦子君） 改めまして、おはようございます。 

  本日ここに、平成28年第３回吉田町議会定例会が招集されました。議員各位には御出席を

いただき、ありがとうございます。 

  本定例会に提出される諸議案につきましては、後刻、町長から説明がありますが、議員各

位におかれましては円滑に議事を進められ、適正、妥当な議決に達せられますよう、最後ま

で慎重なる御審議をお願いいたします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎町長挨拶 

○議長（大塚邦子君） 開会に当たり、町長から御挨拶をいただきます。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） ６月議会が終わり、きょうまで議員の皆さんのお顔に接することは余

りございませんでした。皆さんは、この間は、議員みずからは東奔西走、議員のもとには南

船北馬の状況であったと思っております。 

  いつもと同じようなことでございますけれども、この議会定例会も、町民の皆様の福祉の

向上と町の発展に資するものであることを切に希望して、私の挨拶といたします。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎開会の宣告 

○議長（大塚邦子君） ただいまの出席議員数は13名であります。ただいまから平成28年第３

回吉田町議会定例会を開会いたします。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（大塚邦子君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、会議規則第121条の規定により、４番、遠藤孝子君、５番、蒔田

昌代君を指名いたします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 
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◎会期の決定 

○議長（大塚邦子君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りします。 

  今期定例会の会期は、本日９月１日から９月23日までの23日間といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会は、本日９月１日から９月23日までの23日間に決定いたしました。 

  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期及び審議予定表のとおりで

ありますので、御了承願います。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎諸報告について 

○議長（大塚邦子君） 日程第３、諸報告を行います。 

  初めに、議長報告を行います。 

  閉会中の総会等について報告いたします。 

  ７月１日金曜日には、大井川の清流を守る研究協議会総会が島田市において開催されまし

た。 

  ７月５日火曜日には、富士山静岡空港と地域開発を進める会総会が牧之原市において開催

されました。 

  ７月29日金曜日には、富士山静岡空港アクセス道路等建設促進期成同盟会総会が藤枝市に

おいて開催されました。 

  ８月22日月曜日には、志太榛原五市二町議会議長連絡協議会が焼津市において開催されま

した。 

  各総会等においては、それぞれ平成27年度事業報告並びに決算報告及び平成28年度事業計

画並びに歳入歳出予算案などについて審議が行われ、いずれも承認、可決されました。 

  そのほか、８月18日には、静岡市で開かれた静岡県市町議会議員研修会に参加いたしまし

た。 

  ８月29日には、坂口谷川水門建設促進期成同盟会による県庁等への要望活動に参加いたし

ました。 

  総会等への参加についての報告は、以上のとおりであります。 

  次に、議員派遣結果についてでありますが、議員派遣結果報告書をお手元に配付させてい

ただきましたので、御了承願います。 

  また、監査委員から例月出納検査、財政的援助団体監査等の結果報告がありましたので、

写しをお手元に配付させていただきましたので、御了承願います。 

  最後に、本定例会へ説明員として委任または嘱託され、出席する者の職・指名を一覧表と

してお手元に配付しておきましたので、御了承願います。 

  以上で議長報告を終わります。 

  続いて、町長行政報告を行います。 
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  お聞き取りのほどお願いいたします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 平成28年第３回吉田町議会定例会の開会に当たり、町政運営の概況に

つきまして御報告申し上げます。 

  さて、「人が集い 未来へはばたく 魅力あふれるまち 吉田町」を将来都市像に掲げた

「第５次吉田町総合計画」を当町の町づくりにおける新たな指針として歩み始めた平成28年

度も、既に半年が経過しようとしております。 

  当町では、東日本大震災以降、失われた安全・安心を取り戻すため、「津波防災まちづく

り」を最重要課題として位置づけ、スピード感を持って全力を挙げて進めてまいりました。 

  その結果、津波避難タワーの建設を中心としました「町民の皆さまの命を守る対策」はお

おむね完了し、現在は、もう一つの柱であります「町民の皆さまの財産、企業の皆さまの生

産活動を守る対策」を進めているところでございます。 

  そして、1000年に一度の大津波、いわゆるレベル２に対応する防潮堤の整備を進めること

により、新たな安全と新たなにぎわいの場を創出するとともに、「津波防災まちづくり」を

進める中で整備する防災公園の情報発信機能を活用しながら、町内各所への人の流れを喚起

し、にぎわいを創出する「シーガーデンシティ構想」の具現化に取り組んでおります。 

  この「シーガーデンシティ構想」を実現させるため、これまで、関係機関との連携、調整

を図り、具体的な事業の実施に向け準備を進めてきたわけでございますが、このほど、「シ

ーガーデン」の核となる施設の一つであります吉田漁港多目的広場の盛土工事が、いよいよ

開始される運びとなりました。 

  防潮堤の役割も担う多目的広場の整備に着手したことによりまして、当町が目指す将来都

市像の実現に一歩近づいたと言っても過言ではないと受けとめております。 

  また、国土交通省が整備する防潮堤部につきましても、去る６月28日に「第２回駿河海岸

保全検討委員会」が開かれ、引き続き、整備についての具体的な検討が行われておりますの

で、早ければ、年内には検討の結論が出され、整備が開始される予定でございます。 

  一方、「シーガーデンシティ構想」におけるもう一つの大きな拠点となるものが、現在、

富士見幹線沿いに整備を進めております防災公園、「北オアシスパーク」でございます。 

  この「北オアシスパーク」は、当町への人の流れをつくる新たな玄関口として、町内外か

らお見えになるお客様に多様な町の情報を提供し、関心をお持ちいただけるポイントへと誘

うスタート地点となる施設でございますが、間もなく供用を開始できる運びとなっておりま

す。 

  なお、公園内に整備しております管理棟でございますが、公園の名称であります「北オア

シスパーク」にちなみ、だれもが親しみを持ち、来館者に「心地よい」と感じていただける

空間を創出する施設となるよう願いを込めまして、名称を「オアシス館」といたしました。 

  このように、「シーガーデンシティ構想」における具体的な取り組みが、少しずつ皆様の

目に見える形であらわれてまいりましたが、「第５次吉田町総合計画」の将来都市像であり

ます「人が集い 未来へはばたく 魅力あふれるまち 吉田町」を実現するためには、何と

しても、この安全とにぎわいの創出が一体となった「シーガーデンシティ構想」を現実のも

のとし、今までとは異なる新たなまちづくりを進めていかなければなりません。私も、引き
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続き、全力を尽くしてこの新たなまちづくりに取り組んでまいりますので、議員各位におか

れましては、ぜひとも御理解、御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

  それでは、本年度の当町における事業の進捗状況につきまして御報告申し上げます。 

  初めに、「災害に強く安全・安心に暮らせるまちづくり」に関連する事業のうち、吉田漁

港多目的広場の整備につきまして御報告申し上げます。 

  さきに申し上げました吉田漁港多目的広場盛土工事についてでございますが、第１回吉田

町議会臨時会におきまして、契約締結についての議決をいただきまして、７月13日に本契約

を締結いたしました。 

  その後、施工に関する協議や現地測量などを行うとともに、昨日、８月31日には、多目的

広場整備事業全体の安全を祈願するため、施工現場におきまして起工式がとり行われました。

今後は、順次、盛土工事に着手し、平成29年２月末の完成に向けて工事の進捗を図ってまい

ります。 

  なお、本工事の施工に当たりましては、施工規模を勘案し、より効率的な施工管理及び品

質管理を実現するため、受注者からの提案を受け、建設ＩＣＴを活用した情報化施工技術を

導入する予定でございます。 

  具体的な内容といたしましては、無人航空機を活用した測量や写真管理を実施するほか、

転圧管理システムを搭載した重機を使用した施工を実施する予定でございます。これにより、

効率的な工事の実施につながるほか、築堤整備を進める上で重要となる締固め不足を防止す

ることができ、品質の高い盛土構造物を完成させることにつながるものと期待をしておりま

す。 

  続きまして、津波・高潮危機管理対策事業についてでございます。 

  本事業につきましては、レベル２の大津波に対しまして、漁港施設と海岸保全施設を活用

した多重防護により、漁港及び漁港背後地の財産・生産活動を守る対策を推進するため、海

岸保全施設の安定照査及び基本設計業務を７月５日に発注いたしました。現在は、平成29年

３月の完了を目指して対策工法を決定するための作業を進めているところでございます。 

  今後におきましても、吉田漁港における地震・津波対策事業の早期完成を目指すとともに、

漁港施設の整備及び適正な維持管理に努めてまいります。 

  次に、木造住宅の耐震化プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」事業につきまして御報告申し

上げます。 

  ４月に発生した「平成28年熊本地震」では、木造住宅を中心に多くの建物が被害を受け、

住宅の耐震補強の重要性を再認識したところでございますが、本年度は、新たな取り組みと

いたしまして、地震体験車による模擬体験や模型による家屋倒壊の実演を、自彊小学校の３、

４年生を対象に実施いたしました。 

  この取り組みは、これらの体験をした子供たちが住宅の耐震に関心を持ち、家庭の中で住

宅の耐震について家族と語り合うことで、住宅の耐震診断や耐震補強に結びついていくこと

を期待して実施したものでございます。 

  なお、定期的な取り組みといたしましては、昭和56年５月31日以前に建てられた木造住宅

の所有者を対象に、耐震補強の補助制度を活用していただくため、静岡県及び耐震診断補強

相談士と連携し、月２回の戸別訪問を実施するとともに、８月には対象者に補助制度等を御

案内するダイレクトメールを発送いたしました。今後もさらなる制度の周知を図り、「ＴＯ
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ＵＫＡＩ－０」事業の推進に努めてまいります。 

  続きまして、「誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり」に関連する事業のうち、子

育て世代包括支援センターの設置における母子保健サービス体制の強化につきまして御報告

申し上げます。 

  町では、妊娠期から子育て期までの母子保健や育児に関するさまざまな悩み等に円滑に対

応するため、助産師や保健師が専門的な相談支援を行う拠点といたしまして、保健センター

内に「子育て世代包括支援センター」を設置いたしました。 

  このセンターでは、妊娠届出のあった全ての妊産婦お一人お一人の状況に合わせ、「子育

て支援プラン」の作成や個別訪問を行うなど、母子保健コーディネーターである助産師と保

健師とが連携しながら、きめ細かな支援を実施しております。 

  今後も、安心して妊娠・出産・子育てができるよう、関係機関とのさらなる連携を図りな

がらさまざまな相談に対応し、切れ目のない支援を実施するため、母子保健サービス体制を

強化してまいりたいと考えております。 

  次に、感染症対策の一環でありますＢ型肝炎の予防接種についてでございます。 

  現在、国内で伝染のおそれがある病気の発生及び蔓延を予防するために、特に予防接種を

行う必要があると認められる疾病につきましては、予防接種法に基づき、定期の予防接種が

行われております。 

  定期の予防接種につきましては、市町村長が行うこととされており、近年、見直しと改正

が頻繁に行われ、当町でもその都度対応してまいりましたが、本年度につきましても、10月

１日から、定期の予防接種の疾病対象に「Ｂ型肝炎」が追加され、ワクチン接種を導入する

こととなりました。 

  これを受けまして、当町では、10月１日からの実施に向け、関係機関と調整を行うととも

に、計画的に準備を進め、ワクチン接種対象者には９月下旬に個別に通知を発送し、周知を

図る予定でございます。 

  次に、保育園及び放課後児童クラブについてでございます。 

  保育園につきましては、平成28年４月１日現在の入所児童数は511人であり、その後、５月

から９月までの途中入所希望者は計49人でございましたが、当町では、希望者全員を受け入

れており、９月１日現在も、引き続き「待機児童ゼロ」の状態を維持しております。 

  現在、全国的に保育士等の人材確保が難しく、当町も厳しい状況ではございますが、「待

機児童ゼロ」を継続させるため、今後も保育士等の確保に努めてまいります。 

  また、放課後児童クラブにつきましては、現在、町内に６カ所ある児童クラブの利用者数

は279人であり、こちらも「待機児童ゼロ」の状態を維持しております。今後も、保護者の皆

様が安心して仕事と子育ての両立ができるよう、希望者全員の受け入れに努めてまいります。 

  なお、本年度から、多子世帯への経済的負担の軽減策として実施しております、放課後児

童クラブ利用者に対する第３子以降の利用料無料化についてでございますが、この制度は、

これまで現に放課後児童クラブを利用する兄弟姉妹がいる場合に、１人目の利用料は7,000

円、２人目以降の利用料は5,000円としていたものを、第１子の利用の有無にかかわらず、第

２子であれば利用料を5,000円、第３子以降であれば無料とするものでございます。 

  現状といたしましては、利用者数279人のうち、この制度の適用を受け、第２子であるため

に利用料が5,000円となった児童は50人、第３子以降であるために無料となった児童は25人で
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ございますので、多子世帯への経済的負担の軽減につながっているものと認識しております。 

  次に、本年度、育児負担の軽減を目的として導入いたします、ファミリー・サポート・セ

ンター事業についてでございます。 

  本事業は、子供の預かり等のサービスを希望する方とサービスを提供できる方に会員とな

っていただき、連絡、調整によりマッチングを行うものでございますが、現在、設置に向け

た準備を進めており、今後、町民の皆様に情報を発信し、会員の募集を行っていく予定でご

ざいます。 

  今後も、さまざまな子育て支援施策を展開することにより、子育てしやすい環境づくりに

努めてまいります。 

  次に、高齢者福祉事業についてでございます。 

  高齢者福祉事業につきましては、高齢者の皆様が住みなれた地域で自分らしい暮らしを続

けられるよう、医療、介護、予防、住まい及び生活支援が一体的に提供される地域包括ケア

システムの構築に向け、取り組んでいるところでございます。 

  まず、在宅医療・介護連携の推進でございますが、昨年度から牧之原市と合同で、医師会

などの医療関係者及び地域包括支援センターやケアマネジャーなどの介護事業関係者との意

見交換を行い、それぞれの立場から、課題の抽出や連携に向けた取り組みについて協議して

まいりました。本年度からは、吉田町と牧之原市それぞれにおいて「在宅医療介護連携推進

会議」を立ち上げ、在宅での療養生活を支える仕組みづくりや在宅医療介護にかかわる人材

育成を推進する具体策について協議することとしておりまして、７月13日には、第１回目の

連携推進会議を開催し、会議の目的や協議すべき事項につきまして確認をいたしました。 

  今後は、部会を設置しながら具体的な施策について検討し、高齢者の皆様が、在宅で自分

らしく穏やかに過ごせるよう、連携体制を構築してまいりたいと考えております。 

  次に、要介護３から要介護５の認定を持つ方を対象とした居住の場といたしまして、社会

福祉法人「敬愛福祉会」が整備を進めておりました、地域密着型介護老人福祉施設「よしだ

アスカの里」についてでございますが、７月に建設工事が完了し、８月１日から入所が開始

されました。 

  当町におきましても、利用者の新たな受け皿となる基盤が整備されたことによりまして、

入所を希望しながら自宅で待機されている高齢者や介護する家族への支援につながるものと

期待をしております。 

  続きまして、「魅力あふれる多様な交流を生むまちづくり」に関連する事業のうち、「北

オアシスパーク」の整備につきまして御報告申し上げます。 

  冒頭でも申し上げましたとおり、「北オアシスパーク」につきましては、９月末の完成に

向け、工事も最終段階に入っており、10月４日には、知事を初めとする御来賓や関係者の皆

様をお招きして完成式典を行い、供用を開始する予定でございます。 

  次に、都市防災総合推進事業による避難路として整備を進めております富士見幹線及び住

吉幹線についてでございます。 

  富士見幹線につきましては、歩道内への避難誘導灯設置工事を発注し、隣接する「北オア

シスパーク」の供用開始に合わせ、９月末までに工事を完了させる予定でございます。景観

にも配慮したデザインを採用した避難誘導灯の設置によりまして、これまでとは違った雰囲

気を醸し出し、にぎわいづくりの一助を担うものと期待をしております。 
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  また、住吉幹線につきましても、歩道内における照明灯設置工事を発注し、順調に整備を

進めているところでございます。 

  次に、まちづくり賑わい創出事業についてでございます。 

  平成28年第２回吉田町議会定例会における行政報告の中で、一般社団法人吉田町まちづく

り公社の設立について御報告させていただきましたが、この公社の事業が本格的に始動して

おりますので、御紹介させていただきます。 

  町では、地方創生加速化交付金を活用し、「まちづくり情報発信プラットホーム構築業務」

と「企業間ネットワークの活用による賑わい創生業務」を公社へ委託しているところでござ

います。 

  このうち、「まちづくり情報発信プラットホーム構築業務」では、「食べる」、「遊ぶ」、

「学ぶ」などの町の魅力的な情報を一元的に発信し、にぎわいづくりと地域産業の活性化を

図ることとしておりますことから、公社ならではの視点で町内の事業所等を取材し、スマー

トフォン対応型のプロモーションサイトや映像、冊子などにより、幅広く情報を発信するよ

う準備を進めているところでございます。 

  また、「企業間ネットワークの活用による賑わい創生業務」では、企業間交流や地域産業

の活性化を図ることとしておりまして、具体的な事業といたしましては、吉田の海を舞台と

した船上婚活パーティーの「船婚」や子育て中の働く女性を対象としたワーク・ライフ・バ

ランス推進のイベント、町の地域資源を活用した創業を支援する「吉田ビジネス未来塾」を

実施してまいります。 

  次に、福岡県八女市との交流についてでございます。 

  福岡県八女市とは、平成21年度に、当町と島田市、牧之原市で組織いたします「空港周辺

市町空港共生協議会」の視察で訪問させていただきましたことをきっかけに交流を続けてお

ります。 

  この八女市との交流を、将来に向けて、より強力なものとしていくため、昨年度から、「八

女市・吉田町未来創造の翼交流事業」をスタートさせ、去る８月10日には、第２回目となる

フォーラムを当町で開催いたしました。 

  本年度は、八女市長を初めいたしまして、「八女市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

掲げた事業に取り組んでおられます９人の職員が来庁され、両首長の懇談や職員同士がお互

いの取り組みなどを学び合う取り組み発表及び分科会を行うことができ、大変有意義なフォ

ーラムとなりました。 

  また、両市町の特産品等を活用した相互交流を活性化することにより、地域における交流

意識の醸成を図り、両市町の持続的な交流の発展に資することを目的といたしまして、「八

女市と吉田町との特産品交流連携に関する協定」を締結いたしました。 

  この協定では、「ふるさと納税制度を活用した地域振興」、「イベント等における特産品

等の販売促進」、「新たな特産品等の開発促進」に関して連携することとしておりまして、

両市町の特徴や環境の違いを生かした特産品交流を実施していくことにより、両市町のさら

なる地域振興が図られるものと期待をしております。 

  今回のフォーラムの開催によりまして、八女市との連携体制が一層強化されましたことか

ら、今後、両市町の豊かな発展に向けて交流事業を多面的に展開し、八女市との交流のすそ

野を広げてまいりたいと考えております。 
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  続きまして、「次代を担う心豊かな人を育むまちづくり」に関連する事業のうち、幼児教

育に係る取り組みにつきまして御報告申し上げます。 

  当町では、吉田町教育大綱における切れ目のない効果的な「つながりのある教育」の推進

に向け、幼児期の学びを小学校の学びへとつなげることを目的といたしまして、「幼児教育

カリキュラム」を作成する準備を進めており、９月７日には、「幼児教育カリキュラム作成

委員会」を立ち上げる予定でございます。 

  一方、国では、平成30年度に改訂を予定している「幼稚園教育要領」におきまして、「健

康な心と体」、「自立性」、「協同性」など、「幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の

具体的な姿」を示すための協議が行われております。 

  当町の「幼児教育カリキュラム」につきましては、こういった国の動向を注視しながら、

幼稚園、保育園、小学校の関係者と情報を共有し合い、作成に向けた協議を進めてまいりま

す。 

  また、各保育園における幼児教育支援事業といたしましては、これまで、年長児を対象に

「えんぴつ教室」、「運動教室」、「食育教室」などを実施してまいりましたが、この三つ

の教室につきまして、９月からは対象を年中児まで拡大して実施することといたしました。 

  今後は、これらの取り組みにおける効果を検証し、「幼児教育カリキュラム」に反映させ

るとともに、保育園における就学前教育のさらなる展開につなげてまいりたいと考えており

ます。 

  次に、６月に開設いたしました公設学習塾についてでございます。 

  町内小・中学校の児童・生徒を対象に、無料で学習機会を提供するこの新たな取り組みは、

報道機関に取り上げられ、県内の教育関係者からも大きな関心が寄せられているところでご

ざいます。 

  当町では、町独自の学力調査結果に基づいた教材を提供し、毎月１回土曜日に公設学習塾

を実施しておりますが、８月につきましては、さらなる基礎学力の向上を図るため、夏期講

座と称して３回にわたり、つまずきの要因とされている「一つ前の学年の学び直し」に取り

組みました。 

  教育委員会といたしましては、この公設学習塾と各学校で平日に開催しております放課後

学習を連動させながら、引き続き、児童・生徒一人一人にきめ細やかな学習機会を提供し、

基礎学力や学習意欲の向上を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、中学校における通級指導教室についてでございます。 

  当町では、平成26年度から、小学生を対象とした通級指導教室を自彊小学校に開設してお

りますが、本年度からは、吉田中学校におきましても、中学生を対象とした通級指導を開始

いたしました。現在は、本格的な個別指導を実施する環境を整えるため、休養室の改修工事

を実施するとともに、他校における事例を参考に、効果的な指導方法を盛り込んだ運営方針

の作成を進めているところでございます。 

  今後は、小学校の通級指導教室におけるきめ細やかな指導に加えまして、中学校において

も十分な支援が行き届くよう、引き続き、生徒一人一人の特性に合わせた学習環境の整備に

取り組んでまいります。 

  次に、小・中学校における教育用パソコンの更新についてでございます。 

  急速な情報通信技術の進展やグローバル化など、子供たちを取り巻く環境が大きく変化し
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ている中、国では、子供たちの情報活用能力を育成し、「生きる力」をはぐくむため、ＩＣ

Ｔを活用した教育を推進しているところでございます。 

  このような国の方針を踏まえ、当町では、９月30日までに、児童・生徒が情報を主体的に

選択し、活用していく力を身につけるためのツールといたしまして、小・中学校の教育用パ

ソコン端末を汎用性のある「タブレット型」に変更することといたしました。 

  このタブレット型端末の導入が、児童・生徒のさらなる学習意欲向上につながるものと期

待をしております。 

  次に、吉田町シニアカレッジの開講に向けた取り組みについてでございます。 

  町では、高齢者の皆様が、生涯にわたり学び続ける意欲を持ち、自発的に生きがいを見つ

けていく場といたしまして、吉田町シニアカレッジの開講に向けた準備を進めており、去る

８月４日には、第１回吉田町シニアカレッジ設立委員会を開催いたしました。 

  この設立委員会は、生涯学習を専門とする静岡大学の阿部耕也教授を委員長にお招きし、

吉田町社会教育委員長、吉田町文化協会代表、さわやかクラブ代表、静岡県人づくり推進委

員及びさわやかクラブ並びに自治会から御推挙いただきました５人を合わせた計10人の委員

により構成されております。 

  第１回の設立委員会におきましては、募集人数や受講料、講座内容などにつきまして、活

発な意見交換が行われましたが、引き続き、設立委員の皆様の御意見をお伺いしながら、吉

田町シニアカレッジの開講に向けまして、要綱やカリキュラムの作成に取り組んでまいりま

す。 

  続きまして、「豊かな自然と共生するまちづくり」に関連する事業のうち、「地域経済と

連携した省ＣＯ２化手法促進モデル事業」につきまして御報告申し上げます。 

  国では、地球温暖化に最も影響を及ぼす二酸化炭素の排出抑制を強力に推進しており、自

治体におきましても、二酸化炭素の削減に向けた取り組みが急務となっているところでござ

います。 

  しかし、二酸化炭素抑制を目的とした低炭素設備への改修は、初期投資コストが高く、特

に、中小規模の自治体におきましては、初期投資コストを負担する財政体力がない場合が多

いため、改修が進んでいないのが現状でございます。 

  このような問題を解決するため、環境省は、初期投資コストを低減しつつコストメリット

を享受し、あわせて地域のリース会社、地元の工事会社を活用することで、改修に係る費用

を地域で循環させる「バルクリース方式」を採用することにより、公共施設を一括改修する

スキームのモデルを形成する「地域経済と連携した省ＣＯ２化手法促進モデル事業」を立ち

上げました。 

  当町におきましても、低炭素設備への改修と地域活性化を実現させるため、この事業にエ

ントリーしているところでございます。 

  本年度は、小・中学校、保育園、図書館など七つの施設におきまして、設備改修による二

酸化炭素削減効果や費用対効果、投資回収に必要な年数等を把握する「低炭素設備導入調査

事業」を実施する予定でございます。 

  以上、本年度の事業の進捗状況につきまして御報告させていただきましたが、これまで繰

り返しお伝えしてまいりました「町民の皆様の財産、企業の皆様の生産活動を守る対策」の

一丁目一番地とも言うべき防潮堤の整備がいよいよ始まりました。 
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  今後も、「シーガーデンシティ構想」の推進により、新たな安全・新たなにぎわいの創出

に取り組むとともに、子育て支援における各種サービスの提供やあらゆる年代の人々が快適

に学習することのできる環境整備など、各種事業を着実に進め、町民の皆様が安心して心豊

かに暮らすことのできるまちづくりの実現に向け、全力で行政運営に取り組む所存でござい

ます。 

  議員各位におかれましても、こうした取り組みを御理解いただき、町政運営に対するより

一層の御支援、御協力を賜りますことを切にお願い申し上げ、本定例会の行政報告といたし

ます。 

○議長（大塚邦子君） 町長、御苦労さまでした。 

  次に、監査委員から決算審査報告をお願いいたします。 

  監査委員、伊藤利勝君。 

〔監査委員 伊藤利勝君登壇〕 

○監査委員（伊藤利勝君） それでは、平成27年度の決算等審査意見書について報告いたしま

す。 

  まず初めに、一般会計、特別会計の審査意見書。２番目に水道事業会計決算審査意見書。

第３番目に、健全化判断比率意見書。４、公共下水道事業特別会計資金不足比率。５、水道

事業会計資金不足比率の順序で申し述べますので、よろしくお願いいたします。 

  では、決算等審査意見書をお願いいたします。 

  １ページをお願いいたします。 

  第１、審査の対象。 

  平成27年度吉田町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算、各会計歳入歳出事項

別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金の運用状況。 

  第２、審査の時期。 

  平成28年７月12日から平成28年８月20日まで。 

  第３、審査の方法。 

  町長から送付された各会計歳入歳出決算、証書類、附属書類及び基金の運用状況について

計数の確認を行ったほか、財産の管理状況、財政状況及び予算の執行状況について資料を求

め、関係職員から説明を聴取し、これを審査した。また、例月出納検査及び定期監査の結果

も参考として審査した。 

  第４、審査の結果。 

  各会計歳入歳出決算及び附属書類は、いずれも関係法令等に準拠して作成され、計数的に

正確であり、予算の執行についてもおおむね適正に行われているものと認められた。 

  証書類の記載内容は、適正に表示されているものと認めた。 

  基金の運用状況を示す書類の計数についても、正確に表示され、適正に処理されているも

のと認められた。 

  第５、審査の概要。 

  Ⅰ、決算の概要。 

  平成27年度の一般会計と特別会計を合わせた歳入歳出決算額と収支状況は、次のとおりで

す。 

  平成27年度一般会計及び特別会計の予算現額合計は172億548万1,000円で、前年度より２億
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5,853万1,000円の増加、対前年度比101.5％となっている。 

  歳入額は169億5,903万7,000円で、前年度より4,110万3,000円の増加、対前年度比100.2％

となっている。 

  また、予算現額に対する執行率は98.6％で、前年度より1.2ポイントの低下となった。 

  歳出額は162億4,468万8,000円で、前年度より2,689万円の減少、対前年度比99.8％となっ

ている。 

  また、予算現額に対する執行率は94.4％で、前年度より1.6ポイントの低下となった。 

  実質収支額は６億3,137万5,000円で、前年度より5,878万2,000円の増加、対前年度比

110.3％となっている。 

  Ⅱ、一般会計。 

  (1)歳入歳出決算額。 

  一般会計歳入歳出決算額及び収支状況並びに前年度との比較は、次のとおりです。 

  平成27年度の一般会計歳入歳出額は、歳入額103億861万円、歳出額97億9,778万円、差引額

は５億1,083万円で、平成28年度への繰越財源8,297万4,000円を差し引くと、実質収支額は４

億2,785万6,000円となる。 

  前年度比較では、歳入額は６億4,256万9,000円の減少、歳出額も６億6,865万3,000円の減

少、実質収支額は前年度より1,687万3,000円の増加となった。 

  ３ページをお願いします。 

  (2)歳入決算額の概要。 

  収入済額を自主財源と依存財源に分類すると、自主財源は65億7,436万円で構成比率は

63.8％、依存財源は37億3,425万1,000円で構成比率は36.2％となっている。 

  収入済額の款別内容は、次のとおりです。 

  本年度の特徴として、町税について比較すると税総額では前年度より804万9,000円の増加

となっている。内訳を見ると、増加は町民税8,723万5,000円、軽自動車税137万8,000円、た

ばこ税348万9,000円であり、一方、減少は固定資産税7,423万4,000円、都市計画税982万円で

す。 

  その結果、税総額は52億9,173万8,000円の収入済額となりました。 

  次ページをお願いします。 

  過去５年間における町税収納率の状況は、次のとおりです。 

  収入未済額は、前年度に比べ1,396万8,000円減少し、１億8,054万7,000円となり、不納欠

損額は前年度より545万6,000円増加の1,146万1,000円を計上している。 

  本年度の収納率は96.5％と前年度より0.2ポイントの上昇となり、収納率の向上が図られた。

今後も、公平負担と財源の確保の観点から適切な徴収対策を図り、収入の確保に努められた

い。 

  (3)歳出決算額の概要。 

  歳出予算現額106億795万4,000円に対し、支出済額97億9,778万円で、執行率は92.4％です。

翌年度繰越額は５億90万円で前年度より１億7,428万4,000円の増加となっている。 

  不用額は３億927万3,000円で、前年度より6,296万5,000円の増加となっており、支出済額

97億円9,778万円は、前年度より６億6,865万3,000円の減少となっている。 

  歳出決算額の款別内容は、次表のとおりです。 
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  一般会計における当該事業の歳入歳出に関する処理及び事業運営は、適正に行われている

ことを認めた。 

  ７ページをお願いします。 

  特別会計であります。 

  (1)吉田町土地取得事業特別会計。 

  歳入総額５万9,000円、歳出総額５万1,000円、差引残額8,000円の決算内容となっている。 

  平成27年度は、一般会計等への土地売払及び土地取得はなかった。したがって、土地取得

事業特別会計の平成27年度末土地残高は、前年度末と同じく９億8,345万9,000円となってい

る。 

  当該事業の歳入歳出に関する事務処理及び事業運営は、適正に行われていることを認めた。 

  (2)吉田町国民健康保険事業特別会計。 

  歳入総額34億3,807万3,000円、歳出総額33億830万9,000円、差引残額１億2,976万5,000円

の決算内容となっている。 

  歳入を前年度と比較すると３億5,722万4,000円の増加となっている。 

  国保税の調定額に対する収納率は76.7％で、収入未済額は２億2,398万円となっている。 

  歳出を前年度と比較すると３億4,819万4,000円の増加となっている。 

  保険給付状況は療養諸費で、一般被保険者が11万1,092件、費用額は22億2,526万6,000円、

退職被保険者等が7,409件、費用額は１億2,775万3,000円となっている。 

  高額療養費の支給状況は、一般被保険者が3,191件で２億1,591万円、退職被保険者等が188

件の1,214万円となっている。 

  加入世帯及び被保険者数でありますが、世帯数は前年度末より117世帯減の3,889世帯とな

り、被保険者数は315人減の6,889人となっている。 

  国保税の過去５年間の収納率の推移は、次表のとおりです。 

  収納率は、現年度分92.4％、滞納繰越分22.9％となり、現年度分0.2ポイント、滞納繰越分

0.5ポイントそれぞれ上昇しているものの、合計では76.7％となり、前年度より0.3ポイント

の低下となっている。 

  不納欠損額は、前年度よりも1,288万円増加の2,138万8,000円となっている。 

  今後においても、国民健康保険事業の健全な財政運営を図るため、被保険者の健康づくり

及び疾病予防対策を強化するとともに、公平負担と財源確保の観点から適切な徴収対策を図

り、収入の確保に努められたい。 

  当該事業の歳入歳出に関する事務処理及び事業運営は、適正に行われていることを認めた。 

  ９ページをお願いします。 

  (3)吉田町後期高齢者医療事業特別会計。 

  歳入総額２億2,613万9,000円、歳出総額２億2,552万4,000円、差引残額61万5,000円の決算

内容となっている。 

  保険料の調定額に対する収納率は99.4％と前年度より0.4ポイントの上昇となり、不納欠損

額は２万5,000円減少の７万6,000円となっている。 

  今後においても公平負担と財源確保の観点から適切な徴収対策を図り、収入の確保に努め

られたい。 

  当該事業の歳入歳出に関する事務処理及び事業運営は、適正に行われていることを認めた。 
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  (4)吉田町介護保険事業特別会計。 

  歳入総額17億4,762万9,000円、歳出総額17億72万3,000円、差引残額4,690万6,000円の決算

内容となっている。 

  保険料の調定額に対する収納率は、98.1％と前年度より0.1ポイントの上昇となり、不納欠

損額は、19万6,000円減少の163万円となっている。 

  今後についても公平負担と財源確保の観点から、適切な徴収対策を図り、収入の確保に努

められたい。 

  事業の実施状況は次のとおりです。 

  被保険者の状況につきましては、総人口は前年度より60人減の２万9,702人となっている。

第１号被保険者は、前年度より200人増の6,961人、高齢化率は0.7ポイント上昇の23.4％とな

っている。第２号被保険者は前年度より20人減の9,882人で、１号及び２号被保険者合計数は、

前年度より180人増の１万6,843人となっている。 

  10ページをお願いします。 

  要介護認定につきましては、申請状況は前年度より２人減の1,131人で、認定状況は前年度

より４人増の1,061人となっている。 

  保険給付状況につきましては、15億7,519万6,000円となっている。 

  内訳の主なものは、施設サービス費、延件数2,687で、給付費は７億449万3,000円。居宅サ

ービス費、延件数8,081で、給付費は８億4,658万1,000円です。 

  当該事業の歳入歳出に関する事務処理及び事業運営は、適正に行われていることを認めた。 

  (5)吉田町公共下水道事業特別会計。 

  歳入総額12億3,852万6,000円、歳出総額12億1,230万1,000円、差引残額は2,622万5,000円

となっている。 

  下水道使用料の調定額に対する収納率は、95.2％と前年度より0.3ポイントの上昇となり、

不納欠損額は前年度より13万9,000円増加の37万6,000円となっている。公平負担と財源確保

の観点から収納率向上に努められたい。 

  業務実績は、次表のとおりです。 

  管渠整備率は前年度より0.2ポイント上昇の76.4％、普及率は0.2ポイント上昇の38.9％と

なっている。 

  企業債の前年度比較は、次表のとおりです。 

  13ページをお願いします。 

  収支比率及び一般会計からの繰入金の５年間の推移は、次表のとおりです。 

  本年度の収支比率は、前年度より0.2％増の79.6％で、繰入金は5,653万2,000円増の６億

4,282万9,000円となっている。 

  今後においても管渠及び浄化センターの適切な維持管理を行い、収支比率の向上を図られ

たい。 

  当該事業における歳入歳出に関する事務処理及び事業運営は、適正に行われていることを

認めた。 

  Ⅳ、実質収支に関する調書。 

  各会計の実質収支に関する調書は、その内容を各会計の決算書と照合審査した結果、計数

は正確であった。 
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  14、15ページをお願いします。 

  Ⅴ、財産に関する調書。 

  財産について本年度の増減高及び本年度末現在高は、次表のとおりです。 

  １、公有財産。 

  (1)土地及び建物。 

  土地の本年度末現在高は、前年度末より585.64平方メートル増の64万2,078.65平方メート

ルとなっており、建物の本年度末現在高は、前年度末より107.25平方メートル減の８万

5,719.86平方メートルとなっている。 

  16ページをお願いします。 

  (2)有価証券。 

  本年度の増減はなく、本年度末現在高は、前年度末同額の270万2,000円となっている。 

  (3)出資による権利。 

  本年度の増減はなく、本年度末現在高は、前年度末同額の2,601万7,000円となっている。 

  17ページ及び18ページをお願いします。 

  ２、物品。 

  本年度は、役場物品と学校物品を合算したので、本年度末の物品数は３万2,986と大幅に増

加している。 

  ３、債権。 

  本年度末現在額は、前年度末より35万3,000円減の2,206万6,000円となっている。 

  19ページをお願いします。 

  ４、基金。 

  本年度の現在高は、前年度末より１億9,211万2,000円増の29億7,055万1,000円となってい

る。本年度中の主な増は、吉田町財政調整基金、国民健康保険給付等支払準備基金、介護給

付費準備基金で、減は緊急地震・津波対策事業基金です。 

  財産に関する調書は、関係法令等に準拠して作成され、計数的に正確であった。 

  Ⅵ、基金の運用状況。 

  (1)吉田町物品調達基金。 

  基金運用残高は条例に定める基金の額である400万円で、回転率は1.8となっている。 

  物品調達基金運用の事務処理は、諸帳簿、伝票処理及び棚卸管理等、適正に処理されてい

ることを認めた。 

  第６、むすびでございます。 

  審査に付された各会計の歳入歳出決算、各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関

する調書及び財産に関する調書は、いずれも関係法令等に準拠して作成されていた。 

  また、歳入歳出額は、予算に基づき、おおむね事業目的及び事業計画に沿って執行されて

いた。 

  平成27年度町税の収入額は、前年度に比べ、地価の下落等の影響を受けて、固定資産税、

都市計画税は減収となったものの、緩やかな景気の回復の影響を受けて、町民税等が増収と

なり、その結果、町税は前年度を上回った。 

  今後については、第５次吉田町総合計画に基づき、諸事業の達成を図られるとともに町民

の視点に立った効果的で効率的な事務事業執行に努められたい。 
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  以上をもちまして、決算等審査意見といたします。 

  引き続きまして、水道事業会計審査意見を申し述べますので、水道事業会計決算審査意見

書をお願いいたします。 

  では、１ページをお願いいたします。 

  Ⅰ、審査の対象。 

  平成27年度吉田町水道事業会計決算。 

  Ⅱ、審査の時期。 

  平成28年６月18日から平成28年７月20日まで。 

  Ⅲ、審査の方法。 

  審査に当たっては、地方公営企業法第30条第７項の規定に基づく決算書及び同法施行令第

23条の規定に基づく決算附属書類等につき、証書類その他の会計書類等を照合し、地方公営

企業法第３条に規定する経営の基本原則の趣旨に従っているか否かについて資料と説明を求

め、審査をするとともに当事業が経済性を発揮し、公共の福祉を増進するように運営された

かを検討するため、事業の分析を行った。また、定期監査及び例月出納検査の結果も参考と

した。 

  Ⅳ、審査の結果。 

  審査に付された平成27年度吉田町水道事業会計の決算書及び決算附属書類は、関係法令に

準拠して作成されており、計数も正確で、経営状況及び財政状況が適正に表示されているも

のと認められた。 

  また、予算の執行状況は、おおむね事業の目的に従って執行され、運営は公営企業本来の

目的である公共の福祉を増進することに配慮して行われているものと認められた。 

  決算の概要は次のとおりであり、審査の過程で作成した資料を決算資料として添付しまし

た。 

  ２ページをお願いします。 

  決算の概要。 

  事業の概要について。 

  平成27年度の業務実績は、次表のとおりです。 

  当年度の業務実績を見ると平成28年３月31日現在の給水人口は３万2,541人であり、給水区

域内人口３万4,091人に対する水道普及率は95.5％となっている。 

  また、年間総配水量は456万5,136立米で、そのうち、総有収水量は403万3,266立米となっ

ており、有収率は88.3％で前年度と比較して1.3ポイント上昇した。 

  稼働１日配水能力は１万8,200立米であり、前年度と同数値となっている。 

  ２、予算の執行状況【決算報告書（消費税込み）】について。 

  (1)収益的収入及び支出の予算の執行状況は、次表のとおりであります。 

  収益的収入の決算額は６億180万8,000円で、現予算額５億8,138万円に対し、2,042万8,000

円増額となり、収入率は103.5％となっている。 

  収益的支出の決算額は５億1,965万6,000円で、現予算額５億5,555万9,000円に対し、不用

額は3,590万3,000円であり、執行率は93.5％となっている。 

  ４ページをお願いします。 

  (2)資本的収入及び支出の予算の執行状況は、次表のとおりであります。 
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  資本的収入の決算額は1,874万5,000円で、現予算額3,174万7,000円に対し、1,300万2,000

円の減額となり、収入率は59.0％となっている。 

  資本的支出の決算額は３億5,081万4,000円で、現予算額３億7,513万5,000円に対し、不用

額は2,432万1,000円であり、執行率は93.5％となっている。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する額３億3,206万9,000円の補てんは、次表

のとおりであります。 

  ３、事業経営【損益計算書（消費税抜き）】について。 

  (1)収益は、次表のとおりです。 

  収益合計は、５億6,189万3,000円であり、前年度より50万7,000円減少している。 

  営業収益は、前年度より126万9,000円増加しております。 

  ６ページをお願いします。 

  営業外収益は、前年度より177万6,000円減少しております。 

  (2)費用。 

  費用は、次表のとおりです。 

  費用合計は、４億9,498万5,000円であり、前年度より489万8,000円減少している。 

  営業費用は、前年度より1,444万8,000円増加し、営業外費用は、前年度より1,038万2,000

円減少している。 

  特別損失は、本年度の計上がなく、前年度より皆減となっている。 

  (3)経営成績。 

  経営成績は、次表のとおりであります。 

  損益収支の状況は、総収益が５億6,189万3,000円、総費用が４億9,498万5,000円で、差し

引き6,690万9,000円の純利益が生じ、総収益と総費用を対比した総収支比率は113.5％であり、

前年度より1.0ポイント上昇している。 

  経常収支の推移は、次表のとおりです。 

  経常収益と経常費用を対比した経常収支比率は113.5％であり、前年度より1.1ポイント低

下している。 

  ８ページをお願いします。 

  (4)供給単価と給水原価の比較であります。 

  有収水量１立米当たりの供給単価と給水原価の推移は、次表のとおりであります。 

  供給単価は、前年度より13銭上がっており、給水原価も前年度より１円28銭上がっている。

その結果、供給単価から給水原価を差し引いた額は14円53銭となり前年度より１円15銭下が

っている。これは、前年度より給水収益が増加したものの、原水浄水及び給水配水費、減価

償却費等の経常費用が増加したことによるものです。 

  ４、財政状態【貸借対照表（消費税抜き）】について。 

  (1)資産。 

  平成28年３月31日現在の資産の状況は、次表のとおりです。 

  資産合計は、74億6,896万7,000円であり、前年度より１億1,148万1,000円減少している。 

  ア、固定資産は、前年度より2,726万9,000円減少している。平成27年度末管路延長は、前

年度末より3,896メートル増加し、24万8,800メートルとなっている。 

  10ページをお願いします。 



－17－ 

  イ、流動資産は、前年度より7,203万4,000円減少している。 

  （ア）未収金の内訳は、次表のとおりである。 

  全額未収給水収益（水道料金）3,200件であります。 

  （イ）貯蔵品の内訳は、次表のとおりでありまして、材料、量水器、薬品の合計となって

おります。 

  ウ、繰延資産。 

  繰延資産は、前年度より1,217万9,000円減少している。 

  (2)負債・資本。 

  平成28年３月31日現在の負債・資本の状況は、次表のとおりです。 

  負債・資本合計は、74億6,896万7,000円であり、前年度より１億1,148万1,000円減少して

いる。 

  12ページをお願いします。 

  ア、負債。 

  負債合計は、43億7,294万2,000円であり、前年度より１億7,935万7,000円減少している。 

  （ア）固定負債。 

  固定負債は、前年度より１億4,976万6,000円減少している。 

  （イ）流動負債は、前年度より538万9,000円減少しております。 

  なお、未払金の内訳は、次表のとおりとなります。全額未払消費税であります。 

  （ウ）繰延収益は、前年度より2,420万2,000円減少している。 

  イ、資本は、30億9,602万5,000円であり、前年度より6,787万6,000円増加している。 

  （ア）資本金は、前年度より10億5,992万7,000円増加している。 

  （イ）剰余金は、前年度より９億9,205万2,000円減少している。 

  ５、資金の状況【キャッシュ・フロー計算書（間接法・税抜き）】であります。 

  平成27年度のキャッシュ・フロー計算書は、次表のとおりです。 

  業務活動によるキャッシュ・フローは２億4,480万9,000円のプラス、投資活動によるキャ

ッシュ・フローは１億7,499万1,000円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローは１

億4,309万7,000円のマイナスとなっている。 

  この結果、当年度の資金は7,328万円減少し、資金期末残高は５億4,745万6,000円となって

いる。 

  14ページをお願いします。 

  Ⅴ、むすびであります。 

  業務実績について見ると、現在給水人口は３万2,541人で、前年度に比べ45人増加し、水道

普及率は95.5％で、前年度に比べ0.1ポイント上昇している。総配水量は456万5,136立米で、

前年度に比べ５万7,685立米減少しており、そのうち、総有収水量は前年度比１万309立米増

加の403万3,266立米となっている。有収率は不明水等の無効水量が減少したことにより、前

年度より1.3ポイント上昇し88.3％となっている。 

  次に、経営成績について見ると、総収益は５億6,189万3,000円で、前年度に比べ50万7,000

円減少しており、総費用も４億9,498万5,000円で前年度に比べ489万8,000円減少している。 

  総収益が減少した主な要因は、給水収益等の営業収益は増加したものの、受託工事収益、

長期前受金戻入等の営業外収益が減少したことによる。また、総費用が減少した主な要因は
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原水浄水及び配水給水費、減価償却費等の営業費用が増加したものの、支払利息、繰延資産

償却等の営業外費用が減少し、特別損失の計上がなかったことによる。差引収支の結果、当

年度は6,690万9,000円の純利益が生じ、これに前年度繰越利益剰余金647万2,000円及びその

他未処分利益剰余金変動額5,000万円を加えた、当年度未処分利益剰余金は１億2,338万1,000

円となっている。この未処分利益剰余金は資本金への組み入れ5,000万円、建設改良積立金の

積み立て6,500万円として処分し、残額の838万1,000円は翌年度繰越利益剰余金とする予定と

なっている。 

  水道施設整備のための投資額（消費税込み）ですが、前年度比4,190万7,000円増加の２億

569万4,000円で、内容は配水管布設及び布設替工事費等です。 

  なお、施設整備に係る企業債の当年度末残高については、27億3,980万2,000円で、前年度

に比べ１億4,406万4,000円減少している。また、当年度は前年度に引き続き、企業債による

資金の調達は行っていない。 

  水道料金の未収金は、1,423万8,000円で前年度に比べ152万2,000円増加し、収納率は97.4％

となり、前年度と比べ0.2ポイント低下している。不納欠損額は水道料金412万4,000円で、前

年度より97万2,000円の減少となっている。 

  今後の水道事業を見ると、収益面では少子高齢化及び人口減少社会が進行するとともに、

節水意識の定着、節水器具等の普及、宅配水等の需要増加により、日常生活を初め、さまざ

まな社会経済活動において水需要の増加は見込めない状況であり、収益の柱である水道料金

収入の増収は厳しいと思われる。一方、費用面においては、水道施設の維持管理及び老朽管

の更新、管路の耐震化があります。今後ともさらなるコスト縮減や経営の効率化に取り組ま

れたい。 

  また、公共事業として、危機管理の強化を含めた水道施設の整備及び改修に努め、安全で

おいしい良質な水道用水を安定供給し、本来の目的である町民生活の向上と福祉の増進に引

き続き寄与されるよう要望する。 

  なお、決算資料として以下の資料を添付しました。 

  １、前年度比較損益計算書（消費税抜き）、２、前年度比較貸借対照表（消費税抜き）、

３、吉田町水道事業経営分析、(1)経営分析表、(2)経営分析の要旨。 

  以上をもちまして、水道事業会計の決算審査意見といたします。 

  引き続きまして、吉田町健全化判断比率に対する審査意見について申し述べます。 

  平成27年度決算に基づく吉田町健全化判断比率審査意見書をお願いいたします。 

  Ⅰ、審査の概要。 

  １、審査の対象。 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、比率算定の基礎とな

る事項を記載した書類。 

  ２、審査の時期。 

  平成28年８月４日。 

  ３、審査の方法。 

  町長から提出された平成27年度決算に基づく吉田町健全化判断比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

  ４、審査の関係。 
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  審査に付された平成27年度決算に基づく吉田町健全化判断比率及びその算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めた。 

  審査結果の詳細については、次ページをお願いします。 

  Ⅱ、審査の結果。 

  １、健全化判断比率の状況でありますが、実質赤字比率は黒字でありますので、比率は表

示しておりません。早期健全化基準は14.26％であります。連結実質赤字比率も生じておりま

せんので、表示はありません。早期健全化基準は19.26％であります。実質公債費比率は10.4％

で、早期健全化基準は25.0％。将来負担比率は72.2％で、早期健全化基準は350.0％となって

おります。 

  ２、個別意見。 

  (1)実質赤字比率について。 

  平成27年度の実質収支は４億2,786万3,000円の黒字となっており、健全な財政状況下にあ

ります。 

  (2)連結実質赤字比率について。 

  平成27年度の連結実質収支は11億9,015万7,000円の黒字となっており、健全な財政状況下

にある。 

  (3)実質公債費比率について。 

  平成27年度の実質公債費比率は10.4％となっており、早期健全化基準の25.0％と比較する

と、これを下回っている。 

  (4)将来負担比率について。 

  平成27年度の将来負担比率は72.2％となっており、早期健全化基準の350.0％と比較すると、

これを下回っている。 

  ３、是正改善を要する事項。 

  特に指摘すべき事項はありません。 

  では、次に、吉田町公共下水道事業特別会計資金不足比率に対する審査意見について申し

述べます。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定に基づき審査に付された平

成27年度決算に基づく吉田町公共下水道事業特別会計資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類を審査したので、次のとおり意見書を提出します。 

  Ⅰ、審査の概要。 

  １、審査の対象。 

  公共下水道事業特別会計資金不足比率。比率算定の基礎となる事項を記載した書類。 

  ２、審査の時期。 

  平成28年７月21日。 

  ３、審査の方法。 

  町長から提出された平成27年度決算に基づく吉田町公共下水道事業特別会計資金不足比率

及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼と

して実施した。 

  ４、審査の結果。 

  審査に付された平成27年度決算に基づく吉田町公共下水道事業特別会計資金不足比率及び
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その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めた。 

  審査結果の詳細は、次項のとおりであります。 

  Ⅱ、審査の結果。 

  会計の名称は、公共下水道事業特別会計で、当町の比率は黒字でありますので、マイナス

表示となっております。経営健全化基準は20.0％であります。 

  ２、意見。 

  公共下水道事業特別会計は黒字であるため、健全な財政状況下にあります。 

  ３、是正改善を要する事項。 

  特に指摘すべき事項はありません。 

  失礼しました。 

  平成27年度決算に基づく吉田町水道事業会計資金不足比率に対する審査意見について申し

述べます。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定に基づき審査に付された平

成27年度決算に基づく吉田町水道事業会計資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類を審査したので、次のとおり意見書を提出します。 

  Ⅰ、審査の概要。 

  １、審査の対象。 

  水道事業会計資金不足比率、比率算定の基礎となる事項を記載した書類。 

  ２、審査の時期。 

  平成28年７月１日。 

  ３、審査の方法。 

  町長から提出された平成27年度決算に基づく吉田町資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

  ４、審査の結果。 

  審査に付された平成27年度決算に基づく吉田町水道事業会計資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めた。 

  審査結果の詳細は、次項のとおりであります。 

  Ⅱ、審査の結果。 

  資金不足比率の状況でありますが、会計の名称は、水道事業会計、当町の比率は、黒字で

ありますので、マイナス表示です。経営健全化基準は20.0％となっております。 

  ２、意見。 

  水道事業会計は黒字であるため、健全な財政状況下にあります。 

  ３、是正改善を要する事項。 

  特に指摘すべき事項はありません。 

  以上をもちまして、平成27年度決算審査意見とさせていただきます。 

○議長（大塚邦子君） 監査委員、御苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。再開は10時35分とします。 

 

休憩 午前１０時２６分 
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再開 午前１０時３４分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議会閉会中の委員会活動報告 

○議長（大塚邦子君） 日程第４、議会閉会中の委員会活動報告を議会運営委員会委員長から

報告願います。 

  ７番、三輪正邦君。 

〔議会運営委員会委員長 三輪正邦君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（三輪正邦君） それでは、平成28年吉田町議会第３回定例会におい

て、議会運営委員会より、議会閉会中の調査活動について御報告いたします。 

  平成28年９月１日。 

  議会運営委員会、開催日時、平成28年６月20日（月）、午後１時30分から午後４時18分ま

で。 

  開催場所は吉田町役場４階第１会議室です。委員６名、番外１名、事務局２名。 

  Ⅰ、協議事項、議会運営に関する申し合わせ事項の見直しについて。 

  １、本会議関係。 

  第９項、原文のまま。 

  第10項、原文のまま。 

  第11項、文末にただし書きを加筆する。加筆部分は議会運営委員長が考えてくることとし、

検討する。 

  第12項、原文のまま、アンダーラインは削除する。 

  ２、議会運営委員会関係。 

  前文の「地方自治法第109条の２・・」を「・・地方自治法第109条」とする。 

  第１項、原文のまま。 

  第２項、原文のまま。発言時間は現在運用している60分以内である。一般質問の内容につ

いては次回検討する。 

  第３項、第４項、第５項、第６項、第７項、第８項、第９項、第10項、原文のまま。 

  第11項、「その他、議会運営上必要と認められる事項」を加筆する。 

  次回は、①３、委員会関係、４、全員協議会関係、②本会議関係の第11項の検討、③議会

運営委員会関係第２項の一般質問の内容の検討をする。 

  次々回は、５、請願、陳情、要望、意見書、決議等、６、行政視察、研修関係、７、その

他の事項とする。 

  その他、会議へのスマートフォン等ＩＴ関係機器の持ち込みを可とする。 

  議会運営委員会、開催日時、平成28年７月11日（月）、午前９時から午後零時３分まで。 

  開催場所、吉田町役場４階第１会議室。委員６名、番外１名、事務局２名、総務課長。 

  Ⅰ、協議事項、平成28年第１回吉田町議会臨時会運営については、次回検討する。 

  (1)町長提出議案について（総務課長）。 
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  第38号議案 平成28年度農山漁村地域整備交付金吉田漁港多目的広場盛土工事請負契約の

締結について。 

  (2)上程議案の審議方法について。 

  議案１件、常任委員会への付託なし。 

  (3)会期の決定及び審議予定表について。 

  ①臨時会会期期間を７月13日（水）の１日間とする。 

  ②開会、会議録署名議員の指名、会期決定、町長提出議案の審議、全員協議会、町長提出

議案の審議、閉会。 

  ③会議録署名議員の指名について。 

  ２番、三輪美由紀議員、３番、大石 巌議員。 

  ２、議会運営に関する申し合わせ。 

  (1)本会議関係。 

  第11項、文末に次のように加筆する。「ただし、関連事項として所管外の担当課への質問

はできるものとする。」、「体調不良等で退席したい場合は、動議により休憩を求める。再

開は議長の判断で行う。」ことについては、申し合わせ事項には記載せず、議長が議員に周

知を図ることとした。 

  (2)議会運営委員会関係。 

  第２項、検討した結果原文のままとする。 

  (3)委員会関係。 

  第１項から第４項、原文のままとする。 

  (4)全員協議会関係。 

  第１項、全員協議会は、原則として吉田町議会定例会招集期月の年４回とする。 

  第２項、（了承）の語を削除する。 

  第３項、次のように訂正する。「組合議会が開催された内容報告は原則として直近の全員

協議会において、その組合に所属する代表議員が行い、質疑はないものとする。」。 

  第４項、削除する。 

  ３、その他。 

  (1)６月定例会における議会運営委員会終了後での蒔田議員の一般質問の扱いについて。 

  議会運営委員会の弁明文について蒔田議員の意思を議長が聞くこととする。 

  議会運営委員会、開催日時、平成28年８月12日（金）、午前９時から午後零時30分まで。 

  開催場所、吉田町役場４階第１会議室。委員６名、番外１名、事務局２名。 

  協議事項。 

  議会運営に関する申し合わせ事項の見直し。 

  ５、請願、陳情、要望、意見書、決議等。 

  (1)第１項から第５項までと第７項、原文のまま。 

  (2)第６項、削除（現状にそぐわないため）。 

  (3)第８項、「町の一般的な事務で、本業の議会活動・・・」の『本業の』を削除する。 

  ６、行政視察・研修関係。 

  (1)第１項、第２項、原文のまま。 

  (2)第３項、「報告書の提出については」を削除する。 
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  「行政視察については、報告書を提出する。研修については、必要に応じて議長または委

員長が定める。」と訂正する。 

  (3)第４項、第５項、削除する。 

  ７、その他の事項。 

  (1)第１項、原文のまま。 

  (2)第２項から第４項まで、全文を見直す。次回の協議事項「議会運営委員会申し合わせ事

項の見直し」までに各自考えてくる。 

  その他。 

  (1)「議会運営委員会の弁明文について蒔田議員の意思を議長が聞くこととする。」件につ

いて議長報告。 

  時期、平成28年７月13日、午前11時。 

  出席者、議長、議会運営委員長、蒔田議員。 

  内容、弁明については納得した。本人の気持ちは、議会運営委員会をルールにのっとって

やってほしい。一般質問の取り扱いを議会運営委員会で確認してほしいということであった。 

  議会運営委員会、開催日時、平成28年８月24日（水）、午前９時から午後12時47分まで。 

  開催場所、吉田町役場４階第１会議室。委員６名（途中退出者１名）、番外１名、事務局

２名、総務課長。 

  Ⅰ、協議事項。 

  １、平成28年度第３回吉田町定例会の運営について。 

  (1)町長提出議案について（総務課長）。 

  (2)上程議案の審議方法について。 

  議案は17件、報告は３件。 

  委員会への付託なし。本会議で審議する。質疑の前に当局の出席を求めて全員協議会を開

き、内容確認する。 

  (3)会期の決定及び審議予定表について。 

  ①議会会期期間を９月１日から23日までの23日間とする。 

  ②９月１日、開会、本会議、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸報告（議長報告、町

長行政報告、監査委員決算審査報告）、議会閉会中の委員会活動報告（議会運営委員会委員

長、総務文教常任委員会委員長、産業建設常任委員会委員長）、議会ＩＣＴ推進特別委員会

委員長報告、町長提出議案の審議、法令に基づく報告。９月２日、本会議、全員協議会。９

月５日、本会議。９月６日、全員協議会。９月７日、産業建設常任委員会、総務文教常任委

員会。９月８・９日、全員協議会。９月13日、本会議（一般質問）。９月14日、産業建設常

任委員会。９月15・20日、本会議。９月21日、議会運営委員会。９月23日、本会議、閉会。 

  (4)会議録署名議員の指名について。 

  ４番、遠藤孝子議員、５番、蒔田昌代議員。 

  (5)一般質問の取り扱いについて。 

  ア、山口一博議員、イ、大石 巌議員、ウ、遠藤孝子議員、エ、藤田和寿議員、オ、山内 

均議員、カ、蒔田昌代議員の内容等について検討した。訂正や確認事項については議長に報

告した。一般質問は、９月13日（火）午前中３人、午後３人とする。 

  以上であります。 
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  以上で報告を終わります。 

○議長（大塚邦子君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  委員長、御苦労さまでした。 

  続きまして、総務文教常任委員会委員長から報告願います。 

  ６番、山内 均君。 

〔総務文教常任委員会委員長 山内 均君登壇〕 

○総務文教常任委員会委員長（山内 均君） 平成28年第３回定例会総務文教常任委員会委員

長報告をいたします。 

  総務文教常任委員会より、議会閉会中の調査活動について報告します。 

  平成28年６月９日、第２回定例会で議会閉会中の所管事務調査について調査することを決

定し、会議規則第69条第１項の規定により、議長に通知をした。 

  １、調査事項は、40歳以上の健康づくり事業について。 

  ２、目的は、町の取り組み状況と課題について調査研究する。 

  ３、期間は、調査研究が終了するまで。 

  平成28年７月４日、午前９時から11時まで、全員の出席で委員会を開会した。 

  協議事項については、担当は健康づくり課となり、調査は年代別とすることとし、40歳以

上44歳を青年期、これは調査事項、40歳以上の健康づくり事業であるために設定をしました。

45歳以上64歳を壮年期、65歳以上を高齢期とし、確認をした。 

  分野については、身体活動と健康管理とし、事業名については、健康マイレージ事業、若

返り貯金塾、生活習慣病予防啓発事業、地区健康度アップ事業とした。 

  協議の結果、調査に先立ち、次回７月20日に健康づくり課に質問し、説明していただくこ

ととした。 

  質問事項を各事業についての年代別、調査データに基づく事業と現状、課題抽出根拠とな

るデータと事業の課題、事業の目的、各事業の優先順位等を決定し、閉会とした。 

  平成28年７月20日、９時から11時まで。全委員の出席で委員会を開会した。 

  協議事項は、健康づくり課の出席をいただき、事前に提出した質問に対して、健やかプラ

ン21吉田町健康増進計画、吉田町食育推進計画の中間見直しを基本資料として説明をいただ

いた。 

  最初は、対象事業の健康マイレージ事業である。昨年から新たに事業を実施したもので、

18歳以上の町内在住・在勤者が対象となり、健康づくりを促すことを目的に、毎日の運動や

食事、休養などの目的を立て、達成した場合や特定健診、がん検診を受診したり、健康づく

り課主催の事業に参加することでポイントが獲得でき、ポイントが40ポイントとなると、ふ

じのくにいきいきカードが発行され、カード協力施設においてサービスが受けられる事業と

なっていること。生活習慣病予防事業では、特定健診の受診や生活行動の改善につなげ、ま

た予防や重症化を防ぐために各事業を展開している。地区健康度アップ事業は、28年度から

の新規事業となった。生活習慣病予防のための正しい知識を普及し、健康の保持、増進を図
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るとともに、健診の受診率向上を目指しているなど、わかりやすい説明をいただいた。 

  平成28年８月５日、午前９時から10時20分まで、全委員の出席で委員会を開会した。 

  協議事項は、健康づくり課から説明を受け、各委員からレポート提出をしていただいたそ

れぞれの内容を協議し、総務文教常任委員会の調査研究事項を確定した。 

  １、健康マイレージ事業、２、生活習慣予防啓発事業、３、地区健康度アップ事業と、各

事業におる運動、食生活、社会参加や吉田町と他の市町を含む実態調査等をすることを確定

して委員会を閉会した。 

  以上が議会閉会中の調査活動についての報告です。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  委員長、御苦労さまでした。 

  続きまして、産業建設常任委員会委員長から報告願います。 

  ９番、増田剛士君。 

〔産業建設常任委員会委員長 増田剛士君登壇〕 

○産業建設常任委員会委員長（増田剛士君） ９番、増田です。 

  産業建設常任委員会委員長報告をいたします。 

  定例会閉会中の委員会報告といたします。 

  ７月12日、委員会を開催いたしました。 

  協議事項は、所管事務調査、観光資源の開発についてであります。 

  ６月定例会中の委員会において、町内４地区の御利益スポット等を観光資源として開発す

ることとし、住吉区について調査、協議を引き続き行い、川尻区につきまして御利益スポッ

ト等の掘り起こしを行い、浄土寺内のお地蔵さん、延命地蔵、浜の棒杭さんが病気平癒やい

ぼとりなどの御利益が伝えられており、現在も手厚く供養されていることを確認し、御利益

スポットとして取り上げることを決定いたしました。 

  また、観光スポットといたしまして、ＪＡハイナン川尻支店の自噴水、川尻の道標、富士

山のビューポイントを取り上げることを決定いたしました。 

  次回委員会におきまして、片岡区の御利益スポット等の掘り起こしをすることを決定いた

しました。 

  議会ＩＣＴ特別委員会のフェイスブックページに川尻区の津島八幡神社夏季祭典を掲載す

ることを決定いたしました。 

  ７月26日、委員会を開催いたしました。 

  片岡区の観光、御利益スポット等について協議をいたしました。 

  瑞穂神社、片岡の道標、油山さん、龍光寺の弁天さんなどについて詳細調査することを決

定いたしました。 

  また、北区観光、御利益スポット等の掘り起こしについて、ふるさと民間信仰の冊子に掲

載されている中でチェックすることを決定いたしました。 
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  そして、これまでの調査に基づき、観光資源の開発に関し先進地視察を行う方針を協議い

たしました。 

  ８月17日、委員会を開催いたしました。 

  片岡区の御利益スポット等は、油山さんを取り上げることとし、観光スポットとして片岡

辻の道標、景観スポットとして龍光寺を決定いたしました。 

  片岡区においては、小山城展望台等を初めとしました観光スポットが既に多く点在してお

るため、隠れた観光資源としてこれらを取り上げることになりました。 

  北区の観光、御利益スポットといたしまして、大智寺の観音さん、本寿寺の浄行菩薩、徳

川、武田の将兵慰霊碑を調査することを決定いたしました。 

  先進地視察について協議を行いました。 

  視察目的は、既存の観光資源開発の中で見つけた資源の生かし方と、新たな観光資源開発

による交流人口増大を図る施策を視察するということといたしまして、この目的に沿った視

察先を選定することを決定いたしました。 

  ９月定例会中の委員会において、これらを精査していくこと、今後の方針を決めていくこ

とを決定いたしまして、閉会いたしました。 

  以上、産業建設常任委員会委員長報告といたします。 

○議長（大塚邦子君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  委員長、御苦労さまでした。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議会ＩＣＴ推進特別委員会委員長報告 

○議長（大塚邦子君） 日程第５、議会ＩＣＴ推進特別委員会委員長報告を委員長から報告願

います。 

  議会ＩＣＴ推進特別委員会委員長、お願いします。 

  10番、藤田和寿君。 

〔議会ＩＣＴ推進特別委員会委員長 藤田和寿君登壇〕 

○議会ＩＣＴ推進特別委員会委員長（藤田和寿君） 10番、藤田和寿。 

  それでは、議会ＩＣＴ推進特別委員会から委員会活動について御報告申し上げます。 

  ６月16日、委員６名、番外１名で第16回委員会を開催し、議会フェイスブックについて協

議いたしました。 

  住民の必要な議会情報を発信すること、動画配信を活発化することを確認いたしました。 

  また、一般質問は、事前通告を主にＰＲすること。 

  常任委員会は、各委員長が中心となり委員会活動を発信し、議会運営委員会は、協議事項

を議運の副委員長の遠藤委員が発信することを決定いたしました。 

  広報特別委員会は、担当委員長と協議後、全員協議会は、委員会のアップ試行後、再検討
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することとなりました。 

  その後、動画配信ツールのツイッターキャストについて利用方法と内容を確認いたしまし

た。 

  ６月29日、委員６名、番外１名で第17回委員会を開催し、議会報告会でいただいた意見に

ついて協議いたしました。 

  フェイスブックを知らない方や、ネットを行わない方への対応。検索しやすくする方法な

どを協議し、今後の課題として、広報不足を挙げ、議会だよりにＱＲコードを掲載し、ＰＲ

することといたしました。 

  また、７月の議会予定のフェイスブックの掲載内容と担当を決定し、最後に次回委員会を

動画でフェイスブックに試行配信することをお諮りしたところ、異議なく決定いたしました。 

  ７月25日、委員６名、番外１名、第18回委員会を開催し、議会報告会での議会ＩＣＴに関

する意見や課題を協議し、フェイスブックで発信するターゲットは利用している人を対象に

し、動画配信などを使い情報発信として、定例会など議会行事と委員会活動をアップするこ

と。総務常任委員会は健康づくり事業について、産業建設常任委員会は御利益スポットにつ

いて、調査プロセスを含め、活動状況を写真と動画を使いアップし、内容説明を行い、発信

することと決定しました。 

  最後に、８月の行事内容と担当者を決定し、委員会を終了いたしました。 

  ８月18日、委員６名、番外１名、第19回委員会を開催し、フェイスブックによる動画配信

の試行について協議いたしました。画像が見やすくきれいである。音声が小さく聞き取りに

くい。撮影で手振れなどがあり、固定式がよい。撮影は第１会議室で、ホワイトボードを委

員長後方席に起き、全委員が写るよう工夫が必要であるなどの意見が出ました。今後も改善

を行い、動画配信を継続していくことと決定いたしました。 

  また、動画配信について、議会の見える化を図るために、アップした議会フェイスブック

について町民の感想をいただくことを各議員にお願いするため、全員協議会でお諮りするこ

とを決定しました。 

  また、動画配信に向けた下協議資料として、設備案の試算を行うことも決定しました。 

  最後に、本会議動画配信に向けて、一般質問の動画配信の試行についても全員協議会でお

諮りし、全議員了承後、当局に働きかけを行うことについても決定いたしました。 

  ８月25日、委員５名、１名欠席、番外１名で第20回委員会を開催いたしました。 

  議会フェイスブックに掲載する内容について協議し、９月議会予定については、本会議一

般質問、常任委員会、議員研修などについて内容と担当を決定しました。 

  次に、第13回議会報告会について、事前ＰＲは９月下旬、10月中旬、そして開会１週間前

に行うこと。 

  当日は、動画と写真で紹介すること。 

  事後については、意見交換を中心に、リード文、写真、意見発表の動画などを掲載するこ

とを決定いたしました。 

  次に、第12回議会報告会でいただいた意見について協議し、回答書面をつくり返事を行う

こと。報告書に掲載する質疑内容について確認し、決定いたしました。 

  また、議会中継下協議資料作成について協議し、試算１として、生中継及び録画配信を行

う焼津市、島田市方式。試算２として、録画中継のみを行う方式。試算３として、最低限の
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カメラなど機材でユーチューブなど無料媒体を利用して動画を発信する方式の３段階で試算

をすることを決定しました。 

  以上で議会ＩＣＴ推進特別委員会の委員長報告といたします。 

○議長（大塚邦子君） 報告が終わりました。 

  委員長報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  委員長、御苦労さまでした。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３９号～議案第５５号の一括上程、説明 

○議長（大塚邦子君） 続いて、会議規則第35条の規定により、日程第６、第39号議案から日

程第22、第55号議案までの17議案を一括議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 平成28年第３回吉田町議会定例会に上程をいたします議案の概要につ

きまして御説明申し上げます。 

  今回上程いたします議案は、条例の制定について２件、決算の認定について７件、補正予

算について５件、指定管理者の指定について２件、人事案件について１件の合計17件でござ

います。 

  それでは、各議案の概要につきまして御説明申し上げます。 

  第39号議案は、吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例の制定についてでご

ざいます。 

  本議案は、神戸地内に整備中の吉田町防災公園が本年10月４日に供用開始することに伴い

まして、同公園の設置、管理及び使用料に関する条例を新たに定める必要が生じましたこと

から、本条例を制定することにつきましてお認めいただこうとするものでございます。 

  第40号議案は、ふるさとよしだ寄附金基金条例の制定についてでございます。 

  本議案は、ふるさと納税制度を活用して吉田町を応援するために寄せられた寄附金を、寄

附者の意向に沿った財源に充てることを目的とした条例を新たに定める必要が生じましたこ

とから、本条例を制定することにつきましてお認めいただこうとするものでございます。 

  第41号議案は、平成27年度吉田町一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 

  本議案は、平成27年度の一般会計歳入歳出決算につきまして、歳入総額103億861万57円、

歳出総額97億9,778万289円、歳入歳出差引残額５億1,082万9,768円となります内容をお認め

いただこうとするものでございます。 

  第42号議案は、平成27年度吉田町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでご

ざいます。 

  本議案は、平成27年度の土地取得事業特別会計歳入歳出決算につきまして、歳入総額５万
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9,161円、歳出総額５万1,000円、歳入歳出差引残額8,161円となります内容をお認めいただこ

うとするものでございます。 

  第43号議案は、平成27年度吉田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございます。 

  本議案は、平成27年度の国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、歳入総額

34億3,807万3,437円、歳出総額33億830万8,747円、歳入歳出差引残額１億2,976万4,690円と

なります内容をお認めいただこうとするものでございます。 

  第44号議案は、平成27年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございます。 

  本議案は、平成27年度の後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につきまして、歳入総

額２億2,613万9,618円、歳出総額２億2,552万3,798円、歳入歳出差引残額61万5,370円となり

ます内容をお認めいただこうとするものでございます。 

  第45号議案は、平成27年度吉田町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでご

ざいます。 

  本議案は、平成27年度の介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、歳入総額17億

4,762万8,963円、歳出総額17億72万3,106円、歳入歳出差引残額4,690万5,857円となります内

容をお認めいただこうとするものでございます。 

  第46号議案は、平成27年度吉田町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。 

  本議案は、平成27年度の公共下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、歳入総額12

億3,852万5,950円、歳出総額12億1,230万1,114円、歳入歳出差引残額2,622万4,836円となり

ます内容をお認めいただこうとするものでございます。 

  第47号議案は、平成27年度吉田町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてでご

ざいます。 

  本議案は、地方公営企業法第32条第２項の規定に基づき、平成27年度吉田町水道事業会計

決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分するものとお認めいただくととも

に、あわせて平成27年度の水道事業会計決算につきまして、収益的収入６億180万7,727円、

収益的支出５億1,965万6,055円、資本的収入1,874万4,694円、資本的支出３億5,081万3,878

円となり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億3,206万9,184円は、減債積立金

2,000万円、建設改良積立金3,000万円、過年度分消費税資本的収支調整額1,150万6,611円、

過年度分損益勘定留保資金２億663万2,319円、当年度分損益勘定留保資金6,393万214円で補

てんする内容をお認めいただこうとするものでございます。 

  第48号議案は、平成28年度吉田町一般会計補正予算（第１号）についてでございます。 

  本議案は、平成28年度の吉田町一般会計歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億372

万2,000円を増額し、歳入歳出の総額をそれぞれ99億9,772万2,000円とするとともに、地方債

の補正を行う補正予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第49号議案は、平成28年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について

でございます。 

  本議案は、決算に伴い、平成28年度の吉田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ１億1,976万4,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ34億4,572
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万2,000円とする補正予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第50号議案は、平成28年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）につい

てでございます。 

  本議案は、決算に伴い、平成28年度の吉田町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ61万5,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ２億3,870万7,000

円とする補正予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第51号議案は、平成28年度吉田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてでご

ざいます。 

  本議案は、決算に伴い、平成28年度の吉田町介護保険事業特別会計歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ5,075万1,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ19億9,944万2,000円

とする補正予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第52号議案は、平成28年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてで

ございます。 

  本議案は、決算に伴い、平成28年度の吉田町公共下水道事業特別会計歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ700万7,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ11億6,974万2,000円

とする補正予算をお認めいただこうとするものでございます。 

  第53号議案は、指定管理者の指定についてでございます。 

  本議案は、吉田町総合障害者自立支援施設の管理につきまして、地方自治法第244条の２第

３項の規定に基づき指定管理者に行わせるものとし、その指定管理者に社会福祉法人牧ノ原

やまばと学園を指定することについてお認めいただこうとするものでございます。 

  第54号議案は、指定管理者の指定についてでございます。 

  本議案は、吉田町防災公園の管理につきまして、地方自治法第244条の２第３項の規定に基

づき指定管理者に行わせるものとし、その指定管理者に一般社団法人吉田町まちづくり公社

を指定することにつきましてお認めいただこうとするものでございます。 

  第55号議案は、吉田町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについてでござい

ます。 

  本議案は、現教育委員会委員であります塚本成男委員が本年９月30日をもって任期満了と

なりますことから、引き続き吉田町片岡の塚本成男氏を吉田町教育委員会委員に任命するこ

とにつきまして議会の同意をお願いするものでございます。 

  以上が上程をいたします17議案の概要でございます。 

  なお、第48号議案の平成28年度吉田町一般会計補正予算（第１号）についてにつきまして

は、環境省のモデル事業でございます地域経済と連携した省ＣＯ２化手法促進モデル事業に

関しまして、今後のバルクリースによる低炭素設備導入調査にかかわる申請手続など、モデ

ル事業をスムーズに進める必要がありますことから、早期に議決をお願いしたいと考えてお

りますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

  各議案の詳細につきましては、担当課長から御説明申し上げます。 

  それでは、御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 町長からの提案理由の説明が終わりました。 

  続いて、各担当課長から詳細なる説明を順次お願いします。 

  初めに、会計管理者兼会計課長、八木利幸君。 
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  会計管理者兼会計課長、八木利幸君。 

〔会計管理者兼会計課長 八木利幸君登壇〕 

○会計管理者兼会計課長（八木利幸君） 会計課でございます。 

  会計課からは、本定例会へ上程いたしました第41号議案 平成27年度吉田町一般会計歳入

歳出決算の認定について御説明申し上げます。 

  お手元の平成27年度吉田町歳入歳出決算書及び参考資料の２をあわせてごらんいただきた

いと思います。 

  それでは、最初に決算書の10ページをごらんください。 

  平成27年度吉田町一般会計歳入歳出決算の歳入総額103億861万57円、歳出総額97億9,778

万289円、歳入歳出差引残額５億1,082万9,768円となります内容をお認めいただこうとするも

のでございます。 

  歳入歳出を前年度と比較いたしますと、歳入は金額で６億4,256万8,522円、率にいたしま

して5.9％の減となっております。このうち前年度からの繰越額は３億2,151万6,530円でござ

います。また、歳出では金額で６億6,865万3,307円、率にいたしまして6.4％の減となってお

ります。このうち前年度からの繰越額は３億154万9,635円でございます。 

  それでは、内容について御説明させていただきます。 

  決算書２ページ、３ページと、参考資料２の１ページをごらんください。 

  初めに、歳入でございます。 

  歳入の主なものについて申し上げますと、１款町税は、収入済額52億9,173万8,353円で、

歳入に占める構成比は51.3％でございます。 

  13款国庫支出金は、収入済額10億6,128万2,837円で、歳入に占める構成比は10.3％でござ

います。このうち前年度からの繰越額は１億6,275万4,000円でございます。国庫支出金は、

前年度に比べ２億4,023万6,143円の減額となりました。 

  続きまして、決算書４ページ、５ページをごらんください。 

  17款繰入金は、収入済額５億165万8,981円で、歳入に占める構成比は4.9％でございます。 

  次に、20款町債の収入済額は７億4,318万3,000円で、歳入に占める構成比は7.2％でござい

ます。このうち前年度からの繰越額は8,500万円でございます。町債は、都市防災総合推進事

業等に係る起債の増により、前年度に比べ１億1,198万2,000円の増額となりました。 

  歳入合計は予算現額106億795万3,530円に対し、調定額105億1,141万7,762円、収入済額103

億861万57円、不納欠損額1,169万3,767円で、収入未済額は１億9,111万3,938円でございます。 

  以上が歳入でございます。 

  次に、歳出でございます。 

  決算書６ページ、７ページと参考資料２の３ページをごらんください。 

  歳出の主なものを申し上げますと、２款総務費、支出済額は10億3,205万5,287円で、歳出

に占める構成比は10.5％でございます。このうち前年度からの繰越額は1,490万760円でござ

います。総務費は、コミュニティ施設整備事業が終了したことなどにより、8,111万4,204円

の減額となっております。 

  ３款民生費、支出済額24億1,580万9,470円で、歳出に占める構成比は24.7％でございます。

このうち前年度からの繰越額はございません。民生費は、子育て世帯臨時特例給付金の減額

などにより4,754万8,100円の減額となっております。 
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  ４款衛生費、支出済額16億5,014万1,839円で、歳出に占める構成比は16.8％でございます。

このうち前年度からの繰越額は1,598万354円でございます。衛生費は、吉田町牧之原市広域

施設組合負担金の増額などにより7,189万6,146円の増額となっております。 

  次に、８款土木費は、支出済額15億4,206万8,115円で、歳出に歳出に占める構成比は15.7％

でございます。このうち前年度からの繰越額は２億2,752万9,325円でございます。 

  次に、10款教育費は、支出済額７億5,846万5,274円で、歳出に占める構成比は7.7％でござ

います。このうち前年度からの繰越額はございません。教育費は、中央公民館耐震補強工事

が終了したことなどにより２億2,248万5,569円の減額となっております。 

  続きまして、決算書８ページ、９ページをお開きください。 

  歳出合計は予算現額106億795万3,530円に対し、支出済額97億9,778万289円、翌年度繰越額

５億90万140円で、翌年度繰り越しは民生費の社会福祉費、土木費の都市計画費などでござい

ます。これにより、不用額は３億927万3,101円でございます。 

  以上が歳出でございます。 

  次に、参考資料２の５ページをごらんください。 

  一般会計歳出の性質別構成比でございます。主なものを申し上げますと、まず補助費は、

性質別構成比が21.3％で、このうち一部事務組合の構成比は13.9％でございます。 

  続いて、人件費の性質別構成比が16.1％で、普通建設事業費が9.5％でございます。普通建

設事業費のうち補助事業の構成比は5.4％でございます。 

  なお、公債費の構成比は9.3％でございました。 

  最後に、決算書の312ページをお開きください。 

  平成27年度決算の実質収支に関する調書でございます。歳入歳出差引額から翌年度へ繰り

越すべき財源を考慮した実質収支額は４億2,785万5,000円でございました。 

  以上が平成27年度吉田町一般会計歳入歳出決算案の概要でございます。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、総務課長、谷澤智秀君。 

  総務課長、谷澤智秀君。 

〔総務課長 谷澤智秀君登壇〕 

○総務課長（谷澤智秀君） 総務課でございます。 

  第42号議案及び第55号議案の２議案につきまして御説明申し上げます。 

  初めに、第42号議案 平成27年度吉田町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て御説明申し上げます。 

  平成27年度吉田町歳入歳出決算書の一般会計の次につづられております土地取得事業特別

会計歳入歳出決算書及び参考資料ナンバー４の１、平成27年度吉田町土地取得事業特別会計

歳入歳出決算資料並びに参考資料ナンバー４の２、平成27年度末土地取得事業特別会計所有

地一覧図をごらんいただきたいと思います。 

  説明につきましては、決算書に基づきまして御説明をさせていただきます。 

  それでは、決算書の６ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入総額５万9,161円、歳出総額５万1,000円、歳入歳出差引残額8,161円という決算内容を

お認めいただこうとするものでございます。 

  それでは、歳入から御説明申し上げます。 
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  ８ページ、９ページの事項別明細書をごらんください。 

  まず、１款１項の財産運用収入の収入済額は４万7,777円でございます。これは土地開発基

金に係る利子収入でございます。 

  次に、１款２項の財産売払収入及び２款１項の繰入金につきましては、実績がございませ

んでしたので、収入はございません。 

  次に、３款１項の繰越金の収入済額は１万968円でございます。これは前年度からの繰越金

でございます。 

  続きまして、10ページ、11ページをごらんください。 

  ４款１項の預金利子の収入済額は416円でございます。これは土地取得事業特別会計の預金

の利子収入でございます。 

  次に、歳出でございます。 

  12ページ、13ページをごらんください。 

  １款１項１目の一般管理費の支出済額は５万1,000円でございます。これは土地開発基金へ

の積立金でございます。 

  ２目財産取得費及び３目の繰出金につきましては、支出がございませんでした。 

  歳入歳出の説明は以上でございます。 

  また、23ページをごらんいただきたいと思いますが、23ページに平成27年度末土地残高を

掲載させていただきました。この附属資料といたしまして、参考資料４の２、平成27年度末

土地取得事業特別会計所有地一覧図を提出させていただいておりますので、御照合いただけ

れば確認がいただけるというものとなっております。 

  以上が第42号議案 平成27年度吉田町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について

の概要でございます。 

  続きまして、第55号議案 吉田町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについ

てでございます。 

  議案書の33ページ及び参考資料ナンバー12をごらんいただきたいと存じます。 

  本議案は、現在、吉田町教育委員会であります塚本成男委員が本年９月30日をもって任期

満了となりますことから、引き続き塚本成男氏を教育委員会の委員として任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意をお願

いするものでございます。 

  塚本氏の住所につきましては、吉田町片岡2032番地、氏名は塚本成男、生年月日は、昭和

44年９月19日、現在46歳でございます。塚本氏は、人格も高潔で、地域住民の方からの信頼

も厚く、吉田中央小学校のＰＴＡ会長、吉田町ＰＴＡ連絡協議会会長を歴任されております。

また、平成24年10月１日からは、吉田町教育委員会委員として御活躍され、さらに、平成26

年10月１日から28年３月31日までの１年６カ月の間、吉田町教育委員会委員長として町の教

育行政に御尽力をいただいております。塚本氏のこれまでの実績から、引き続き町の教育行

政を多角的な見地から担っていただけるものと確信をしております。 

  甚だ簡単ではございますが、以上が総務課からの２議案についての御説明でございます。

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、防災課長、大石剛久君。 

  防災課長、大石剛久君。 
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〔防災課長兼防災監 大石剛久君登壇〕 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  防災課からは、第39号議案、第54号議案の２議案につきましてお認めいただこうとするも

のでございます。 

  初めに、第39号議案 吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例の制定につい

て御説明申し上げます。 

  提出議案の１ページから９ページと、参考資料ナンバー１の１及び１の２をあわせてごら

んください。 

  町では、千年に一度の大津波に対する備えとして、津波防災まちづくりを推し進めている

ところでございまして、その対策の一環としまして防災公園を整備しているところでござい

ます。 

  この公園は、災害発生時においては被災者支援の拠点としまして、平常時には町の振興に

つながる多様な情報発信の拠点となるものでございます。この公園につきまして、都市公園

として位置づけるとともに、防災機能と有料施設を有する公園でありますことから、吉田町

都市公園条例の適用を受ける公園とは分離して、個別条例に基づく公園として位置づけるた

めの条例を制定しようとするものでございます。 

  条例制定の内容でございますが、第１条から第３条は総則的規定でございまして、第２条

では、防災公園の設置目的及び防災公園の名称を条例上で北オアシスパークとすることを定

めるものでございます。 

  第４条では、都市公園の設置基準、第５条では、公園施設の設置基準を定めるものでござ

います。 

  第６条では、北オアシスパークにおける行為の制限と占用の許可に係る必要な事項を定め

るものでございます。 

  第７条では、占用に対する行為の禁止事項を定めるものでございます。 

  第８条は、維持管理を円滑に行うための規定でございます。 

  第９条では、都市公園法第６条第２項の規定に基づく申請書に記載しなければならない事

項を条例で定めるものでございます。 

  第10条では、占用の許可に係る判断を行うために、申請者から提出を求める書類について

定めるものでございます。 

  第11条では、有料公園施設を特定し、利用条件である供用日、供用時間及び利用手続を定

めるものでございます。 

  第12条では、占用及び許可を受けた行為に係る使用料について定めるものでございます。 

  第13条では、使用料を減免できる場合を限定するための規定でございます。 

  第14条では、納付された使用料は還付しないことを原則として、例外的に還付することが

できる場合を定めるものでございます。 

  第15条では、健全な運営を維持するために町ができ得る行政行為を定めるものでございま

す。 

  第16条では、北オアシスパークに係る行為について、町に届出が必要な事項を定めるもの

でございます。 

  第17条では、北オアシスパークの管理は、指定管理者が行うことができる旨を定めるもの
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でございます。 

  また、指定管理者に管理を行わせる場合においては、第６条の行為の制限及び第11条の有

料公園施設の利用条件等について町長の権限を指定管理者に移譲する旨を規定するものでご

ざいます。 

  第18条は、指定管理者が行う管理の基準について、第19条では、指定管理者が行う業務の

範囲について定めるものでございます。 

  第20条では、指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は指定管理者に対し利用

料金を支払わなければならない旨の規定、また利用料金は、指定管理者の収入とすること。

利用料金の減免、免除及び不還付について定めるものでございます。 

  第21条は、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に委任することについて定めるもの

でございます。 

  第22条から第24条では、行為の制限、行為の禁止、監督処分に違反したもの、詐欺など不

正行為により使用料の徴収を免れたものに対する過料及び両罰規定を定めるものでございま

す。 

  附則１では、本条例を公布の日から施行するものでございます。 

  附則２では、都市公園として位置づけられている北オアシスパークを吉田町都市公園条例

から除外する規定。また、本条例に引用している法律の条文追加等の改正により条ずれが生

じていたものを改めることをあわせて規定するものでございます。 

  別表第１につきましては、有料公園施設であるオアシス館の研修室の供用日と供用時間を

定めるものでございます。 

  別表第２の１及び２につきましては、占用する場合の使用料、行為を行う場合の使用料で、

都市公園であることから、吉田町都市公園条例の別表と同様の定めとしたものでございます。 

  別表第２の３の使用料につきましては、有料公園施設であるオアシス館の研修室の使用料

を定めるものでございまして、町の統一した基準に基づいて算出した使用料でございます。 

  以上が第39号議案 吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例の制定について

の説明でございます。 

  続きまして、第54号議案 指定管理者の指定について御説明申し上げます。 

  提出議案の32ページ、参考資料ナンバー11をあわせてごらんください。 

  本議案は、第39号議案で御説明させていただきました吉田町防災公園について指定管理者

を指定し、管理運営を行っていくもので、吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する

条例第17条第１項の規定により、その指定管理者に一般社団法人吉田町まちづくり公社を指

定することをお認めいただこうとするものでございます。 

  選定理由といたしまして、防災公園につきましては、災害時における被災者支援の拠点と

なるほか、常に情報発信を通して、町の振興につながる多様な取り組みが実践され、地域コ

ミュニティの活性化を図る場とすることを目的としていることから、その目的を達成する事

業展開が可能で、かつ公園の適切な運営を確保するためには、一般社団法人吉田町まちづく

り公社が最適でありますので、指定管理者に選定したものでございます。 

  指定管理委託料は372万6,000円を予定しております。業務の範囲としましては、施設の貸

し出し、利用料金の徴収、貸し出し施設の相談や案内、運営管理全般の業務、公園や公園施

設の維持管理、備品等の保守管理を行っていただこうとするものでございます。 
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  また、利用料金につきましては、吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関する条例、

別表第２の２及び３に掲げる金額を上限として、指定管理者が定めることとしております。 

  指定管理の期間は、平成28年10月１日から平成33年３月31日までとしているものでござい

ます。 

  以上が第54号議案 指定管理者の指定についての説明でございます。 

  防災課から２件の議案について御説明させていただきました。御審議のほどよろしくお願

いします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、企画課長、八木寿彦君。 

  企画課長、八木寿彦君。 

〔企画課長 八木寿彦君登壇〕 

○企画課長（八木寿彦君） 企画課でございます。 

  企画課からは、第40号議案、第48号議案の２議案について御説明申し上げます。 

  最初に、第40号議案 ふるさとよしだ寄附金基金条例の制定について。 

  議案つづりの10ページと11ページをごらんいただきたいと思います。 

  本議案は、ふるさと納税制度により、吉田町を応援するために寄せられた寄附金を適正に

管理し、寄附者の意向に沿った施策に要する経費の財源に充てるため、ふるさとよしだ寄附

金基金を設置する条例を制定しようとするものでございます。 

  現在、町では、ふるさと納税の使途として九つの選択肢を設定しておりまして、そのうち

指定寄附としては、第５次吉田町総合計画に掲げた７章の柱から成る施策の大綱や、新たな

安全と新たなにぎわいを創出するシーガーデン構想を掲げております。この寄附者から指定

寄附として御寄附賜りました寄附金を寄附者の意向に沿った施策の財源に確実に充てること

ができるようにするため、地方自治法第241条に基づき本条例を制定しようとするものでござ

います。 

  それでは、その内容を条文に沿って御説明申し上げます。 

  第１条でございますが、ふるさと納税制度により、吉田町を応援するために寄せられた寄

附金を適正に管理し、寄附者の意向に沿った施策に要する経費の財源に充てるため、ふるさ

とよしだ寄附金基金を設置することを規定しております。 

  第２条は、この基金へ積み立てる額は、予算の定めるところによるという基金への積み立

て方法について規定しております。 

  第３条は、この基金に属する現金は、金融機関への預金、その他、最も確実かつ有利な方

法により保管することとし、また必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることがで

きるという基金の管理について規定しております。 

  第４条は、この基金の運用から生ずる収益は、吉田町一般会計歳入歳出予算に計上して、

この基金に編入するものという運用益金の処理について規定しております。 

  第５条は、町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利

率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができるという基金の

繰りかえ運用について規定しております。 

  第６条は、この基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場

合に限り、その全部または一部を処分することができるという基金の処分について規定して

おります。 



－37－ 

  第７条は、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定

めるという委任について規定しております。 

  附則につきましては、施行日を公布の日とする施行期日を規定しております。 

  以上が第40号議案 ふるさとよしだ寄附金基金条例の制定についての内容でございます。 

  続きまして、第48号議案 平成28年度吉田町一般会計補正予算（第１号）について御説明

申し上げます。 

  別冊となっております平成28年度吉田町一般会計補正予算（第１号）の１ページをごらん

いただきたいと思います。 

  第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億372万2,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ99億9,572万2,000円とするものでございます。 

  また、第２項にありますとおり、款項区分ごとの補正額、補正後の歳入歳出予算額につき

ましては、２ページから４ページの第１表歳入歳出予算補正のとおりお認めいただこうとす

るものでございます。 

  次の第２条は、地方債の補正をお認めいただこうとするものでございます。その内容につ

きましては、５ページにございます第２表地方債補正をごらんください。 

  臨時財政対策債につきましては、平成28年度普通交付税大綱の中で示されました発行可能

額と同額の臨時財政対策債を措置することとするように920万8,000円を増額し、補正後の限

度額を４億920万8,000円とするものでございます。 

  以上が今回の補正予算の内容でございますが、引き続き、その詳細を別冊の説明書に沿っ

て御説明させていただきます。 

  平成28年度吉田町一般会計補正予算（第１号）に関する説明書の３ページをごらんくださ

い。 

  まず、歳入の８款地方特例交付金でございますが、132万2,000円の減額でございます。こ

の交付金は、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減

収を補てんするための交付金となりますが、普通交付税の算出に伴って、この交付額も決定

されましたことから、減額するものでございます。 

  続きまして、９款地方交付税でございますが、4,874万7,000円の増額でございます。これ

は７月26日に平成28年度普通交付税大綱が閣議報告、了解され、本年度の当町に対する普通

交付税の額が２億9,774万7,000円と確定され、当初予算計上額を上回る結果となりましたこ

とから、上回る額の4,874万7,000円を増額するものでございます。 

  次に、４ページ、13款国庫支出金でございますが、2,166万1,000円の増額でございます。 

  まず、２項３目衛生費国庫補助金におきまして、環境省の地域経済と連携した省ＣＯ２化

手法促進モデル事業を実施するため、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を2,000万円予

定するもので、これは国費10分の10事業として歳出の４款１項保健衛生費の中の地球温暖化

防止対策事業費に計上いたしました調査委託料に充当するのものでございます。 

  次に、６目教育費国庫補助金でございますが、幼稚園就園奨励費を166万1,000円増額する

もので、これは国の制度改正に伴って生じた事業費の増額に合わせ、国への交付申請を行っ

たことから増額するものでございます。この補助金は、歳出の10款１項教育総務費に計上い

たしました幼児教育振興事業費の財源の一部に充当するものでございます。 

  次に、４ページから５ページにかけての14款県支出金でございますが、170万2,000円の増
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額でございます。 

  まず、２項５目商工費県補助金でございますが、補助対象となる経費の変更により、補助

金を再算定した結果、地域産業立地事業費補助金を166万円増額するもので、歳出の７款１項

商工費に計上いたしました企業立地振興費の財源の一部に充当するものでございます。 

  次に、３項３目土木費県委託金でございますが、県の労務単価の変更により、水門管理事

務費を４万2,000円増額するもので、この委託金は、歳出の８款３項河川費に計上いたしまし

た水門管理委託料に充当するものでございます。 

  次に、16款寄附金でございますが、9,061万5,000円の増額でございます。これは１項１目

の一般寄附金につきまして、庁舎などに設置しております飲料用自動販売機の利益還元分を

御寄附いただきました61万5,000円を増額するもののほか、当町で６月21日からスタートいた

しましたふるさと納税特産品返礼品事業により、ふるさとよしだ寄附金の実績が増加してお

りますことから、平均寄附金額から算定した7,770万3,000円を増額するものでございます。 

  また、２目指定寄附金につきましては、８月７日までに実際に指定寄附として御寄附賜り

ましたふるさとよしだ寄附金1,229万7,000円を増額するものでございます。 

  なお、この寄附金につきましては、全額ふるさとよしだ寄附金基金に積み立てを行う予定

でございます。 

  次に、６ページの17款繰入金でございますが、213万6,000円の増額となります。これは１

項特別会計繰入金において、平成27年度決算に伴い、介護保険事業特別会計及び後期高齢者

医療事業特別会計から一般会計に繰り入れる額を増額するものでございます。 

  次に、18款繰越金でございますが、平成27年度一般会計決算がまとまりましたことから、

平成27年度一般会計の歳入歳出差引額と当初予算で計上いたしました繰越金の額と、繰越明

許費として繰り越すことになっております一般財源の額との合計額の差額である２億2,785

万5,000円を増額計上するものでございます。 

  次に、７ページをごらんください。 

  19款諸収入でございますが、312万円の増額でございます。これは４項１目の農業者年金基

金受託事業収入として歳入される手数料が追加交付されましたことから、２万円増額すると

ともに、５項２目の雑入に計上してありますコミュニティ助成事業助成金が決定されました

ことから、310万円増加するものでございます。 

  なお、この助成金は、財団法人自治総合センターが宝くじの売り上げの一部を財源として

行っている地域防災組織育成事業でございますので、歳出の９款１項消防費に計上いたしま

した地震対策費に充当するものでございます。 

  次に、20款町債につきましては、920万8,000円の増額でございます。内容につきましては、

先ほど補正予算全体説明の中の第２条地方債の補正の第２表の説明で申し上げましたとおり

でございます。 

  以上が歳入でございます。 

  次に、歳出につきまして御説明申し上げます。９ページをごらんください。 

  ２款総務費でございますが、5,516万円の増額でございます。その内訳でございますが、ま

ず１項総務管理費につきましては、5,255万円の増額となります。まず、１目の一般管理費に

つきましては、人事異動等に伴い職員人件費が1,095万円減額となるものでございます。 

  次の６目企画費につきましては、6,350万円の増額となります。これは歳入でも御説明しま
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したとおり、ふるさと納税特産品返礼事業により、ふるさとよしだ寄附金が増加しておりま

すことから、ふるさと納税の歳入見込み額から算定しました特産品返礼にかかる経費や、都

市部においてふるさとよしだ寄附金をＰＲするためのチラシ等を印刷する経費の増額でござ

います。 

  次に、10ページの２項徴税費につきまして166万円の増額でございますが、これは１目の税

務総務費について、人事異動等に伴い職員人件費を増額するものでございます。 

  次に、10ページから11ページの３項戸籍住民基本台帳費につきましては、95万円の増額で

ございますが、これも１目の戸籍住民基本台帳費について、人事異動等に伴い職員人件費を

増額するものでございます。 

  続きまして、３款民生費でございますが、2,044万円の増額でございます。その内容でござ

いますが、まず11ページから12ページにかけましての１項１目社会福祉総務費につきまして

474万5,000円の増額、次の２目国民年金事務費につきましては278万8,000円の増額、13ペー

ジの３目国民健康保険費につきましては18万8,000円の増額でございます。いずれも人事異動

等に伴う職員人件費の増額でございます。 

  次の７目介護保険費につきましては、16万4,000円の減額でございます。これは人事異動に

伴い職員人件費を35万円減額する一方で、低所得者利用者負担額軽減措置事業費の返還金を

18万6,000円増額するものでございます。 

  次の14ページの２項１目児童福祉総務費につきましては、463万4,000円の増額でございま

す。これは人事異動等に伴い職員人件費を435万4,000円増額するとともに、子ども発達支援

事業費につきましては、引き続き町民の保育事業を満たすための対策として、子ども発達支

援事業所で勤務している臨時職員の処遇改善を行い、必要な人材を確保するため28万円増額

するものでございます。 

  次に、15ページ、３目保育所費につきまして824万9,000円の増額でございます。これは人

事異動等に伴い職員人件費を87万9,000円減額する一方で、保育所管理費につきましては、子

ども発達支援事業費と同様に、町民の保育需要を満たすための対策として、臨時職員の処遇

改善を行い、必要な人材を確保する費用に加え、年の途中から入園を希望される園児を受け

入れるために早急に人材を確保する必要があることから、人材派遣委託料を計上した結果、

912万8,000円を増額するものでございます。 

  続きまして、16ページをごらんください。 

  ４款衛生費は3,345万円の増額でございます。内訳でございますが、まず１項１目保健衛生

総務費につきましては1,017万1,000円の増額でございます。これは平成28年度に実施いたし

ました機構改革や人事異動等に伴い職員人件費を938万円増額するとともに、保健衛生管理費

におきまして予防接種施行令の一部を改正する政令の改正に伴い、平成28年10月１日からＢ

型肝炎が定期接種となりますことから、その業務の増額を補てんするために臨時職員を新た

に採用する費用として79万1,000円を計上するものでございます。 

  次に、17ページの２目予防費につきましては327万9,000円の増額で、これは感染症予防費

におきまして御説明申し上げましたＢ型肝炎につきまして、対象となる平成28年４月以降に

出生した生後１歳に至るまでの子供の予防接種委託料を計上するものでございます。 

  次の３目環境衛生費につきましては2,000万円の増額でございます。これは地球温暖化防止

対策事業費におきまして、歳入で御説明申し上げました国庫支出金の二酸化炭素排出抑制対
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策事業費等補助金を充当して、環境省の地域経済と連携した省ＣＯ２化手法促進モデル事業

を実施するための調査委託料を新たに計上するものでございます。 

  なお、この調査の対象施設は、使用頻度が高くＣＯ２の削減効果が期待でき、建設から10

年以上経過した保育園、小・中学校及び図書館の７施設を予定しております。 

  続きまして、18ページをごらんください。 

  ６款農林水産業費は105万5,000円の増額でございます。内訳でございますが、１項１目農

業委員会費につきましては75万8,000円の増額でございます。これは人事異動等に伴い職員人

件費を73万8,000円増額するとともに、農業者年金事務費におきまして、歳入の19款諸収入の

農業者年金基金受託事業収入として歳入いたします手数料を全額充当した２万円を増額する

ものでございます。 

  次の19ページ、２目農業総務費につきましては、人事異動に伴う職員人件費を405万6,000

円減額するものでございます。 

  次の３目農業振興費につきましては、認定農業者の人数や利用集積面積の申請を受けて農

用地利用集積奨励補助金が確定されましたことから、43万9,000円を増額するものでございま

す。 

  次に、19ページから20ページにかけての３項２目漁港管理費につきましては、人事異動等

に伴い職員人件費を391万4,000円増額するものでございます。 

  続きまして、20ページから21ページの７款商工費は1,023万円の増額でございます。これは

１項１目商工総務費につきまして、人事異動等に伴い職員人件費を691万円増額するとともに、

２目商工業振興費につきまして、企業立地振興費を332万円増額するものでございます。これ

は地域産業の振興及び就業の場の確保を図るため、企業立地促進事業を行う者に対して交付

する企業立地促進事業費補助金について、補助対象となる用地取得に要する経費及び新規雇

用者数の変更に応じた増額でございます。 

  なお、この事業費には、歳入の14款県支出金の地域産業立地事業費補助金に計上いたしま

した金額が充当されております。 

  続きまして、22ページの８款土木費は2,081万5,000円の減額でございます。内容でござい

ますが、１項１目土木総務費につきましては、人事異動等に伴い職員人件費を1,625万9,000

円減額するもののほか、土木管理費につきましては、県道路利用者会議負担金額が確定いた

しましたことから、６万9,000円増額するものでございます。 

  次の22ページから23ページにかけての３項１目河川総務費につきましては、歳入の14款県

支出金で計上いたしました水門管理委託料４万2,000円を全額充当するもので、町内の６カ所

の水門の管理委託料でございます。 

  次の23ページから24ページにかけましての４項１目都市計画総務費につきましては1,515

万9,000円の増額。２目土地区画整理事業費につきましては139万8,000円の増額でございます。

いずれの理由も、人事異動等に伴う職員人件費の増額でございます。 

  次の４目公共下水道費につきましては2,122万4,000円の減額でございますが、これは公共

下水道事業特別会計の平成27年度の決算がまとまり、公共下水道事業特別会計の繰出金が算

出できましたことから、その結果に基づき一般会計で当初予定していた2,122万4,000円につ

いて繰り出しを取りやめるものでございます。 

  続きまして、25ページの９款消防費につきましては429万5,000円の減額でございます。こ
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れは１項５目災害対策費につきまして、人事異動に伴う職員人件費を739万5,000円減額する

一方で、地震対策費につきましては、コミュニティ助成事業助成金の採択を受けました自主

防災会へ助成金を交付するために、歳入で御説明申し上げました19款雑入に計上してありま

すコミュニティ助成事業助成金を財源として310万円増額するものでございます。 

  続きまして、26ページをごらんください。 

  10款教育費につきましては95万9,000円の減額でございます。 

  １項２目の事務局費でございますが、713万1,000円の減額となっております。これは、人

事異動等に伴い職員人件費が792万2,000円減額する一方で、事務局事務費につきましては、

職員の特別休暇取得に伴い事務を補う人材を雇用するために、臨時職員賃金を79万2,000円増

額するものでございます。 

  26ページから27ページにかけましての３目教育諸費につきましては、703万2,000円の増額

でございます。これは教育振興事業費につきまして、中央小学校の児童数をかんがみ、町か

ら臨時養護教諭の配置を予定しておりましたが、県の加配措置がありましたことから、当初

予算で計上していた208万5,000円を減額する一方で、教職員等負担金補助金につきましては、

小・中学校のクラブ活動における大会参加費を補助するための小・中学校活動補助金を実績

に応じて増額するとともに、幼児教育振興事業費につきましては、国の制度改正にあわせ市

町村民税所得割課税額７万7,100円、以下、年収で申し上げますと、約360万円未満相当の多

子世帯及びひとり親世帯の負担軽減を実施する改正を行うことから、682万8,000円増額する

ものでございます。この改正により、お子様が幼稚園に通っている該当世帯の負担額は、第

２子が第１子の半額、第３子以降が無償となります。 

  次に、27ページから28ページにかけましての２項１目学校管理費につきましては、84万

2,000円の増額でございます。これは人事異動等に伴い職員人件費を１万9,000円減額するも

ののほか、住吉小学校において職員の特別休暇取得に伴い、事務を補う人材を雇用する臨時

職員賃金を86万1,000円計上するものでございます。 

  次の３項１目学校管理費につきましては205万2,000円の減額、29ページの４項１目社会教

育総務費につきましては902万9,000円の増額、29ページから30ページにかけましての４目図

書館費につきましては1,291万4,000円の減額、５項１目保健体育総務費につきましては423

万4,000円の増額でございます。いずれの理由も、機構改革等を含めた人事異動等に伴う職員

人件費の計上でございます。 

  続きまして、31ページの12款公債費につきましては434万1,000円の減額でございます。こ

れは平成17年度に借り入れを行いました住民税等減収補てん債及び臨時財政対策債の利率の

見直しがあり、利率が下がるとともに、平成27年度借り入れ分の借り入れ利率が当初の見込

みを下回って確定され、利息の支払いが減ることとなりましたので、１項１目の元金につき

ましては10万3,000円増額し、２目の利子につきましては444万4,000円減額するものでござい

ます。 

  最後に、32ページの13款の諸支出金でございますが、３億1,379万7,000円の増額となって

おります。これは、全額２項１目の基金費に措置するものでございまして、今回の補正に際

し、すぐに事業の財源とすることのない収入を財政調整基金に３億150万円積み立てるための

支出に加え、ふるさとよしだ寄附金基金に1,229万7,000円積み立てるための支出でございま

す。 
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  なお、このふるさとよしだ寄附金基金の財源は、歳入の16款２目指定寄附金に計上させて

いただきましたふるさとよしだ寄附金でございます。 

  ただいま申し上げました内容が平成28年度吉田町一般会計補正予算（第１号）の内容でご

ざいます。御審議をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大塚邦子君） ここで暫時休憩といたします。再開は13時15分、午後１時15分といた

します。 

 

休憩 午後 零時１３分 

 

再開 午後 １時１０分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  続きまして、町民課長、松本光弘君。 

  町民課長、松本光弘君。 

〔町民課長 松本光弘君登壇〕 

○町民課長（松本光弘君） 町民課でございます。 

  町民課からは、本定例会に上程いたしました第43号議案、第44号議案、第49号議案、第50

号議案の４議案につきまして御説明申し上げます。 

  初めに、第43号議案 平成27年度吉田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて御説明申し上げます。 

  議案書の16ページ、17ページ、別冊の吉田町歳入歳出決算書の吉田町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算書、あわせまして参考資料ナンバー５をごらんください。 

  なお、内容につきましては、決算書に基づいて御説明させていただきます。 

  初めに、決算書の６ページをごらんいただきたいと存じます。 

  平成27年度吉田町国民健康保険事業特別会計の歳入総額は34億3,807万3,437円、歳出総額

は33億830万8,747円、歳入歳出差引残額１億2,976万4,690円という内容をお認めいただこう

とするものでございます。 

  それでは、歳入から御説明申し上げます。事項別明細書の８ページ、９ページをごらんく

ださい。 

  １款国民健康保険税は収入済額８億930万4,835円でございます。保険税の収納率は、現年

度分は一般と退職の合計で92.44％で、不納欠損額は2,138万8,194円、収入未済額は２億2,398

万90円でございます。平成27年度は、被保険者の減少、軽減対象の拡大の影響から、前年度

より減額でございます。 

  次に、事項別明細書の10ページ、11ページをごらんください。 

  ２款使用料及び手数料の収入済額は40万2,900円で督促手数料でございます。 

  次に、３款国庫支出金でございます。事項別明細書の10ページから13ページをごらんくだ

さい。 

  ３款国庫支出金の収入済額は５億8,769万6,570円でございます。国庫負担金は、保険給付

費等の保険者負担分について、定率で国が負担する療養給付費等負担金及び高額医療費共同

事業負担金等でございます。また、国庫補助金は、各市町間の財政力の不均衡等を調整する
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ために交付されます普通調整交付金及び特別調整交付金でございます。 

  次に、４款療養給付費等交付金は、収入済額9,621万3,204円でございます。これは国民健

康保険が負担する給付費と被用者保険が負担する給付費の構造的不均衡につきまして財政調

整するために、社会保険診療報酬支払基金から交付されます退職者医療交付金でございます。 

  平成27年４月１日より、新規の退職被保険者の適用は廃止されました。したがいまして、

退職被保険者数及び歳出の保険給付費の減少により、療養給付費等交付金は前年度より減額

でございます。 

  次に、12ページから15ページをごらんください。 

  ５款前期高齢者交付金は、収入済額７億3,593万1,715円でございます。これは65歳から74

歳の前期高齢者の偏在によります保険者間の負担の不均衡を各保険者の加入者数に応じて調

整するもので、保険者から徴収する前期高齢者納付金を財源としまして、社会保険診療報酬

支払基金から交付されるものでございます。 

  次に、６款県支出金でございます。収入済額１億6,105万7,156円でございます。県負担金

は、国庫負担金と同様に、高額医療費共同事業負担金及び特定健康診査等負担金、県補助金

は財政調整交付金でございます。 

  次に、14ページから17ページをごらんください。 

  ７款共同事業交付金は、収入済額６億9,962万9,340円でございます。高額な医療費の発生

による財政リスクの軽減と事業運営の安定化を図るために、各市町国保から拠出金を財源と

して県単位で費用負担を調整し、国及び県は拠出金の一部を負担する高額医療共同事業交付

金は、レセプト１件80万円を超える医療費を対象としたものでございます。また、各市町間

国保の保険料の平準化、財政の安定化を図るための保険財政共同安定化事業交付金は、平成

27年度より交付金の対象がレセプト１件10万円から１件１円以上に拡大したことによりまし

て増額でございます。 

  次に、８款財産収入は、収入済額１万9,454円で、国民健康保険給付等支払準備基金の利子

でございます。 

  続きまして、16ページから19ページをごらんください。 

  ９款繰入金は、収入済額２億1,589万2,618円でございます。国民健康保険給付等支払準備

基金からの繰入金が6,000万円、低所得者に対する保険税軽減分の補てん及び軽減世帯に属す

る一般被保険者数に応じて保険税を軽減する保険基盤安定繰入金、一般管理費や賦課徴収費

などの事務費に対する職員給与費等繰入金、出産育児一時金の３分の２相当額など一般会計

繰入金は総額で１億5,589万2,618円でございます。 

  平成27年度は、国の保険者支援金約1,700億円が全国の保険者に対して交付されております

が、それが保険基盤安定繰入金の保険者支援分でございます。 

  次に、18ページ及び19ページをごらんください。 

  10款繰越金は、前年度繰越金１億2,073万5,521円でございます。 

  次に、20ページから23ページをごらんください。 

  11款諸収入は、収入済額1,119万124円でございます。保険税延滞金、預金利子、第三者行

為納付金、給付費返納金などでございます。 

  以上が歳入でございます。 

  次に、歳出でございます。事項別明細書の24ページから29ページをごらんください。 
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  １款総務費は、支出済額1,375万8,846円でございます。主な支出は、一般管理費は臨時職

員賃金や電算委託料及び社会保障・税番号制度に係るシステム改修委託料、連合会負担金は

国民健康保険団体連合会への負担金、賦課徴収費は通信運搬費及び電算処理委託料など、そ

して運営協議会費は国民健康保険運営協議会の委員報酬などでございます。 

  次に、28ページから37ページをごらんください。 

  ２款保険給付費でございます。保険給付費は、支出済額19億7,037万3,090円でございます。

主な支出は、疾病や負傷に関する給付費のうち現物給付として給付される療養給付費、現金

給付等であります療養費、被保険者の一部負担金相当額が高額療養費算定基準額を超えた場

合に支給します高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費などでございます。 

  平成27年度は退職被保険者の新規適用が廃止され、一般被保険者として適用されたことか

ら、一般被保険者療養給付費は前年度より増額となっておりますが、退職被保険者療養給付

費は減額でございます。 

  次に、36ページから39ページをごらんください。 

  ３款後期高齢者支援金は、支出済額３億8,466万8,918円でございます。後期高齢者医療給

付の費用に充てるために、保険者が負担する支援金と関係事務費拠出金を社会保険診療報酬

支払基金へ納付するものでございます。 

  次に、38ページから41ページをごらんください。 

  ４款前期高齢者納付金は、支出済額26万3,215円でございます。これは65歳から74歳の前期

高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を各保険者の加入者数に応じて調整するもので、

社会保険診療報酬支払基金へ納付するものでございます。 

  次に、40ページ及び41ページをごらんください。 

  ５款老人保健拠出金は、支出済額１万3,693円でございます。老人保健制度は平成20年３月

31日をもって廃止されておりますが、経過措置として継続されておりますので、それに伴う

事務費処理に係る拠出金でございます。 

  次に、６款介護納付金は、介護保険法の40歳から64歳までの第２号被保険者を対象とした

もので、支出済額は１億5,432万5,694円で、社会保険診療報酬支払基金へ納付するものでご

ざいます。 

  次に、42ページ及び43ページをごらんください。 

  ７款共同事業拠出金は、支出済額６億4,705万8,541円でございます。保険者の財政運営の

不安定を解消するために国民健康保険団体連合会が運営します高額医療共同事業、保険財政

共同安定化事業などに対し町が拠出するものでございます。 

  歳入でも御説明しましたが、保険財政共同安定化事業拠出金は、平成27年度より対象がレ

セプト１件から１円に拡大したことによりまして、増額でございます。 

  次に、44ページから47ページをごらんください。 

  ８款保健事業費は、支出済額2,418万6,143円でございます。主な支出といたしましては、

特定健康診査等事業は、特定健康診査委託料及び電算処理委託料などでございます。保健事

業活動費は、人間ドック委託料及び医療費通知作成業務などで、保健事業に係る経費でござ

います。 

  次に、46ページから49ページをごらんください。 

  ９款基金積立金でございます。１億404万4,000円を国民健康保険給付等支払準備基金に積
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み立てをいたしました。 

  平成27年度末現在、基金残高は１億3,871万9,643円でございます。 

  10款公債費の支出はございませんでした。 

  次に、48ページから51ページをごらんください。 

  11款諸支出金は、支出済額961万6,607円でございます。保険税還付金、療養給付費償還金

及び特定健康診査事業費交付金の精算に係る償還金でございます。 

  50ページ及び51ページをごらんください。 

  12款予備費は、２件で106万3,000円を充用いたしました。 

  以上が歳出でございます。 

  以上、第43号議案 平成27年度吉田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて御説明申し上げました。 

  続きまして、第44号議案 平成27年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について御説明申し上げます。 

  議案書の18ページ、19ページ、それから吉田町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

書とあわせてごらんいただきたいと思います。 

  初めに、歳入歳出決算書の６ページをごらんいただきたいと存じます。 

  平成27年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計の歳入総額は２億2,613万9,168円、歳出総

額は２億2,552万3,798円、歳入歳出差引残額61万5,370円という内容をお認めいただこうとす

るものでございます。 

  それでは、歳入から御説明申し上げます。事項別明細書の８ページ、９ページをごらんく

ださい。 

  １款後期高齢者医療保険料は収入済額１億8,368万5,139円ございます。このうち現年度分

に55万8,400円の還付未済額が含まれておりますので、備考欄に記載させていただいておりま

す。保険料は後期高齢者広域連合で賦課しまして、市町で徴収をしております。保険料の収

納状況でございますが、現年度分は99.68％でございます。不納欠損額は７万6,400円、収入

未済額は52万9,306円でございます。 

  ２款使用料及び手数料の収入済額は１万9,500円で、督促手数料でございます。 

  次に、３款繰入金は、収入済額4,079万7,427円でございます。これは、低所得世帯の均等

割額減額分と社会保険被扶養者の均等割額減額分で、一般会計からの保険基盤安定繰入金で

ございます。 

  次に、８ページから11ページをごらんください。 

  ４款繰越金は、収入済額59万6,276円で、前年度決算による繰越金でございます。 

  次に、10ページから13ページをごらんください。 

  ５款諸収入は、収入済額104万826円で、延滞金、保険料還付金、預金利子などでございま

す。 

  次に、歳出について御説明申し上げます。事項別明細書の14ページ、15ページをごらんく

ださい。 

  １款後期高齢者医療広域連合納付金は、支出済額２億2,446万427円でございます。これは、

後期高齢者医療保険料と一般会計からの保険基盤安定繰入金を後期高齢者広域連合に納入し

たものでございます。 
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  次に、14ページから17ページをごらんください。 

  ２款諸支出金は、支出済額106万3,371円でございます。これは資格の異動等に伴う保険料

の還付金と前年度の督促手数料、預金利子を一般会計へ繰り出したものでございます。 

  次に、３款予備費は支出がございませんでした。 

  以上、第44号議案 平成27年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて御説明申し上げました。 

  続きまして、第49号議案 平成28年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

につきまして御説明申し上げます。 

  議案書の27ページと別冊の吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）及び補正

予算（第１号）に関する説明書をあわせてごらんください。 

  歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ１億1,976万4,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ34億4,572万2,000円とすることをお認めいただこうとするものでご

ざいます。 

  詳細につきましては、補正予算（第１号）に関する説明書の３ページ、事項別明細書の歳

入をごらんいただきたいと存じます。 

  10款繰越金でございます。平成27年度の歳入歳出決算に基づき繰越金として計上するもの

で、１億1,976万4,000円を増額するものでございます。 

  次に、歳出でございます。事項別明細書の４ページ、５ページをごらんください。 

  ９款基金積立金でございます。１億1,160万4,000円の増額でございます。平成27年度の歳

入歳出差引残額から療養給付費、特定健康診査等事業費交付金の精算後の額を国民健康保険

給付等支払準備基金に積み立てるため、増額をするものでございます。 

  11款諸支出金は816万円の増額でございます。前年度の精算に伴う療養給付費、特定健康診

査等事業費交付金の返還金でございます。 

  以上、第49号議案 平成28年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いての御説明でございます。 

  続きまして、第50号議案 平成28年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号）につきまして御説明申し上げます。 

  議案書の28ページと、別冊の吉田町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）及び

補正予算（第１号）に関する説明書をあわせてごらんください。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ61万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２億3,870万7,000円とすることをお認めいただこうとするものでございます。 

  詳細につきましては、補正予算（第１号）に関する説明書の２ページ、事項別明細書の歳

入をごらんください。 

  ４款繰越金でございます。平成27年度の歳入歳出決算に基づき繰越金として計上するもの

で、61万5,000円を増額するものでございます。 

  次に、歳出でございます。事項別明細書の３ページをごらんください。 

  １款後期高齢者医療広域連合納付金は、59万1,000円の増額でございます。これは平成27

年度に収入となりました保険料のうち、未精算分の保険料を納入するための増額でございま

す。 

  次に、事項別明細書の４ページをごらんください。 
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  ２款諸支出金は２万4,000円の増額でございます。これは保険料還付金と預金利子督促料を

一般会計へ繰り出すための増額でございます。 

  以上、第50号議案 平成28年度吉田町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついての御説明でございます。 

  町民課から４議案につきましての御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、福祉課長、久保田明美君。 

  福祉課長、久保田明美君。 

〔福祉課長 久保田明美君登壇〕 

○福祉課長（久保田明美君） 福祉課でございます。 

  本定例会に上程いたしました第45号議案、第51号議案、第53号議案の３議案につきまして

御説明を申し上げます。 

  初めに、第45号議案 平成27年度吉田町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て御説明申し上げます。 

  議案書の20ページ及び歳入歳出決算書の吉田町後期高齢者医療事業特別会計の次にござい

ます吉田町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書をごらんいただきたいと思います。 

  初めに、決算書の６ページをごらんいただきたいと思います。 

  平成27年度吉田町介護保険事業特別会計の歳入の総額17億4,762万8,963円、歳出総額17億

72万3,106円、歳入歳出差引残額4,690万5,857円という内容をお認めいただこうとするもので

ございます。 

  それでは、歳入から御説明申し上げますので、事項別明細書の８ページ、９ページをごら

んください。 

  １款保険料は、１号被保険者保険料で収入済額４億2,234万4,680円で、不納欠損額は163

万330円、収入未済額は660万3,640円でございます。第６期介護保険事業計画により、平成27

年度からの介護保険料の基準額は4,800円に改正しております。 

  ２款使用料及び手数料は、収入済額２万4,300円で、介護保険料の督促手数料でございます。 

  ３款国庫支出金でございます。事項別明細書は８ページから11ページでございます。 

  ３款国庫支出金の収入済額は３億5,442万8,158円で、介護給付費及び地域支援事業費に対

する法定費用負担分、そして財政調整交付金、事務費交付金でございます。 

  次に、４款支払基金交付金でございます。事項別明細書は10ページから13ページでござい

ます。 

  ４款支払基金交付金の収入済額は４億4,219万7,000円で、２号被保険者の保険料でござい

ます。 

  次に、５款県支出金でございます。事項別明細書は12ページ、13ページでございます。 

  ５款県支出金の収入済額は２億4,194万4,454円で、県負担金及び県補助金で介護給付費及

び地域支援事業費に対する法定費用負担分でございます。 

  次に、６款財産収入でございます。事項別明細書は14ページ、15ページでございます。 

  ６款財産収入の収入済額は３万8,935円で、介護給付費準備基金の利子でございます。 

  次に、７款繰入金でございます。事項別明細書は14ページから17ページでございます。 

  ７款繰入金の収入済額は２億5,418万6,160円で、一般会計からの繰入金で、介護給付費及
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び地域支援事業に対する繰入金や一般事務費に対する繰入金、そして低所得者に対する保険

料の軽減策に対しまして、国・県からの補助金を繰り入れる低所得者保険料軽減繰入金でご

ざいます。 

  ８款繰越金は、収入済額3,063万2,681円で、前年度の決算による繰越金でございます。 

  次に、９款諸収入でございます。事項別明細書は16ページから19ページでございます。 

  ９款諸収入の収入済額は183万2,595円で、雑入、預金利子、延滞金収入でございます。 

  次に、歳出について御説明申し上げます。事項別明細書は20ページからございます。 

  １款総務費の支出済額は4,536万9,736円で、介護保険事業の執行に必要な事務費でござい

ます。１項の総務管理費のほかに３項介護認定審査会費が主な支出となっております。 

  次に、２款保険給付費でございます。事項別明細書は24ページから29ページでございます。 

  ２款保険給付費の支出済額は15億7,519万6,483円で、１項の介護サービス等に対する介護

給付費が主な支出となっております。平成27年度は第６期介護保険事業計画の初年度で、計

画値に対しまして91.3％の執行で、この結果からも計画値内でのサービスの提供が行えてお

ります。また、前年度と比較いたしましても、２款保険給付費の決算額は2.1％の伸びとなっ

ております。 

  次に、３款基金積立金でございます。事項別明細書は28ページから31ページでございます。 

  ３款基金積立金の支出済額は1,007万1,000円で、前年度決算による介護給付費準備基金へ

の積立金でございます。平成27年度末現在、基金残高は１億7,317万6,296円でございます。 

  次に、４款地域支援事業費でございます。事項別明細書は30ページから37ページでござい

ます。 

  ４款地域支援事業費の支出済額は5,022万4,160円で、１項介護予防事業費は、要支援、要

介護状態になることを予防する介護予防事業、そして２項包括的支援任意事業は、地域包括

支援センター運営事業費や認知症施策推進事業などの包括的支援事業、介護相談員の派遣や

配食サービスなどを行う任意事業がございます。 

  次に、５款諸支出金でございます。事項別明細書は36ページから39ページでございます。 

  ５款諸支出金の支出済額は1,986万1,727円で、１項償還金及び還付加算金は、保険料の還

付金と前年度精算分として国・県等への返還金でございます。２項の繰出金は一般会計への

繰出金でございます。 

  ６款予備費につきましては、執行がございませんでした。 

  以上が第45号議案 平成27年度吉田町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

の御説明でございます。 

  続きまして、第51号議案 平成28年度吉田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて御説明申し上げます。 

  議案書の29ページと別冊の吉田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）及び補正予算

（第１号）に関する説明書をあわせてごらんください。 

  平成28年度吉田町介護保険事業特別会計の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,075

万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を19億9,944万2,000円とすることをお認めいただこ

うとするものでございます。 

  詳細につきましては、補正予算（第１号）に関する説明書の２ページ、事項別明細書の歳

入をごらんください。 
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  ４款支払基金交付金でございます。平成27年度の介護給付費交付金の精算分として484万

5,000円を社会保障診療報酬支払基金より交付されることから、増額計上するものでございま

す。 

  次に、８款繰越金でございます。平成27年度の歳入歳出決算に基づき4,590万6,000円を繰

越金として計上するものでございます。 

  次に、歳出でございます。事項別明細書の３ページ、４ページをごらんください。 

  ３款基金積立金でございます。基金条例に基づき、平成27年度の歳入歳出差引残額から国・

県等への精算を行った後の算出した額3,743万2,000円を基金へ積み立てるものでございます。 

  次に、５款諸支出金でございます。平成27年度の実績に基づき、国・県等からの交付金の

返還金と一般会計からの繰入金に対しまして返還金が生じたことから繰り出すもので、合わ

せて1,331万9,000円を増額計上するものでございます。 

  以上が第51号議案 平成28年度吉田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について

の御説明でございます。 

  続きまして、第53号議案 指定管理者の指定について御説明申し上げます。 

  議案書の31ページと参考資料ナンバー10をあわせてごらんください。 

  本議案は、吉田町総合障害者自立支援施設設置条例第12条の規定に基づき、平成28年10月

１日から吉田町総合障害者自立支援施設の管理を指定管理者に行わせようとするもので、現

在、同施設の管理を行っております社会福祉法人牧ノ原やまばと学園を指定管理者に指定す

ることをお認めいただこうとするものでございます。 

  指定管理者の選定理由でございますが、施設の指定管理者として既に２期６年間、牧ノ原

やまばと学園を指定し、指定管理者の選定を行うに当たり、提出書類の内容を精査し、適正

に運営されていることが確認でき、当法人は、長年にわたり志太榛原地域で多様な知的障害

者施設を運営し、当町の障害者も最も多く当法人の障害福祉サービス事業を利用しておりま

す。このような理由から、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園を引き続き指定管理者とするこ

とが最適であると判断し、吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２

項ただし書きによりまして、引き続き社会福祉法人牧ノ原やまばと学園を指定管理者に認定

するものでございます。 

  指定期間は平成28年10月１日から平成33年３月31日までとし、これまで１期３年としてお

りましたけれども、当法人の実績を踏まえ、指定期間を５年といたします。また、基本協定

に定める事業報告が年度単位となっていることから、５年目の最終年度は６カ月の期間とし、

平成33年３月31日までの指定期間といたします。 

  平成28年度における指定管理料は268万4,000円でございます。 

  業務の範囲は、障害福祉サービス事業の計画及び実施に関する業務、地域活動支援センタ

ー業務、相談支援業務、障害児放課後児童クラブ事業の計画及び実施に関する業務、施設の

備品等の保守管理に関する業務、管理施設の維持管理に関する業務、その他町長が必要と認

める業務でございます。 

  以上が第53号議案 指定管理者の指定についての御説明でございます。 

  福祉課から３議案の御説明を申し上げました。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、上下水道課長、大井一弘君。 

  上下水道課長、大井一弘君。 
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〔上下水道課長 大井一弘君登壇〕 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  上下水道課から本定例会に上程いたしました第46号議案、第47号議案、第52号議案の３議

案につきまして御説明申し上げます。 

  初めに、第46号議案 平成27年度吉田町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて御説明申し上げます。 

  提出議案つづりの22ページ、23ページ、別冊決算書の吉田町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算書、あわせて資料ナンバー８の下水道特別会計主要な施策と成果に関する説明書を

ごらんいただきますが、最初に、決算書の６ページをごらんください。 

  歳入総額12億3,852万5,950円、歳出総額12億1,230万1,114円、歳入歳出差引残額2,622万

4,836円という決算内容をお認めいただこうとするものでございます。 

  それでは、歳入から御説明申し上げます。事項別明細書８ページ、９ページをごらんくだ

さい。 

  初めに、１款分担金及び負担金、１項負担金の収入済額1,044万1,780円は、公共下水道受

益者負担金でございます。 

  次に、２款使用料及び手数料、１項の使用料は、下水道使用料で収入済額8,237万5,848円、

不納欠損額37万5,664円、収入未済額377万9,243円でございます。収納率は現年度分が98.7％、

過年度分が23％でございます。 

  ２項手数料は指定工事店証交付手数料で、収入済額14万4,000円でございます。内訳としま

して、新規登録３件、更新38件でございます。 

  次に、３款国庫支出金、１項国庫補助金の収入済額２億3,810万円は、管渠の整備、地震対

策工事及び浄化センター長寿命化工事などに係る社会資本整備総合交付金でございます。 

  事項別明細書の10ページ、11ページをごらんください。 

  ４款繰入金、１項繰入金の収入済額６億4,282万9,000円は、一般会計からの繰入金で職員

人件費、公債費など一般会計から繰り出したものでございます。 

  次に、５款繰越金、１項繰越金の収入済額963万5,053円は、平成26年度からの繰越金であ

ります。 

  次に、６款諸収入の収入済額530万269円は、１項延滞金加算金及び過料が7,500円、２項預

金利子が１万498円、３項雑入が528万2,271円で、雑入の主なものは消費税還付金でございま

す。 

  次に、事項別明細書の12ページ、13ページをごらんください。 

  ７款町債、１項町債の収入済額２億4,970万円は、管渠建設費、浄化センター建設費の町債

起債分でございます。 

  以上、歳入合計、収入済額12億3,852万5,950円でございます。 

  次に、歳出でございます。事項別明細書の14ページ、15ページをごらんください。 

  １款公共下水道事業費の支出済額は６億7,766万5,870円でございます。 

  １目管渠建設費の支出済額は２億9,209万310円でございます。概要につきましては、参考

資料ナンバー８の主要な施策と成果に関する説明書の１ページから６ページとなっておりま

す。この目の主な支出は、職員人件費５名分のほか、公共管渠建設工事10件を初め、町単の

管渠建設道路修繕工事や取りつけ管設置など18件の工事などでございます。 
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  次に、事項別明細書の18ページ、19ページをごらんください。 

  ２目管渠維持管理費の支出済額713万2,170円でございます。概要につきましては、説明書

の７ページとなります。この目の主な支出は、公共下水道台帳更新やマンホールポンプの電

気料、保守点検料でございます。 

  次に、３目浄化センター維持管理費の支出済額9,632万9,390円でございます。概要につき

ましては、説明書の８ページから10ページとなります。この目の主な支出は、職員人件費１

名分のほか、浄化センター維持管理業務委託など８件の業務委託と検針負担金、電気料、備

品購入費などでございます。 

  次に、事項別明細書の22ページ、23ページをごらんください。 

  ４目浄化センター建設費の支出済額２億8,211万4,000円でございます。概要につきまして

は、説明書の11ページ、12ページとなります。この目の支出は、浄化センター長寿命化計画

に伴う機械設備改築工事、電気設備更新工事や下水道業務継続計画策定業務委託料などでご

ざいます。 

  次に、事項別明細書の22ページから25ページまでをごらんください。 

  ２款公債費の支出済額５億3,463万5,244円でございます。１目の元金の起債の償還元金が

３億7,751万3,155円、２目利子の起債の償還利子及び一時借入金利子が１億5,712万2,089円

でございます。 

  ３款の予備費につきましては、支出はございません。 

  以上、歳出合計、支出済額12億1,230万1,114円でございます。 

  次に、決算書の28ページをごらんください。 

  公共下水道事業特別会計の実質収支に関する調書でございます。歳入総額12億3,852万

5,000円、歳出総額12億1,230万1,000円、歳入歳出差引額は2,622万4,000円でございます。翌

年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は2,622万4,000円となります。 

  以上が第46号議案 平成27年度吉田町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての内容でございます。 

  続きまして、第47号議案 平成27年度吉田町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて御説明申し上げます。 

  提出議案つづりの24ページ、25ページ、別冊の平成27年度吉田町水道事業会計決算書、あ

わせて資料ナンバー９の１、平成27年度吉田町水道事業会計決算書附属書類及び資料ナンバ

ー９の２、平成27年度水道事業会計決算書の３冊の資料がございますが、最初に平成27年度

吉田町水道事業会計決算書をごらんいただきたいと思います。 

  決算書の１ページから４ページまでは、平成27年度吉田町水道事業会計決算書でございま

す。この決算報告書の金額は消費税を含んでおります。 

  それでは、決算書の１ページをごらんください。 

  初めに、収益的収入及び支出の収入につきましては、第１款の水道事業収益の決算額６億

180万7,727円、予算額に比べて2,042万7,727円増額になっております。 

  その内訳としましては、第１項の営業収益の決算額５億3,536万6,269円、予算に比べて

1,522万7,269円増額になっております。主な増額項目は給水収益であります。給水収益が増

額になった主な理由としましては、集合住宅の使用件数が増加したこと、またお盆時期や年

末の天候に恵まれたためでございます。 
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  第２項の営業外収益の決算額6,644万1,458円、予算額に比べて520万458円増額になってお

ります。主な増額項目は、長期前受金戻入や雑収益でございます。長期前受金戻入が増額に

なった理由は、建設改良工事を実施することで、配水管の除却分の長期前受金戻入が確定し

たためでございます。 

  また、雑収益が増額になった理由としましては、欠損済水道料金の件数が増加したことや、

消費税計算に伴う収益が確定したためでございます。 

  次に、決算書の２ページをごらんください。 

  支出につきましては、第１款の水道事業費用の決算額５億1,965万6,055円、不用額3,590

万2,945円となっております。 

  その内訳としまして、第１項の営業費用の決算額４億2,760万8,091円、不用額3,524万8,909

円となっております。不用額が発生した主な項目は、原水浄水及び配水給水費の給料、手当、

動力費、業務費の給料、手当、法定福利費、あと資産減耗費でございます。 

  原水浄水及び配水給水費の動力費に不用額が発生した主な理由としましては、動力費の単

価が安くなったためでございます。 

  また、原水浄水及び配水給水費及び業務費の給料、手当に不用額が発生した主な理由とし

ましては、職員の人数が年度途中に減少したためでございます。 

  資産減耗費に不用額が発生した理由としましては、平成27年度の建設改良工事を実施した

ことで、配水管の除却分が確定したためでございます。 

  第２項の営業外費用は、平成25年度分の給水収益の貸倒引当金が不足したため、予備費か

ら38万2,000円を充当し、また支払消費税が不足したため、原水浄水及び給水費の動力費から

11万2,000円を流用し、決算額9,204万7,964円、不用額３万6,036円となっております。 

  次に、第３項の予備費の決算額ゼロ円、不用額61万8,000円となっております。 

  次に、決算書の３ページをごらんください。 

  資本的収入及び支出の収入につきましては、第１項資本的収入の決算額1,874万4,694円、

予算額に比べて1,300万2,306円減額になっております。 

  その内訳としましては、第１項の企業債は借り入れを行いませんでした。 

  第２項の他会計出資金の決算額96万6,814円、予算額に比べて33万3,186円減額になってお

ります。減額になった理由は、新設消火栓２基の設置費が安価になったためでございます。 

  第３項の工事負担金加入分担金のその他資本的収入の決算額1,777万7,880円、予算額に比

べて1,266万9,120円減額になっております。減額になった主な理由は、牧之原市関係や下水

道関係の工事内容変更に伴い、工事負担金が減額したためでございます。また、加入分担金

は、13ミリ、20ミリの量水器の出庫が予定より少なかったためでございます。 

  次に、決算書の４ページをごらんください。 

  支出につきましては、第１項の資本的支出の決算額３億5,081万3,878円、不用額2,432万

1,122円となっております。その内訳としましては、第１項の建設改良費の決算額２億674万

9,570円、不用額2,432万430円となっております。 

  不用額が発生した主な項目は、建設改良費の工事請負費と固定資産購入費の土地購入費で

ございます。建設改良の工事請負費に不用額が発生した理由は、牧之原市の工事内容が変更

したことや、入札差金が発生したためでございます。また、固定資産購入費の土地購入費に

不用額が発生した理由は、地権者との交渉で細かいところまで合意することができなかった
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ためでございます。 

  第２項の企業債償還の決算額１億4,406万4,380円、不用額692円となっております。 

  この結果、資本的収入から資本的支出額を差し引いた不足額は３億3,206万9,184円となっ

ております。 

  次に、決算書５ページ、６ページをごらんください。 

  これは損益計算書でございまして、損益計算書の金額は消費税を含んでおりません。 

  また、参考資料ナンバー９の２の水道事業会計決算資料内の主要な施策と成果に関する説

明書の金額は消費税を含んでおりますので、金額が一致しておりません。 

  それでは、営業収益の主な項目について御説明申し上げます。 

  給水収益の４億9,347万871円は、水道料金でございます。その他の営業収益の180万9,900

円は、消火栓維持管理料などでございます。 

  次に、営業費用の主な項目について御説明申し上げます。 

  原水浄水及び配水給水費は１億2,179万1,642円でございます。概要につきましては、参考

資料ナンバー９の２の水道事業会計決算書の３ページ、４ページとなります。この項目の主

な支出は、職員の人件費のほか、委託料、修繕費、動力費などでございます。 

  次に、業務費は3,406万5,801円でございます。概要につきましては、決算資料の６ページ

となります。この項目の主な支出は、職員の人件費のほか委託料でございます。 

  総係費は2,514万1,441円でございます。概要につきましては、決算資料の７ページとなり

ます。この項目の主な支出は、職員人件費のほか、貸倒引当金繰入額でございます。 

  次に、減価償却費は２億2,810万5,159円でございます。概要につきましては、決算資料の

８ページとなります。この項目の支出は、配水管などの構築物の減価償却費でございます。 

  資産減耗費は931万4,406円でございます。概要につきましては、決算資料の９ページとな

ります。この項目の支出は、配水管の布設替工事などにより、除却した配水管などの資産減

耗費でございます。 

  次に、営業外収益の主な項目について御説明申し上げます。 

  長期前受金戻入の5,936万1,802円は、建設改良事業の償却資産の取得、改良のために交付

された補助金などを収益化した金額でございます。 

  雑収益の649万5,054円は、下水道資料提供分や欠損済の水道料金などでございます。 

  次に、営業外費用の主な支出項目について御説明申し上げます。 

  支払利息及び企業債取扱諸費は6,318万5,632円でございます。概要につきましては、決算

資料の11ページとなります。この項目の支出は、企業債の償還利子でございます。 

  次に、繰延資産償却は1,217万8,800円でございます。概要につきましては、決算資料の12

ページとなります。この項目の支出は、平成27年度より実施した新水源調査や管網図作成に

伴う費用などでございます。 

  この結果、平成27年度の純利益は6,690万8,911円となり、前年度と比較しますと約439万円

増額になっております。増額の主な理由は、給水収益が多少増額になったこと。また、平成

27年度は公営企業会計の改正に伴う特別損失の計上がなくなったためでございます。 

  また、その他未処分利益剰余金変動額の5,000万円は、平成26年度の地方公営企業会計制度

の見直しにより、減債積立金を使用して企業債償還金を行った場合や、建設改良積立金を使

用して建設改良工事を行った場合、その使用した金額に相当する額を未処分利益剰余金とす
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ることから、減債積立金取崩金額2,000万円、建設改良積立金取崩金額3,000万円の合計金額

でございます。これらにより、平成27年度末の未処分利益剰余金は１億2,338万867円となっ

ております。 

  次に、決算書の８ページをごらんください。 

  これは平成27年度吉田町水道事業剰余金処分計算書（案）でございます。 

  先ほど説明いたしました平成27年度末の未処分利益剰余金１億2,338万867円は、平成27年

度純利益6,690万8,911円、繰越利益剰余金647万1,956円、建設改良積立金の取崩金額3,000

万円、減債積立金の取崩金額2,000万円の合計金額でございます。 

  議会の議決による処分額１億1,500万円の内訳としましては、資本金への組み入れ5,000万

円、これは先ほど言いました建設改良積立金の取崩金額3,000万円、減債積立金の取崩金額

2,000万円の合計金額でございます。 

  また、減債積立金への積立金ゼロ円、建設改良積立金への積み立て6,500万円でございます。

町の処分利益剰余金の処分方法の考え方は、企業債元金償還金の単年度最大償還金額の約半

分の8,000万円を常に減債積立金として確保しておく。また、毎年度、企業債元金償還金から

減債積立金残額8,000万円と、次年度予定純利益を差し引いた金額の残額以上を繰越利益剰余

金として確保しておくことです。 

  このような未処分利益剰余金の処分方法の考え方から、平成27年度末における減債積立金

は１億500万円ありますので、減債積立金への積み立ては行わずゼロ円、建設改良積立金に

6,500万円を積み立てて、処分後の繰越利益剰余金を838万867円にすることを平成28年９月議

会においてお認めいただこうとするものでございます。 

  次に、決算書の９ページから13ページまでをごらんください。 

  これは平成27年度吉田町水道事業貸借対照表でございます。 

  決算書の10ページをごらんください。 

  平成27年度末における水道事業の現金預金は５億4,745万5,733円となり、平成26年度より

7,327万9,679円減額になっております。減額の主な理由としましては、建設改良事業を企業

債を借りずに実施したためでございます。 

  また、未収金は、平成26年度分、27年度分の未収水道料金の合計金額でございます。合計

金額から平成26年度分の未収水道料金を貸倒引当金として差し引いた金額1,005万318円とな

り、平成26年度よりも69万7,145円増額になっております。増額の主な理由としましては、平

成27年度分の水道料金の未収金が増えたためでございます。 

  決算書の11ページをごらんください。 

  未払金は408万8,000円となっております。この金額は全て支払消費税でございます。今説

明してまいりました決算書類の内容についてお認めいただこうとするものでございます。 

  以上が第47号議案 平成27年度吉田町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

の内容説明でございます。 

  続きまして、第52号議案 平成28年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

について御説明申し上げます。 

  別冊となっております平成28年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の表

紙の裏面をごらんください。 

  まず、第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ700万7,000円を追
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加いたしまして、歳入歳出予算額の総額を歳入歳出それぞれ11億6,974万2,000円とするもの

でございます。 

  また、第２項にありますとおり、款項区分ごとの補正額、補正後の歳入歳出予算額につき

ましては、１ページの第１表歳入歳出予算補正のとおりお認めいただこうとするものでござ

います。 

  次に、第２条になりますが、地方債の補正をお認めいただこうとするものでございますが、

その内容につきましては、２ページの第２表地方債補正をごらんいただきたいと思います。 

  公共下水道事業費につきましては、管渠建設費、浄化センター建設費の事業を執行するた

めの財源を確保するために、起債の限度額に700万7,000円増額いたしまして、補正額の起債

の限度額を２億6,590万7,000円とするものでございます。 

  以上が今回の補正予算の概要でございますが、引き続きその詳細を別冊の説明書に沿って

御説明申し上げます。 

  平成28年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に関する説明書の２ページ

をごらんください。 

  歳入の４款繰入金と５款繰越金でございますが、これは平成27年度吉田町公共下水道事業

特別会計決算に伴って補正をするものでございまして、平成27年度決算の結果、2,622万4,000

円の繰越金が発生いたしましたことから、繰越金につきましては、当初予算で措置した500

万円との差額であります2,122万4,000円を増額することとしております。また、繰入金につ

きましては、繰越金が増額となりましたことから、その増額分の2,122万4,000円につきまし

て一般会計からの繰入金を取りやめることとして減額補正することとしております。 

  続きまして、３ページをごらんください。 

  ７款町債でございますが、700万7,000円の増額でございます。これは管渠の建設費と浄化

センター建設費の事業内容の変更に伴う増額でございます。 

  続きまして、４ページからの歳出につきまして御説明申し上げます。 

  歳出では、１款公共下水道事業費を700万7,000円増額することとしております。 

  まず、第１項１目の管渠建設費についてでございますが、現在、下水道施設の耐震化につ

きましては、下水道総合地震対策事業の国庫補助制度のもとで、主要な道路に埋設している

管路や重要路線に位置づけました管路の耐震化を進めているところでございます。こうした

事業展開を行っている中で、今般、国と県から今後さらにこの事業を進めるためには、より

詳細な耐震診断に基づく事業量調査が必須であるとの見解が示されましたことから、今回、

詳細耐震診断の結果を反映させた下水道総合地震対策計画とするように策定業務委託料を

376万2,000円増額し、今後も国庫補助事業のもとで下水道総合地震対策事業を進めることが

できるようにしようとするものでございます。 

  また、当初予算で予定していました公共管渠の地震対策工事につきましては、詳細耐震診

断の結果を反映させた下水道総合地震対策計画策定後に実施する方向で、国や県と調整を図

っておりますことから、今回、地震対策に係る工事費を全額減額するものでございますが、

既に内示を受けており、国庫補助額を最大限に活用するため、公共下水道管渠整備費を885

万8,000円増額して、公共下水道の普及促進を図ろうとするものでございます。 

  ４事業の町単配水設備公共ます建設費と２目の管渠維持管理費、そして５ページにありま

す３目の浄化センター維持管理費につきましては、繰越金が決定したことに伴う財源振替で
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ございます。 

  続きまして、４目の浄化センター建設費につきましては、管路の耐震化に係る下水道総合

地震対策事業と同様の要因による増額でございまして、国や県との事業調整に基づき、浄化

センター水処理棟の詳細耐震診断を反映させて、国庫補助制度に沿った地震対策事業を進め

るために、今回、地震対策実施設計委託料を1,438万7,000円増額するものでございます。 

  以上が第52号議案 平成28年度吉田町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

ての内容でございます。 

  上下水道課から３議案について御説明させていただきました。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 説明が終わりました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第２号～報告第４号の報告 

○議長（大塚邦子君） 日程第23、法令に基づく報告を行います。 

  第２号報告 平成27年度決算に基づく吉田町健全化判断比率の報告について、第３号報告 

平成27年度決算に基づく吉田町公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について、第４

号報告 平成27年度決算に基づく吉田町水道事業会計資金不足比率の報告についての３件に

ついて、町長から報告願います。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 平成28年第３回吉田町議会定例会に上程いたします報告事項の概要に

つきまして御説明申し上げます。 

  今回上程いたします報告事項は３件でございます。 

  それでは、各事項につきまして御説明申し上げます。 

  第２号報告は、平成27年度決算に基づく吉田町健全化判断比率の報告についてでございま

す。 

  本報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、実質

赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率につきまして、それぞれ御報

告するものでございます。 

  第３号報告は、平成27年度決算に基づく吉田町公共下水道事業特別会計資金不足比率の報

告についてでございます。 

  本報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定に基づき、公共

下水道事業特別会計の資金不足比率につきまして御報告するものでございます。 

  第４号報告は、平成27年度決算に基づく吉田町水道事業会計資金不足比率の報告について

でございます。 

  本報告は、第３号報告と同じく、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項

の規定に基づき、水道事業会計の資金不足比率につきまして御報告するものでございます。 

  以上が、上程いたします報告事項の３件の概要でございます。 

  詳細につきましては、担当課長から御説明申し上げます。 
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○議長（大塚邦子君） 町長からの報告が終わりました。 

  続いて、各担当課長から詳細を順次報告願います。 

  初めに、企画課長、八木寿彦君。 

  企画課長、八木寿彦君。 

〔企画課長 八木寿彦君登壇〕 

○企画課長（八木寿彦君） 企画課でございます。 

  第２号報告として、平成27年度決算に基づく吉田町健全化判断比率につきまして御報告申

し上げます。 

  提出議案つづりの34ページと35ページをごらんください。 

  この報告は、平成27年度決算に基づく健全化判断比率につきまして、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、監査委員の意見をつけまして御報告さ

せていただくものでございます。 

  健全化判断比率には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率

の四つの指標がございまして、算出されました比率を指標にして財政の健全性を客観的に判

断するものになっております。 

  当町の平成27年度決算に基づく四つの健全化判断比率は、34ページの表のとおりでござい

ます。 

  実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、対象となる全ての会計において実質

収支が黒字でございますので、いずれも比率は表示されておりません。また、実質公債費比

率につきましては10.4％、将来負担比率につきましては72.2％となりました。 

  なお、括弧内に表示いたしました数値は、早期健全化基準を示したものでございますが、

いずれの比率も基準よりも大幅に過小な数値か、数値が表示されない結果となり、いずれの

指標でも健全状態であることをあらわしております。 

  それでは、別冊の参考資料ナンバー13、平成27年度決算に基づく吉田町健全化判断比率を

ごらんいただきたいと思います。 

  最初に、１ページの総括表①健全化判断比率の状況でございますが、上段には先ほどの四

つの健全化判断比率を示しております。財政健全化法では、この四つの指標の値によりまし

て、財政が比較的健全な自治体、早期の財政健全化が必要な自治体、財政の再生が必要な自

治体の三つに区分されます。 

  その結果、早期健全化団体、財政再生団体においては、財政健全化計画などの策定や起債

制限など県や国の指導が行われることとなります。 

  それでは、個々の指標について御説明をさせていただきます。 

  初めに、実質赤字比率でございますが、対象となる会計は２ページの一般会計等の欄にご

ざいますとおり、当町では一般会計と土地取得事業特別会計になります。この二つの会計の

実質収支額が標準財政規模に対してどの程度の割合を占めるのかを指標であらわすこととな

っておりますが、いずれの会計においても黒字の実質収支となっている当町の場合は、計算

結果が反映されないため、１ページ、総括表には数値が表示されておりません。 

  次に、連結実質赤字比率でございますが、この対象となる会計は２ページに示されており

ますとおり一般会計、特別会計及び公営企業会計を含む全ての会計となります。連結実質赤

字比率は、対象となる全ての会計の実質収支額、または資金不足額総額が標準財政規模に対
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してどの程度の割合を占めるのかを指標であらわすものでございますが、いずれの会計も実

質収支は黒字ですので、計算結果が反映されず、実質赤字比率と同様に１ページの総括表に

は数値が表示されておりません。 

  次に、実質公債費比率でございます。この比率の対象となる会計は、地方公共団体の全て

の会計に加えまして、その地方公共団体が関係する一部事務組合及び広域連合の全ての会計

が含まれます。この比率は、標準財政規模に対する公債費等の負担の程度を示す指標となる

ものですが、実務上では地方債の借り入れを行う場合、協議の対象とするか許可の対象とす

るかの判断の基準などに用いられております。 

  具体的には、一般会計等が負担する元利償還金と一部事務組合への負担金や公営企業の繰

出金のうち、地方債の償還の財源に充てたと認められる額がどの程度標準財政規模を圧迫し

ているのかをあらわしたものになります。 

  平成27年度決算に基づく実質公債費比率は10.4％となりまして、昨年度の11.9％から1.5

ポイント下がっております。この要因につきましては、３ページの総括表③実質公債費比率

の状況を活用しながら御説明をいたします。 

  比率が下がった要因といたしましては、総括表③の⑤の欄、一部事務組合等の起こした地

方債に充てたと認められる補助金または負担金におきまして、榛原総合病院の公営企業退職

手当債の元利償還金が平成26年度で終了いたしましたので、平成27年度決算分に算入される

負担金が減ったことにが挙げられます。 

  また、⑯の欄、普通交付税額及び⑰の欄、臨時財政対策債発行可能額の額が増え、標準財

政規模が増加したことも要因でございます。 

  なお、実質公債費比率は決算の数値、決められた計算方法により求めた数値及び交付税算

定資料からの数値をそれぞれ用いて計算いたしました単年度実質公債費比率の３カ年平均で

判断することになっております。こうしたルールに基づいて算定いたしました平成27年度決

算に基づく実質公債費比率が10.4％となるものでございます。 

  １ページをごらんいただきたいと思います。 

  続きまして、将来負担比率につきまして御説明申し上げます。 

  将来負担比率は、地方公共団体の一般会計等の地方債残高や将来支払っていく可能性のあ

る負担など今後予定される財政負担の割合を指標化したものでございます。また、当町にお

ける比率の対象となる会計は、実質公債費比率と同様に地方公共団体の全ての会計に加え、

その地方公共団体が関係する一部事務組合及び広域連合の全ての会計となります。 

  当町の平成27年度決算に基づく将来負担比率は72.2％となりまして、昨年度の84.3％より

12.1ポイント下がっております。この要因につきましては、４ページの総括表④将来負担比

率の状況を活用しながら御説明いたします。 

  比率が下がった要因の一つといたしましては、表中下段の算定式、将来負担額Ａに該当い

たします地方債の現在高が平成26年度決算より減少したことに加えまして、充当可能財源等

のＢに該当する充当可能基金が増加したことでございます。 

  ここまで四つの指標を御説明させていただきましたが、各指標から見た当町の財政状況は、

いずれも健全であることが示されております。 

  以上で、第２号報告としての平成27年度決算に基づく吉田町健全化判断比率についての報

告を終わります。 
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○議長（大塚邦子君） 続きまして、上下水道課長、大井一弘君。 

  上下水道課長、大井一弘君。 

〔上下水道課長 大井一弘君登壇〕 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  上下水道課から、第３号報告の平成27年度決算に基づく吉田町公共下水道事業特別会計資

金不足比率の報告について、第４号報告の平成27年度決算に基づく吉田町水道事業会計資金

不足比率の報告について御説明申し上げます。 

  提出議案つづりの36ページ、37ページと参考資料ナンバー14をごらんください。 

  初めに、第３号報告 平成27年度決算に基づく吉田町公共下水道事業特別会計資金不足比

率の報告についてでございますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項

の規定に基づき、平成27年度決算に基づく吉田町公共下水道事業特別会計資金不足比率につ

いて、監査委員の意見を付して議会に報告させていただくものでございます。 

  同法第22条第２項により、平成27年度決算に基づく吉田町公共下水道事業特別会計資金不

足比率を算定いたしました結果、平成27年度吉田町公共下水道事業特別会計は、実質収支は

黒字となっておりますので、資金不足が生じておりません。 

  したがいまして、報告書の吉田町公共下水道事業特別会計の資金不足比率欄には、数字で

の表示はございません。 

  続きまして、第４号報告 平成27年度決算に基づく吉田町水道事業会計資金不足比率の報

告について御説明申し上げます。 

  提出議案つづりの38ページ、39ページと参考資料ナンバー15をごらんください。 

  先ほどの吉田町公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告と同様に、平成27年度決算に

基づく吉田町水道事業会計資金不足比率について、監査委員の意見を付して議会に報告させ

ていただくものでございます。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定に基づき、平成27年度決算

に基づく吉田町水道事業会計に係る資金不足比率について御報告申し上げます。 

  同法22条第２項の規定により、平成27年度決算に基づく吉田町水道事業会計資金不足比率

を算定した結果、当水道事業会計の決算において、経営が黒字となっておりますので、資金

不足は生じておりません。 

  したがいまして、報告書の吉田町水道事業会計の資金不足比率欄には、数字での表示はご

ざいません。 

  以上で、第３号、第４号の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 報告が終わりました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（大塚邦子君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。御協力いただき、ありがと

うございました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 
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散会 午後 ３時０２分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（大塚邦子君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は、定例会２日目でございます。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（大塚邦子君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４１号の詳細説明 

○議長（大塚邦子君） それでは議事に入ります。 

  日程第１、第41号議案 平成27年度吉田町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

します。 

  これから、第41号議案について、項目ごとの詳細説明を行います。説明は款ごとに区切っ

て行います。 

  初めに、歳入の１款から10款及び20款について順次説明願います。 

  なお、歳入の11款から19款までは、各課の歳出の説明にあわせて行いますのでお願いしま

す。 

  執行部の説明は、歳入については歳入事項別明細書によりお願いします。 

  また、歳出の説明は主要な施策と成果に関する説明書により、項目順に各事業区分に沿っ

てわかりやすく簡潔に、自席でお願いします。一部順序が前後する場合もありますが、御了

承願います。 

  それでは、歳入の１款から説明を求めます。 

  初めに、税務課長お願いします。 

  税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  歳入、１款町税の収入状況につきまして、決算書及び決算資料の主要な施策と成果に関す

る説明書により御説明申し上げます。 

  まず、決算書の12ページから15ページをごらんいただきたいと思います。あわせて課税状

況につきましては、主要な施策と成果に関する説明書67ページから69ページをごらんいただ

きたいと思います。 

  まず、町税全体の収入状況といたしましては、調定額54億8,374万6,379円、収入済額は52

億9,173万8,353円でございます。町税全体の収納率は96.50％で、前年度と比較いたしますと



－62－ 

0.16％の増でございます。 

  次に、税目別の収入状況でございますが、まず個人町民税の現年課税分につきましては、

調定額14億8,811万1,160円、給与所得、営業所得の増及び納税義務者数の増加により、前年

度より増となっております。収入済額は14億6,684万60円、収納率は98.57％でございます。 

  次に、滞納繰越分につきましては、調定額9,541万6,188円、収入済額は2,409万4,784円、

収入率は25.25％、前年度対比4.84％の減でございます。 

  続きまして、不納欠損額でございますが540万4,883円でございます。不納欠損の理由とい

たしましては、時効による者が５人、19万8,224円、財産のない者が38人、186万6,495円、生

活保護者、生活困窮による者が16人、43万8,547円、所在不明者が41人、232万5,390円、海外

出国者が12人、57万6,227円でございます。 

  次に、法人町民税の現年度分でございますが、調定額６億3,988万7,600円、法人所得の増

により前年度より増となっております。収入済額６億3,981万8,624円、収納率は99.99％で、

前年度対比0.08％の増でございます。滞納繰越分につきましては、調定額231万4,814円、収

入済額は23万円、収納率は9.94％、前年度対比で12.41％の減でございます。不納欠損につき

ましては27年度はございませんでした。 

  次に、固定資産税の現年分につきましては、調定額26億5,699万9,100円で、土地の下落及

び評価替えにより家屋の評価が下落したことにより減額となっております。収入済額は26億

3,572万5,201円、収納率は99.20％、前年度対比0.03％の減でございます。滞納繰越分につき

ましては、調定額8,525万6,833円、収入額につきましては2,072万2,097円、収納率は24.31％、

前年度対比4.14％の減でございます。不納欠損につきましては欠損額538万9,211円、欠損理

由といたしましては、時効による者が４人、15万8,280円、無財産が42人、402万7,680円、生

活保護等による者が５人、23万1,572円、所在不明が３人、７万8,173円、法人の解散、破産

によるものが１件、24万8,052円、死亡、相続人不存在による者が５人、64万5,454円でござ

います。 

  次に、国有資産所在市町村交付金及び納付金でございますが、285万3,800円で土地及び家

屋の下落により減額となっております。 

  次に、軽自動車税の現年度分でございますが、調定額は7,286万4,000円で、自家用の四輪

乗用の増加により増額となっております。収入済額は7,173万388円、収納率は98.44％、前年

度対比0.08％の増でございます。滞納繰越分につきましては、調定額370万8,288円、収入済

額は83万7,907円、収納率は32.60％、前年度対比5.3％の減でございます。 

  続きまして、不納欠損額でございますが20万2,744円、欠損理由といたしましては、時効に

よる者が２人、4,000円、財産のない者が32人、12万5,600円、生活保護等による者が２人、

5,600円、所在不明者が15人、６万3,544円、海外出国者が１人、4,000円でございます。 

  14ページをごらんいただきたいと思います。たばこ税につきましては１億9,232万5,823円

で、前年度対比1.85％の増となっております。売り上げ本数につきましては3,743万8,870本

で、前年度対比２％の増となっております。 

  次に、都市計画税につきましては、現年分の調定額２億3,667万1,200円で、土地の下落等

により減額となっております。収入済額は２億3,477万6,235円、収納率につましては99.20％

で、前年度対比0.03％の減でございます。滞納繰越分は、調定額733万7,573円、収入済額は

178万3,434円、収納率につきましては24.31％、前年度対比4.14％の減でございます。不納欠
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損につきましては46万3,789円、欠損理由につきましては、固定資産税と同様でございます。 

  以上が１款町税の収入状況でございます。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、企画課長、お願いします。 

  企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 企画課でございます。 

  企画課からは、２款から10款までと20款の町債の歳入につきまして、歳入事項別明細書で

御説明をいたします。 

  決算書の14ページをごらんください。２款の地方譲与税でございますが、予算現額9,280

万円に対しまして、収入済額は9,507万1,000円でございます。 

  １項地方揮発油譲与税でございますが、平成21年度の税制改正により目的税から普通税に

改められ、名称も地方道路譲与税から地方揮発油譲与税とされ、一般財源化されたものでご

ざいます。収入済額は2,887万8,000円ございます。 

  次に、２項自動車重量譲与税でございますが、これは自動車重量税として徴収されたもの

を、県を通じて譲与されるものでございまして、これも地方揮発油譲与税と同じように、平

成21年度の税制改正により一般財源化されたものでございます。なお、算定の基礎は平成26

年４月１日現在における市町村道の延長と面積でございます。収入済額は6,619万3,000円で

ございます。 

  続きまして、決算書14ページから17ページにかけましての３款利子割交付金でございます

が、県民税の利子割収入額のうち、本来市町村分に属する額について都道府県から市町村に

交付金として交付されるものでございます。収入済額は794万4,000円でございます。 

  次に、４款配当割交付金でございますが、この交付金は平成15年度の税制改正によって創

設されたもので、一定の上場株式等の配当等の所得に対して、県民税配当割として課税して

徴収した一部が市町村に配当割交付金として配分されるものでございます。収入済額は2,228

万8,000円となりました。 

  次に、５款株式等譲渡所得割交付金でございますが、これも平成15年度の税制改正によっ

て創設されたものでございまして、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係

る所得に対して県民税株式等譲渡所得割を所得割として課税して徴収した一部が市町村に配

当されるものでございます。収入済額は2,363万1,000円でございます。 

  決算書の16ページから19ページにかけましての６款地方消費税交付金でございますが、都

道府県の地方消費税収入額のうち、市町村に配分される額をベースとして、直近の国勢調査

人口と経済センサスによる従業者数を基に算定した額が各市町村に交付されるものでござい

ます。収入済額は６億2,589万4,000円となっております。なお、この収入済額のうち２億4,900

万8,000円は社会保障財源化分の地方消費税交付金として交付されましたので、社会福祉、社

会保険、保健衛生の分野の一般財源の一部として充当しております。 

  次に、７款自動車取得税交付金でございますが、都道府県の自動車取得税収入のうち、徴

税経費を差し引き市町村に配分される額をベースとして、市町村道の延長と面積をもとに算

定された額が各市町村に交付されるものでございます。収入済額は2,436万9,000円となって

おります。 

  続きまして、８款地方特例交付金でございますが、これは長期にわたる景気低迷策の一環

として打ち出された恒久的減税で生ずる地方減収額の一部を補塡するために、平成11年から



－64－ 

創設された交付金でございます。平成27年度におきましては、個人住民税における住宅借入

金等特別税額控除の実施に伴う減収補塡特例交付金でございます。収入済額は2,244万6,000

円となっております。 

  次に、９款地方交付税でございますが、地方交付税につきましては平成27年度におきまし

ても基準財政需要額が基準財政収入額を上回りましたことから交付を受け、３億3,237万

7,000円の収入済額となっております。また、普通交付税に算入されない特殊事情を勘案して

交付される特別交付税につきましては、１億1,458万8,000円の収入済額となりました。合計

の地方交付税の収入済額は、４億4,696万5,000円でございます。 

  次に、18ページから21ページにかけましての10款交通安全対策特別交付金でございますが、

これは道路交通法第128条第１項の規定により納付されます反則金に係る収入見込額から事

務処理費相当額を控除した額が都道府県及び市町村に交付されるもので、交付額は交通事故

発生件数や人口の集中度などを考慮して算定されるものでございます。この交付金は一般財

源として取り扱うものでございますが、使途につきましては交通安全施設の設置及び管理に

要する費用に限定されているものでございます。収入済額は582万4,000円となっております。 

  次に、飛びまして54ページをごらんください。20款町債でございますが、町債の収入済額

は７億4,318万3,000円でございます。 

  まず、１目農林水産業債でございますが、水産基盤整備事業及び多目的広場整備事業に充

てるため当初予算で950万円を計上いたしましたが、補正予算（第１号）でこの起債を取りや

める補正予算をお認めいただいたところでございます。 

  次に、２目土木債でございますが、全体の収入済額は１億1,550万円でございます。内訳で

ございますが、まず道路橋梁債につきましては、吉田町内道路舗装修繕事業、都市防災総合

推進事業西の坪大浜１号線整備事業及び下片岡16号線整備事業に充てるため、当初予算に

2,970万円計上いたしましたが、補正予算（第１号）でこの起債を取りやめる補正予算をお認

めいただいたところでございます。 

  次に、都市計画債につきましては、都市防災総合推進事業の防災公園整備事業に充てるた

め、当初予算に6,490万円計上しておりますが、実際に収入いたしました額は3,050万円でご

ざいます。収入済額に計上されております都市防災総合推進事業の住吉幹線整備事業4,970

万円、富士見幹線整備事業430万円及び防災公園整備事業3,100万円につきましては、平成26

年度から平成27年度に繰り越すことをお認めいただいた額9,010万円のうち、実際に収入いた

しました額でございます。なお、予算現額と収入済額との差額の5,980万円のうち5,470万円

は、都市防災総合推進事業の防災公園整備事業の財源として平成28年度に繰り越しさせてい

ただいております。 

  次に、消防債でございますが、全体の収入済額は2,610万円でございます。これは消防救急

デジタル無線整備事業に充てるためのもので、実際に収入した額も当初予算と同額でござい

ます。 

  次に、教育債でございますが、全体の収入済額は4,340万円となっております。これは小学

校及び中学校の屋内運動場天井等落下防止事業に充てるため、当初予算で5,750万円を計上い

たしましたが、補正予算（第３号）で1,410万円を減額いたしましたので、予算現計額は4,340

万円となっております。実際に収入した額も予算現計額と同額でございます。 

  次に、５目臨時財政対策債でございます。当初予算で３億8,000万円を計上いたしましたが、
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補正予算（第１号）で１億7,818万3,000円を増額し、予算現計額を５億5,818万3,000円とい

たしました。実際に収入した額の予算現計額と同額でございます。 

  以上が２款から10款までと20款の歳入についての御説明でございます。よろしくお願いい

たします。 

○議長（大塚邦子君） 歳入の説明が終わりました。 

  これから歳出に入ります。 

  歳出の１款議会費、２款総務費の１項までの説明を求めます。 

  初めに、議会事務局長、お願いします。 

  議会事務局長、仲田京司君。 

○議会事務局長（仲田京司君） 議会事務局でございます。 

  決算書の58ページ、59ページの歳出事項別明細書をごらんいただきたいと思います。また、

参考資料Ｎo.３の主要な施策と成果に関する説明書により説明いたしますので、１ページ、

２ページをあわせてごらんをいただきたいと思います。 

  １款議会費、１項議会費、１目議会費、２の事業、議会運営費でございます。支出済額7,107

万2,067円で財源は全て一般財源でございます。主な支出は議員報酬、議員期末手当、議員共

済費となっております。事業内容につきましては、定例会、臨時会及び各委員会など議会の

運営でございます。本年度は議員改選の年でもありましたので、それに伴う支出があったこ

とから昨年度に比べ増額となってございます。 

  次に、歳出事項別明細書の60ページ、61ページ、それから主要な施策と成果に関する説明

書の３ページ、４ページをごらんいただきたいと思います。３の事業、議会調査活動費でご

ざいます。支出済額は406万9,264円で、財源は全て一般財源でございます。主な支出は費用

弁償、追録代、印刷製本費、協議会などへの負担金となっております。事業内容は事務事業

の調査・研究で、研修、委員会視察、議会広報紙の発行を行っております。こちらも議員改

選による支出もありましたので、昨年度と比べて増額となっております。 

  以上が議会費の概要でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、総務課長、お願いします。 

  総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 総務課でございます。 

  ２款総務費の１項総務管理費につきまして、決算書及び決算資料の主要な施策と成果に関

する説明書により御説明いたします。なお、各款項目の１の事業、職員人件費につきまして

は、後ほど総括的な人件費として御説明申し上げますので御了承ください。 

  それでは、決算書の63ページ、２の事業、一般行政事務費をごらんいただきたいと存じま

す。決算額は4,006万4,219円でございます。概要につきましては、主要な施策と成果に関す

る説明書６ページをごらんください。財源内訳といたしましては一般財源のほか、県支出金

の３万4,000円、諸収入31万500円でございます。行政事務の円滑かつ適正な執行を行うとと

もに他の部局に属さない事務を全庁的に執行するもので、顧問弁護士の相談料や町長交際費、

図書の追録代、郵便料、事務機器借上料等の経常的経費が主なものでございます。 

  次に、決算書65ページの３の事業、吉田町表彰費でございます。決算額は34万3,457円でご

ざいます。概要につきましては、説明書７ページをごらんください。財源内訳は全て一般財

源でございます。町の各分野における業績顕著な方、または行政に貢献してくれた方を表彰
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することにより、町政のさらなる発展に寄与することを目的としたものでございます。主な

支出といたしましては、５人の表彰受賞者及び７人の感謝状受賞者に対する記念品代でござ

います。 

  次に、決算書65ページ、４の事業、吉田町牧之原市広域施設組合負担金、総務管理費でご

ざいます。決算額は3,627万3,000円でございます。概要につきましては、説明書８ページを

ごらんください。財源内訳は全て一般財源でございます。吉田町牧之原市広域施設組合の事

務費を牧之原市とそれぞれ負担し、広域行政の円滑な執行に資するものでございます。この

負担金は一般管理費としての人件費が主なものでございます。 

  次に、決算書67ページの５の事業、日曜開庁事務費でございます。決算額は355万7,176円

でございます。概要につきましては、説明書の９ページをごらんください。財源内訳は全て

一般財源でございます。住民の多様化する生活環境に対応するため、日曜日に役場庁舎を開

庁し、町民生活に関連の深い諸証明交付事務を中心とした業務を日曜日に実施し、住民サー

ビスの向上に努めているもので、日曜開庁を円滑に実施するため、行政サポーター４人分の

賃金を支出しているものでございます。 

  次に、決算書67ページ、２款１項２目文書広報費、２の事業の広報事業費をごらんいただ

きたいと存じます。決算額は926万1,278円でございます。概要につきましては、説明書12ペ

ージをごらんください。財源内訳は全て一般財源でございます。行政のさまざまな情報を積

極的に町民に提供するため、広報紙の発行やＦＭ島田における放送番組制作委託料が主なも

のでございます。 

  なお、平成27年度に特筆すべき事項といたしまして、第５次吉田町総合計画に伴いまして、

町政要覧を2,000冊作成をいたしましたことから223万8,624円を支出しており、広報よしだの

印刷製本費と合わせまして801万9,072円を支出しております。また、広報よしだ７月号が静

岡県広報コンクールにおきまして５年連続の最優秀賞を受賞するとともに、この作品が今年

度開催されました全国広報コンクールにおきまして、全国町村の部で１位に輝き総務大臣賞

を受賞いたしました。 

  次に、決算書71ページの２款１項５目財産管理費、２の事業の庁舎管理費をごらんいただ

きたいと存じます。決算額は9,957万5,603円でございます。概要につきましては、説明書15

ページ、16ページをごらんください。財源内訳は一般財源のほか、国庫支出金204万3,690円

でございます。役場庁舎及び周辺の附属施設等の快適な公共施設空間の確保を図るため、維

持管理を行っているものでございます。主な支出でございますが、庁舎の修繕のほか、庁舎

管理に必要な施設点検業務、電話料などの役務費に加え、庁舎の清掃業務、警備保障業務の

委託など、庁舎管理に係る経常的な経費が主なものでございます。 

  なお、平成27年度に特筆すべき事項といたしまして、マイナンバー制度の施行に伴いまし

て、町民のプライバシーに最大限配慮するため、庁舎１階窓口業務のカウンターを改修する

とともに、マイナンバー制度に係る適正な運用事務の確保と円滑な事務スペースを確保する

ため、使用頻度が低かった６階大広間を事務スペースにする工事を実施いたしまして、2,601

万5,040円を支出しております。また、１階相談コーナーにおける相談者のプライバシー保護

に最大限配慮するため、これまでパーテーションで区切られた簡易的な相談室から天井つき

の相談室を設置いたしまして、297万円を支出しております。 

  また、環境省のモデル事業としまして、当町を含む４市２町の庁舎等で実施されました省
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ＣＯ２加速化・基盤整備事業による照明設備、空調設備の省エネ改修が実施されまして、そ

の設備の賃貸借用としまして204万3,690円を支出し、国庫支出金として支出額と同額の204

万3,690円の補助金をいただいております。 

  次に、決算書73ページの３の事業、公有財産管理費でございます。決算額は2,470万9,486

円でございます。概要につきましては、説明書17ページをごらんください。財源内訳は一般

財源のほか、諸収入の市町村振興協会の交付金289万4,400円でございます。公共施設及び町

有地の適正な管理を図ることを目的に、総務課が管理しております公共施設の修繕を初め、

町が所有する公共施設の損害保険料、普通財産など町有地の草刈りなどの管理業務費、わか

ば保育園やあやめ保育園等の公共施設の土地借上料など経常的な経費を支出しているもので

ございます。 

  平成27年度に特筆すべき事項といたしましては、施設のユニバーサルデザイン化を図るた

め、住吉会館のトイレの段差解消と、洋式化の改修工事を実施いたしまして、299万9,160円

を支出しております。 

  次に、決算書73ページの４の事業、公用車管理費でございます。決算額は211万2,503円で

ございます。概要につきましては、説明書18ページ、19ページをごらんください。財源内訳

は全て一般財源でございます。公用車の適正な管理を図るため、総務課の管理車両でありま

す９台分の修繕、車検等の維持管理費と、公用車リース料を支出しているものでございます。 

  次に、決算書75ページの５の事業、契約管理費でございます。決算額は148万6,915円でご

ざいます。概要につきましては、説明書20ページをごらんください。財源内訳は全て一般財

源でございます。町が行う契約管理事務の円滑かつ適正な執行を図るため、発注工事に係る

材料検査の旅費を初め、担当職員が発注予定事業の設計積算事務を進める上で、参考として

徴取する見積もりや図面等の作成費用が主なものとなっております。 

  次に、決算書83ページの２款１項７目自治振興費、２の事業、自治振興費をごらんくださ

い。決算額は1,701万4,441円でございます。概要につきましては、説明書40ページをごらん

ください。財源内訳としましては全て一般財源でございます。自治振興費でございますが、

自発的、積極的にコミュニティー活動を行っていただき、自治意識の高揚を図ることを目的

に、地域の自治組織であります各自治会の正副自治会長、町内会長、隣組長の活動に対しま

して定額の補助金を交付するとともに、円滑なコミュニティー活動が図れるよう、自治会連

合会に対しまして研修費、スポーツ大会等の補助金を支出しているものでございます。 

  平成27年度に特筆すべき事項といたしまして、自治会役員への積極的な女性登用を図るた

め、新たに女性登用補助加算金制度を創設したことから、町内全体で４名の女性の町内会長

が誕生し、男女共同参画推進の一翼を担うことができました。 

  次に、決算書83ページの３の事業、自治会運営費でございます。決算額は396万1,000円で

ございます。概要につきましては、説明書41ページをごらんください。財源内訳は全て一般

財源でございます。自治会運営費でございますが、自発的、積極的なコミュニティー活動を

行っていただき、自治意識の高揚と地域の特性が生かされた自治会活動に資するため、各自

治会の基礎数値となります世帯数に定額の補助額を乗じて得た額を運営補助金として各自治

会に交付しているものでございます。 

  次に、83ページの４の事業、地域施設管理費でございます。決算額は265万円でございます。

概要につきましては、説明書42ページをごらんください。財源内訳は全て一般財源でござい
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ます。地域施設管理費でございますが、こちらも自発的、積極的なコミュニティー活動を行

っていただき、自治意識の高揚を図ることを目的に、各自治会が所有いたしますコミュニテ

ィー施設や町が管理委託している地域コミュニティー施設などのコミュニティー活動の拠点

施設に対しまして、管理運営に係る補助金を交付しているものでございます。 

  次に、決算書83ページの５の事業、町内会運営費でございます。決算額は380万円でござい

ます。概要につきましては、説明書43ページをごらんください。財源内訳は全て一般財源で

ございます。町内会運営費につきましては、各自治会の下部組織になります町内会の活動に

対しまして、１町内会当たり20万円の補助金を交付することによりまして、円滑な町内会運

営に資するものでございます。 

  次に、決算書83ページの６の事業、町内会活動費でございます。決算額は789万6,000円で

ございます。概要につきましては、説明書の44ページ、45ページをごらんください。財源内

訳は一般財源のほか、利子及び配当金収入の2,499円でございます。各町内会活動の活性化を

図るため、交通安全、防災会、社会福祉、環境美化、青少年育成の５つの分野につきまして、

コミュニティー活動費の補助金をそれぞれ４自治会に交付することによりまして、自発的、

積極的なコミュニティー活動の推進と自治意識を図ろうとするものでございます。 

  次に、決算書87ページ、88ページの２款１項10目人事管理費の２の事業、職員福利厚生費

をごらんいただきたいと存じます。決算額は345万7,150円でございます。概要につきまして

は、説明書の52ページをごらんください。財源内訳としましては、一般財源のほか諸収入の

静岡県市町村共済組合助成金の22万1,000円でございます。職員福利厚生費は、職員の健康管

理に資するため、定期的に職員の健康診断を実施しているもので、血液、血圧、尿、心電図、

聴力検査、胃部エックス線、胸部レントゲン検査などの委託料が主なものでございます。ま

た、職員の心身のケアを図るため産業医による健康相談を実施し、働きやすい職場環境を整

えるため産業医の委託料も含むものでございます。 

  平成27年度に特筆すべき事項といたしましては、職員のメンタルヘルスの安定に寄与する

ため全職員を対象としてストレス診断を実施し、職員自身の健康管理に対する意識の高揚を

図ることができました。 

  次に、決算書89ページの３の事業、臨時職員対策事業費でございます。決算額は4,957万

9,160円でございます。概要につきましては、説明書53ページをごらんください。財源内訳は

全て一般財源でございます。この臨時職員対策事業費は多様化する行政需要に対応するため、

臨時職員を含めた効率的な行政執務体制を整備するとともに、緊急時に臨時職員を雇い、事

業の執行に支障が生じる不測の事態に対応するため、臨時職員に係る必要な雇用保険、社会

保険料、健康診断委託料、公務災害負担金などの人件費に係る経費が主なものでございます。 

  次に、決算書89ページの４の事業、職員研修事業費でございます。決算額は410万2,909円

でございます。概要につきましては、説明書54ページ、55ページをごらんください。財源内

訳は一般財源のほか、国庫支出金の９万円でございます。職員研修事業費は地方分権の受け

皿となり自立した職員を育成することを目的に、職員が自発的に参加する派遣研修などに必

要な旅費や研修負担金を初め、町独自で実施する階層別研修などの講師料を確保し、職員が

研修を受けやすい環境づくりの一環としての経常的な経費が主なものでございます。 

  なお、平成27年度に特筆すべき事項といたしましては、効率的でかつ効果的な職場環境づ

くりに寄与するため、新たに昇格した職員及び新規採用職員を対象としてメンタルヘルス研
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修を実施するとともに、さらなる女性が働きやすい職場づくりのため、主査、統括級の女性

職員を対象に研修会を実施し、特定事業の行動計画の行動指針案を作成いたしました。 

  次に、決算書89ページの５の事業、人事管理費でございます。決算額は400万192円でござ

います。概要につきましては、説明書56ページをごらんください。財源内訳は全て一般財源

でございます。人事管理費は、必要な人材を確保しながら定員管理を適正に実施していくた

め、職員採用にかかる経費を初め適正な人事管理を行うための給与、人事システム委託料な

どの経費が主なものでございます。 

  次に、決算書91ページ、２款１項11目の事務改善対策費、２の事業、情報化推進費をごら

んをいただきたいと存じます。本事業は平成28年４月の機構改革に伴いまして、企画課から

総務課へと事務移管されたものでございます。決算額は4,619万5,870円でございます。概要

につきましては、説明書57ページ、58ページをごらんください。財源内訳といたしましては、

一般財源のほか国庫支出金でございます。情報推進費は行政事務の効率化や行政サービスの

一層の向上を図り、行政事務のＩＣＴ化を推進するため庁舎内のパソコン及び総合行政シス

テム等の借上料を初め、自治体間のネットワークシステムでありますLGWANの業務委託料、各

システムの維持管理料などの経費が主なものでございます。 

  なお、平成27年度に特筆すべき事項といたしましては、マイナンバー制度の施行に伴い国

の補助金を受けながら基幹系の各業務システムの改修を行いまして、個人情報保護に最大限

配慮しつつ、適切な措置を講じることができました。 

  続きまして、決算書91ページ、３の事業、情報公開制度推進費をごらんいただきたいと存

じます。決算額は251万7,224円でございます。概要につきましては、説明書59ページ、60ペ

ージをごらんください。財源内訳といたしましては、全て一般財源でございます。町政の透

明性の向上及び公平性を確保するとともに、町が保有する個人情報が適切に保護され、適正

な事務を執行することを目的に、吉田町情報公開条例及び吉田町個人情報保護条例に基づく

開示請求に係る事務に必要な経費を初め、例規集の電算化サポート処理、文書目録管理シス

テムの委託料などの経費が主なものでございます。 

  次に、決算書93ページ、４の事業のホームページ運営事業費をごらんいただきたいと存じ

ます。本事業は平成28年４月１日の機構改革に伴いまして、企画課から総務課へと事務移管

されたものでございます。決算額は595万80円でございます。概要につきましては、説明書61

ページ、62ページをごらんください。財源内訳といたしましては一般財源のほか、国庫支出

金でございます。町民等の多様なニーズに沿った迅速な情報提供を行うことを目的に、町の

情報発信のツールとしてのホームページの管理運用の経費を支出しております。 

  なお、平成27年度に特筆すべき事項といたしましては、本町の施策や魅力、取り組み等を

迅速かつ的確に発信するため、情報発信する側と受信する側の双方が利用しやすく、わかり

やすいホームページとなるよう、ホームページのリニューアルを実施したところでございま

す。 

  次に、１款から10款までの各項目の１の事業、職員人件費についてでございます。決算書

の316ページ、節別支出額明細書をごらんをいただきたいと存じます。 

  １款から10款までの各項目の１の事業であります職員人件費につきましては、この節別支

出額明細書で御説明をいたします。この節別支出額明細書では、１款議会費から10款教育費

までの各項に対する節ごとの支出金額が掲載されております。このうち職員人件費に当たる
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節は２節の給料、３節の職員手当等、４節の共済費となります。 

  それでは、明細書の335ページをごらんいただきたいと存じます。２節の給料でございます

が、町長、副町長、教育長及び一般職の職員の計214人分の給料としまして７億1,580万1,508

円を支出しております。 

  次に、３節の職員手当等ですが、期末勤勉手当や時間外手当、通勤手当、扶養手当などの

手当としまして５億4,874万7,246円を支出しておりますが、この手当の中には議会議員の期

末手当も含まれております。なお、参考としてですが、１の事業としての214人分の職員手当

等の金額につきましては５億3,203万1,101円となるものでございます。 

  次に、４節の共済費でございますが、２億7,701万5,388円を支出しておりますが、この共

済費の合計額の中には職員共済費のほか議会議員共済費、臨時職員の社会保険料等も含まれ

ております。なお、参考としてございますが、１の事業としての214人分の職員共済費の金額

につきましては２億2,008万8,968円となるものでございます。 

  なお、平成27年度におきましては、人事院勧告に基づく給与条例の改正を行っております。 

  以上が２款１項の総務管理費及び各款項目に係る１の事業であります人件費の説明でござ

います。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、企画課長、お願いします。 

  企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 企画課でございます。 

  企画課関係の事業につきまして、決算書及び決算資料の主要な施策と成果に関する説明書

によりまして御説明申し上げます。 

  決算書67ページの２款１項１目の６事業、行財政構造改革推進事業費をごらんください。

決算額は５万4,577円でございます。概要につきましては、主要な施策と成果に関する説明書

の10ページをごらんください。財源内訳といたしましては全て一般財源でございまして、支

出は旅費と需用費の事務費のみでございます。この事業は行財政改革や吉田町町づくりステ

ップアップ行政評価に係る事務を推進するためのものでございまして、全庁的に対応すべき

新たな行政課題に係る検討などを行財政構造改革推進本部会議にて行っております。 

  平成27年度につきましては、吉田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定につきまして

も本会議で行っております。 

  次に、決算書69ページの３目の２事業、財政管理費をごらんください。決算額は171万2,952

円でございます。概要につきましては、説明書の13ページをごらんください。財源内訳とい

たしましては全て一般財源でございまして、支出は旅費、需用費、委託料、負担金、補助及

び交付金でございます。 

  この事業では予算編成事務、交付税算定、起債管理、決算統計処理、その他財政健全化へ

の取り組みなどを行っております。また、財政運営状況に関する情報の開示につきましても

この財政管理事業の中で行っておりますが、平成27年度の情報開示状況につきましては、説

明書に記載したとおりでございます。 

  次に、決算書の75ページの２款１項６目の２事業、企画調査費をごらんください。決算額

152万7,692円でございます。概要につきましては、説明書の21ページをごらんください。財

源内訳といたしましては全て一般財源でございます。 

  この事業は、企画調査事務全般につきまして他の事業に含まれない企画調査事務経費を支
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出しているところでございまして、平成27年度におきましては、第５次吉田町総合計画、第

３次吉田町国土利用計画、吉田町人口ビジョン及び吉田町まち・ひと・しごと創生総合戦略

を策定するために開催いたしました吉田町総合計画等審議会に係る予算も含んでおります。 

  次に、３事業、国際交流推進費をごらんください。決算額は180万7,670円でございます。

概要につきましては、説明書の22ページをごらんください。財源内訳としましては全て一般

財源でございます。 

  この事業は、国際交流協会に対する補助が主たる事業でございますが、平成27年度につき

ましても、町内在住の外国人を対象とした日本語勉強会、日本人を対象とした外国語教室の

ほか、外国人と日本人が交流し、お互いの文化を理解し合う場となるワールドフェスタなど

を実施する国際交流協会に対して補助金を交付いたしました。 

  次に、決算書77ページの４事業、地域交流費をごらんください。決算額は753万1,935円で

ございます。概要につきましては、説明書の23ページをごらんください。財源内訳としまし

ては一般財源のほか、サマージャンボ宝くじを財源とする静岡県市町村振興協会の地域づく

り推進事業助成金269万2,115円及び地方創生先行型上乗せ交付分217万3,240円を充当させて

いただいております。 

  この事業は、福岡県八女市との交流事業、町のＰＲ部長よし吉を活用した町の魅力発信等

を行っております。平成27年度におきましては、八女市・吉田町未来創造の翼交流事業をス

タートし、八女市で開催いたしましたフォーラムにおきまして市長懇談や災害時応援協定を

締結するなど、大きな成果を残すことができました。地方創生先行型交付金を活用し町をＰ

Ｒするためのツールとして、よし吉のピンバッチ、ぬいぐるみ、着ぐるみ等を作成しており

ます。また、19節の地域活性化大規模イベント事業補助金であるカムカム補助金につきまし

ては、４つのイベントに対して総額250万円を支出いたしました。 

  次に、５事業、男女共同参画推進費でございます。ごらんをいただきたいと思います。決

算額は19万2,633円でございます。概要につきましては、説明書の24ページをごらんください。

財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。 

  支出額の多くは、女性団体連絡協議会による女性フェスティバル開催経費でございますが、

平成27年度の女性フェスティバルでは、避難所運営ゲームのほか、浜松医科大学地域医療学

講座特任教授の山岡泰治氏による「女性の視点で育む吉田町の地域医療」の講演も行われ、

地域活動における男女共同参画の重要性を考える機会を提供していただきました。なお、執

行率が５割となりましたが、その要因は８節報償費の講師謝礼金が予定額よりもかなり安価

な額の支出にとどまったことによるものでございます。 

  次に、77ページから79ページの６事業、国土利用計画事業費をごらんください。決算額は

438万1,000円でございます。概要につきましては、説明書の25ページをごらんください。財

源内訳といたしましては全て一般財源でございます。 

  平成19年12月に策定いたしました第２次吉田町国土利用計画が平成27年度をもって計画期

間を満了いたしましたことから、第３次吉田町国土利用計画を策定するための委託料が主な

支出となっております。 

  続きまして、７事業、生活交通確保対策費をごらんください。決算額は6,860円でございま

す。概要につきましては、説明書の26ページと27ページをごらんください。財源内訳といた

しましては全て一般財源でございます。 
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  この事業はバス路線の確保を目指すためのものでございまして、島田静波線と藤枝相良線

の２つの国庫補助対象路線を維持するために必要な経費を関係市町と協調して交付すること

が主要なものとなりますが、平成27年度には本補助金は支出しておりません。 

  次に、８事業、住民参画推進事業費をごらんください。決算額は1,310円でございます。概

要につきましては、説明書の28ページをごらんください。財源内訳といたしましては全て一

般財源でございまして、支出は旅費のみとなっております。 

  次に、９事業、ユニバーサルデザイン推進費をごらんください。決算額は1,000円でござい

ます。概要につきましては、説明書の29ページをごらんいただきたいと思います。財源内訳

としましては全て一般財源でございまして、支出は旅費のみでございます。 

  次に、10事業、コミュニティー施設整備事業費をごらんください。決算額は250万円でござ

います。概要につきましては、説明書の30ページをごらんください。財源内訳といたしまし

ては、財団法人自治総合センターからのコミュニティー助成事業助成金250万円でございます。

これは遠州吉田小山城太鼓保存会の備品整備事業に対しまして支出しております。 

  次に、11事業、大井川流域ｓｍｉｌｅネット事業費をごらんください。決算額は343万4,400

円でございます。概要につきましては、説明書の31ページをごらんください。財源内訳は全

て一般財源でございます。 

  平成27年６月からは吉田ｓｍｉｌｅラジオ番組放送事業を月５本から10本にふやしまして、

町内で開催されるさまざまなイベントや行政情報等を放送するとともに、吉田中継局の保守

管理業務を実施いたしました。 

  次に、12事業、大井川流域交流費をごらんください。決算額は65万4,500円でございます。

概要につきましては、説明書の32ページと33ページをごらんください。財源内訳といたしま

しては全て一般財源でございます。 

  この事業は、大井川流域の市町が連携し、さまざまな交流を図るとともに流域全体の振興

と発展を図ることを目的としておりまして、大井川長島ダム流域連携協議会、大井川の清流

を守る研究協議会、大井川流域振興連絡会に係る負担金の支出が主なものとなっております。 

  次に、決算書81ページの13事業、吉田町総合計画策定事業費をごらんください。平成27年

度予算の決算額は62万3,912円、平成26年度から平成27年度に繰り越して実行することをお認

めいただいた事業の決算額は943万3,800円でございます。概要につきましては、説明書の34

ページ及び35ページをごらんください。まず、34ページの事業につきましての財源内訳は全

て一般財源でございます。 

  この事業は、第５次吉田町総合計画を策定するに当たり、町民の率直な希望や要望等を収

集するために、町内４カ所でタウンミーティングを行った施設の使用料や総合計画策定に係

る補助業務委託を実施いたしました。なお、執行率が5.8％となっておりますのは、当初総合

計画の策定に係る業務について委託することを想定し予算を計上しておりましたが、平成27

年度において人口ビジョンと総合戦略の策定を並行しながら総合計画を取りまとめることを

することになりましたことから、短期間のうちに総合計画等審議会に諮りながら各課との施

策の調整を図らなければならず、スピードを求められる作業でありましたので、委託から職

員が直接業務を行うことといたしましたことでございます。 

  次に、35ページの吉田町総合計画策定事業費に係る繰越明許分につきましての財源内訳は、

国の平成26年度補正予算で措置されました地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の地
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方創生先行型597万7,800円と前年度繰越金345万6,000円でございます。 

  この事業は、吉田町総合計画策定に係る調査委託を平成26年度、27年度の２カ年にまたい

で実施したものでございます。 

  次に、14事業、内陸フロンティア推進事業費をごらんください。決算額は613万8,200円で

ございます。概要につきましては、説明書の38ページと37ページをごらんください。財源内

訳といたしましては、緊急地震・津波対策事業基金繰入金203万4,000円と一般財源でござい

ます。 

  県の構想とタイアップし、内閣府の総合特区の指定も受けて推進をしております内陸のフ

ロンティアを拓く取り組みでございますが、平成27年度では企業活動維持支援事業区域の地

権者や関係者の皆様方で構成された吉田町内陸フロンティアを拓く特別区域推進協議会を立

ち上げ、今後の方向性について協議を行うことができました。また、企業活動維持支援事業

区域に企業誘致を行うために必要となる橋梁及び道路の予備設計や、地質調査等を実施する

ための委託料を支出しております。 

  次に、15事業の地域の賑わい創生事業費の繰越明許をごらんください。平成26年度から平

成27年度に繰り越して執行することをお認めいただいた事業の決算額は546万6,960円でござ

います。概要につきましては、説明書の38ページをごらんください。 

  この事業につきましても、国の平成26年度補正予算で措置されました地域活性化・地域住

民生活等緊急支援交付金の地方創生先行型536万9,748円と、前年度繰越金９万7,212円でござ

います。この事業は、シーガーデンシティ構想による賑わいづくりを具現化するための賑わ

い創出支援業務委託料として、シーガーデンシティ構想のイメージパースやホームページ内

に特設ページの構築などを行いました。 

  次に、16事業、町づくり賑わい創出事業費をごらんください。この事業につきましては、

国の平成27年度補正予算で措置されました地方創生加速化交付金を活用して、創業支援や情

報発信プラットフォームの構築等を行っていくための事業費を計上いたしましたが、平成28

年度に予算を繰り越して執行することを議会でお認めいただきましたので、平成27年度には

支出がなく、決算額は計上されておりません。 

  少し飛びまして、決算書の93ページでございますが、２款１項12目の２事業、空港活用推

進費をごらんください。決算額は124万3,654円でございます。概要につきましては、説明書

の63ページをごらんください。財源内訳といたしましては、全て一般財源でございます。空

港対策と空港の利活用の両面について、空港周辺市町や他の関係団体と連携しながら対応し

ておりますが、吉田町空港対策協議会とも連携して諸活動を展開いたしました。 

  次に、決算書109ページから111ページの２款５項１目の２事業、統計一般事務費をごらん

ください。決算額は17万7,480円でございます。概要につきましては、説明書の80ページをご

らんください。財源内訳といたしましては、県支出金の県単独統計調査委託金３万1,000円と

統計調査員確保対策委託費１万3,000円の特定財源のほかは一般財源でございます。この事業

の中で、町の統計調査員の確保を行うとともに、統計要覧を500部印刷しております。 

  次に、２目２事業、諸統計調査費をごらんください。決算額は915万1,400円でございます。

概要につきましては、説明書の81ページをごらんください。財源内訳でございますが、全額

県支出金となる各種の統計調査委託金を充てております。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、１項の説明をお願いしておりましたので、それはちょっと
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後でお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時０６分 

 

再開 午前１０時０６分 

 

○議長（大塚邦子君） 再開します。 

  続きまして、会計管理者兼会計課長、お願いします。 

  会計管理者兼会計課長、八木利幸君。 

○会計管理者兼会計課長（八木利幸君） 会計課でございます。 

  会計課からは、２款総務費、１項総務管理費、４目会計管理費につきまして、決算書及び

決算資料の主要な施策と成果に関する説明書により御説明いたします。 

  決算書の69ページ、２の事業、出納管理事務費をごらんください。決算額は179万2,968円

でございます。概要につきましては、主要な施策と成果に関する説明書の14ページをごらん

ください。財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。この事業は、公金の出納

及び支払い事務を円滑、適正に執行するための事務費でございます。主なものは、指定金融

機関派出手数料等の経常経費が主なものでございます。 

  会計課からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  建設課からは、２款総務費、１項９目交通安全対策費のうち４の事業、交通安全施設整備

費を説明させていただきます。決算書の87ページをごらんください。決算額は497万6,640円

でございます。概要につきましては、主要な施策と成果に関する説明書の51ページをごらん

ください。財源は全て一般財源でございます。町道に薄層カラー舗装工130平方メートルと区

画線7,855メートルなどの安全対策を実施したものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、防災課長兼防災監、お願いします。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課関係につきまして、２款総務費、１項総務管理費

につきまして、決算及び決算資料の主要な施策と成果に関する説明書によりご説明いたしま

す。 

  決算書の83ページ、８目防犯対策費、２の事業の防犯対策推進費をごらんください。決算

額は1,014万9,536円でございます。概要につきましては、主要な施策と成果に関する説明書

の46ページをごらんください。財源は全て一般財源でございます。防犯活動の支援や犯罪の

起こりにくい環境を整備することにより、安全で安心して生活できる町を形成することを目

的としたものでございます。 

  主な支出としましては、防犯町づくり推進協議会を年２回開催したことによります委員報

酬、各自治会が行う防犯灯の新設、修繕、移設に係る整備委託料、ＬＥＤ防犯灯の借上料で
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ございます。なお、防犯灯整備委託料及び防犯灯機器借上料は総務課から事務移管されたも

のでございます。 

  次に、決算書85ページ、９目交通安全対策費、２の事業の交通安全推進費をごらんくださ

い。決算額は604万4,916円でございます。概要につきましては、説明書の47ページ、48ペー

ジをごらんください。財源内訳としましては、一般財源のほか指定寄附金の１万円でござい

ます。地域住民の交通安全思想の高揚、交通安全マナーの改善、また交通安全施設を充実さ

せることにより安全で安心な町づくりを推進するものでございます。主な支出でございます

が、カーブミラーの修繕、カーブミラーの新設設置工事、各交通安全関係団体への負担金及

び補助金でございます。 

  次に、決算書の87ページ、３の事業の交通指導員活動費でございます。決算額は549万1,854

円でございます。概要につきましては、説明書の49ページ、50ページをごらんください。財

源は全て一般財源でございます。交通安全活動の推進を図り、交通事故を防止するための交

通指導員の活動費でございます。主な支出としましては、交通指導員34人分の報酬、出動手

当及び交通指導員の活動のための被服費、研修補助金でございます。 

  以上、防災課から説明でございます。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 次に、２款総務費、２項から６項、12款公債費、13款諸支出金及び14

款予備費の説明を求めます。 

  初めに、税務課長、お願いします。 

  税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  ２款総務費、２項徴税費につきまして決算書及び決算資料の主要な施策と成果に関する説

明書により御報告申し上げます。 

  決算書の95ページをごらんいただきたいと思います。１目税務総務費、２の事業、税務総

務費をごらんください。決算額は4,254万1,251円でございます。概要につきましては、説明

書の64ページをごらんください。財源は全て一般財源でございます。税務事務の効率化を図

ることを目的としたもので、臨時職員の雇用、各種協議会等への負担金、過年度分町税還付

金が主なものでございます。 

  続きまして、決算書97ページをごらんいただきたいと思います。２の事業、賦課徴収費を

ごらんください。決算額は3,867万9,205円でございます。概要につきましては、説明書の65

ページをごらんください。財源内訳といたしましては一般財源のほか、国庫支出金346万6,000

円、諸収入９万6,005円でございます。 

  課税の適正化、収納率の向上を図ることを目的としたもので、税務相談員の顧問料、固定

資産税評価業務のための委託料、滞納整理機構負担金が主なものでございます。27年度は社

会保障・税番号制度にかかわるシステム改修のために業務委託料520万円を支出いたしました。

こちらは国庫事業で３分の１が補助金となっております。また、備品購入費といたしまして、

滞納整理等の現地調査訪問のためポータブルカーナビゲーションの購入をいたしました。 

  以上が当課にかかわります歳出でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、町民課長、お願いします。 

  町民課長、松本光弘君。 

○町民課長（松本光弘君） 町民課でございます。 
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  ２款３項戸籍住民基本台帳費につきまして、決算書及び決算資料の主要な施策と成果に関

する説明書により御説明申し上げます。 

  決算書の99ページから101ページ、２事業、戸籍住民基本台帳費をごらんください。概要に

つきましては、主要な施策と成果に関する説明書の71ページから74ページをごらんください。

決算額は4,270万6,530円でございます。財源内訳といたしましては一般財源のほか、国庫支

出金1,428万8,000円、県支出金114万5,000円でございます。戸籍法や住民基本台帳法等に基

づき、各種届け出書の受理及び各種証明書の交付事務などを行っております。 

  主な支出は、臨時職員賃金、電算処理委託料、使用料及び賃借料及び負担金、補助及び交

付金などでございます。平成25年10月15日から住民サービスの向上と窓口事務の合理化を図

ることを目的として、総合証明自動交付機を稼働しております。主要な施策と成果に関する

説明書の74ページにございますが、利用状況比較がございます。割合の欄でございますが、

印鑑登録証明書は36.08％、また一番下の総数では21.52％が御利用していただいている状況

でございます。 

  また、平成27年度から行政の手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の施行に伴い、マイナンバー通知カードが10月５日から交付され、本年１月からは

マイナンバーカードの交付が始まりました。３月31日現在のマイナンバーカードの交付枚数

は909枚、交付率は3.1％でございました。なお、本年７月31日現在の交付枚数は1,748枚でご

ざいます。交付率は5.9％でございます。 

  以上で町民課からの説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、総務課長、お願いします。 

  総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 総務課でございます。 

  ２款総務費の４項の選挙費と13款１項の普通財産取得費につきまして、決算書及び決算資

料の主要な施策と成果に関する説明書により御説明申し上げます。 

  決算書の103ページの２款４項１目選挙管理委員会費の２の事業、選挙管理費をごらんいた

だきたいと存じます。決算額は156万2,736円でございます。概要につきましては、説明書の

75ページをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、国庫支出金及び県支出

金でございます。選挙の適正な執行に資するため、公職選挙法に基づく定期的な選挙管理委

員会の開催に係る経費及び適正な選挙人名簿の管理に資する電算委託料などの経費が主なも

のでございます。 

  なお、平成27年度に特筆すべき事項といたしましては、公職選挙法の改正に伴い選挙権が

18歳に引き下げられましたことから、選挙人名簿システムの改修を実施し、法改正に基づく

適正な選挙人名簿の管理に資することができました。 

  次に、決算書105ページ、２款４項２目明るい選挙推進費、２の事業、明るい選挙推進費を

ごらんください。決算額は２万8,000円でございます。概要につきましては、説明書76ページ

をごらんください。財源は全て一般財源でございます。選挙に対する意識の向上を図るとと

もに、きれいな選挙が行われるよう選挙啓発を行うため、小・中学校の児童・生徒を対象と

したポスターコンクールの参加者への参加賞、賞品代が主な経費でございます。 

  次に、決算書105ページの２款４項３目静岡県議会議員選挙費、２の事業、静岡県議会議員
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選挙費をごらんください。決算額は483万6,158円でございます。概要につきましては、説明

書の77ページをごらんください。財源内訳といたしましては全て県支出金でございます。 

  平成27年４月12日執行の静岡県議会議員選挙でございまして、平成26年度と平成27年度の

２カ年で事業が執行されたものでございます。投票率は49.96％、開票の所要時間は１時間２

分でありまして、適正かつ迅速な選挙事務が執行できました。 

  次に、決算書107ページの２款４項４目町長・町議会議員選挙、２の事業の町長・町議会議

員選挙費をごらんください。決算額は800万3,974円でございます。概要につきましては、説

明書の78ページをごらんください。財源内訳といたしましては、全て一般財源でございます。 

  平成27年４月26日執行の町長・町議会議員選挙の執行経費でございます。投票率は59.65％、

開票の所要時間は町長が１時間25分、町議会議員選挙が２時間５分でありまして、前回の選

挙時よりも大幅に開票時間が短縮されるなど、適正かつ迅速な選挙事務が執行できました。 

  次に、決算書109ページの２款４項５目大井川土地改良区総代選挙費、２の事業の大井川土

地改良区総代選挙費をごらんください。決算額は23万9,000円でございます。概要につきまし

ては、説明書79ページをごらんください。財源内訳といたしましては、全て大井川土地改良

区からの交付金でございます。平成27年12月17日執行の大井川土地改良区総代選挙の執行経

費でございます。選挙は定数11人に対しまして11人が立候補したため無投票となっておりま

す。 

  続きまして、決算書307ページの13款１項１目普通財産取得費の２の事業、普通財産取得費

をごらんください。決算額はゼロでございます。平成27年度におきましては、土地取得事業

会計からの土地の買い戻し実績がございませんでした。 

  以上が総務課からの２款４項の選挙費と13款１項の普通財産取得費の説明でございます。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、企画課長、お願いします。 

  企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 企画課でございます。 

  企画課からでございますが、２款５項統計調査費と12款公債費、13款諸支出金、14款予備

費の説明をいたします。 

  決算書109ページから111ページの２款５項１目の２事業、統計一般事務費をごらんくださ

い。決算額は17万7,480円でございます。概要につきましては、説明書の80ページをごらんい

ただきたいと思います。財源内訳といたしましては、県支出金の県単独統計調査委託金３万

1,000円と、統計調査員確保対策委託金１万3,000円の特定財源のほか一般財源でございます。

この事業の中で、町の統計調査員の確保を行うとともに統計要覧を500部作成しております。 

  次に、２目、２事業、諸統計調査費をごらんください。決算額は915万1,400円でございま

す。概要につきましては、説明書の81ページをごらんください。財源内訳でございますが、

全額県支出金となる各種の統計調査委託金を充てております。27年度には５年に１度の国勢

調査が行われましたことから、調査に携わっていただきました指導員と調査員の報酬や、調

査に係る地図等の作成業務委託等を支出しております。 

  次に、12款公債費に移らさせていただきます。ページが飛びますが、決算書の305ページの

１項１目、２事業の公債費元金をごらんいただきたいと思います。決算額は７億8,522万3,142

円でございます。概要につきましては、説明書の328ページと329ページをごらんください。
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財源内訳といたしましては、全て一般財源でございます。 

  借入先ごとの償還額及び地方債現在高の推移につきましては、説明書の329ページのとおり

でございます。また、それぞれの推移において、通常分と津波防災対策分にそれぞれ分類し

て集計させていただくとともに、実質公債費比率の推移につきましても掲載をさせていただ

きます。 

  次に、２目、２事業、公債費利子をごらんください。決算額は１億2,601万6,943円でござ

います。概要につきましては、説明書の330ページと331ページをごらんください。財源内訳

といたしましては、全て一般財源でございます。説明書331ページに借入先別の償還利子額一

覧表がございますが、元金に係る通常分と津波防災分の分類に応じた償還利子額の分類も掲

載させていただいております。 

  次に、決算書307ページの３目、２事業の公債諸費でございますが、この事業につきまして

は執行はございませんでした。したがいまして、説明書は作成してございません。 

  続きまして、13款諸支出金の２項１目の２事業、財政調整基金費をごらんください。決算

額は６億3,505万1,000円でございます。概要につきましては、説明書の332ページをごらんい

ただきたいと思います。財政調整基金の基金利子収入46万3,017円と、一般財源６億3,458万

7,983円を充てて積み立てを行っております。 

  次に、３事業、減債基金費をごらんください。決算額は7,687円でございます。概要につき

ましては、説明書の333ページをごらんいただきたいと思います。基金利子収入の7,687円を

積み立てております。 

  次に、決算書309ページの４事業、環境保全基金費をごらんください。決算額は1,485円で

ございます。概要につきまして、説明書の334ページをごらんください。基金利子収入の1,485

円を積み立てております。 

  次に、５事業、小・中学校建設基金費をごらんください。決算額は４万7,764円でございま

す。概要につきまして、説明書の335ページをごらんください。基金利子収入の４万7,764円

を積み立てております。 

  次に、６事業、教育振興基金費をごらんください。決算額は67万3,568円でございます。概

要につきましては、説明書の336ページをごらんください。基金利子収入の１万5,568円のほ

か、高等学校等奨学金の返還金56万5,000円を積み立てております。 

  次に、７事業、緊急地震・津波対策事業基金費をごらんください。決算額は１万7,294円で

ございます。概要につきましては、説明書の337ページをごらんください。基金利子収入の１

万4,933円を積み立てたものでございますが、この基金は平成27年度末をもって廃止されるも

のでありますことから、平成27年度には元金とともにこの利子収入分の積立金も取り崩しし

て清算いたしております。 

  次に、14款予備費をごらんください。予備費につきましては、当初予算で2,000万円の措置

し、そのうち471万4,000円は充用をいたしました。その結果、予算現額の1,528万6,000円は

そのまま不用額となりました。なお、充用先でございますが、説明書338ページに記載してご

ざいますとおりでございます。 

  以上で企画課の一般会計決算に伴う説明となります。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、議会事務局長、お願いします。 

  議会事務局長、仲田京司君。 
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○議会事務局長（仲田京司君） 議会事務局でございます。 

  決算書、戻りまして112ページ、113ページの歳出事項別明細書をごらんいただきます。主

要な施策と成果に関する説明書につきましても、戻りまして82ページ、83ページをあわせて

ごらんをいただきたいと思います。 

  ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費、２の事業、監査委員費でございます。支

出済額は103万3,330円で、財源は全て一般財源でございます。主な支出は、監査委員報酬と

なっております。本年度につきましては、選挙により議員選出の監査委員も変更となりまし

て、新しい体制によりまして、吉田町監査委員監査基準を基に公正で能率的な監査を進めて

きております。 

  以上、監査委員費の概要でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） ここで暫時休憩とします。再開は、10時45分とします。 

 

休憩 午前１０時３１分 

 

再開 午前１０時４４分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  次に、３款民生費の説明を求めます。説明は自席でお願いします。 

  初めに、福祉課長、お願いします。 

  福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 福祉課でございます。 

  福祉課からは、３款民生費のうち１項１目社会福祉総務費、４目の老人福祉対策費、５目

の心身障害者福祉費、６目の人権地域改善費、７目の介護保険費、そして３項１目の生活保

護費、４項１目災害救助費につきまして、決算書及び決算書資料の主要な施策と成果に関す

る説明書により御説明申し上げます。 

  決算書の115ページ、３款１項１目、２事業の福祉総務費をごらんください。概要につきま

しては、主要な施策と成果に関する説明書の84ページをごらんください。決算額は18万2,410

円でございます。財源内訳につきましては、全て一般財源でございます。社会福祉業務に係

る庶務的な事業で、公用車の車検に係る経費が主な支出となっております。 

  次に、３事業の民生児童委員活動費でございます。概要につきましては、説明書の85ペー

ジをごらんください。決算額は628万8,720円でございます。財源内訳は一般財源のほかに、

県支出金の民生委員協議会費と、同じく県支出金で民生委員法に基づく事務の権限移譲事務

交付金でございます。名のとおり民生委員・児童委員の活動に係る事業費で、50人の民生委

員・児童委員と、３人の主任児童委員を合わせて53人分の活動費でございます。 

  次に、決算書の117ページ、４事業、戦没者追悼事業費でございます。概要につきましては、

説明書の86ページをごらんください。決算額は58万4,200円でございます。財源内訳は全て一

般財源でございます。戦没者に対し遺族とともに追悼の意を奉げるもので、昨年10月２日に

戦没者追悼式を行い約250人の方が参列していただきました。追悼式に係る記念品と祭壇設営

に係る委託料が主なものでございます。 

  次に、５事業、社会福祉協議会補助金でございます。概要につきましては、説明書の87ペ
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ージをごらんください。決算額は3,124万1,000円でございます。財源内訳は全て一般財源で

ございます。地域福祉の核となる社会福祉協議会の組織と活動の充実を図るための事業で、

事務局人件費のほかに相談事業、民生児童委員活動事業、福祉団体に対する補助事業などを

行っております。 

  次に、６事業、福祉介護手当支給事業費でございます。説明書は88ページをごらんくださ

い。決算額は234万円でございます。財源内訳は一般財源のほかに、財産収入の利子及び配当

金収入に当たります地域福祉基金の5,012円でございます。常時介護が必要な方を３カ月以上

在宅で介護している介護者に対しまして月額１万円を支給しているもので、介護者の心身及

び経済的負担の軽減を図っております。平成27年度は延べ234人分の家族に対して支給をして

おります。 

  次に、７事業、臨時福祉給付金事業費でございます。概要につきましては、89ページをご

らんください。決算額は2,325万3,922円でございます。財源内訳は全て国庫支出金でござい

ます。臨時福祉給付金給付事業費は消費税率改正に伴い、低所得者に対し生活必需品等の購

入に係る支出負担を軽減する目的で国が実施したもので、住民税が課税されていない方でか

つ住民税課税者の扶養親族となってない方が対象となっており、対象者お１人に対しまして

6,000円を支給し、3,255人の方に支給をさせていただいております。 

  次に、８事業、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費でございます。概要につきま

しては、90ページをごらんください。決算額は134万5,300円でございます。財源内訳は全て

国庫支出金でございます。事業は翌年度繰り越しとなったことから、執行は臨時職員賃金と

翌年度からの事業に備えるためのシステム改修委託料のみとなっております。 

  次に、決算書の121ページ、３款１項４目老人福祉費でございます。２事業の老人福祉対策

費をごらんください。概要につきましては、説明書の95、96ページをあわせてごらんくださ

い。決算額は114万3,498円でございます。財源内訳は全て一般財源でございます。高齢者福

祉事業の継続的な経費のほかに、介護保険の対象にならない給付対象外の在宅福祉事業であ

る高齢者移動支援事業や日常生活用具貸与事業が主なものでございます。高齢者移動支援事

業は、事業を吉田町社会福祉協議会に委託し実施しております。ボランティアさんによる送

迎で延べ122人の方が利用されました。日常生活用具貸与事業費は、入所及び入院等で一時帰

宅された方へのベッドやマットの短期的な貸し付けを行うもので、お２人の方が利用されて

おりました。 

  次に、決算書の123ページ、３事業、敬老事業費でございます。概要につきましては、説明

書の97ページをごらんください。決算額は308万6,416円でございます。財源内訳は全て一般

財源でございます。長年にわたり御尽力されてまいりました高齢者の長寿をお祝いするもの

で、平成27年度は９月８日に記念品の贈呈を行い、町内在住の77歳及び80歳以上の高齢者

2,390人が対象で記念品の配付を行いました。長寿者へのお祝いとして最高齢者104歳の女性

の方お１人と、100歳者11人の女性の方にお祝い訪問させていただきました。また、米寿の方

へは誕生日月に記念写真を送らせていただきました。 

  次に、４事業、社会福祉施設管理事業費でございます。概要につきましては、説明書の98、

99ページをごらんいただきたいと思います。決算額は6,330万1,166円でございます。財源内

訳は一般財源のほかに、健康福祉センター使用料、諸収入として健康福祉センターにおける

自販機電気料、携帯電話無線基地設備電気料でございます。当課が所管する５施設の指定管
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理委託料、そして相寿園管理組合負担金が主な事業でございます。平成27年度から高齢者人

材活用センターの指定管理を吉田町シルバー人材センターに委託しております。 

  次に、決算書の125ページをごらんください。５事業、老人保護措置費でございます。概要

につきましては、説明書の100ページをごらんください。決算額は517万6,334円でございます。

財源内訳は一般財源のほかに、老人施設入所者負担金でございます。環境上の理由や経済的

理由で家族からの虐待など、65歳以上の高齢者が在宅での生活が困難になった場合に養護老

人ホームへ措置するもので、現在お２人の方が入所されております。 

  次に、６事業、高齢者社会参加推進事業費でございます。概要につきましては、101ページ

をごらんください。決算額は1,203万5,520円でございます。財源内訳は一般財源のほかに、

県支出金の老人クラブ活動費補助金でございます。町さわやかクラブへの活動費の補助やシ

ルバー人材センター運営費の補助などが主な事業でございます。高齢者の社会参加と健康維

持が図られるようさわやかクラブへの活動支援を行っており、また高齢者の就業機会の増大

と生きがいの充実を図るためシルバー人材センターへの支援を行っております。 

  次に、８事業、高齢者見守り体制整備事業費でございます。概要につきましては、102ペー

ジをごらんください。決算額は49万3,467円でございます。財源内訳は全て一般財源でござい

ます。高齢者が地域社会から孤立することなく住み慣れた地域で暮らし続けていけるよう、

行政、地域、民間企業などが協力して高齢者を見守り支援する高齢者見守りネットワークで

ございますが、平成27年度ネットワーク協力事業所は41事業所となりました。高齢者の見守

りネットワーク連絡会において、認知症の疑いのある母と同居している男性の一例を挙げて

グループに分かれて活発な意見交換を行ってまいりました。 

  次に、９事業、ひとり暮らし高齢者等対策事業費でございます。概要につきましては、103

ページをごらんください。決算額は65万113円でございます。財源内訳は一般財源のほかに、

諸収入の緊急通報システム利用料及び配食サービス利用料でございます。ひとり暮らし高齢

者に対する安否確認の手だてとして行っております緊急通報システムや、配食サービスが主

な事業でございます。 

  緊急通報システムは実利用者が19人おりまして、通報が延べ96件ありました。そのうち緊

急通報は５件で、対応の内容といたしましては体の不調のため救急車を要請しております。

また配食サービスは、一般会計と介護特会と双方で事業を行っており、介護特会では65歳以

上の方が対象となっております。一般会計では、65歳未満の方で特に配食サービスが必要と

認めた方や、障害者のみの世帯の方を対象として配食サービスを行っております。平成27年

度はお１人の方が利用しておりました。 

  次に、決算書の127ページ、３款１項５目心身障害者福祉費でございます。２事業の心身障

害者福祉費をごらんください。概要につきましては、説明書の104ページをごらんください。

決算額は375万673円でございます。財源内訳は一般財源のほかに、国庫支出金の社会保障・

税番号制度に係るシステム整備費と県支出金の権限移譲交付金、そして諸収入の心身扶養共

済保険料でございます。障害のある方が地域で安心して暮らせるよう支援するもので、身体、

知的、精神の３障害の相談員への報奨金と心身障害者扶養共済納付金に加え、社会保障・税

番号制度に係るシステム改修委託料が主な事業でございます。 

  次に、３事業の心身障害者更生援護費でございます。概要につきましては、105ページをご

らんください。決算額は4,619万7,274円でございます。財源内訳は一般財源のほかに、県支
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出金の重度障害者医療費助成事業費でございます。重度障害者医療費助成が主な事業となっ

ております。身体障害者手帳の１級、２級及び３級の内部障害、療育手帳のＡの所持者を対

象とした医療費の給付事業で、重度障害者の経済的負担の軽減を図っております。 

  次に、決算書の127、129ページをごらんください。４事業、心身障害者施設等負担金でご

ざいます。概要につきましては、説明書の106ページをごらんください。決算額は1,845万7,990

円でございます。財源内訳は全て一般財源でございます。障害児の自立のために必要な訓練

や指導を受ける施設への負担金で、島田市にあります駿遠学園には３人の方が入所しており、

牧之原市つくしの家には定期利用者が15人、週に一、二回の利用者が５人通所しており、自

立に向けた訓練を受けております。 

  次に、５事業、心身障害者自立支援事業費でございます。概要につきましては、107、108

ページをごらんください。決算額は４億1,349万7,249円でございます。財源内訳は一般財源

のほかに、国庫支出金及び県支出金で、障害者、障害児への自立支援事業に対する補助金で

ございます。身体・知的障害者児の自立と社会参加を促進するための事業で、主に扶助費で

ございます。 

  障害者の日中活動を支援する生活介護や、障害者の自立や就労への支援を行う就労支援な

どのサービスがございます。また、障害児へのサービスとしては放課後デイサービスや児童

発達支援がございます。前年度と比べ、特に障害児のサービス利用日数がふえてきておりま

す。町内に特別支援学校ができ学校が終わった後、日中過ごす場所として放課後デイサービ

スを利用する子供たちが増加してきております。 

  次に、決算書の131ページをごらんください。６事業、障害者自立支援施設管理事業費でご

ざいます。概要につきましては、説明書の109ページでございます。決算額は343万5,082円で

ございます。財源内訳は全て一般財源でございます。吉田町総合障害者自立支援施設あつま

リーナの指定管理者への管理委託料が主なものでございます。平成27年度には公共下水道の

受益者負担金を支出しております。 

  次に、７事業の地域生活支援事業費でございます。概要につきましては、110ページをごら

んください。決算額は3,043万274円でございます。財源内訳は一般財源のほかに、国庫支出

金及び県支出金、そして諸収入でございます。地域生活支援事業は、障害のある方が自立し

た日常生活や社会生活が送れるよう支援するための事業で、手話通訳者派遣事業、訪問入浴

サービス、相談支援事業、日中活動の場として提供する地域活動支援センターや日中１次支

援事業、そして紙おむつやストーマ装具を支給する日常生活用具給付事業などがございます。 

  次に、決算書の133ページをごらんください。６目の人権地域改善費の２事業、人権地域改

善費でございます。概要につきましては、説明書の111ページをごらんください。決算額は17

万1,387円でございます。財源内訳は一般財源のほかに、国庫支出金の人権問題啓発事業費で

ございます。人権地域改善費は差別のない社会の実現を目指し人権啓発活動を行っており、

昨年度は人権啓発としてリーフレットを作成し全戸配布をしております。 

  次に、３事業、神戸西会館運営費でございます。概要につきましては、説明書の112ページ

をごらんください。決算額は558万5,422円でございます。財源内訳は一般財源のほかに、神

戸西会館使用料、そして県支出金の神戸西会館運営費、そして雑入の公共施設ユニバーサル

デザイン化の事業補助金でございます。 

  神戸西会館運営費は、差別のない社会を実現するための拠点として設置している神戸西会
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館の管理運営に係る費用、そして指導員の報酬等が主な事業でございます。会館を拠点とし

て地域との交流を図るため、ヨガ、健康体操、生け花など教養講座や、神戸西会館祭りなど

を開催し、地域との交流活動を広めております。会館の管理につきましては、平成27年度公

共施設ユニバーサルデザイン化事業の補助を受け、会館のトイレ改修を行っております。 

  次に、決算書の135ページをごらんください。説明書は113ページになります。７目の介護

保険費の２事業、介護保険事業会計繰出金でございます。決算額は２億5,418万6,160円でご

ざいます。財源内訳は一般財源のほかに、国庫支出金の低所得者保険料軽減国庫負担金と社

会保障・税番号制度に係るシステム整備費、そして県支出金の低所得者保険料軽減県負担金

でございます。 

  介護保険事業会計繰出金は介護給付費繰出金、地域支援事業繰出金、事務費繰出金がござ

いまして、介護給付費繰出金は保険給付費の12.5％を一般財源から繰り出し、地域支援事業

繰出金は介護予防事業費の12.5％、包括的支援任意事業費が19.75％の割合で繰り出しを行っ

ております。事務費繰出金は、介護保険事業に関する事務費についての町の一般財源で賄う

こととされていることから、介護保険事業会計の１款総務費の予算現額から県補助金を差し

引いた額を繰出金としております。 

  次に、決算書の137ページをごらんください。３事業、低所得者利用者負担額軽減措置事業

費でございます。概要につきましては、説明書の115ページをごらんください。決算額は19

万9,572円でございます。財源内訳につきましては県支出金でございます。社会福祉法人が低

所得で特に生計が困難である者に対して、利用者負担の軽減を行った場合に町から法人に対

して補助を行っております。 

  次に、決算書の161ページをごらんください。３款３項１目生活保護費の２事業、生活保護

費でございます。概要につきましては、135ページをごらんください。決算額は600円でござ

います。財源内訳は全て一般財源でございます。行旅人への旅費の支払いが主なものでござ

います。 

  次に、３款４項１目災害救助費、２事業の災害救助費につきましては執行はございません

でした。 

  以上、福祉課から一般会計決算の御説明を申し上げました。御審議よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、町民課長、お願いします。 

  町民課長、松本光弘君。 

○町民課長（松本光弘君） 町民課でございます。 

  ３款１項２目、２事業の国民年金事務費につきまして、決算書及び決算資料の説明資料よ

り御説明申し上げます。 

  決算書の119ページをごらんください。概要につきましては、説明書の91ページ、92ページ

をごらんください。決算額は206万8,440円でございます。財源内訳といたしましては全て国

庫支出金でございます。国民年金は国の法定受託事務でございます。町では国民年金の資格

に関する届け出や保険料の減免申請などの手続の一部を行っています。 

  主な支出といたしましては、国民年金事務に関する費用でございます。電算処理委託料、

複写機借上料及び備品購入費などでございます。平成27年度は年金照会システムねんきんネ

ットを導入し、年金に関する年金機構への照会がこのシステムを使用することにより、より
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スピーディーにまた休日でも確認が可能となり、窓口で町民の皆様をお待たせする時間が短

縮しております。 

  次に、決算書の121ページをごらんください。概要につきましては、説明書の93、94ページ

をごらんください。３目、２事業、国民健康保険事業会計繰出金でございます。決算額１億

5,589万2,618円でございます。財源内訳といたしましては一般財源のほか、国庫支出金2,516

万7,000円、県支出金7,221万9,000円でございます。主な内容は保険基盤安定繰出金等でござ

います。 

  それでは、説明書の94ページをごらんください。保険基盤安定(1)です。低所得者の保険税

の軽減分を補塡する保険税軽減分は7,938万600円でございます。また(2)ですが、軽減世帯に

属する一般被保険者数に応じて保険税負担を緩和するための保険者支援分は5,033万3,562円

でございます。これは国の国民健康保険への財政支援の拡充が約1,700億円支援され、増額と

なったものでございます。 

  また、職員給与費等は、総務費の一般管理費、賦課徴収費及び運営協議会費の経費、出産

育児一時金は支給額１件42万円の３分の２でございます。また、財政安定化支援事業は、国

民健康保険財政の健全化及び保険料の平準化に資するための繰り出しでございます。保険事

業繰出金は、特定健康診査の検査項目であるクレアチニン検査分の繰出金でございます。 

  以上で町民課からの説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、こども未来課長、お願いします。 

  こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  ３款民生費、２項児童福祉費につきまして、決算書及び決算資料の主要な施策と成果に関

する説明書により御説明申し上げます。 

  決算書の137ページと主要な施策と成果に関する説明書の116ページをごらんください。２

項１目、２事業の児童福祉費は、決算額486万8,931円でございます。財源内訳としましては、

国庫支出金の社会保障・税番号制度に係るシステム整備費のうち131万9,044円、地方創生先

行型上乗せ交付分91万8,000円、県支出金の地域少子化対策強化交付金154万4,400円と一般財

源であります。 

  事業は、児童福祉業務に係る経常的な経費が主でございますが、27年度に特筆すべき事項

といたしまして、11節需用費から特定消耗品費としてキッズサークルを購入し、保健センタ

ーや中央公民館など町の公共施設に設置して、来場する親子連れに子育て世代に優しい町を

アピールいたしました。また、同じく特筆すべき事項として13節委託料では町の子育て支援

ＰＲビデオも作成しております。 

  次に、決算書の139ページと主要施策と成果に関する説明書の117ページをごらんください。

３事業の児童虐待防止事業費は、決算額270万3,165円でございます。財源内訳としましては、

国庫支出金の地域子ども・子育て支援事業費90万1,000円、県支出金の地域子ども・子育て支

援事業費90万1,000円と一般財源です。支援を必要とする方への取り組みを行い、子供の安全

を確保する目的とした要保護世帯の相談及び指導等に係る経費で、家庭相談員の賃金が主な

ものです。 

  次に、決算書の139ページと主要な施策と成果に関する説明書の118ページをごらんくださ
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い。４事業のひとり親家庭対策事業費は、決算額566万6,611円でございます。財源内訳とし

ましては、県支出金の母子家庭医療費助成事業費264万9,000円、同じく県支出金のひとり親

家庭就学支援事業費９万円と一般財源です。20歳未満の児童を扶養しているひとり親に対し、

保護者本人とその子に対する母子家庭等医療費の助成が主なものです。対象者は保護者、児

童合わせて310人でありました。 

  また、27年度に特筆すべき事項として、ひとり親家庭就学支援事業費として児童扶養手当

を受給しているひとり親家庭の児童が小学校に進学する際に、ランドセルや学用品の購入費

用として１人につき３万円を限度として助成をいたしました。助成を受けた方は計７人であ

りました。 

  次に、決算書の141ページと主要な施策と成果に関する説明書の119ページをごらんくださ

い。５事業の子供発達支援費は、決算額1,779万8,242円でございます。財源は諸収入として

利用者からいただくこども発達支援事業所利用者負担金208万8,080円、給付費である児童発

達支援事業収入1,570万9,920円があります。吉田町立こども発達支援事業所に係る事業費で

す。 

  発達障害をお持ちのお子さんに少人数での保育、療育サービスを提供することにより、対

人関係やコミュニケーションの苦手さを改善しようとする事業所の運営のための経費であり、

指導員として雇用した臨時保育士等７人の賃金が主なもので、このほか焼津市の社会福祉法

人から心理士や児童相談員の専門職員を年間50回程度派遣していただく委託料も含まれてお

ります。 

  次に、決算書の143ページと主要な施策と成果に関する説明書の121ページをごらんくださ

い。６事業の子育て世帯臨時特例給付金給付事業費は、決算額1,438万8,659円でございます。

財源は全額国庫支出金ですが、事務費に係る1,000円に満たない端数金額659円につき一般財

源での負担となっています。おととしの消費税率改定に伴い、子育て世帯の経済的負担を軽

減するため前年に続いて国が実施したもので、27年度は子供１人当たり3,000円の支給を行い、

支給された児童は4,168人でございました。 

  次に、決算書の143ページと主要な施策と成果に関する説明書の122ページをごらんくださ

い。２目、２事業の児童手当費は、決算額５億6,423万5,963円でございます。財源内訳とし

ましては、国庫支出金の児童手当費３億9,111万1,997円、県支出金の児童手当費8,600万1,498

円と一般財源です。子供の健やかな育ちを経済面から応援するために、中学校修了前までの

幼児、児童・生徒の保護者に児童手当を支給するものです。 

  次に、決算書の145ページと主要な施策と成果に関する説明書の123ページをごらんくださ

い。３目、２事業の保育園管理費は、決算額１億1,830万1,185円でございます。財源内訳と

しましては、分担金及び負担金の一時預かり利用者負担金が246万4,260円、病後児保育利用

者負担金が2,000円、国庫支出金の地域子ども・子育て支援事業費は120万3,000円、施設型給

付費補助金が379万8,353円、県支出金の多様な保育推進事業費補助金が25万8,500円、地域子

ども・子育て支援事業費補助金、保育対策等促進事業補助金が66万8,000円、同じく子育て支

援事業費補助金が53万6,000円、施設型給付費補助金が364万151円、諸収入の納付金として日

本スポーツ振興センター納付金が11万7,200円と一般財源です。 

  ４つの保育園の管理運営に係る経費で、臨時保育士等の賃金が主なものですが、27年度に

特筆すべき事項として、昨年からスタートした子ども・子育て支援新制度により吉田町の子
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供が通う認定こども園などへの給付費もここに計上されております。 

  次に、決算書の147ページと主要な施策と成果に関する説明書の125ページをごらんくださ

い。３事業のさくら保育園運営費は、決算額1,661万5,831円でございます。財源内訳としま

しては、分担金及び負担金の保育所保護者負担金のうち500万円と、諸収入の保育所及び事業

所職員給食代109万240円と一般財源です。事業はさくら保育園の運営に係るもので、給食の

ための賄い材料費や保育材料費が主なものです。 

  次に、決算書の149ページと主要な施策と成果に関する説明書の126ページをごらんくださ

い。４事業のすみれ保育園運営費は、決算額2,002万5,275円でございます。財源内訳としま

しては、分担金及び負担金の保育所保護者負担金のうち500万円と、諸収入の保育所及び事業

所職員給食代176万7,800円と一般財源です。事業はすみれ保育園の運営に係るもので、給食

のための賄い材料費や保育材料費が主なものです。 

  次に、決算書の151ページと主要な施策と成果に関する説明書の127ページをごらんくださ

い。５事業のさゆり保育園運営費は、決算額1,849万1,592円でございます。財源内訳としま

しては、分担金及び負担金の保育所保護者負担金のうち500万円と、諸収入の保育所及び事業

所職員給食代129万2,200円と一般財源です。事業はさゆり保育園の運営に係るもので、給食

のための賄い材料費や保育材料費が主なものです。 

  次に、決算書の153ページと主要な施策と成果に関する説明書の128ページをごらんくださ

い。６事業のわかば保育園運営費は、決算額2,077万1,705円でございます。財源内訳としま

しては、分担金及び負担金の保育所保護者負担金のうち500万円と、諸収入の保育所及び事業

所職員給食代109万240円と一般財源です。事業はわかば保育園の運営に係るもので、給食の

ための賄い材料費や保育材料費が主なものです。 

  次に、決算書の155ページと主要な施策と成果に関する説明書の129ページをごらんくださ

い。４目、２事業の児童館運営費は、決算額832万798円でございます。財源内訳としまして

は、諸収入の児童館事業材料費徴収金８万2,710円と一般財源です。事業は児童館において各

種事業をする経費であり、児童に健全な遊びを与え心身ともに健やかに育成するための事業

です。 

  次に、決算書の157ページと主要な施策と成果に関する説明書の130ページをごらんくださ

い。３事業の放課後児童健全育成事業費は、決算額4,060万7,397円でございます。財源内訳

としましては、国庫支出金の地域子ども・子育て支援事業費737万2,000円、県支出金の地域

子ども・子育て支援事業費737万2,000円、諸収入の放課後児童クラブ徴収金1,790万3,800円、

同じく放課後児童クラブ過年度徴収金は１万4,000円と一般財源です。 

  事業は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を放課後児童クラブにお預かりし

て、子供たちに適切な遊びと生活の場所を提供するもので、指導員の賃金を主としたクラブ

の運営費です。 

  次に、決算書の157ページと主要な施策と成果に関する説明書の132ページをごらんくださ

い。４事業の地域子育て支援拠点事業費は、決算額699万2,815円でございます。財源内訳と

しましては、国庫支出金の地域子ども・子育て支援事業費が233万円、県支出金の地域子ども・

子育て支援事業費が233万円、諸収入の地域子育て支援拠点事業材料費徴収金が2,500円と一

般財源です。 

  事業は、子育て支援センターに係る運営費で子育てに関する不安解消のために育児に係る
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保護者に気軽な交流の場を提供し、指導員と子育て相談員を常駐させて保護者からの相談や

援助を行ったものです。 

  次に、決算書の159ページと主要な施策と成果に関する説明書の133ページをごらんくださ

い。５事業の子ども会育成連合会助成事業費は、決算額40万円でございます。財源内訳とし

ましては、諸収入の地域コミュニティー活性化助成事業助成金26万6,500円と一般財源です。

事業は、地域おける児童の健全育成を推進する子ども会育成連合会への助成費です。 

  次に、決算書の159ページと主要な施策と成果に関する説明書の134ページをごらんくださ

い。５目、２事業の児童厚生施設整備費は、決算額36万7,547円でございます。財源内訳とし

ましては全てが一般財源です。事業は、町内にある児童遊園の管理費で、遊具の点検や修繕

に係る費用が主なものです。 

  以上が３款民生費のうち児童福祉費に係るこども未来課からの説明でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 次に、４款衛生費の説明を求めます。 

  初めに、健康づくり課長、お願いします。 

  健康づくり課長、八木三千博君。 

○健康づくり課長（八木三千博君） 健康づくり課でございます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費の１目から８目にございます14事業につきまして、決算書及

び決算資料の主要な施策と成果に関する説明書により御説明いたします。 

  決算書の163ページから165ページの１目保健衛生総務費、２の事業、保健衛生管理費をご

らんください。概要につきましては、説明書の137ページと138ページをごらんください。決

算額は1,366万3,918円となりました。財源内訳といたしましては、一般財源のほか衛生費国

庫補助金98万5,786円になります。 

  保健衛生管理費は、健康づくり課が行う保健衛生事業及び保健センター施設の総務管理費

用で、主な支出は委託料のシステムの使用料や保守料としての電算処理業務委託料となりま

すが、平成27年度につきましては、特別な支出としまして平成23年２月に策定いたしました

健康増進計画、食育推進計画の中間見直しのための健康増進計画策定委託と社会保障・税番

号制度に係るシステム改修委託料が例年にないものとなっております。 

  ７節賃金は、予防接種、健診、相談事業等における窓口業務の対応に追われており、定期

予防接種に係る事務、母子保健事業における指導や支援、栄養教室の補助、各種申請受付事

務などの臨時職員となります。14節使用料及び賃借料は複写機、ファクス機などの事務機、

ＡＥＤなどの借上料になります。 

  次に、決算書の165ページから167ページの１目保健衛生総務費、２の事業、保健衛生管理

費の繰越明許になります。概要につきましては、説明書の139ページと140ページをごらんく

ださい。決算額は1,531万1,252円となりました。財源内訳といたしましては、地域活性化・

地域住民生活等緊急支援交付金865万4,350円と前年度繰越金の665万6,902円でございます。

平成27年３月に補正をし、平成27年度へ繰り越しをして事業を実施いたしました。内容は保

健センター施設整備として母子保健室の設置と女子トイレの改修、事務室の受付箇所の改修

となります。 

  次に、決算書の167ページ、３の事業、救急医療対策事業費をごらんください。決算額は527

万5,303円でございます。概要につきましては、説明書の141ページをごらんください。財源
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は全て一般財源でございます。地域の救急医療機関を確保し、その管理運営が円滑に行われ

町民の皆様が安心して救急医療を受けることができるように、また町民の皆様に救急医療に

対する理解を深めていただくための事業でございます。 

  最初に、志太榛原地域救急医療センター運営費負担金ですが、志太榛原の４市２町が夜間

の１次救急医療体制として整備している志太榛原地域救急医療センター運営費負担金となり

ます。ほとんどが医師、看護師の人件費と医薬品購入費になります。平成27年度の吉田町の

利用者は250人でありました。 

  次に、志太榛原地域救急医療対策協会負担金ですが、同じく４市２町で構成する社団法人

志太榛原地域救急医療対策協会の運営と協会が実施する事業の負担金となります。 

  次に、救急医療協力促進事業費補助金ですが、榛原医師会への休日の当番医の救急医療業

務の委託に対する負担金で３市２町で構成されております。平成27年度の実績は榛原医師会

全体で5,109人の受診となり、このうち吉田町分が1,318人となりました。 

  次に、救急医療施設運営費負担金ですが、志太榛原の４市２町が２次救急医療を輪番制で

実施している焼津、藤枝、島田、榛原の各総合病院に対する救急医療施設運営費負担金でご

ざいます。平成27年度の実績は４病院で１万2,645人の受診となりました。 

  次に、決算書の同じく167ページ、４の事業、榛原病院負担金をごらんください。決算額は

３億7,895万7,000円でございます。概要につきましては、説明書の142ページと143ページを

ごらんください。財源は全て一般財源でございます。町民が地域において速やかに質の高い

医療を受けることができるように、榛原総合病院組合の経営の健全化を図るための町から病

院組合に対する負担金で、平成27年度の吉田町の負担割合は32.115％でございます。 

  次に、同じく決算書の167ページ、６の事業、災害時医療救護対策事業費をごらんください。

決算額は72万3,924円でございます。概要につきましては、説明書の146ページをごらんくだ

さい。財源内訳としましては一般財源のほか、17款２項１目基金繰入金のうち27万3,000円と

19款５項２目消防費雑入、地震・津波対策事業交付金の８万8,000円でございます。 

  大規模地震等の災害時に備え、医療救護体制の整備を図ることを目的とする事業で、主に

携帯用超音波画像診断装置や非接触赤外線体温計の救護所等で使用する医療器具類の備品を

購入いたしました。 

  次に、同じく決算書の167ページ、７の事業、地域医療対策事業費をごらんください。決算

額は１万1,587円でございます。概要につきましては、説明書の147ページと148ページをごら

んください。財源内訳としましては全額一般財源となります。身近な地域で安心して医療を

受けられるように、開業医、病院、行政、地域が連携し、安心して生活するための地域医療

体制を整備していくように平成27年度から新たに予算計上いたしました。 

  次に、決算書の169ページ、２目予防費、２の事業、感染症予防費でございます。決算額は

7,540万7,574円でございます。概要につきましては、説明書の149ページから151ページをご

らんください。財源は全て一般財源でございます。伝染のおそれのある疾病の蔓延を予防す

るための知識の普及と各種予防接種事業を実施しており、主な支出は予防接種費でございま

す。 

  平成26年10月から水痘と成人用肺炎球菌が予防接種化され、平成27年度から当初予算に新

たな計上されました。新たに水痘と成人用肺炎球菌予防接種が個別接種の開始となったこと

で予防接種委託料が予算増となりましたけれども、成人用肺炎球菌の予防接種者が少なく、
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約半分の接種率となりました。 

  次に、決算書の177ページから179ページ、５目母子保健衛生費、２の事業、母子保健衛生

費をごらんください。決算額は１億7,914万6,212円でございます。概要につきましては、説

明書の164ページから166ページをごらんください。財源内訳としましては、一般財源のほか、

国庫支出金４件分で237万9,430円、県支出金４件分で74万4,179円、寄附金、その他衛生費雑

入５件分で112万5,514円となります。 

  母子保健衛生費は、妊産婦や乳幼児に対する母子保健事業医療費助成事業を実施しており、

主な支出は乳幼児・妊婦健診委託料でございます。不妊治療費助成事業の申請延べ件数は、

特定不妊治療費では前年度23件から27件となり、一般不妊治療費では４件から７件に増加し

ております。特定不妊治療では、19人中６人の妊娠を年度末までに確認しております。例年

およそ半数の方が妊娠に至っておりますが、27年度は半数まではいきませんでした。 

  次に、決算書の179ページ、５目母子保健衛生費、２の事業、母子保健衛生費の繰越明許を

ごらんください。決算額は66万9,102円でございます。概要につきましては、説明書の167ペ

ージをごらんください。財源内訳としましては、国庫支出金66万9,102円全額となっておりま

す。平成26年度から平成27年度へ繰り越ししており、４款１項１目、２の事業、保健衛生管

理費の繰越明許で説明をさせていただいたものと同様に、地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金を活用し、妊娠・出産、母子保健支援体制強化事業を実施いたしました。 

  事業内容は、ソフト事業として７カ月児健康相談事業と妊産婦健康相談事業となります。

また、保健衛生管理費の繰り越し事業において母子保健室を整備しましたので、母子保健室

に設置する備品の購入もいたしました。 

  次に、同じく決算書の179ページ、６目健康づくり事業、２の事業、健康づくり事業費をご

らんください。決算額は201万9,319円でございます。概要につきましては、説明書の168と169

ページをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、ウォーキングイベントの

参加料でございます。生涯を通じた健康づくりを推進するための講座、会議、地区組織育成

等の事業を実施しております。主な支出は各種事業謝礼金でございます。 

  平成27年度は、若返り貯筋塾のほかにウォーキングＭＡＰの見直しをし、ウォーキングコ

ースとウォーキングと運動効果等を記載したウォーキングＭＡＰを作成し、健康づくりの手

法として位置づけをしました。また、津波避難タワーを利用したウォーキングイベントも実

施いたしました。参加者は131人となっております。 

  さらに、健康づくりの無関心層の関心を高め、生活習慣の改善や各種検診の受診率向上を

つなげるためにインセンティブを利用した健康マイレージ事業を開始しました。対象は18歳

以上の町内在住・在勤・在学者となります。昨年度のチャレンジシートの配布数は1,400枚で、

保健協力員や体育館教室などで配布をし、総合体育館にも配布をしていただけるようにお願

いをいたしました。ポイントが40ポイントとなりますとふじのくに健康いきいきカードが発

行され、このカードを持っている方が協力店においてそれぞれの事業所のサービスを受ける

ことができる事業となっております。 

  次に、決算書の181ページ、３の事業、ダンス健康づくり事業費をごらんください。決算額

は363万6,800円でございます。概要につきましては、説明書の170ページをごらんください。

財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。 

  平成26年度から任意団体ダンス推進会として活動を開始し、２年目の活動となりました。
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予算は全て19節負担金、補助及び交付金で、ダンス健康づくり事業費補助金として実績に基

づき交付をいたしました。27人のダンス健康づくり推進委員を中心に、一般ダンス講習会45

回、キッズダンス講習会26回、各地区や小学校への講師派遣17回、町内イベントでのダンス

ＰＲ活動11会場、笑っしょいよしだフェスティバルを11月15日に開催などを通じて、健康づ

くりを推進しております。内容的には昨年度とほとんど同じですが、活動を広げようと団体

へのアプローチも行っております。 

  次に、同じく決算書の181ページ、４の事業、健康体操運営費をごらんください。決算額は

401万2,961円でございます。概要につきましては、説明書の171ページと172ページをごらん

ください。財源内訳としましては一般財源のほか、衛生費雑入として総合体育館教室受講料

の229万25円でございます。一人でも多くの町民の運動習慣の定着を図ることを目的としてお

り、総合体育館を使用して開催している健康体力づくり事業でございます。主な支出は７節

の賃金と８節の報償費の講師謝礼になります。12節の役務費は障害保険料となっております。 

  次に、同じく決算書の181ページ、５の事業、食育推進事業費をごらんください。決算額は

49万2,192円でございます。概要につきましては、説明書の173ページと174ページをごらんく

ださい。財源内訳としましては、一般財源のほか総務費雑入として６万円と教室の参加料と

して２万6,400円となります。食と健康に関する知識を学び意識を高める教室の開催、地域の

組織育成等を通じて食育推進を図る事業となります。主な支出は会議及び講座の講師等謝礼

金、実習に係る材料及び資料等の需用費になります。 

  最後になりますが、決算書の183ページから185ページの８目、２の事業、健康増進事業を

ごらんください。決算額は2,820万3,948円でございます。概要につきましては、説明書の178

ページから180ページでごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、国庫支出金

55万8,000円と県支出金228万円でございます。生活習慣病予防を積極的に推進するため、成

人対象の個別健康相談、各種健康教育、各種がん検診、骨粗しょう症予防検診、歯周疾患検

診、肝炎ウイルス検診等を実施いたしました。主な支出は各種検診などの委託料でございま

す。 

  平成27年度は、26年度に引き続き、特にがん検診の新規受診者をふやすことを目的に、複

数のがん検診の同時実施及び無料クーポン配布等ががん検診推進事業を実施しておりますが、

無料クーポン対象者が26年度と比べて少なくなったことで、受診者も前年度と比較しますと

わずかに減ってしまいました。 

  以上が健康づくり課の平成27年度事業の実施状況についての御説明です。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、都市環境課長、お願いします。 

  都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課でございます。 

  都市環境課からは、４款衛生費、１項保健衛生費につきまして、決算書及び決算資料の主

要な施策と成果に関する説明書により御説明申し上げます。 

  決算書の167ページをごらんください。１目保健衛生総務費、５事業の吉田町牧之原市広域

施設組合負担金（火葬場費）は、決算額で1,298万9,000円でございますございます。概要に

つきましては、説明書の144ページ、145ページをごらんください。財源内訳といたしまして

は全て一般財源でございます。吉田町牧之原市広域施設組合火葬場の維持管理に係る経費を



－91－ 

牧之原市と吉田町、それぞれで負担し広域行政の円滑な執行に資するものでございます。 

  次に、決算書の171ページをごらんください。３目環境衛生費、２事業の環境衛生推進事業

費は、決算額は519万1,165円でございます。概要につきましては、説明書の152ページ、153

ページをごらんください。財源内訳といたしましては一般財源のほか、県支出金12万4,300

円、その他として手数料116万5,240円でございます。狂犬病予防法に基づく犬の登録や予防

注射に関する事務、このほか動物関係の事務などを行っております。 

  主な支出といたしましては、燃料費や注射済票交付事務手数料、死亡猫等の死体収集運搬

委託料、飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金などでございます。 

  続きまして、決算書の同じく171ページをごらんください。３目、３事業、ごみ減量リサイ

クル推進事業費は、決算額は26万840円でございます。概要につきましては、説明書の154ペ

ージをごらんください。財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。主な支出で

ございますが、生ごみ処理機設置費補助金や団体による資源回収事業に対しまして補助する

クリーン活動事業奨励金でございます。 

  次に、決算書の173ページをごらんください。３目、５事業、地球温暖化防止対策事業費は、

決算額180万円でございます。概要につきましては、説明書の156ページをごらんください。

財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。この事業は住宅用の太陽光発電シス

テムの設置者に対しまして２万円、蓄電池システムの設置者に10万円を補助するもので、主

な支出はこの地球温暖化防止対策事業費補助金でございます。 

  次に、決算書の同じく173ページをごらんください。３目、６事業、環境教育推進事業費、

決算額１万8,174円でございます。概要につきましては、説明書の157ページをごらんくださ

い。財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。環境に対する関心と理解を深め

るために環境体験学習教室の開催や啓発事業を実施いたしました。主な支出といたしまして

は講師謝礼金や啓発物品代などでございます。 

  次に、決算書の同じく173ページをごらんください。３目、７事業、環境保全費は決算額1,635

万7,257円でございます。概要につきましては、説明書の158ページ、159ページをごらんくだ

さい。財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。この事業は環境の保全を図る

ため、公園や河川等の公共用地の除草や低木の剪定、害虫駆除、不法投棄の回収等の作業が

主なものでございます。主な支出といたしましては、環境整備に係る臨時職員の賃金、作業

に係る消耗品代や修繕費、使用車両の借上料などでございます。 

  次に、決算書の175ページをごらんください。３目、８事業、吉田町牧之原市広域施設組合

負担金し尿処理費は、決算額8,916万7,000円でございます。概要につきましては、説明書の

160ページをごらんください。財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。吉田町

牧之原市広域施設組合し尿処理施設の維持管理に係る経費を牧之原市と吉田町それぞれで負

担し、広域行政の円滑な執行に資するものでございます。 

  同じく決算書の175ページをごらんください。３目、９事業、吉田町牧之原市広域施設組合

負担金ごみ処理費は、決算額４億3,420万4,000円でございます。概要につきましては、説明

書の161ページをごらんください。財源内訳といたしましては全て一般財源でございます。吉

田町牧之原市広域施設組合ごみ処理施設の維持管理等に係る経費を牧之原市と吉田町それぞ

れで負担いたしまして、広域行政の円滑な執行に資するものでございます。 

  次に、同じく決算書の175ページをごらんください。４目公害対策費、２事業、公害対策費



－92－ 

は、決算額375万3,644円でございます。概要につきましては、説明書の162ページ、163ペー

ジをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、県支出金80万6,949円でござい

ます。この事業は、公害特定施設等の届け出に係る事務と河川水、事業所排水、環境中の大

気、騒音、ダイオキシン類などの環境調査・分析業務が主なものでございます。主な支出と

いたしましては、環境調査及び分析調査委託料や協議会への負担金でございます。 

  以上でございます。よろしく御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、上下水道課長、お願いします。 

  上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  上下水道課からは、４款１項３目、４の事業、生活排水改善対策事業費につきまして御説

明申し上げます。 

  初めに、決算書の172ページ、173ページをごらんください。生活排水改善対策事業費の決

算額は2,859万280円でございます。概要につきましては、主要な施策と成果に関する説明書

の155ページをごらんください。財源内訳としまして一般財源のほか、国庫支出金958万1,000

円、県支出金364万4,000円でございます。 

  生活排水改善対策事業は、合併浄化槽の設置を推進し生活排水による公共用水域の水質汚

濁を防止することを目的としておりまして、浄化槽設置費補助金2,855万4,000円が主な支出

でございます。平成27年度は82件の補助金の支出がございました。 

  以上で上下水道課からの説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、こども未来課長、お願いします。 

  こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  ４款１項５目、２の事業、母子保健衛生費のうちこども医療費につきましては、本年度所

管が健康づくり課からこども未来課へかわりましたので、当課から御説明申し上げます。 

  決算書の177ページ及び決算資料の主要な施策と成果に関する説明書164ページにより御説

明申し上げます。こども医療費本体の決算額は１億3,013万9,519円の支出があり、このほか

事務費手数料、電算処理委託料がそれぞれありました。財源としては県支出金のこども医療

費が3,438万8,000円、諸収入のこども通院医療費助成事業費等交付金が100万円、こども医療

費過年度返還金が59万2,861円と一般財源です。 

  こども医療費は中学３年生までの医療費を負担するもので、子供さんが病気やけがで医者

にかかったとき、窓口で受給者証を提示すれば保険診療分については原則無料となるもので

す。 

  以上が４款衛生費のうち母子保健衛生費、こども医療費に係るこども未来課からの説明で

ございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、町民課長、お願いします。 

  町民課長、松本光弘君。 

○町民課長（松本光弘君） 町民課でございます。 

  ４款１項７目、２事業、老人保健事業事務費でございます。決算書の181ページをごらんく

ださい。概要につきましては、説明書の175ページをごらんください。決算額544万3,942円で

ございます。これは老人保健事業費交付金等返還金でございます。財源内訳といたしまして
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は全て一般財源でございます。旧老人保健法に係る給付費等について、過誤等による診療報

酬返還金に対しまして、国・県・社会保険診療報酬支払基金からの交付確定に伴いまして返

還金を支出したものでございます。 

  続きまして、その下の３事業の後期高齢者医療事業事務費でございます。概要につきまし

ては、説明書の176ページ、177ページをごらんください。決算額は２億4,797万3,520円でご

ざいます。財源内訳といたしましては一般財源のほか、国庫支出金98万6,000円、県支出金

3,059万8,000円、その他としましては後期高齢者医療広域連合健康診査委託料及び静岡県後

期高齢者医療制度特別対策補助金で371万7,000円でございます。 

  この事業につきましては、後期高齢者医療保険料の徴収に係る事務、資格管理に係る事務

及び各種届け出に関する事務費と特別会計への繰出金でございます。主な支出といたしまし

ては、後期高齢者の人間ドック委託料、特定健康診査委託料、後期高齢者医療広域連合への

事務費負担金、療養給付費負担金及び保険基盤安定繰出金などでございます。 

  以上で町民課からの説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（大塚邦子君） ここで暫時休憩とします。再開は午後１時といたします。 

 

休憩 午後 零時０２分 

 

再開 午後 零時５６分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  次に、５款労働費、６款農林水産業費及び７款商工費の説明を求めます。 

  初めに、産業課長、お願いします。 

  産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  産業課からは、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費につきまして、決算書及び決

算資料の主要な施策と成果に関する説明書により御説明申し上げます。 

  初めに、決算書の185ページをお願いします。５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、

２の事業の雇用対策費であります。決算額は28万6,000円でございます。概要につきましては、

説明書の181ページをごらんいただきたいと思います。財源としましては全て一般財源であり

ます。主な支出でありますが、職業訓練校補助金としまして、御前崎市、牧之原市と２市１

町で職業訓練法人榛南職業訓練協会に補助金を交付しております。また、町内への就職、雇

用の創出を推進するため、町内の企業担当者とともに就労セミナーに参加し、学生や保護者

に向けてＰＲを行いました。 

  次に、決算書の187ページになります。３事業の労働福祉費であります。決算額は255万2,000

円でございます。概要につきましては、説明書の182ページをごらんください。財源としまし

ては全て一般財源でございます。例年と同様、勤労者への福利厚生の支援としまして、榛南

地区労働者福祉協議会と榛南地区勤労者共済会にそれぞれ補助金を支出し、地域住民の福祉

向上を初め中小企業と大企業との間にあります雇用労働条件、労働福祉など、さまざまな格

差を縮小するための支援に努めてございます。 
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  ５款労働費は以上であります。 

  続きまして、決算書同じく187ページとなります。６款農林水産業費、１項農業費、１目農

業委員会費、２事業、農業委員会運営費でございます。決算額は329万3,358円でございます。

概要につきましては、説明書の183ページをごらんください。財源としましては一般財源のほ

か、県支出金133万1,000円、そのほかとしまして諸収入７万4,348円であります。農業委員会

の所掌事務を進めるための運営費の支出を行いました。 

  主な支出は農業委員会委員報酬となります。農業委員会総会につきましては毎月１回開催

しております。３月の総会につきましては、本年４月から県から町に農地法４条及び５条の

許可について権限移譲されますことから開催しませんでした。よって、27年度の開催回数に

ついては11回でございます。 

  次に、決算書の189ページとなります。３事業、農業者年金事務費であります。決算額は15

万964円でございます。概要につきましては、説明書の184ページをごらんいただきたいと思

います。財源内訳でありますが、そのほかとしまして諸収入14万6,300円で、残りが一般財源

となります。この事業につきましては、独立行政法人農業者年金基金からの受託事業で、事

務用品等の需用費が主な支出でございます。 

  次に、決算書の191ページをお願いします。２目農業総務費、２事業、農業総務費でありま

す。決算額は99万5,027円でございます。概要につきましては、説明書の185ページをごらん

ください。財源は全て一般財源となります。事業内容でございますが、中部農業共済組合等

への負担金と産業課の公用車の維持管理関係が主なものでございます。 

  次も決算書の同じく191ページになります。３目農業振興費、２事業、農業振興費でありま

す。決算額は862万8,170円でございます。概要につきましては、説明書の186ページをごらん

ください。財源としましては一般財源のほか、県支出金の農業経営基盤強化資金利子助成事

業費の１万6,625円と、内陸フロンティア推進区域事業費補助金250万円であります。事業の

内容でございますが、吉田町内陸のフロンティアを拓く取り組みの一つであります物資供給

拠点確保事業に伴う農用地利用計画等を変更するため、農業振興地域整備計画策定業務委託

を実施いたしました。そのほか意欲的な経営を行う農家や組織の育成、連携を図り、農業経

営と地域農業の振興に寄与することを目的として設立した農業経営振興会と部農会組織への

活動に対する補助金も支出しております。 

  次は、決算書の193ページとなります。３事業、担い手育成総合対策事業費であります。決

算額は43万9,404円でございます。概要につきましては、説明書の187ページをごらんいただ

きたいと思います。財源としましては一般財源のほか、使用料及び手数料6,000円となります。

農用地の有効利用及び利用権の設定を通じまして、認定農業者への農地流動化を促進するた

め、農用地利用集積奨励補助金が主な支出でございます。 

  次に、決算書の同じく193ページでございます。４事業、農業経営所得安定対策推進事業費

であります。決算額は12万4,000円でございます。概要につきましては、説明書の188ページ

をごらんください。財源としましては、国庫支出金12万4,000円であります。自給率の向上と

農業経営の安定を図ることを目的に、100％国庫補助により転作事業を実施しております。 

  次も決算書同じく193ページをお願いします。５事業、耕作放棄地対策事業費であります。

概要につきましては、説明書の189ページでございます。補助事業の対象となる支出はありま

せんでしたが、農地パトロールの実施や是正指導、担い手農家へのあっせんなどを行いまし
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て、耕作放棄地の発生防止に努めたところでございます。 

  次も決算書の193ページになります。４目畜産業費、２事業、畜産業費であります。決算額

は８万5,192円でございます。概要につきましては、説明書の190ページをごらんください。

財源は全て一般財源となります。前年同様、協議会への負担金や死亡獣畜処理に伴う補助金

が主な事業でございます。 

  続きまして、決算書の195ページをお願いします。５目農地費、４事業、土地改良事業費で

あります。決算額は2,207万7,494円でございます。概要につきましては、説明書の194ページ

をごらんいただきたいと思います。財源につきましては全て一般財源となります。大井川土

地改良区負担金が主なものでありまして、当町におきましては老朽化に伴う基幹水利施設の

機能回復改修工事の第１期工事が実施され、用水の安定供給、管理の方法の改善など、農業

経営の安定化と地域用水機能の維持増進が図られているところでございます。 

  次に、決算書197ページになります。２項林業費、１目林業総務費、２事業、松くい虫防除

事業であります。決算額は328万7,940円でございます。概要につきましては、説明書の195

ページをごらんください。財源は全て一般財源であります。例年同様、薬剤地上散布防除、

予防剤注入防除、被害木伐倒駆除を実施しまして、松枯れの蔓延防止を行っております。 

  次も決算書の同じく197ページになります。３事業、保安林等保護環境整備事業費でありま

す。決算額は382万9,348円でございます。概要につきましては、説明書の196ページをごらん

ください。財源内訳としましては一般財源のほかに、その他としまして使用料及び手数料

3,400円と、県支出金１万6,444円であります。これも例年同様、保安林等の環境維持事業と

しまして、除草や支障木の伐採、また大幡川の桜並木の保護としまして、薬剤散布や除草等

を実施いたしました。 

  次は、決算書の199ページになります。３項水産業費、１目水産振興費、２事業、水産振興

費であります。決算額は150万5,623円でございます。概要につきましては、説明書の197ペー

ジをごらんいただきたいと思います。財源ですが全て一般財源となります。事業の内容であ

りますが、水産業の振興や活性化を目的としました負担金、補助金が主なものであります。

漁業近代化資金利子補助金は６件が対象となりました。また、水産業振興事業費補助金の漁

港環境改善事業でありますが、南駿河湾漁業協同組合吉田支所が行っております漁港内の清

掃活動に要した経費の２分の１以内を補助しております。なお平成27年度におきましては、

清掃活動を６回実施しておりました。 

  次も決算書同じく199ページでございます。３事業、地域栽培推進事業費であります。決算

額は41万2,000円でございます。概要につきましては、説明書の198ページをごらんください。

財源については全て一般財源となります。事業の内容としましては、協議会等への負担金で

ございます。榛南地域栽培漁業推進事業では、ヒラメとマダイの放流を行っております。 

  次は、決算書の201ページになります。２目漁港管理費、２事業、漁港管理費であります。

決算額1,246万9,615円でございます。概要につきましては、説明書の199ページと200ページ

をごらんいただきたいと思います。財源は全て一般財源となります。事業内容としましては、

吉田漁港の適正な維持管理費を図ることを目的に漁港管理会の開催、公用車の維持管理、ま

た緊急時に備えまして陸閘、大幡川水門を初め津波防災ステーション、センターや非制御所

内の機器の保守点検業務・修繕等を行いました。 

  次は、決算書203ページになります。３事業、水産基盤整備事業費であります。決算額は8,136
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万4,200円でございます。概要につきましては、説明書の201ページと202ページをごらんくだ

さい。財源内訳でありますが、一般財源のほか、県支出金5,401万円、その他としまして分担

金及び負担金178万700円であります。内容といたしましては、委託費として吉田漁港多目的

広場の整備に伴います環境施設用地の測量設計、地質調査、盛り土設計業務のほか、漁港施

設の機能保全計画策定業務などを実施いたしました。工事請負費としましては、航路護岸改

修工事補助分40.3メートル、町単独分としまして掘削工、構造物撤去工、37.3メートル施工

いたしました。 

  次も決算書同じく203ページになります。４事業、小規模局部改良事業費であります。決算

額は1,500万円でございます。概要は、説明書の203ページをごらんいただきたいと思います。

財源内訳でありますが一般財源のほかに県支出金500万円と、そのほかとしまして分担金及び

負担金が450万円となっております。工事と内容としましては、漁港内の航路に堆積しており

ます土砂を6,300立米しゅんせついたしまして、船舶の航行の安全を確保したところでありま

す。 

  ６款農林水産業費は以上であります。 

  次ですが、決算書同じく203ページをお願いします。７款商工費、１項商工費、１目商工総

務費、２事業、消費生活費であります。決算額は93万3,217円でございます。概要につきまし

ては、説明書の204ページをごらんください。財源内訳としましては、一般財源のほかに、県

支出金42万5,467円、そのほかとしまして諸収入３万円であります。啓発リーフレットを各団

体に配布して消費者被害防止に努めておるとともに、消費者グループへの活動支援も行って

おります。また、平成27年度の消費生活相談件数は79件ございまして、消費生活相談員を週

２日お願いし消費者相談に対応いたしました。 

  次に、決算書の205ページをお願いします。２目商工業振興費、２事業、商工業振興費であ

ります。決算額は405万1,500円でございます。概要につきましては、説明書の205ページをご

らんください。財源内訳でありますが、一般財源のほかは県支出金1,550円であります。吉田

町商工会への運営費補助金を主に町内商工業の振興を図っておるところでございます。 

  次も、決算書同じく205ページになります。２事業、商工業振興費、繰越明許であります。

決算額は3,236万4,316円でございます。概要につきましては、説明書の206ページをお願いい

たします。財源内訳は国庫支出金1,867万3,000円、その他としまして前年度繰越金1,369万

1,316円であります。事業内容でありますが、国の地方創生政策の推進に伴う地域活性化・地

域住民生活等緊急支援交付金を活用しまして、さらに町独自の財源を加え、地域振興に貢献

しております商店等で共通して使用できるプレミアム商品券を発行し、地元消費の拡大と地

域経済の活性化を図りました。 

  次も決算書の同じく205ページになります。３事業、中小企業振興費であります。決算額は

147万3,472円でございます。概要につきましては、説明書の207ページをお願いします。財源

は全て一般財源であります。中小企業者の経営安定のため、事業資金の低利融資や利子補給

を実施することにより、借入者の負担の軽減、経営基盤の安定及び合理化を図るため事業を

進めております。 

  また、町と金融機関等の創業支援機関が連携しまして、吉田町創業支援ネットワークを構

築したとともに創業支援事業計画を策定し国の承認を得ました。これにより創業希望者のサ

ポート体制を整えることができました。 
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  次は、決算書の207ページをお願いします。４事業、企業立地振興費であります。決算額は

253万9,200円であります。概要につきましては、説明書の208ページをごらんください。財源

内訳でありますが、一般財源のほかは県支出金117万720円でございます。事業内容としまし

ては、静岡県と市町が企業誘致活動を一体的に推進するために設置されております連絡会へ

の負担金のほか、内陸フロンティア推進区域において企業誘致を図るため農村地域工業等導

入変更実施計画書策定業務委託を実施いたしました。 

  次も決算書の同じく207ページになります。３目観光費、２事業、観光振興費であります。

決算額は3,007万3,211円でございます。概要につきましては、説明書の209ページと210ペー

ジをごらんいただきたいと思います。財源内訳としましては一般財源のほかは、県支出金１

万5,438円、その他としまして使用料及び手数料が236万1,440円と諸収入が６万円であります。 

  臨時職員賃金は小山城の臨時職員３人分となっております。委託料の中の凧揚げまつり、

花火大会、小山城まつりは、観光協会へのイベント開催に対する委託料でございます。その

ほかの支出としましては、展望台小山城や郷土資料館、小山城売店、吉田漁港内にあります

海岸トイレなどの観光施設における保守点検料や修繕料などでございます。 

  次に、決算書の209ページでございます。３事業、産業委員会運営事業費であります。決算

額は11万2,000円でございます。概要につきましては、説明書の211ページをごらんください。

財源としましては全て一般財源となります。産業委員会を平成27年11月25日に開催いたしま

して、産業４団体の現状や課題について報告、意見交換等を行いました。 

  以上が産業課からの説明でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  建設課からは、６款農林水産業費、１項５目農地費のうち、２の事業、水門・排水機場管

理費と３の事業、用水路改良維持修繕費につきまして御説明いたします。 

  決算書195ページをごらんください。６款農林水産業費、１項５目農地費のうち、２の事業

の水門・排水機場管理費でございます。決算額は774万7,977円でございます。概要につきま

しては、説明書の191、192ページをごらんください。財源は全て一般財源でございます。こ

の事業は排水機場や水門の維持管理を行い、農地の効率的な利用を推進しております。 

  次に、決算書同じページの３の事業、用水路改良維持修繕費でございます。決算額は79万

9,717円でございます。概要につきましては、説明書の193ページをごらんください。財源内

訳は全て一般財源でございます。この事業は、農業用の用排水の整備、維持管理に努め、前

の事業と同じく農地の効率的な利用を推進しているものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 次に、８款土木費及び11款災害復旧費の説明を求めます。 

  初めに建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） ８款土木費及び11款災害復旧費につきまして御説明いたします。 

  決算書の211ページから213ページをごらんください。８款土木費のうち１項１目土木総務

費の２の事業、土木管理費になります。決算額は1,582万3,131円でございます。概要につき

ましては、説明書の212、213ページをごらんください。財源内訳は一般財源のほか、県支出
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金９万8,359円でございます。土木管理費につきましては、土木行政の事業を円滑に運営する

ための委託料や使用料及び賃借料が主なものであり、土木事業の総務費的なものでございま

す。 

  次に、215ページの８款土木費、２項１目道路維持費の２の事業、道路維持費でございます。

決算額は5,404万4,132円でございます。概要につきましては、説明書214、215ページをごら

んください。財源内訳は全て一般財源でございます。道路維持費については、安全で快適な

道路環境を維持するための費用であります。維持修繕件数でございますが、住吉80件、片岡

60件、川尻89件、北区114件の合計343件の修繕工事を行っています。また、町内の公共施設

への誘導のため案内標識を８基設置しております。 

  次に、決算書同じページの３の事業、吉田町内道路舗装修繕事業費でございます。決算額

1,430万円でございます。概要につきましては、説明書216ページをごらんください。財源内

訳としましては一般財源のほか、国庫支出金の社会資本整備総合交付金事業費786万5,000円

でございます。事業内容は工事請負費で町道大幡堤３号線の路面切削と路上再生を行ってお

ります。 

  次に、決算書215、217ページの８款土木費、２項２目道路新設改良費、２の事業、都市防

災総合推進事業西の坪大浜１号線道路改良事業費でございます。決算額は2,356万2,080円で

ございます。概要につきましては、説明書217ページをごらんください。財源内訳としまして

は一般財源のほか、国庫支出金の都市防災総合推進事業費1,997万円でございます。事業内容

は工事請負費、補償、補塡及び賠償金でございます。 

  次に、決算書217ページの３の事業、都市防災総合推進事業、下片岡16号線道路改良事業費

でございます。決算額は1,380万5,660円でございます。概要につきましては、説明書218ペー

ジをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、国庫支出金の都市防災総合推

進事業費1,380万4,000円でございます。事業内容は工事請負費と補償、補塡及び賠償金でご

ざいます。 

  次に、決算書同じページの４の事業、青柳田中線道路改良事業費でございます。決算額3,014

万4,799円でございます。概要につきましては、説明書219ページをごらんください。財源内

訳としましては一般財源のほか、県支出金の静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業費補助金

1,470万円でございます。事業内容は、工事請負費と補償、補塡及び賠償金でございます。 

  次に、決算書の同じく217ページと219ページの８款３項１目河川総務費のうち、２の事業、

河川総務費でございます。決算額は87万7,207円でございます。概要につきましては、説明書

の221ページをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、県支出金の水門管理

事務費58万8,000円でございます。河川改修と適切な維持管理業務を推進するものでございま

す。事業内容は、湯日川水系３カ所、坂口谷川水系３カ所の水門管理委託料や各種同盟会へ

の委託料や負担金、補助及び交付金でございます。 

  次に、決算書219ページの３の事業、治水対策推進事業費でございます。決算額は１万円で

ございます。概要につきましては、説明書222ページをごらんください。財源内訳は全て一般

財源でございます。２級河川坂口谷川の水門建設促進期成同盟会の負担金でございます。 

  次に、決算書同じページの８款３項２目河川維持費のうち、２の事業、河川維持管理費で

ございます。決算額1,221万2,508円でございます。概要につきましては、説明書223、224ペ

ージをごらんください。財源内訳は全て一般財源でございます。河川の維持管理に必要な費
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用で、堤防除草、水路しゅんせつなどが主な事業となっております。 

  次に、決算書同じページの８款３項３目河川新設改良費のうち、４の事業、大幡川改修事

業費でございます。決算額は1,500万円でございます。概要につきましては、説明書225ペー

ジをごらんください。財源内訳としまして、一般財源のほか国庫支出金の社会資本整備総合

交付金事業費500万円でございます。事業内容は設計委託料でございます。 

  次に、決算書221ページの４の事業、大幡川改修事業費繰越明許でございます。決算額1,500

万円でございます。概要につきましては、説明書226ページをごらんください。財源内訳とし

ましては、国庫支出金の社会資本整備総合交付金事業費500万円と前年度繰越金でございます。

事業内容は測量業務委託料でございます。 

  次に、決算書の227ページの８款４項３目街路事業費のうち２の事業、都市防災総合推進事

業住吉幹線整備事業費でございます。決算額215万1,460円でございます。概要につきまして

は、説明書235ページをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、国庫支出金

の都市防災総合推進事業費99万6,000円でございます。事業内容は、工事請負費と補償、補塡

及び賠償金でございます。 

  次に、決算書の同じページの２の事業、都市防災総合推進事業、住吉幹線整備事業費繰越

明許でございます。決算額は１億2,299万9,035円でございます。概要につきましては、説明

書236ページをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、国庫支出金の都市防

災総合推進事業費6,764万8,000円と地方債4,970万円と前年度繰越金でございます。事業内容

は、工事請負費、公有財産購入費と補償、補塡及び賠償金でございます。 

  次に、決算書227ページから229ページの３の事業、都市防災総合推進事業、富士見幹線整

備事業費でございます。決算額は8,373万5,690円でございます。概要につきましては、説明

書237ページ、238ページをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、国庫支

出金の都市防災総合推進事業費7,105万2,000円でございます。事業内容の主なものは、工事

請負費、公有財産購入費でございます。 

  次に、決算書229ページの３の事業、都市防災総合推進事業、富士見幹線整備事業費繰越明

許でございます。決算額1,152万円でございます。概要につきましては、説明書239ページを

ごらんください。財源内訳としましては、国庫支出金の都市防災総合推進事業費576万と地方

債430万円と前年度繰越金でございます。事業内容の主なものは、工事請負費でございます。 

  次に、決算書同じページの４の事業、都市計画道路事業負担金でございます。決算額は55

万6,500円でございます。概要につきましては、説明書240ページをごらんください。財源内

訳は全て一般財源でございます。各種同盟会などへ負担金を支出しております。 

  次に、決算書同じページの23の事業、東名川尻幹線整備事業費でございます。決算額1,643

万2,200円でございます。概要につきましては、説明書の241ページをごらんください。財源

内訳は全て一般財源でございます。事業内容は工事請負費でございます。 

  次に、決算書の231ページの８款４項５目都市下水路のうち、２の事業、都市下水路費でご

ざいます。決算額10万円でございます。概要につきましては、説明書の243ページをごらんく

ださい。財源内訳は全て一般財源でございます。事業内容はしゅんせつに伴う機械借上料で

ございます。 

  次に、決算書同じページの８款４項６目の公園費の２の事業、公園維持管理費でございま

す。決算額3,290万8,115円でございます。概要につきましては、説明書244、245ページをご
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らんください。財源内訳は全て一般財源でございます。公園維持管理費の主な支出につきま

しては、都市公園の管理について町内にある都市公園９つを５つのグループにまとめ、造園

業者に委託発注し、樹木の剪定、除草、防除、芝の管理などを行っております。 

  次に、決算書の同じページの３の事業、公園愛護会支援事業費でございます。決算額30万

円でございます。概要につきましては、説明書246ページをごらんください。財源内訳は全て

一般財源でございます。公園愛護活動を自発的に行う団体に報償金を交付しております。 

  次に、決算書同じページの４の事業、都市防災総合推進事業、防災公園整備事業費でござ

います。決算額6,555万6,400円でございます。概要につきましては、説明書247、248ページ

をごらんください。財源内訳は一般財源のほか、国庫支出金の都市防災総合推進事業費75万

6,000円と県支出金の静岡空港隣接地域賑わい空間創設事業費補助金3,059万5,000円と地方

債3,050万円でございます。事業内容の主なものは設計委託料、工事請負費でございます。 

  次に、決算書233ページの４の事業、都市防災推進事業、防災公園整備事業費繰越明許でご

ざいます。決算額6,914万1,600円でございます。概要につきましては、説明書249、250ペー

ジをごらんください。財源内訳は国庫支出金の都市防災総合推進事業費3,456万9,000円と地

方債3,100万円と前年度繰越金でございます。事業内容の主なものは工事請負費でございます。 

  次に、決算書同じページの８款４項７目の２の事業、緑化推進費でございます。決算額277

万4,219円でございます。概要につきましては、説明書251ページをごらんください。財源内

訳は全て一般財源でございます。主な歳出は、委託料としてみどりのオアシスまつり実行委

員会への委託料でございます。 

  次に、決算書同じページの３の事業、花のまち推進事業費でございます。決算額175万2,372

円でございます。概要につきましては、説明書252ページをごらんください。財源内訳としま

しては一般財源のほか、地域コミュニティー活性化助成事業助成金の102万円でございます。

吉田町花の会への補助金と花いっぱい活動団体への補助金が主な歳出であり、花いっぱい活

動団体は現在13団体が活動しております。 

  次に、決算書の303ページの11款災害復旧費のうち１項１目農林水産施設災害復旧費と決算

書同じページの２項１目公共土木施設災害復旧費につきましては、歳出はございませんでし

た。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、都市環境課長、お願いします。 

  都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課でございます。 

  都市環境課からは、８款土木費、４項都市計画費につきまして、決算書及び決算資料の主

要な施策と成果に関する説明書により御説明申し上げます。 

  決算書の221ページをごらんください。１目都市計画総務費、２事業の都市計画総務費で決

算額は81万923円でございます。概要につきましては、説明書の227ページをごらんください。

財源内訳といたしましては、全て一般財源でございます。この事業は吉田町都市計画審議会

報酬費や研修会への参加、都市計画協会負担金が主な歳出でございます。 

  次に、決算書の同じく221ページをごらんください。１目、３事業、建築確認事務費で決算

額10万3,159円でございます。概要につきましては、説明書の228ページをごらんください。

財源内訳としましては、一般財源のほか県支出金８万6,184円でございます。この事業につき
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ましては、建築確認申請の事務に係る支出で平成27年度における建築確認件数は総数で165

件ございました。 

  次に、223ページをごらんください。１目、４事業、土地利用対策費で決算額241万246円で

ございます。概要につきましては、説明書の229ページをごらんください。財源内訳としまし

ては、一般財源のほか県支出金10万3,534円でございます。この事業は土地の有効利用を図り、

安全で快適な住環境の整備を促進するための事業でございます。主な支出としましては、土

地利用施設の維持管理費でございます。 

  次に、決算書同じく223ページをごらんください。１目、５事業、ＴＯＵＫＡＩ－０促進事

業で決算額453万5,160円でございます。概要につきましては、説明書の230ページ、231ペー

ジをごらんください。財源内訳は一般財源のほかに、国庫支出金75万7,000円、県支出金221

万1,000円でございます。 

  この事業は、我が家の専門家診断事業、既存住宅耐震診断促進事業、木造住宅耐震補強助

成事業、ブロック塀等耐震化促進事業の４つの事業から成り立っておりまして、既存住宅の

耐震強化を促進するものでございます。主な支出としましては各事業の補助金交付金でござ

います。 

  次に、決算書225ページをごらんください。２目土地区画整理事業、２事業の土地区画整理

事業で決算額は6,176万7,202でございます。概要につきましては、説明書の232ページをごら

んください。財源内訳は一般財源のほかに、県支出金１万5,908円でございます。事業内容の

主なものは富士見及び浜田土地区画整理組合への負担金、補助及び交付金、東名川尻幹線供

用開始に伴います工事費でございます。 

  次に、同じく決算書の225ページをごらんください。２目、２事業の土地区画整理事業繰越

明許で決算額886万8,690円でございます。概要につきましては、説明書の233ページをごらん

ください。財源内訳は前年度繰越金でございます。事業内容は浜田土地区画整理組合内の組

合施工の道路築造に伴います町の助成要綱による補助金でございます。 

  次に、決算書の同じく225ページをごらんください。２目、３事業、浜田土地区画整理雨水

渠整備事業費で決算額5,715万360円でございます。概要につきましては、説明書234ページを

ごらんください。財源内訳は一般財源のほかに、国庫支出金2,600万円でございます。事業内

容は浜田土地区画整理区域内の西の宮雨水渠整備に伴う設計委託と工事請負費でございます。 

  次に、決算書の233ページをごらんください。７目緑化推進費、４事業、みどりのまちづく

り事業費で決算額５万円でございます。概要につきましては、説明書の253ページをごらんく

ださい。財源内訳は全て一般財源でございます。事業内容は道路に面している部分に新たに

生け垣をつくる場合、その者に対して５万円を上限に補助金を交付しているものでございま

す。平成27年度は１件の申請がございました。 

  次に、決算書の235ページをごらんください。８款土木費、５項住宅費、１目住宅管理費の

うち、２事業の町営住宅維持管理費で決算額2,523万8,504円でございます。概要につきまし

ては、説明書の254ページ、255ページをごらんください。財源内訳としましては国庫支出金

の692万8,000円と住宅使用料のうち1,831万504円でございます。平成27年度末の町営住宅の

管理戸数につきましては141戸でございます。主な支出でございますが、修繕料として退去に

伴う修繕料と老朽化に伴う修繕で78件ございました。また、工事請負費としまして長寿命化

計画に基づき松下団地の外壁塗装と防水工事を実施いたしました。 
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  以上でございます。よろしく御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、上下水道課長、お願いします。 

  上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  上下水道課からは、８款４項４目、２の事業の公共下水道費につきまして御説明申し上げ

ます。 

  決算書の228ページ、229ページをごらんください。公共下水道費の決算額は６億4,282万

9,000円でございます。概要につきましては、主要な施策と成果に関する説明書242ページを

ごらんください。財源内訳は全て一般財源でございます。公共下水道繰出金は公共下水道事

業特別会計への繰出金で、職員人件費、公債費の元金、利子の償還などを一般会計から繰り

出していただいたものでございます。 

  以上で上下水道課からの説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 次に、９款消防費の説明を求めます。 

  初めに、防災課長兼防災監、お願いします。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  ９款消防費、１項消防費につきまして御説明申し上げます。 

  決算書の237ページ、１目常備消防費、２の事業、吉田町牧之原市広域施設組合負担金消防

費をごらんください。決算額は２億6,844万3,000円でございます。概要につきましては、主

要な施策と成果に関する説明書の256ページをごらんください。財源内訳につきましては一般

財源のほか、県支出金の８万8,250円でございます。吉田町牧之原市広域施設組合消防本部の

運営のための負担金でございます。 

  次に、決算書の同じく237ページ、３の事業、消防救急広域化事業費でございます。決算額

は5,123万9,937円でございます。概要につきましては、説明書の257ページをごらんください。

財源内訳としましては、一般財源のほか繰入金の433万2,000円、諸収入の1,875万5,000円、

地方債の2,610万円でございます。消防救急広域化へ向けた整備を行うもので、主な支出とし

ては、消防救急広域化運営協議会、消防救急デジタル無線整備事業、消防総合情報システム

整備事業などの負担金でございます。 

  次に、決算書の同じく237ページ、２目非常備消防費、２の事業、消防団運営費でございま

す。決算額は1,748万5,622円でございます。概要につきましては、説明書の258、259ページ

をごらんください。財源は全て一般財源でございます。消防団員の育成と消防技術の向上を

図ることを目的としたものでございます。主な支出としては消防団員155人分の報酬、出動手

当、訓練手当のほか、消防団運営費交付金でございます。 

  次に、決算書239ページ、３の事業、消防団員福利厚生費でございます。決算額は966万3,676

円でございます。概要につきましては、説明書の260ページをごらんください。財源内訳とし

ましては、一般財源のほか諸収入の320万3,610円でございます。公務災害補償制度や退職報

償金制度など消防団員の福利厚生の充実を図るためのものでございます。主な支出としては、

退職団員８名分の退職報償金、福利厚生事業による自動車借上料のほか消防団員等公務災害

補償制度に係る負担金、福祉共済制度に係る負担金でございます。 

  次に、決算書の241ページ、３目消防施設費、２の事業、消防施設整備事業費でございます。
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決算額は500万8,012円でございます。概要につきましては、説明書の261ページ、262ページ

をごらんください。財源内訳としましては、一般財源のほか県支出金の81万9,936円でござい

ます。消防施設や消防設備の整備及び適正な管理を行い、非常時に備えるためのものでござ

います。主な支出としましては、消防用資機材の購入、消防水利の確保及び消火栓の維持管

理料でございます。 

  次に、同じく決算書の241ページ、２の事業、消防施設整備事業費繰越明許でございます。

決算額は1,077万4,880円でございます。概要につきましては、説明書の263ページをごらんく

ださい。財源内訳は前年度繰越金でございます。主な内容でございますが、繰越事業といた

しまして消防団第４分団詰所敷地等舗装工事に300万7,520円、第４分団詰所ホースタワー移

設工事に115万5,600円、第４分団旧詰所解体工事に563万9,760円、第３分団火見の櫓解体工

事に97万2,000円を支出したものでございます。 

  次に、決算書の243ページになります。５目災害対策費、２の事業、地震対策費をごらんく

ださい。決算額は1,041万3,415円でございます。概要につきましては、説明書の265ページ、

266ページをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、繰入金の283万8,000

円と諸収入の38万3,000円でございます。災害の未然防止や防災組織体制及び災害発生時の対

応策の充実を図り、災害に強い町づくりを進めることを目的としたものでございます。主な

支出としましては、需用費の特定消耗品として災害用救急医療セット４セットの更新費用及

び毛布230枚、非常食2,000食を配備したものでございます。委託料としては、多目的広場等

を整備することによります建設工事発生土の搬入のための警備業務委託料52万5,565円を支

出しております。また、防災備品といたしまして簡易トイレを12基礎配備したものでござい

ます。 

  次に、決算書の245ページ、３の事業、国民保護対策費をごらんください。決算額は1,000

円でございます。概要につきましては、説明書267ページになりますけれども、財源は全て一

般財源で、国民保護危機管理研修会への参加で旅費のみの支出でございます。 

  次に、同じく決算書の245ページ、４の事業、防災意識向上事業費をごらんください。決算

額は204万9,425円でございます。概要につきましては、説明書の268ページ、269ページをご

らんください。財源内訳としましては一般財源のほか、繰入金の63万5,000円でございます。

地域防災力の向上を図るための人材育成や防災意識の高揚、知識・技能の向上を図ることを

目的としたものでございます。 

  主な支出ですが、報償費の手話通訳者の報償金、委託料では地域防災指導員養成講座を常

葉大学に委託をしたものでございます。講座につきましては、７日間で31講座を開き、受講

者28名中26名の方が修了をされております。 

  次に、決算書の245ページから247ページになります。５の事業、情報伝達充実強化事業費

をごらんください。決算額は755万7,590円でございます。概要につきましては、説明書の270

ページをごらんください。財源は全て一般財源でございます。災害時の情報収集、情報伝達

のさらなる充実を図ることを目的としたものでございます。 

  主な支出としましては、役務費では防災行政無線の免許の更新時期であることから電波法

による免許の更新手続を行った経費、それから衛星電話回線使用料と防災メール使用料でご

ざいます。防災メールにつきましては、事前登録することによりまして防災情報のサービス

が受けられることになります。平成27年度末の登録数は約1,518件でございます。委託料につ
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きましては、防災行政無線を初めとして、県防災行政無線ファクス、防災用ＭＣＡ無線の通

信施設の保守点検料でございます。また、施設補修といたしまして、同報無線子局移設工事

102万6,000円を支出したものでございます。 

  以上が防災課関係の説明でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、建設課長、お願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  建設課からは、９款消防費、１項４目の水防費につきましてご説明いたします。 

  決算書の241ページをごらんください。９款１項４目水防費の２の事業、水防費になります。

決算額19万1,268円でございます。概要につきましては、説明書264ページをごらんください。

財源内訳は全て一般財源でございます。水防資機材の充実を図ることや排水ポンプの借り上

げを行って水害の軽減を図っております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 次に、10款教育費の説明を求めます。 

  初めに、学校教育課長、お願いします。 

  学校教育課長、水野辰明君。 

○学校教育課長（水野辰明君） 学校教育課でございます。 

  10款教育費、１項教育総務費から御説明いたします。 

  決算書の249ページ、１目教育委員会費、２の事業、教育委員会費でございます。決算額は

113万2,376円でございます。概要につきましては、説明書の271ページをごらんください。財

源内訳は全て一般財源でございます。教育委員会費は教育委員会に関する所掌事務でござい

まして、平成27年度は毎月１回の定例会と臨時会３回を開催いたしました。主な支出は、教

育長を除く教育委員の委員報酬、教育委員会評価委員の報酬、先進地視察研修の旅費等でご

ざいます。 

  次に、決算書の251ページ、２の事業、事務局事務費でございます。決算額は478万5,264

円でございます。概要につきましては、説明書の273ページをごらんください。財源内訳とし

まして一般財源のほか、県委託金１万5,000円でございます。事務局費は教育委員会教育総務

部門、教育推進部門の学校基本調査等の所掌事務費で事務局職員賃金、それから各種負担金、

需用費などの経常経費でございます。 

  次に、同じく決算書の251ページ、３の事業、幼稚園就園奨励費、幼稚園運営費補助事業費

でございます。決算額は2,117万400円でございます。概要につきましては、説明書の274ペー

ジをごらんください。財源内訳としまして一般財源のほか、国庫補助金484万4,000円でござ

います。 

  私立幼稚園における幼児教育の振興を奨励し、その充実と向上を図ろうとするもので、幼

稚園就園奨励費は私立幼稚園へ通う園児を持つ保護者の負担軽減のための補助を行うもので、

幼稚園運営費補助は町内の私立幼稚園の運営に関する補助を行うもので、支出は負担金、補

助及び交付金のみでございます。 

  次に、同じく決算書の251ページ、３目教育諸費の２、小・中学校健康診断費でございます。

決算額は1,145万5,492円でございます。概要につきましては、説明書の275ページをごらんく

ださい。財源内訳は全て一般財源でございます。学校保健法に基づき児童・生徒及び教職員
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の健康管理、疾患の早期発見を図ることにより、健康で快適な学校生活を送れるようにする

もので、医師報酬、それから検査委託料など学校で行う健康診断等の経常経費が主な支出で

ございます。 

  次に、決算書の253ページ、３の事業、教育振興事業費でございます。決算額は6,437万1,841

円でございます。概要につきましては、説明書の277ページをごらんください。財源内訳とし

ては一般財源のほか、国庫補助金11万1,000円、雑入104万5,800円が充当されております。教

育振興事業費は、町内の小・中学校において教育効果を高め良好な学校教育を維持しつつ児

童・生徒の学力が向上するよう、児童・生徒及び教職員を支援するものでございます。 

  主な支出は、賃金での教員補助賃金、需用費の各学校の教科書改定による教科書、指導書

等の図書購入費、委託料の吉田町ラーニングプラン業務委託料、それから吉田町学力テスト

の業務委託料などでございます。このほか報酬では、総合教育会議にかかわります教育推進

委員会の開催並びにいじめ問題対策連絡協議会の開催に係る報酬などを支出しております。 

  次に、決算書の255ページ、４の事業、教職員等負担金補助金でございます。決算額は486

万7,998円でございます。概要につきましては、説明書の229ページをごらんください。財源

内訳は全て一般財源でございます。教職員の資質向上と児童・生徒の学力向上等を図るため

負担を補助するもので、主な支出につきましては、校長会の負担金や中部大会以上の派遣費

の補助であります小・中学校活動補助金でございます。 

  次に、２項小学校費について御説明をいたします。決算書の259ページ、１目学校管理費の

２の事業、住吉小学校維持管理費でございます。決算額は5,722万21円でございます。概要に

つきましては、説明書の283ページをごらんください。財源内訳としまして一般財源のほか、

使用料28万8,400円、指定寄附金100万円、基金繰入金1,735万5,000円、雑入で地震・津波対

策事業交付金578万5,000円、町債1,150万円でございます。 

  住吉小学校において教育効果を高め、良好な教育活動が展開できるようにすることを目的

としております。平成27年度は、東日本大震災での被災のチケンに基づいた屋内運動場の天

井等落下防止対策工事を町内小・中学校で実施をしております。主な支出としましては、賃

金、需用費、役務費等の経常経費に加えまして、工事請負費での施設整備としまして住吉小

学校屋内運動場天井等落下防止対策工事が主な支出となっております。 

  次に、決算書の263ページ、３の事業、中央小学校維持管理費でございます。決算額は5,370

万1,187円でございます。概要につきましては、説明書の285ページをごらんください。財源

内訳としましては一般財源のほか、使用料19万2,300円、国庫補助金14万7,000円、基金繰入

金1,458万円、雑入としまして地震・津波対策事業交付金486万円、町債960万円を充当するも

のでございます。 

  中央小学校におきまして教育効果を高め、良好な教育活動が展開できるようにすることを

目的として行うものでございます。主な支出としましては、賃金、需用費、役務費等の経常

経費に加えまして、住吉小学校と同様に工事請負費の施設整備としまして、中央小学校屋内

運動場天井等落下防止対策工事が主な支出でございます。 

  次に、決算書の267ページ、４の事業、自彊小学校維持管理費でございます。決算額は4,817

万9,427円でございます。概要につきましては、説明書の287ページをごらんください。財源

としましては一般財源のほか、使用料14万9,200円、基金繰入金1,467万1,000円、雑入としま

しては地震・津波対策事業交付金489万円、町債970万円でございます。 
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  自彊小学校において教育効果を高め、良好な教育活動を展開できるようにすることを目的

として実施をしているものでございます。主な支出としましては、賃金、需用費、役務費等

の経常経費に加えまして、他校と同様に工事請負費におきまして施設整備としまして、自彊

小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事を行ったことが主な支出となっております。 

  次に、決算書の269ページ、２目教育振興費の２の事業、住吉小学校要保護・準要保護児童

就学援助費でございます。決算額は168万3,682円でございます。概要につきましては、説明

書の289ページをごらんください。財源内訳は全て一般財源でございます。経済的な理由によ

り住吉小学校への就学困難な児童につきまして学用品費等を給与する事業で、全て扶助費で

ございます。 

  次に、決算書の271ページ、３の事業、中央小学校要保護・準要保護児童就学援助費でござ

います。決算額は172万5,213円でございます。概要につきましては、説明書の290ページをご

らんください。財源内訳は全て一般財源でございます。住吉小学校と同様に、経済的な理由

によりまして就学困難な児童について学用品費等を給与する事業でございます。全て扶助費

でございます。 

  同じく決算書の271ページの４の事業、自彊小学校要保護・準要保護児童就学援助費でござ

います。決算額は71万7,278円でございます。概要につきましては、説明書の291ページをご

らんください。財源内訳は全て一般財源でございます。他校と同様に経済的な理由によりま

して、就学困難な児童につきまして学用品費等を給与する事業でございます。全て扶助費で

ございます。 

  次に、同じく決算書の271ページ、３目特別支援学級費の２の事業、住吉小学校特別支援学

級費でございます。決算額は36万313円でございます。概要につきましては、説明書の292ペ

ージをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、国庫補助金14万7,000円でご

ざいます。住吉小学校の特別支援学級の維持管理のほか、特別支援学級の保護者の経済的負

担を軽減するため学用品費等を給与する事業でございます。 

  次に、同じく決算書の271ページ、３の事業、中央小学校特別支援学級費でございます。決

算額は26万3,966円でございます。概要につきましては、説明書の293ページをごらんくださ

い。財源内訳としましては一般財源のほか、国庫補助金８万6,000円でございます。住吉小学

校と同様に、中央小学校の特別支援学級の維持管理のほか、特別支援学級の保護者の経済的

負担を軽減するための学用品費等を給与する事業でございます。 

  次に、同じく決算書の271ページ、４の事業、自彊小学校特別支援学級費でございます。決

算額は23万2,248円でございます。概要につきましては、説明書の294ページをごらんくださ

い。財源内訳としましては一般財源のほか、国庫補助金７万5,000円でございます。他校と同

様に、自彊小学校の特別支援学級の維持管理のほか、特別支援学級の保護者の経済的負担を

軽減するため学用品費等を給与する事業でございます。 

  次に、３項中学校費でございます。決算書の273ページ、１目学校管理費、２の事業、吉田

中学校維持管理費でございます。決算額は7,281万8,426円でございます。概要につきまして

は、説明書の295ページをごらんください。財源としましては一般財源のほか、使用料52万

5,600円、基金繰入金1,906万2,000円、雑入としまして地震・津波対策事業交付金635万4,000

円、町債1,260万円でございます。 

  吉田中学校におきまして教育効果を高め、良好な教育活動が展開できるようにする事業で
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ございます。主な支出としましては、賃金、需用費、役務費等の経常経費にあわせまして、

小学校と同様に工事請負費の施設整備としまして、吉田中学校屋内運動場天井等落下防止対

策工事が主な支出でございます。 

  次に、決算書の277ページ、２目の教育振興費の２の事業、吉田中学校要保護・準要保護生

徒就学援助費でございます。決算額は432万2,706円でございます。概要につきましては、説

明書の297ページをごらんください。財源内訳としましては全て一般財源でございます。。経

済的な理由によりまして吉田中学校への就学困難な生徒につきまして学用品費等を給与する

事業で、全て扶助費でございます。 

  次に、同じく決算書の277ページ、３目特別支援学級費の２の事業、吉田中学校特別支援学

級費でございます。決算額は73万2,481円でございます。概要につきましては、説明書の298

ページをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、国庫補助金27万1,000円で

ございます。吉田中学校の特別支援学級の維持管理のほか、特別支援学級の保護者の経済的

負担を軽減するため学用品等の費用を給与する事業でございます。 

  次に、決算書の297ページをお願いします。10款５項保健体育費、２目給食施設費の２の事

業、吉田町牧之原市広域施設組合負担金（給食施設費）でございます。決算額は１億1,046

万5,000円でございます。概要につきましては、説明書の322ページをごらんください。財源

内訳は全て一般財源でございます。吉田榛原共同調理場の運営費を牧之原市とそれぞれ負担

をし、広域行政における学校給食事業の円滑な執行に資するもので、負担金でございます。 

  以上が学校教育課が所管する決算の内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、生涯学習課長、お願いします。 

  生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  生涯学習課からは、10款１項３目教育諸費のうち５の事業、ちいさな理科館事業費と10款

４項社会教育費、10款５項保健体育費のうち１目保健体育費総務費と３目体育館運営費につ

きまして、決算書及び決算資料の主要な施策と成果に関する説明書により説明させていただ

きます。 

  最初に、決算書の257ページをごらんください。10款１項３目教育諸費のうち５の事業、ち

いさな理科館事業費でございます。決算額は742万7,660円でございます。概要につきまして

は、説明書の281ページをごらんください。財源内訳といたしましては一般財源のほか、教育

費、雑入のちいさな理科館参加代３万6,500円でございます。 

  ちいさな理科館の運営と施設の維持管理のための経費で臨時職員賃金、講師謝礼金、業務

委託料及び教材備品等の経常経費が主な支出でございます。なお、平成27年度は経常経費に

加えホタルの里づくり事業を実施し、14節の機械借上料、16節の施設整備材料費等の支出が

ございました。 

  次に、決算書の279ページ、10款４項１目社会教育総務費のうち２の事業、社会教育総務費

でございます。決算額は38万2,124円でございます。概要につきましては、説明書の299ペー

ジをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、社会教育振興基金373円でござ

います。社会教育総務費は社会教育部門の所掌事務の事務費で、旅費、需用費、役務費など

の経常経費が主な支出でございます。 
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  次に、同じく決算書の279ページ、３の事業、社会教育委員費でございます。決算額は52

万4,100円でございます。概要につきましては、説明書の300ページをごらんください。財源

内訳は全て一般財源でございます。社会教育委員は、社会教育法第15条の規定により設置さ

れ、同第17条の規定により各活動を行っており、支出につきましては社会教育委員に対する

報酬、旅費及びこれに伴う各負担金でございます。 

  次に、決算書の281ページをごらんください。４の事業、人権教育事業費でございます。決

算額は5,000円で、支出につきましては旅費のみでございます。財源は一般財源でございます。

人権教育事業費は人権問題に対する正しい理解と認識を深めるために行っているもので、概

要につきましては、説明書の301ページどおりでございますが、平成27年度は毎年開催してお

ります人権教育講演会が講師の体調不良により中止となっております。 

  次に、同じく決算書の281ページ、５の事業、芸術文化振興事業費でございます。決算額は

319万4,014円でございます。概要につきましては、説明書の302ページ、303ページをごらん

ください。財源内訳につきましては一般財源のほか、教育費雑入の文化鑑賞事業入場料11万

7,200円とお花見茶会お茶代の５万1,300円でございます。なお、文化鑑賞事業入場料はスプ

リングジャズライブの入場料でございます。 

  文化芸術振興事業は、芸術文化活動の場を提供し、心豊かな暮らしを創造することを目的

として行っているもので、主な支出といたしましては、報償費、需用費、負担金、補助及び

交付金で、実施事業といたしましてはスプリングジャズライズや芸術鑑賞のほか、吉田町文

化協会への活動事業費補助や文化祭の実施等でございます。 

  次に、同じく決算書の281ページ、６の事業、文化財保護事業費でございます。決算額は25

万2,560円でございます。概要につきましては、説明書の304ページをごらんください。財源

内訳といたしましては一般財源のほか、教育費雑入の町史等資料販売４万3,190円でございま

す。文化財を保存し、理解を深めることを目的として行っているものでございます。主な支

出は、報酬、需用費等の経常経費でございます。 

  次に、同じく決算書の281ページ、７の事業、青少年健全育成事業費でございます。決算額

は37万5,200円でございます。概要につきましては、説明書の305ページ、306ページをごらん

ください。財源は全て一般財源でございます。青少年健全育成事業は、たくましい精神と健

やかな心を持つ健全な青少年を育成するために行っている事業で、青少年健全育成委員会の

開催や成人式の実施などでございます。主な支出は補償費、旅費、需用費、役務費、委託料、

負担金等でございます。 

  次に、決算書の283ページ、８の事業、生涯学習推進事業費でございます。決算額は11万1,000

円でございます。概要につきましては、説明書の307ページをごらんください。財源内訳は全

て一般財源でございます。人が生涯にわたり学び続け、豊かな生活を送ることを目的として

行うもので、報償費、委託料が主な支出で、生涯学習推進委員の研修会の実施、にこにこ青

年講座やぽっかぽかの会への学習活動の事業委託を実施しております。 

  次に、同じく決算書の283ページ、９の事業、地域教育推進事業費でございます。決算額は

71万5,480円でございます。概要につきましては、説明書の308ページ、309ページをごらんく

ださい。財源内訳といたしましては一般財源のほか、総務費雑入の地域コミュニティー活性

化助成事業助成金26万6,500円でございます。 

  地域全体で子供を育てる体制をつくり、子供たちの教育活動の充実を図るとともに、地域
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の教育力の再生と地域コミュニティーの活性化を図ることを目的として行う事業でございま

す。主な支出は小・中学校の家庭教育学級への業務委託料と地域教育推進事業等への補助金

でございます。 

  次に、同じく決算書の283ページ、10款４項２目公民館費のうち２の事業、中央公民館運営

費でございます。決算額は1,000万176円でございます。概要につきましては、説明書の310

ページをごらんください。財源内訳につきましては一般財源のほか、公民館使用料27万9,070

円とふるさと吉田寄附金18万円でございます。 

  生涯学習の場を提供し、生涯学習の振興を図ることを目的として中央公民館の施設管理を

実施し、主な支出は臨時職員の賃金のほか施設の管理のための経常経費でございます。中央

公民館の昨年度の利用状況は、開館日数が289日で利用者数は３万2,634人でございます。 

  次に、決算書の285ページ、３の事業、中央公民館活動費でございます。決算額は406万3,502

円でございます。概要につきましては、説明書の311ページをごらんください。財源内訳とし

ましては一般財源のほか、教育費雑入の講座受講料398万4,000円でございます。生涯学習の

一環として中央公民館の学習活動を展開する事業で、報償費、需用費など経常経費が主な支

出でございます。 

  次に、決算書の287ページ、４の事業、地域教育活動費でございます。決算額は227万5,614

円でございます。概要につきましては、説明書の312ページ、313ページをごらんください。

財源内訳としましては一般財源のほか、教育費雑入のチャレンジ教室参加料129万9,100円で

ございます。地域教育活動費は地域の教育力を活用して、町内の児童を対象とした講座や体

験活動を行うもので、報償費、需用費、使用料及び賃借料が主な支出でございます。 

  同じく決算書287ページ、10款４項３目学習ホール運営費のうち２の事業、学習ホール運営

費でございます。決算額は718万3,143円でございます。概要につきましては、説明書の314

ページをごらんください。財源内訳としましては一般財源のほか、学習ホール使用料99万200

円でございます。 

  芸術文化の場を提供し、芸術文化の振興を図ることを目的として、学習ホールの管理運営

を執行するもので、需用費、役務費、委託料等の経常経費が主な支出でございます。昨年度

の学習ホールの利用状況は、開館日数307日のうち利用日数が124日、利用者数が１万5,818

人でございます。 

  次に、決算書の289ページ、10款４項４目図書館費のうち２の事業、図書館管理費でござい

ます。決算額は3,585万6,479円でございます。概要につきましては、説明書の315ページをご

らんください。財源内訳としましては一般財源のほか、図書館視聴覚ホールの使用料49万

4,000円でございます。図書館管理費は図書館施設の維持管理費のための経費で、需用費、役

務費、委託料、使用料及び賃借料等の経常経費が主なものでございます。 

  次に、決算書の293ページ、３の事業、図書館活動推進費でございます。決算額は2,264万

3,198円でございます。概要につきましては、説明書316ページから318ページをごらんくださ

い。財源は全て一般財源でございます。図書館活動推進費は、図書館サービス、運営のため

の経費で、主な支出といたしましては、図書館協議会委員報酬、臨時職員賃金、報償費、図

書費を含む需用費、委託料、日本図書館協会、静岡県図書館協会への負担金等でございます。 

  図書館の平成27年度の利用状況につきましては、説明書の317ページにまとめてございます

が、昨年は５月より祝日開館を始めまして開館日数が288日となっております。貸出人数は４
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万8,926人、貸出冊数21万9,119冊、来館者数は12万4,645人でございました。 

  次に、決算書の295ページ、10款５項１目保健体育総務費のうち、２の事業、社会体育振興

費でございます。決算額は838万8,050円でございます。概要につきましては、説明書の319

ページ、320ページをごらんください。財源といたしましては一般財源のほか、教育費雑入と

して各種大会参加料36万2,100円、教室受講料30万2,840円でございます。各種大会参加料は

吉田町駅伝大会やソフトボール大会等への参加料で、教室受講料は初心者スポーツ教室とソ

フトランニング教室の受講料でございます。 

  社会体育振興費は、スポーツの振興を目的として町民１人１スポーツを目指したスポーツ

活動の場を提供する事業で、スポーツ推進委員による各種スポーツ教室の実施や体育協会へ

の活動補助、駅伝大会などの競技会の実施でございます。主な支出といたしましては、報酬、

報償費、需用費、負担金、補助及び交付金等でございます。 

  次に、決算書297ページ、３の事業、体育施設広場維持管理費でございます。決算額は808

万4,766円でございます。概要につきましては、説明書の321ページをごらんください。財源

は全て一般財源でございます。社会体育施設広場維持管理費は社会体育にかかわる施設の維

持管理を行うもので、中央コミュニティー、住吉コミュニティー、高島スポーツ広場等の維

持管理費で、主な支出といたしましては、需用費、役務費、委託料等の経常経費でございま

す。 

  次に、決算書の299ページ、10款５項３目体育館運営費のうち２の事業、総合体育館運営費

でございます。決算額は1,461万763円でございます。概要につきましては、説明書の323ペー

ジ、324ページをごらんください。財源につきましては一般財源のほか、体育館使用料320万

5,200円でございます。総合体育館の施設の維持管理を行うもので、賃金、需用費、委託料等

の経常経費が主な支出でございます。昨年度の利用状況につきましては、開館日数307日、利

用者数８万1,895人でございます。 

  次に、決算書301ページ、３の事業、吉田町体育センター運営費でございます。決算額は170

万1,395円でございます。概要につきましては、説明書の325ページをごらんください。財源

は一般財源のほか、体育館使用料76万3,900円でございます。吉田町体育センターの施設の維

持管理を行うもので、需用費、役務費、委託料等の経常経費が主な支出でございます。昨年

度の利用状況につきましては、開館日数307日、利用人数は１万9,740人でございます。 

  以上が生涯学習課の決算内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 以上で第41号議案の詳細説明を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（大塚邦子君） 以上で本日の日程は終了しました。御協力いただきありがとうござい

ました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午後 ２時４０分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（大塚邦子君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会５日目でございます。 

  ただいまの出席議員は13名であります。これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（大塚邦子君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

○議長（大塚邦子君） 議事に入る前に、ここで連絡させていただきます。 

  ９月２日の全員協議会で、当局に要求いたしました資料につきまして、議長に提出され、

お手元に配付してありますので確認をお願いします。 

  これから全員協議会を開き、配付文書についての説明と確認を行います。 

  ここで暫時休憩とします。 

  議員の皆さんと当局の皆さんは第２会議室にお集まりください。 

 

休憩 午前 ９時０２分 

 

再開 午前 ９時２３分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４８号の質疑、討論、採決 

○議長（大塚邦子君） ただいまの出席議員は13名であります。 

  これから議事に入ります。 

  日程第１、第48号議案 平成28年度吉田町一般会計補正予算（第１号）についてを議題と

します。 

  これから第48号議案についての質疑を行います。 

  質疑は、最初に歳入についての質疑を行います。引き続き、歳出は款別に区切って質疑を

行いたいと思います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて、確認の質問とならないよう

お願いします。また、発言は簡潔明瞭に、審議する議題に関すること以外の質疑にまで至ら
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ないよう御協力をお願いします。 

  それでは、質疑に入ります。 

  初めに、歳入全体についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  歳入の13款、国庫支出金についてお伺いをいたします。 

  国庫支出金の中で、環境衛生費補助金、説明としては二酸化炭素排出抑制対策事業費等補

助金です。2,000万円が計上をされています。この補助金は、国の28年度の当初予算の中に計

上されている補助金だというふうに思いますが、一般的には国の当初予算の場合ですと、補

助金の申請、それから決定までは通常のスケジュールが大体決まっているのではないかなと

思いますが、この事業につきましては、今度の法制の中で追加の申請、あるいは早期議決を

しないと間に合わないというようなお話もありましたが、非常にタイトなスケジュールにな

っている、通常の国の当初予算の補助金のケースとはちょっと違うような扱いをしていると

いうことで、その間の申請あるいは早期議決をするに至った、タイトなスケジュールの説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今回の補助金のスケジュールでございますが、まずこのＣＯ２の削減のモデル事業という

ことで、まず募集のほうが国からございました。これが７月15日に国のほうから応募がござ

いまして、それから８月９日までの間にまず公募ということでエントリーをしてくれという

ことでございました。この８月９日までの間に、まず最初に補助金のエントリーをさせてい

ただくようなスケジュールで進みました。その後、今回早期議決に至った理由といたしまし

ては、９月の初旬から中旬にかけて交付申請、今度は交付申請を国に対して行わなければな

らないというところで、そこの段階では予算措置の裏づけが欲しいものですから、今回早期

議決ということで議案のほうを提出させていただきました。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  スケジュールについてはわかりました。 

  2,000万円の補助金について、10分の10というようなお話もありましたが、10分の10という

よりも、これは定額の補助、あるいは上限2,000万円というようなことではないのかなと思い

ますが、もう一度その点を確認をしたいと思います。いかがですか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今回の2,000万円につきましては上限ということで、10分の10ということで2,000万計上さ

せていただいてございます。今度の交付申請につきましては、調査内容、事業のほうを精査

させていただいて申請させていただくということで進めたいと思っております。 

  以上です。 

○３番（大石 巌君） はい、了解。 
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○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  くどいようですけれども、歳入の幼稚園就園奨励費について、歳入が166万1,000円で、歳

出が682万8,000円から、昨日の全協で副町長から細かくわかりやすく教えていただきまして、

それで数式のほうから係数を出したんです。そうすると確かに係数は0.7294なので約0.73に

いくんですけれども、その根拠というのを教えていただきたいのですが。 

○議長（大塚邦子君） 学校教育課長、水野辰明君。 

○学校教育課長（水野辰明君） 今回のこの幼稚園就園奨励費の国庫補助金につきましては、

財政力指数が１未満の場合につきましては、３分の１、１以上の場合は７分の２という規定

がございまして、当町につきましては３分の１。あとこれに加えまして、文部科学省の予算

の確保の関係で圧縮率が適用されているということで、その圧縮率が73％というようなこと

で、予算の支出のほうの、細かい数字を言いますと682万7,100円に対して、これの３分の１、

それからさらに73％というようなことで、166万1,000円という金額になります。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 内容よくわかりました。今回ここで質問した理由というのは、議会で

報告会とかやっているわけですけれども、そのときに各地区から四つ五つと同じような質問

が出てきて、皆さん、若い奥さん方が非常に知識として正しく入っていないと思われるもの

ですから、若い奥さん方が子育てしている方々がよくわかりやすいように、今の数字とか、

きのう説明された数式をもって、そしてできるだけ周知をしていただきたいと思うんです。

みんながわかるような。どうしてもわからないという部分でいろんな憶測とかが出てきます

ので、できるだけその辺でしっかりしたもの、正しいものを正しく伝えていただきたいと、

そういう意味でこれからの周知のお願いをしたいと思うんですけれども、その辺のお考えは

どうですか。 

○議長（大塚邦子君） 学校教育課長、水野辰明君。 

○学校教育課長（水野辰明君） 要綱の改正後につきましては、この内容につきまして当然申

請者等につきましては個別にこの内容をお知らせするということに加えまして、インターネ

ット等のホームページでこうした内容として掲載をして伝えていきたいというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 確かにインターネットとか出して見ていただければいいんでけれども、

これに関しては、先ほど言いましたように、報告会で集まったときにいろんな方から同じよ

うな質問が出てくるわけです。そうすると、これから若い奥さん方が子供が生まれることを

奨励していまして、その中でだんだん進んでいったときに、できるだけ皆さんが周知できる

ようなそういう方法をとっていただきたいんです。だからインターネットで出すことも大事

なことですけれども、それ以外にもっとわかりやすく、当然これ、隣の町とか市町村と比較

される話ですので、いろんな話が出てくると思うんですけれども、その辺でもうちょっと積

極的な周知方法を考えていただけたらと思うんですけれども、どうでしょうか。 
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○議長（大塚邦子君） 学校教育課長、水野辰明君。 

○学校教育課長（水野辰明君） 先ほど申し上げました個別の通知の御説明、それから全体的

な制度の周知につきましてはインターネットの中で伝えていくと。あとは実際に各家庭によ

って所得要件、それから第１子、第２子、あるいはひとり親とか、そうした各状況によりま

して当然適用の区分が変わってまいりますので、そうした内容につきましては個別にお問い

合わせをいただいた内容については丁寧にお答えしていきたいというように考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 趣旨が通じていないようで。 

  実は認定こども園をあちこち見に行ったんですね。そうするとそれぞれがしっかりしたパ

ンフレットとかそういうものをつくって皆さんに、若い人たちに配付をしているわけです。

そういう方法、そういう意味での周知ということはできませんかということなんです。それ

は考えませんか。 

○議長（大塚邦子君） 学校教育課長、水野辰明君。 

○学校教育課長（水野辰明君） 制度の周知としましては、最も広く伝わる内容につきまして

は、先ほどから申し上げましておりますとおり、インターネットのホームページに掲載する

のが広く伝わる、あるいは実際の対象者の保護者につきましては、個別に通知をするという

ことで周知を図っていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 趣旨が通じないようですので、また改めて考えます。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  16款寄附金のところで、寄附金１億2,000万ちょっとということで、大半がふるさとよしだ

寄附金ということでありますが、この試算の詳細な分析というんですか、その点をお尋ねし

たいんです。以前は、開始したのが６月21日からさとふるを利用してやったと。その中でこ

ういう金額になってくるであろうというようなことなんですが、実際のところ、こういった

もの、スタートダッシュみたいな形でわっと来るというのはあると思うんです。今後この１

年間の間にこのペースが守られるかということはちょっとわからないと思うんですが、その

辺の分析というのはどのようにされておるんでしょう。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） ただいまの歳入についてのその分析という御質問でございますが、

当町のふるさと納税に係る返礼品事業において、やはり一番の目玉となるものはウナギがス

タートにおいては一番高かったという事実がございます。ウナギの場合ですと、７月下旬に

土用の丑の日をやはりピークとしまして、現在はそのピークに向けての状況よりも全体的に

落ち着いた状況となっております。この試算におきましては、そのピーク時の数値をそのま

ま当て込みますと過大な見込みとなりますことから、そのピークを外した段階で、しかも土

曜日、日曜日になりますと件数的に増えていくというようなこともございますので、平日を

基準といたしまして、そこから平均値を出しまして、６月21日から３月31日までの平均を再



－115－ 

度出し直した結果、総額１億2,000万円というような歳入を見込むというような計算をさせて

いただいております。 

  その中でここに計上させていただきました指定寄附金につきましては、先般御説明させて

いただきましたとおり、基金へ積み立てるということを前提に考えておりますので、ある一

定の日を区切って、そのときの実際の数値を上げて、残りの部分につきましては想定の域を

出ないものですから、一般寄附金として扱わせていただくというような形で予算を計上させ

ていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  以前、町の方針として返礼品競争には巻き込まれないような形でというのがあったと思う

んです。今回こういう形になってくると、もう返礼品競争に入っていくよと。実際さとふる

さんのホームページを見ますと、すごいですよね。バナー広告いっぱい出して。吉田町のバ

ナー広告は多分トップページに出ていないと思うんですが、そういうことをしていかないと

入ってこないのではないかなと思うのですが、そういったことも今後この金額を要は目指し

ていくに当たって、さとふるさんへのそういう働きかけをしていくということでよろしいで

しょうか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 働きかけにつきましては、歳出において一部その手法を予算とし

て計上させていただいておりますものがございますので、またそちらで御説明をさせていた

だくことがあるかと思いますけれども、周知ということは大切なことでありますので、周知

は図ってまいりたいと考えております。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） その周知というのは、そのホームページ、さとふるさんのホームペー

ジの中でのＰＲを強化していくという意味で捉えてよろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） それ以外の形での周知を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） それ以外といいますと、町のホームページはもちろんそうだと思いま

すが、出のほうにもあったんですが、印刷物云々というのがあったんですが、全国的に広め

なければいけないという意味ではどういったことを考えておられるんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 一つは、まちづくり公社に、地方創生の交付金を活用した中での

プラットホームという作業の中で、まちづくり公社の魅力発信とあわせて行っていくという

ことをまず一つ考えております。もう１点は、周知のところでござますように、パンフレッ

ト、チラシ等を、例えば郵便局に配架させていただくとか、全国的なＰＲグッズ等で配布さ

せていただく等考えております。ちなみに、郵便局におきましてそういったふるさと納税に

かかわる郵便局を使わなくてもＰＲをしていただけるというようなありがたいお話も頂戴し

ておりますので、そういったところも活用しながらＰＲをさせていただきたいと考えており

ます。 
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  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 最初の質問にもあったと思うんですが、返礼品競争にいくのか、返礼

品競争と言ったら失礼な言葉なのですが、町として魅力ある返礼品をもっと出していって、

ふるさと納税に結びつけるというような考えなのか、いや、吉田町は吉田町の施策をどんど

ん訴えていって、ふるさと納税に結びつけるんだよという考えなのか、そこの点をお聞きし

ます。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） ふるさと納税の返礼品事業を始めさせていただく際にも御説明を

させていただきましたが、町の産業振興という点において、このふるさと納税の返礼品事業

というのは大変効果的であるというふうに考えておりますので、過度な競争を呼ぶようなも

のについては考えるべきかと思いますけれども、産業振興という点においてこのような結果

を今出しておりますので、一定の効果はあると考えております。したがいまして、必要以上

に過度な競争にならない範囲でＰＲはさせていただく中で、吉田町の魅力を発信させていた

だきたいと考えております。 

○９番（増田剛士君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  同じくふるさとよしだ寄附金のいわゆるふるさと納税についてお伺いをしたいと思います

が、この寄附金の受け入れの業務をインターネットサイトのさとふるに委託をするというお

話でありましたけれども、このさとふるを選定をした経緯、それから決定の理由、それから

さとふるとの契約はどういう種類であるのか、それからその契約内容についてお伺いをいた

します。 

○議長（大塚邦子君） 答弁ありますか。 

  企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 委託業者の選定についてという御質問であろうかと思いますので、

それにつきまして御説明をさせていただきます。 

  ふるさと納税を行うに当たりまして、それを扱う業者というのはもう何社か既に出ており

まして、当町が開始したのが６月21日ですので、もうその時点でも全国的に有名なサイトが

かなり出ておりました。そういった中で当町が現在の業者と契約を結ぶようになりましたの

は、大体上位３社のそれぞれのサービス内容をその時点で調べさせていただきまして、サー

ビスの提供体制でありますとか料金体系、サイトの集客力、あと決済の手段、あと特産品提

供業者への対応、それと配送管理、あとお客様のお問い合わせに対する対応についてという

ようなことを、さまざまな観点から比較をさせていただきまして、その中で私たち行政にと

っても負担が少なく、利用者というか、こちらの事業者、特産品を提供していただく事業者

にとっても負担が少ないという事業者が現在契約を結んでおります事業者でありましたこと

から、そちらと契約を結ばせてただいております。 

  契約につきましては、これまでも御説明をさせていただいたかと思いますけれども、基本

的に事業者が実際に今回の返礼品事業で行う作業というのは、注文があって、その注文の知

らせを聞いて梱包する、その作業はどうしても事業者にやっていただくようになるわけです
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けれども、それ以外につきましては基本的にサイト運営の事業者のほうでやっていただける

というようなことでありますので、負担が少ないというようなことで、そちらを選ばさせて

いただいております。 

  ということで以上です。 

○議長（大塚邦子君） 質問者、３番、大石 巌君、歳入の内容に関係した質問でお願いした

いと思います。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 寄附金の受け入れに対する契約の内容についてお伺いをしています。 

  私が先ほど契約の種類ということでお伺いをしたんですが、その点はまだお答えをいただ

いてないのですが、どうでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌議員、今回、歳入のふるさとよしだ寄附金の質問とい

うことで今お受けしましたけれども、大石議員が聞きたいことについて、もう少し関連づけ

て明瞭にお願いしたいと思います。 

  契約の内容を今言われていますので、少し質問の方向を変えてお願いしたいと思います。

本当に聞きたいことについてお願いいたします。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 先ほど企画課長から業者の選定についての経過と内容についてお話を

いただきましたが、契約の種類はとお伺いしたのは、業者との業務委託契約ではないのかと、

そのことを確認したかったということでお伺いをしたわけです。この寄附金の受け入れは、

この予算から見れば１億2,000万を今年度想定をしているということですので、これは議会の

議決が必要な事項ではないのかということもありますので、あるいはその点についてもお伺

いをしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 答弁はいかがでしょうか。 

  企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 大変失礼しました。 

  契約の種類としては、業務委託契約として業者と結んでおります。 

  なお、このふるさとよしだ寄附金につきましては、寄附金として当町に納めていただくと

いう中で返礼をお出しするという格好になっておりますので、ただいま議員が御指摘された

契約のものに抵触するかということについては、当たらないと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 業務内容は、契約の中身は業務委託契約ということになっております

ので、そうした契約を結ぶ場合、議会の承認、5,000万以上ですか、契約の。その場合には議

会の議決が必要ではないのかというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前 ９時５２分 

 

再開 午前 ９時５８分 
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○議長（大塚邦子君） 再開します。 

  総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） お時間、済みませんでした。 

  まず、議員からの御質問で、議会の議決の契約ということでありますけれども、この契約

の、当町には議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例ということが

ございまして、こちらのところには当然当たってこないというものになると思います。逆に、

その契約部分がどこに当たるのかというのは逆に教えていただきたい部分がございます。 

  それからもう１点、多分議員のほうから言われているのは負担つきの寄附の関係の贈与を

受けることというのが議会の議決事件になっています。自治法96条になりますけれども、96

条の第１項の９号にその部分が該当しますけれども、この部分につきましては単に用途を指

定しました指定寄附につきましては、負担つきの寄附に当たらないということの見解が出さ

れておりまして、その場合は議決を必要とせず、市町村長の判断で受け入れられるというこ

とがございますので、そういったことで議会の議決は必要ないというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ありがとうございます。 

  多額のお金がかかる業務を委託するということになりますので、その点についてはきちん

とした町としての取り扱いをつくる必要があるのではないかなというふうに思います。 

  もう１点、今回の議会の中で寄附金の基金の条例については上程をされておりますが、こ

の寄附金の取り扱いを他団体に委託をするということについては、条例の制定がないのでは

ないかというふうな、私はちょっと疑問を持っているんですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石議員、歳入のふるさとよしだ基金の1,229万7,000円の今審

議をしてもらっているんですけれども、ただいまの質疑、その前の質疑についても、歳出の

ほうに係るものではないかと思われますので、あくまでも歳入の1,229万7,000円に関する質

疑ということでお願いしたいと思いますので、少し質問の方向を変えてください。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 今の歳入についての寄附金の取り扱い、このことについて今回の補正

では全部で１億2,000万円近く累計では計上されているわけですので、歳入について町として

の管理といいますか、委託といいますか、その点について町として寄附金を扱う条例などの

制定が必要があるのではないかということを私は疑問に思っているものですから、伺いたい

と思います。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌議員、歳入のこのふるさとよしだ寄附金の受けた後の

管理ということでよろしいですか。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 管理については寄附金の基金の条例がありますので、これはその後の

問題だと思うんですが、まずさとふるに委託をして、その取り扱い、さとふるに対して委託

をする取り扱い、金額についても１億円を超えるような取り扱い高になるということが予想

されますので、そうしたことを委託する場合に、町としての取り扱い条例等は必要ないのか

ということを伺っています。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌議員、それ今の発言の中で、そちらのほうは歳出のほ
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うで聞いていただいたほうがよろしいかと思うんですけれども。 

  ９ページ、歳出、総務費の中のシティープロモーション事業費のほうが上がってきていま

すので、そちらのほうで聞くという方法もあるかと思ますが。歳入で聞くよりは、そちらの

ほうでお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 入ったお金をどういうふうに取り扱うのかということはそれは歳出の

ほうだと思うんですが、まずさとふるに委託をするわけですよね。その取り扱いについて町

としてどういうふうにするのかということが決まっていないのではないかということなんで

すが、それは歳入のほうだと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 歳出のほうでお願いいたします。 

  ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  20款町債の臨時財政対策債でござます。これは国のほうの地方交付金、本来ならば交付措

置されればいいんですけれども、国のほうもお金がないということで町のほうで借金して、

それは自分が後で、後に交付税措置されるという形で補塡するから大丈夫ですよということ

で、全国的にこういう傾向になっているわけですけれども、今回920万という形で枠が増えた

分、補正を行うわけであります。 

  これ23年度からずっと振り返ってみますと、起債残高の中の割合が、臨時財政対策債の割

合が23年度は17％だったんですけれども、27年度決算見込みでいきますと、20％という形で

少しずつ増えているわけでございます。そうした中、実質言いますと、赤字地方債という形

でなっているわけで、本来ならばと考える向きもあるわけですけれども、国の制度である以

上、追加という形でもあると思うんですけれども、こういったところの町の考え方をお示し

していただきたいなと思います。 

  本来ならば、交付税措置されなければならないというところであるけれども、国のほうか

らは各自治体が借金しなさいよと言ったものがあるわけでございまして、しかしながらこの

割合がどんどん増えているというのは少しどうかなと思われるものですから、それに対する

町の考えをお示ししてください。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 臨時財政対策債が平成23年度から増えているという御指摘でござます

けれども、実際にそのような運営をしております。といいますのは、臨時財政対策債という

のは交付税で措置をされるということから、当初平成23年以前は不交付団体ということで交

付税で措置されない団体でござましたので、その間については臨時財政対策債といえども

後々の還元は見込めないというような、そういう考え方をしておりました。ところがリーマ

ンショック以来、当町でも交付団体ということになりまして、交付税措置される団体になっ

てきたということから、臨時財政対策債、御質問にありましたとおり、赤字地方債というこ

とで一般財源として取り扱われるものでございますので、交付税措置される非常に有利な起

債ということで他の交付団体と同じような考え方に一旦考え方を変えております。これによ

りまして、できるだけ交付税措置などがない建設地方債の借り入れを抑えまして、臨時財政

対策債を活用していくという方向に変えてございます。ちなみに、この臨時財政対策債の場
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合は、実質公債比率の算定においても後々に交付税で措置される財源つきの起債ということ

で、実質公債比率にははね返りが余り出てこないと、そういう起債になっております。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 国の制度でありますので、その便利な制度を使わないというのはい

かがということで思いますので、私もそれは賛成するわけでありますけれども、しかしなが

ら国のほうも財源というものが限られておりますので、実質的にこの臨時財政対策債で補塡

する交付税措置する金額というのは年々減っているわけで、その割合がだんだん少しずつ逆

転している状況もあるわけで、そういうことを見越したときに、町の考え方として基準需要

額から出ますからどうしても町の努力等もあると思いますけれども、それでもその背景には

施策というものがあると思いますから、これはいつまでも時限立法でありますので、半永久

的施策ではないと思われるものですから、そうしたときに町の考え方としてはこの起債も含

めて減らしていく方向で考えていくということでよろしいんですか。それともこれを最優先

に利用してやっていくということですか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） この臨時財政対策債につきましては、国が本来交付税で措置すべきも

のを折半ルールを国のほうでつくられました。それで交付税で措置できない50％については

赤字地方債ということで、地方で調達をしなさいと、そういうことから始まっておりまして、

このあり方については国としても本来の姿ではないということはたびたび言っておられます。

こうした背景から、臨時財政対策債については、毎年度圧縮していきましょうということで、

我々が国から聞いている中では、もう少し早い段階で圧縮基調に入るはずだったんですが、

さまざまな社会情勢の変化がございまして、国が言っている圧縮基調よりはちょっと緩やか

な流れで圧縮基調に入っているという状態でございます。 

  したがいまして、この臨時財政対策債については、いずれなくなっていくというものであ

るというふうに承知しておりますので、ある間については活用できる、しなければいけない

当町の状況であれば活用していくという、そういう財政運営でおります。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  先ほどのふるさと納税の入りの部分でお聞きします。インターネットで見たときに、ここ

にふるさと納税返礼品協力業者を募集しますと、これありまして、中に町内で生産された特

産品とか、そういういろんな規定があるんですけれども、これは現在どのくらいの業者がい

るのかということを含めてちょっとお聞きをしたいんですけれども、ここに実際にウナギを

扱っている業者とちょっと話をしたんですけれども、組合で入るのか、いろんなところで言

っているとは思うんですけれども、そこに入る、要するに業者募集の特別な規定というか条

件というか、そういうものはあるのですか。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均議員、ふるさと納税の返礼品に関する質疑になってい

ますので、この歳入のここには当たらないので、歳出で質問をお願いいたします。 

  質問の方向を変えてください。 
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  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 歳入に関する種類、歳入をするための方法論の中にあるわけですよね、

これ。今ホームページを見たら募集をしますと。それについてだから募集をしますというの

は外じゃないじゃないですか。 

○議長（大塚邦子君） ただいまの質問は返礼品の質疑になります。したがいまして、歳入の

ふるさとよしだ寄附金の1,229万7,000円の質疑ではないというふうに思いますので、質問の

方向を変えてください。 

○６番（山内 均君） わかりました。それじゃ変えますね。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、ふるさと納税寄附金の1,229万7,000円を確保するための方法論と

して、いろんな業者の募集をしながらそこに特産品というものをリンクさせて、その収入と

いうか寄附金を得るわけですよね。それはいいですよね。そうすると、そのときにそういう

縛りはあるんですかというのを聞いているわけです。ないですかと聞いているわけです。出

るものに関して縛りがありますか、ないですかなんて言ってないです。 

  それはもうちょっと具体的な方法として聞きたいことがあるものですから、聞いたんです

けれども、その辺は答えは出ないのですか。歳出では出せないと思うけれども。質問として。 

○議長（大塚邦子君） 山内議員、ただいまの質疑ですけれども、16款寄附金の指定寄附金の

中のふるさとよしだ寄附金になります。したがいまして、この指定寄附金の縛りがあるかど

うかということの質疑ですか。 

  暫時休憩にします。 

 

休憩 午前１０時１６分 

 

再開 午前１０時２０分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  次に、歳出に入ります。 

  ２款総務費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 改めてお聞きします。 

  今言いました、このインターネットでの吉田町の画面、きれいな画面が出ています。この

中に特にいろんな応募者を募集しますと。まず応募者を募集して、その応募者の中から、応

募していただいた人に返礼品を出していただくわけですけれども、その応募をする人の限定

というか、そういうのはあるんですか。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均議員、ただいまの質問の事業別に、事業のところを指

摘してください。どこの質問になりますか。 
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  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  ９ページにあります。 

○議長（大塚邦子君） 総務費のどこに当たりますか。 

○６番（山内 均君） 企画費のふるさと納税の返礼代のところに入ってくると思いますけれ

ども。 

○議長（大塚邦子君） はい、お願いします。 

○６番（山内 均君） いいですか。 

  ホームぺージを見ると、こういう形で入っているんですけれども、そのときにちょっと業

者と話をしたときに募集の行方、募集をしていただくときに吉田町の特産品をＰＲしません

かと、こういう形でどなたでも入れるような形で捉えていると思うんですけれども、そのと

きに何かこれから募集をしていくに当たって、現在どのくらいあるのかということを知りた

いんですけれども、そのときの縛りというか条件というか、そういうものはないんですか。

個人であるとか、組合であるとか、団体であるとか、そういうものに関しては全然縛りはな

いですか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） こちらの募集に対する限定はというお話でございますので、それ

につきまして、まず募集の状況等につきまして御説明をさせていただきたいと思います。 

  今回ふるさと納税の返礼品事業を開始するに当たりましては、「広報よしだ」でこういっ

た事業をスタートしますのでということで、まず募集をさせていただきました。その後ホー

ムページ、あるいは具体的に例えば商工会さんですとか、そういった組合等に個別にお話を

させていただいております。そうしたところ、スタート時は協力事業者が10社でございまし

たけれども、現在のところ、そちらが12社ということで、品目につきましては、スタート時

39品目でありましたのが、現在は47品目ということで、協力事業者の御協力を得ながらそち

らの事業は進めさせていただいております。なお、現在もこちらの協力事業者につきまして

は随時募集をさせていただいておりまして、また職員のほうでも時間を見て、飛び込みでお

話をかけさせていただいているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 聞きたかったこととちょっと答えが。条件というのはないんですね。

ということですね。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 返礼品としての条件ということでございますけれども、一応返礼

品につきましては、私どものほうで5,000円以上の納税額に応じて返礼品を設定させていただ

いておりますので、その基準に沿った形で協力事業者さんのほうで返礼品をセットしていた

だくというようなことで、そこのところでやりとりがあって、そういったものを御提供いた

だける事業者さんにつきましては御協力をいただくというような形になっております。 

  基本的に事業者ということで、現在のところ個人ということはございません。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 
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○６番（山内 均君） わかりました。事業者ということですね。 

  それと、あちこちいろんなところを見てみますと、いろんなタイプのものがありますもの

で、それを聞いたわけです。そうすると、特にこの中で町内で生産された特産品というもの

が限定されているわけですけれども、これに関して非常に解釈が難しいかなということを感

じたわけです、いろいろ話をして。そうすると、その中にそのときに生産された特産品しか、

例えば下田の例のように以前話をしたふるさと納税を使って帰省者のお墓参りとか、それを

民宿とタイアップしてやるとか、そういうものが出てきたんですけれども、今回も吉田町で

は、例えば川尻の出奴とか住吉の入り奴とか、徳川400年祭であるとか、あそこのソテツもそ

うですよね。そういうものによって日本的に歴史的に非常にいいものがあると思うんですけ

れども、そういうものはやっぱり吉田町をアピールするには非常に重要な要素ではないかと

思うんですけれども、そういうものに関してはこの特産品というものに関しての限定の中か

ら外れていくんですか、これから考えていくんですか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 現在のところ、ただいま例にございました、例えばお墓のお掃除

ですとか、そういったものについては検討をしておりません。というのは、冒頭申し上げま

したように、今回当町で行っているふるさとよしだ返礼品事業につきましては、産業振興と

いうことを一つに掲げさせていただいておるところがございます。そういった観点で議員が

おっしゃられたようなことが事業として成り立つようであれば、また検討してまいりたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  産建の人たちが、非常に吉田町の歴史的なものを掘り起こしをやっておられますよね。そ

の中でそれを含めて、吉田町をアピールするには非常にいいものがたくさんあるんです。ぜ

ひ今の話の中で、これから考えていくのではなく、その辺も含んだものを考えていただきた

いと思うんですけれども、その辺はどうですか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 産業建設常任委員会等で現在調査案件とされております内容につ

きましては、初日の委員長報告で少し一端を拝聴させていただきましたが、まだ全体的にも

理解しておりませんので、またそういった成果を見させていただく中で勉強させていただき

たいと思います。 

○６番（山内 均君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  今、シティープロモーション事業の関係なんですが、ふるさと納税推進業務委託料という

ことでございます。この推進業務委託料ということで、推進がついておるわけで、これに関

しては、さきの全協では手数料とか取り扱いが増えたらこの金額が増えてきますよというこ

とでありました。それはそれとして、その推進業務ということについてどのようなことがあ

るのでしょうか。先ほど入りのほうで聞いたときに、出のほうでちょっとお答えさせていた
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だきますということでありましたが、町とＰＲする、ふるさと納税のＰＲということであり

ますと、どのようなことでありますか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） シティープロモーション事業のふるさと納税推進業務委託のこの

内容でございますけれども、その内容は大きく分けますと２種類ございます。まず１種類で

ございますけれども、これはウエブサイトを運営されておりますさとふるに対しての手数料、

こちらが約12％ということで、これはこれまで御説明させていただいておりましたとおりの

ものでございます。それともう一つは、寄附者に対してのお礼状ですとか受領証明書あるい

はワンストップ特例制度申請書の送付等につきましても、さとふるのほうからのシステムを

使いながらやっていきたいということで、その分の費用も含まれております。その二つを合

わせてのこちらの1,289万7,000円というようなものとなっております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） そうすると、さとふるさんへの手数料12％と、あと寄附者に対するも

のということで答弁いただきましたが、ではＰＲ、さとふるさんのサイト内でのバナー広告

を出すとか、そういったことも今後していかないと、埋もれちゃうんですよね。これからさ

とふるさんいろんな自治体の方がどんどんあそこを使うようになってきて、今余り使ってい

るところが少ないので、ちょっと見ていけば吉田町出てくるかもしれないんだけれども、こ

れがどんどん取り扱いが増えていろんな自治体が入ってきますと、埋もれちゃう可能性があ

る。埋もれちゃったら、それこそふるさと納税にたどり着かない可能性も出てきますよ。そ

の点に対する推進業務ということは何かございますでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） ただいま議員に御提案いただいたようなものにつきましては、こ

ちらの推進業務委託料の中には入っておりません。当町、６月21日からスタートしてまだ１

年たっておりません。当然商品も上がり下がり、あと年末に向けての上り調子がどのような

形で結果に反映してくるかというのは、正直今の段階でも推定の域を出ないところがござま

す。ただ、ただいま議員の御質問の中で、例えばということでおっしゃられたようなことも

検討してはまいりたいと思いますが、ちなみに、さとふるの場合ですと、ある一定の段階ま

では新しくふるさと納税を始めましたよということで冒頭のコーナーに、新しく参加された

市町の特産品を出してくれるというようなサービス等もございます。そういった効果も当初

はあったかと思います。ことし１年、実際にその辺の流れを見てみないと、ちょっとわから

ないのかな。サイトの中での活用ということはそこら辺を見ながら考えていったほうがいい

のかなというふうに思っておりますけれども、ＰＲにつきましては、それ以外にもできると

いうことで、議員おっしゃっているとおり、50万円計上させていただいておりますけれども、

サイト以外のところで職員あるいはほかのものを使ってできることということでは考えてお

りますので、そこら辺はちょっと流れを見てやっていきたいというふうに考えております。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） もう１点。 

  ふるさと納税返礼代金ということでござます。この返礼代金のほうには配送料も含まれて

いるというようなことで聞いております。その配送料は業者のさとふるさんのほうから請求
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があってということで聞いておりますが、この配送料一番難しいところで、それを町のほう

でチェックされているのか、というのは、取り扱いが増えると、値を下げてきます。１日に

300、400あると、配送料というのは抑えられていくんです、交渉によって。そして交渉も町

のほうでは、さとふるさんにお願いして経費を節減するようにされているのか、これからも

いくのか、ただ請求されたらその額を払っていくのか、そこのところ、ちゃんとチェックを

されていくのかということでお聞きします。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） ふるさと納税返礼代の中に含まれます配送料でございますけれど

も、先ほどの質問の中で私、少し触れさせていただきましたが、今回の事業者を使ってのシ

ステムというものは、基本的に町側がその結果のデータをいただいて、返礼品を出店された

事業者については梱包だけで済むというようなところでございまして、その配送料につきま

しても、当然隣の牧之原に出す分から北海道、沖縄へ出す分からいろいろあって、それぞれ

の集客によって金額が変わるというようなことも承知しておりますけれども、現在の契約に

おいては、そこまで全てお任せをして、その請求をうちのほうでお支払いをするということ

になっております。当町のほうでは当然そのお名前まで、個人情報の関係もございますので、

調べれば調べられますけれども、どこからのどういう製品でどういった送料がかかったとい

うことは把握できておりますので、ただそれを個別に具体的に例えば北海道でもいろいろ遠

いところ近いところありますし、全てを細かく計算できているというところまではいってお

りませんけれども、ある一定の情報は当町にも届いている中でやっておりますので、こちら

の送料につきましては今後においても現在の体制を維持していく中で行うとしたら、委託す

る中でやってまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 個別に料金違うということはないんです。大体北海道地区、東北地区

と決まっているんです、料金は。だからその地区に幾つ行ったということで勘定が出てくる

んです。だからそれを町側もちゃんとチェックいただいて、余りにも差がついてきたら、ち

ょっと意見していただきたいと思うんです。結局それこそ業者から配送料として、そこへま

た手数料もかかってくるようなことで、余分に町が払うようになってくると困るので、その

点のチェックというのをしていただきたいということでお願いしたいと思いますが、いかが

ですか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 送料につきましては基本的に実費分ということになっております

ので、そこに手数料、第三者の手数料分というのは入ってまいりません。 

  以上でございます。 

○９番（増田剛士君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  先ほどに関連するわけですけれども、１億2,000万円を目指す寄附金の受け入れ、それから

それに伴う50％の返礼品ということで多額の業務が伴うわけですので、そうした管理、取り
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扱いについて町として一つは条例等の制定も必要ではないのかなというふうに考えておりま

すけれども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） お金の管理ということでございますけれども、今回議案を上程さ

せていただく際にも御説明をさせていただきましたが、町では、ふるさと納税の使途として、

九つの選択肢を設定させていただいております。そのうち指定寄附としては第５次吉田町総

合計画に掲げております７章の柱から成る施策の大綱、それと新たな安全と新たなにぎわい

を創出するシーガーデンシティー構想の特出しで出させていただいておりまして、これをプ

ラスすると八つ、それに九つ目として町長にお任せというような形で、九つの選択肢を御用

意させていただく中で、ふるさとよしだ寄附金をただいま運営させていただいております。 

  そのうち最初の総合計画の７章の柱から成る施策の大綱とシーガーデンシティー構想の八

つにつきましては、寄附者の意向に沿った施策に要する経費に充てるため、要は指定がある

ということで、これについては確実な支出に充てなければならないということで、今回基金

条例を別に上程させていただいております。なお、町長にお任せという部分につきましては、

一般寄附扱いとして、そのまま一般財源にのせさせていただくというような形で、こちらは

設定させていただいております。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 寄附金の取り扱いについては今御説明をいただきましたが、私のほう

は、ふるさと納税ということで全国から１億を超えるような寄附金を今集めるということの

取り扱い、それからそれに対する50％の返礼品の取り扱い、それに伴う業者の選定、募集等、

そうしたものが多岐にわたる業務がまとまってくるわけですので、そうしたものの適正な管

理、運用というものをどういうふうにやるのかということに対する条例をつくる必要がある

のではないかなと私は思うわけですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） ただいま当町が契約を結んでおります会社とは、契約という形で

業務を進めさせておるところでございます。また、運用についての条例というお話でござい

ますけれども、現在のところ必要がないと考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 必要がないと一言で回答いただくと、非常に私も困るわけですけれど

も、大変なたくさんの事業をこれからもっと広げていくという必要があると思うんですが、

その場合に必要がないということを言われましたけれども、もう少しどうした理由でその必

要がないのかお答えいただけませんか。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 先ほど寄附金の収入ということでたくさんのお金が入ってくると

いうことですが、これは当然寄附金のみならず、通常の税においても何十億というお金が入

ってくるわけです。現在吉田町の財務規則に基づいて管理等行っておりますので、同様に管

理をしていくということで御理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 
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○３番（大石 巌君） 焼津市、非常にたくさんの寄附金を集めているということを伺ってお

りますけれども、返礼品などについてのいろいろな業務を職員５名が担当しているというこ

ともお聞きをしておりますけれども、地元の人材の活用あるいは地元で経費を回すというよ

うなことでの活性化、そうしたものに焼津の場合はつながっているのではないかなという見

方もあるわけですけれども、吉田町の場合、そうした業務を地元で行っていくということに

ついての検討がどうされたのか、その点を伺いたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 当町もこれまでふるさと納税返礼品事業を行う中で、全国の皆様

から御寄附をいただいたわけでございまして、返礼品を御寄附いただいた皆様にさせていた

だくということにおいては、町内の協力事業者の皆様にとっては、私どもから考えますと、

産業振興に結びついているのかなというふうに考えております。むしろふるさと納税、ふる

さと寄附金を行わなければ、そういった結果はなかったわけでございまして、少なくともそ

ういった効果につきましては御理解をいただきたいと。 

  あと地元の人材の活用ということでございますけれども、具体的にこれが何を指されての

ことかは正直わかりかねますけれども、焼津市さんの例を出されましたので、５人雇用され

ているというようなお話を聞いておりますけれども、当町と焼津市とでは当然契約している

事業者が違いますので、当然やり方も当町とは違ってまいります。そういうことを考えます

と一概に雇用して人材の活用があるというところまで結びつくのかどうかということはわか

りかねますけれども、逆に申し上げれば、それだけ多くの雇用を生むようにこの返礼品事業

が大きく育っていけば大変うれしいことでありますので、事業の拡大に向けて頑張ってまい

りたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 返礼品の発掘、それから産業振興ということも大きな期待を持たれる、

あるわけですけれども、一方で、そうした人材の活用も大いに検討していただく必要がある

のではないかなと思います。今後そうした納税の事業がもっと拡大をしていけば、まちづく

り公社の関係も含めて、もっと町の中で独自にそうした業務がもっと幅広くできるのではな

いかなと思いますけれども、その点のこれからの展望も含めて、何かそうした検討がされて

いればお答えをいただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） これからの展望も含めてということですが、ちょっとその前の御質問

にも触れさせていただきたいと思います。 

  まず当町のふるさと納税というのは、先ほど増田議員から御指摘ありましたが、余り過度

な返礼品競争にはならない中で行いたいということ、また品格を失うようなことがないよう

にということを従来から申し上げてきたところでございます。 

  今の返礼品事業を、返礼品を使ってふるさと納税を進めるということについては、そうし

たところを失わない中で進めてまいるということは根底として持っております。したがいま

して、当町の場合は寄附目的というのを、他よりもかなり明確に出しているというふうに自

負しておりますが、そういう中で指定寄附というのが他よりも多くなってくる、比率として

多くなるのであろうと思っております。こうしたところを崩さない中で、返礼品も余り商品

券のようなものが出てみたり、ちょっと首をかしげなきゃいけないようなものまで駆使して
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これを広めていくというようなところは考えておりません。 

  そうした中で今後の方針としては、まちづくり公社というのもシティープロモーションを

担っていただくというコンセプトの中で設立をしていただいておりまして、返礼品の開発を

通しての地場産の振興とか、それにかかわる人材の登用とか、そうしたところもあわせて行

政とタイアップしながらやっていっていただけるというような、そういうもとで連携を図る

ことになっておりますので、当然そうした観点でこのふるさと納税というのが納税の一環で

はございますが、納税の一環で考えますと、なかなか難しいということで、産業振興、地域

振興、こうしたところを含めて、それをどうやって増進させていくかという観点でさらに前

に進めていきたいというふうに考えております。 

  また、先ほどの条例制定は要らないのかという御質問でございますが、累計として取り扱

い額が大きくなってくると。取り扱い額が大きいので条例が必要だという、そういう論拠に

はならないというふうに思います。今行っている契約、それから支払いまでの経過、それか

ら収入の手続、そうしたものについては自治法に基づいた中で、また当町の財務規則等々も

全てクリアしておりますし、既存の条例にもマッチしているという中で、そういう中でここ

は反問になるかもしれませんが、何をもって条例を制定をしなければいけないのではないか

という論拠になるのか、少し当町としても参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひ

その点をお答えいただければありがたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 回答いただきまして、ありがとうございます。 

  私はこうした一つの事業を、ふるさと納税という事業、寄附金をいただいて、それに対し

て返礼品を支払うという事業を町としてやっていくという場合には、これは一つの営業的な

業務になるのではないかなと思うわけです。そうしますと、その一環として、例えば業者の

選定の問題、それから返礼品の業者の選定の問題、それからそれを管理する体制の問題等幾

つかにわたる系統的な条件整備も必要ではないのかなというふうに感じておりましたので、

それを一まとめにしたふるさと納税の受け入れ、それから返礼品を返す場合の一貫した流れ

の中での条例を、管理条例というものをつくれば、皆さんによりわかりやすい、そうしたプ

ラスになるのではないかなというふうに考えましたので、そういう質問をいたしました。 

  私の理解が不十分で、そうした条例が必要ではないよということの答えをいただきました

けれども、今後いろいろな面で町民の皆様からいろいろ質問があった場合、これはこういう

根拠に基づいてこういうふうにやっているんだよということをできるだけ説明しやすいよう

に私は考えていますので、またその点での質問があれば、またしていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ありがとうございました。 

  このふるさと納税制度でございますが、当町が取り組みが他とはちょっと足並みがそろわ

ずにおくれていると。おくれて返礼品等にも参加をしたという背景として、この税政の中で

こうしたものが制度として成り立つのだろうかという疑問をずっと持ち続けながら来たとい

うことがございまして、そうした中で先ほど御質問に出ました隣市では、すごい実績も出さ

れたというところもございますが、この制度が最終的にどう落ち着いていくのかというのが
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まだまだ不透明なところがあるのではないかというふうに感じております。 

  そうした中で隣の市では先ほど５人の職員がというふうにお話されておりましたが、正規

の職員として５人雇用をしていると。加えて臨時任用を同じ程度の人数配置していると、そ

ういう実態でございます。当町がそれと同じような体制がとれるかどうかというと、全く当

町、力不足でございまして、そんなに職員を１人でも配置するのが難しいという中で、さと

ふるを選んだ理由といたしまして、返礼品の開発のところにも一緒になって協力をしながら

我々と一緒に開発を手伝っていただくというようなところもございますし、それから返礼品

に協力をしていただく事業者に対しては商品を用意していただけると。それから梱包までし

ていただければ、後は事業者さんの手間というのは極力抑えられると、そういうところもご

ざいます。それから当町では生もの等の返礼品もござますし、他の例でいきますと、生もの

の返礼品に対する苦情というのは非常に多いと聞いております。そうした苦情対応も全てさ

とふるのほうでやっていただけるというようなこともございまして、そうしたところに職員

の手間を極力かけなくていいというようなそういう点を重視をいたしまして、さとふるとい

う業者を選定させていただいたという経過がございます。 

  こうした当町でできる中で、できるだけこの制度を活用して、できることをやっていきた

いというふうに思いますので、これが定例化していけるということであれば、大石議員の条

例化ということも当町のＰＲにつながるような側面もあると思いますので、また検討させて

いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） ふるさと納税返礼代、今回補正のほうで5,010万3,000円ですね。先

ほど理事のほうからも契約については問題ないということで伺いました。 

  くどくなるようですが、一応議会に付さなければならない契約というのは、予定価格の

5,000万円以上の工事または製造の請負とするということになっておりますので、このさとふ

るの取り扱いの今回5,010万3,000円ですが、年間を通すとかなりの量となるかもしれません

が、これは一切この今言いましたものには該当しないと、当てはまらないということでよろ

しいかどうか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 資料がない中でのお答えで申しわけないですが、１件につきというふ

うに入っていると思います。その契約の単位というのは１件ごとに判断されるものでござい

ますので、この累計としては5,010万3,000円ということになりますけれども、それぞれの購

入のタイミングというのはそれぞればらばらなわけでございます。それから契約の相手先と

いうのは、さとふるから買うわけではありませんので、返礼品の提供者に対してお支払いを

いたします。そういうことで、さとふるが全て業務運営するようなイメージで考えられてい

るかもしれませんが、あくまでも寄附金をもらうのは直接町です。その仲介の事務としては

さとふるが入ると。それから返礼品に対しても協力事業者へ直接我々が支払いをすると。そ

の仲介はさとふるがすると。そういう事業の仕立て方ですので、そういう内容で御判断いた

だきたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 
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  そうするといろんなもので事業として庁舎の管理とかいろいろありますよね。細かく言う

といろんなことをやったりすることがあるかもわかりませんが、それを一つにくくって一つ

の仕事として契約するわけですよね。これもさとふるさんが取り扱うものの仕事としてはそ

の金額が大きくなると思うんです。細かいことがよくわからないものであれなんですが、あ

る程度返礼品を提供した事業者に対しては、お金は町から支払うのか、町から支払うならそ

れはそんな金額はいかないと思いますけれども、さとふるさんが支払うとなると、要は物を

売買して、それを中に入って物を動かすというところで、普通でいうと、建物をつくったり

何かすると中の設備機器とか、こういう机とかそういうものは受けた業者が仕入れてきて、

ここへ持ってきて、いろんなものがたくさんありますよね。まとめて幾らで5,000万以上で契

約するわけですよね。 

  そういう考え方からすると、5,000万円以上の扱いになるのではないかなと私は思ったもの

で、再度聞いたわけですけれども、この例規集に載っているところを読むと、予定価格5,000

万円以上の工事または製造の請負と書いてあるので、これに該当しないとしたなら別に契約

する必要はないと思ったので、これに該当しないと言えるかなと思って、私はそういう質問

をしたわけです。そしたら違うことを言ったので、それでは僕は必要ではないかなと思った

ものですから、今再度お伺いしますが、今回のこの事業のさとふるさんのやっていることは

これに該当しないよということであれば納得できるので、その辺がちょっとわからなかった

ので質問したものですから、その辺でいかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 答弁がまずくて大変申しわけなかったですが、議会の議決に付すべき

案件というのが条例化されておりますが、その条例化されている中には含まれておりません。

したがって現段階では議決は必要ありません。 

  以上です。 

○１１番（八木 栄君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 総務課の総務費についての質疑はこれで終結します。 

  ここで暫時休憩とします。再開は11時15分とします。 

 

休憩 午前１１時０４分 

 

再開 午前１１時１４分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じます。 

  休憩を閉じ、議会を再開します。 

  次に、３款民生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  民生費の14ページ、15ページです。 
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  関連しますので一緒にさせてもらいますが、児童福祉費の５の事業、子供発達支援事業費

の処遇改善で全協で100円時間給が上がりまして、保育士の処遇改善という形でなっているわ

けでございますけれども、ここの増員されるということでありますけれども、この辺の手当

てというのはできているのでしょうか。この増員と人材派遣委託料の増額に関しましての手

当てというのは、10月１日から人数が増えるわけで、この辺のところはしっかりと手当てで

きているのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） 人材の手当てということでござますが、それは採用する見

込みの保育士等を今現時点で確保してあるかということでしょうか。それについては、それ

こそ予算もまだ成立しておりません状態ですので、そのようなことはしておりません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） わかりました。そうしますと９月通って10月からということであり

ますので、これきょう通った暁には早急にお願いしたいと思います。 

  今回処遇改善という形になっているわけでございますけれども、全国的に保育士不足とい

う形の中で、国のほうも来年度から相当手厚く待遇改善を行っていくということであると思

います。こうしたときに、保育士の人材確保という形で職員と臨時職員という形で待遇も違

うわけで、やはり来年の保育士のしっかりとした形の人材確保という形で国は大分今回補正

も入れてやるような形でニュースに上がっているわけでありまして、そういったところをに

らんだところの対応というのも今回の補正の中に含まれているわけでございますか。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課です。 

  昨今の新聞の載っております、国が示しております保育士への手厚い待遇の改善でござい

ますが、これは民間の保育園、民間の認定こども園の保育士の待遇の改善に係るものでござ

います。保育士を雇用する民間の保育園あるいは認定こども園に対して、雇用しております

保育士の待遇を改善するようにということで給付金の中にその金額を入れて給付するという

趣旨の内容でございまして、私どもの保育園のように公立のものには国からの手当てという

のは関係をしておりません。そこで町独自での待遇改善策をこの補正で計上したものであり

ます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  わかりました。公立のところには国からのものは来ないということでありますけれども、

保育士の基本給アップという形で、保育士の平均月額が2015年で約22万円という形で、非常

に他の職種と比べて安いといったような形で、これはしっかりとした形で手当てをしなけれ

ばならないという形でなっているわけでございます。普通に考えて、臨時の方々、今まで吉

田町にいた方がまた来年度も来ていただくような形で、やはり働きやすい環境というか、な

れたところへ行くというのが道理だと思いますので、来年度以降さまざまな形でいろんなと

ころが待遇改善をされたときに、今まで吉田町に来ていただいた方々がよそのところへ行っ

てしまうという流出防止、また今の10月の時点から今回補正を通して、しっかりとした来年
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度へ向けた計画の中で人材を手当てするためには、しっかりとした形が必要だと思うんだけ

れども、そういったところで100円という金額というものが他と比べたときにどうなんだとい

うところの議論があると思うんです。それは正職員の方々の給料が他の業種に比べて低いと

いうことは国が示しているわけであります。正規の職員に対しまして、臨時職員のスタッフ

たちは自由度もありますので、待遇も違うと思うんだけれども、そういうことを考えたとき

に、この100円という金額が妥当なのかと、その辺についての根拠のある説明を求めたいと思

います。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） まず一つ目の御質問の今、世間で言われております保育士

の待遇が他の産業と比べて低いということ、正規職員と比べて低いということでございまし

たが、ここで指す正規職員というのは、あくまでも民間の保育園あるいは認定こども園の場

合でございます。吉田町の場合は我々と同じ行政職の職表をもって処遇しておりますので、

吉田町の正規保育士の待遇が低いということには当たらないと思います。 

  それから二つ目のその吉田町の臨時職員の賃金を100円引き上げることの妥当性でござい

ますが、まさに妥当な金額として推考を重ねて、検討を重ねた上での100円という引き上げ額

でございます。正規職員とのバランスというものもございます。100円を引き上げますと、こ

れを受け取る臨時保育士、月収に換算しまして１万6,300円ほどの月収の増額になります。階

層を区分して処遇をしております。現在５年未満の保育士には1,050円を支給しておりますが、

これが1,150円。５年以上の者には1,100円を支給しておりますが、改正後はこれが1,200円。

それから10年以上の者は1,150円を支給しておりますが、これが1,250円になります。10年以

上の者に1,250円を支給しますと、月額で20万3,500円程度になります。この金額でございま

すが、改定をするに当たっては近隣の他の市町との比較もいたしました。そうしましたとき

に、この近隣では島田市が今、最高の金額を支給しておりますが、10年以上の者にあっては

これを上回る待遇となります。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  この志太榛原地域で人材というのは、人口も限られているように、そのような保育士の方々

の免許を持つ経験を有する方々の人材というのも限られていると思いますので、それぞれの

ところでイタチごっこになる可能性もあるわけですけれども、今の説明で、他市町に比べて

インセンティブ的に優位性をうちの町が示したということは評価したいと思います。 

  そうしてきますと、これも国のほうのあれなんだけれども、入園予約制というのが来年度

からスタートするよという形になってきているんですけれども、うちの町も育休後に年度途

中で子供を預けられるように、前もって予約をして絶対入れるよと。うちの場合は待機児童

がいないということでありますので、そういった心配はないと思うんだけれども、やはりそ

ういったことも踏まえるような格好で人材を確保するために今回説明裏づけを聞きました

100円という金額も含めてなったということでよろしいでしょうか。こういうことも踏まえて

いるということでよろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） 昨今の新聞に出ております入園予約制でございますが、今
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回補正をお願いしておりますこの処遇改善については、入園予約制までを見込んだものとは

なっておりません。この処遇改善、それから補正予算の金額の内容には２人増員をしたいと

いう内容を先日御説明してありますが、これはあくまで現時点で毎月の途中入園を今後も見

込んで、それに応じる最低限の人数を見込んだものでございまして、来年度以降新聞で報道

されております入園予約制までを見込んだものとはなっておりません。 

  なお、この入園予約制でございますが、新聞で出たきりでございまして、その後どういう

制度設計であるとかがまだ入っていない状況でございますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） これで質疑を終結します。 

  次に、４款衛生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  17ページの３目環境衛生費の５の事業、地球温暖化防止対策事業費の調査委託料2,000万円

でございます。 

  これは全員協議会でも聞いたわけでありますけれども、複数の施設を対象とした事業であ

ればよろしいという形で、うちの町の場合は３小学校と１中学校、図書館、保育園２園とい

う形で想定されているということであります。それ以外にも対象になる施設が私はあると思

うんですけれども、この想定した理由というのを説明を求めたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今御質問がござました件ですが、まず先ほど議員のほうからお話がありましたとおり、今

回の採択条件というのが、複数施設に複数の設備が必要だというものがまず第一前提でござ

います。その条件の中で、今回の事業につきましては環境省のモデル事業ということで、Ｃ

Ｏ２の削減が大幅に期待ができるというところがありまして、大幅に期待できる施設という

ことで考えた場合、使用頻度が高く、建設からただいま10年以上ということで設定させてい

ただいておりますが、10年以上たっている施設を対象に調査をさせていただくというのが一

番大幅な削減が期待できるのではないかということで、まずそこで施設のほうを選定させて

いただきました。その後につきまして、まず今後、小学校のエアコンの導入であるとか、第

５次総合計画の中でもございますとおり、教育環境の充実ということを考えた場合に、まず

教育施設の枠組みという中で今回７施設を調査対象とさせていただいております。今回この

教育施設ということで７施設を対象とさせていただきましたが、今後この７施設におきまし

て効果が検証できれば、福祉施設であるとか、そういうものにつきましても今後枠組みを考

えていきたいというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 今、課長のほうから答弁があったことでございますけれども、今回
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のこの省ＣＯ２化手法促進モデル事業ということで、方法を考えて、それを推進していくと

いう形で、今回この７施設で効果があれば例えば、これにプラスアルファ２施設を入れても、

この翌年度以降の事業遂行、設備及び工事費の３分の１、上限として8,000万円、申請の中で。

その中に枠組みとして入れられることができるのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今回の枠組みについての７施設につきましてですが、今回の事業に関しましてはその７施

設が対象ということになりますので、検証ができれば、今後この事業でいくのか、今後環境

省のほうでまた違うモデル事業があるのかというのはちょっと今はわかりませんが、その中

でほかの施設は検証していくということで考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  これ以外に私が考えると、学習ホールがさまざまな行事で、あそこに行ったときに、冬な

んかは入ったときに暖房がきかなくて、施設の中に入ってもダウンパーカーなりいろんなも

のを着ていかなくては寒さが非常にきつく暖がとれない、冬にもかかわらず暖房を回すたび

に横のところに扇風機を回してやると。またジャズコンサートにおいては音がうるさくて音

楽が聞けないということで、そういったときに暖房をとめてしまうということで、途中でそ

ういったことがあるということで、ちょっと調べたんですけれども、小学校なんかの電気料

は自彊小が230万を筆頭に、住吉小学校が310万、中央小が360万、吉中が780万という形で電

気料が入っています。図書館は660万、わかば保育園が140万、さくら保育園も140万でありま

す。学習ホールは年間250万、それにこの空調用の灯油代金13万ということで、260万、年間

ですね、省ＣＯ２ということの切り口からいうと、このモデル事業に該当する施設として、

非常に合っている、10年も経過しておりますし、社会教育的な見地からしましても教育的な

施設なものですから、今課長が言われた御答弁の中になぜこの学習ホールが入っていないの

かなと思うんですけれども、それについて御答弁をお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 環境省の関係で、昨年の環境省の直接のバルクリース事業のほう

でうちのほうが担当したものですから、その関係でちょっと答えさせていただきます。 

  うちのほうでバルクリースの関係につきまして、庁舎と、それから学習ホール上げさせて

いただきました。エアコン等ききも悪いということと、年数もたっているという中で、一応

この二つをテーマとして各４市町、４市２町の中で当町は学習ホールと庁舎を上げさせてい

ただきました。そうしたところ、バルクリースの中には考え方が、ＣＯ２削減もそうなんで

すけれども、あと改修もあります。いわゆる今使っている維持管理費と、直した後の維持管

理費が経済的にどうなのか、要するに今のが下がって改修の見込みがあるかどうかというの

でやりましたところ、このバルクリース事業では学習ホールが非常に頻度が低くて、施設も

高いという中で、このバルクリースが適さないということでの判断をいただきました。です

ので、逆にこのバルクリースを使用ではなく、他の制度を活用してやったほうが経費的にも

安くなるという結果がちょっと出たものですから、それで今回もバルクリース事業には当た

らないという中で、今ちょっと相談も受けたんですけれども、こうしたことが実は環境省か
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ら調査結果で、調査は一応していただいたんですが、その中では当たらないということで出

たものですから今回それから外しているという状況です。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  そういった形で町も優先度として学習ホールを想定していろんなことをやっていただいて

いるということがわかりましたので、非常にいいと思います。これにおきましては、過去の

本会議の中でもいろんな議員の方々が環境改善を訴えておりますので、次のメニューを見つ

けていただいて、早期の実行をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  次に、６款農林水産業費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  次に、７款商工費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  次に、８款土木費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  次に、９款消防費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  次に、10款教育費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  先ほど全協のほうで説明をいただいていたんですけれども、よくわからなかったのでお伺

いしますが、議会報告会をやったときに若いお母さん方から他の市町のほうが就園奨励補助

金が高いよということで伺いました。先ほど説明の中でも入園料とか毎月の保育料を計算し

てやっていますよということで、その金額がどのくらいというのは納得できました。そのお

母さんたちが言うには、よその市町が高いもので、そちらへ子供が行くということもあると

いうようなことを伺ったもので、それでお伺いしますが、あくまでも吉田町に住んでいる子

供の就園奨励費の補助金は、先ほど一覧表でいただいたものを保育園ですか、あるいは幼稚
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園に交付するというか配付するというか、やるということで、よそへ行ったからよその高い

ところの就園奨励費補助金をもらうじゃなく、あくまでも吉田町に住んでいる園児は吉田町

の決まった金額をいただくんですよということでよろしいかどうか、その辺を伺いたい。 

○議長（大塚邦子君） 学校教育課長、水野辰明君。 

○学校教育課長（水野辰明君） ただいまの御質問ですが、この幼稚園就園奨励費の補助金に

つきましては、要項の適用については、その住んでいる住所のある─今回吉田町で定めた

就園奨励費につきましては、吉田町の住所の方についての適用ということで御理解をいただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  今のは了解しました。 

  あと、以前一般質問やったときにこの金額の決め方、先ほどの説明では、入園金とあとは

毎月の保育料を計算してありますというふうに伺いました。僕が一般質問やったときは町立

保育園があるので、その辺との兼ね合いというか絡み合いというか、その辺との差がどうの

こうのというような形で確か答弁いただいたと思い出しましたもので、今回この金額を算出

するに当たってはその辺の保育園との関係はどうかなということで伺いますけれども。 

○議長（大塚邦子君） 学校教育課長、水野辰明君。 

○学校教育課長（水野辰明君） ただいまの町内保育園との保育料のバランスという御質問だ

と思いますが、今回制度設計をするに当たりまして、町内の保育園の保育料との関連では、

第３階層の第１子におきましては、保護者が負担する保育料についてほぼ均等がとれるとい

うようなことで、そうしたことも踏まえて現状の金額をもとに第２子半額、第３子無償化と

いうようなことで制度設計をしたといういきさつもござます。町の保育料との関連につきま

して、当然所得段階によってその辺の差は出てまいりますが、今申し上げました第３階層の

第１子ということで注目をして考えたという経緯でございます。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  ただいまのも了解しました。 

  あともう一つ、町のホームページを見ると、以前の改正前のこの金額、就園奨励費の補助

額の一覧表が載っているわけです。以前一般質問のときも言いましたが、平成17年のデータ

として載っているわけです。もうあれから10年以上たっているし、この間私が昨年たしか一

般質問やって、そうなっていますよと言って、直っていないもので、ちょっと怠慢のような

気もしますけれども、今回これでこれが通りましたら新しい改正用の案でいただいた資料に

なるわけですけれども、要望になってしまうかもしれませんが、即これに変えていただける

かどうかちょっとお伺いします。 

○議長（大塚邦子君） 学校教育課長、水野辰明君。 

○学校教育課長（水野辰明君） 今回の補正をお認めいただいた後には、この要項を改正をい

たしまして、ただいまお話がありましたホームページにこうしたものを、改正後の内容を掲

載をしてまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 
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○１１番（八木 栄君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  次に、12款公債費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  次に、13款諸支出金についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  以上で、第48号議案についての質疑を終結します。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（大塚邦子君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。御協力いただきありがとう

ございました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午前１１時４５分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（大塚邦子君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会第13日目でございます。 

  ただいまの出席議員数は13名であります。これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（大塚邦子君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（大塚邦子君） 日程第１、一般質問を行います。 

  会議規則第58条第１項及び第２項の規定により、期日までに通告を受け、質問を許可して

おります。また、同条第３項の規定により、質問の順序は通告順といたします。 

  １人の質問及び答弁に要する時間は60分以内です。関連質問はございません。 

  それでは、順番に発言を許します。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 山 口 一 博 君 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

〔１番 山口一博君登壇〕 

○１番（山口一博君） おはようございます。事前に通告したとおり、二つについて質問いた

します。 

  中学校部活動と教育ＩＣＴ化について。 

  教員の多忙化解消問題が社会的に言われて久しくなっています。ＯＥＣＤ、経済協力開発

機構国際教員指導環境調査2013によると、日本の中学校教員の週間労働時間は、参加34カ国

平均より15.6時間多い53.9時間に達しています。また、小学校教員においても多忙化は同様

と思われます。 

  多忙化解消が改善方向に向かえば、教員が生徒と向き合う本来の時間や授業の準備や専門

性が今以上に確保できます。 

  小・中学校の生徒たちがよりよい学校生活を送るため、また教員の多忙化解消として中学

部活動と教育ＩＣＴ化は、学校側はもちろん、行政、教育委員会として早期の有効な取り組

みや対策が必要と考えますので、以下２点について質問します。 

  １、吉田中学校の部活動について。 
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  (1)月間または一週間の管理職を除いた教員の時間外労働時間は。 

  (2)土日等の学校休日での部活動の実態は。 

  (3)非認知能力の養成とプログラムは。 

  ２、学校現場でのＩＣＴ化（情報通信技術）の有効な利活用について。 

  (2)住吉小学校が今年度から「未来の学校」として県から指定されているが、ＩＣＴ化や多

忙化解消等を含めて検討するのか。 

  以上、御答弁をお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 山口議員、二つ目の質問の(1)を抜かしたようですので、追加でお願い

します。 

  発言を求めます。 

  １番、山口一博君。 

〔１番 山口一博君登壇〕 

○１番（山口一博君） ２が一つ抜いてありましたので、ごめんなさい、訂正します。 

  (1)生徒、保護者、学校側それぞれの立場での進捗度と今後は。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） それでは、答弁をお願いします。 

  教育長、浅井啓言君。 

〔教育長 浅井啓言君登壇〕 

○教育長（浅井啓言君） 初めに、中学校部活動について申し上げます。 

  平成20年３月告示の中学校学習指導要領では、部活動の指導計画の作成等に当たって配慮

すべき事項として、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポ

ーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するもの

であり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、

地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体との連携な

どの運営上の工夫を行うようにすること。」が示されております。 

  また、中学校学習指導要領解説総則編では、「各学校が部活動を実施するに当たっては、

本項を踏まえ、生徒が参加しやすいように実施形態などを工夫するとともに、休養日や活動

時間を適切に設定するなど生徒のバランスのとれた生活や成長に配慮することが必要であ

る。」と記述されております。 

  これに基づき、吉田中学校では、「部活動は、余暇の有効活用と趣味・個性の伸長を図る

とともに、精神的に強い意志のある生徒を育成することをねらいとする。また、規則を守り、

礼儀正しい生徒を育成することと、単に技能だけを高める場ではなく、お互いが協力し合っ

て助け合い、社会的にも豊かな人間性を育む場とする。部活動だけに集中し、学習活動や学

級活動、生徒会活動がおろそかにならないように、一人ひとりが励まし合い、すばらしい伝

統と校風をつくりあげていくことを目標とする。」という三つの観点で指導のねらいを定め

ています。 

  平成28年９月現在における吉田中学校の部活動の実態について申し上げますと、まず、部

活動の種類といたしましては、野球部、ソフトボール部、サッカー部、陸上競技部、男子ソ

フトテニス部、女子ソフトテニス部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、

男子バレーボール部、女子バレーボール部、女子卓球部、男子卓球部、剣道部、柔道部、弓
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道部、なぎなた部、水泳競技部、吹奏楽部、美術部、パソコン部、科学部、家庭部、園芸部

の23部があります。 

  また、加入状況につきましては、全生徒に対して部活動を義務づけていることから、876

人の生徒は、23のいずれかの部に加入しております。 

  指導体制につきましては、46人の教員と６人の外部指導者が指導に当たっており、外部指

導者から指導を受けている部は、男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部、剣道部、柔道

部、なぎなた部となっております。 

  それでは、１点目の月間または一週間の管理職を除いた教員の時間外労働時間はについて

お答えします。 

  平成27年度における管理職を除いた吉田中学校教員48人の１人当たりの時間外労働時間は、

年間合計の平均で1,211時間となっております。これを月間合計の平均にいたしますと101時

間となり、週間合計の平均にいたしますと23.1時間となります。 

  また、教員の一週間の労働時間は38.8時間であることから、この労働時間と時間外労働時

間を合わせますと61.9時間となります。 

  次に、２点目の土日等の学校休日での部活動の実態はについてお答えします。 

  平成28年４月から７月までの４カ月間における土曜日と日曜日の部活動について調査しま

したところ、土曜日と日曜日の二日間とも活動を行った部は62.0％。その内訳といたしまし

ては、二日間とも終日活動を行った部が21.7％、一日は終日活動、もう一日は半日活動を行

った部が20.7％、二日とも半日活動を行った部が19.6％でございます。 

  また、土曜日と日曜日のいずれか一日だけ活動を行った部については、終日活動を行った

部が1.1％、半日活動を行った部が15.2％あり、これ以外に土曜日と日曜日の二日とも活動を

行っていない部は21.7％でございます。 

  一方、その期間に行った教員の勤務時間を調べたところ、46人の教員が部活動指導に費や

した平均時間は、土曜日が３時間45分、日曜日が３時間15分でありました。 

  このように、吉田中学校の教員が部活動の指導のねらいと目標をもとに、生徒の意欲やや

る気などを引き出させ、地道な努力を重ねた結果、近年では数々の実績を残しております。 

  昨年度は、陸上競技部の全国大会出場を初め、野球部が県大会優勝を果たし、東海大会で

３位になりました。今年度についても、陸上競技部と弓道部が全国大会出場を果たし、剣道

部は東海大会に出場するなど、日ごろの成果を十分に発揮されました。 

  次に、３点目の非認知能力の養成プログラムはについてお答えします。 

  「認知能力」と「非認知能力」の育成に関しましては、近年、幼児教育分野で注目されて

いるところでございますが、ジェームズ・Ｊ・ヘックマン著「幼児教育の経済学」では、知

能指数や学力など数値化が可能な能力を「認知能力」とし、「思いやり」や「協調性」、「や

り抜く力」、「社交性」、「自制心」、「勤勉性」など、気質や性格などの目に見えない力

を「非認知能力」としています。 

  学校現場では、このような言葉を用いて能力のすみ分けを行っておりませんが、仮にこの

言葉を用いて小・中学校の教育課程を整理してみますと、各教科の内容指導が「認知能力」

の育成の場であるのに対し、「特別な教科」として位置づけられる道徳科を初め、学級活動

や生徒会活動、中学校の部活動、小学校の課外活動などは「非認知能力」の育成の場である

ととらえております。 
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  これら「認知能力」の育成の場と考えられる教科指導や、「非認知能力」の育成の場と考

えられる各種教育活動は、全て毎年作成する年間指導計画に基づいて行われていることから、

その年間指導計画がプログラムに相当するととらえております。 

  なお、学校現場においては、「認知能力」と「非認知能力」の双方をバランスよく育てる

ことが重要であると考えております。 

  次に、学校現場でのＩＣＴ化（情報通信技術）の有効な利活用についての１点目、生徒、

保護者、学校側それぞれの立場での進捗度と今後はについてお答えします。 

  21世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指し、文部科学省では、平成23年４月に初等中

等教育段階における教育の情報化に関する総合的な推進方策として「教育の情報化ビジョン」

を取りまとめています。 

  この「教育の情報化ビジョン」によりますと、21世紀を生きる子供たちに求められる力を

育む教育を行うためには、子供たちの学習や生活の主要な場である学校において、教育の情

報化を推進することが必要であると示されております。 

  また、次期学習指導要領では、課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習とし

て、いわゆる「アクティブ・ラーニング」が導入されることになります。 

  児童・生徒が課題解決のために情報を収集したり、思考を表現し交流したりする場におけ

るＩＣＴ機器の効果的な活用は、このアクティブ・ラーニングの推進には欠かせないツール

となります。 

  当町では、第５次吉田町総合計画前期基本計画における学校教育の分野の施策として「教

育環境の充実」を掲げておりますが、その中では、「ＩＣＴ機器の充実を図ることにより、

情報教育の充実が一層図られるとともに、児童・生徒が主体的に学習する環境が整っていま

す。」というように、４年後の姿として目指すべき方向性を明確にしています。 

  現在、町内小・中学校のパソコン教室のパソコンについて、現状のパソコン教室の機能を

維持しつつ、さらに効果的な活用をしていくため、キーボード接続式のタブレット端末を各

小・中学校に40台設置する準備を進めております。導入後における児童・生徒の学習は、パ

ソコン教室の学習だけではなく、通常の教室や体育館、グラウンドなど、校内どこにいても

タブレット端末を用いた主体的な学習を行うことが可能になります。 

  また、教師の校務に関しては、平成21年度から他の市町に先駆けて校務支援ソフトを搭載

した校務用パソコンを導入し、児童・生徒の成績・出欠席の処理管理や指導要録の作成管理

などにおいて教職員の事務処理の効率化が図られております。 

  また、保護者のＩＣＴ利活用に関しても、平成20年度から他の市町に先駆け、学校から保

護者に対する緊急一斉メールを送信するシステムを導入し、学校との機動的な連携が図られ

ております。 

  教育委員会といたしましては、引き続き、学校現場におけるＩＣＴ化について協議・検討

を行い、教育環境の充実を図ってまいります。 

  次に、２点目の住吉小学校が今年度から「未来の学校」として県から指定されているが、

ＩＣＴ化や多忙化解消等を含めて検討するのかについてお答えします。 

  静岡県教育委員会では、「学校運営の改善に向けた取組の推進」を重点に掲げ、その一つ

の事業である「未来の学校『夢』プロジェクト」を強力に推進しております。 

  この事業は、平成28年度から平成30年度までの３年間をかけ、教職員の多忙化解消につい
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て研究を行い、その実践をもとに未来の学校を創造していこうとうするものでございます。 

  都道府県の教育委員会が教職員の多忙化解消について調査研究を行うことは、全国的にも

例がないことから、これまでに何度も新聞やテレビで取り上げられており、注目される取り

組みになっております。 

  当町では、住吉小学校がモデル校となり、「やめる」、「変える」、「減らす」の手法に

より、全ての校務を見直したり、教職員の意識改革を図ったりする取り組みが行われますが、

当然ながらこの中には、先駆的なＩＣＴ化を含めた検討も視野に入れております。 

  教育委員会といたしましては、住吉小学校の取り組みを支援していくとともに、その成果

を町内小・中学校にも波及させながら「教職員が授業に専念できる環境づくり」の実現に向

けて取り組んでまいります。 

○議長（大塚邦子君） 再質問はありますか。 

  １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） 御答弁ありがとうございます。 

  順序立てて質問させていただきます。 

  まず、１番の部活動について再質問します。 

  今、教育長からもお話があったように、お手元の資料がちょっと用意してありますので、

ちょっと一緒に見てもらいたいと思いますけれども、部活動というのは、学校教育法や教育

基本法には規定されない、資料１の２にありますように指導要領の総則に少し書いてあるく

らいになっております。 

  今、教育長から御説明あったように、生徒の自主性、自発的な参加により行われている位

置づけになっています。2020年から始まります次期指導要領にも、変わらないと中教審では

案を出しております。 

  そこで、質問、確認なんですけれども、吉田中学校の時間外労働時間を今お聞きしたとこ

ろによりますと、平均が61.9時間ということになっていると思うんですけれども、これは今、

資料にありますように参加平均国が勤務時間が38.3時間、日本の平均時間が53.9時間という

ことで、今、吉田中学校では８時間ほど多い勤務時間の体制になっていると思うんですけれ

ども、これは前年度、その前の年に比べて少なくなってきているのか。それとも、現状、こ

のまましばらくはこの時間が続いているのかということをちょっとお聞きします。 

○議長（大塚邦子君） 学校教育課長、水野辰明君。 

○学校教育課長（水野辰明君） ただいまの吉田中学校の教職員の時間外の現状でございます

が、例年、このような現状にあるという認識でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） 変わりなくこの時間で勤務しているということなんですけれども、土

日の出勤数を今ちょっとお聞きしたと思うんですけれども、今現在、ほとんど小学校の教員

ですと、１カ月のうちに約２日、中学校の先生ですと、土日の出勤が４日から4.5という平均

が出ていますけれども、当町も土日の出勤する日にちというのは変わらないでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 学校教育課長、水野辰明君。 

○学校教育課長（水野辰明君） ただいま答弁の中で申し上げましたとおり、土日の出勤につ

きましては、部活動も含めましてかなり多くなっているという現状がございます。 
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  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  そうすると、勤務に伴う、例えば一般の会社で言うと、残業手当みたいな特殊手当がつく

と思うんですが、これは事前にちょっとお調べしたんですけれども、中学校の部活動の休日

出勤手当は特殊業務手当と言われまして、部活に出て、１日７時間出た場合が4,250円、３時

間出た場合が3,000円ということなんですけれども、この給与条例というのは、県が人事も含

めて管理をしていると思うんですけれども、教育委員会としては、服務監督として、教職員

に対して服務の監督の義務を負うということなんですけれども、この金額はお間違いないで

しょうか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 今、議員の御質問は、教職員に残業手当がないので、部活動につい

てはどういうふうになっているのかということと、教育委員会として、そのことについて管

理とか指導はどうなっているのかという、そういうふうにとらえさせてお答えさせていただ

きたいと思います。 

  議員さんのほうで調べられたように、教職員にはいわゆる残業手当というのはありません。

教職員関係の調整額の中に含まれておりますので、ありません。 

  ただし、今、御質問いただいている部活動なんかについては、特殊業務手当といったこと

で、自分の実績に応じて申請をして、県のほうでそれにチェックをかけて出していただいて

いるということがあります。 

  あと労働時間の管理についてですが、教育委員会のほうでは、時間外の労働時間について、

毎月、各学校から一人一人の教職員がどれくらい働いたのかということで、時間外労働時間

については学校のほうから提出していただいて書いております。一定の時間を超えたものに

ついては、産業医との面談を希望するのか、希望しないのか、そこも学校の段階でチェック

をかけていただいて、うちのほうへあげていただいております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  勤務時間の実態といたしましては、長時間労働になっていると思うんですね。多忙化とい

うことにもつながるとは思うんですけれども、このように長く勤務していて、実際のところ

教職員の方々が健康問題にしても、家庭での過ごす時間というのは問題がないのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） こういった状況の中で教職員の身体的なもの、家庭的なものについ

て問題はないのかという御質問だと思います。 

  現在、私どもが把握している段階については、健康状態、家庭等の問題についてはありま

せん。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） ありがとうございます。 

  では、別の観点からお話しさせてもらおうと思うんですけれども、実は事前に、当局とも

よく関係がありますベネッセコーポレーションから資料を出してもらいまして、教員の仕事
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と意識に関する調査ということで、全国で5,400人のアンケートをとった結果が出ております。 

  実は、全国平均が学校での勤務時間が11時間、平日に家での仕事の持ち帰り時間が１時間、

平均の睡眠時間が、成人男性よりも２時間少ない５時間、休日出勤が先ほど言ったように、

小学校で２日、中学校では４日から4.5になっておりますが、このように長い勤務時間になり

ますと、本来の生徒と向き合う時間や授業の準備、または自分の専門性、そういう確保する

時間というのは保たれているのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 議員の質問は、教師の子供と向き合う時間は保たれているのかと、

そういうことでよろしいですか。 

  教員の子供に向き合う時間は保たれています。なぜかといいますと、児童・生徒がいる間

は、やはり児童・生徒の指導が中心となっていきますので、やはりその間というのは、当然

子供と向き合う時間になっていますので、それが終わった後、いわゆる授業の準備だとか、

そういったものになっているので、当然時間が長くなっているというのは、そういうところ

であります。ですので、そのために長時間労働になっているから子供と向き合う時間がない

のかと、そういうことはないです。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） ありがとうございます。 

  私、言いたいのは、長い時間勤務して、当局、行政、教育委員会にしても、今、１週間で

61.9時間働いているということだったんですけれども、そのうちの─そのうちのというわ

けではないです。部活動に関連するお時間をお聞きしたんですけれども、それが課外活動を

して７時間から８時間ぐらいが部活動に当てられるということだったんですけれども、例え

ばそれをほかの市町でもう始まっている部活の支援活動員にしても、例えば名古屋では昭和

61年から始まっています。名古屋市型ということで、運動部にしても、文化部にしても、支

援員を配置しまして、その学校の先生方を助けて、その学校の先生は余った時間を授業の準

備とか、生徒とのいろいろな相談とか、学習相談とかに当てているということで成功をおさ

めている市町もあります。 

  静岡市でも、お金を出して、ボランティア外部活動、コーチみたいなものをやっていると

いうことだったんですけれども、そういうことで、いずれは当町も支援活動の中で外部の支

援員を確保するんじゃないかなと思うんですけれども、現在、吉田中学校では、今、資料を

出させてもらったんですけれども、運動部が17、文化部が６ということで、計23ということ

で、事前に資料を出してもらったんですけれども、そのうちのクラブ活動、部活動とは別に

クラブ活動に行っている方が陸上部で34、水泳部が12という資料を出してもらいました。そ

の中で、外部講師が６名、今、教育長からの答弁の中であったんですけれども、その６名に

対しては、手当、勤務手当というんですかね、そういうものをお出しになっているのか、無

償なのかというのをお聞きします。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 吉田中学校の外部指導者のところはどういうふうになっているのか

という御質問だと思います。 

  吉田中学校の外部指導者については、先ほど答弁でお話ししたとおり、６名の方がやって
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いただいていますが、いずれも保護者会、あるいは部の顧問と話し合った上で、その外部コ

ーチを投入するということで、最終的には校長がそれを了解して、成立をしているところで

す。したがって、どの部活の６名についてもボランティアでやっていただいているのが現状

でございます。よろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  いずれは教員の部活動ですね、現状は夕方まで教員が部活動を見て、その後、多分、自分

の通常の仕事をしたり、採点をしたりすることで残業時間が増えているということだと思う

んですが、教育委員会としては、その部活動の支援員、県ではスポーツエキスパートと言っ

ているということで、あと文化部では文化のたくみという言葉を今使って、文科省に今そう

いうお話もしているようなんですけれども、当町としては、外部の人材、吉田町でもすぐれ

た教え方の上手な方も何人もいると思うんですね。そういう方に、将来的には有償になるか

もしれませんけれども、外部支援員を募って、先生方を助けていくという方向はありますか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 外部指導者の今後の方向性について教育委員会としてどういうふう

に受けとめているかということだと思います。 

  まず、ちょっと整頓していきたいと思いますが、部活動で非常に教職員の勤務が長くなっ

ていたり、負担が大きくなっているということは、これは国のほうでも、文科省を初め今検

討に入っている段階でございます。そういった中で、その負担を軽減していく一つの方法と

して、外部指導者を導入したらどうかというところが出ていると思います。 

  ただ、この外部指導者の導入についても幾つかの問題点があります。その一つは、決定的

に言えるのが、引率して行けるのかどうかということだとか、外部指導者にどこまで責任を

持っていただくことができるのか。今、その辺が国等でも話題になっていますし、市と県で

も話題になっているところです。 

  県費負担教職員と同じような扱いとするというような形で外部指導者が導入されれば、こ

れは全く同じですので、責任問題、あるいはそういったことについても同じようにとらえて

いくことができるというふうに考えられると思います。 

  そういったことを考えていく中で、一方で、今、本町が取り組んでいます未来の学校、住

吉小学校をモデル校としてやっているわけですが、そういった視点から考えたときも、確か

に学校がやるべきことが多くなっていたり、その中に入っている部活動の占めている割合も

多いかと思います。だから、そういった全体として教職員の多忙化を減らしながら授業に専

念できる環境づくりを保障していくためにはどうしたらいいかという視点としては、外部指

導者の導入も十分考えられる方向性かなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  ありがとうございます。 

  じゃ、前向きに指導員のことは考えていただけるということでよろしいですかね。 

  次に…… 

○議長（大塚邦子君） 答弁はよろしいですか。 
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○１番（山口一博君） 大丈夫です。 

○議長（大塚邦子君） よろしいですね。 

  教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 今、議員、前向きにとおっしゃいましたけれども、私のほうは、未

来の学校、あるいは教職員の多忙化解消と、授業に専念できる環境づくりという全体の中で、

そういった視点も持って考えていくと。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） よく見守っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、ちょっと聞きなれない言葉が入ってきてしまって、私が提出したんですけれども、

非認知能力ということでちょっとまた御答弁いただきたいんですけれども、資料の③にあり

ますけれども、この非認知能力はどういうものかというと、今、教育長が答弁されたとおり

だと思います。 

  しかし、今度、2020年から始まる今の大学入試、高大接続のセンター試験が2020年に変わ

ろうとしております。その中間発表みたいな形で、非認知能力も今のセンター試験のほうに

取り入れられるんじゃないかという話もあるくらい、今、国のほうでは、この非認知能力に

対して非常に関心を持っておりますので、ちょっとそれもお聞きしたいと思います。 

  今、教育長がお話しになったように、ＩＱや学力、記憶力などの数値化が可能なものが認

知能力と言われています。実はこの認知能力というのは、もうあるところで発表があるんで

すけれども、８歳から10歳までにもう形成されてしまうというようなデータが出ております。 

  近年では、この非認知能力が経済的、社会的な成功に大きな影響を及ぼすという研究結果

が数多くされています。今言ったようにセンター試験にも準備されています。 

  そこで質問なんですけれども、５月15日に行われた教育再生実行会議で提出された資料の

中に、独立行政法人経済産業研究所が全国120万人のデータから、20歳から69歳までの男女

6,000人を調べた結果、以上の結果が出ております。大学卒業で正社員雇用形態で、犯罪や逮

捕歴のない人を調べた結果、次のような結果が出ているというような発表があります。 

  15歳のときの学業成績と、家にある蔵書の数と、中学時代の部活動、この３点がデータで

プラスになっているというふうになっています。 

  お聞きしたいのは、現在、中学校では９教科あります。９教科の中で、今、日本では絶対

評価というふうな評価になっております。通称では、各観点ごとに、中学生ですから、Ａと

かＢになって、４とか５になっていくというふうに言われているんですけれども、今、非認

知能力の中では、教育長の答弁の中では、年間の指導計画というものを出しているというこ

となんですけれども、実際にこの非認知能力に対してのプログラム、例えばやり抜く力とか、

あとはやる気を持って、意欲を持って、忍耐力をつけて部活に臨んでいるのかということで、

部活に特化をするわけなんですけれども、そういったプログラムというものは用意をしてい

るのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 少し整頓させていただきたいなと思うんですが、私の答弁でも言い

ましたように、非認知能力は、部活動でも培われる部分もあるし、その他の教育の中でも、

道徳だとか、そういったものを通しても培われるものであって、学校教育ということでは、

両方バランス的に整っていくということなんですね。だから、例えば道徳の指導計画だとか、
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そういったものに思いやりだとか、粘り強さだとか、そういったものが入っていますので、

そういった面ではプログラムとして成り立っていると思います。 

  一方、議員が言っている部活動についてはどうだというところだと思うんですが、部活動

についても、それぞれ年間計画を顧問が立ててやっております。それはもちろん技術的な面

で言えば、基礎期だとか、試合・応用期とかというふうになっているので、そういった部活

動の年間計画の中に非認知的なものも含まれているというふうに考えております。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  今の御答弁の中ですと、ある程度の部活ですと、年間計画というのと、私ちょっと違うん

じゃないかなと思っています。というのは、年間計画というのは、ある程度、もし運動部で

したらいつに試合があるとか大会があるとかという計画なんでしょうか。それとも、この半

年までの間に技能をどのぐらい高めるのかというふうな、例えばリーダーシップを持たせる

のかという、そういうプログラムを年間計画の中に組み入れているのかということをお聞き

したいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 部活動の年間計画はどのようになっているのかということだと思い

ます。 

  今、議員さんがおっしゃったような、例えば何月に試合があるとか、どこで大会があるだ

とか、そういったいわゆる簡単な日程の計画みたいなものも当然ありますし、先ほど申し上

げたように技術的な、ここは基礎を養う、ここは応用を養うというようなこともありますし、

そういった中で、ここでは協力性だとか、リーダーシップだとかというものをもちろん含ん

で計画を立てております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） ありがとうございます。 

  なかなか数値化をするというのは、非常に難しい項目に当たるとは思うんですけれども、

ぜひとも非認知能力を再認識していただいて、学校全体にかかわることなんですけれども、

きょう、私の質問が部活に関してのことなものですから、部活にも取り入れられていければ

と思いますので、ぜひまた御検討というか、前に進んでいきたいと思います。 

  では、部活については以上なんですけれども、次に、２番目のＩＣＴ化についてちょっと

お聞きします。 

  資料を出しまして、その裏面にありますけれども、文科省では、答弁の中にありますけれ

ども、平成23年に教育の情報化ビジョンを公表し、子供への教育におけるＩＣＴの活用を以

下の三つに分類しましたというふうになっております。 

  お聞きしたいのは、このＩＣＴ化がそれぞれ生徒、保護者、学校側ということで進んでい

るということだったんですけれども、実際に保護者からもうちょっとこういうふうな形で便

利にしてほしいとか、学校側、先生側からもう少しこうやって前向きにＩＣＴ化を進めてほ

しいという御意見というものはありますか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） ＩＣＴ化についての保護者及び学校、教員からの要望はどうなのか
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ということですけれども、保護者については、特にいわゆる子供への指導の関係でもっとこ

うしてほしいというものはございません。先ほど話しました、メールで配信する連絡等につ

いては、大変好評を得ていますし、三つの段階で登録させていただいているので、一つでな

くても、二つ目、二つ目でなくても、三つ目ということで、保護者にくまなく連絡がつくよ

うになっているので、そういう面では好評いただいております。 

  もう一つ、学校についてですけれども、いわゆる先ほど答弁の中で申し上げた、本年度、

パソコン教室のパソコンを導入するに当たって、先生方から意見を聞いたり、今後どういう

ふうにものを進めていくのかというような意見、要望については、そういった会議を開いて

伺っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） 先日、住吉小学校、私ちょっとお邪魔しまして、校長先生とＩＣＴ化

の担当の先生方にいろいろお話をさせていただいて、吉田町はほかの市町に比べて先進的に

進めているということをお聞きしまして、答弁の中でも、平成20年とか21年ぐらいから校務

支援というのを始めたということで、非常に喜んでおりました。 

  私、ちょっと疑問に思ったのが、私も子供３人おりまして、住吉小学校から吉田中学校に

行ったんですけれども、例えば毎年毎年ちょっと不思議に思ったのは、個票という自分の家

族歴とか、地図とか、裏表、毎年毎年書いているということで、そういうのはもう別の方法

に変わっているのかなと思ってお聞きしたら、今でも同じ方法をとっていると。20年、多分、

浅井先生が現役のころから同じようなシステムになっているのかもしれませんけれども、住

吉小学校では、全校生徒が500人以上おりますけれども、去年までは、その個票を１人でやっ

ていた。管理というんですか、集計を１人でやっていたというように聞いておりまして、今

年度から２人になっているということなんですけれども、私、保護者側からの立場とすれば、

メールもすごい今便利な機能がついております。もし保護者側の立場からすれば、一度出し

たものは、例えば小学校１年生に出したものは、変わらなければ６年間共通なもので使える

ようなシステムにしたり、あとは小学校６年生から中学１年に移る場合、ほとんど当町は３

小学校から90％以上の子が吉田中学校に通うと思います。それに対して、ＩＣＴ化をもっと

利用すれば、先生方の手を煩わせたり、もう少し便利になるんじゃないかなというような気

がそのときちょっと思ったんですけれども、それってなぜ変わらないのかなと思ったんです

けれども、御答弁よろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 御質問のほうですが、いわゆる児童・生徒の個人情報の管理という

面の一つとして、今、多分皆さんお宅で書いていただいている通学路とかそういう地図です

か、そういうものをデータ化したほうがよいのではないかということでしょうか。 

  まずは、このＩＣＴ化の推進と、今言った情報管理だとか、その問題というのは、非常に

難しい面を持っております。ですので、慎重に進めていく必要があるなというふうに考えて

います。 

  その中で、現在、保護者さんからいただいている情報については、一応、地図は除いて、

生徒名簿とか児童名簿というところで、学校で管理させていただいていますので、それは作

業によって変えていくというようなシステムをとっています。 
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  ですが、保護者さんから地図をもらってやるというのは変えておりません。それは当然地

図上でできるようなソフトというのはまだ導入しておりませんし、やはり毎年毎年というか、

多分小学校でいうと低、中、高ぐらいですね、もしお宅が変わった場合だとか、そういった

段階でチェックをかけていただいているところですので、そんな形で進めさせていただいて

おります。 

  もう一つ、議員が言った住小の場合には、１人の先生がその担当をしているということな

ので、お話あったように、情報管理の部分で非常に慎重に進めていかなければならないので、

当然教員がその管理を進めているというのは、これは１人であろうと、２人であろうと、教

員が進めていかなければならないものだと思っています。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  答弁ありがとうございます。 

  今のこの件に関しては、県の教育委員会ですと、教育政策課が受け持っていると思うんで

す、ＩＣＴ化というのは。違っていましたか。それはまたいいとして、ごめんなさい。 

  今回、今年度、このＩＣＴ化の支援員ということで、昨年までは６名から15名に増やして、

そのときに何をしているのかとお聞きしたら、あくまでも先生の授業の準備、お手伝いをち

ょっとやっているというふうになって、それはちょっと私、違うんじゃないかなと思ったん

ですけれども、ＩＣＴ化を進めていくというのは、文科省のほうでも、日本再興戦略とか、

世界最先端ＩＴ国家創造宣言の中でもお話しのあったとおり、これはもう進めていくという

のは、世の中の流れになっているんですけれども、実際に今お聞きした、例えばＩＣＴの支

援員が各学校にもしいれば、先生方の業務で今何が困っているのかとか、何が必要なのかと

いうのは、すごいわかっていると思うんですけれども、当町としては、ＩＣＴ化の支援員と

いうものを進めていくという計画というのは、学校に対してはあるのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） ＩＣＴ化の支援員についての御質問だと思いますが、まずＩＣＴ化

の支援員といったときに、パソコンとかそういったものを使った授業を進めていく上での教

師のパートナーとしての支援員が一つ考えられると思います。もう一つは、いわゆる教員に

かわって全て情報とかを管理するような支援員というのをおっしゃっているのかなと思うん

ですが、二つ目は。 

  一つ目のほうは、本町には支援員として教員補助というものを配置させていただいていま

す。もう一つは、ラーニングプランでやっているラーニングプランの指導員というものを派

遣させていただいていますので、そのタブレットを使う授業にでも必要であれば、そういっ

た教員補助だとかラーニングプランの授業指導員がそこに入っていればいいので、これは十

分達成できるというふうに思っております。 

  もう一つの教員が情報化をやらないで、いわゆるそういった人たちに学校の情報化をやる

というのは、これは先ほどから申し上げているように、情報管理という面で、やはりまだ踏

み込んではいません。今後どういうにするかはまだ考えておりません。 

  やはり教員というさっき言った責任を持っていて、部活動の引率と同じで、業務について

いただかないといけないので、そこのところは簡単にそういう情報管理を任せる指導員の導
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入というのは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） わかりました。ありがとうございます。 

  最後の住吉小学校の未来の学校についてなんですけれども、これも県でいうと、義務教育

課が行っていると思うんですけれども、そこでちょっとお聞きしたんですけれども、今、県

内で４地区されているそうです、未来の学校として。場所的には東中部ということで、４地

区が制定されています。この近くですと、藤枝の高洲中学校がこの未来の学校ということだ

ったんですけれども、お聞きしたのは、多忙化検討委員会というのを設置しまして、大学や

民間や公的機関の人たちと委員会を設けて、2020年から始まる例えばデジタル教科書とか、

そういうものもちょっとお話の中で入っていくというのをお聞きしたんですけれども、当町

のほうも、この多忙化検討委員会というのを立ち上げて、この未来の学校の意識づけという

のはされているのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 今、議員の御質問は、本年度から県教委の指定を受けて当町でやら

せていただいている「未来の学校『夢』プロジェクト」というものだと思いますので、それ

は少し最初に説明をさせていただきたいと思います。 

  これは県のほうでも有識者によるプロジェクト委員会というのを年間５回やっておりまし

て、その中でも、県全体としても教職員の多忙化とか、そういったことについて研究をして

おります。 

  当町においては、それを受けまして、多忙化検討委員会という、多忙化解消の委員会とい

う名称ではなくて、先生方が授業に専念できる環境づくりをつくっていく委員会として立ち

上げております。そこで、先ほど申し上げたやめるとか、かえるとか、減らすだとか、ある

いは校務の整理と教職員の意識改革でどんなことができるだろうかということで、既に１回

会合を持たせていただいております。その会合の内容については、住吉小学校が４月から取

り組んでいることの中で校務の整理、いわゆる仕事を整理していくだとか、教職員の意識改

革のためにどういうことをやったか、そういったことを会議の中身として検討して、それを

各学校に広げていくということで今推進しているところであります。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  もう時間もなくなってきておりますので、質問は最後にさせてもらおうと思うんですけれ

ども、一番最後に町長に御質問はよろしいですか、お願い、よろしいですか。 

  防災対策とにぎわいづくりを一体的に推進するシーガーデン構想が漁港近くで機能を備え

た多目的広場の土台づくりが８月31日から始まりました。これはひとえに人民の生命、財産

を守るということで、津波対策も兼ねて始めたと思うんですけれども、町長にお願いしたい

のは、実はこの15年間の間に、教育費というのは日本全体で15％下がっております。高齢化

がもし１％上がれば、教育費が子供１人当たり2.2％から2.5％下がるということに発表もあ

ります。 

  さっきお話の中にあったように、2020年度から始まるデジタル教科書というものは、もう
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今の時点で、実は平成32年度から始められる学校は、全国で200校しかないんじゃないかなと

いうようなものを予測されています。これは自治体の財政力とか首長の意識、関心の高さと

言われているんですけれども、ここでちょっとお聞きしたいのは、この防潮堤をシーガーデ

ン構想も含めてそうなんですけれども、よく町長は国のほうに行かれまして、予算とかそう

いうものをお話しされるということだったんですけれども、ぜひとも、行っていると思うん

ですけれども、文科省のほうにも行っていただいて、この町のために教育費の予算をとって

いただければなと思うんですけれども、お願いなんですけれども、御返答よろしくお願いし

ます。 

○議長（大塚邦子君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議員もお耳に達していると思いますけれども、吉田町の幼児教育カリ

キュラムがございまして、これは千葉大学の教授の松嵜先生が学識経験者として入っている

んですけれども、この関係で、文部科学省のほうは、私のチャンネルに全てもう回路ができ

ておりまして、文部科学省がうちの町の教育について非常に関心を持ってくださるという形

で、かなりのバックアップ体制を敷いてくださると言っておりますので、そういう意味にお

いては全く問題はないと、こんなふうに思っております。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） 以上をもちまして私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうござ

います。 

○議長（大塚邦子君） 以上で１番、山口一博君の一般質問が終わりました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 大 石   巌 君 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、３番、大石 巌君。 

〔３番 大石 巌君登壇〕 

○３番（大石 巌君） ３番、大石 巌でございます。 

  私は、さきに通告いたしました児童遊園地の整備と能満寺山公園の整備計画について、町

の考えを質問いたします。 

  議会の報告会等、町民の皆さんから数々の御意見や御要望をいただいております。その中

に、小さな子供をお持ちのお母さん、お父さん方から、「近くに安心して遊べる児童遊園地

があったらいいな」という声をよくお聞きいたします。 

  吉田町に住んで、安心して子育てができる、そうした環境の整備の一つとしても、こうし

た身近な児童遊園地があれば、本当に暮らしやすい、そして環境の整備ができるんじないか

なと思います。 

  また、もう一つ、吉田町の中間に位置します、「観光の玄関口」というふうに言われてき

ました能満寺山公園、この公園についても、私は町民の皆さんが気軽に歴史や、あるいは文

化に触れるという機会としては、非常に重要な公園、位置環境があると思っております。 

  そうした点で、以下の５点についてお伺いをしたいと思います。 

  まず、１点は、第５次吉田町総合計画を策定いたしました。その中での児童遊園地の位置

づけ、これについてお答えをいただきたいと思います。 



－152－ 

  二つ目としては、新しい住宅団地、あるいは幹線道路などの整備が進んでおります。そう

しますと、子供たちの遊ぶ場所が道路などで限定がされてくるように思います。町内会単位

で児童遊園地の整備などが進めばいいなというふうに考えておりますが、そうした必要性に

ついてどういうふうにお考えなのか伺いたいと思います。 

  ３点目は、津波避難タワーで住吉地区、川尻地区等、非常に災害時の安全という点では大

きな前進があったわけですが、その中でも児童遊園地に避難タワーが建設されるというとこ

ろもあります。新たに子供の遊ぶ場所を近くにつくってほしいという声もありますが、その

点での設置についてお伺いをしたいと思います。 

  ４番目に、能満寺山公園の整備についてですが、先ほどもお話ししましたように、私は観

光の点も重要ですが、吉田町民の皆さんが気軽に能満寺山公園に出かけていって、散策なり

自然、あるいは歴史について親子で楽しむという点で非常に大事な公園だというふうに考え

ておりますが、この能満寺山公園、これまで整備を進めるというお話も聞いておりますが、

なかなか整備が進んでいない、そうした印象を受けます。そうした点で、この整備がなかな

か進まない理由について１点伺いたいと思います。 

  ５番目としては、この能満寺山公園の第５次総合計画での整備計画、前期基本計画の中で

どういうふうな整備計画になっているのか、これについても町民の皆さんにお示しをいただ

いて、吉田町全体のシーガーデンシティ構想の中での位置づけとあわせまして、こうした環

境の整備、こうしたことが図られるように思っておりますので、その点について質問いたし

ます。よろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） それでは、答弁をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 子供たちが安心して遊べる児童遊園地の整備と能満寺山公園の整備計

画についてお答えします。 

  まず最初に、町内の児童遊園地の状況を説明させていただきますと、現在、町で管理して

いる児童遊園地は八つございます。 

  住吉地区には、中央幹線沿いＫ工区の津波避難タワー南側の中児童遊園地、稲荷神社敷地

内の稲荷山児童遊園地、榛南幹線沿いの旧児童館跡地にあります児童遊園地の三つがござい

ます。 

  片岡地区には、岩留橋西側の岩留児童遊園地、愛宕神社境内の愛宕児童遊園地、廃線とな

りました駿遠線の旧上吉田駅跡地にございます田方川緑地苑の三つ。 

  その他、神戸地区は、カネマン大井線沿い大井神社南側にございます姥神児童遊園地、大

幡地区は、大幡会館前の大幡児童遊園地があり、全部で八つとなっております。 

  それでは、１点目の御質問、第５次吉田町総合計画での児童遊園地の位置づけはどうかに

ついてお答えします。 

  平成28年度を開始年度とする第５次吉田町総合計画前期基本計画におきましては、「児童

遊園地」という記述はございませんが、第２章「誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづく

り」の「子育て支援」の分野におきまして、「子育て支援サービスの充実」という施策がご

ざいます。 

  この施策の４年後の姿であります「サービス提供施設や体制の充実を図り、住民ニーズに
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基づいた子育て支援サービスを提供することにより、住民の育児負担が軽減されています。」

という目標を達成するための具体的な事業といたしまして、「児童遊園整備事業」を実施計

画の中に位置づけております。 

  続きまして、２点目の御質問、新たな住宅や幹線道路などの整備で、子供たちの遊ぶ場が

限定されております。町内会単位での児童遊園地の整備が必要と考えるがどうかについてお

答えします。 

  町内の子供の遊び場としては、児童遊園地のほか、県の管理する吉田公園や町の管理する

西の宮公園や小藤路公園などの都市計画公園、コミュニティ広場、また分譲地内の広場など

がございます。 

  このうち、他と比較することが可能な都市公園面積につきまして、当町は43.3ヘクタール

で、人口１人当たりでは14.5平方メートルとなっております。 

  この都市公園を総務省の「平成25年度公共施設状況調」により他と比較して申し上げます

と、人口１人当たりの都市公園等の面積としては、全国平均の11.8平方メートル、県平均の

9.1平方メートルを上回り、この調査におきましては、熱海市、下田市、袋井市に次いで上か

ら４番目となっておりますことから、当町の人口１人当たりの公園面積といたしましては、

充実している水準にあると考えており、このほかに児童遊園地もありますことから、子供の

遊び場につきましては確保されているものと考えております。 

  しかしながら、平成25年度に実施しました「まちづくりに関する住民意識調査」の中で、

「子どもが安心して遊べる場を増やしてほしい」というような御要望が見受けられましたこ

ともあり、ただいま建設中の北オアシスパークの整備に合わせまして、子供が遊べる広場や

遊具を設置しているところでございます。 

  議員のおっしゃる「町内会単位での児童遊園地の整備」につきましては、地域のニーズや

子供の年齢や遊びの内容により、求められる広さや遊具の種類など、公園や児童遊園地に対

するニーズも異なり、また財源や管理方法も含め、効果的な整備には十分な検討が必要と考

えており、現在のところ、町としてそのような整備方針は検討しておりません。 

  ただし、町といたしましても、昨年度策定しました総合戦略の中で、公共施設における「子

どもが遊べる場所の整備」という具体的な施策を設けており、この施策の「重要業績評価指

標」、いわゆる「ＫＰＩ」といたしまして、「公共施設の育児スペース、キッズサークル、

公園遊具等を設置したことに伴う利用者の満足度80％」を掲げております。 

  誰が、どこに、何を、どのように整備し、どのように管理するのかといった「設置主体」、

「管理」、「場所」、「財源」などにつきまして、また、地域や整備する規模・内容につい

て「選択と集中」をどのように考えるかなどの課題もございますことから、今後も住民ニー

ズを的確にとらえ、公共施設全体で子育てを支援できる効果的・効率的な方法を引き続き検

討してまいります。 

  次に、３点目の津波避難タワー建設で遊べなくなった児童遊園地の新たな設置を考えてい

るかという御質問にお答えをいたします。 

  具体的には、住吉の東村児童遊園地のことと存じますが、この児童遊園地には、平成25年

度にこの場所に津波避難タワーを建設いたしました。 

  その際に周辺の御要望をお伺いしましたところ、特に新たな児童遊園地の設置に関する要

望もなく、また、近くに都市計画公園の小藤路公園もありますことから、新たに児童遊園地
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を設置することは考えておりません。 

  続きまして、４点目の能満寺山公園の整備が進んでいない理由は何かについてお答えしま

す。 

  能満寺山公園は、町のほぼ中央に位置し、昭和56年４月３日付県告示第376号で、面積5.9

ヘクタールとして都市計画決定された特殊公園であり、そのうち、現在までに２ヘクタール

が供用を開始している公園でございます。 

  この公園は、緑地の保全及び緑化の推進について総合的な方向性を示す「吉田町緑の基本

計画」におきまして、町のシンボルとなる歴史や観光の拠点として位置づけされており、「緑

のマスタープラン」におきましても、歴史的環境とにぎわいを大切に、個性的な活力と潤い

のあるまちづくりを行う整備方針が設定されております。 

  また、当町の緑化に関する指針となります「緑の基本計画」や「緑のマスタープラン」を

包含し、都市計画に関する基本的な方針を定めた「吉田町都市計画マスタープラン」の中で

は、能満寺山公園に整備されております展望台小山城につきまして、町の代表的な施設、シ

ンボルとして、この場所のすばらしさをより多くの方に楽しんでもらうために、高齢者や子

供に配慮した公園散策路の整備方針が示されております。 

  これらのことから、町では、長年温めてまいりました高台への能満寺山公園駐車場整備に

向けまして用地買収を進めてまいりましたが、未買収の土地もありますことから、整備に至

っていない状況でございます。 

  高齢者や小さなお子様など、誰もが容易に足を運べる、やさしい公園の実現を目指し、地

権者の皆様の御理解を得られるよう交渉を重ね、整備に向けて取り組んでまいります。 

  続きまして、５点目の能満寺山公園の第５次総合計画での整備計画はどうなっているのか

についてお答えいたします。 

  第５次吉田町総合計画における能満寺山公園を含む公園や緑地の整備計画につきましては、

第４章「魅力あふれる多様な交流を生むまちづくり」、公園・緑地・水辺の分野に該当して

おります。 

  公園・緑地・水辺の分野では、「緑化の推進」、「公園・緑地の整備と利活用」、「保安

林等の適正な維持・管理」、「水辺環境の保全・創出」と大きく四つの施策がございまして、

「公園・緑地の整備と利活用」の施策の方向性といたしまして、先ほども述べさせていただ

きました「緑の基本計画」及び「緑のマスタープラン」に基づく計画的な整備の推進が示さ

れております。 

  この方向性に基づき、公園を計画的に整備することで、住民の皆様や、町を訪れた人に憩

いの場として利用されることを成果の目標としているところでございます。 

  第５次吉田町総合計画の期間中には、公園・緑地・水辺分野の目指す状態である「水と緑

と花に囲まれた潤いのあるまち」の実現に向けて、歴史や観光の拠点であります能満寺山公

園につきましては、高台への駐車場を初めとして、計画に沿いました整備に努めてまいりま

す。 

○議長（大塚邦子君） 再質問ありますか。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 今、御答弁いただきました点について、もう少し詳しく質問をさせて

いただきたいと思います。 
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  先ほど吉田町の中での公園の面積の点について御回答いただきました。 

  町の条例を見ますと、吉田町都市公園条例というものがあります。この中に、１人当たり

の公園の面積標準は10平方メートル以上というふうなことが書かれておりますが、次に、街

区内に居住する者が利用する公園ということになりますと、敷地面積が0.25ヘクタールとい

うことで二つの基準が出ております。 

  大きく分けますと、吉田町の区域全体での公園の面積、それともう一つは、居住地の中で

住民が利用する範囲での公園の面積というふうなことでありますが、先ほど回答いただいた

公園の面積、これは県内でも上位、４位に入るというような御回答をいただきましたが、も

う一度確認ですが、この吉田町の都市公園条例の中にあります第１条の２項の中で、主とし

て街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園、その敷地面積は0.25ヘクター

ルを標準とするというふうに書かれておりますが、この基準に照らしてみると、吉田町の都

市計画公園の広さは、面積が何ヘクタールになるかお願いをしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  議員が御質問の公園の配置及び規模に関する基準ということで、建設課のほうでお答えを

させていただきますと、まず議員のほうからおっしゃられた１人当たりの面積というものに

対しましては、町長答弁にもありましたように、吉田町におきましては、１人当たり14.5平

方メートルということで、基準を上回っているのは間違いございません。それは住まわれて

いる方の１人当たりの面積でございます。 

  議員もおっしゃったように、それとは違う設置基準というんですか、0.25ヘクタール、街

区につきまして0.25ヘクタールというものは、また違う見方からの標準でございまして、そ

れにつきましては、まず街区という言葉が聞きなれないとは思うんですが、その前にその一

つ大きな固まりの住区、住んでいる区という言葉について説明をさせていただきますと、都

市計画の中では、１平方キロを大体小学校のエリアと考えて、それを住区という考え方をし

ます。その中で住区の中を組織のする中の一番小さな分担区域が街区ということで定められ

ておりまして、大体それが２ヘクタールぐらいではないかということで、都市計画の中では

基準となっております。 

  その中で公園を設けるのであれば、先ほども議員のおっしゃった公園の条例の中でもござ

います0.25ヘクタールを標準として定めるということですので、それに沿って都市公園条例

と緑の基本計画に沿って吉田町としては計画を持っておりますし、先ほど説明しましたよう

に、供用面積につきましては、十分１人当たりの面積を満たしているということでございま

す。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 街区の公園についての説明をいただきまして、ありがとうございます。 

  私、先ほど質問の内容を取り違えまして、申しわけありません。 

  先ほど吉田町は、１人当たりの公園の面積が14.5平米ということで、ほかの市町に比べて

も広いですという回答をいただきましたが、逆に市街地における町民１人当たりの敷地面積

の標準が５平方メートル以上にするというふうな、この都市公園条例の中にも書いてありま

すが、この市街地の町民１人当たりの敷地面積５平方メートルに対して、吉田町の場合には

何平方メートルになるのか、その点をお伺いしたいと思いますが。 
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○議長（大塚邦子君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 市街地における１人の当たりの面積ということでお答えしたいと

思います。 

  まず、すみません、市街地という言葉が先ほどの住区と同じような言葉で、吉田町の市街

地というところがどこなんだろうというところをちょっと私なりの説明をさせていただきま

すと、非常に難しいところでありまして、市街地、土地区画整理法とか、地方自治法により

ますと、住居が連檐している区域というような定めがあると思う中で、都市計画の関係でも

それに近いものがありますので、そういったものの中でお話しさせていただきますと、住居

が連檐しているという中で、吉田町のどこだということになりますと、私が考えるには、平

成22年の国勢調査をもとにしました人口集中地区、平方キロ当たり4,000人ですか─の集中

したもののそういう地区が人口集中地区というんですけれども、それが主に住吉地区になっ

てございます。その住吉地区にある公園の面積で割り返した値が、建設課で把握しておりま

すのは、基準の５平米に対しまして7.37平方メートルということで把握しております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ありがとうございます。 

  こうした都市公園条例について、そうした定めがあって、今お話しいただいたように、国

の定める基準は、吉田町の場合クリアをしているというような理解をいたしました。 

  この公園の標準面積0.25ヘクタールが都市計画公園の基準なんですが、それ以下の公園、

あるいは遊園地、児童公園ですね、児童遊園地、そうしたものの管理規程というのはどうな

っているのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  児童遊園地の基準、規程ということになりますと、現在は持ってございません。 

  経緯とあわせて理由を述べますと、児童遊園は児童福祉法の中に定めがございまして、そ

の中の第７条で、児童厚生施設の一つとされております。この施設の設置基準でございます

が、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準というのがございまして、これが児童遊園の

基準となっております。 

  この児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第37条では、児童遊園等屋外の児童厚生

施設には、広場、遊具、便所を設けることという決めがございます。 

  また、同じく第38条ですが、児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければ

ならないというふうに定めがございまして、現在、町に八つある児童遊園地のうちで、この

基準を満たしているものはありません。児童の遊びを指導する者を置いていないということ

でございます。 

  町では、昭和30年代後半から40年代後半にかけまして、県の認可を受けた児童遊園が存在

しておりました。その中には、今も残っております住吉の児童館遊園地であるとか、片岡の

岩留遊園地、神戸の姥神児童遊園地などが含まれておりますが、何分、年代が古いものです

から、当時の認可の経緯というのは、ちょっと詳しくはわかりません。 

  平成25年度に県のほうから、県が認可を出している県内の児童館、児童遊園についての実

態調査の中で、要件を満たさないものについて是正、あるいは廃止ということを求められて
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まいりまして、町では要件を満たすことが今後見込めないということで、児童遊園地の県認

可を廃止しております。 

  この際、近隣市町にも同様の動きがございました。これにより、児童遊園という認可上の

後ろ盾を失っておりますので、児童福祉法、あるいは児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準をよりどころとすることが今できなくなっております。今は基準、規程を持っていない

ということであります。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 国の定める都市計画公園等については、これは都市計画法等いろいろ

縛りがあって、さらに１人平均何平米というような基準も設けられていて、これについては

全体的にクリアしてきている。 

  ところが、それ以下の児童遊園地等については、今現在はそういうふうな規定があいまい

になっているというような状況になっているというような御回答だったと私は理解いたしま

す。 

  そうして見ますと、今ある八つの町内の児童遊園地、これに対する管理、運営に対する基

準が定められていないということでも解釈をできるわけですけれども、毎年、この児童公園

の除草や剪定等、こういうものについての管理についての定めも結局はないというふうな私

は感じをするんですが、そうした管理が今どうなっているのか教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） 児童遊園地の管理は、現在、町のこども未来課で管理を行

っております。管理は主に敷地の除草、それから設置してございます遊具の管理、この二つ

に区分をされます。 

  除草のほうについてですが、必要が生じた場合の対応としまして、役場の中のほかの課に

環境整備班がございますので、そこへ依頼して除草する。それから、現にこども未来課に配

下されております職員の直接の作業、これも行っております。あわせて、除草、害虫駆除を

実施しております。 

  参考に、昨年度、環境整備班へ依頼した分としては、神戸の姥神児童遊園、ここの除草を

行いました。 

  それから、職員が直接行った作業ですが、片岡の田方川緑地苑の除草、それから桜の木に

毛虫がついておりましたので、殺虫剤の噴霧をしております。 

  住吉の児童館遊園地では、藤棚の刈り込みも職員が自前で行っております。 

  このほか自発的なボランティアで助けていただいている部分もございますので、紹介とあ

わせて答弁しますが、住吉の児童館遊園地については、住吉西浜の自治教室の方が除草を行

ってくださいます。それから、住吉にある稲荷山児童遊園地は、稲荷神社の関係者の方が除

草を行ってくださいます。 

  もう一つ、神戸の姥神児童遊園については、北区第１町内会の方が除草を行ってくださっ

ております。 

  それから、二つ目の遊具の管理についてですが、遊具の管理は、ふぐあいがあった場合に、

これを事前に承知をして、事故を予防し、それから遊具を安全な状態で常に使用できるよう
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にするために、年５回の定期検査と、年１回の精密検査をあわせて行っております。 

  定期点検の点検項目としては、遊具の破損箇所の有無、さびの進行の度合い、塗装のはが

れの状況、ボルトの締めぐあい、チェーンの磨耗状況、異音の有無、支柱の傾きがあるかな

いかといった内容も点検しております。 

  精密検査については、骨格検査、減肉検査、これは鉄の肉のはがねの部分、この厚みにす

り減りがないかという検査ですが、この減肉の検査。それから、打音等による音響検査の３

項目について行っております。これは都市公園のほうで、都市公園における遊具の安全確保

に関する指針というのがございますので、これに準拠した内容で検査を行っております。 

  これらの点検を行って遊具にふぐあいがあったという場合ですが、ボルトの緩みだとか、

可動部分の異音、これら軽度のものについては、点検業者が発見の都度、ボルトを締め直し

たり、グリースやオイルを差すということを委託内容の中に含めております。 

  もう少し規模の大きな補修の必要を発見した場合ですが、この場合は速やかに使用の禁止

措置を講じた上で、こども未来課に報告がなされまして、修繕を実施することになるという

流れです。 

  昨年は住吉の児童館遊園地で、滑り台の滑り板の一部に小さなひび割れがありましたので、

これを速やかに交換するなど早急な修繕を実施しております。ということで、管理のほうに

ついては、落ち度なくやっているものと思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ありがとうございます。 

  そうした点検、それから補修等、やはり地域の子供たちが利用するわけですので、今お話

ありましたように、きめの細かい点検、補修は非常に大事だなと思いますが、先ほどの除草

等、地元のボランティアということで、町内会、あるいは自治会のほうに協力をいただいて

いるというお話ですが、その点、地元の役員の皆さんも年々交代しているという中で、町と

の、それから町内会、自治会とのこうした除草、剪定等の取り決めみたいなものは何かある

んでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 大石 巌議員にお願いしたいんですけれども、通告していただいてい

る児童公園の整備に関することでありますので、管理等々については少し外れていますので、

質問の方向を変えていただきたいと思います。 

○３番（大石 巌君） それでは、今の状況についての質問をいたしますと、時間をとってし

まいますので、先に進みたいと思います。 

  こうした児童遊園地を私は各町内会単位ごとに、そうしたいろいろなケースに、地域のケ

ースに応じて設置をしていただくように、地元との話を進めていただきたいなという希望を

持っています。 

  ただ、今、この児童遊園地に対する答弁をいただいた担当の課がこども未来課という担当

で、普通、公園ですと、先ほどの建設課の担当ということになりますし、こども未来課の担

当となるのは、ちょっと何か違うんじゃないかなというふうな気もいたしますが、この公園

に関する公共用地の管理、点検等は一本化をするということで、例えば建設課、あるいは環

境整備課、そうしたところに一本化するというのは、そういう考えはないでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 答弁をお願いします。 
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  副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） 反問権を行使させていただきます。よろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） どうぞ。 

○副町長（須永 宣君） 議員の今御質問の一本化するかどうかということについてまず１点

は、ここの質問の通告のどこに当たるのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  私は、通告をいたしましたように、町内会単位での児童遊園地の整備が必要ではないのか

というお話を今いたしました。そうした地元等のお話、要望等を進めながら、児童遊園地の

管理、それから設置の方向について地元との話を進めていく場合には、実際の公園の管理を

担当している建設課とそういったところがノウハウを持っていますので、そういうところに

一本化するのはどうなのかということで御質問いたしました。お答えをいただきたいと思い

ます。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） 答弁をいたします。 

  先ほど来、町長の答弁にもありましたように、我々が認識しているのは、児童遊園地のほ

か、県の管理する都市公園、町の管理する都市公園、そしてコミュニティ広場、さらには分

譲地内にある広場ですね、いわばポケットパーク、住宅を整備した人がつくる公園、あるい

は区画整理等で生じる公園があるわけですが、それぞれ法律的に根拠が違いますことから、

管理主体が分かれているんですね。都市公園法であれば、いわば国で言えば国土交通省の所

管です。児童遊園地は、先ほど県の承認は外れましたが、我々が事実上管理している児童遊

園地でございますが、これはもともと厚労省ということで、それぞれ所管が違いますので、

都市公園については吉田町で言えば建設課が、厚労省関係でもともと設置をされた児童遊園

地については、福祉課がもともとは所掌していたんですが、今度、組織改変がありましたか

ら、こども未来課が担当するということで、議員、もともと国の公務員だったわけですから、

それぞれ所管があるのは、これは仕方がないので、一括で管理すれば効率的かどうかという

ことについては、これは町長が適切に判断して管理をいたしますので、管理が適切に行われ

ているかいないかが大事であって、一緒に管理するかどうかというのは、手段ですから、ど

うするかという、方法ですから、それは行政当局に任せていただきたいというふうに思って

おります。 

○議長（大塚邦子君） 大石議員、整備についての一般質問でよろしくお願いします。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 答弁いただいた中にも、児童公園、あるいはポケットパークと小規模

のそうした遊び場とか、児童遊園地というもので、いろいろの大きさも違いますし、それか

らそこにある遊具も違ってくるということで、町としてそうした都市公園以下の小さな公共

的な児童遊園地等を含めて、そうした管理条例等をつくる計画があるかどうか伺いたいと思

います。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） 先ほど来これも答弁をしているかと思うんですが、都市公園につい

ては都市公園条例、あるいは今回上程しております北オアシスパークについては個別の設置
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条例をつくって管理をしていくと。 

  先ほど来、問題なのは、児童遊園地のことをおっしゃっていると思いますが、児童遊園地

については、現在、県の許可がなくなってきますから、児童遊園地という公共施設として、

町がこれは規則があろうとなかろうと、条例があろうとなかろうと、町の設置した公共施設、

あるいは遊具については、これは善良な管理者としてきちっと管理をしなければいけない、

善管注意義務があるわけですよ。ですから、そこに基づいてきちっと管理がなされて、先ほ

どもそういう答弁をしましたが、きちっと担当課長から答弁をさせていただきましたが、管

理ができているか否かに注目をしていただいて、条例をつくるかどうかについても、それは

私どもが必要性があれば、条例が必要なのか、あるいは今、都市公園に基づいて管理をして

いますが、個別の管理規程が必要かどうかについては、個別に判断をさせていただきます。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  この児童公園の関係につきましては、前々から議会の中でも何回か取り上げられているテ

ーマだと思います。 

  ４年ほど前に議会での一般質問の中では、児童遊園地の改善についての当局回答がありま

した。その中で、環境の変化の中で、遊ぶ子供が減少しているというような回答がありまし

た。集団の遊びから個人の遊びと、それから屋外から屋内への遊びと変化しているというよ

うな回答があったわけですが、私が当初に言いましたように、町民の皆さんからお聞きをし

た話とは、大分その点での認識が違うわけですね。近所の友達、あるいはお母さん方が近く

のところで同世代の子供、お母さんたちと交流したり遊ばせるという、そういう遊園地の場

所があれば非常に助かると。お互いのそういうふうな交流の場にもなるというような関係で

のお話を伺っております。 

  そうした点では、町長の答弁の中でも、これから計画の中で検討していくというようなお

話もいただいたわけですので、ぜひ地域のそうした実情に合わせた公共的な児童遊園地、あ

るいはポケットパーク等の設置について、ぜひ町民の皆さんとのお話を進めていただきたい

なと考えております。 

  それで、こうした児童遊園地は、地域の子供の交流、あるいはお母さん、お父さんのそう

した近所の皆さんの交流の場になるという点での位置づけについては、私の今の話のように

非常に大事な施設だということでの認識でよろしいかどうか伺いたいと思いますが。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課です。 

  先ほど御質問の最初のほうで、以前の議会での同様の児童遊園に関する質問が出された中

で、そのとき新たな設備を考えていないという答弁があったということでございました。そ

れから、今、地域の子供の交流の場だけでなく、親御さんたちの交流の場にもなり得るとい

うことでございました。 

  子供の遊び場全体を考えましたときに、従来の考えの児童遊園というのは、定めの中で広

場を設けることということがありました。遊具であるとか、便所であるとか、その中で広場

というものがございました。この広場を設けたために、今、改めて児童遊園のレイアウト等

を見ますと、敷地の大半が広場として使われていると。せっかくの遊具が隅のほうにレイア

ウトされているわけですね。その広場の中で、前回の議会の答弁の中にありました、環境の
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変化で外で遊ぶ子供さんが減っている。これは恐らく年代としては小学生のお子さんだろう

と思います。小学生のお子さんが児童遊園で遊ぶことが少なくなってしまった。当然広場が

あきます。あくと、せっかくあいているならということで、ほかの方がそこを使われます。

使われますと、もともと片隅にあった遊具がますます肩身の狭い思いといいますか、使われ

なくなるということで、今、児童遊園が設けたときの考え方と違う使われ方をしていること

になっていると思います。 

  今後、子供の遊び場のあり方を児童遊園という縛りをなくして、町独自で仮に自由に考え

られるのであれば、設けられた施設の敷地の中央に遊具をレイアウトするようにして、対象

をそこで遊んでいただく子供さんの年齢もターゲットを絞ると。例えば就学前のお子さん、

親御さんと一緒に手をつないでここに来るというような遊び方を工夫すれば、児童遊園がほ

かの方にほかの用途で使われることもないでしょうし、議員がおっしゃるように、そこに集

まる親御さんの交流の場にもできるというようなことはあろうかと思います。そういう意味

で、今後、子供の遊び場をどう考えるかという再検討の余地はあるかとは思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  確かに幾つかの児童遊園地の場所は、グラウンドゴルフ等の利用ということもありまして、

その点でも過去に問題になったこともあるわけですが、ただ、今度できました北区の何でし

たっけ、あれは…… 

○３番（大石 巌君） 「よしきた」ですね、芝生の広場ですね。非常にきれいで、グラウン

ドゴルフの使用の日数も取り決めがあって、子供たちも広々とした芝生のところで遊んでい

るということで、非常に健康的でいいなというふうな感じがいたしました。そういう点で、

そうした大きな広場でなしに、ポケットパーク的なものも非常に近所の皆さんが利用しやす

いようにできるんじゃないかなと思います。 

  先ほど答弁いただいた中に、第５次吉田町総合計画の中で位置づけがされているというこ

とで、その関連する計画については、吉田町の緑のマスタープラン、あるいは吉田町の緑の

基本計画というものを提示いただきました。 

  私、その計画、プランについて、物がどこにあるのか調べましたら、なかなか冊数が非常

に少なくなっていて、貸し出しがちょっと無理だというようなお話をいただきました。 

  私がいただいたのは、この吉田町の都市計画マスタープランというのですね。これが平成

21年から平成37年という計画になっています。この中には住吉区、川尻区等、地区別に公園

の整備等、細かい計画ができておりまして、非常にこれは実行可能な大変便利な計画だなと

思いますが、この吉田町都市計画マスタープランというこのプランのそのものが、今度の５

次総合計画の中では、関連する個別計画の中にあがっていないようなんですが、この都市計

画マスタープランと吉田町総合計画との関連について御説明をいただきたいんですが。 

○議長（大塚邦子君） お答えをお願いします。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  都市計画マスタープランということですので、都市公園、先ほどのこども未来課長のほう

とはまた違うお話でございまして、都市計画の関係でお話をさせていただきたいと思います。 
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  まず、第５次総合計画とどういうふうに都市計画マスタープランが位置づけされるんだと

いうことを説明させていただきますと、吉田町の方向性は、第５次総合計画の中で全部が包

含されている中に、パーツとして都市計画マスタープランがございます。その下にぶら下が

っておりますのが、先ほど来お話をさせていただいた、緑を担当しております緑の基本計画、

緑のマスタープランでございます。 

  今度の第５次総合計画の中では、ページ数でいきますと80ページに関連する個別計画とい

うことの中で、都市計画マスタープラン、緑のマスタープランと緑の基本計画等が記載され

ております。その中で細かい話がのっていないじゃないかと、総合計画の中にのっていない

じゃないかということだとは思いますが、それにつきましては、その下のほうに実施計画と

いうようなものがぶら下がっておりまして、そちらのほうで記載をしているという状況だと

把握しております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌議員、通告の質問に沿っての再質問をお願いします。 

○３番（大石 巌君） 今のお答えについて一言申し上げますが、今、この第５次吉田町総合

計画は80ページというお話がありましたが、この分野については、道路網の整備ということ

での分野ですので、ちょっと公園等は、その前に分野で公園、緑地、水辺というのが77ペー

ジにありますが、そういう中では入っていないということで言っておきたいと思います。 

  時間もなくなりましたので、申しわけありません。能満寺山公園の整備についてお伺いを

いたしました。 

  まだ未買収の土地があるということで、なかなか整備が進まないという話がありますが、

今の現状を見てみますと、上の小山城のほうに登る道というのが能満寺のほうから登る道し

かない。それから、裏側に回ってみても、大手門に登るところが通行どめになっているとい

うようなことで、なかなか現状においても、その管理が十分されていないんじゃないかなと

いうふうな感じがいたしました。 

  私は、未買収の土地があるから整備が進まない、あるいは駐車場ができないということに

ついては、これはかなり前からの話ではないのかなと思いますし、その点をクリアしなけれ

ば、この公園の整備ができないのかどうか、その点も１点伺いたいと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） まさに答弁の中で答えていますから繰り返しになりますが、まさに

公園の整備をする際に用地が買収できなければ、これは民有地ですから、地権者の了解が得

られなければ、これは私どもが勝手に整備をしていいというような話でもありませんし、ど

この公共事業を行う際に当たっても一番時間のかかるのは、やはり地権者の方との交渉、あ

るいは用地の買収ですので、私ども何もしていないというのではなくて、きちっと担当課も

交渉していただいた中で、なかなか一般質問の中ですから、どこがどうということは申し上

げられませんが、地権者の方もなかなか納得していただけるというのに時間がかかっている、

交渉に時間を要しているということでございますので、ここで答弁はとめさせていただきま

す。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 今、副町長から御答弁いただきましたが、要するに今の状況では、買
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収の話が進んでいないから、今の状況から進展はしないというふうなことで理解いたしまし

た。 

  しかし、今の現状を２ヘクタールほど、今、公園の供用開始が済んでいるというようなこ

とですが、実際にその範囲についても、なかなか町民の皆さんが気軽に利用するというよう

な状況になっていません。ですから、今、買収問題があったとしても、今の状況の中でどう

利用できるのかという点での検討はしているのかどうか、その点も伺いたいと思いますが。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） この能満寺山公園、またその周辺部分を含めて、当町ではシーガーデ

ンシティ構想、それから県が経営指標しておりますティーガーデンシティ構想、その中の海

の道、そうした中でのにぎわいのポイントとして重要な位置づけになっております。 

  そうした中で、当町としては、公園の整備については一度もあきらめるようなことはして

おらずに、いろいろな手法を持って開発も進めていく努力はしておりますし、それに向けて

地権者の皆様方にも、絶えず御理解をいただくように努力をしていると、こういう中でござ

いますので、まだそうした納得していただけるような状況までには至っていないということ

でございますが、当町としては、非常に重要な拠点でございますので、今後とも整備に向け

て努力をしていくということで御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 今の御答弁ですと、これまでの計画どおりに今後も誠意を持って用地

の買収等を進めながら整備を進めていくということを理解いたしました。 

  ただ、今お話しありましたように、シーガーデンシティ構想、北オアシスパークから津波

防災のまちづくりという観点の中で、この能満寺山公園の位置づけも非常に大事なものがあ

りますので、そういう点では、総合的に、機能的に公園が生かせるような計画を具体的に進

めていただきたいというふうに思っております。 

  この能満寺山公園の点について取り上げたのは、私は子育ての世代もこの吉田町の中心に

ある公園を皆さんが気軽に利用できるような、そうした整備を進めていただきたいと。その

ためにも駐車場のスロープの整備、あるいは遊歩道の整備等、子供からお年寄りまで、皆さ

んが気軽に利用できるような整備、これを進めていただきたいということで、今御答弁をい

ただきましたので、これからそういった点での推進を図っていくというような理解をいたし

ました。今後も、こうした子育ての関係については、もっともっと安心して住み続けられる、

皆さんが気楽にそうした公園を利用できる、そうした環境の整備についても、もっともっと

努力をいただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  私の質問を終わります。 

○議長（大塚邦子君） 以上で３番、大石 巌君の一般質問が終わりました。 

  ここで暫時休憩とします。 

  再開は11時10分といたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時０７分 
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○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  引き続き一般質問を行います。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 遠 藤 孝 子 君 

○議長（大塚邦子君） ４番、遠藤孝子君。 

〔４番 遠藤孝子君登壇〕 

○４番（遠藤孝子君） ４番、遠藤孝子です。 

  私は、平成28年第２回吉田町議会一般質問において、事前に…… 

○議長（大塚邦子君） 遠藤議員、第３回になります。 

○４番（遠藤孝子君） 失礼しました。第３回吉田町議会において、事前に通告しましたとお

り、質問事項は、吉田町の次代を担う心豊かな人を育む教育についてです。 

  質問の要旨を申し上げます。 

  我が町には、次代を担う心豊かな人を育むまちづくりを推進することにおいて、第５次吉

田町総合計画基本構想に掲げ、切れ目のない効果的な「つながりのある教育」を重点施策と

しています。 

  また、「吉田町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の重要業績評価指標の目標値も定めて

おります。 

  私は、「つながりのある教育」、つまり幼児期から15歳までの「切れ目のない教育」は吉

田町のよき人づくり、ひいてはまちづくりに直結する非常に大事なことであると考えており

ます。保護者及び地域住民の理解と協力の上で進めていくべきであるとも考えております。 

  そこで、次のことについてお伺いいたします。 

  １、「幼児教育カリキュラム」作成の進捗状況について。 

  今回の定例会における行政報告において「吉田町幼児教育カリキュラム作成委員会」が９

月７日に立ち上げる報告があり、第１回が既に開催されました。その作成ですね、それから

検討状況を含む進捗状況についてお伺いいたしたいと思います。 

  二つ目、つながりのある教育ですけれども、１とかかわりありますけれども、義務教育の

出口である15歳の自立を見据え、乳幼児期、義務教育期の学びをつなぎ、連携を図る中で小

中一貫した教育を推進するための「教育カリキュラム」作成の要点及び配慮点についてお伺

いいたします。 

  三つ目、吉田町ラーニングプランの進捗状況について。 

  学校における授業改善や公設学習塾の実施状況と課題についてお伺いいたしたいと思いま

す。 

  四つ目、吉田町の子供たちを健やかに育むため、これらの事業、つまり今お話をしました

つながりのある教育、それからラーニングプラン等ですね、この事業、つまり教育カリキュ

ラムの継続性についてどのようにお考えかお伺いしたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） それでは、答弁をお願いします。 
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  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 今回、議員からの御質問でございます「吉田町の次代を担う心豊かな

人を育む教育」に関しましては、現在、「第５次吉田町総合計画前期基本計画」及び「吉田

町教育大綱」に基づきまして、教育委員会がさまざまな施策を展開しているところでござい

ますが、その中でも幼児教育カリキュラムの作成やラーニングプランにつきましては、重点

的に取り組んでいるところでございます。 

  このため、今回の御質問につきましては、所管する教育委員会から答弁させていただきま

すので、御了解賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） それでは、答弁をお願いします。 

  教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 吉田町の教育は、本年２月に策定した吉田町教育大綱における教育

目標に「生涯にわたり学びあい高めあう人づくり」を掲げ、この教育目標を達成するために、

基本方針に沿って教育諸施策を推進し、もって、第５次吉田町総合計画の施策の大綱に掲げ

た「次代を担う心豊かな人を育むまちづくり」の実現を目指しています。 

  こうした中、切れ目のない効果的な「つながりのある教育」の推進は、教育大綱の基本方

針に掲げた「主体的に学び、社会を生き抜いていける幅広い知識と教養の習得を推進します」

における重点施策の一つとなっているほか、第５次吉田町総合計画では、幼児教育分野の重

点に位置づけられています。 

  また、「つながりのある教育」の具現化に向けて、吉田町まち・ひと・しごと創生総合戦

略の中では、吉田町版「幼保・小中一貫教育」の確立を具体的な施策に掲げ、吉田町で教育

を受けさせたいと思える質の高い教育の創出を目指しています。 

  それでは、１点目の「幼児カリキュラム」作成の進捗状況について、５月の行政報告会に

おいて「吉田町幼児教育カリキュラム委員会」を立ち上げる報告がありました。その作成、

検討状況を含む進捗状況についてお聞きしますについてお答えします。 

  平成20年３月28日文部科学省告示第26号による幼稚園教育要領は、「幼児期における教育

は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、幼稚園教育は、学校教育法第22

条に規定する目的を達成するため、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うものであるこ

とを基本とする」ことが示されています。 

  また、平成20年３月28日厚生労働省告示第141号による保育所保育指針の保育目標では、「保

育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半

を過ごす場所である」と示され、さらに、「保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、

望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」と示しています。 

  このように、幼児期は、生涯における人格や人間形成の基礎を培う重要な時期であり、そ

の教育や保育活動は、大人になってからの生活に差を生じさせるほか、幼児期における語彙

数、多様な運動経験などがその後の学力、運動能力に大きな影響を与えることが共通認識と

なっています。 

  幼稚園のみならず、保育所、認定こども園を含めた全ての施設全体で質の高い幼児教育を

提供することが、より一層求められているところであります。 

  当町におきましても、幼児期に適切な教育を施すことが重要であるという認識のもと、吉
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田町教育大綱における切れ目のない効果的な「つながりのある教育」の推進に向け、まず幼

児期における学びを小学校の学びへとつなげるための「幼児教育カリキュラム」を作成する

ことといたしました。 

  また、幼児教育カリキュラムを作成するに当たって、幼稚園、保育園、小学校の関係者や

学識経験者で構成する「幼児教育カリキュラム作成委員会」を立ち上げ、カリキュラムの必

要性や目指す子供の姿を共有しながら進めていくこととしております。 

  当初の計画では、現行の幼稚園教育要領、保育所保育指針をもとにした幼児教育カリキュ

ラムを作成する予定でありましたが、国の動向として、次期改訂が予想より早まったことか

ら、当町の幼児教育カリキュラム作成についても、これら新たな幼稚園教育要領、保育所保

育指針をもとにした幼児教育カリキュラムとなるよう作成方針を変更し、今年度の作成計画

についても、国の動向と合わせながら進めてまいるつもりでございます。 

  また、幼児教育カリキュラム作成委員会における学識経験者の選任に当たりましても、国

の動向と合わせる必要があるため、慎重に検討を重ねた結果、文部科学省から直接御助言を

いただき、幼児教育に精通した千葉大学教育学部教授の松嵜洋子氏に依頼することにいたし

ました。 

  松嵜先生におかれましては、過日、ひばり幼稚園、すみれ保育園、住吉小学校、吉田中学

校を視察し、当町の教育基盤を把握した上で就任への御快諾をいただきました。 

  現在、平成30年度に改訂を予定している幼稚園教育要領につきましては、これまで示され

ていた教育活動における「健康」、「人間関係」、「環境」、「言葉」、「表現」といった

５領域を踏まえ、育てたい資質・能力として、「知識・技能の基礎」、「思考力・判断力・

表現力等の基礎」、「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱と、「幼児期の終わりまでに

育ってほしい幼児の具体的な姿」として10項目が示されております。 

  具体的には、一つ目として「健康な心と体」、二つ目として「自立心」、三つ目として「協

同性」、四つ目として「道徳心・規範意識の芽生え」、五つ目として「社会生活との関わり」、

六つ目として「思考力の芽生え」、七つ目として「自然との関わり・生命の尊重」、八つ目

として「数量・図形、文字等への関心・感覚」、九つ目として「言葉による伝えあい」、そ

して「豊かな感性と表現」が、幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿の整理

イメージとして示されております。 

  これらを踏まえ、９月７日に第１回吉田町幼児教育カリキュラム作成委員会を開催しまし

た。第１回の会合では、幼児教育カリキュラム作成の必要性について共有し、幼児教育を取

り巻く最近の動向を理解した上で、それぞれの教育現場における幼児教育の取り組みを検証

しながら、今後重点的に取り組む内容について意見交換をしたところでございます。 

  今後につきましては、９月21日に開催予定の第２回幼児教育カリキュラム作成委員会で、

幼児教育において重点的に取り組む内容を協議し、12月までに原案を作成し、年度内に完成

させる予定でございます。 

  町の幼児教育カリキュラムは、町内の幼稚園、保育園、小学校が、子供の発達段階が異な

っても、子供の育ちを支える基本的な指導事項について、見通しをもって指導のねらいや内

容を共有し、さらに、それらを家庭や地域でも取り組むことができることを目指していきた

いと考えております。 

  次に、２点目のつながりのある教育について、義務教育の出口である15歳の自立を見据え、
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乳幼児期、義務教育期の学びをつなぎ、連携を図る中で小中一貫した教育を推進するための

「教育カリキュラム」作成の要点及び配慮点についてお聞きしますについてお答えします。 

  つながりのある教育は、それぞれの発達段階における学びが次のステップの基礎となるよ

う「学びの連続性」を意識した教育を施し、義務教育の出口である15歳のときに、町の子供

たちが他の地域の子供たちよりも「生きる力」の基礎が着実に備わり、ぬきんでていること

を目指すものであります。 

  町の子供たちは、ほとんどの小学生が吉田中学校に入学するという実態から、常に身近な

存在を意識し、切磋琢磨できる環境のもとで育っております。このことは、既に町が他の地

域よりも９年間を見越した教育を実施しやすい環境を有しているだけでなく、学校・家庭・

地域の連携による教育効果を出しやすい環境が整っていることになります。 

  こうした町の優位性を最大限に生かし、義務教育の出口である15歳の自立を見据え、乳幼

児期、学童期、青年期の学びをつなぎ、独自の一貫性のある教育を推進していくことが町の

魅力を発信することにつながると考えています。 

  吉田町版「幼保・小中一貫教育」の確立に向け、これらの教育を進めていく上では、吉田

町においても接続期に起こるつまずきや不安の解消を図る必要があり、幼保・小の接続期に

おける「小１プロブレム」と、小・中の接続期における「中１ギャップ」の二つの観点につ

いては、特に配慮していかなくてはならないととらえています。 

  この接続期に起こるつまずきや不安は、学校生活になじめず、「わからない」、「難しい」、

「楽しくない」といったものであり、つまずきや不安が大きければ大きいほど学校生活に問

題が起こりやすいと考えられ、学力向上にもつながりにくいとされます。 

  このため、つまずきや不安を和らげ、「できるかもしれない」、「頑張れる」、「楽しそ

う」といった期待感を抱かせることで、子供たちにみずからの力で困難を乗り越えられるよ

う支援をしていく必要があります。 

  御質問をいただきました小中一貫した教育を推進するための「教育カリキュラム」の作成

については、これからさまざまな研究を重ねる必要がありますが、地域において育てたい子

供像について関係者が議論して進めていく点では、「幼児教育カリキュラム」の作成におい

ても同様でございます。 

  これらの「幼児教育カリキュラム」の検討過程の推移を見極めながら、小中一貫した教育

を推進するための「教育カリキュラム」の作成について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、３点目の吉田町ラーニングプランの推進について、学校における授業改善や公設学

習塾の実施状況と課題についてお聞きしますについてお答えします。 

  教育委員会では、平成26年度に「吉田町ラーニングプラン」を策定し、学校・家庭・地域

が一体となってさまざまな取り組みを行っているところでありますが、今年度からは、昨年

度まで実施していた土曜学習会を公設学習塾に変更し、児童・生徒のさらなる学力向上に努

めております。 

  最初に、学校における授業改善の実施状況と課題について申し上げます。 

  町では、平成26年度から４月と11月の年２回、町独自で学力調査を実施しておりますが、

その調査結果を生かした学校における授業改善は、ラーニングプランにおける最も重要な取

り組みとして位置づけております。 
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  教育委員会といたしましては、教育委員と各小・中学校長らで構成する「ラーニングプラ

ン実施委員会」や各小・中学校の教員らで構成する「ラーニングプラン担当者会議」で学力

調査の結果を共有した後、その分析結果をもとにした各校の授業改善の取り組みについてＰ

ＤＣＡサイクルを回しております。 

  具体的には、実施委員会で町全体の傾向を把握し、授業改善への戦略を練り、担当者会議

では、校内研修への反映の仕方や授業案への落とし込み方を検討します。その上で、各校の

ラーニングプラン担当教員は、改めて自校ごとの学力調査の結果を分析し、課題を洗い出し

て授業改善の対策を検討します。 

  各教員は、学校全体の分析と今後の重点項目に基づいて、それぞれの授業案に落とし込み

ながら実践し、授業の成果と課題は、実施委員会や担当者会議において引き続き共有してい

くこととなっております。 

  また、各学校では、県内の大学教授を外部講師として招聘し、公開授業研究と事後検討会

を開催しております。 

  外部講師から授業の評価と指導・助言を受け、教員間で共有するといった授業力の向上に

も努めています。 

  一方、課題といたしましては、学力調査の結果に基づいた授業展開が、学力下位層を中心

としたものになり、学力上位層を引き上げることにつながっていない傾向があらわれている

点があります。 

  したがって、多くの児童・生徒が未定着である場合は「集団指導」、学力上位層と下位層

の二極化がある場合は「習熟度別指導」、特定の児童・生徒が未定着である場合は「個別指

導」を導入するといったように、指導方法の有効性を見極めながら、さらにきめ細かな授業

が展開できるよう研究を重ねてまいりたいと思います。 

  次に、公設学習塾の実施状況と課題について申し上げます。 

  公設学習塾は、昨年度まで実施していた土曜学習会を生かし、「吉田町学力調査の結果分

析を踏まえた適切な教材を提供し、児童・生徒の基礎学力の定着を図る」ことと、「主体的

な学習の仕方を身に付けることで学習意欲を引き出し、自ら解決する力を育む」ことを目的

に、本年６月に開設いたしました。 

  対象といたしましては、小学校１年生から６年生までの算数と、中学校１年生から３年生

までの数学と英語で、希望する児童・生徒が無料で参加できるようになっています。 

  これまで実施した第１回から第５回までの児童・生徒の参加延べ人数は826人であり、内訳

といたしまして、小学生が650人、中学生が176人となっております。 

  学年別で見ますと、小学校１年生が145人、２年生が140人、３年生が159人、４年生が95

人、５年生が56人、６年生が55人、中学校１年生が42人、２年生が51人、３年生が83人とな

っています。 

  学習形態としては、個別指導を基本として５人程度の児童・生徒に対して１人の講師を配

置し、ふだんの勉強を積み残さないことや苦手の問題を克服していけるよう、児童・生徒は、

個々のレベルに応じたプリント学習に取り組んでいます。 

  また、講師には、現職の教員のほか、教員ＯＢや教員志望の大学生などが務めており、現

在60人が登録しております。 

  指導の中では、「教えてもらう、わかる」ではなく、「自分で考え、わかる」のサイクル
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をつくるために、学習前に「何を学習するのか」、「どこを頑張るのか」を意識づけ、学習

後には「きょうできたこと」を振り返り、学習意欲の継続にも努めています。 

  ８月27日開催の公設学習塾において、この取り組みに対する保護者アンケートを実施した

ところ92人が回答をしていただき、「公設学習塾は、お子さんの学力や学習意欲につながっ

ていると思いますか」の問いに対し、「とてもつながっている」または「つながっている」

と回答した保護者は96％に上っていることがわかり、非常に高い評価を得られました。 

  また、公設学習塾に通って見られた子供の変化に対する自由記述の中では、「学習時間が

増えた」、「解いた問題をうれしそうに見せてくれる」、「苦手が減った」といった意見が

寄せられました。 

  一方、課題として挙げられますのは、これまでの運営に支障を来すには至らなかったもの

の、１回当たりの児童・生徒の参加人数に対し、講師が少数である場合、児童・生徒一人一

人へのきめ細かな指導が行き届かなくなるといったおそれがある点であります。 

  現在、公設学習塾には、１回当たり165人の児童・生徒が参加しているところですが、５人

程度の児童・生徒に対し１人の講師による学習形態を維持していくためには、少なくとも30

人以上の講師を配置していく必要があります。 

  教育委員会といたしましては、公設学習塾が子供たちの学力を向上する場だけでなく、教

員のスキルアップの場であることをＰＲしながら、引き続き、講師が十分確保できるように

努めてまいりたいと考えております。 

  最後に、４点目の吉田町の子供たちを健やかに育むため、これらの事業の継続性について

どのようにお考えですかについてお答えします。 

  冒頭でも申し上げましたとおり、町の教育は、吉田町教育大綱に沿って教育諸施策を着実

に推進し、もって、第５次吉田町総合計画の「次代を担う心豊かな人を育むまちづくり」の

実現を目指していくこととしています。 

  ここまでにお答えしました「幼児教育に関する事業」、「幼保・小中一貫に関する事業」、

「学力の向上に関する事業」は、いずれも当町の魅力を最大限に引き出す事業であり、町の

子供たちを健やかに育むためにも、寸分たりとも手を抜くことができないと考えております。 

  子供たちを取り巻く教育環境は、今後、道徳の教科化や英語教育の早期導入など新学習指

導要領に向けた改訂を初め、アクティブラーニングを支えるＩＣＴ教育の推進など、ますま

す複雑・多様化してまいります。 

  教育委員会としまして、社会の変化に対応しつつ、常に最善の手段を選択しながら、教育

諸事業を継続してまいりたいと考えています。 

  なお、吉田町ラーニングプラン事業につきましては、「平成29年度の全国学力・学習状況

調査において小・中学校の国語・算数・数学の平均正答率が全国平均以上」の最終到達目標

を掲げております。 

  まずはその目標を達成した上で、その後、新たな目標を掲げるなどの検討を加え、事業が

再スタートできるよう準備を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（大塚邦子君） 再質問はありますか。 

  ４番、遠藤孝子君。 

○４番（遠藤孝子君） ４番、遠藤です。よろしくお願いします。 

  それでは、順を追って質問させていただきたいと思いますけれども、特に１番目のところ
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の幼児教育カリキュラム作成委員会のことについてですけれども、特に第５次計画のところ

で、幼児教育についてつながりのある教育を重点施策に挙げておりまして、ここのところで

のっとりながらやっていただけるということはありがたいことだと思います。 

  そこで、７日の日の委員会を傍聴させていただきまして、私としても大変勉強になりまし

て、この試みというのは、私の知る限りでは、なかなかないのではなかろうかと思います。 

  今、教育長さんから細かい話がありましたので、中身は省かせていただきたいと思います

けれども、そこで、幼稚園の先生方と、それから保育園の先生方、それからカリキュラムを

意識した取り組みが、共通理解が始まったわけですけれども、あの中では大変に白熱した充

実した時間が持てたと思うんですけれども、これを現場に持っていって、全員の幼稚園の先

生方、それから保育園の保育士さん、それから小学校の先生方が周知し、同じような課題を

自分たちが持つというふうなことの方法は、どのように考えておりますでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） ７日の幼児教育カリキュラム作成委員会を受けまして、あそこで話

し合われた自分たちの教育活動が、今行っていることがどういう価値があるのかという分類

作業をしました。そのことを各園、学校でやっていただいて、21日の日にまたつなげていこ

うと、そういうふうにしておりますので、一つは、そういうことで共有化が図られると思い

ます。 

  もう一つは、あそこに出ている担当者が確実に学校で報告、あるいはこういうことが今話

題になっているということで、もう既に住吉小学校からは次の日にこういうふうに全体の打

ち合わせで話をしたというものを挙げていただいてあります。そういう二つの方法かなと思

います。 

  直近というか、すぐの会合においては、１回やってきていただいて、それを持ってきてい

ただくということで進めていきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ４番、遠藤孝子君。 

○４番（遠藤孝子君） ４番、遠藤です。 

  今、周知の方法を聞いたわけですけれども、特に保育園などは、勤務時間がシフトになっ

ているものですから難しいと思いますので、そこのところのまた時間の持ち方を工夫してい

ただきたいと思います。 

  それから、次ですけれども、新しいカリキュラムが30年からできまして、小学校以上が先

ほど言ったような三つの柱。さらに、幼児教育では、わかりやすく10本の柱がありまして、

それについてこれから取り組んでいくと思うんですけれども、ここのことについての新カリ

キュラムですね、そこのところを今、周知させる方法を聞きましたけれども、特に小学校な

どは、伝達講習という形で、さらに詳しくそれぞれの先生方に伝達すると思いますけれども、

ほかの他町と違って、うちの場合は、このことに重点施策としているわけですから、さらに

先生方によりよく理解してもらうにはどんなふうに考えていますか。伝達講習のさらにプラ

スアルファはありますか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 少し質問させていただいてよろしいですか。今の質問をもう一度お

願いしたいと思います。 
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○議長（大塚邦子君） お願いします。 

  ４番、遠藤孝子君。 

○４番（遠藤孝子君） ４番、遠藤です。 

  小学校の先生方に伝達講習、新しいカリキュラムをすると思いますけれども、伝達講習の

さらなる理解はどのようにされますでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 幼児教育カリキュラムの作成委員会を通じてやっていることと、そ

のほかにもやはり幼稚園の先生方、いわゆるそこに参加していない先生方、保育園も含めて

ですね、小学校も含めて、そういったことについては、先ほど言ったように７日にやったグ

ループワークと同じような形式を各校でやっていただいて、共有を図るという方法を一つと

っております。 

  そのほかの町民とか、そういうことではないですよね。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ４番、遠藤孝子君。 

○４番（遠藤孝子君） ありがとうございます。 

  そこで、今、作成委員会で現場の中堅の先生方が出られて検討しているわけですけれども、

保育園の先生方と、それから幼稚園の先生方がそれぞれ違う現場に行って交流するというこ

とは考えていますでしょうか。例えば高校なんかで言うと、川根高校のところが中川根中学

校の先生方と交流しているという事実がありますけれども、保育園と幼稚園の交流あります

か、先生方の交流は。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 人事的な交流なのか、研修的な交流なのか、少しそこのところは整

理をさせてお話をさせていただきたいと思います。 

  研修的な交流につきましては、当カリキュラムを作成する段階でも、仮にできたものをど

こかの保育園とか幼稚園でやっていただいて、そこに委員の皆さん、幼稚園、保育園、小学

校の先生方がいるので、そういうのを見て議論していくというようなことも必要であるとい

うふうな計画を立てております。 

  もう一つは、常日ごろからですが、これはラーニングプランでやっています町の授業研究

会についても、保育園の先生方にも参加していただいていますので、そういった意味で少し

幼保からは外れている部分もあると思いますが、そういった研修面での交流は積極的にこれ

からも推進をしていきたいと思います。 

  人事的なものについては、まだ考えておりません。 

○議長（大塚邦子君） ４番、遠藤孝子君。 

○４番（遠藤孝子君） ４番、遠藤孝子です。 

  今お答えいただいたところでわかりましたけれども、研修のところで交流、新しいカリキ

ュラムのもとに交流するということは、これも有益ですし、大変ありがたいことだと思うん

ですけれども、この間の会議のときに、それぞれが小学校の先生方、それから幼稚園の先生

方、保育士の方々が現場の話をしたときに、それぞれが初めて聞いたということが幾つかあ

ったと思うんです。それをさらに現場に行って実際を見てみると、もっともっとたくさんの

ことがわかると思うんですけれども、そういう意味で、人的なことはまだ検討のようですけ
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れども、半年とか、短ければ２カ月でも結構なんですけれども、そういうことの試みという

のはいかがでしょうか。する計画がありますか。お考えでもいいですけれども。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） そういった交流について、今後、幼児教育カリキュラム作成委員会

を推進していく中でやる必要性が強く出てきたり、そういう時点で吉田町の幼児教育の充実

という全体で考えていきたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） ４番、遠藤孝子君。 

○４番（遠藤孝子君） ４番です。 

  ぜひそこのところの交流が図れると、より子供たちが同じ力を持って、また同じ理解を持

って、同じムードを持って小学校に上がることができると思いますので、お願いをしたいと

いうふうに思います。 

  それから、次ですけれども、公設学習塾ですけれども、土曜日と、それから夏の様子を見

させていただきまして、先ほどお話がありましたように、最初計画したよりもたくさんの子

供たちが来て、96％も親御さんのほうは満足しているというふうな結果がありましたけれど

も、見させていただきまして、大変暑い中だったんですけれども、冷房はきいている、そし

て無料であるということで、特に小学校などは、親御さんが送ってきて様子を聞いても、あ

りがたいという話が直接聞けたわけですけれども、課題のところで、先生方が、講師の方が

少ないというふうなことが挙げられていましたけれども、私が見させていただいた範囲の中

では、大体５人に１人の先生方で、ちょうどあのときは足りていたかなと思うんですけれど

も、今後、もっともっと個別的な指導が必要になってくることを考えると、先生方の確保は

どのようにお考えでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 講師の確保については、現在、どんな形で進めてきたかといいます

と、まず大学に募集をかけました。特に教員免許取得中の学生を中心に声をかけていただき

ました。もう一つは、教員ＯＢの方でやってもよいという方がいましたので、そういったと

ころにも声をかけさせていただいております。あと町内に配置している、先ほども出てきた

支援員だとか、非常勤講師の方にもお願いして進めているところです。 

  実際には、今も答弁でも話したように、足りなかったということはありません。そこは足

りるようにうちのほうで調整していますし、うちにも指導主事がいるので、待機させておい

て、きちっとそこに当てはめるように工夫をさせていただいています。 

  今後、答弁の中で申し上げさせていただいたように、指導技術の向上に役立つというよう

な視点で、もっともっと現場の先生方を増やしていく、そういった方向性を持っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ４番、遠藤孝子君。 

○４番（遠藤孝子君） ありがとうございます。 

  現場の先生方を勤務で言うと、何でしたっけ、あれは。 

○４番（遠藤孝子君） 兼職兼業ですね。かかることになると思いますけれども、見させてい

ただいたときには、教頭先生とか校長先生などが実際に３人から４人の子供たちをおくれて

いるところを確認しながら、だんだん子供たちがわかるという雰囲気がありましたけれども、

現場の先生方が入ると、入ったほうがいいと思うんですけれども、端的に言いますと、仕事
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の量とのバランスなんかはどんなふうに考えていますでしょうかね。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 現場の先生方の講師については、先ほども申し上げましたように、

支援員の方だとか、臨時講師の方だとか、そういった方たちは積極的に出ていただいていま

す。そこに何があるかというと、やはり指導技術の向上ということがあります。そういった

感想もいただいています。 

  あとほかに、新規採用から３年目ぐらいの先生方が主に来てくださっています。そういっ

た先生方も、指導技術の向上ということで、この個別学習のやり方が役に立っているという

ふうに思っています。 

  校長とか教頭は、もちろん来ていただいて、様子を見ていただくし、あるいは現場の先生

方が出ていただくと、学校と公設学習塾をつないでいけるというよさがあると思います。 

  兼職・兼業を出していただいてやっていますけれども、月に１回です。それも小学校を担

当される方、中学校を担当される方というふうに分かれておりますので、議員が心配される

ような負担だとか多忙には、現在のところつながっておりません。 

○議長（大塚邦子君） ４番、遠藤孝子君。 

○４番（遠藤孝子君） ありがとうございます。 

  今聞かせてもらって、確かに月１回だから大丈夫だなというふうに思いましたけれども、

見ているときに、教職を目指している大学生がいましたね。見ると、きっと将来の教員にな

るためには、こういうふうな場というのは、ほとんど研修の中ではないので、大変に勉強に

なると思うんですけれども、ですから、双方にいいと思うんですけれども、その辺の将来、

教員を目指す大学生の感想などがあればお聞かせいただきたいですけれども。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 講師として参加していただいている大学生の感想ということですが、

まず１点目は、子供とのかかわりが上手になるというか、上達をしていくということを言っ

ています。最初はどういうふうにかかわっていっていいかわからなかったと思うんですが、

スタートの前に講師を集めた研修会もやっておりますし、中間でもそういった講師の指導上

の相談とか指導方法についてもディスカッションしておりますので、そういった中で子供と

のかかわりが上手になっているというのも入っています。あるいは、そういったわかった喜

びだとか、子供たちがわかっていく様子を見て、やはり自分もそういうことを日常的に感じ

られる教員になりたいというような、そういったような感想もいただいています。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ４番、遠藤孝子君。 

○４番（遠藤孝子君） ありがとうございます。 

  大学生がいきいきとして、若い学生が子供たちとかかわる姿は、大変にほほ笑ましかった

ですし、さらに勉強になっているということで、今後も期待したいところでありまして、県

内の大学にまた積極的に働きかけていただきたいと思います。 

  では、それで次にお願いいたします。 

  今ずっとお聞きしていまして、幼保・小の連携、それから今後さらに教育カリキュラムを

つくるというふうなことで、真に幼保・小中の一貫した教育がなされて、さらにそれと一緒

になるといいますか、30年の新しいカリキュラムの中では、また新たなことが三つ、四つも
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加わってきているということで、楽しみのような大変なようなところがあると思いますけれ

ども、今、私聞いていまして、今、実践したことが、さらにそれが終わったときといいます

か、終わったときと言うと語弊がありますけれども、ラーニングプランが29年ですよね。そ

れから、教育カリキュラムが作成されちゃったと。委員がばらばらになると。そういうとき

に、そこで培ったノウハウであるとか、または方法、どのように今後の吉田町の子供たちが、

ほかの町よりも、さっき話をしましたように、ほかの町よりとても力がついたというのにつ

なげる方法というのは考えていますか。 

  先ほどはＰＤＣＡサイクルでやると言っていましたけれども、私が思うには、例えば地域

と、それと学校と保護者の人たちとつなげて、新しい組織をつくり、それが改善しながら継

続していくような形などはいかがでしょうかというふうにお聞きしたいんですけれども、と

いうのは、小学校の先生方も中学校の先生方も入れかわりがあったり、それから教育委員会

の中でもメンバーがかわったりして、せっかくうまくできたものをずっと継続していくとい

うことが一番大事なことであると考えるものですから、地域を巻き込んだ一つのプログラム

のようなことがイメージできますかということをお伺いしたいですけれども。 

○議長（大塚邦子君） 教育長、浅井啓言君。 

○教育長（浅井啓言君） 少し整理をさせていただきたいんですが、ラーニングプランをやる

ことで、以前にもお話しさせてもらったように、学力向上をキーポイントとして、吉田町の

教育を充実させていく、他の市町よりももっともっといい教育が提供できるようにしていく

という、そこのところに一番の主眼があると思います。 

  そういった意味で、地域の方と連携をしていくことは必要だと思いますし、例えばその一

つの例になるかわかりませんけれども、公設学習塾等でも送ってくださる保護者の方が授業

参観のようにやっている様子を見ていただいて、私たちのやっていることを理解していただ

く、あるいは講師の中に地域の教員のＯＢだけれども、地域に住んでいる方がみずから講師

を買って出てくださったというふうな事例もございます。 

  ただ、事業そのものを地域にもっとおろす、これは考えておりません。やはり教育委員会

がやっていく事業ですし、まちづくりの一端として進めていく事業ですので、やはり地域の

方との連携だとか協力だとか、そういったことが必要だと思いますが、事業を進めていくの

は教育委員会のほうでリーダーシップをとって推進をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ４番、遠藤孝子君。 

○４番（遠藤孝子君） わかりました。 

  私というか、地域の人たちも、当然教育委員会がそういうふうにして中心になりますけれ

ども、だんだん教育委員会がかかわるとして、ウエートを減らしながら、本当に保護者と地

域の今協力してくださっている人方、それから若い大学生なども巻き込んで、そんなふうな

ものができればいいなというふうに思いますので、今後、一緒にといいますか、よろしくお

願いしたいと思います。 

  きょうの一般質問、これで私は終わらせていただきたいと思いますけれども、カリキュラ

ム作成委員会の中で拝見したことであるとか、公設学習塾で拝見させていただいたこと、こ

れは大変に他の地域ではないことなものですから、先ほど同僚議員があったように、非認知

能力をいろいろなところから子供たちに身につけるというふうなことですね。 
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  それから、吉田町の新しい教育文化ができたらいいかなというふうにして考えていますの

で、また励みたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（大塚邦子君） 以上で４番、遠藤孝子君の一般質問が終わりました。 

  ここで暫時休憩とします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

休憩 午後 零時０２分 

 

再開 午後 零時５６分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  引き続き一般質問を行います。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 藤 田 和 寿 君 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

〔１０番 藤田和寿君登壇〕 

○１０番（藤田和寿君） こんにちは。10番、藤田和寿でございます。 

  さきに通告したとおり、一般質問を行いたいと思います。 

  我が国は、急速に進む少子・高齢化を背景に、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、

将来にわたって活力ある日本社会を維持していくことが喫緊の課題となっております。 

  国は、まち・ひと・しごと創生法を策定し、平成26年12月にまち・ひと・しごと創生総合

戦略を決定し、総合的に取り組んでいるところでございます。 

  我が町も平成27年10月に吉田町人口ビジョンを示すとともに、吉田町まち・ひと・しごと

創生総合戦略を策定して推進しているところでございます。 

  そうした中で、本年３月に８年間のまちづくりの指針であります第５次吉田町総合計画を

策定しました。3.11以降、津波防災まちづくりを推進し、その成果を活用した新たなにぎわ

いと魅力づくりを進めるシーガーデンシティ構想への取り組みも本格的に始まっております。

その具体的な計画として、平成28年度から平成30年度までの基本計画を実現するための具体

的な事業について、財源の裏づけをもって定める実施計画があり、示されているところであ

ります。 

  毎年ローリングを、修正、補正は行いますが、計画内の総事業費として約504億円、だれも

が健康でいきいきと暮らせるまちづくり、国保や介護など福祉関連で毎年約２億円の増加を

見込んでいるところであります。 

  また、産業振興や教育関係では、平成28年度と比べ29年度事業費が倍増し、それぞれ10億

円ほどの計画となっております。 

  上下水道関連の豊かな自然と共生するまちづくりも、毎年1.6億円ほどの増加傾向となって

おり、その財源内訳として、国・県支出金とともに、地方債や一般財源も増加している計画
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となっています。 

  町では、決算に基づいた財政状況を毎年公表し、また本定例会においても地方公共団体の

財政の健全化に関する法律に基づき、吉田町健全化判断比率の報告を議会に対して行ってお

りますが、私は、総合計画推進の裏づけとなる今後の財政状況について、より具体的に町に

伺いたく、今回の一般質問を考えました。 

  それでは、通告したとおり、我が町の財政分析と財政計画について一般質問を行います。 

  平成28年度から平成35年度までのまちづくりの指針を定めました第５次吉田町総合計画が

策定され、基本構想に掲げた将来都市像、「人が集い未来へはばたく魅力あふれるまち吉田

町」の実現を目指し、実施計画期間内の総事業費約504億円の計画をもとに、本年度から諸施

策を具体化し推進しています。 

  総合計画では、将来フレームとして、人口は２万9,100人、世帯数は１万1,200世帯、就業

人口は１万5,120人とそれぞれ想定し、将来都市像と三つの基本理念を掲げて、施策の大綱を

示しています。 

  第５次総合計画の実施のためには、単年度の財務の健全性を維持し、中長期的にも安定し

た財政運営を続けていくことが求められております。 

  そこで、我が町の財政分析と財政計画について、以下、町の考えを伺います。 

  １、財政規律の堅持について、収支の健全性と起債余力は。 

  ２、高品質な財政運営について、弾力性と効率性は。 

  ３、自律的な財政運営について、自律性と余裕度は。 

  ４、公平な受益と負担について、受益者負担と世代間の負担の公平性は。 

  ５、第５次総合計画実施に向けた財政シミュレーションは。 

  ６、財政シミュレーションに基づく財政計画は。 

  以上の内容について御答弁をお願いいたします。 

  なお、本日お配りしました参考資料でありますけれども、こちらのほうは、26年度、町が

発表してございます市町村財政比較分析表でございます。本年度の27年度の決算を踏まえ、

多少プロットを落としていただきたいと思います。 

  財政力でありますけれども、27年度は0.93です。0.96から0.93。右側の将来負担比率の状

況は84.3から72.2、公債費負担の実質公債費比率は10.4となっております。 

  以上の資料を参考に、御答弁のほうを聞いていただければわかりやすいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） それでは、答弁をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 我が町の財政分析と財政計画についてのうち、１点目の財政規律の堅

持について、収支の健全性と起債余力はについてお答えいたします。 

  当町では、町の持続的発展及び住民福祉の向上を図るため、町政運営の基本的かつ総合的

な指針である第５次吉田町総合計画が本年４月からスタートいたしました。 

  この第５次吉田町総合計画は、平成28年度を初年度とし、平成35年度を目標年度とする８

年間の計画であり、この計画の将来フレームは、目標年度である平成35年における吉田町の

人口は２万9,100人、世帯数は１万1,200世帯、そして就業人口は１万5,120人と想定しており
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ます。 

  また、基本構想を実現するための基本計画に定められた個々の施策の実効性を確保する予

算編成の具体的な指針である平成28年度から平成30年度までの３年間を計画期間とする現行

の実施計画では、人件費を除いた事業費を503億8,992万9,000円、議員御指摘の約504億円と

見込んでおります。 

  私は、これまで町政を担う立場として、財政運営におきましては、単年度の健全性を維持

しつつ、中長期的にも総合計画に掲げた将来都市像の実現を目指した安定した財政運営を続

けていくことを念頭に指揮をふるってまいりましたので、いま一度、御質問に沿った中で私

の考えを披瀝したいと思います。 

  まず初めに、議員御質問の全般にわたりキーワードとなります財務分析でございますが、

まず我々地方公共団体の財務状況をいかなる視点から分析するかを特定することが必要でご

ざいます。 

  住民の皆様は、納税者であり行政サービスの受益者でありますので、地方公共団体の説明

責任の果たすべき対象は、この住民の皆様に対して果たされるべきものでございます。 

  そして、住民の皆様が地方公共団体の財務状況に対して持たれる関心事項は、「将来にわ

たって安定的に行政サービスを受けることができるのか。また、それを可能にする財政状況

にあるのか。」にあると言えます。 

  これに対しまして、各地方公共団体は、既に現行の歳入歳出決算に関する経常収支比率や

財政力指数、さらに財政健全化法の健全化判断比率などの各種指標に基づく分析が行われ、

この情報は、毎年、国や県を通じて広く公表されておりますので、これらを活用し、住民の

皆様にどのような情報を示すことができるのかという点が重要になってまいります。 

  １点目の御質問、財政規律の堅持について、収支の健全性と起債余力はでございますが、

地方公共団体に求められる財政運営において、まず求められる財政規律の堅持につきまして

は、年度間の調整も含めて収支均衡が確保されていることであり、これは財政の健全性、あ

るいは財政の持続可能性と言いかえることもでき、議員御指摘の起債の余力をもって健全性

を図るという観点も、こうした一面をあらわしたものであると考えます。 

  単年度の財政運営において収支の均衡が確保されていることを確認する指標といたしまし

ては、単純に歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支、形式収支から翌年度に繰り越す

べき財源を差し引いた、その会計年度に帰属すべき収支差額である実質収支、そして当該年

度の実質収支と前年度の実質収支の差額である単年度収支などがあり、健全化判断比率の実

質赤字比率、連結実質赤字比率等においても「収支の均衡」という視点で分析できるものと

なっております。 

  また、持続可能性を図る指標といたしましては、健全化判断比率の実質公債費比率や将来

負担比率などが他団体との比較においてもすぐれた指標となっております。 

  実質公債費比率につきましては、一般会計等が負担する借入金、つまり地方債の返済額等

の大きさを指標化したものですが、実務上では、地方債の借り入れを行う場合、協議の対象

とするか、許可の対象とするかの判断の基準などに用いられるほか、早期健全化基準により

示された値内であることにより一定の均衡がとれており、財政状況の健全性を示すことがで

きるものでございます。 

  将来負担比率につきましては、一般会計等の借入金、つまり地方債や将来支払っていく可
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能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示

す指標でありますことから、財政運営の持続可能性を図る指標であると言えます。 

  なお、仮に財政の健全性が維持されていても、実質的な行政内容が一定レベル以下であれ

ば無意味なものになってしまいますので、それには、限られた財源の中で住民の皆様の行政

需要を最大限充足させる行政経営という視点が大切であり、当町では、吉田町まちづくりス

テップアップ行政評価システムを活用し、一定の行政水準を維持しながら第５次吉田町総合

計画に掲げました将来都市像の達成を目指し取り組んでおります。 

  また、地方公共団体の財政は、民間企業と違い営利を目的として存立していないため、黒

字の額、すなわち剰余金が多いほど財政運営が良好であるとは断定できない一面もございま

すが、当町におけるこれら直近の値は、形式収支５億1,082万9,000円、実質収支４億2,785

万5,000円、単年度収支1,687万3,000円。そして、実質赤字比率及び連結実質赤字比率におき

ましては、黒字のため数値が出ておりません。 

  また、本議会定例会初日に御報告させていただきましたとおり、実質公債費比率は10.4％

で、前年度と比較いたしますと1.5ポイント減少しており、将来負担比率につきましては

72.2％で、前年度と比較いたしますと12.1ポイント減少しており、いずれの指標も早期健全

化判断基準を大きく下回っております。 

  こうした背景には、当町では町債発行高を逓減させるように努めており、平成16年度にお

きまして、「当該年度の借入額は、当該年度の元金償還額を上回らない。」という普通会計

における町債の管理原則を忠実に実践し、その後、平成23年３月11日に東日本大震災が発生

したわけでございますが、この惨劇により、それまで培ってまいりました当町の安全も根底

から揺らぐ事態となり、それまでの町債管理原則に、「都市防災総合推進事業関連の事業に

係る町債発行高を除く。」という例外規定を追加いたしましたが、これらの判断が一助とな

り、「津波防災まちづくり」を強力に進めることができました。 

  結果としましては、起債残高は増加いたしましたが、交付税措置のある有利な地方債を借

り入れましたことから、実質公債費比率及び将来負担比率は基準内におさまっており、これ

らの比率を見ますと、財政の健全性が維持されていることが証明されております。 

  したがいまして、起債余力がございますので、中長期的な財政運営が可能であると考えて

おります。 

  次に、２点目の高品質な財政運営について、弾力性と効率性はについてお答えします。 

  まず、御質問にお答えする前に、御質問中の「高品質な財政運営」という表現でございま

すけれども、一部の学者、本当に一部の学者でございますが、持論の中で用いられているこ

とは承知しておりますが、行政が扱う用語としては市民権は得ておりませんので、ここでは

単に財政運営における弾力性と効率性についてお答えをさせていただきたいと思います。 

  弾力性とは、言いかえれば、重点施策や緊急的な課題に対する適応力であるとも言え、財

政構造におきまして、弾力性、または適応力があれば、それぞれの問題にも対応できるもの

でございます。 

  この弾力性におきましては、一般的に経常収支比率を用いて当該団体の財政が経済の変動、

行政需要の増大、行政内容の変化に耐え得る性質を持っているか否かを診断する「財政構造

の弾力性」を判断しておりますが、このほか、地方債の返済額等の大きさを指標化した実質

公債費比率なども弾力性を図る指標として挙げられます。 
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  また、財政運営の効率性でございますが、地方自治法におきましても、第２条第14項に「地

方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最

少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定されているものであり、

財政の持続可能性と並んで住民の関心が高い視点でございます。 

  行政の効率性につきましては、多くの地方公共団体で取り組んでいる行政評価におきまし

て個別に効率性の分析が行われており、当町におきましては、吉田町まちづくりステップア

ップ行政評価の評価に当たるCheckシート、いわゆるＣシートにおいて、「Ｐ（Plan）」シー

ト及び「Ｄ（Do）」シートの内容を踏まえ、評価年度の事業を「有効性」、「効率性」及び

「妥当性」の三つの視点で事後評価し、当該年度の事業状況を把握した上で、次年度以降の

事業の方向性を示す仕組みを構築しております。 

  そのほか、決算に基づく財務書類のうち行政コスト計算書におきましては、住民１人当た

り行政コストなどの指標を用いることによりまして、効率性の度合いを定量的に測定するこ

とが可能となっております。 

  次に、３点目の自律的な財政運営について、自律性と余裕度はについてお答えします。 

  自律性とは、歳入はどれくらい税金等で賄われているか、その自治体独自の裁量で決める

ことができることの多寡などであらわされ、一般的には、歳入歳出決算における歳入内訳や

自主財源比率、一般財源比率などを用いますが、財務書類につきましては、行政コスト計算

書において使用料・手数料などの受益者負担の割合を算出することができますので、これを

受益者負担水準の適正さの判断指標として用いることができます。 

  また、余裕度とは、財政需要に対する対応力を示す指標としては財政力指数があり、平成

28年７月26日に国から発表された平成28年度の普通交付税大綱により、当町の財政力指数は

0.94122ということで、県内35市町中、９番目に高い比率でございました。 

  なお、財政力指数が１以下の団体は、普通交付税の交付団体となり、当町も交付団体でご

ざいますが、１に近い団体ほど自由度が高い財源を保持していることになりますので、県内

他団体との比較におきましては、比較的財源に余裕があるということが言えます。 

  次に、４点目の公平な受益と負担について、受益者負担と世代間の負担の公平性はについ

てお答えします。 

  受益と負担につきましては、現在、行政サービスを享受されている皆様の中だけの問題と

して考慮すべきものではなく、将来世代と現世代との負担の分担は適切かといった広い視野

に立った問題意識としてとらえる必要がございます。 

  そして、世代間の公平性は、貸借対照表上の資産、負債、純資産の対比によって明らかに

されるものであり、財務書類に特有の分析の視点でございます。 

  将来世代の負担となる地方債の発行につきましては、原則として将来にわたって受益の及

ぶ施設の建設などの資産形成に充てることができるものであり、その償還年限も、当該地方

債を財源として建設した公共施設等の耐用年数を超えないこととされ、これにより受益と負

担のバランスが保たれるよう地方財政法の規定において配慮されております。 

  貸借対照表は、このような財政運営の結果として、資産形成における将来世代と現世代ま

での負担のバランスを確認することが可能であり、特に、地方債の発行可能額を通じて将来

世代と現世代の負担の割合を見る純資産比率や社会資本等形成の世代間負担比率が分析指標

として挙げられるほか、施設利用料など行政サービスの提供で得られた受益者負担で直接賄
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われた収益を比率で示した受益者負担比率も作成しております。 

  また、財務分析における指標ではございませんが、近年、一部の新設や大規模な改修を行

った施設におきましては、原価計算に基づいた行政が関与すべき度合いと受益者負担などを

考慮した使用料の見直しを行っております。 

  次に、５点目の第５次総合計画実施に向けた財政シミュレーションはと、６点目の財政シ

ミュレーションに基づく財政計画はにつきましては、関連いたしますのであわせてお答えい

たします。 

  一般的に、財政シミュレーションとは、現在の財政状況等をもとにして一定の条件を設定

し、将来の財政状況を把握する手段を指し、財政計画とは、将来的に持続可能な行政の基盤

を確立するため、中長期的な視点に立った計画を指しておりますが、これらは、国の統一基

準による条件や様式によるものではなく、各地方公共団体が独自に設定し、作成されている

ものでございます。 

  当町におきましては、第５次吉田町総合計画の実施計画を取りまとめた際、計上された事

業が財政に与える影響を把握するため、財政シミュレーションを行っており、また、新たな

予算編成を行う都度、町債の残高と償還に関する財政シミュレーションを作成し、将来予測

を行っております。 

  この財政シミュレーションの方法でございますが、町債の現在高をもとにして、第５次総

合計画の直近の実施計画に位置づけられた事業をベースとする町債発行推計額を加えて、今

後における各年度末の町債残高と償還額のほか、実質公債費比率と将来負担比率を推計する

ものとなっておりまして、この財政シミュレーションの結果、実質公債費比率、将来負担比

率ともに健全性を示す値の範囲内におさまっており、健全財政を維持できております。 

  また、財政計画は、施策の変更や新規事業の規模や内容がある程度具体的に織り込むこと

ができませんと正しくその影響をはかることができませんので、シーガーデンシティ構想に

おける事業を特に注視し、必要に応じて財政シミュレーションや財政計画などに基づいた予

測を参考に事業の進捗を図ってまいりたいと考えております。 

  なお、現下の情勢は、町税収入が大幅に増加するというような景況感を抱くことはできま

せんが、基金への積み立てを積極的に行うとともに、新たな財政需要に対しましても、国や

県の支援が得られるように努めつつ事業の進捗を図り、「津波防災まちづくり」ににぎわい

をプラスしたシーガーデンシティ構想を具現化させながら諸施策を推進することによって、

みんなが住みたくなる「豊かで勢いがあり、心を魅了する町」の姿が形となり、その先に第

５次吉田町総合計画の将来都市像に掲げる「人が集い 未来へはばたく魅力あふれるまち 

吉田町」があるものと確信しておりますので、全力をもって取り組んでまいります。 

○議長（大塚邦子君） 再質問はありますか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 御答弁のほどありがとうございます。 

  御答弁いただいた内容で、指標等の御回答はいただいたわけでございますけれども、１番

の財政規律の堅持について、収支の健全性と起債余力はあるといったような御答弁をいただ

きまして、大変力強い思いをしているわけでございますけれども、２番の高品質なというの

は、特に意味はないものですから、おかしいということであれば削除しますが、財政運営に

ついて、弾力性と効率性は、これについては、御答弁の中で、経常収支比率と実質公債費比
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率の指標であるといった判断すべき指標だけ明示されたわけでございますけれども、現下、

どのようなお考えであるかということの御答弁をまずお願いしたいと思いますが。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） ただいまの答弁の中でもお答えさせていただいておりますけれど

も、２番目の御質問につきまして、実質公債費比率及び将来負担比率につきましては、基準

内におさまっておりまして、これらの基準を見ますと、財政の健全性が維持されていること

が証明されておりまして、これからも起債余力があると判断できるというようなところで私

どもは考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） わかりました。 

  ２番についても基準内にあるため、問題ないといったことですね。 

  ３番についてはいただきました。他市町とも比べて余裕がある。 

  ４番、公平な受益と負担について、受益者負担と世代間の負担の公平性という形で、これ

も指標の御答弁だったんですけれども、純資産比率と将来負担比率はわかるんですが、受益

者負担比率ですね、この辺のところ、貸借対照表の部分においても、地方債の部分と、あと

公共資産及び投資の部分で、将来に引き継ぐものと、将来が負担するという形で御答弁をい

ただいたわけですけれども、これについてのお考えはどうでしょうか。適正であるのか、若

干現役世代が出過ぎているのか、受益者負担については受益者がしっかりと負担しているか、

それについてお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 答弁をお願いします。 

  企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） ４点目の受益者負担と世代間の負担の公平性ということで、この

指標に関する御質問でございます。 

  これにつきましては、これも答弁の中で御回答させていただいておりますので、改めても

う一度そこのところを申し上げさせていただきますと、私どもにおきましては、貸借対照表、

財務書類の中で行政サービスの提供で得られた受益者負担で直接賄われた収益を比率であら

わした受益者負担比率等で、こちらを一つはかる指標とさせていただいているということで

ございまして、こちらの指標の高い低い、比較してというところが、議員御質問のところで

あろうかと思いますけれども、現在、受益者負担比率につきましては、財務書類の中で公表

されておる中で、公表されている各市町間の比較において、その受益者負担の比率がどうい

ったところにあるのかというところが分析されるところであろうかと思いますけれども、当

町においては、昨年配付させていただきました資料のとおり、受益者負担につきましては、

26年度、29.2というような値を出させていただいておりまして、一概にこの比率が高いか低

いかというのは申し上げにくいところがございます。というのは、将来的に例えば公共施設

等の建設等において、現世代が全て負担すべきものであるかというと、そうではなく、将来

的にその施設を利用される方たちにも負担をしていただくというようなところがございます

ので、これにつきましては、単純にこの比率だけを見るのではなく、その事業、行政運営を

どのような形で行っていくかということもあわせて判断していかなければならないところで

あろうかと考えております。 
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  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 若干、こうあるべきだから、この数値だからどうのこうのというよ

うなことではないと思います。 

  町長の御答弁あったとおり、住民福祉の向上のため、最少の経費で最高のサービスを賄う

というのが地方自治体としての責務でございますので、それにおいて負担ということがあり

ますけれども、考え方というものは理解させていただきました。 

  ここでですけれども、財政健全化をはかるという形で、余裕があるということの御答弁を

いただきました。でございます。これは平成16年から町債の借り入れを返済以上借りないよ

ということで、その財政規律を構築して運営してきた結果、公債が減ってきたということの

効果だと思います。でございますけれども、都市防災は除くという形であります。 

  今後予定されております事業、シーガーデン構想等は、今後どのような扱いと考えている

か、御答弁のほどお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） ただいまの御質問は、５点目、６点目に関連するお話として回答

させていただきます。 

  先ほど御説明させていただきましたとおり、現在の財政シミュレーションにおきましては、

現在考えられる事業ということで、平成28年度から30年度までの実施計画に掲げられており

ます事業、その中の起債対象事業等の影響は、全て考慮させていただく中で、収入につきま

しては、町税ですね、税金につきましては政府から出されております情報等も入れながらシ

ミュレーションをさせていただいております。 

  ただ、シミュレーションでございますので、先ほども答弁の中で少し触れさせていただき

ましたが、その全体像が出てまいりませんと、計算上、その影響力を見ることができないと

いう部分がございますので、シーガーデンシティ構想に伴う事業というのは、現在、数字と

してあらわれていない、これから出てまいりますものもありますので、そういったものはあ

る程度はっきり数字が出てきたところでシミュレーション等は当然やっていかなければなら

ないものと考えておりますが、現行、私どもが今最新の情報として持っているシミュレーシ

ョンというものは、28年度から30年度までの実施計画の内容と、それと28年度の当初予算等

を加味した内容となっております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  御答弁、私の質問にちょっと完全に答えていただいていないんですが、シーガーデン構想

は、都市防災総合推進事業と同じように、この財政規律の枠の中でおさまるのかどうかとい

う質問をしたんですが、それについては実際の数値があがってこないとわからないというこ

とになると、それならば、質問を変えて、来年度ですけれども、シーガーデン、多目的広場、

総事業費19億円ほどの予算になるんじゃないかということで、過日の行政報告会でも報告を

受けたところでございますけれども、そういった実施計画の中においても起債が大分増えて

いるわけでございます。実施計画、28年から30年度で資料でございますけれども、冒頭私が

述べましたけれども、多分これじゃない、第３章の活力ある産業振興のまちづくりで、28年
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度は４億3,000万円でございます。人件費を除く事業費でありますけれども、29年度が、それ

が10億1,100万円、30年が５億5,000万円という形での事業費になっていると。そうした中で、

起債が地方債が28年度が１億円、29年度が約２億円という形で増えています。もちろん国・

県の支出金も増えておりますので、その辺の財源内訳があるわけでございまして、こういう

ことを考えると、ある程度のルールというものはあると思われるんですけれども、まだその

辺の事業がしっかりとした形で見えない場合は、このシーガーデン構想にかかわる財政規律

の扱いというのははっきりしないということでよろしいんですか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 先ほどの企画課長の答弁ですが、シーガーデンシティ構想全体をとら

えての推移をお話しされましたので、ちょっと御質問とすれ違っているような状態でしたが、

起債ルールということで申し上げますと、町長答弁にもありましたけれども、もともと償還

額以内での借り入れと、こういうことを設定いたしまして、それから3.11を迎えて、新たな

事業展開を図る中で、そのルールから都市防災総合推進事業の対象になる部分の起債につい

ては除くと、そういうルールを設定しております。それで、都市防災総合推進事業の事業枠

というのは、なかなか採択されにくくなってはいるものですから、そのメニューということ

で考えますと、なかなか津波防災まちづくりを進めていくのも難しくなってくると、こうい

う現状がございます。 

  そうした中で、シーガーデンシティ構想全体の事業ということではなくて、津波防災まち

づくり、津波防災に直結する部分の事業については、従来の償還額以内の借り入れというル

ールからは除外して、新たな安全をつくるための事業というのは別枠で考えると、そういう

シミュレーションの内容にしてございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  そうすると、津波防災ということですと、多目的広場及びシーガーデン、川尻海岸及び港

周辺及び、港よりも西側の津波にかかわるものに関しては除外するといった考えでいいとい

うことですね。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） そうした津波に直結するもの以外にも、例えば総合体育館の耐震化と

か、それから同報無線のデジタル化とか、そうした防災関係のものが多々ございますので、

そうしたものもシミュレーションの中には組み込んでいるという状況でございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 来年のことですけれども、こういった機会ですので教えてもらいた

いんですが、今、理事からお話がありました総合体育館、こちらのほうも実施計画におきま

して29年度、次代を担う心豊かな人を育むまちづくりという形で、29年度に11億円ですね。

本年度が約60億円ですから、約倍弱ぐらいですね。30年度は73億円ということでありますの

で、この29年度突出したものというのがまず１点あります。それが総合体育館なのかなとい

う感じが今したんですが、もう１点は、心豊かな自然と共生するまちづくり事業ということ

で、これは上下水道の関係の特別会計も入っているわけでありますけれども、ここのところ

の29、30という形で、１億何がし、28年度から毎年毎年増加傾向にあるわけで、そうすると、
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これが防災無線のデジタル化に向けての取り組みというような雰囲気であります。 

  それに合わせるような形で、御答弁いただいたように除外になるということですけれども、

地方債もそのところは非常に増えているんですよね。教育関係でいきますと、今年度は起債

が少なかったものですから、1,300万円ですけれども、来年度の予定というのは、国・県の支

出金もありますけれども、約１億円ほどの支出金をいただくわけですけれども、町単独の起

債として４億1,000万円ほどになっております。 

  共生するまちづくりは、公共下水道の延命化もいろいろあるものですから、一概にわかり

ませんけれども、28年度で２億3,000万円、29年度で３億円、30年度で４億3,000万円ほどの

起債をするという形になっています。ですから、こういったものも財政規律の中から除くと

いうことの裏づけがあらわれているということで理解してよろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 御質問させていただきたいんですが。 

○議長（大塚邦子君） 認めます。 

○理事（塚本昭二君） 今の公共下水道などの延命化も財政計画から除くのかというような御

質問のように聞こえたんですが、そういう御質問だったでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） すみません、第６章の分野が上下水道の関係の企業会計と特会が入

っているものですから、それも含まれて起債があるかもしれないけれども、先ほど御発言が

あったように、防災無線のデジタル化もあって、毎年１億7,000万円、１億5,000万円ほどの

事業費が増額していると。それにかかわる地方債もおのずと増えていますよということで、

ちょっと説明が悪かったもので申しわけなかったですけれども、公共下水に関しては特別会

計ですから、また起債ルールはもちろん従来どおりの財政規律の中にありますけれども、無

線ですね、デジタル化に関しましては除外するといったことで理解してよろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 同報無線のデジタル化については、津波防災まちづくりの関連という

ことで考えておりますので、それについては除外の中に入れるというつもりで、現在のとこ

ろはシミュレーションの中に入れてございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 実際、起債余力も大分出てきましたし、私が当初議員に当選したと

きは、実質公債費比率がワーストツーという形で、非常に新聞等に書いてあったものですか

ら、心配だなという形で一般質問したのを思い出すわけでありますけれども、ちょっとここ

で町の考え方として教えていただきたいんですけれども、平成19年と今と比較させてもらい

たいんですけれども、平成19年当時ですけれども、このときですけれども、実質公債費比率

は、先ほど出たように18以上になってしまうと、起債も許可制になるよということで、非常

にまずいんですけれども、その当時16.2だったんですね。今10.4、5.8％よくなっている、非

常にいいことだということ、実質公債費比率が低いからいいか悪いかという議論もあるもの

ですから、何も投資しなければ、これはすぐがりますけれども、うちの町のようにこれだけ

投資しておいて下がる、5.8ポイント下がるということは、非常にすごいことだなと思ってい

ます。 
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  ですが、19年度の歳出総額は85億円なんですよ。27年度の決算は98億円ということで、13

億円増加している。 

  ただし、標準財政規模は、19年当時は71億円という財政規模だったんですけれども、今は

62億円という形で減少しているわけ。財政力指数は1.2だったんですね、不交付団体。今は、

不交付団体に極力近い0.96でありますから、交付団体ですけれども、そういった状況にある。 

  実質公債費比率は、今下がっている。しかし、予算規模も全体的に上がっている。 

  国が認める標準財政規模、いろいろな数値的な指標に一番かかわる標準財政規模が減って

いる。財政力指数は１を割っている。19年当時ですけれども、基金残高が14.5億円でありま

すけれども、今は基金が増えて10億円も増加しています。24.6億円ですから、貯金もできて

いる。 

  しかし、地方債の現在高が98億円から115億円という形で、借金も多少増えているというこ

とでありますけれども、トータル的に考えると、住民サービスが向上しているからいいんじ

ゃないかといえば、それ一発で終わっちゃうんだけれども、考え方として、今後うちの町が

目指す姿として、過去にもいろいろな答弁を聞いたんですけれども、当面は交付団体でも、

しっかりとした形でいろいろなメニューを使いながら町を豊かにしていくんだというような

答弁を聞いたんですけれども、もう一度整理して、その辺について全体的なお考えをお示し

ください。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ただいまの御質問の中で、19年度の状況と現在の状況の差をるる御説

明いただきまして、全く現状としては、そういう内容になっております。 

  それで、最も大きな違いというのは、御質問にありましたとおり、交付団体か不交付団体

かというところでございます。 

  以前、平成22年までは、できる限り交付団体への転落を防止するような財政運営としても、

不交付団体を堅持すると、こういうような、そういう姿勢での財政運営に努めておりました。 

  ところが、リーマンショックを受けまして、その影響以降は交付団体ということになった

わけでございますが、交付団体に実際になってみて財政運営を行ってみますと、まず交付税

をもらえると。交付税をもらうと何が変わってくるかといいますと、実質公債費比率とか将

来負担比率を算定する上で、全てそれがプラス効果になってまいります。分母を広げるよう

な役割を全て果たすと、こういうような、そういう役割になって、充当財源に全てかかわっ

てくるということになっております。 

  それと、起債残高は増えても、将来負担において一挙にそれが支出されるわけではない中

で、基金残高というのは充当財源として全て算入することができると、こういうような、そ

ういう多少算定上の仕組みもございまして、内容がそれほど変わらなくても、そういう算定

に影響がある部分が財政状況としてかわってくると、大きな差になってくると、そういうこ

とでございます。 

  したがって、現在の吉田町の財政運営としては、意識的に不交付団体を目指すというよう

なことではなくて、当然今、企業立地等にも力を入れておりますし、一般企業の皆様方の資

金力も活用させていただきながら、町の財政を潤しておこうというような姿勢は堅持しなが

ら、町政運営を行っているわけでございますが、そうした効果として、結果として不交付団

体になるのであれば、それはそれでそうしたときの財政運営を新たに組み立てればいいとい
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うふうに思っておりますが、殊さら意識して不交付団体を目指すというような中での財政運

営は、今のところは考えていないというところでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  考え方もわかりまして、これから事業が目白押しというんですかね、これから推進してい

くわけでございます。第５次総合計画に向かってであります。 

  国のほうも、熊本地震、今回の台風10号の被害とか、福島の原発の後始末とか、いろいろ

な形で補正予算を組んでいろいろやっているわけで、国ばかりに頼らず、やはり自律的な財

政運営をするためには、自主財源というものをしっかりとした形で確保していかなきゃなら

ないと思いますので、そういった意味からも、シーガーデンのにぎわいづくりという形で、

人口が増えれば、おのずと町税の個人町民税が増えますし、いらしていただければ、固定資

産税も上がります、税収アップになります。法人税ももちろん上がってくるでしょうし、こ

の辺の自主財源をしっかりとした形で確保していただきながら、さまざまなルールを使って、

住民の福祉のサービスの向上に向けて、より一層の行政運営を望みまして、一般質問を終わ

りたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○議長（大塚邦子君） 以上で10番、藤田和寿君の一般質問が終わりました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 山 内   均 君 

○議長（大塚邦子君） 続きまして、６番、山内 均君。 

〔６番 山内 均君登壇〕 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  私は、通告に従い質問させていただきます。 

  その前に、意見を、一つのメモをいただきまして、これは地震による大津波が発生した場

合、10メートルから12メートルの防潮堤が築かれた場合、押し寄せた海水はどのようになる

だろうか。もちろん人命を守るため、防潮堤建設は絶対に必要でありますが、吉田町は一番

北部でも、海抜30メートル程度の非常に平たんな地形の町です。押し寄せた海水が河川を逆

流し、最北部で津波による大洪水が発生することを想定した防災があるのではないだろうか、

こういう一つのある方からいただきました。これをもちまして、私も同じことを考えていま

す。それを踏まえまして質問させていただきます。 

  大地震等の大災害に対する施策と対応について質問いたします。 

  最近、日本列島や世界各地で大地震の情報が多く発信されています。特に日本列島で起き

た大きな地震で記憶に新しいところでは、1995年、阪神・淡路大震災、2007年、新潟県中越

沖地震、2011年、東日本大震災、2016年、ことしの４月14日夜と４月16日未明に、震度７を

記録した熊本地震等が挙げられます。 

  阪神・淡路大震災は、建物の倒壊と火災によって人的被害が発生し、東日本大地震では福

島第一原発の津波による被害が発生しました。 
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  ことしの熊本地震では、同じ地域で２度の震度７を記録するなど、それぞれが特異な状況

をあらわしました。特に、この地震では、２度も震度７の地震によって建物倒壊による被害

が拡大しました。 

  現在、国は、東海地震、東南海地震、南海地震が連動して起こる可能性を想定しています。 

  ３連動の地震の発生は、１枚のプレートで非常に大きなストレスが解消されたとき、同様

に隣接した大きなストレスを抱えたプレートが影響を受け、次々に連動してストレス解消を

起こす。それが東海、東南海、南海の巨大地震であり、津波を発生させる。そして、それが

重なり合って巨大なエネルギーの増幅作用が起き、巨大な津波を発生するのではないかと考

えております。 

  そこで質問します。 

  １、吉田町は「レベル２」での津波高9.0メートルに対処すべく、防潮堤の工事が始まりま

した。その中で全体の概要をお聞きします。 

  ア、完成後の構想図はどのようなものですか。 

  イ、吉田町をカバーする全体計画はシミュレーションはしていますか。 

  (2)コストはどのくらいと予想していますか。 

  (3)計画地で生活している人たちへの影響は考えていますか。 

  (4)防潮堤が完成した後の大井川を遡上する津波はどのあたりまで来ると計算しています

か。 

  大きな二つ目です。熊本地震では、２度の震度７の地震によって起きた建物倒壊により被

害が拡大した。それにより家での待避ができなくなり、車の中や屋外の狭い空間で避難生活

をする人が多く発生した。 

  車中で避難した人は、パチンコ店等の駐車場に多く集まったという情報があった。 

  この狭い空間で手足を動かすことが少なくなり、そこで発生したのが「エコノミークラス

症候群」であり、熊本地震では50人がこの病気を発症したということであった。 

  この車中での避難等や「エコノミークラス症候群」に対する対応は、以後より多く必要に

なると思う。 

  そこで質問をします。 

  (1)車中での避難等が増加すると思いますが、一時的にせよ、駐車場確保の計画が必要にな

ると思います。いかに考えますか。 

  (2)「エコノミークラス症候群」に対応する準備をしなければならないと思います。計画は

していますか。 

  以上、答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） それでは、答弁をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 大地震等の大災害に対する施策と対応についての御質問のうち、１点

目の防潮堤の工事に関する御質問にお答えをいたします。 

  これまで幾度となくお話をしてまいったことではございますが、当町の「津波防災まちづ

くり」の進め方を述べさせていただきながら、お答えさせていただきたいと存じます。 

  当町の津波防災まちづくりにつきましては、「最善に期待し、最悪に備える」といった有
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事に対処する原則に即して進めており、いち早く「町民の命を守る対策」に着手、これまで

おおむねその対策を完了させることができました。 

  そして、今年度からは、「津波防災まちづくり」の本丸とも言える「町民の財産や企業の

生産活動を守る対策」を進める運びになってまいりました。 

  御承知のように、「町民の命を守る対策」につきましては、津波避難タワーの建設のほか、

富士見幹線や住吉幹線を初めとする避難路の整備、防災機能を備えたすみれ保育園や被災時

に仮設住宅用地として活用できる防災公園の整備、さらには、被災時に防災拠点施設となる

中央公民館の耐震改修などさまざまな事業を実施してまいりました。 

  そして、今から本格的な取り組みを開始いたします「町民の財産や企業の生産活動を守る

対策」につきましては、海岸線において、想定されるレベル２の大津波を防御するために、

海岸線全体にシーガーデンを構築しようとするものでございますが、その一環として実施す

る最初の具体的な事業が漁港区域内における多目的広場の整備でございます。 

  シーガーデンとして新たに整備を目指そうとしているものを申し上げますと、「レベル２

の大津波に対応した多目的広場」、「県営吉田公園から坂口谷川までの間に駿河湾と富士山

を望むことができる海浜回廊」、「大井川川尻地区河川防災ステーション」でございますが、

これらの施設は、単に防潮堤の役割を果たすばかりではなく、水産振興の拠点づくりや県営

吉田公園と連携したにぎわいづくりなどを同時に進めることによって、当町の新たな魅力を

醸し出す拠点となるように事業展開を図ってまいります。 

  このシーガーデンの整備は、町の努力だけでは達成できないものであり、国や県の関与が

不可欠でございますので、これまで以上に国や県への働きかけを強めながら、一日も早くシ

ーガーデン全体の整備を完了できるように努めてまいります。 

  議員の御質問には、「防潮堤の工事が始まった。」、「防潮堤の概要をお聞きします。」

とございましたが、去る８月31日に起工式が執り行われました「多目的広場盛土工事」につ

きましては、防潮堤を設置するための工事という位置づけではなく、水産振興拠点創出と漁

港及びその背後地の防御という目的を達成するために実施しているものでございまして、結

果として、レベル２津波の防護施設として活用できるものが創出されることになるものでご

ざいます。 

  「防潮堤の概要をお聞きします。」という御質問につきましては、ただいま申し上げまし

たように、シーガーデン整備の考え方と現況の説明をもって答弁とさせていただきます。 

  続きまして、「コストはどのくらいと予測されていますか。」及び「計画地で生活してい

る人たちへの影響は考えていますか。」の御質問にお答えします。 

  防潮堤というとらえ方では、シーガーデンのうち海浜回廊が、国の防潮堤と一体の施設と

なるものであり、直結するものであると考えられますが、この海浜回廊につきましては、国、

県、そして町とが連携した中で取り組みを進めるものとなりますことから、目下、「駿河海

岸整備検討会」の結果を踏まえて駿河海岸の保全に関する技術的検討を行うために国が設置

しました「駿河海岸保全検討委員会」におきまして、盛り土等の具体的構造などを検討して

いるところでございますので、その結論が出るまでは、コストなどの試算は困難な状況でご

ざいます。 

  また、「駿河海岸保全検討委員会」の結論が出ない中では、海浜回廊の形状なども固める

ことができませんが、川尻海岸につきましては、「駿河海岸整備検討会」で整備断面イメー
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ジも示されましたことから、実際の整備に当たりましても、地域の方々への影響はほとんど

ない中で整備を進めることができると考えております。 

  しかし、漁港から西の住吉海岸につきましては、これから整備イメージを固めていくこと

になりますので、地元で生活しておられる方々への影響が少ない整備計画としていただくよ

う国に要望してまいります。 

  次に、防潮堤が完成した後の大井川を遡上する津波に対しての堤防強化についての御質問

でございますが、駿河海岸における防潮堤の構造が決まっていないこともあり、大井川を遡

上する津波についてのシミュレーションがない中ではありますが、河川堤防強化の必要性は

感じておりますので、今後、引き続き情報収集に努め、国と連携して対応を図ってまいる所

存でおります。 

  続きまして、２点目の車中泊避難者の駐車場確保及びエコノミークラス症候群の対応に関

する御質問にお答えします。 

  このたびの熊本地震におきましては、４月14日の「前震」に続き、16日の「本震」の襲来

で被害が広域的となり、17日における避難者数が約18万人に及ぶこととなったと報道されま

した。 

  各地区の避難所では、多くの避難者が建物へ入りきれず、あるいは、さらなる余震を恐れ、

車に寝泊まりしたりする「車中泊避難」が多く発生したことにより駐車場の収容台数が追い

つかない、そして救援物資が避難所へ届かないなどの問題が発生いたしました。 

  当町では、こうした事態にも対処できるように、「内陸のフロンティアを拓く取り組み」

を初め、被災時における町民の生活支援対策として、さまざまな事業を他市町に先駆けて取

り組んでまいりました。 

  具体的に申し上げますと、津波により沿岸域で被災した方々の受け皿となる北オアシスパ

ークの整備、有事の際に町民の皆様の生活を支える生活物資を滞りなく供給するための商業

施設の誘致、そして誘致した企業とでは、有事における物資供給に関する協力及び物資集積・

配送場としての店舗駐車場使用に関する協力の協定などでございます。 

  そして、今月末に完成する北オアシスパークや新しく建て替えられたすみれ保育園には、

被災者支援に活用できる防災空地を設けており、災害時におきましては車中泊避難者用のス

ペース、避難テントの設営、仮設住宅建設等の利用が可能となるようさまざまな状況に対応

できるよう事業展開してきたところでございます。 

  次に、エコノミークラス症候群に対応する計画についての御質問でございますが、熊本地

震では、車中泊避難によるものだけではなく、避難所におけるストレスやトイレを我慢する

ため水分を十分にとらないなどの要因により、避難所生活者もエコノミークラス症候群を発

症したことが報じられております。 

  災害時におけるエコノミークラス症候群の対応につきましては、平成16年10月23日に発生

しました新潟県中越地震による死者数68人のうちの多くの方がエコノミークラス症候群によ

り亡くなられたこともあり、厚生労働省では、平成23年６月３日に「避難所生活を過ごされ

る方々の健康管理に関するガイドライン」を公表し、対策について市町村へ促してきたとこ

ろでございます。 

  当町におきましては、災害時における保健師及び栄養士の保健活動を示した「災害時健康

支援マニュアル」を現在策定中であり、発災時には、このマニュアルに基づき、避難所生活
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を送る被災者の方々の健康管理に努め、エコノミークラス症候群が発症することのないよう

取り組んでまいります。 

○議長（大塚邦子君） 再質問はありますか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  非常にわかりやすく、方向性がよく見える答弁だったと思います。ありがとうございます。 

  その中で一つ、これから東側に関しては、人を集めるための、基本的には防潮堤も含めた

もの。 

  それから、西側に関して、非常に心配する方、実際には住んでいる方がいろいろ心配する

わけですね。それは、あくまでもここできょうお聞きしたかったのは、一つは、その人たち

が、そこに大勢の方が住んでいて、そして、その方々にはこれからどのような形で意見とい

うんですか、そういう方々の思いが反映されるかというのが大事なことではないかと思うん

ですけれども、特に第５次の総合計画の中でも、７章に住民が一体となって取り組むまちづ

くり、ちょっとイメージが違うかもしれませんけれども、住民参画であるとか、そういう協

働であるとか、住民と事業者、行政の協働により、住民参画型のまちづくりが推進されてい

ますとか、そういう形で出ているわけです。それに従って、当然これから、先ほど町長の答

弁でありました、今やっている最中ですので、これからに対してということは答弁いただき

ましたので、これからに対するものに関して、そこに生活をしいる方々のいろいろな意見と

か、そういうような形、意見ですか、皆さんが思っていることをある程度取り入れていただ

きたい、聞いていただきたい、そういう部分があると思うんですけれども、その点はどのよ

うな形で表現されていかれるでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） ただいまの御質問でございますが、シーガーデンを進め

るに当たりまして、漁港から西側の住吉側だと思いますけれども、そちらの整備を進めるに

当たって、総合計画の中で言っている要するに住民参画のまちづくりという関連づけという

ところであると思いますけれども、まず町長の答弁でもございましたとおり、漁港から東側

につきましては、駿河海岸整備検討委員会におきまして整備断面も示されておりまして、国

の粘り強い防潮堤の背後に盛り土して、国の防潮堤と一体となった施設をつくっていくとい

うところは決まっておりますけれども、その構造につきましては、まだ今のところ検討委員

会で検討していると。そういったところの結論を今、町としても待っているというところで

ございます。 

  そんな中で、現在のところは、そうした川尻海岸しかそうしたものは決まっておりません

で、住吉側につきましては、イメージ的なものはまだこれからというところでございます。 

  現在、多目的広場も着手したというところでございまして、そこら辺の盛り土の工事につ

きましては、あくまでもスピード感を持って盛り土させていただきたいと思っています。住

民の皆様にも、目で見えて安心感を与えていきたいというふうに思っておりますけれども、

その上につく多目的広場、にぎわいをつくる場所でございますけれども、そうしたところも

含めて、東側のハードも含めまして、ここは住民の皆さんの意見も含めまして、町としまし

ても柔軟に対応していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 
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○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  非常にわかりやすくて、実際にはこれから始まったものに関して、できるだけスピーディ

ーにやっていただくということになると思うんですね。 

  この質問をしたのは、東側、これから漁港から西に向かっていくときに、防潮堤の関係と

いうと、従前でやったような鉄筋コンクリートとか、現在進めているような方法、いろいろ

なことがあると思うんですけれども、その中で当然一番合理的な方法を考えていただきたい。

当然そういう形で結論が出てくると思います。 

  そのときに、土盛りの高さが約10メートルですよね。単純に計算していっても、例えば45

度の勾配でいくと、底辺が20メートル。僕らのがけ地条例で決められる30度でいきますと、

底辺が約27メートル。要するに、恐らく富士見道路までは、その底辺、仮想ですけれども、

底辺がその中に含まれていくと。そうすると、どうしてもそこに住んでいる方に、みんない

ろいろな事情のある人がいますので、それをこれから皆さんの意見を聞きながら、聞きなが

らというか、取り入れながらやっていっていただけるという認識でよろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 住吉側のほうにつきましては、町長の答弁にもございま

したとおり、国のほうに強く要望しまして、住民の方々の影響がなるべく少なくなるような

整備手法で行うように国のほうに要望していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今言われた、できるだけ国のほうにということですよね。そのときに皆さんのそこに住ん

でいる方、生活をしている方たちの意見とか思い、いろいろあると思うんですけれども、そ

れはいつかの時点で取り入れてくれるという認識を持っていいんですか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 現時点では、例えば川尻海岸のほうと同じ手法であるの

か、そこら辺はまだ何も決まっておりません。そんな中で、どういった構造物になるかとい

うところも含めて、住民の皆さんは意見もあると思いますけれども、もちろん何も聞かない

というわけではございませんし、今のところ何も決まっていませんので、とりあえずは国の

ほうに住民の皆様の影響が一番少ない範囲でできるかどうかというところも含めて要望して

いきたいということでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ぜひその辺をやってください。ということは、どんな形にせよ、影響

というものは必ず出てきます。その中で、その影響をできるだけ少なくするために何をした

らいいかということは、皆さんで意見をいただいて、それを一番いい方法で持っていってい

ただいて、みんな納得できる方法、それが一番重要なことかな。そういう心配をしている人

たちも実際いますので、そこに住んでいる人たち。そういう意味で、もう一度その辺、もう

ちょっとしっかり、しっかりというか、強いお言葉をいただきたいと思うんですけれども、

どうでしょう。 
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○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） すみません、何度も言うようでございますが、地域住民

の皆さんに影響がないように、こちらも整備を進めていくというところで頑張っていきたい

というふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。ありがとうございます。 

  ぜひその辺は皆さんの意見を反映できるような形が一番いいと思いますので、皆さんが納

得できる方法ができればと思います。 

  それで、その後、これから本題に、自分が聞きたいこと、先ほどの一番最初のあれにもあ

ったんですけれども、防潮堤が10メートルで完成したときに、大井川の遡上がどこまでいく

かということに非常に興味を持って、自分の周りの人たちも、そういう心配をしている人た

ちが多いんですね。 

  もっと極論を言うと、津波以外に上からの心配、それも心配しているんですけれども、そ

んなに全部心配してもしようがないものですから、その中で、ここにきょう資料を提供させ

ていただきました。その中で、この資料が、地図のＡとＢがあると思います。こちらの地図

のほうです。このＡの地点が空港トンネル、現在、坂部にありますよね。空港トンネルのあ

のすぐ下なんですね。これはもう本当に古い方に話を聞いて、きのうも確かめまして、そう

したらやはりそこまでいっていると。 

  Ｂというのが、これはもう一つの資料を聞いたんですけれども、それはやはりここではな

くて、Ａが正解だということで、実際にはここまでいったわけですね。 

  しかも、このＡ地点の海抜が19.8メートルなんですね。そうすると、防潮堤が完成して、

そしてレベル２を想定した防潮堤が完成し、９メートルの津波が押し寄せたときには、大井

川の河口では、既に９メートル必要になるわけですね。 

  今言ったこの位置ですか、この位置に関しては、都市計画図、直線ではかったんですけれ

ども、河口から6.5キロ、大井川を直接6.5キロもいくと、はばたき橋ですね、あの辺までい

くんじゃないかと。それが今度は津波の場合には、海面の上に海面が乗ってくるわけですか

ら、どこまでいくかというのは非常に心配しなきゃいかんし、そして当然津波が海岸線を越

えたときには、中に非常に水が入るということですので、その辺を考えながら、これから津

波と今の防潮堤と津波と、その津波の９メートルの高さを想定した、これから大井川の堤防

も含めて、これはどういう形で問題提起というかなされていくんでしょうか。お話し合いは

されていくんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） ただいまの山内議員からの資料でございます。うちのほ

うも津波のハザードマップもそうなんですけれども、昔からのいわれであるとか、そうした

ハザードマップには大変重要な事項であるというところで、うちのハザードマップにも若干

載せていただいているものもございまして、今回のこの資料につきましても、地元の方々の

話だというところであるかとは思いますけれども、現在の地形と当時の200年以上前ですかね

─の地形とも違うだろうし、もちろん海岸線には防潮堤もないという中で、ここまで遡上

したというようなことが言われているというところではあると思いますけれども、こういっ
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た情報というのは大切ではないかなということは思いますけれども、大井川の遡上につきま

しては、現時点で国・県含めまして、遡上のシミュレーションというものはないというとこ

ろでございますが、うちのほうのシーガーデンの一つの構成要素としましても、大井川の河

口に国で設置をしていただく水防ステーションというものもございまして、こういったとこ

ろも大井川の河口の巻き込み部分、そういったところをシーガーデンと一緒に整備をしてい

くと。 

  それから、町長答弁にもありましたとおり、河川堤防の強化というところも必要性を感じ

ているというところでございますので、ここら辺はやはり国とも連携、県とも連携しながら、

こちらも町ではできないというか、国の事業になりますので、国のほうに要望していくとい

うことで御理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  確かにこれからやるものですから、今はないかもしれないですね。ただし、そのやつを意

識をしていただかないと、それは実際に９メートルの津波を想定していて、そのものが来た

ときに、軽く現在の堤防は乗り越えますよね。瞬間的に一番河口によっては９メートルの波

がそこにそろうわけです。その辺はやはりたくさんしっかりした堤防をつくってやったとし

ても、入った水に関しては、出ることが今度はできなくなるわけですから、それも含めて、

これからの町の姿勢としては、今言った堤防に関してと、その津波の与える影響に関しては

どのように感じていますか。これからどのようにしなきゃいかんと思っていますか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防潮堤が整備されても整備されなくても、河川を遡上す

るということは間違いはないことだと思っております。 

  ただ、当町としましては、このレベル２の津波につきましては、海岸線で防御すると。そ

れと同時に、河川のほうも遡上する津波につきましても、防潮堤と一緒に河川のほうも防御

していく計画を立てていきたいというふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  くどいようですけれども、今言った津波に関しては、先ほど言った３連動の想定をしたと

きに、津波の上に津波がかかってくるということですよね。 

  そして、理事だと多分わかってもらえると思うんですけれども、今度の津波を平面的に、

直線的に防御したときに、多分あそこは800メートル、１キロ近くありますよね。あれを津波、

流動体そのものは、もうそこへ全部集中していきますよね、次から次に。そうすると、今、

僕らが考えているほど易しくなくて、もっと大きな力がかかってきて、そうすると、もっと

大きな破壊力が出てくると思うんですね。そういう心配をしているものですから、専門家と

してどのような形の見方をしているか、ちょっと教えていただければ。 

○議長（大塚邦子君） 理事、舩橋準幸君。 

○理事（舩橋準幸君） 舩橋でございます。 

  今お尋ねの件につきましては、当然海岸堤防がやられた場合と、それから海岸堤防がやら
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れずに完全防御した場合で、河川への遡上の仕方が違うであろうというお尋ねだろうと思っ

ておりますが、いかがでしょうか。 

  今おっしゃられたとおり、防御されれば、当然水は次の弱いところに向かっていきますの

で、当然河川の遡上については大きくなろうかと思います。 

  現在、吉田町管内におきましては、海岸堤防でＬ２対応を全てブロックするという話でご

ざいますので、あわせて海岸と河川の接続部もあわせて津波対策をするように、国土交通省

と調整をとってまいる予定でございますので、先ほど来申し上げておりますように、海岸堤

防の構造基準、まだ決定されておりませんので、決定された暁の作業にはなりますが、その

問題はもう折り込んだ形で、模型実験等もやらさせていただいておるように聞いております

ので、次回、報告できると思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ありがとうございます。 

  この発想というのは、東日本のときに仙台空港まで津波が行きましたよね。あの場合には

全く遮るものがなくて、そしてそれが広い平面でいったエネルギーが、平準されたエネルギ

ーであそこまでいったわけですよね。そうすると、今度起きるだろうものが、局所的なエネ

ルギーがもうそこへいったときに、本当にどこまでいくかという心配と、それと同時に、防

災課にちょっとお聞きしますけれども、今言ったそういうような津波とか、先ほどありまし

た、もし洪水の可能性が津波によって、遡上によって起きる可能性があるわけですよね。そ

のときに、たしか今、訓練やっていますけれども、そういうように対応するような、一番最

初、意見をもらった方もありましたけれども、そういうような訓練というのもやはりやって

いかなきゃいかんと思うんですよね。その辺のこれからの防災に対する考えに関して少しお

願いしたいです。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 今、議員がおっしゃられたような訓練ということでござ

いますけれども、現時点の防災訓練につきましては、今現在で最悪だというような想定のも

とにハザードマップもつくってありますし、知見も含めて今考えられる最大の地震、津波の

被害想定の中で防災訓練を行っているというところが現実でございます。こんな中で、河川、

大井川を津波が遡上して、それが防潮堤からあふれ出て大洪水になるというようなところに

つきましては、想定も何もないですし、想定がない中で訓練はなかなか難しいかなというふ

うには思っております。現時点で、今の最大の想定の浸水域の中で訓練は今後も進めていき

たいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 訓練というのは、想定をして、想定されるものだけではなくて、当然

可能性があるものに関してはやっていくものだと思うんですよね。 

  今、実際にはなかなか防災訓練そのものが目に見えて、うちのほうというのは津波とか割

合ないものですから、心配ないものですから、非常に、はっきり言って緩慢かな、緩慢とい

う感じがするんですよね。そういうときに、常にそういう意識をしておかないと、どこかで

誰かが何かの方法でやって、そういう意味での今の心配をしている発言ですので、またその

辺どうでしょう。 
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○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 先ほども答弁をさせていただきましたけれども、津波に

限らず、ほかの津波に限らない洪水でありまして、そうしたところも想定に入れながら、今

の想定の範囲内で訓練を進めていくというような考えでいます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  ぜひその辺のこれから起きてくるものに関して、可能性あるものに関して、できるだけ準

備をしていただきたいと。 

  それから、あとは熊本の地震に対してエコノミークラス症候群ですが、それが確かに今回、

毎回毎回あるわけですけれども、今回これが震度７、要するに室内に待避できない状況が発

生しました。これによって、確かに新聞の報道で出ていたんですけれども、熊本のルポで車

中避難、これがパチンコ店の駐車場に400台。見知らぬ同士の助け合いが始まったと。これは

こういうことというのは、これから当然起きてくるし、実際に７が２度起きてくると、これ

から可能性としてはあるわけですから、特に東南海とか南海とか隣接したところには、必ず

そういう形が可能性としては表に出るわけですからね。そういう意味で、これからエコノミ

ークラス症候群に対しての町の対応、いろいろな情報がありますので、それに対してはこれ

からどのような考えを持っているのでしょうか。 

  この中で、特に災害時、ここには榛原病院、徳洲会がありますよね。それが本当は、なか

なか徳洲会との訓練であるとか、エコノミークラス症候群等に対するどういうようなシミュ

レーションというか、方向性というか、そういうものはなかなか見えてこないんですけれど

も、そういうものに関しての町の考えというのは持っていますか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） ただいまの議員の御質問でございます。 

  先ほど町長の答弁にもございましたとおり、町といたしましては、内陸のフロンティアを

拓く取り組みなどで、現在も防災公園、北オアシスパークであるとか、すみれ保育園の建て

かえを進めさせていただきまして、その中で空地もつくらさせていただいてあるという形で

ございます。 

  そういった取り組みを進めてきた中で、仮にここの地区に大規模な災害が起こったと、避

難所を開設しなければならないというような場合になった場合には、そうした防災空地を使

いながら、仮に車中泊があれば、そうした空地が使えるというところでございます。その中

でも、ほかにも町内に能満寺山公園の前の広場であるとか、そうした空地はありますので、

そうした対応は柔軟にできるかなというふうに思っております。 

  あと徳洲会という話でございますけれども、先ほど来お話ししているとおり、大規模な災

害があったときは、榛原総合病院は救護病院という形で指定をされるということになります。

ですので、町の中にも救護所というところはできますけれども、榛原総合病院は重傷者、中

等傷者を受け入れる拠点になるという形になります。 

  そんな中で、町のほうとも訓練の中で、搬送訓練であるとか、受け入れ訓練であるとか、

連携した訓練もやっておりまして、榛原総合病院との連携をとっているというような現状で

ございます。 
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  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今の答弁で確認をしたいんですけれども、例えば防災センターのとこ

ろで、ああいうところで車の乗り入れは想定していますか。想定はしているんですか。こう

いうパチンコ店にたくさん集まった、そういうような想定。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 北オアシスパークでございますけれども、災害時には応

急仮設住宅の用地にも使用するというところでございまして、仮に、例えば芝生広場ではな

くて、ダスト舗装のほうであれ、もともと駐車場もございますので、そちらのほうでそうい

った空地も使用できるというように考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  自分としては、あそこは仮設住宅用地と思っていたんですけれども、それが使えれば、１

カ所安心して使えるところができましたので、そういう意味ではありがたいと思っています。 

  特に、あと今の徳洲会の話が出ましたので、徳洲会にあるＴＭＡＴ（ティーマット）があ

りますよね、ＴＭＡＴ。一般の災害派遣医療チームに関してはＤＭＡＴ（ディーマット）で

すけれども、徳洲会のＴＭＡＴと。そういうところの人たちが、以前お話をしたときに、そ

ういう要望があれば、常にいつでも対応してくれますよ、説明してくれますよという議会議

員にそういう話を受けたんですけれども、そういうのを含めて、これからやはり連携をして

いく、将来に向かって本当に大事な部分を、講習を受けることによって、信頼性、安心感と

か、そういうものができると思うんですけれども、そういう町の取り組みとしては、そうい

うものは必要だと思うんですけれども、私は必要だと思うんですけれども、なかなか進まな

い。それは、これからそういう方向というのは考えられるんですか。 

○議長（大塚邦子君） 山内議員、エコノミークラス症候群に対応する準備という中の答弁で

よろしいですか。 

○６番（山内 均君） そうです。 

○議長（大塚邦子君） お願いします。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 今、議員がおっしゃられるＴＭＡＴ、ＤＭＡＴに限らず、

町としましては、県が設置をしております地域災害医療対策会議というものがございまして、

そうした中で行政、それから医療関係者、そういった方々と顔合わせをしまして、ネットワ

ークの構築を進めているというようなところが、平時からそういったところでネットワーク

を構築しているというようなところもございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、こういうエコノミークラス症候群であるとか、そこから出てくる

ケアであるとか、いろいろなものが発生しますよね。そのときに、徳洲会の榛原病院は大体

対応できる、なると思うんですけれども、ここにいろいろな今現在でもない科がありますよ

ね、診療するない科、脳外科であるとか。そういうときには、そういうものを含めて近隣の
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市町の病院というのは、どういう位置づけを持っているんですか。 

○議長（大塚邦子君） 失礼いたしました。 

  健康福祉グループ参事、生田仁美君。 

○健康福祉グループ参事（生田仁美君） 災害医療に関することということで、ただいま防災

課長のほうから地域災害医療の会議が発足しているということでございますが、これについ

ては年間何回も中部管内で打ち合わせを設けておりまして、この管内には公立病院が四つご

ざいます。そのほかにも市立の病院もございますが、これらの病院が連携をして対応してい

こうということで会議を重ねております。 

  この志太榛原の地域に災害医療コーディネーターというものを、県全体では大勢置いてい

るんですが、この地区に２名、県が委嘱をしている方々がいるんですが、島田の市民病院の

先生と藤枝の市立病院の先生が現在はなっております。この先生方が、災害が発生した場合

には、どこにどれだけの医療が必要かということを判断して、そこにそれぞれから送られて

くる大体を万遍なく配置しようという、そういう訓練を重ねております。 

  近隣の公立病院については、島田と焼津と藤枝は、災害の拠点病院ということで位置づけ

られておりまして、榛原病院で対応できない患者については、そちらへ搬送する、あるいは

広域搬送という考え方も出ております。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今、非常にすごく心強いというか、連携の例が非常にできて、初めてというか、勉強不足

で申しわけないけれども、なかなか情報として出ていないものですから、これを含めてエコ

ノミークラス症候群をそれと同じような形で、含めてそういう対応が必要になってくるんじ

ゃないかと思うんですけれども、その辺では安心できるために、あれですか、もっと周知し

ていただきたいんですけれども、その辺は考えていませんか。 

○議長（大塚邦子君） 健康福祉グループ参事、生田仁美君。 

○健康福祉グループ参事（生田仁美君） この体制についての周知といいますと、非常に難し

いところなんですが、実際に災害時にそういった体調が悪くなったとか、けがをしたとかと

いう方に対する対応ということになりますので、一般の方に余り積極的に周知ということで

はないんですが、体制は整えていると。 

  ただ、考え方としては、例えばそこでそれぞれのところでけがをしたときなどに、どのよ

うな形で搬送されてくるか。町ではまず救護所を通って、救護病院という体制をつくってお

りますので、その辺は町としては積極的に周知をしてまいりたいと思います。できるだけい

い流れで、速やかに対応ができるということを考えていきたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） ただいま生田参事も御答弁されましたけれども、地域防

災計画の中にも、医療救護体制という形で、体制図をのせてございます。そういった中で発

災したときに、まず救護所が立ち上がって、どういった方々が集まって、救護所で処置でき

ない場合は救護病院。それから、救護病院でも処置できない場合は拠点病院。それから、Ｓ

ＣＵといって、広域搬送拠点が静岡空港にできますけれども、そこに持っていって、ＤＭＡ

Ｔの方々が処置していただくというような流れも含めまして、こういった体制図も地域防災

計画のほうにのせてございますが、こういったところも防災課としまして、また自主防災会
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であるとか、自治会を通じて周知ができればというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 少し質問と答弁の幅が広がってきましたので、エコノミークラス症候

群に対応する準備というところで質問の調整をお願いします。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  確かにエコノミークラス症候群ですけれども、これは一つの現象によって、いろいろなも

のが起きたときに、同じようなものが起きたときに、当然同じような形でやっておかんと、

それは聞くほうもそういうイメージで聞いていますので、それに関してはあれです。 

  それと、これは最後にしますけれども、その中で東海地震と東南海地震、南海地震が連動

して発生したとき、恐らく中部日本、西日本、太平洋側、これに関しては非常に広範囲での

大災害ということで予想されるんですよね。それは何が起きたかというと、結局は大きな範

囲で災害があったときに、助けをお願いするときの今までの違った方法を考えておかなきゃ

いかんということだと思っています。 

  とにかく、それぞれの人が、みんなそれぞれの地域が同じような災害、大災害を受けるわ

けですから、そのときにこれから吉田町としても自立をしていくためにも、それぞれ危機感

を持ちながらやっていきたいと思うんですよね。そして、それに対する対応をしていただき

たいと。人の命を守ることがとにかく最優先ですので、そういう意味で、これから吉田町の

防災に対する方向というか、向きですか。方法論というか、そういうものに対する、これを

どういうふうに考えて、どういうふうにやっていくかというのを、もしあれば、最後に聞か

せていただきたいと思いますけれども。 

○議長（大塚邦子君） 答弁をお願いします。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） ただいまの質問につきましては、今後想定されると予想

されている大規模災害、南海トラフの地震も含めて、広域的な災害になるであろうという中

で、町としてどういった方向でいくのかというようなことでよろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 許可します。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 今おっしゃられた御質問につきましては、今言ったよう

に想定される南海地震が超広域的な被害になるだろうという中で、町としてどういう方向で

進んでいくのかというような御質問でよろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今の答えといいますか、そういう形で言っていただきたいんですけれ

ども。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） ただいまの御質問でございますけれども、やはり今想定

されている南海トラフの巨大地震というのは、ここら辺の関東を少し含めまして東海地方か

ら九州のところまで超広域的な災害になるというふうに言われております。 

  国のほうでも想定を出しましたし、県のほうも第４次地震被害想定が出されております。

こうした被害想定に沿って町が一つずつクリアできるものをクリアしていきながら、やはり

ここだけでは解決はできないというところもございまして、自衛隊も含めて御協力をいただ
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きながら、町としても一つずつ対応していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ありがとうございます。 

  全体いろいろ聞かせていただきました。その中で、今言った町が進めている命を守る対策、

それを含めて、これも同じように重要なことですので、ぜひそれを考えて、非常に困難な回

答を求めるような形になると思うんですけれども、それはやはり被害を最小限におさめるた

めにあらかじめ何をするかということは、想定されるものはしていって想定外をなくすと、

そういう形で頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大塚邦子君） 以上で６番、山内 均君の一般質問が終わりました。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時４８分 

 

再開 午後 ２時５７分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  引き続き一般質問を行います。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 蒔 田 昌 代 君 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

〔５番 蒔田昌代君登壇〕 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  私は、平成28年第３回吉田町議会一般質問において、事前に通告してあるとおり、浄化槽

の点検と清掃について町長に質問いたします。 

  私がこの町へ引っ越してきた20年ほど前、私が住んでいた神戸は、まだ下水道が整ってお

らず、自宅の汚水処理は単独浄化槽で行っており、今現在も続いています。 

  我が町では、長年、浄化槽の清掃は、町が許可した業者により行われており、旧県道島田

吉田線を境に東西でその業者が決められておりました。私は、そのことについてこれでいい

のかと違和感がありました。 

  私の経験や主婦の方々の声を聞くと、町民は業者を選べない状態にありました。町民から

町へ業者に対するさまざまな苦情が多く寄せられたこともあり、行政指導により、清掃業者

を自由に選択できるようになりました。 

  しかし、そのことを知らない町民はまだ多く、近隣市から吉田町へ引っ越してきた方から

も、なぜこのようなことが放置されているのかと疑問に思われております。 

  町が浄化槽の清掃と運搬を許可している業者は２社であり、競争原理が働きにくいため、

数多くの苦情の内容の中に挙げられるのは、近隣市と比較しても清掃料金が高いこと。私の
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調査では、個人家庭に標準的な合併処理５人槽、容量2.1立米の清掃料金が、吉田町は１立米

当たり１万6,000円で３万3,600円。御前崎市は１立米当たり１万4,000円で３万円。牧之原市

は１立米当たり１万円から１万4,000円で３万円。藤枝市は１立米当たり8,000円から１万円

で１万6,800円。焼津市は１立米当たり１万円で１万8,500円。島田市は１立米当たり１万

3,500円から１万5,000円で３万1,500円。静岡市は１立米当たり6,000円から8,000円で１万

2,600円となっていました。 

  また、顧客サービスの点においても、近隣と比べサービスが固定化し、劣っていると認識

しています。 

  公の施設においても、これまで一括発注だった浄化槽の点検と清掃業務を分離発注し、浄

化槽の点検業務の業者が１社参入したことで、その結果、点検業務においては競争原理が働

き、平成26年度、展望台小山城駐車場トイレ浄化槽及び吉田海岸トイレ浄化槽保守点検料は

146万5,000円で、平成25年度の一括発注のときに比べると、約46万3,000円の減で、平成27

年度決算は135万4,000円、26年度と比べて約11万1,000円の減です。一括発注だった25年に比

べると、57万4,000円の減。このように相当のコスト削減が図られています。清掃に関しても、

同じく競争原理が働いてもよいのではないかと考えます。 

  私は、特に子育て世代に我が町への定住を促進するためにも、安心して適正な価格でサー

ビスを受けられる浄化槽の点検と清掃を依頼できるよう、競争原理が働く浄化槽し尿処理収

集運搬許可業者を３社以上、あるいは複数にすべきではと考えます。 

  そこで、以下について質問させていただきます。 

  １、町民からの苦情（価格面・技術面・サービス面）を受けてどのような対応を図ってい

ますか。 

  ２、公の施設における分離発注の効果をどう評価していますか。 

  ３、町が許可して、浄化槽し尿処理を行う指定業者を３社以上にする考えはあるのでしょ

うか。 

  以上が私の一般質問の要旨であります。御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） それでは、答弁をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 浄化槽の点検と清掃についてお答えをいたします。 

  初めに、当町が交付する浄化槽に関係する許可について御説明をいたします。 

  当町におきましては、浄化槽の清掃業を営もうとする者は、浄化槽法第35条の規定に基づ

く浄化槽清掃業の許可が必要になります。 

  また、一般廃棄物である浄化槽清掃後の汚泥等の収集運搬業を営もうとする者は、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律第７上の規定に基づく一般廃棄物のし尿及び浄化槽汚泥の収集

運搬業の許可が必要になります。 

  したがいまして、一つの業者が一連の浄化槽清掃業を営むためには、浄化槽清掃業と一般

廃棄物のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業の両方の許可が必要ということになります。 

  これらの許可につきましては、町が許可権者であり、それぞれの業務を営もうとする者は、

申請書に営業区域等を記載の上、各法律で定められた書類を添付し、町に提出します。 

  町では、申請業者から提出されました書類が各法律に定められた基準に適合しているかど
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うかを判断し、現在、浄化槽の清掃業と一般廃棄物のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業の許

可を町内業者２社に交付しております。 

  それでは、１点目の町民からの苦情、価格面、技術面、サービス面を受けてどのような対

応を図っているかについてお答えいたします。 

  浄化槽は、し尿や生活雑排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしており、

浄化槽の維持管理が適正に行われない場合には、河川、海域といった公共用水域の水質汚濁

の原因となり、生活環境の保全を図ることができなくなるおそれがございます。 

  このため、当町では、町民の皆様から浄化槽に関する苦情等が寄せられたときは、町職員

が現地に出向き、状況の聞き取り調査や浄化槽のふぐあい箇所の確認を行うとともに、浄化

槽の保守点検や清掃を実施した業者に事情を聞くなどし、苦情の原因究明に努めております。 

  その結果、浄化槽の保守点検や清掃作業等において、改善の必要が認められるときは、当

該事業者に対しまして、浄化槽の適正な維持管理を行うよう指導しているところでございま

す。 

  また、苦情の内容が保守点検に関するものにつきましては、保守点検業の登録を所管して

おります静岡県に対しまして、必要な措置を講ずるよう改善措置の申し出を行うことになり

ますが、これまでのところ実績はございません。 

  このような状況の中、現在、当町では、浄化槽の維持管理を適正に行うことで、町民の皆

様の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とし、浄化槽清掃業と一般廃棄物の

し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業の許可を持っております業者と連絡会を開催しております。 

  この連絡会では、浄化槽法に定められた保守点検や清掃に係る主な規定、各業務の作業手

順についての再確認等を行い、事業者が行う浄化槽業務の質の確保に努めているところでご

ざいます。 

  次に、２点目の公の施設における分離発注の効果をどう評価しているかについてお答えい

たします。 

  浄化槽の保守点検業務及び清掃業務につきましては、平成25年度の産業課の定期監査にお

いて、監査委員から分離発注の可能性についての指摘を受け、産業課ではモデルケースとし

て、平成26年度から小山城駐車場トイレ及び吉田海岸トイレの２施設におきまして、浄化槽

の保守点検業務と清掃業務を分離発注いたしました。 

  この分離発注によりまして、平成26年度におけるモデルケースの２施設では、保守点検業

務の見積参加者が１社増え、これまでよりも競争性が高まったことから、経費の削減を図る

ことができました。また、この保守点検業務と同時に、一般廃棄物のし尿及び浄化槽汚泥の

収集運搬業の許可を持つ２社を対象とした清掃業務におきましても、経費の削減を図ること

ができました。 

  こうしたモデルケースの実績を踏まえ、大規模な浄化槽につきましては、分離発注による

経費削減効果が見込まれるため、浄化槽を設置している全施設を対象に検討を行い、平成27

年度からは、250人槽以上の浄化槽につきまして、試行的に分離して発注することといたしま

した。 

  この結果、新たに中央小学校及び学習ホールを加えた町内４施設の分離発注を行っており

まして、保守点検業務及び清掃業務の合計で20％から35％程度の費用が削減できており、分

離発注による経費削減効果があらわれている状況でございます。 
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  最後に、町が許可して、浄化槽し尿処理を行う指定業者を３社以上にする考えはあるのか

についてお答えいたします。 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律におきまして、廃棄物は大きく分けて産業廃棄物と一

般廃棄物の二つに分かれており、産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定されている20種類の廃棄物をいい、それ以外

を一般廃棄物としております。このうち、一般廃棄物の処理につきましては、町で処理する

こととなっております。 

  この法律において、「市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主

的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとと

もに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備

及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない」とされております。 

  このため、当町では、町内における一般廃棄物を適正に処理するため、法律に基づき、一

般廃棄物処理計画の基本的な事項につきまして定めた「吉田町一般廃棄物処理基本計画」と、

基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定めた「吉田町一般廃棄物処理実施計

画」を策定し、町内における一般廃棄物の処理を行っております。 

  ただし、この一般廃棄物の収集運搬につきましては、町みずから実施することが困難なた

め、「吉田町一般廃棄物処理基本計画」に、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬の方法について、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条に基づく許可を有する業者が収集運搬を行うこと

を定め、町内から排出される一般廃棄物の適正な処理に努めているところでございます。 

  この許可につきましては、一般廃棄物処理計画に適合することが条件であり、この適合に

関する町の判断といたしましては、許可申請に係る区域内の一般廃棄物処理業の適正な運営

が継続的かつ安定的に確保されるように、当該区域内における需給の均衡及びその変動によ

る既存の許可業者の事業への影響を適正に考慮しております。 

  なお、平成26年１月28日、最高裁第三小法廷判決、一般廃棄物処理業許可取消等、損害賠

償請求事件の判決理由を踏まえた平成26年10月８日付環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対

策部長の通知におきましても、同様の方向性が示されておりますことから、町の一般廃棄物

処理計画に適合するかどうかの考え方につきましては、適正であると認識をしております。 

  したがいまして、新たに一般廃棄物のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業の許可を交付する

ことにつきましては、当町におけるし尿及び浄化槽汚泥発生量の推移や、過度な競争からな

る収集、運搬量の一時的増大による衛生センターの処理能力への影響などを考えますと、町

の一般廃棄物処理計画との適合も含め、慎重に判断しなければならないものと考えておりま

す。 

○議長（大塚邦子君） 再質問はありますか。 

  ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  御答弁ありがとうございました。 

  町長からのお話の中で、連絡会ということが開催されるということをお答えされていまし

たが、その内容ですが、業務の手順の確認とかということをおっしゃっていましたが、その

ほかに問題になることということはないのでしょうか。話題となることですね。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 
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○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今御質問ありました連絡会ということですが、６月に１度開催させていただきまして、そ

の中では、今、吉田町に許可をおろしております業者、運搬収集の業者と町が集まりまして、

そこで最初は収集運搬業とはこういうものであるというものとか、法律の解釈というものを

一度確認しまして、その後に一般廃棄物の処理の方法であるとか、手順であるとか、基礎的

なものを最初にもう一度見直すということで第１回目を開いております。 

  今後につきましても、先ほど答弁にございましたとおり苦情等ございますが、その中で質

の向上を目指しまして、今後も検討会のほうを進めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  連絡会は６月に１回始まったばかりですね。今後は苦情も検討していくということなんで

すが、次の開催予定というのは、どの時期を考えていますか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  次回の開催ということでございますが、まだ当課のほうに苦情というものが今入っており

ませんのであれなんですけれども、過去の苦情等のことも一度話題の中に入れて検討してい

きたいというふうに考えておりますので、何日というものはまだ決まっておりませんが、近

日中には開いていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  この連絡会はいつまで続けるのか。連絡会は、目的というのはどっちにあるんだろうと思

うんですけれども、いつまでやるのか、最終的な目的というのがあれば教えてください。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  期限というものなんですけれども、この連絡会は、あくまでも質の向上というものを目指

しておりますので、何月何日までやっていいものかというものでは多分ないと思います。 

  あるものを達成すれば、次にまた問題が起きれば、もう一度、質の向上を目指してみんな

で検討していくということになると思いますので、ここまでやって終わりということはない

と思います。 

  ただ、質の向上を目指していくという目的がございますので、その中では続けていきたい

なというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  この連絡会は、町が許可した運搬業者と町の方が参加されているんですけれども、第三者

が入る必要が、やはり密室の中になると思うので、第三者が入る必要があるんじゃないかと

思うんですが、その点についてはどうでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 
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○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  第三者ということでございますが、あくまでも町の処理計画に基づいてというところがご

ざいますので、町がある程度、座長を務めまして、ほかの業者を指導していくということが

目的でございますので、今のところ第三者を入れるということは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  連絡会の内容というのも、どういうことがあったのかということをちょっと知りたいなと

思うんですけれども、そういう点に対しては、情報とかを開示するとか、そういったことは

考えていますか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  それこそ中の町のほうが指導していくということになりますので、特別、開示ということ

までは考えておりませんが、その中で業者を指導していくということについては、町なりに

議事録をとっておくとかということはございますが、開示するということは今のところ予定

はしておりません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  では、開示することは、情報を出すことはないと思うんですが、町が受けた、これから受

ける町民からの苦情は、必ずその連絡会へ反映していくということでよろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  先ほども答弁の中にございましたとおり、苦情があれば、一度、町のほうでも現場を確認

しまして、業者にも確認をとっていくということは今までどおりさせていただく中で、これ

は明らかに質の向上に抵触するということであれば、この協議会の中に随時、検討課題とし

て入れさせていただいて、検討はしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  ありがとうございました。 

  ２の質問に関してですが、公の施設で分離発注があって、結構効果が出ているんですが、

これは今後も継続していくお考えでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 総務課でございます。 

  こちらの分離発注につきましては、全体の中で私どものほうで、監査委員のほうから指摘

といいますか、提案を受けた中で、全体の施設の計画を見直しまして、今250人槽以上の浄化

槽につきましては分離発注を行うということで行っておりますが、これも今現在続いている

という状況でございます。 

  以上でございます。 
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○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  では、これからも継続してという、続けていくということと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  続きまして、３の質問でございますが、平成26年10月８日に環境省から出されている通知

には、市町村は廃棄物処理法施行令第４条各号に規定する基準─委託基準といいますが

─に従った委託及び適切な内容の委託契約の締結等を通じて、受託者が処理基準に従った

処理を行うことを確保しなければならないとされています。 

  基準とは、業務の遂行に至る施設、先ほどもお話ありましたが、人員及び財政的基礎を有

し、業務に関する相当の経験を有する適切な者に対して委託をすることや、業務の確実な履

行を求める基準であることに留意が必要であると環境省から通知が出されています。その委

託基準は満たしているのでしょうか。また、満たすために、町はどのようなことをしていま

すか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 今の御質問でございますが、今、町のほうにつきましては、

先ほどありました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中の第７条に、一般廃棄物処理業の

許可ということでございますが、許可業者に依頼しているのが今の現状です。 

  委託というか、委託契約を結んでお願いしているということはございません。その処理業

者に依頼をして、処理業者が適切に処理をしているということでございます。 

  その質の向上ということでございますが、先ほど来出ております質の向上につきましては、

検討会の中で質の向上に努めているというところが今の現状でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  先日、担当課にお聞きしたところ、現在、浄化槽の清掃を許可した業者が４社あるという

ことでした。一方、運搬まで許可した業者が２社。その数の違いを町はどうお考えでしょう

か。 

  これは合理的ではないと思いますが、このような状態を町としてはどのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  許可が清掃に関しましては４社、収集運搬につきましては２社ということで今御質問ござ

いましたけれども、まず清掃業につきましては、法律が先ほど言いました廃棄物の処理及び

清掃に関する法律という法律ではなくて、清掃に関しましては浄化槽法という法律の中で浄

化槽法の第36条の規定に基づきまして許可のほうをおろしているところでございます。これ

につきましては、36条の各号に、すみません、間違えました。すみません。 

  許可につきましては35条、許可の基準に関しては36条ということになっております。 

  36条の基準に合致しておるものにつきましては、浄化槽のほうについては許可のほうをお

ろしているという状況で、今４社、許可のほうをおろしてございます。 

  もう一方の廃棄物の処理及び清掃に関する法律につきましては、法律の第７条のところに
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条項が書いてございますので、その基準に基づいて出させていただいているというところが

今の現状でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  清掃と運搬に関しては法律が違うということなので、その中で許可をしているということ

なんですが、もともと法律は違っていて当たり前じゃないのかなと思うんですが、点検とい

うのは、その場で終了する、終わってしまう。清掃、運搬となると、連続した作業の中で行

われることなので、一方が四つで、一方が２というのは、やはり本当に料金はどうなるのと

いう形、町民の立場とすれば、そういうふうになるんですよ。それで町民が不利益にならな

いために何か頑張ってもらうということがあるのではないかなと思うんですけれども、やは

りこの数字、４社と２社というのが町民の不利益とならないのかという、そういう考えはど

うでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  先ほど清掃に関する法律と浄化槽法ということで法律が違うというところでございますが、

まずこの許可のところの決定的な違いといいますか、違いのあるところが、先ほど答弁でも

ございましたとおり、吉田町の一般廃棄物処理の基本計画という中に適合しているかどうか

というところが、一般廃棄物処理業につきましては、それに適合するものでなければならな

いということが一番の違いがございまして、先ほど答弁の中でございましたとおり、そこの

ところが、今のところは一般廃棄物処理計画に適合するというところで判断しまして、今２

社になっているというところでございますが、今後の許可の追加とか、そういうものにつき

ましては慎重に判断していかないと、処理計画に適合するかどうかというところが一番の問

題になってきますので、慎重に処理していかなければならないというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  処理計画があって、処理計画にのっとって運搬業の許可が２社ということになっていくと

いうことなんですが、今後、処理計画の見直しということは視野に入っているんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  処理の基本計画につきましては、10年ごとに許可を見直しということと、あと５年ごとに

中間変更というものがございますので、その中では見直していくわけですが、一番その中で

もあるのが、浄化槽の処理の量ですよね。それにつきましても随時見直していきますので、

その処理に適合するかどうかというところで判断はしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  今、清掃と運搬の業者の数は聞きましたが、点検の業者は何社かあるということなんです

が、その点検の業者を町民にお知らせする、そういう広報手段とか、ホームページに載せる
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とか等ありますが、そういったことはお考えになっていますか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  点検の業務につきましては、それこそ県のほうの許可案件になりますので、県のほうで今

許可のほうをおろしているわけですが、今現在、静岡県で点検の許可業者の許可をおろして

いるところが268社ございます。そのうち、この許可につきましては、許可業者に希望区域と

いうものを、どこのところで点検をするかという希望を書く欄がございます。その中で吉田

町を希望している業者が38社ございます。そういうことであるわけですが、この辺につきま

して、今、議員のおっしゃるとおり、住民に周知するということにつきましては、今後、ホ

ームページ等で周知していくのかどうかということにつきましては、ちょっと検討させてい

ただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  町の指定業者の支出向上と清掃料金が近隣に比べて高いことや、サービスが固定化してし

まうという今の現状についてどのように考えて、この支出の向上を担保して、近隣市と比べ

て高い清掃料を下げることについていかがお考えですか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  先ほど議員のほうから御説明がありました料金のことなんですが、一概に料金のほうが各

市町におきましては条件がそれぞれ違ってくると思いますので、一概に高い安いということ

は、料金だけを見て言えないとは思うんですが、料金のほうを公表することは差し控えさせ

ていただきますが、今うちのほうで見ている限りでは、特筆高くもなく低くもなく、平均的

ではないかというふうに今、町のほうでは考えております。 

  ただ、この料金につきましては、各業者のほうで決定するものでございますので、町のほ

うから下げなさいとか上げなさいとかいうことは、うちのほうから指示することはできない

というふうに判断しております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  料金の指示をすることは、町はもちろんできないと思います。ですが、やはりサービスの

面で固定化していることに関しては、あと業者の資質ですね、それに関しては今後も町とし

ては何か続けていくつもりはあるんですよね。そこをお聞きしたいです。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  議員のおっしゃるとおり、サービスにつきましては、直接住民の方の利益にかかわること

でございますので、どういうところがサービス的に今劣っているのか、ほかではどういうサ

ービスをしているのかというようなことも、その検討会の中では議題にさせていただきまし

て、サービスとかそういうものの向上に努めていただいて、町民の利益にそぐうような形で

指導できればというふうには考えております。 
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  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  以前に、去年のたしか９月の決算のときだったと思うんですが、行政指導を入れたという

言葉を聞いたんですが、行政指導、今後は検討会にということで考えていく、含んでいくと

いうのでしょうか。行政指導したということなので、やはりそれに関しては、その内容、や

った内容というのはどういう内容なのかとちょっと疑問に思うものですから、その内容につ

いては、やはりサービスの向上等、料金のこととか、いろいろなことを含めてだと思うんで

すが、行政指導を行った内容というのはわかりますか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  行政指導といいますか、それにつきましては、住民の方から苦情が入りまして、町のほう

でその確認に行ったという中で、細かいことはちょっとここで差し控えさせていただきます

が、その作業の中で不手際があったということで聞いておりますので、それにつきましては、

業者のほうに指導させていただいたということがございました。 

  それにつきましても、今後の検討会の中では課題にはさせていただきたいというふうには

考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  では、行政指導ではなくて、住民からの苦情を調査したということでよろしいんですね。

わかりました。 

  今後、北区は人口が増えているんですよ。家も新しく建ってくるので、子育て世代の定住

人口の増加にもなると思うんですけれども、町民の不利益にならないためにも、やはり業者

さんのサービス、資質の向上をお願いするのが一番切に思うんですけれども、今後、下水道

処理計画の中で処理区域外のところで、計画で５年で500、400、すみません、数字がはっき

りしなくて申しわけないんですが、400だったか、年間、１年に80件増えていくという予想も

あるんですが、そうすると、下水道の計画区域外に、町全体でも区域外があると思うんです

けれども、年間80基増えていくというので、今後、浄化槽の数というのは増えていくと思う

んですが、これに合わせてやはり処理計画も見直しをしていくと思うんですが、その処理計

画の見直しというのはいつごろになるんでしょうか。先ほど10年とお聞きしたんですけれど

も、その中で中間として５年ということなので、今後一番直近でどのぐらい、いつごろなの

でしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 処理基本計画につきましては、来年度、中間見直しをする

予定でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  淡々と進んでしまったので、すみません、最後となってしまいますが、協議会が立ち上が
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ったことがわかりました。町民の苦情も協議会へのせてくれると、協議会というか、検討会

に出してくれるということがわかりました。 

  その苦情というのは町が受け付けてくれるということで、町に言えば、苦情は町がそれを

届けてくれるということでよろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  もちろん廃棄物処理自体が本来、町で行うものでございますので、苦情等がございました

ら、町のほうへ言っていただければ、確認に行って、事実かどうかというところまでうちの

ほうで確認をさせていただいて、そういう上で対処させていただきたいというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  協議会が立ち上がったことと、それで業者の資質の向上、サービスの固定化を避けるとい

うことで、今後検討がされていくことを期待します。 

  町民がやはり安価でよりよいサービスを受けられるように、やはり期待していきたいと思

うので、皆さん、今後の吉田町の定住人口を増やすためにも努力をしていただきたいなと私

は思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  先ほど来、検討会とか協議会とか、ちょっと名称がばらばらになっておりましたので、連

絡会ということでお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 以上で５番、蒔田昌代君の一般質問が終わりました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（大塚邦子君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午後 ３時４６分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（大塚邦子君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会15日目でございます。 

  ただいまの出席議員は13名であります。これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（大塚邦子君） 本日は提出されました第41号議案の質疑を行います。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４１号の質疑 

○議長（大塚邦子君） それでは、議事に入ります。 

  日程第１、第41号議案 平成27年度吉田町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

します。 

  これから第41号議案についての質疑を行います。 

  質疑は、最初に歳入の１款から10款、20款についての質疑を行います。引き続き歳出は款

別に区切って質疑を行いたいと思いますが、説明員の入れかえをしながら進めるため、出席

する説明員により順番が前後する場合もありますので、御了承願います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて確認の質問とならないようお

願いします。また、簡潔明瞭に、審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよう

御協力をお願いします。 

  それでは、質疑に入ります。 

  初めに、歳入の１款から10款、20款についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  まず、決算書の12ページでございます。町税の不納欠損額が1,146万627円という形でなっ

ております。理由につきましては、時効とか、無財産とか、生活保護、外国へ移住不明など、

さまざまな理由は全員協議会で聞いたところでありますけれども、平成27年12月25日に吉田

町債権放棄に関する条例が施行されました。これに伴う、今年度決算は、これが施行して初

めての決算でありますので、その説明は約２億円弱の影響、２億円は違うか。すみません、

違うことでした。影響等ですね、効果、その辺について説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 



－211－ 

  税務課で扱っておりますものは公債権でございますので、そのことについて申し上げたい

と思います。 

  欠損が今年度1,146万627円となりまして、昨年より大幅に増えておるわけでございますが、

その理由といたしましては、おのおの理由は申し上げたとおりでございますが、平成23年度

から滞納の徴収の強化を図っておりまして、そのときに財産調査とか強力に進めたわけで、

その際に執行停止等を行いまして、執行停止して３年たちますと欠損できるわけでございま

すので、徴収強化、滞納整理の成果として上がってきているものと考えております。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  公債権という形で、この条例には影響されないという理解でよろしいですね。承知しまし

た。 

  次、19ページでございます。消費税交付金が全部で６億2,500万何がしがございまして、こ

れも全協の中で、社会保障費分がですね、社会保障財源分が約２億円ほどであるよという御

説明を受けたわけでございますけれども、この消費税は、平成26年の４月に法改正されて、

消費税が上がった分は社会補償財源にするようにしますよという形でなっているわけでござ

いますけれども、参考資料の２のほうに、その消費税の、９ページかな。使途内訳は書かれ

ているわけでございますけれども、実際的に主要施策の説明書の中で、主な事業で結構でご

ざいますけれども、社会福祉、社会保障、保健衛生の３分野でいいもんですから、具体的な

事業に対して、その財源措置をされた事業について、具体的に説明をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） ただいまの御質問でございますが、地方消費税交付金として歳入

されたものにつきましては、こちらの参考資料の９ページの表にございますとおり、一般財

源として処理されておりますので、どこにそれがというような形で色づけしているわけでは

ございませんので、総合計画による各分野の中に充てられていると。その中における一般財

源分だというような形で御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  国のほうの方針として、27年３月31日に成立しました地方税法等の一部を改正する法律に

より消費税率の引き上げ時期の変更等が行われたといったところと、26年４月の先ほど行っ

た社会保障の安定財源という形で、消費税に関しましては、町民も非常に関心が深いところ

でございまして、そういうことを考えますと、平成26年４月の改正で、引き上げ分の消費税

率全てを社会保障政策に要する経費に充てるといったことが１点、もう一点は、住民に対す

る説明責任と。上記経費へ引き上げ分の地方消費税収の充当について、予算書や決算書の説

明等において明示という形で、広く住民に明示するという形になっているんですけれども、

一般財源化になるにしても、お金に色はついてないもんで、なかなかわかりづらいところも

あると思うんですが、ここでこれだけ、一般財源の中で、参考資料の９ページでありますけ

れども、財源内訳として、一般財源のうち社会保障財源化分の地方消費税交付金額という形

で書かれているもんですから、該当する事業というのはわかるんじゃないかなと思うもんで
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すから、やはりこういった事業に消費税上げた部分を吉田町としてはしっかりとした形で社

会保障財源として使ったよということは、やはりもう少し丁寧に説明するべきではないかな

と考えるわけですけれども、そういったものはあれですかね。明確なものはないですか。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） まさに国は消費税を上げるときに、消費税の増税分、５から８、８

から10という予定をしているわけですが、その上げた部分は、社会保障財源が増える。増え

るから、社会保障財源に充てるために消費税を上げるというふうに説明しているわけですよ

ね。だから、まさに我々はここの９ページを出して、この財源の社会保障財源というのはこ

の経費だと明示しているわけです。 

  一般財源は２億4,900万円をはるかに超える17億3,000万円ですか、ちょっとあれか。17億

3,084万7,000円ですか、使っているわけですから、２億4,900万8,000円を超える社会保障財

源を使っているわけですから、全てがこの社会保障の財源として町としては使っているとい

うことで、まさにそのためにこの使途内訳を出していると。 

  ですから、この社会保障財源は、地方消費税を充てるべき対象は、ここに列記されている

この経費だということですよね、町の経費は。ですから、そのためにこれを出しているんで

あって、それ、２億4,900万円に満たない社会保障費、うちが社会福祉、社会保険、あるいは

保険に使ってなければ問題ですが、２億4,900万円を超える一般財源を使っているわけですか

ら、まさに社会保障財源に充たっていると、うちに来た交付金についてはですね。そういう

説明ですから、これはまさに。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  その点は重々承知して聞いているわけであります。 

  今後、延びたにしても、消費税の議論もまた出てくると思われるもんですから、町として

も適正に処理しているという形で、広報等でこの決算認定後、そういった消費税の地方税に

されたに２億何がしは、社会保障財源分にしっかりとした形で使ったという御報告は、何か

しら町民に対して示される予定はございますか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 「広報よしだ」にこの分については何らかの形で明らかにさせて

いただいております。また、させていただく予定でございます。 

  以上でございます。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  ないようですので、もう一回やらさせていただきます。 

  36ページでございます。土木費県補助金でございます。これは当初646万8,000円の当初で、

実績に準じた形で減額補正がなされて、392万4,000円ですか、それで決算という形で、224

万3,000円という形になっているわけでございます。 

  この県補助金に関しましては、この枠を県のほうの財産措置していただいて、うちの町が

このブロックとか、耐震診断とか、我が家の診断ですね、木造の耐震補強助成等の実績に応
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じた決算だと思うんですけれども、これ、せっかく県のほうでそういった枠の手当てをして

いただいた特定財源であるわけでありまして、それを、ちょっと言葉は悪いかもしれません

けれども、実績がそれしかなかった形で、うちの町としては流してしまったというわけであ

りまして、担当課はそれなりの説明をしてくると思うんだけれども、予算を設置して、決算

を迎えるに当たって、予算を組んだ財政部門として、こういった予定に対する実績が伴わな

かったことに対しまして、どのような形で担当課の説明を聞いて御判断されているか、それ

について御答弁のほどお願いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 藤田議員、ただいまの藤田議員の質問が14款になりますので、歳出の

ときにあわせて聞いていただきたいと思いますが、14款の…… 

○１０番（藤田和寿君） 14。 

○議長（大塚邦子君） はい。今、藤田議員の質問は、14款の質疑になっております。今行っ

ているのは、１款から10款、それと20款についての質疑となります。 

○１０番（藤田和寿君） そうなの。14。 

○議長（大塚邦子君） よろしいでしょうか。 

○１０番（藤田和寿君） 入じゃない。 

○議長（大塚邦子君） 14款ですので、ただいまのこの質疑の時間の中では外れております。

後ほどお願いしたいと思います。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  そういったルールで、今ちょっと気がつかなかったんですけれども、そうすると、13款か

ら、入のほうは、13款、これ、14款、全てないということですか、質疑は。 

○議長（大塚邦子君） 歳出のときにあわせてやっていただきたいと思います。歳出のときに

歳入の部分での質疑をお願いします。 

○１０番（藤田和寿君） 了解です。 

  ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 20款はいいですね。 

○議長（大塚邦子君） はい、よろしいです。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  決算書の55ページ、20款町債でございます。これは臨時財政対策債についての考え方につ

いてですね。これは一般質問とかいろいろなところで聞いているもんですから、貴重な財源

ではあるわけでございますけれども、この臨時財政対策債権は、一般財源として自由に使え

るという形ではなっているわけでありますけれども、後年度において、この起債を行った後

の判断というものが、例えばそのページの上に書いてあります都市防災公園整備事業であれ

ば、この起債を行ったのは、この公園についての起債であるという形で明確になるわけであ

ります。本来ならば、一般財源ですから、先ほどの消費税と同じように、中にどかんと入っ

てしまって、わからないかもしれないですけれども、今、財政当局の御説明でありますと、

本来はこういうような土木債とか消防債とか、そういったもので起債すべきところであるけ

れども、後年度において、そういう財源措置されるメニューを使いながら、そういった臨時

財政対策債を増やしていく傾向にあるよというような御答弁を聞いたもんですから、そうな
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ったときに、後年度において、この起債をされたのが、何のために起債したんだというとこ

ろが、例えば総合体育館とか、中央公民館とか、明確になれば、ああ、このときの起債であ

るから、我々も対応して、それを賄っていけるということがわかるんですけれども、これが

臨時財政対策債ですと、何に使ったかよくわからないということで、そういったことを考え

たときに、どのようなお考えであるか、それをしっかりした形で明示していくのがやはり必

要ではないかなと私は考えるわけでありますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 起債の考え方というのは、まさに今、御意見があったとおりでござい

まして、本来の地方債の活用方法というのは、地方財政法の中でも、社会資本を形成するも

のに充当するというのが原則的なんですが、その例外的なものとして、本来は国が地方交付

税として措置すべき財源を国が現金で出せないんで、起債枠だけあげるから、自分で調達し

なさいよ、そういう例外規定を設けて、国が実施させているという、そういうたぐいの地方

債なわけでございます。 

  その活用についてはどうするかといいますと、本来地方交付税として扱われるべき財源で

ございますので、それを建設地方債として扱うようなもともとの発想がないわけでございま

す。したがいまして、この臨時財政対策債を充てて、どこの何を残していくかというような、

そういう財政運営はする必要もないし、また、本来されるような財源でもございませんので

ただ、当町の考え方としては。その臨時財政対策債を借り入れを起こしたことによって、余

り交付税措置もないような地方債を発行していくことは抑制していこうというようなところ

で、それに振り返られるような財源の使い方をしようというようなことで心がけてはいると

ころでございますが、それをどこに使ったというようなことで区分するような仕組みは持っ

ておりません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  これも過日の全協なんかで言ったことでありますけれども、今、理事が言われたように、

そういった形で、いいメニューを選んでやっているということで、先進的なことでは、それ

は別にそれに対してどうのこうのはないんだけれども、実際的に今、地方債現在高の約36％

が臨時財政対策債になっているわけで、どんどん増えているわけでございます。それが少な

い率であれば、今の御答弁でもいいかもしれないですけれども、これがだんだん増えていく

可能性もあるわけでございまして、そうなってくると、過日、同僚議員が質問して、この決

算資料の参考資料ナンバー２の８ページ、都市計画税の使途内訳という形で、もう都市計画

税もしっかりそういう形で内訳を示したほうがいいんじゃないかという質問に対しまして、

こういうような内訳をつけていただいたもんですから、こういったものかどうかわかりませ

んけれども、せっかく都市防災、これからシーガーデン構想等々、そういったものに使うわ

けでありますので、こういったような形式で、それがルールに合うかそうかも知らないし、

義務もないとは重々承知しているんですけれども、広く町民に情報開示する意味からも、こ

ういった考え方はできないでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） そもそもこういう都市計画税とか今回の地方消費税交付金、こうした
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ものと財源の成り立ちが全く違っていると、こういうことで、本来、そういう国が調達して

地方に交付すべき財源を、国が追い切れないということで、地方で借り入れを起こして、起

債を起こしなさいというような、そういうことになった財源でございますので、そうした措

置をする一方で、この償還については、交付税として国が全て負担をします、そういう起債

なんですね。 

  ですから、当町で、この前一般質問のときにも申し上げましたけれども、不交付団体にな

ったときの臨時財政対策債の活用方法と交付団体になったときの活用方法というのは全くか

えましたと、こういうことを申し上げましたけれども、それがそういうことなんです。 

  ですから、この臨時財政対策債を借り入れが増えて、現在高が多くなっても、償還のとき

には国から交付税で補てんをされると、こういうものでございますので、実質公債費比率な

どには反映をされてこない、比率としてですね。そういうたぐいになっておりますので、財

政を圧迫するような、そういう記載ではない。今の当町の交付団体としての状況である場合

ですね。そういうことですので、余りそうしたところに過敏になって、財政運営を硬直化に

つながるような運営はしたくないというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  十分承知しているわけで、財政運営が硬直化しないように、いいメニューを使っていただ

きたいんですけれども、この起債は、この臨時財政対策債が将来に交付税措置されるのも十

分わかっていますけれども、何のために起債したんだというところに、ただし書きで括弧し

て都市防災とか、シーガーデンとか、多目的広場とか、そういうふうにすると見やすくなる

んだけれども、それってやっぱり不可能なんですね。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 財政の予算編成を実務としてやっていただければわかると思うんです

が、特定財源となるべきものは、その事業ごとに財源を振り分けてまいりますので、それは

可能なわけです。 

  ところが、それで特定財源を持たないものについては一般財源を充てるということになり

ますので、一般財源を大きくまとめて、その一般財源の中から配分をしていくわけですね。

その大くくりの中の一般財源の中に臨時財政対策債というのは入ってしまいますので、それ

をどこにやったというのは、なかなか色づけはできないという状況でございます。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前 ９時２５分 

 

再開 午前 ９時２５分 
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○議長（大塚邦子君） 会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  次に、歳出に入ります。 

  歳出の１款議会費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  議会費はいかがでしょうか。議会費です。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  次に、２款１項総務管理費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ３番、大石 巌君、 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  決算書の90ページ、説明書の57ページの情報化推進費という項目についてお伺いをいたし

ます。 

  この中で、26年度、27年度でマイナンバー制度の導入に伴うシステム変更等いろいろたく

さんの支出が出ております。ことしの１月から実施ということで、それまで大変な努力がさ

れたんではないかなと思いますが、これは国の制度ということで、全国一斉ということで、

町がどうのこうのということではないと思うんですが、ただ、この歳出の中のそれぞれの科

目を見ますと、マイナンバー制度に伴う支出の関係がいろいろの科目にわたって出ていると。

一般会計だけでなしに、特別会計にもわたっているということで、なかなか全体が把握しに

くいということがありますので、私、一つ、この一般会計の中でマイナンバー制度に伴うシ

ステム改修、そういうことでの関係する歳出の総額、それから国からの支出金のその額につ

いて、どうなっているのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 大石議員、内容確認の質問かと思いますが、その後の質疑につながっ

ていきますか。 

○３番（大石 巌君） はい、もちろんです。 

○議長（大塚邦子君） じゃ、３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石でございます。 

  今の内容確認ではないのかということでお話がありましたが、私どもがこの説明書等、資

料を見ても、把握できないということで、そのための金額について、まず１点は確認をした

いということはあります。 

  ただ、その中身としては、国の制度であって、本来、このシステム改修に伴う費用につい

ては、国のほうで面倒を見るべきもんじゃないのかなと思います。昨年度からの議会の中で

も、この費用について、何点か質問をいたしました。国のほうからの支出、３分の２の支出

割合があるというふうなお話を伺いましたが、年度末のころには約半分の支出に抑えられる

というようなお話も出てきましたので、国が本当にこうした制度に対して財政的な措置を十

分とったのかどうか、その点を伺うために、今、金額の確認をしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 答弁をお願いします。 

  総務課長、谷澤智秀君。 
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○総務課長（谷澤智秀君） ただいま大石議員から、社会保障のマイナンバー制度に伴うシス

テム改修の全体像ということでのお話かと思いますが、まず説明書の58ページをちょっとご

らんをいただきたいと思います。 

  こちらに、58ページの下段に取り組み内容、実績ということで、こちらにまず平成27年度

の社会保障・税番号制度に伴いますシステム改修ということで、こちら、ございます。これ

が総務省分ということになります。 

  それから、その下に平成27年度社会保障・税番号制度厚生労働省分に係るシステム改修業

務ということで、こちら、契約自体は1,461万9,960円は企画課で、当時の担当課の企画課で

一括しております。これがいわゆる総額という形になります。 

  それぞれそのシステム改修ということで、それぞれ下に26年分、27年分、国保のシステム

改修は幾らかかったのかというのがありまして、これがそれぞれの、先ほど各款項目出てい

るというようなお話がありましたけれども、これをまとめて、今、記載させていただいてい

るのはここになります。 

  ですので、もう一度繰り返しますが、厚生労働省分でいきますと、このトータルの1,461

万9,960円、システム改修として全体で町は支出しております。このうち、補助として、国か

らいただいているものが、合計で998万9,000円いただいています。これは、各それぞれシス

テムによって補助率が異なっておりまして、国民年金に関しますシステムにつきましては10

分の10、それから福祉関係ですね。国民健康保険システム、それから障害者福祉システム等

ございますが、児童福祉システムとかありますが、こちらは３分の２という補助率となって

おります。トータルとしては、ここに記載させていただいたとおりの金額が出ております。 

  それから、あと総務省分としまして、住民基本台帳システムであるとか、税システム、そ

れから中間サーバーということで県の関係がございますけれども、こちらのトータルの金額

としましては、2,208万6,000円かかっております。こちらにつきまして、補助額がトータル

でですが、2,035万1,000円ということで入っております。 

  こちらなんですけれども、統合端末の関係と中間サーバーにつきましては、10分の10の補

助率ということになっておりまして、また住民基本台帳のシステムにつきましても10分の10

の補助率となっております。 

  なお、税の税務システムにつきましては、これは３分の２という補助率となっております。 

  一応、トータル金額としましては、そのような金額となっております。 

  先ほど大石議員のほうから、国の制度で、本来持つべきではないかということですが、こ

れ、やはり制度としても、町としてはやるべきことをやらなければいけませんので、この改

修をさせていただいたということでして、制度につきましては、ちょっとこちらのほうでは

御答弁なかなかできないということで、御了承いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  今、説明をいただきましたように、各分野にわたってシステム改修必要だということで、

国からも、そうした対応する支出金が出ているということは承知をいたしました。 

  ただ、答弁にもありましたように、国のシステムの中で、それぞれの市や町が負担をする

部分というのがかなりありますし、これはやらざるを得ない支出科目になるわけですので、
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その分が国のそういう政策で突然入ってくれば、その分の町の財源、財政にも影響を与える

ということで、そういった支出を、町の支出をできるだけ抑えるために、こういう国からの

方針に対して、財源確保ということで努力をされたことがあれば、教えていただきたいと思

います。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） いわゆるマイナンバーの経費について、国が全額負担すべきとのこ

とですが、これは、先ほど細かくは総務課長のほうから説明したように、それぞれの業務に

おいて、適切な補助を国が決定をして、別に吉田町だけがこうなっているわけじゃなくて、

全ての市町がそうなっているわけですから、私どもが全額くれなんていうことは全く、そこ

は国で決めていただければいい、決定されれば、それに従わなければいけないわけですから、

もしそれについて国が全額負担すべきというのであれば、国政の場で議論をしていただくの

が必要でありますし、一つ一つ見ていただければ、例えば国民年金は、国の業務であります

から10分の10、国民健康保険であれば、国と地方で負担すべきですから、適切な負担割合を

国のほうで決定して、補助率として定めるわけですよね。それについて、私たちが、この３

分の２じゃだめだと、10分の10よこせと言っても、これは通らない話ですので、ここで議論

をしていただいても全く進みませんので、ぜひ国政の場でマイナンバーについては、経費は

システムについても全額負担すべきだという議論をしていただきたいと思いますし、我々は、

国の制度の中で、このシステム改修をしているわけですので、それはそれぞれ適切に決めら

れた負担割合、補助率で執行していくと。 

  我々だけしないというような、そういう例もあった、住基システムであったような気もし

ますが、やはりマイナンバー制度は国だけが必要ではなくて、我々が業務を行うについても、

ある程度の合理性というか、効率性あるわけですから、そこについては、我々はマイナンバ

ー制度の中で適切にシステム改修を行い、適切に国から負担をいただいてシステム改修をし

たということでございますので、これをこの場で全額自分たちで財源、全部国が財源を負担

していただけるように努力をせよと言っても、もうこれは決まった制度ですので、まして27

年度決算ですからね。これでやったわけですので、これは別に私たちだけの、先ほど申し上

げましたが、私だけの町じゃなくて、ほかの市町村も日本全国全てこれで執行したというこ

とですので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  国からの補助制度、あるいはそうした国の制度に伴う市町への支出金、この制度について

は、私も理解をしているつもりです。ただ、町の支出、財政の運営について、そうした国の

施策によって、その年度ごとにいろいろのシステムの項目がまた違ってくるわけですので、

そうしたマイナンバー制度に伴って、町のほうがその分だけ支出が増えるということに対し

て、町のほうかできるだけその支出、財源を何とか抑制をする、あるいはほかから財源を求

めるということで、国のそうした制度以外に、町として努力したことがあれば、お聞きをし

たいなというふうに思って質問をいたしました。 

  副町長のそういう制度云々、これは承知をしていますが、もし担当の課のほうで、財政の

やりくりの点で何かそういう努力、あるいは問題点があれば、お聞かせいただければと思い

ます。 
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○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 独自で歳出削減を努力したようなことはないかというような御趣旨だ

と思いますけれども、このシステム改修等々についての国からの業務のどう対応すればいい

かということについては、随時情報をいただくわけですが、このマイナンバー制度について

は、なかなか総務省の方針、それから各省庁の方針が固まらなくて、間際になったというふ

うなところもあるんですが、それでもできる限り詳細な情報を各セクションで入手を図って、

それで過大なものにならないように、また不足がないようにシステム設計をちゃんと行える

ような、そういう中で当町独自でとり行っていると。 

  大きな市とかいうことになると、なかなかその情報をいただくタイミングとそのシステム

を構築するまでの期間とうまくいかなくて、費用負担もかなり大きくなってくるというよう

な事例もあったり、補助対象外になるようなシステム改修も含ませてしまったとかいう例も

多少耳にはしておりますが、当町としては、そうしたことがないように、補助対象になるも

ので業務を終えるというような、今回の対応としては、そういう適正な対応をさせていただ

いたというつもりでおります。 

  以上です。 

○３番（大石 巌君） 了解です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  １番、三輪美由紀君。 

○２番（三輪美由紀君） ２番、三輪です。 

○議長（大塚邦子君） 失礼いたしました。２番、三輪美由紀君。 

○２番（三輪美由紀君） ２番、三輪美由紀です。 

  自治振興費のほうのことでお願いいたします。 

  一般会計のほうの83ページ、それと参考資料の40ページ、右下のほうに書いてあります自

治会役員への積極的な女性登用のため、町内会長以上の役員に女性が選任された場合に、１

自治会当たり30万円年額を上限に補助金を交付する女性登用補助加算金制度の創設により、

女性の町内会長が４名誕生し、男女共同参画推進の一助を担うことができたということで書

いてございますけれども、全協のときにこれも４人ということ、片岡、川尻１名、北区２名

という４名でございました。 

  初めての女性登用補助加算金制度によって登用できたものの、これからも長く継続してい

く必要があるかと思っておりますが、27年度女性を登用された町内会において、男性の中に

女性がかかわるということで、町内会はどのように変わっていったのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 議員からの御質問の女性登用の補助加算金制度、これ、平成27年

度から創設をさせていただきまして、今、１年が経過をしたところでございます。 

  この制度につきましては、平成27年度の当初予算のときにも話をさせていただきましたが、

これはあくまでも意識づけというところのきっかけづくりというのが目的でございます。そ

うしたことから、今回４名の方が誕生したということは、一つのアウトプットとしての成果

であるというふうには思っております。 

  一応、この補助金につきましては、10年を限度とする時限的な補助ということでさせてい

ただいておりまして、３年ごとに見直しを行うというものでございます。 
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  今回、初年度で、町内会に新たに町内会長に入られて、どのように変わったかというとこ

ろでございますが、この辺につきましては、自治会等のお話をさせていただいている中で、

目に見えた成果といいますか、中がというのが、お話はまだ、そこまではまだ出ていないよ

ということでございますが、ただ、この制度によって、女性もというような、女性参画とい

いますか、女性参加が、社会への参加というところの意識は出てきているんじゃないかとい

うことの成果としてはあるというふうに考えております。 

  今後、３年ごとのですね。これ、毎年、今年度も女性の町内会長さんいらっしゃいますの

で、これにつきましては、引き続き自治会とも意見交換をしながら、制度設計のほうの見直

し等も行いながら行きたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ２番、三輪美由紀君。 

○２番（三輪美由紀君） ２番、三輪です。 

  自治会の中のまた位置づけのことについて、ちょっとお伺いいたしたいと思います。 

  前に、女性フェスティバルのときに、埼玉のほうの方でしたか、自治会長さんが誕生して、

その女性自治会長さんがいらっしゃいまして、講演をやったというお話も聞きました、また、

すばらしい方だということもお聞きしておりますけれども、自治会長さんも吉田町、あり得

るかなということも考えてはおります。そのために、男女共同参画推進のために、まだ一層、

女性町内会長の、今現在、町内会長さんでいらっしゃいますけれども、自治会における位置

づけについて、どういうお考えを持っていらっしゃいますか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 女性の自治会における位置づけという御質問のようだったですが、ち

ょっと御質問としては、なかなか難しいなというふうに思っておりますが、この男女共同参

画というテーマを行政が考えた場合に、先ほど例に出していただきました女性フェスティバ

ル、大山自治会の自治会長さんに女性フェスティバルで御講演をお願いをして、それで、そ

のときにも出ておりましたが、最も男女共同参画が進んでいないセクションというのは自治

会だということをおっしゃっています。 

  我々行政側の男女共同参画の担当の会議などもあるんですが、そうした中でも、男女共同

参画を進める機運があるかどうかというのは、いろいろな、県内でもその地域地域によって

全く異なっております。 

  そうした中で、当町を振り返った場合に、自治会に女性の役員が全く、町内会とか自治会

長、副自治会長、そうした中に女性が全く入っていらっしゃらないという、そういう社会が

当町の場合も同じだということを強く男女共同参画を進める中で意識をし始めまして、当町

としては、まず男女性差別というものがない、１人の個人として、それでそれぞれの役割を

果たしていただけるような、そういう社会が自治会組織の中にあっても、当然芽生えていた

だくべきものであるというふうに考えて、それでまずはそうした風土を変えていくというの

はなかなか難しいことでございますので、その一つのきっかけになるようにということで、

女性登用のインセンティブを用意をさせていただくということになったわけでございまして、

女性の位置づけを考えながらということではなくて、男女差なく、持てる力を発揮していた

だいて、自治会の中でも御活躍いただけるような、そういう社会をつくっていきたいという

思いでございます。 
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  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ２番、三輪美由紀君。 

○２番（三輪美由紀君） ２番、三輪です。 

  ありがとうございます。 

  そして、本当に吉田町、まだ男性社会ということが少しはまだ根づいているかなと思って

おりますけれども、男性の意識も変えていかなければならないかなということも少しは考え

ております。それでないと、やっぱり男女共同参画ということも成り立ちませんので、なる

べくまたそういうふうな自治会の会合にあっても、女性のほうの応援をお願いしたいと思っ

ておりますけれども、ことし、町内会長さんが女性の方も何年というふうに決まっているか

どうかはちょっと私もわかりませんけれども、町内会長さん、２年で交代するような組織だ

と思っておりますけれども、ことし27年度でしたら、ことしで２年目になりますね。そうす

ると、また次の方という交代をするとは思いますけれども、３年も４年もやるという方もい

らっしゃるかもしれませんけれども、今年度で２年と申しますと、制度をつくった、町とし

てね。この次につなげていくためには、どのようにしてやっていくかというお考えもお聞き

したいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 答弁をお願いします。 

  総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） この27年度決算を受けまして、この４名のという実績を踏まえま

して、今後も自治会と毎年打ち合わせ等も行っておりますので、そうした中でお話をしてい

きたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○２番（三輪美由紀君） 了解しました。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  今と同じページでございますが、その中で、自治連合会視察研修事業ということでござい

ます。全協のときもお聞きしまして、内容等お聞きしたわけですが、この事業に関しまして、

自治会連合会のほうでこういった目的でこういうところに行きたいというような要望があっ

て、こういったことを企画され、企画というか、事業としてやるのか、それとも町のほうが

率先して、町にこういう問題というか、こういうことがあるので、こういうところに行きま

しょうというような提案をされて、こういった研修事業ということになるのか、その点をま

ず１点、お聞きしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 視察研修の恐らく目的であるとか、そこの決め方がどうかという

ことだと思います。 

  まず、視察研修につきましては、視察の目的、内容、こちらにつきましては、自治会連合

会の会議の中で諮っていつも決めております。そうした中で、テーマをその自治会連合会の

中の議題で、こういうテーマがいいじゃないか、27年度につきましては、シーガーデン構想

ではないですが、今後、今、道がたくさんできているという中で、その道路をお迎えをする

に当たって、自治会としてどう町づくりに参画していくのかという議題がありまして、そう
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した中で、視察先、こういうところが事例としてありますというようなことで決定をしてい

るというものでございます。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君、 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  今回は札幌のシーニックバイウェイということで行ってこられたということなんですが、

道路が吉田町もいろいろ整備されてという話なんですが、北海道の札幌の地区と、じゃ当町

と、余りにも最初からイメージというか、もう環境、地域環境が全く違うと思うんですよ。

雪国であるしという中で、そういう中で、本来、自分が思うに、似たような地域環境、吉田

町と似たような地域環境の中で、あっ、こういうことをやっているところがありますよとい

うところで行くほうが、現状と比較のしやすいというか、そういう中で、また成果が出てく

るかなと思うんですが、余りにもかけ離れたと言ったら、ちょっと語弊があるかもしれませ

んが、そこはどうお考えですか。 

  私思うに、もっと似たような地域環境の中を特異なことをやっているところを視察に行っ

て、生かすというほうが現実的に考えますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 恐らく視察先が北海道ということで、地域事情が特殊性が違うで

はないかということの御指摘もあるかと思います。 

  今回の視察研修につきましては、町づくりという中で、確かに札幌と人口規模が違うでは

ないかということですけれども、今回行ったところは、札幌の中でもまたちょっと外れの南

区というところになるわけなんですが、ここも町づくりの根本というのは、人口の高という

よりも、その仕組みであるとか、意識であるとか、そうした団体としてのかかわり合いとい

うのがございますので、余り規模がですね、確かにその規模のもありますが、今回の町づく

りの内容については、余り規模は私どもはそんなに違うのかなというのはあります。 

  ただ、もう一つ、私のほうで御説明させていただきたいのは、富士山静岡空港の利活用と

いうことで、空港が開港いたしまして、そうした中で、県のほうからも静岡空港を積極的に

活用してくださいというのがございまして、その中で、静岡空港の利活用の促進地域連携事

業というのがございます。それも、これは補助額がございまして、地域団体が視察に行く場

合は補助金が出るというのがございます。今回のこの事業におきましても、入のところはち

ょっとあれですけれども、30万円の事業補助をいただいているというものもございます。 

  確かに目的とそのお金とどうなのかというのはありますが、今回は目的をしまして、それ

にこの補助制度がありますので、富士山静岡空港の補助制度に乗ったという形になります。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 話がややこしくなってきてしまったんですが、そうすると、何か最初

の目的はあったんだけれども、それにまた空港云々ので、ちょっと話がおかしいかな。逆に

おかしく感じてしまったんだけれども、じゃ空港のお金があるから、じゃ北海道へ行こう、

福岡へ行こうってなってきてしまうと、また目的が変わってきてしまうと思います。 

  その中で、視察先の選定というのは、ただそれだけじゃないと思いますので、今後も、地

域の余りにも違うようなところというのはどうかなというのは本当に思いますので、その点

を考慮いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（大塚邦子君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議員の御質問でございますけれども、要は地域とか何かとという問題

ではなくて、何を目的にか事項別で行きますんで、それについては地域は二の次になります

ので、御了解願いたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 先ほど補助金のほうをちょっと出してしまったものですから、話

があれだったですが、今回の目的というのは、先ほど来申し上げましたとおり、この北海道

のこのシーニックバイウェイという道を主体として、そこからの町づくりというのは、実際

にはここの北海道の一番すぐれていると言われているような事例でございます。 

  それで、この道をきっかけとして、地域住民が主役になるというものですので、そこの中

で、自治会もいろいろ道路の景観であるとか、ごみの、例えば草刈りであるとか、そうした

活動に参加しておりますので、そうしたことを見て、聞いて、自分たちの町づくりのほうに

生かしていこうということの目的で実施しておりますので、仮に飛行機を使わなければなら

ないというものではありません。目的に従って、最良な、最善の場所に行くというのが視察

研修だと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） まず、空港を利用したという点でございますが、当町も空港利用促進

協議会の中に入っていると。これは議員さん方も十分御承知いただいていると思います。 

  空港の利活用については、地域として進めていこうというスタンスでございますので、そ

れに対して全く無策であるわけにはいかないということから、行政としても、でき得る限り

空港を利用して、その目的が達せられるものであれば、そうしていただきたいという、そう

いうスタンスで臨んでおります。そういう一環で始まっているのが、八女市との交流なども

そういう中に入っているわけです。 

  空港を使って遠くに行って、目的が果たせるかどうかということはあるかと思いますが、

地域的にちょっと違い過ぎるとか、多くの視察というのは、何を目的、ねらいを、視察側が

どういう意識を持って行くかなんですよね。このシーニックバイウェイ、先ほど総務課長か

ら説明がありましたけれども、地域住民が参画をしながら、国土交通省なども入って、本当

にモデル的にやっている有名な事業ですね。その中で、自治会としては、自治会がどういう

取り組みをしていけるかというようなテーマを持って行っているものでございますので、全

く景観だけを見て帰ってくるとか、そういうようなものであれば、それは御指摘されてもそ

のとおりかと思いますが、その中においての取り組みをどうやって見てくるかというところ

まで含めて視察をするというコンセプトでございますので、御指摘、御心配されるようなこ

とにはなっていないというふうに判断をしております。 

  以上です。 

○９番（増田剛士君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木 栄です。 

  先ほど２番議員が質問したところで、女性の役員が出た場合には補助金をやるということ
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ですけれども、理事の話だと、きっかけということで、30万円ですか、上限に年額30万円を

出しますということで、補助金を出すということで、結局、言い方は悪いですけれども、補

助金ありきでなる方がいるかもしれないというふうに自分は思うんですよ。 

  今、町内会長を決めるにも、男性がなるにしても、町内会の中になかなか人数がいなくて、

誰がやるかと決めるのもなかなか大変な中で、それで女性って、昔は婦人会とかってあって、

そういう団体もあったもんで、今はそういう婦人会とかっていうのがあること自体が、割か

し問題的なこともなるかもしれませんが、そういうことで、女性も、地元にいる女性はよそ

へお嫁さんに行ったりして、なかなかもともと地元にいる人が女性の方も少ないということ

もあると思うもんですから、そういう中で、本当にきっかけということでこうやってやって

いただけるということは、本当に何もなくて女性がなるというのが一番いいなと自分は思う

んですけれども、今言ったように、男性でも町内会長になる人がなかなか見つからないとい

うような状況の中で、こうしてやっていくということは仕方ないかなと思うですけれども、

あくまでもきっかけということで、補助金目当てにもしかしなたらなる方が、女性の方がな

る方があるかもしれませんが、それはそれで仕方ないというふうな考え方でいるかどうかと

いうことを、本当はそういうことは考えたくないですよ。ですけれども、そういう考えでも

なってくれれば、きっかけとなるもんで、それから今言ったように、３年間で見直しをして

いくもんでということで、それはそれで仕方ないかなというふうにお考えかどうか、ちょっ

とそれをお伺いしたいですけれども。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 町内会長さん、それから副自治会長さん、自治会長さんというその役

職が、補助金をもらうことを目的にして、魅力のある職とはとても思えません。かなり地域

においては重要な役割を果たしていただいていると。そういう中で、当町、なっていただい

た方に補助金を出すわけではございませんので、自治会に対して補助金を出すという仕組み

でございますので、その個々に対して心配というのは特にしていない中で、自治会としてそ

ういうものを活用していただいて、男女共同参画というものをともに進めていただければい

いという願いでございますので、10年間の期限つきのものだというのは自治会も承知してい

ただいておると思いますので、その中で、自治会としては男性だけで構成される組織がいい

などというふうには思っていただいてないと思いますので、そうしたものを活用していただ

いて、男女で構成されるような、そういう役員組織を構成していただけるような環境をつく

っていければいいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木 栄。 

  それありきでというお考えでないということがわかったもんで、ほっとしたんですけれど

も、それから、あと町内会長をやらないと自治会の役員もできないわけですよね。町内会長

さんが集まって自治会の役員というか、自治会本体はそういう形で上っているというふうな

状態があると思うんですけれども、自分はそういうふうに見ているもんであれですけれども、

それで、逆に自分が思うには、お金をつけることが男女平等にちょっと外れているかなとい

うこととか、男女共同参画と言っていながら、それはあくまでも同じ土俵においてのことで

言っていると思うんですけれども、こうしてやると、それがちょっと崩れるかなと思うんで
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すよ。要は、男女平等じゃないかなというふうに、自分はそう考えるわけですよ。その辺に

ついてはどういうふうにお考えかお伺いします。 

○議長（大塚邦子君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 議員のお話を聞いていると、おもしろいなと思いますね。男女平等と

言われるんですけれども、男女平等であれば、単純な話、自治会であるとか、そういうもの

も男女平等の観点から、皆、フィフティー・フィフティーだということはないですよね。な

ぜないかというのは、議員御存じかもしれませんけれども、人間というものは歴史的な存在

でございまして、例えば文化的であるとか、社会的であるとか、そういう形で、ジェンダー

バイアス、すなわち歴史的にそういう意味でつくられた性というのが、基本的にそういうも

のがバイアスとなって、社会のさまざまな形で、特に我々で言うならば、男性優位の社会と

いうのができているわけですよね。男性優位の社会というのができているということは事実

なんで、男女共同参画が一番難しいのは自治会だと、これはもう定説なんですよね。いろい

ろなところへ行けばわかりますけれども。要は、一番男女共同参画が難しいのは自治会、こ

ういう組織なんですよ。 

  そこに、だんだん一つの時代の流れの中で、地域をつくるものとして、やはり女性の目が

必要なんですよと、そういうふうなのが一つの傾向としてあるわけなんですよ。皆さんもそ

うですよ。議会だってそうですよ、基本的には。町づくりには女性の目というのがやっぱり

必要なんですよ。そういうふうな時代になってきているわけですよ。 

  そういうときに、ジェンダーバイアスがかかって、一番難しい自治会の中に女性のいわゆ

る方が入ってもらって、女性の視点で地域づくりをしてもらうために、ジェンダーバイアス

がかかるということは、入らないということなんですよ。入れないんですよ。そういう歴史

的な一つの社会構造の形成という観点から見れば、一番難しいところに一番必要な女性を入

れるためにはどうしたらいいのか。一つのインセンティブとして、自治会の中で、お金を差

し上げるから、ぜひとも女性を中へ入れてくれませんかと、そういうふうな仕掛けをしても、

私は何の不思議はないと思いますよ。むしろ、それで成功すれば、最高だということじゃな

いですか。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 成功すれば、それでいいですよ。別にそのことを私、言っているわ

けではありません。ただ、お金を、補助金を出すからということ、その行為が男女平等とい

うものを考えたときに、ちょっと私は解せないなということでお伺いしたわけですよ。です

から、それについてどうお考えですかということを聞いたんですけれども、ですから女性が

入ったことによって、その自治会が、活動が、中が充実して、女性の方もいろいろできてよ

くなる、それはそれで大変結構です。私はそれも望んでおります。ですけれども、ただ、私

の質問はそうじゃありません。 

○議長（大塚邦子君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 男女平等というものは、憲法上の権利の問題である。そうでしょう。

人権の問題なんですよね。しかしながら、現実的な社会というのは、ジェンダーバイアスが

かかっているわけでしょう。ジェンダーバイアスがかかる。ジェンダーって、議員御存じで

すよね、ジェンダーという意味。世の中はジェンダーバイアスがかかっている、こう思うで

しょう。 
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  だから、そういうものも、男女共同参画に一番難しいのは、ジェンダーバイアスがかかる

社会において、どういうふうに男女共同参画のいわば単純な話、構造的なことをつくってい

くかということです。議員、ジェンダーについて勉強してください。 

○議長（大塚邦子君） よろしいですか。 

○１１番（八木 栄君） 勉強しますよ。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  今、いろいろ同じところで、自治会の、自治振興費の中の女性の登用に関して、目標、同

じ流れで聞きます。 

  今の議論を聞いていまして、それぞれ必要なもの、必要な形が、必要なものを考えていく

と、当然なことですよね。ただ、その中で、やっぱり僕は、男だから、女だからじゃなくて、

前へ出る人って出ていきますよ。その中でお願いをしたいんですけれども、今、先ほどの総

務課長の答弁の中で、１年間やって、一つの見えたものがなかったと、何かそんな感じを受

けたものですから、本当はこれ、いいとか悪いとかじゃなくて、やっぱり一つの、確かに女

性が行って、そして出ていって、女性的な視点で、最初に言われたのが、女性的な視点で世

の中を見る、自治会を見る、一つの集合体を見たときに、その辺が女性の目として必要だと。

それ、よくわかります。 

  僕も、同級生がやっているもんですから、よくわかるんですけれども、一つは、まずプロ

セス、物事が決まっていく決まり方は、男の社会だけじゃなくて、女性が雰囲気も含めて入

っていくということですよね。それは、もともとそういうものを求めていたと思うんですよ

ね。 

  そういう意味で、１年間、27年やった段階で、４人の方がやっていただきました。僕は、

一番最初、このときに、前々回かな、質問したのは、初めてそうやって男性の中に女性が入

っていったときに、女性が何をするかという、彼女たちにどうやっていろいろな必要なもの

を要求していくか、非常に大事なことだと思いますね。ある程度の目的をつくってやらない

と、一つは非常に迷っていくという思いがありまして、その思いが、結果的に、今言った逆

の方向へ行くという心配もしていたんですね。 

  そういう意味で、最初で、この女性の登用に対して、今までの理論じゃなくて、現実的な

理論として、どんな目的であったか、そういうもの、理想像というか、そういうのは持って

いたんですか。そして、それに対して１年間でどういう評価が出ましたかというのが、多分

決算の審議だと思うんですけれども、その辺でちょっと教えていただきたいです。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） まず、総務課長の答弁で、１年間全く結果が出なかったような答弁は

してないと思いますので、それは訂正をしていただきたいと思います。そんなことはあり得

ませんので。 

  補助金というインセンティブを用意して、それで自治会に女性の役員を誕生させていただ

きたいというねらいというのは、もともと、今御質問の中にもありましたけれども、女性が

そこに加わるというだけで、いろいろな感性がもう全く違いますので、そういう感性の違い

が、違う感性を持っている方の半分はやっぱり社会にいるわけですよね。そういうものが、

議会でも、男性しかいない議会と、女性議員がいらっしゃる中とでは、そこにいらっしゃる
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だけで、もう影響が全く違ってくるわけですよね。 

  それが、条件が狭まれば狭まるほど、隔絶された社会になってきます。一般の社会と違う

社会になってきます。男性だけで構成した場合と、女性が中に入って構成した組織体と比べ

ると、一般社会は男性も女性もいるわけですよね。それに近い組織体で運営をされるという

ことは、一般社会に近まる。近づくわけですね。そういうことが男女共同参画の目指すとこ

ろでもございまして、そういう決まった特権階級だけ集まって何かやるとか、違った条件だ

けで、違ったものを対象にして何かをやる場合はいいんですけれども、一般的な社会を対象

にして何かをやりましょうという場合には、それなりの社会に近い条件を整えるということ

がまず物事の始まりであろうということを考えております。 

  そうした中で、実際にインセンティブを用意して、女性が自治会役員の中に本当に誕生さ

れるのかどうかというのは、本当に我々も確信を持てるところではなかったわけです。これ

だけ自治会役員に女性が入っていくという風潮がない中で、それを打ち破るわけですよね。

その打ち破るエネルギーができ上がっただけでも、すばらしいことだということです。 

  これをさらにですね、女性の皆さん方がプラスして入っていくとかいう、今までと条件が

変わっていくということになると、なかなか難しいものも生ずるとは思いますが、今まで男

性だけが担っていたところへ、女性がそれにかわっていって、違う視点を入れていくという

ような、そういう役割になってくると、おのずと自然に動いていく社会に近い状態になって

いくのだろうというふうに思っております。 

  先ほど八木議員からも出ましたけれども、それをインセンティブを持ってやらなければい

けないというのは、やはり自然の状態ではないというふうに思っていますので、それは時限

的なもので、やむを得ずというぐらいでお考えいただければいいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  今、すみません、先ほど訂正します。そういうつもりで、否定をするつもりで言ったわけ

じゃなくて、やっぱりせっかくなってくれた人たちがこれから根づいていって、そうすると、

それが今言った男女共同参画、後でちょっとやらせてもらいますけれども、その中で一番必

要なことが、何が必要かと。こういうこと、これ、確かに必要なことなんですよね。 

  それで、やっぱり確かに表へ出る男性社会、先ほどの理論の中でありますけれども、それ

を支える女性の力って、かなり大きいですから、それもやっぱり出ていることも事実なんで

すね。その中で、やっぱりこれからやっていくに当たって、自治会の経験者からちょっと意

見を聞いたんですけれども、そういうものを踏まえて、これからの見通し、そういうものと

いうのはどういう見通しをお持ちですかということをちょっと聞いておいてくれと。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） これからの見通しと希望と一緒なんですが、男性、女性に関係なく、

それに適した個性の方々がそこに参画をしていただくという社会を目指していって、我々は

目指しておりますし、社会の方向もそうあるというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 
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  今、よくわかります。その中で、その心配する経験者も言われた、今までの議論の中から、

インセンティブをつけて女性を参画していくと。そうすると、これは見通しとしては、やっ

ぱりこれからも、それはあれがありますから、見直しがありますから、続けていくというこ

とで、それは今の答弁の中から、例えば自治会とか、それ以外のものにも行くという可能性

というのはないですかということをちょっと心配しているのがいて、町ではどういう形の考

え方を持っていますかというのをお聞きをしろということなんですけれども。 

○議長（大塚邦子君） 町長、田村典彦君。 

○町長（田村典彦君） 今、これ、決算認定の議案をやっているんですよね。決算認定に対し

て、今のようなあれが大事なことなんですか。むしろそれは一般質問じゃないですか。一般

質問でやられたらいかがですか。 

  いわゆる決算認定に対して、質疑というものは、右にするか、左にするか、それについて

聞くわけですよね、質疑って。質問じゃないですよ。質疑というのはそういうもんなんです。

右にするか、左にするか、賛成するか、認定するか、認定しないか、そういうことです。そ

れに対して重要だということでなんですよね。 

  今、議員のお話しされているのは、どんどん付言していくわけですよ。付言していくとい

うのは、基本的には一般質問ですよね。場が違うんじゃないですか、議長。 

○議長（大塚邦子君） 山内議員にお願いしたいですけれども、今この歳出の総務管理費の中

のただいま自治振興費の女性登用補助加算金の制度のことでの質疑だと思いますので、そこ

から外れないように質疑をお願いします。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  わかりました。よくわかるんですけれども、その中で、決算の審査というのは、確かにい

いかどうか、それを認めるか認めないかの話だと思うんですけれども、それと同時に大事な

ことは、なぜ決算の審査するかというのは、それをやって、その次へ向かうものがどういう

ものを町が全体が見ながら、皆さんがどうやって考えていくかとか、そういうものだって重

要なことじゃないですか。私はそう思っているんですね。そう思っていますので、そういう

意味で、何かありましたら言ってください。 

○議長（大塚邦子君） 私が申し上げましたのは、山内議員に申し上げましたのは、あくまで

も、今、山内議員は、ほかではどのように考えているかというようなことの質疑だったので、

ここの女性の自治会の中の女性の登用というところの範囲の中で見通し出されたわけで、そ

れ以外のことについては、この議題からは外れておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  この範囲の中の答弁でよろしいですね。 

○６番（山内 均君） もちろん。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） わかりました。そういう形で進んでいきます。 

  ただし、ただし書きつきますよって、そう言われたから言っただけの話であって、それは

だってその部分でストップしなければまずいじゃないですか。私はそう判定をしたんですか

らね。 

○議長（大塚邦子君） 当局の答弁は、この自治振興費の女性の自治会登用の話でございまし
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た。答弁は要りますか。 

○６番（山内 均君） 要らない。いいです。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  説明書の61ページにホームページの運営事業費という項目があります。27年度リニューア

ルをするということで、この４月から新しいページに切りかわったということで、26年度、

27年度、アクセス件数が大体16万件台ということで、一つ伺いたいのは、リニューアル後の

アクセス数が伸びたのかどうか、これは27年度の決算の中での成果ということで伺いたいと

思うんですが、もう一つは、そこの効果という中に、町のイメージを理解しやすくというこ

とと、それから情報を容易に入手できるようなホームページを構築することができたという

ことでありますが、利用者からのそうしたホームページ利用に対しての意見、感想等、新し

くなってどういうものがあったのか、その点も説明いただきたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） まず、ホームページの27年度の実績ということでございますが、

こちらに掲げてございます効果の16万1,919という数字は、旧のホームページとなります。27

年度につきましては、構築年度になりますので、実質的にこのホームページ、新しいホーム

ページは数日しか稼働しておりませんので、成果というものは28年度に出てくるということ

で御了承いただきたいと思います。 

  それから、また先ほど見やすくということですが、私ども、今回このホームページのリニ

ューアルに当たりましては、プロポーザル方式を使わさせていただきまして、業者からの提

案を受けまして、その中で、委員会の中で一番見やすいと、それからあと操作性ということ

も踏まえて、こちらに決定をさせていただいたという経緯でございます。 

  まだアンケート調査等しておりませんので、皆さんのあれというのは、具体的な客観的な

数字というのは持ってございませんけれども、一応このホームページにつきましては、非常

に見やすくなったというのは、お声は聞いているのは事実でございます。以前に比べてとい

うことです。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  27年度事業ということで、リニューアルは今年度に入ってからということなんですが、そ

の成果としては、今の状況の中でもお聞きしてもいいんじゃないのかな、範疇じゃないのか

なと、予算執行の中の成果ということでお聞きしてもいんじゃないかなというふうにアクセ

ス数については伺いたいなと思いますが、もう一点、ホームページ開きますと、その下のほ

うに、この内容でよかったですかとか、そういうふうな反応、回答が出るようになっていま

すので、そうした点で、町のほうとしても、新しくなった様式の中で、見た人からの反応が

つかめるんじゃないかなということを思いましたので、その点の中身についても教えていた

だきたいなと思います。 

○議長（大塚邦子君） 大石議員に、ホームページのアクセス数の28年度のアクセス数に関し

ては28年度の決算になりますので、この決算審議では、リニューアルをしたというところの
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範疇で質問のほうをお願いしたいと思います。 

○３番（大石 巌君） はい、わかりました。 

○議長（大塚邦子君） それ以外の答弁を求めますか。 

○３番（大石 巌君） はい、求めます。 

○議長（大塚邦子君） それ以外の答弁をお願いします。 

  総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） ホームページの下のところのところだと、一番最後のところだと

思いますが、こちらも、新しくリニューアルされたホームページのところの、そこの平成27

年度においての数値というのは出ていない状況でございます。 

  28年度については、今現在、進行中ですので、まだ今、その数字までは今、持っていない

という状況ですので、ちょっとそこの数字というのは、ちょっと今、お答えできない状況で

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） 件数ではなしに、そこに上がっている意見等、声がそこで集約されて

いれば、ここに書いてありますように、効果としてあったということが直接的に感じること

ができるんじゃないかなと思いますので、そうした利用者からの反応について、実際の内容

があれば、お聞かせください。 

○議長（大塚邦子君） リニューアル後の意見ですか。 

○３番（大石 巌君） そうです。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 議員から、恐らくこの効果のところにこういうことができたと書

いてあるじゃないか、何を根拠に持って言っているのかということなのかなというふうに推

察いたしますけれども、こちらの効果のところにつきましては、やはり自己評価もございま

すので、私どもはこのように評価をしたということの、ここの指標の数値はございませんが、

このように容易に入手できるようなホームページを理解しやすくしたというのが自己評価と

いうことになります。 

  以上でございます。 

○３番（大石 巌君） はい、了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 八木 栄です。 

  説明書36ページ、内陸フロンティアのところで、全協でも伺いましたが、大幡川橋梁等予

備設計業務委託ですけれども、これでちょっと、全協のときちょっと伺ったんですけれども、

これやったことによって、進捗状況とかに、今後の進捗状況とかに与えたよい影響があった

かということとか、何かそういう影響を与える計画的なものの中での影響を与えるものがあ

ったかどうか、ちょっとお伺いします。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 内陸フロンティアの予備設計関係というのは、企業活動維持支援事業

区域内にかかわるものになりますけれども、この企業活動維持支援区域につきましては、現
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在、企業誘致を進めながら農振の除外を行っていくと、それから基盤整備を行うという、そ

ういう案件の処理をしているところでございます。 

  この農振の除外のために、かなりいろいろな資料も整える必要がございまして、また立地

企業の具体性なども整えていくというような、そういう中での工法の変更を行っていくとい

うような事務でございます。 

  そうした中で、その形状をどうしていくかというところも大きく具体性を持っていくよう

な事業となってまいりますので、この予備設計の中では、こうした企業誘致をどういう形で

進めて、どういう区画で達成していくかというようなところを予備設計の中で調査をしてい

るというような事業になりますので、現在のところ、具体的に立地企業を固めていけるよう

な見通しも立ってまいりましたので、具体的な今度区画を決めて、動線を固めて、それで国・

県と調整を図っていくと。また、地権者、それから立地企業と合意を得ていくというような、

そういう段階に入ってまいりますが、それに移行するまでの調査資料を入手したという、そ

ういうことになっております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  具体的な見通しの中で、何かある程度確たるものがあったら、もしここで言えるようなら、

ちょっとお伺いしたいですけれども。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今申し上げたのは、言える最大限のところでございまして、明るい見

通しを持って御期待いただきたいというところまでで御勘弁いただきたいと思います。 

  以上です。 

○１１番（八木 栄君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  61ページ、お願いします。説明書の61ページね。 

  先ほど大石議員のほうでホームページ云々のお話がありましたが、これ、リニューアルす

るときに、コンテンツ内容であるとか、あとプログラムに関してもリニューアルという形を

とられておるかと思います。これまでのこのホームページの情報発信において、各課でなか

なか打ち込んでできない部分があって、これはもう委託業者にやってもらわないとできない

というようなことがいろいろあったということを聞いております。今回のこのリニューアル

によって、そうしたことがある程度軽減されて、直接町のほうで各課で打ち込んで、もう情

報発信できるというようなことができて、今後、決算なもんであれなんですが、今後管理費

というか、そういうのも多少減ってくるような方向になっておるのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） ただいまの議員のほうからの御質問ですが、これ、以前も議員、

お話を旧のときにされていたかと思います。こちら、議員がおっしゃるとおり、新しいホー

ムページにつきましては、各課、これまで業者に頼まないとできないとかいうところは極力

減らしてありまして、各課で入れられるというコンセプトで今回しておりますので、そこは
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大分変わると思いますので、今後、中味の充実については、今後さらにしていくということ

になります。 

  それから、経費の面でございますが、こちらについては、最初、27年度は構築の関係ござ

いましたので、委託業務ございますが、その後の業務費につきましては、こちらは年々減っ

ていくというものではないというふうに、一定の委託料を当然払っていかなくてはいけませ

んので、そこは経費は出てくると思います。 

  ただ、先ほど来の中身のほうは、大分以前とは違う内容を掲げておりますので、今後さら

に充実をさせていくということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  全体の経費は余り変わらないという話なんですが、これまでは、バナーを張るにしても、

リンクを張るにしても、ある程度お願いして、それ、料金かかるよみたいな話もあったんで

すが、そういった点も、バナーなどもこちらでつくって張れる、そういう形でなれば、当然

その経費は減ってくると思うんですが、その点いかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 今、議員から言われましたバナーの関係ですが、こちらでやるも

のになります。 

  経費のほうなんですが、きょうちょっと27年度のということ、決算だったもんですから、

28年度予算以降のちょっとものを持っておりませんが、当然新しいホームページによって、

委託料等のあれはありますので、額は以前とはちょっと金額の差異はあるかと思いますので、

その点、御了承いただきたいと思います。 

○９番（増田剛士君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） 質疑の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。再開は10時50分と

します。 

 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１０時４８分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） いいじゃないですか、時間があるんですから。 

  決算書の79ページ、説明書の30ページにコミュニティ施設整備事業費、79ページの、説明

書の30ページです。特にこの30ページを見ていただきたいんですけれども、これはもともと

コミュニティを大事にするため、非常に皆さんが努力して、いい結果が出たと思うんですね。 

  それで、これに関して、いろいろなところから話が出るわけですけれども、実はここのと

ころで管理をしてくれている人たちが、自分も入っていますけれども、グラウンドゴルフの

人たちが夏休みじゅう大変な思いをしてやっているんですね。そのときに、土曜日と日曜日
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に関しては、もう子供たちのため、地域のためにやめましょうと、そういう形で今、進んで

います。非常に画期的なことだと思うんですね。さっき言われた共同参画も、全部そういう

ところに行けばいいんですけれども、そのときに、このコミュニティ活動が快適に行われる

環境が整えられという部分が、これを参照というか、持ち上げていきたいんですけれども、

このときに、自治会が管理をすると思います。第一町内会が管理をしていると思いますけれ

ども、町としてのそういう指導とか、そういう指示とか、何かあったんですか。 

○議長（大塚邦子君） 山内議員、もう一度、どこの質問か、ページ数をお願いします。 

○６番（山内 均君） 79ページ…… 

○議長（大塚邦子君） 決算書の…… 

○６番（山内 均君） コミュニティ施設整備事業費。 

○議長（大塚邦子君） 発言を求めます。 

  どこの質問となりますか。 

○６番（山内 均君） もう何回も言ってます。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 決算書の79ページの２－１－10、コミュニティ施設整備事業費、説明

書で…… 

○議長（大塚邦子君） 今の質疑は、ここの関係じゃないです。 

○６番（山内 均君） ２－１じゃないですか。 

○議長（大塚邦子君） ここはコミュニティ施設整備事業費で、250万円は遠州吉田小山城太鼓

保存会への支出があったというところの事業費になります。よろしいでしょうか。 

○６番（山内 均君） 今、それじゃなくて、効果のところあるじゃないですか、効果。 

○議長（大塚邦子君） 発言を求めます。 

○６番（山内 均君） 効果のところ…… 

○議長（大塚邦子君） 発言を求めます。 

○６番（山内 均君） しっかり聞いてよ。 

○議長（大塚邦子君） 発言をお願いします。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今言っているのは、コミュニティ施設活動が快適に行われる環境が得られ、コミュニティ

活動の充実強化に資することができたと。これは、コミュニティ施設のやつじゃないですか。 

○議長（大塚邦子君） ここの効果の部分は、あくまでもこのコミュニティ施設整備事業費の

執行に関する効果ですので、先ほど山内議員が質疑で発言した内容とは違っております。 

○６番（山内 均君） わかりました。違う。失礼。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  12番、河原崎曻司君。 

○１２番（河原崎曻司君） 12番、河原崎です。 

  １点お伺いをいたします。 

  決算書の77ページ、決算資料の23ページでございます。 

  地域交流費、最近、皆さん同僚議員からもお話に出ていますが、八女市との交流、あるい

は吉田町から出るカムカム補助金、このことにつきましてお伺いをいたします。 
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  大規模イベント事業費として、頂－ＩＴＡＤＡＫＩ－とか、クラフトフェア、吉田公園秋

の彩りまつり、このような諸事業がされておるわけですが、大変町に対してにぎわいがあっ

て、そしてまた町へ入ってくるお客様も増えていると、このように思っております。 

  カムカム補助金に対してのイベントには12万6,000人が訪れたと、こういうこともお伺いし

ておるわけですが、これが吉田町への経済効果はどのぐらいあるかとお考えかお伺いをしま

す。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 企画課でございます。 

  ただいまの御質問で、経済効果というところでございますけれども、大変申しわけござい

ません。現在のところ、経済効果をただしくはかるというような取り組みをさせていただい

ておりません。ただ、聞くところによりますとというお話ですので、その旨でお聞きいただ

きたいんですけれども、例えば頂－ＩＴＡＤＡＫＩ－等によりますと、遠くからのお客様が

いらっしゃって、町内のホテル、宿泊施設等、あるいは入れないお客様は近隣の市町におい

て宿泊施設を御利用される方も多いというように聞いておりますし、あるいはそれぞれのイ

ベントにおいて、町内の商店等で物を購入されるというようなことを聞いております。ただ、

正しく幾らの効果があったというようなことは調査しておりませんので、把握しておりませ

ん。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 12番、河原崎曻司君。 

○１２番（河原崎曻司君） 12番、河原崎です。 

  大変いい手法であって、町の活性化にはつながっておるかなと、このように思います。ぜ

ひまたこういうもの、またこれにまたシーガーデンができて、埋め立てができて、どのよう

な構想のものがまたできるか、これからのことではあるかと思いますが、そういうものも含

めまして、ぜひ活性化の対象としていただければなと、こんなふうに思います。 

  また、昨年ですか、よし吉が誕生をしたわけです。地元のイベント、あるいはキャラグラ

ンプリにも出ておいでるようですが、このグランプリの状況、中間の状況はわかるか教えて

ください。 

○議長（大塚邦子君） 決算審議になりますので、27年度の結果でよろしいですか。 

  発言を求めます。 

  12番、河原崎曻司君。 

○１２番（河原崎曻司君） 河原崎です。 

  今のことは、また後でお伺いをします。 

  以上です。ありがとうございます。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  私も今、先輩議員が質問されたところでございまして、23ページですね。ここでカムカム

補助金、この考えというあれは、私はすばらしいものだと思っております。 

  特に、チューリップまつり、これは多くの他町村から人が来まして、大変好評であるとい

うことは私も承っております。町からも100万円ですか、チューリップまつりに対して補助金
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が出ていると。 

  そういう中で、よかったね、すばらしかった、また来ようねと、そう言って会場を後にし

て、出てきたら、いきなり出口は袋小路ですから、１カ所しかありません。協力金をお願い

しますと、こういうあれが多いと。せっかく楽しく来たのに、協力金、これは200円ですね。

これはいいんです。ただ、そういうことであるならば、初めからうたってほしいよと、そう

いうことです。そういう声を聞きます。ですから、こういったことに対して、もっと補助金

を増やして、こういったことはなくしてもいいんじゃないかと、そのようにも思っておりま

す。 

  それと、もう一点、秋の彩りまつり、これに対してもカムカム補助金が出ております。そ

ういった中で、町の人たちが要請を受けて、そのイベントに参加しますと。そうすると、出

演料を要求されると。もしそういうことであるならば、この補助金の中で考慮していただき

たいと、このように思いますけれども、町ではどのようにお考えでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） ただいまの質疑ですけれども、この補助金についての項目になります

ので、そのイベントの運営についての質問は方向性を変えて、補助金についての質問でお願

いできますか。 

  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ですから、足らないようであるならば、補助金を増やしてもいいじゃ

ないかと、いかがでしょうかということです。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） まず、そもそもこちらのカムカム補助金というものの成り立ちと

いうものがございまして、イベントやっていただいた場合に、そのイベント事業者に対して

際限なく補助をさせていただくというものではなく、当然町としても、吉田公園というすば

らしい場所がございますので、そこを活用していただく中で、効果的にインセンティブを与

えるというような趣旨でこの補助金がございますので、当然この補助の対象につきましては、

人数において、それを制限させていただいておりまして、おおむねこのイベントというもの

が２万人以上のイベントであることでありますとか、それぞれ要件にのっとった形で、50万

円、あるいは100万円というような形での補助金の交付というような形になります。 

  したがいまして、それ以外の部分につきましては、当然このイベントを実施される主催者

側で御負担いただくべきものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） よろしいですか。 

  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  当然補助金が出れば、それは会計検査と言うですか、それは町は当然なされるんでしょう

ね。その結果、こういう形でもよろしいという、ちょっと言い方悪いかもしれんですけれど

も、こういうことも吉田公園のほうでやるんだから、いいんだよということなんですか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） このカムカム補助金の受けてのイベントの運営ということでございま

すが、当然この補助金につきましては、企画段階でも補助金を交付するという非常に主催者

側にとっては使いやすい補助金ということで、できる限り当町で大きなイベントを開催して
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いただくための補助金となっておりまして、その企画段階で町に対して申請がございますの

で、その段階で、どういう運営がなされるかというのは当町も把握をしております。 

  また、吉田公園の場合は、横に町有地ございますので、町有地の借用申請等もあわせて出

てくるということから、どういう使い方をするかというのは全て把握をした中で、補助をす

るかどうかと。それと、補助をしたイベントについては、共催という形で、町も共催として

入ります。そういう事業でございますので、ただ、それはその補助金という、委託じゃない

わけですね。町が委託をしてイベントをやってもらうということであれば、経費の100％を負

担をするということになるわけでございますが、あくまでもイベント主催者が主催しやすい

ように補助をしてあげるということですので、経費の一部しか普通は当たらないということ

になります。 

  そうすると、イベント側としては、何らか財源調達しなければいけないんで、その調達の

一助として、駐車場にかかわるイベント協賛金のようなものをいただこうかという発想で、

そういう計画になっていることもあるわけでございまして、その町有地を出るときに、協賛

金をもらうというシステムになるということも承知していますので、そうしたトラブルがな

いようにということは行政からもお話をしていると。それで、できるだけトラブルが起こら

ないように告知をしてくださいねということも言ってありまして、チラシ、その他のいろい

ろな広報をイベント主催者側が行う場合も、そうしたことはうたっておると思います。 

  イベントにですね、なかなかいろいろなイベントへ行っていただくと、ただで見て帰って

これるっていうの、なかなかないですよ。やはりそれだけの応分の負担をしていくという、

もうそれが社会的なコンセンサスのようなことになっておりますので、議員としても、でき

得る限りイベント主催者側が主催しやすいような視点を持ってごらんいただいて、またイベ

ントが主催されるということになると、地域の皆さん方もそれを楽しむことができるという

利益がありますので、そうした観点でごらんいただければありがたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  ただいま理事のほうから御答弁いただいたことをちゃんとクラブの皆さんにお伝えしてお

きます。ありがとうございました。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  説明書の52ページのところに、全協でもちょっとお伺いしました産業医というのがあるん

ですけれども、効果として、産業医による健康診断により、職員の心身に関する健康相談を

身近なものにすることができた。また、新規採用職員全員に産業医による健康相談を実施し、

病気の予防を図ることができた。産業医の委託契約により、執務終了後、希望する職員を対

象としたインフルエンザ予防接種を実施することができ、福利厚生の充実が図られたという

ことになっております。 

  それで、次の53ページのところに臨時職員のことが載っておりまして、臨時職員は、また

この産業医じゃなくて、別に健康診断委託先の協力により、執務終了後、希望する臨時職員

を対象としたインフルエンザ予防接種を実施することができ、福利厚生の充実が図られたと
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なっておりますが、私、別にこれ、どうせなら臨時職員も役場へ来ているもんですから、一

遍に産業医ですか、この方の診断を受けて、インフルエンザの接種なり何なりやったほうが

効率がいいというふうに考えて、なぜこのように分けられているのかちょっと疑問だったん

です。その辺をお伺いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） まず、事業のほうですけれども、インフルエンザの産業医という

か、接種の関係ですけれども、これについては、事業実施の内容については、正規職員、ま

た臨時職員も変わりません。希望者にとって行っているということでございます。 

  今回これを分けてあるというのは、まず一つは、この福利厚生費の52ページのところの説

明書のですね、52ページにつきましては、こちらはいわゆる正規職員としております。また、

53ページについては、臨時職員対策ということで、ここを２つに事業別に分けております。

これを簡単に言いますと、これを一つにしてしまいますと、また仕分けのところも大変にな

りますので、事業としてまず分けるという必要がございますので、こちらのほうを分けさせ

ていただいております。 

  ただし、このインフルエンザの予防につきましての内容については変わりありませんので、

表記が産業医というのがないじゃないかということを多分おっしゃられているところもある

かと思いますけれども、これは、この産業医につきましては、法に基づいて、こうした50人

以上の事業所には産業医の契約を行わなければならないことがありますので、それでうちは

榛原病院と委託契約をしておるものですから、そうしたことで、ここ、記載をさせていただ

いております。 

  内容につきましては、同様のもので、事業として別立てを分けているというものでござい

ますので、事業は一緒に事業は実施しております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  事業を別に実施することは理解できましたが、産業医がいるんだから、産業医によって正

規職員と臨時職員も同じように希望者がインフルエンザの予防接種を受けたらいいじゃない

かなと私が思ったもんですから、それで、ですから予算的には正規と臨時と分けたのは十分

理解できます。だけれども、やる方が同じような形でやれば、割かし効率よくできるんじゃ

ないかなと思ったもんですから、わざわざ仕事が終わってからですか、指定された健康診断

のところへ行って、お医者さんのところへ行ってインフルエンザを受けるというような形に

なっているような感じに私は受け取ったもんですから、その辺の、じゃ、あったら、ちょっ

とお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） まず、ちょっとこのインフルエンザの予防接種でございますが、

産業医が実施するわけではございませんので、産業医の委託契約をしております榛原病院が、

この産業医を通して榛原病院が実施をするということでございますので、産業医が実施する

というわけではございませんので、そこを御理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○１１番（八木 栄君） 了解。 
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○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  実は、本当にちょっと非常に画期的なことだもんですから、ここで町内会の活動費の中で、

コミュニティを…… 

○議長（大塚邦子君） ページ数をお願いします。 

○６番（山内 均君） 83ページの５番、６番ですね。施策の中では44ページ。 

  この中に、目的は、積極的にコミュニティ活動に参加し、地域活動が自発的に進められて

いると。効果として、地域のコミュニティづくりに貢献することができた。これで多分対応

できると思うんですけれども、北区のよしきたのところが、実は管理に関しては非常に難し

い管理ですね。芝生をやって、非常に人的にかかるんですけれども、ところが、この活動の

中で、多分どんな話し合いがあったのか、どんな指示があったのか、土・日はもう子供たち

のため、地域のために一切グラウンドゴルフの人たちは使わないと、そういうことでやって

いるんですね。それをぜひ、これ、非常にいいことなもんですから、これはこの活動費とか

そういう中において、町のほうからのそういう指示であるとか、そういう相談であるとか、

そういうものはあったんですか。その途中のプロセスがあったら教えていただきたいんです

けれども。 

○議長（大塚邦子君） 北区の町内会活動費に関係する質疑ということでお願いしたいと思い

ます。その中で、よしきたの管理について、町内会で何か問題が出ているかの御指摘だった

と思いますが、その管理についても含めた町内会活動ということでよろしいですか。 

  暫時休憩にします。 

 

休憩 午前１１時１４分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  答弁を求めます。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ただいまの御質問の事項というのは、決算書でいきますと、決算書の

297ページになりますが、10款の教育費になります。教育費の中の297ページ、３事業ござい

まして、３の事業ですね。体育施設広場維持管理費ということで、コミュニティ広場指定管

理料がここに計上されておりますので、その支出の中で御質問いただければありがたいと思

います。 

  以上です。 

○６番（山内 均君） 了解。すみません。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  主要な施策の49ページ、交通指導員報酬でございます。これ、全協で34名の指導員がいら
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っしゃるということでございますけれども、設置条例見ますと、平成14年６月21日が改定の

附則の最後でなっているわけでございます。この項通指導員、なり手もなかなか大変という

ことも重々承知しているわけでありますけれども、この34名の交通指導員の方々で、今、現

実の状況で、各町内会によってバランスが多少崩れている可能性もあると思われるんですけ

れども、人口対ということで、町が考える基本的なものというのは、どのように考えている

のか。 

  また、この指導員の方々から、人数をもっと増やしてほしいとか、そういうった要望も相

当私も聞いておりますが、それについて、この決算を踏まえまして、どのようにお考えかお

願いします。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  ただいまの質問の件ですが、交通指導員の定員のことだと思います。 

  現在、交通指導員につきましては、住吉が12人、川尻が７人、片岡が７人、北区が８人と

いう形で、合計で34名ということでございますが、こうした各地区の交通指導員のそれぞれ

の地区の定員というものにつきましては、決まった定めは特に設けてございません。 

  以前に片岡の地区につきましても、交通指導員が不足をしているという形の中で、２名ほ

ど条例を改正させていただいて増やして、現在の34名にしてきているというところでござい

ます。 

  現時点で町のほうには、現在、ちょっと不足をしているというところまではちょっと意見

はちょっといただいておりませんけれども、また各地区のバランスも含めまして、そういっ

た言葉があれば、またちょっと検討をしたいというふうに思っていますが、現在のところは

34人で足りているというところで認識をしております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  過去において、また片岡地区を増やしていただいたということでございますけれども、そ

れが多分14年ぐらいじゃないかなと思います。それからもう平成28年で、14年たっているわ

けで、それぞれの町内会が各、今、自治会でそれぞれの人数でありますけれども、町内会ご

とによっては、指導員の人数のばらつきも出てくると考えるわけでありまして、区の行事等々

での交通指導員ですね。町の行事等で指導員を担って、交通安全を担っていただくわけでご

ざいますけれども、それぞれの町内会での事業とかイベント等もあるわけで、そういうとき

に、そういったバランスをうまく考えていかないと、いろいろな負荷が非常にかかっている

ということも考えられますんで、今後、今は聞いてないということでございますけれども、

今後において、一度過去にもそういう見直しがあるということであるようでしたら、今後に

おいても、そういった見直しをしていただいて、ある程度ルールをつくっていただいたほう

がよろしいんじゃないかなと思いますので、そういった見直しを今後行う予定はございます

でしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  交通指導員につきましては、全体、町としての全体的なイベントであるとか、もちろん交
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通指導に当たっているというところで、その中で、各地区のお祭り、祭典であるとか、イベ

ントであるとか、そういったところも各地区で対応していただいているというのが現状でご

ざいます。 

  もちろん町全体のことであれば、交通指導員全員に出席をしていただきながら、交通指導

に当たっていただいているということです。 

  今も申し上げましたとおり、各地区の祭典、イベント等につきましては、各地区でそれぞ

れの交通指導員が出ていただいて、交通指導を行っていただいているというところでござい

まして、その中で、地区によっては、人数も足りないというようなところもあるかとは思い

ますけれども、現時点で、私どものほうにも34人ではなかなかやっていけないというような

ところも聞いていないというのが現状でございますが、またそうした声もあれば、また地区

で何人必要でというふうなところも含めまして、ちょっと検討していきたいというふうに思

います。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時２２分 

 

再開 午前１１時２４分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  次に、２款総務費の２項徴税費から６項監査委員費までについての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  説明書の82ページですけれども、監査委員費でありますが、今、監査のほうは、議会のほ

うも、議会の事務局のほうも監査ということをやっております。監査のときは、事務局から

担当が行くもんですから、そうすると事務局の人数が減りまして、自分らが言うのもあれで

すけれども、自分が議員になったころと現在と比べますと、かなり議会の活動というものが

かなり会議が増えて、時間的なものも増えているということがあるもんですから、そうする

と、議会の中で監査ということを今、やっておるわけですけれども、そうすると、当然人間

が足らないと言うんですか、ということもあるもんですから、その辺を監査は監査でちゃん

としたもの、それで、今後監査のほうも、大勢で見るような形になるというのをちょっと研

修へ行って、ちょっと伺ったことがあるもんですから、そういう中でも、またそういう中で、

結局議会事務局を監査から外して、監査というのは別に設置いただいたほうが、議会の中の

人間の労力の不足というのもないもんですから、その辺で、どのようにお考えがあるかなと
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いうのを伺います。 

○議長（大塚邦子君） 議会事務局長、仲田京司君。 

○議会事務局長（仲田京司君） 議会事務局でございます。 

  監査につきましては、議会事務局で実際の事務のほうを取り扱っているということでござ

います。実際の監査、定期監査等につきましては、１人の職員がそこに出席してということ

で行っている状況でございます。 

  それから、監査委員につきましては、１人は議会のほうからの選ばれた監査委員を入れる

ということで、議会の活動の中で、議会活動として委員会等ある場合につきましては、実際

のところ、代表監査委員と議会からの選出の監査委員につきましては出席をするわけですの

で、その代表、議会選出の監査委員が出席する場合につきましては、それに所属している委

員会等につきまして、会合がないということで、ダブったような委員会等の開催はないとい

うことで実際の運用はしているという中で、議会選出の監査委員が出席をしなくてもいいよ

うな委員会等につきましては、ダブって開催がされることも中にはあるわけですね。そうい

う場合につきましては、議会事務局の職員もそちらの委員会等に出席をしてという形になり

ますので、事務局自体は留守になって、３人いる職員のうち、３人とも留守になるというよ

うなことも、状況もあります。そういう場合には、総務課に御協力をいただいて、電話の取

次ぎ等もしてもらっているというような状況というふうになっておりますので、その辺の対

応につきましては、そういう状況で行っているということでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  電話の対応はということで、電話もそうですけれども、結局、事務局の部屋の中に誰もい

ないということであると、やはり誰か訪ねてきた人がいた場合、対応ができないということ

もあると思うもんで、電話だけでなく、来訪した方の相手もしていかんということもあると、

やはりその時間だけでも、ちゃんとした臨時的な職員ですか、事務局の職員というものを置

いていただいたほうが落ちつくなというふうな気持ちあるんですけれども、その辺で、そう

いうことがしていただければありがたいと思うですけれども、そうすれば、監査のほうへ行

った事務局の職員も集中してできるというふうなこともあると思うもんですから、そういう

ことで、そういうことについてどのように考えているかということを再度伺いますけれども。 

○議長（大塚邦子君） 議会事務局長、仲田京司君。 

○議会事務局長（仲田京司君） 議会事務局でございます。 

  今、先ほどの答弁の中でちょっと言い忘れたんですが、事務局のほうへ用があるというこ

とで来庁される方につきましても、事務局の入り口に張り紙をしておきまして、用がある方

については総務課のほうへということで誘導してもらって、総務課のほうで対応していると

いうような現状をつけ加えるのを忘れました。申しわけなかったです。 

  それから、実際の、先ほどの監査委員の事務につきましても、代表監査委員のほうから議

会事務局の中で監査事務を行うことだけではなくて、独立した監査委員事務局の設置をとい

うようなことの要望もあるということは、現在、聞いているような状況になっております。 

  今後どうするかということにつきましては、監査委員事務局を設けるにつきましても、町

も条例をつくってという形になってきますので、その辺で、正式な事務局ということで発足
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するということであれば、そこから初めていかないとということになります。 

  ただ、あと職員の人数、対応の人数につきましても、臨時的なことになりますので、うち

のほうだけでは、ちょっとそこでどうしてるということもできないというふうな状況であり

ます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  議会の中の監査のことで伺うようになっているもんですから、答弁が事務局長ということ

で、大変切ない思いで答弁してくれたような感じがするですけれども、実際のところ、私た

ちが議会をして活動していく中では、やっぱりそういったことが気になるもんですから、で

きればその辺のことを解消していただければ、私たちがもう少し事務局に対しての仕事の進

みぐあいというか、そういうこともはかどり方とか、そういうのももう少しよくなるかと思

いますし、ましてや監査というものをちゃんとつくっていただければ、何か今見ていると、

代表監査委員の方も、僕らが議会の事務局へ来ると、大変よく見るような形で、ちゃんとし

た監査の日でなくても、よく来ているような姿を見るもんですから、それを思うと、もう少

しその辺のことをしっかりしてやったほうがいいんじゃないかなということで、今、意見を

言わせてもらいましたが、何せ答弁してくれる方が事務局長なので、なかなか難しいので、

以上でいいとします。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） ただいまの八木議員の御指摘は、議会の権能として、監査委員事務

局を設けろという質疑であれば、全く本決算の審議とは全く関係ありませんし、百歩譲って

27年度決算の審議をしているということであれば、事務局がないことについて、何か不都合

があったんでしょうか。あるいは、ここの監査委員との間で、そういう事務局を議会全体で

協議をしていただいて、事務局を新たにつくれとか、議会事務局に人を増やせとか、そうい

う議会として決定をされている話ですか。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木 栄です。 

  議会として決定の話じゃなくて、この中で監査委員の報酬もありますけれども、その報酬

とか日数的なものを見ますと、監査委員の方の姿をよく見るもんですから、この報酬をもら

う日だけでなくても、割かし自主的に来て、監査のことをやっているんじゃないかなと、こ

のように思いましたもんですから、そういうことで、ちゃんとした監査という部署をつくっ

たほうが、常駐というのはどうか、ちょっとその辺もはっきりわかりませんが、それだけ大

変な仕事をしているんだなというふうに思ったもんですから、その辺で今、意見を言わせて

いただきました。これは私の個人の意見です。 

○議長（大塚邦子君） 答弁はありますか。 

  副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） 議長、意見ですから、意見について答弁する必要は全くないと思い

ます。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  質疑はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  次に、12款公債費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  先ほど入のところでも少し臨時財政対策債の件で考えを伺ったわけでございます。今、交

付団体ということで、後年度において財源措置をされるということであります。でも、最終

的には不交付を目指すわけで、不交付になった場合は、財源措置がなくなるということも考

えると、国のルールの中で交付税措置されない部分は、赤字国債で最終的に地方が起債をし

て、それを全部国が賄うということのルールではあるんだけれども、そうなった場合、交付

になった場合は、そのルールはどうなるんですかね。先ほどのルールだと、微妙なところが

出てくると思うんですけれども、それについては交付税措置されないわけですよね。 

  その辺、そうやって考えてくると、先ほどの理論、御説明でいくと、いつかはいろいろ考

え方を変えていかなかえればいけないなと考えるわけで、少しちょっと踏み込んでしまって

はいるんですけれども、もし御答弁いただけるようなら、お願いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 御質問の御懸念はそのとおりだと思いますが、不交付団体になったと

きのこの交付税の取り扱いということについては、交付税のルールどおりでございますので、

その償還に対する補てんというのは、計算上は入っても、現金は交付されないという、そう

いうことになってまいります。 

  交付税の収入を当てにしながら行政運営をやっていくわけではないもんですから、結果と

して交付団体になって、普通交付税の収入がなくなるという状態になっても、その状態はど

ういう状態かといいますと、基準財政収入額のとらえ方というのは、大まかにいきますと、

実際の収入の75％です。全額が収入として算定されるわけじゃなくて、不交付団体になると、

75％だけはルールに沿った部分になりまして、25％は自由に使ってもいいというような、そ

ういう自由度を残しているような交付税の算定になってまいりますので、結果としては、不

交付団体になったということは、自由度も増していると。ただ、公債費の償還については、

自前で全部負担をしていくということになって、ただ、財政的には豊かになっていますので、

余り問題ではないなというふうに思っております。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  次に、13款諸支出金についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  次に、14款予備費についての質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時４５分 

 

再開 午前１１時４６分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  次に、３款民生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 説明書の97ページです。３－３社会福祉費の中の敬老事業費の中でお

伺いいたします。 

  全協の中で、前回ですね、2,390人中2,224名の方が、方というよりも、2,224個が行き渡っ

たと。そして、その話は聞きました。それで、いろいろ聞いていて、ちょっと確かめていく

と、全員がそこに来ているわけではなくて、やっぱり家の人がもらいに行ったり、隣の、周

りの人がもらいに行ったり、そこで何もなければいいんですけれども、一応もし、例えば生

ものとか、今現在、生ものであるとか、そういうものであるし、食べるものでありますので、

こういう世知辛い世の中で、何が一番いいかというのは、非常にきのうの話では、いろいろ

考えていますよと話だったんですけれども、この１年間の中に、前回質問、自分の知ってい

る意見の中でお聞きをしました。そのときに、考えてみますよという中で、いろいろ考えた

んでしょうけれども、現在も同じこと、同じ形でやっています。それで、同じ形でやってい

くことがベストとは言いませんけれども、ある程度の中でのベターだろうと。 

  そういう意味で、こういうね、一番大事なのは、どういう形でどこで決まっていくかとい

うものが非常にわかりやすいように見えてくると、皆さんが納得できる、わかりやすくて。

そういう部分が必要だと思うんですけれども、そういうのに関しては、今回また継続するに

当たって、いろいろなことを考えたと思うんですけれども、どのような意見とかそういうも

のが出たんですか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 昨年度もお話をさせていただいて、今回の敬老事業も、昨年度

と同じような形で想定をさせていただきました。昨年度は、ここに来ることができない方の

お話をされたと思うんですけれども、その中で、私のほうから、地域の方の力をかりて、皆

さん手元に届いているということをお話しさせていただきました。 

  その地域の力をかりるというのはすごく重要だと思っていますし、来れない方に対しての

配慮というのも必要かもしれませんけれども、今、ことしどうするかというところも、今、

菓子組合の方々にお力をかりてやっているわけでして、そのお菓子の配分とか、個々のとり

に来るやり方とか、お話をさせていただいた中で、各地区に出てお渡しするには、やはり物
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が物だったので、そこはやはりちょっと厳しいだろうと。 

  としたところで、じゃそれをお買い物券とか商品券にしたらというところでは、そこに来

て物をいただいて、自分のところにするというところでは、商品券にすると、今度またその

手元に来たものを、また今度何かにかえるというところになるので、それは自分で行ける方

はいいですけれども、今度また誰かにお願いするとなると、やっぱりそこで人手を要するこ

とにもなるので、そういったところでは、やはりその場でいただいて、その場で自分のとこ

ろに持ってこれるというものでは、今のお菓子がいいのかなというところで、ことしも計画

させていただきました。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今言われたいろいろな話し合いの中で決定をしていくプロセスが見え

れば、非常に年寄りの方も納得できるでしょうし、いろいろなことの解決になると思うんで

すけれども、そういうのというのは、例えばどういう形で話し合いがあって、それはどうい

う形で反映されていくという、そういうシステム的なものというのはありますか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 昨年、事業が終わった後に菓子組合の皆様とお話もさせていた

だきました。どのように配付できるかというところもお話をさせていただいているわけです

けれども、お力をかりているボランティアの皆さんについてもお話をさせていただいたとい

うところの経緯はございます。 

  その中で、やはり配付する方法と品物のところで、やっぱり結論として、今の方法で落ち

ついたわけでございます。 

  以上です。 

○６番（山内 均君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  説明書の95ページで、老人福祉対策費ということで、高齢者移動支援事業ということで挙

げられてございます。これは社会福祉協議会のほうへ委託されて、こういう事業をやってい

る額なんでありますが、この詳細というか、あれを見ますと、登録者が26人で、実利用者が

12人で、延べ利用者ということで122人ということで出ているわけで、ボランティアさんは８

人ですよということで出ております。 

  これ、社会福祉協議会のほうにこの結果というか、実数を見て、どうなんだというところ

で、実数、本当に登録されてない方の中でも、本当はこの支援が必要ではないかという方が

いるのかいないのかというのもあるんですが、そこらで、委託先にもっと増やすというのか、

実数と比べてどうなんだということで、検討とかそういったことはされておるんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 高齢者の移動支援事業の一番のポイントというか、そこのとこ

ろは、やっぱりボランティアさんの送迎というところで、安価な手数料というか、キロ数で

ガソリン代をいただいているところでやっている事業でございます。 

  そのところで、一番広げなければいけないところもあるわけですけれども、ボランティア

さんによる送迎というところがやっぱりネックになるわけでして、私たち検討した中でも、
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ボランティアさんではなくて、事業者に委託できればというところも出てくるわけなんです

けれども、やっぱりそこ、福祉輸送法にかかわるところでも出てくるもんですから、今のと

ころは、そういうボランティアさんによる送迎で、内容としては、利用できる範囲が、お医

者様にかかるときとか、あといろいろな事業、社協がやっている事業とかさわやかクラブが

実施する事業に参加するときに利用できますよというふうにさせていただいているので、そ

このところの利用を広げれば、もうちょっと利用者が使いやすくなるのかもしれませんけれ

ども、何せボランティアさん、運転ボランティアさんを増やしていくという、その講習会と

か、ボランティアさんを増やそうという、そういう人材を育成するそちらのほうに力を入れ

なければいけないかなというふうに思っています。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  そのボランティアさんが結果的に前年、26年度からまた１人減っているんですよね、８人

になった。そこがやっぱり大変なのかな。そのボランティアさんが、じゃ減ってしまう原因

というところ、講習云々はあるんですが、そこはどうとらえておられますでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） ボランティアさんが減ったというところでは、やっぱり年齢制

限というところがありまして、日中時間を拘束されることがありますので、働いている方は

ちょっと無理ですし、やっぱり一線を退いた方がやっぱりボランティアさんとしてやってい

ただいているので、そういうところで、今、決めの中では、75歳を超えた方は、もう一たん

退いていただくような、ボランティアさんを退いていただくようなことを決めていますので、

そういうところで、ちょっとボランティアさんが減ったというところはあります。 

  ボランティアさんをどういうふうに増やしていくかというところも、社協のほうにやっぱ

りボランティア養成講座をことしまた開催するような形で、今、計画していますので、そう

いうところで、ボランティアというところの基本的なところをもうちょっと掘り下げながら、

ここの事業がもうちょっとボランティアさんが増えるような形になればいいなというふうに

思って、感じているところでございます。 

○９番（増田剛士君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  同じところの質問でございます。高齢移動支援事業、そもそもこの事業が始まったときに、

このボランティア支援ばかりじゃなくて、有償的な移動ということで、近隣市町でも実施し

ているところもあるような制度を検討したと思われるんですけれども、今、現実的なこのよ

うな決算の状況を踏まえて、課題も見えていると思うんですけれども、違った事業への検討

等も、この実態を見て、検討されたのかどうか、お願いします。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 移動支援事業というところで、検討を一度、昨年度したんです

けど、今、ここのところで、戦略の中で、移動支援をどういうふうなものにしていくかとい

うところでは検討しまして、近隣では、タクシー助成とか、バスも走らせているところはご

ざいますけれども、そういうふうなタクシー助成がほとんどだと思うんですけれども、助成
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しているものですから、じゃこれにかわるもの、高齢者移動支援にかわるものとして、タク

シー助成はどうかというところは検討しております。 

  その中で、タクシー助成を利用するに当たって、金額的なところをですね、対象者もどこ

まで増やすかというところで、昨年度、うちのところは高齢者支援課でしたので、高齢者の

みのところで考えていたわけなんですけれども、ことしに入り福祉課というところに入りま

したので、そのところでは、障害者も含めたところで、これからもう一回再度、制度をどう

いうふうにしていくかというところを考えていきたいなというふうには思っています。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  先ほど75歳以上の運転の少し難しいということもあったんですけれども、来年の春に道路

交通法が改正道路交通法になって、高齢者の認知診断が義務づけられて、75歳以上のドライ

バーは、今までの簡易的な認知から、そういった医師の診断が必要となるという形に変わっ

てくるわけで、ますます移動難民の方々が運転免許証の返納等で増えてくると思うわけであ

りまして、やはり確かに総合戦略ＫＰＩをつくってあるということでありますけれども、そ

ういった実績を踏まえて、より一層のいろいろな多様なものが必要だと考えるわけでありま

して、こういった利用される方々の声というのは、そういった会議の中で反映されているん

でしょうか。それと、要望等も聞いていらっしゃいますか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 今、利用する回数も月２回というふうに制限もあったわけです。

その中で、ほとんどが医者に通うための利用がほとんどでございまして、その中で、買い物

というところのお話も出てきてはいるんです。買い物につきましては、昨年度私たちが検討

した中で、買い物のところも要件に入れようかというところは話をしていたわけなんですけ

れども、そうしたところ、今、町内事業者で買い物、車を回してくださっている事業者も出

てきたものですから、そこのところで、少しそういう事業者が増えてくるといいなというと

ころは思っていまして、買い物については、そこを入れるかどうかは、ちょっと検討してい

かなければいけないかなというふうに思っていまして、あと、利用しやすい、利用したい希

望というのが一番やっぱり医療機関にかかりたいというところがやっぱり一番のところなも

んですから、そこのところは要件には入っていますので、そこをやっぱり要介護度がついて

なくても、お医者さんに通いたいという方もいらっしゃるので、そこのところも広げていく

かどうかというところをちょっと考えなければいけないかなというふうに思っています。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ここで暫時休憩とします。再開は午後１時とします。 

 

休憩 午後 零時０２分 

 

再開 午後 零時５６分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 
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  ほかに質疑はありませんか。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  説明書の87ページですけれども、全協でもちょっと伺いましたが、社会福祉協議会の補助

金ということですが、これ、今、執行率がすごくよくて、99.9％。上手に使っているといえ

ば上手に使っているんですけれども、これでこの社会福祉協議会ですね、足りないというよ

うなことはなくて、しっかりとできているかということをまずお伺いしますけれどもね。要

は不足はないかということですね。不足はないかというか、中でやっているんだけれども、

本当はもっとほしいんだけれども、そういうあれはないかということ。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 補助金につきましては、来年度どの程度のもの、人件費と相談

事業と、それぞれこちらにのせてあるわけですけれども、それにつきましては、人件費につ

きましても、それぞれの人件費を充てて計算していただいておりますし、活動に対する補助

金につきましても、定額で補助金のほうものせてございますので、その点では不足するとい

うことはないと思っておりまして、人件費のところでも、職員何名分というところで充てて

いますので、今のところ、この事業の中の補助金額としては、このまま十分だというふうに

思っております。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  ここの担当課ということで、私もよくわかりませんが、こういう社会福祉協議会の収支と

いいますか、そういうものは担当課としては把握しているんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） こちらにつきましては、財政的援助団体になっていますので、

しっかり監査のほうも受けていただいておりますし、監査には私どもも同席させていただい

ていますので、そこのところは見ております。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  全協で伺ったところ、ほかのところからも補助金とか来るもんですから、おおむね8,800

万円年間、この福祉協議会でありますよということで、そういう中で、先ほど人件費とかそ

ういうものはちゃんと手当てされているということで、そうすると、かなり、例えば今のか

らいくと、ここの27年度からいくと、8,800万円が入ったりしておる。それが全て全部うまく

支出というのか、うまく使ってしまうか、それとも毎年毎年、それが残ったのが、貯金とい

うか、基金として残ってしまっているか。それで、さっき収支わかりますかと。わかってい

るということで、今、大体基金はどれくらいあるかわかりますか。基金というか、ためてあ

るお金というんですか、福祉協議会。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 補助金に関しての基金というのはないので、補助金については、

100％に近い執行でやっていただけるのが当然だと思っていますので、あとの委託事業につき

ましては、実績に合わせてお支払いしていますので、そこのところはちゃんと事業が実行で

きるような金額で支出をしております。 
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○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  そういうことを伺ったのは、積み重ねで、毎年幾らか残っていくと、結構な金額、年間8,800

万円、自分としてはすごいお金だと思うもんで、そういうので残っていった場合、それによ

って、これがあるから、じゃ補助金はだんだん下げていくよというふうな考え方もあるかな

と思ったので、今伺ったですけれども、それで、そういうことはないということで、今、そ

ういう御答弁だったもんですから、そういうことで納得して、それで了解いたします。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今、質疑終わってしまったんですが、今の質疑の中で、社会福祉協議

会に8,800万円が補助金であるかごとくの内容の質疑だったというふうに受けとめましたの

で、ちょっと心配になったんですが、社会福祉協議会の補助金というのは、あくまでもここ

にある3,120万1,000円というふうな、そういうものでございまして、これは全員協議会の中

でもお話をさせていただいております。それ以外は委託金ですね。委託事業。だから、委託

事業の中では、先ほど答弁しておりますし、その中から余剰金が出るということは考えにく

い。この補助金が10分の10全て、社会福祉協議会がかかる経費を全て町が負担しているとい

う、そういう状態じゃありません。ちゃんとした協議会、独立した協議会ですので、その中

で自主事業もやれる中にあって、それで社会福祉協議会との補助金の申請内容を吟味して、

どの程度の補助金額にするかということで、予算の段階で毎回精査をする中で決めておりま

すので、そこから基金に回るような、そういう補助金ではないということは申し上げておき

ます。 

  監査の中でも、そういう繰り越すような補助内容であれば、多分御指摘を受けるはずであ

りますので、その辺は御安心いただきたいと思います。 

  以上です。 

○１１番（八木 栄君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  97ページの敬老事業、これ、ちょっとお伺いしたいんですけれども、私ことながら、私も

役場からはがきをいただきまして、喜寿だということで、えっと自分もびっくりした次第で

ございます。そういった中で、昨年度2,390人対象者があったという中で、2,224人まで渡っ

たのかな。この渡らない方もございますんですか。漏れていると言うですか、とりに来ない

と言うですか、そういう方に対する対応はどのようになってございますか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 対象となる方が2,390人で、受け取りに来て来られた方が2,224

人というところでいらっしゃるんですけれども、来られない方というか、そういう方につき

ましては、来られない理由それぞれあるかと思いますし、不要だという方もいらっしゃると

思いますし、住所はこちらに置いてあるけれども、実際に住んでいるところが違うという方

もいらっしゃりますので、実績としては、こういう実績にはなっておりますけれども、受け

取りに来られる方、来ていただける方についてはこの数字で、2,224人という実績が出ており
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ますので、新たに来られない方に通知等は出しておりません。 

○議長（大塚邦子君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） わかりました。 

  そうすると、来れない人には基本的には渡せないよということですね。 

  あと、このときにお手伝いをされているボランティアの方、もちろん無償でやってこられ

ると思うんですけれども、こういったことも、いつまでもボランティア頼みということも考

えていかな、できないんじゃないですかなと私は思うんです。ということは、さわやか関係

ですね、この例年の多い対象の人は。そうすると、各支部にしっかりした団体があるんです

よ。そういったところをしっかり話し合いをして使えば、その町内は漏れなく行くし、また

例えば皆どこでも集会所を持っておりますので、そういったところを上手に利用すれば、ま

とめて来れば、そこを皆さん了解得られれば、間違いなく行けるし、また皆さんも集まって

きて、コミュニティにもなると、そういうようなことをお考えになりませんか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 本当にお力をかしていただける方々がいらっしゃるというとこ

ろは、非常にありがたいと思います。 

  そして、今、ボランティアでやっていただいている方々は日赤さんなんですけれども、日

赤さんにいろいろお願いして、受け渡しのほうはしていただいております。 

  そういう方々もいらっしゃる中で、今、議員がおっしゃられたように、さわやかクラブの

方のことをおっしゃったのかなというふうに思っているんですけれども、そういうふうに来

られない、事情があって来られないとか、そういう方については、自主的にそういうところ

をお助けいただければありがたいなというふうに思っています。 

  今でも地域の方々にお助けしていただいて、とりに来ていただいている方もいらっしゃる

ので、そういうところでお助けいただければありがたいです。 

  以上です。 

○７番（三輪正邦君） はい、わかりました。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  説明書の118ページ、こども未来課、３款民生費、２項の児童福祉費、先日、全協でもお聞

きしたんですけれども、この20節扶助費に関して、確認、ちょっとお聞きをします。 

  ひとり親家庭就学支援事業費ということで18万円計上されておりますが、先日、担当課長

から受給者数が116名、そのうち男性が５名、女性が111名とお聞きしましたけれども、これ

は児童扶養手当受給者に対しての116名のうち、そのうちの小学校に入る親がもらえる金額が

この３万円以内でということで、延べ７名ということで間違いないでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  まず、116人の数字ですが、これはここに記載のございますとおり、母子家庭医療費の受給

者の数でございます。 

  もう一つ、別のひとり親家庭就学支援事業、これは児童扶養手当を受給しているひとり親

家庭のうち、新年度に小学校に上がるお子さんのいる家庭ということになりますので、内数



－251－ 

としますと、今回の場合ですが、保護者の数で10人、対象となるお子さんの数で11人が対象

でした。双子さんがいらっしゃいましたので。このうち、ここに記載のございます延べ人数

で７人になりますが、補助の中で、ランドセルと学用品と両方を給付した方がいらっしゃい

ますので、実人数としては６人の方に支給したということでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） １番、山口一博君。 

○１番（山口一博君） １番、山口です。 

  今、延べ人数と受給者人数を聞いたんですけれども、よくひとり親が孤立する原因として、

この効果の中にも書いてあると思うんですけれども、三つの縁がなくなってしまうと、ひと

り親が孤立するとよく言われています。ここに書いてあるとおり、地域、家族、あとは行政

との縁が切れてしまうと、ひとり親の家庭が孤立するとよく言われているんですけれども、

残りの、対象者が10名ないし11名ということだったんですけれども、周知とか告知というの

はどうされているんでしょうか。 

  例えば、受給世帯にお手紙でこういう制度もあるということを知らせるのか、それとも広

報で済ませているのかということをちょっとお聞きします。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） こども未来課でございます。 

  今回、この事業の性格上、広報にて周知することは適当ではないと判断をいたしました。 

  それから、こども未来課では、先ほど保護者の数で10人、子供さんの数で11人と申し上げ

ましたが、この受給の対象となる資格者の数をこちらで把握できておりますので、この方々

におのおの個別に通知を差し上げまして、こういう制度が新しくできましたと。ランドセル

あるいは学用品購入の際には御利用くださいという通知を個々に差し上げてございます。 

  以上です。 

○１番（山口一博君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  123ページの保育園管理費についてお尋ねいたします。 

  27年度からは、この取り組み内容の実績に書かれているように、子ども・子育て新制度が

始まったわけでございまして、それに伴いまして、町のほうも時間延長ですね、所要要件の

緩和等行っていると思われるんですけれども、実際に、今この資料によりますと、３月31日

現在、定員が590で現員が546、その地点の入所率が書かれているわけでありますけれども、

うちの町は待機がいないということでなっているわけでありますけれども、そういった新子

育て支援制度が発達して、子育て世代に優しいような形で国の政策が動いている中で、うち

の町の従来からの対象の枠がそれだけ広がっていると思うんだけれども、どのぐらいの効果

が、この新制度が始まったことによって、うちの町、今までは保育に欠けるという形の要件

に入らなかった人たちも、新たに入られた方もいると思うもんですから、その辺の割合とい

うのはどのように認識して、なおかつうちの町は独自にこういったことで手厚くしているよ

ということがあるようでしたら、御紹介願いたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課長、内田宏一君。 
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○こども未来課長（内田宏一君） 最初の御質問にありました制度を広げたことで、例えば旧

のままであれば入れなかった方、新制度になったことで救済された方、入園されている園児

の中でどれだけの数が新制度になって救われたかということは、この27年度決算の数字の中

では、すみません、持っておりません。 

  それから、町が独自にほかよりも安くということがあるかということでございましたが、

志太榛原の近隣市の中で、同じ所得であった場合のこの保育料ですが、比較をいたしますと、

吉田町が一番安い設定となってございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  27年度はまだこども未来課はなくて、１階の社会福祉課のほうで対応されていたわけでご

ざいますけれども、個別の相談も多分あったと思います。出産に伴う、今、お子さんを預け

ていて、出産に伴う保育に欠ける要件がなくなってしまう方々もいると思われるわけで、そ

ういった制度に対しましては、近年でありますけれども、静岡市なんかはそういったものも

見るような形でなっているということで、実際にそういった方々は、ここに書いてある一時

預かり所の利用等で、そちらのほうを利用していただいて、その辺のところを対応していた

のか、それとも、そういったものに関しましては、保育に欠ける要件、うちの町の保育に欠

ける要件には合致しないことで預けられなかったか、その辺の対応というのは、実際現場に

おいてどうなんでしょうか。そういった御相談はなかったらよかったんですけれども、どう

でしょうか。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） 御質問の中にありました出産に伴って保育に欠ける要件と

いうのは、いわゆる育休退園ということだと判断してお答えしますが、27年度においては、

ちょっと残念なことに、まだ育休により退園をしていただいた方がいらっしゃいました。そ

れは、育休に入られて、御家庭でお子さんを保育できる状況にあるというふうに判断をして、

やむなく退園をしていただきました。 

  それから、一時預かりのほうですが、ふだんは保育園に子供さんを預けていらっしゃらな

い方で、出産に伴って、上の子供を一時的に保育してほしいということで、一時預かりを利

用していただいた方はいらっしゃいます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  そういった形で、育休退園という形でなっているわけで、そういったことを踏まえた形で、

27年度決算を踏まえた形で、担当課としては、今後の方向性というのをある程度出している

と思われて、実際もう28年度始まっているから、それも行っていると思うんですけれども、

そういったことがあるようでしたら、御披露願いたいと思うんですが。この決算を受けて。 

○議長（大塚邦子君） こども未来課長、内田宏一君。 

○こども未来課長（内田宏一君） 27年度決算を受けて、その反省を踏まえて、今年度どうし

ているかということでございます。 

  今年度、育児休業に伴って退園をされた方はいらっしゃいません。出産に伴って、育児休
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業をとられている方はいらっしゃいますが、それを理由に退園をされた方は今年度において

はいらっしゃいません。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時１８分 

 

再開 午後 １時２０分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  次に、４款衛生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  決算書の173、主要な施策と成果の説明書155、生活排水改善対策事業費についてお伺いい

たします。 

  現在、吉田町牧之原市循環型社会形成推進地域計画において、平成27年、昨年から31年の

５年の間に合併処理場浄化槽整備基数を400基、事業費を１億5,590万円、27年の１年間にお

いては、80基、事業費3,118万円平均の浄化槽の整備工事が始まったということです。 

  そして、27年度１年間では、浄化槽設置件数がここに表に示されております82基、うち国

庫補助金、これは下水道計画区域外であると思いますけれども、76基で、そのうち、中に、

計画内の町単が６基、国庫補助金の76基のうち、最初の国庫補助金の76基のうち、新規、新

築とか増改築と建築行為によって規制されるものが約65基、改善されたものが11基だったと

伺いましたけれども、数字として、数としてはこれでよろしいかどうか。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  数については、今、山内議員のおっしゃったとおりでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） この生活排水に関しては、単独浄化槽は家庭用の雑排水や油等、排水

は河川に流れ出ます。合併式の浄化槽の場合には、家庭用雑排水、油等は、処理できる、処

理した水が生活排水路として河川に出てきます。 

  この中で、生活排水改善の対策としては、既存である単独浄化槽から合併浄化槽への入れ

かえが必要ですよね。そして、初めて町の中に流れる河川がきれいになる。要するに、排水

の改善対策がなされるわけですけれども、先ほど聞きました11基ですよね。既存の現在ある
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単独浄化槽から合併浄化槽へ行ったのは11基ですね。この排水改善に対して、11基というの

は非常に少ないと思うんですけれども、この辺の対策というのは何かあるんですかね。考え

ているものはありますか。 

  要するに、11基は、多分結果的にはもっとなければ改善されないよということになると思

うんですけれども、その辺の意見をひとつお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  今、議員がおっしゃいました改善の数字、11件ということでございますが、数的には少な

いですけれども、単独浄化槽から合併浄化槽のほうに変更していただいたお宅でございます

ので、そこのステップアップシートにも効果が書いてありますように、うちのほうとしまし

ては、少ない数でございますが、生活排水による公共用の水域の水質汚濁防止ができたと考

えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  表題の生活排水改善ということで、11基、27年度のこの新しく始まるに当たって、結果的

には入れかえだったんですけれども、新しく始まるに当たって、目標というものは設定され

たんですか。それとも、設定なしに、計画はなしに、ここまでこの結果が76基の11基という

ことになったのかって、ちょっとお伺いします。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  27年度の合併浄化槽の補助金の目標設定はあるかというふうな質問だと思いますので、そ

れはあくまでも吉田町牧之原市循環型社会形成推進計画というものがございますので、その

数がうちのほうの目標としてとらえております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 現在、公共下水道もそうですよね。それによって、目的はこれと同じ

で、生活排水の改善をしようと、期例にしましょうということでやっているわけですけれど

も、それでこれから、この実績を踏まえて、これから先、計画的なものというのは持ってい

ますか。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  今、議員のおっしゃった計画的かという御質問だと思いますが、うちのほうとしましては、

今考えているのは、合併浄化槽の設置の目的は、あくまでも公共用水の水質汚濁を防止する

ことです。その目的を達成するためには、合併浄化槽の設置を進めてもらって、住環境の整

備を図り、健康で快適な生活ができるというようなことを町民のほうにもっと多くＰＲなど

をして、議員さんがおっしゃっている改善の数を増やしていきたいと思っています。 

  また、町民のほうに補助金の、合併浄化槽設置に伴う補助金の、町からの補助金があると

いうことも、あわせてＰＲなどをして、推進に努めていきたいと思っています。 

  以上です。 
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○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  目的である公共下水道であれ、合併浄化槽であれ、排水改善には本当にそれに向かってや

ることですよね。そうしたときに、今言われた、これから町としてはそういう形で前へ進ん

でくれるに当たって、現在、11基が単独浄化槽から合併式の浄化槽に入れかえた。そのとき

に調べたところでは、吉田町浄化槽設置費補助金申請書により許可が出れば、それによって

その工事が補助をしていただけるということで聞きましたけれども、それでよろしいんです

か。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課であります。 

  今の議員の質問ですけれども、補助金の様式はということだと思いますので、それはあく

までも吉田町浄化槽設置費補助金交付要綱というものがありますので、それに基づいた申請

書を出していただければ、補助金の申請は行います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 最後になりますけれども、現在、やっぱり今期、27年度に81基のうち

の76が新しい合併式浄化槽と。この場合には、もう建築基準法の中で新しい合併浄化槽しか

できませんので、そうすると、今言った本当に生活排水を改善しようとすると、単独浄化槽

から合併浄化槽の入れかえがたくさん必要になるわけですけれども、そうすると、27年の実

例をとってみても、もし、基本的には新築が65基があれになって、そして、そうするとちょ

っと増やして頑張っていうと、平均的な80、５年間で400という、１年間で80を軽くオーバー

をしていくじゃないかと思うんですけれども、その辺の生活排水に必要なものというのは、

これからもしそういうのが多くなってきたとき、要するに計画よりももし進んでいったとき

というのは、途中でやめるということはできませんので、そういうときにはどんな対処をと

るんですか。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  今の議員さんの御質問は、うちのほうで計画した件数より多い場合の対応ということだと

思いますので、うちのほうとしましては、目的が公共用水域の水質汚濁を図ることが目的で

ございますので、予算の範囲内でやるのが当然でございますが、もしまた必要があれば、財

政当局と相談しながら、補正予算等が組めるかどうかを考えながら、推進してまいりたいと

思っています。 

  以上です。 

○６番（山内 均君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  説明書の152ページ、環境衛生推進事業費ということでございます。私はこの点ばっかり言

ってると怒られるかもしれませんが、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費用補助金というこ

とで挙げられてございます。これにつきましては、153ページのほうで、雄が108件、雌が97
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件ということで、実績として示されておりますが、このことによる効果というようなことが

一切触れられておられないので、まずはその点をどのようなこれによって効果を町として考

えておるのか、お願いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  猫の去勢の補助金に対しての効果ということでございますが、効果としましては、多少な

りとも苦情が減ってくるということもございますが、今回のこの去勢手術につきましては、

去勢した猫をもとの場所に戻すというのが大原則になっていまして、そういうことを踏まえ

ますと、効果というものが、１年、２年ですぐ効果があらわれてくるというものではないと

は思います。 

  ただ、去勢手術をすることによりまして、原理原則もとに戻すというところを考えますと、

その後、子供が生まれなくなってきて、そういう飼い主のいない猫が増えてこないというと

ころが効果として考えられるということになりますので、なかなかすぐには効果は生まれて

くるというものではないとは思いますが、続けることによって、効果というものは生まれて

くるのじゃないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  効果というのは、今言われたのは、実際、猫が減る減らないの効果かもしれないんですが、

町が考える効果というのは、また違うところにあると思うんですよ。ただただ去勢、不妊を

するだけで、当然その分は増えない、抑止にはなるかもしれないんだけれども、町として、

じゃ苦情、実際どういった苦情があるのかもわからないんですが、非常に大きな問題として、

今、吉田町にこの猫の問題が実際あって、それに対して、これをやったからこういうふうに

なってきたよというのがあるんでしたら、そこをちょっと教えていただきたい。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  先ほどありました苦情ということでありますが、苦情につきましては、野良猫がうちの中

に入ってきて子供を産みつけてしまったとか、あとは猫にえさをくれることによって、そこ

に住みついてしまって困っているとか、そういうものがございます。 

  ただ、この事業の大前提が、地域猫の推進ということで、地域と一体となって、飼い主の

いない猫を育てるというのか、地域と共存させていくということが目的になっておりますの

で、その辺を進めていく上では、それこそ去勢をすることによりまして、飼い主のいない猫

を減らすというところが大前提にございますので、地域との共存というところがございます

ので、その辺が町としてこの事業の最終的な目的ということになってくるのではないかとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  地域との共存という中で、実際は猫を捨てに来る方がいるんですよね。そういう中で、町

として、捨てづらい環境づくりとか、そういったことに関しては、何か対策をされているん
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でしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  捨てづらい環境づくりということでございますが、それこそこの猫を飼う上で、今回の飼

い主のいない猫というところのまず第一目標としましては、まず飼い主の方の良心に訴えか

けるというところがやはり大前提になってくると思いますので、その点につきましては、そ

ういう苦情があれば、その場に行って、えさをくれている方々にもお声がけをさせていただ

いて、えさをくれるのであれば、最後まで面倒を見てくださいというようなことをうちのほ

うからお伝えさせていただいております。 

  あとは、今後につきましては、そういう飼うということはどういうことだということに関

しましても、広く広報とかそういうものを通じて、そういう飼い主に猫を飼うということは

こういうことであるということを浸透させていきたいなというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  補助金の話に戻しますが、もちろんこれはもう補助金の要綱ということで、もう何度もお

聞きしている中で、毎回同じようなことを言わせていただきますが、これは団体に補助する

という要綱の中でありますよね。だから、先ほど来答弁の中で、地域の皆さんで育てる猫、

地域猫という、そういった考えからいくと、１団体ではなくて、そこの範囲の町内でいる方

に補助をしていく、あるいは獣医さんのほうに補助をして、軽減していく、去勢代とか、そ

ういった手術代をという方向には、一切もう考えておられないですか。 

  これ、ずっと、はっきり言いまして、この第５次総合計画を見ますと、目標値が1,000件と

なっているわけですよね。予算当時、副町長のほうからも何千万円になることはないよとい

うような答弁もいただいておるような中で、これ、1,000件行ったら、もう2,000万円とかっ

て行ってしまうのかなと思うんですが、だからその辺を考えますと、それを１団体に補助し

ていくというのがいいのか、その辺を考えるんですが、その点は、もう一切もう要綱に関し

てはもう変える気もないし、もうこのまんま行きますよということでありますか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今の議員さんの御意見でございますが、１団体というわけではなくて、５名以上集めてい

ただいて、団体として当町が認める団体であれば、補助金を出しますということになってお

ります。 

  個人との違いということでありますが、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんです

が、自分で責任をとるというところが大前提にございますので、個人の飼い猫をもし去勢し

た場合どうなるかとか、そういうものとの差別化がなかなか難しいという中で、団体の中で

そういう活動をしていただければ、町のほうから補助金を出しますというところで、今はそ

ういうような補助要綱にさせていただいております。 

  獣医さんに補助金をというところでございますが、なかなか町内の獣医さんであるとか、

獣医さんに出した場合に、補助額が実際のかかるお金との差といいますか、それが全国値で

は出ていますが、地域地域によってお金が変わっているとか、そういうものもございまして、
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なるべくボランティア団体の方に負担のかからないようなところで、ボランティア団体のほ

うで考えていただければ、町としましても、平均的なところで補助金を出させていただいて、

なるべくそういう負担をお互い軽減できるというところを考えておりますので、今の状態で

は、今の補助要綱をそのまま運用していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  補助金なんですよね。だから、獣医さんの値段が場所によって違うとか、医院によって違

うというのは、それをある一定の補助をするという考えになれば、別にそこは余り関係ない

のかなというふうに思いますけれどもね。 

  ２万円のうち１万円を補助する。じゃ、Ａの医院は２万円だけれども、そのうちの１万円、

Ｂのところは２万5,000円だけれども、そのうちの１万円という考えなら、別にそれだけ補助

しますよ。あとはもう持っていく人の選択であるわけだから、そこは余りそう考えなく、だ

から10分の10みたいな考えがあるのかなと思うんですが、そこのところはどうですか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  議員さんおっしゃるとおりのお話でございますが、補助金ということで、その辺は、うち

が出している補助金の中で、そのボランティア団体ができるところで負担をしてやる方もい

らっしゃるでしょうし、それが、その補助金内で何とか手術してくれるところを探して、行

っていただくというのも、それは可能です。 

  なので、そのところだけで、必ず自分の出すお金があるかないかというところは、その補

助団体の方が選んでいただくということで、その中で、もし自分が負担が少なくて済むとこ

ろがあれば、そちらに行っていただいて、去勢の手術をしていただくということで考えてお

りますので、今のような形になっております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ちょっと話が違っているのかなと思う。今自分が言ったのは、獣医の

ほうにもし補助金を出すというようなことの話の中で、一定の補助金を出したらいいんじゃ

ないのという中で、答弁が獣医によって金額が違うからみたいな話だったから、それは関係

ないでしょうという話。今言われたのは、ボランティア団体の方が安いところを探して、補

助金内でやっているからという話でしょう。だから、話は違うと思うんです。 

  まあいいんだけれども、どこまでを本当、補助していくのかという中が一番、もうどんど

ん膨らんでいくんじゃないかなというのが一番危惧するところなんで、そこの歯どめをどこ

まででというのは、毎回同じような話をしているんですが、そこのところをやっぱりちょっ

と考えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 先ほどの答弁が少しかみ合わなかったんであれなんですが、獣医さん

に対する補助に改めたらどうだということだと思うんですが、獣医の方々がこの飼い主のい

ない猫を直接的にそういう手術を施したとかいうことを多分活動としてやることは、なかな

か難しいんではないかなと思うんですよね。獣医がそういう活動をしているということなら
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いいんだけれども、獣医のやる仕事というのは、病気とか去勢を、そういう案件が出たら、

それに対処するという仕事ですので、それが飼い主がいない猫なのかどうなのかという認定

まで、獣医がそこまでの事務処理をやって補助金をもらうとか、そういうところまで、その

制度を活用して活動していただけるかどうかというと、なかなか余り期待できないところだ

と思います。 

  もし獣医さんでそういうことをやってくださるということがあれば、今の補助制度の中で

も、５人以上の活動メンバー集めていただいてやっていただければいいだけですので、今の

中でも十分獣医さんでも対象にはなれると思います。自分が加わった中で、そういうグルー

プをつくっていただくというのは可能なわけですね。 

  補助対象がよくないというようなことで御指摘をされるんでしょうけれども、こうした活

動がなければ、飼い主がいない猫の繁殖力というのは抑えることは難しいですよね。そうい

う中で、じゃ補助も出さないというような中で、どういう対処方法を求められるのか、また

どの辺を上限にしたほうがいいというふうにお考えなのか、逆にお聞きしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  ちょっと話がね、獣医さんがそういうことをしろという話じゃないです。手術代ですから

ね、補助を出しているのね。手術費の補助金ということでありますので、獣医さんに補助と

いう、その言葉が悪かったのかもしれないんですが、一般の町民の方が、先ほど答弁の中で、

飼い猫なのか、飼い主のいない猫なのか判断できない可能性があるというのはあるかもしれ

ないんだけれども、手術代として、じゃ１件、じゃ避妊の場合は２万円くらい、平均で２万

円ちょっとかかるよって。そのうちの１万円くらいを、例えばですよ。例えばの話で、１万

円くらいを補助としてやりますので、その獣医さんのほうで、そういった案件がありました

ら、その分、補助することによって、持っていった一般の町民の方が２万円払うところを、

もし仮に補助が１万円出ているんだったら、獣医のほうの請求が１万円で済むよという意味

で行けるのかなという考えなんですよ。 

  だから、獣医さんがそういうグループをつくってやれとか何とかじゃなくて、１というか、

団体だけに、現状１団体ですよね。そういう中で、その方々だけではなくて、もっと地域で

育てる地域猫という考えからいくと、じゃ地域の人間が各人そういうこともできるようなシ

ステムにしていけばいいのかなということで言っているわけですよ。そういうことです。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 御質問の趣旨はわかっているつもりなんですが、地域の方々が自分の

負担がある中で、それでは獣医さんのところに行って、じゃ１万円だけ、１万円以上はかか

らないと、１万円までは自分が負担しますよと、そういう奇特な方がどんどん出てくるなら、

そういう制度も成り立つと思います。現実的にそんなことになるでしょうかね。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 増田です。 

  現実的にそういうことがあるか、なるかというのはわからないですが、実際、自分の知っ

ている人は、犬とか猫とかすごい好きと言ったらおかしいんだけれども、好きな方で、けが

をしている野良猫であるとか、野良犬は余りいないと思うだけれども、鳥とか、そういうの
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を保護して、わざわざ獣医とか連れて行ってやっている人いるんですよ、実際。 

  いますから、そういう方々は、そういうグループへ入ればいいじゃんという考え方なのか、

だからそういう方もいるんで、そういう方のためと言ったらおかしいけれども、そういう方

のためにも、そういう獣医側の金額を落とすような、実際連れて行った方の負担を減らすよ

うな形の補助という意味での話なんですが、どうですか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 実際にそういう方がいらっしゃるという御指摘でございますので、そ

ういう方々も対象になる制度とするのか、私どもとしては、ちゃんと事務として管理できる

体制もつくらなければいけないですので、これに対しても監査も受けなければいけないし、

全く補助対象もわからない、措置したものが何かもわからないしというような、そういう中

では事務として成り立っていかないので、一個人を対象にしていくということになると、個

人の方々がそういう制度を受けて、事務処理までやって、その補助を受けるかどうかという

ところも、制度として心配しなければいけないわけですね。 

  対象に、それでも事務負担をしてもいいからということで、そういうニーズがあるんであ

れば、検討の余地はあると思いますが、そういうところを全てつぶした中じゃないと、制度

にはならないということですので、少しそうした情報があるんであれば、ぜひ当局にも提供

していただきながら、結果として環境がちゃんと保たれて、それで地域猫が余り増えない中

で共生していけるという世の中ができればいいわけですので、そういう観点でアドバイスい

ただければありがたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 何か僕の説明が多分悪いと思う。 

  そういう中で、よくインターネットで、地域の地域猫というか、飼い主のいない猫の去勢

であるとか、そういったキーワードを入れると出てくるんですよね。そういう中で、行政が

補助しているということの一覧みたいなのが出るところあるんですよ。そうすると、獣医に

補助というのは結構あるんですよ。 

  だから、そういうところがあるんで、そういうところはどういうやり方でどういう補助を

しているというところまでは出てないんだけれども、１匹につき幾らとかというようなこと

で出ていますよ。だから、それをできないかなということなんで、個人が一々補助金をもら

うためにやるんじゃなく、そんなことはもうできるわけないと思うんで、実際そうやってや

っている自治体があるんですよ。獣医に補助をして、その地域猫を減らそうというような取

り組みをやっているところがありますので、それを言っているんです。 

  だから、多分話が食い違っているというのはそこかなと思うんで、そういった制度でやっ

ているところがあるんで、そういうのはどうですかということでお願いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 大変答弁としては、御質問とちょっと違うような答弁をしているのか

もしれないもんですから、大変申しわけないんですが、獣医さんに対しての補助が実例があ

るというのは担当課でも把握はしているようですので、そうした中で、獣医さんまでお願い

をするまでのプロセスの、どこからどういう状態でいた猫なのかとかいうこともちゃんと検

証できるようになってないといけないですし、そういうところで、ちゃんとした制度になる

ものかどうかというところを少し研究をさせていただきたいというふうに思います。 
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  以上です。 

○９番（増田剛士君） お願いします。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ７番、三輪です。 

  今、同僚議員が質問したように、私も今のところですね。152から153について、ちょっと

質問させていただきます。 

  私は、この制度というものは大変評価しております。ということは、私の地域でも、飼い

主がいるのからいないのから結構いるんですよ。そして、なぜ地域の人たちがそういったこ

とに怒るかというと、猫のふん害に住民が憤慨しているんですよ。ここなんですよ。ですか

ら、私は、この飼い主のいない猫、これを減らすということについては、いい町はしてくれ

たなと、このように私は評価しております。 

  そういった中、今説明の中で、５人あれば、何か団体が設立できるということにちょっと

お伺いしたいんですけれども、どういうことなんですか。例えば、私が同僚４人誘って、や

りますよということになれば、できるんですか。それとも、何か特別な許可、資格が必要な

んですか。 

○議長（大塚邦子君） 三輪議員、質疑ではないので、お答えは求めませんが、よろしいです

か。 

○７番（三輪正邦君） はい、わかりました。すみません。 

  そういう中で…… 

○議長（大塚邦子君） 発言を求めてください。 

○７番（三輪正邦君） 議長。 

○議長（大塚邦子君） ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） ただ、そういったように、最後にしちゃおうかな。いいです。例えば、

これで見ますと、雄が108件、雌が97件という中で、200何十万円というお金が使われている

と。これは大変結構なことでございますけれども、費用効果というですか、そういう中で、

例えば徹底的に雄を去勢してしまうと、そういうような考えはございませんか。 

  そういう中で、雄だったら半分で済むんですよ。笑うかもしれませんけれども。そういっ

たような費用効果で、徹底的に減らしたいという中でいけば、雄を去勢、全面的に雄を去勢

してしまうと、そういったような考えはありませんか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  今、議員さんのおっしゃる雄と雌を分けてという話なんですが、なかなか雄と雌を分けて、

そこの場所に行って見つけてきて、じゃこれ、雌だから、じゃということってなかなか作業

として、どのくらいまとめられるかというところもございますので、なかなか難しい作業で

はないかなというところでございます。 

  なので、地域猫という、飼い主のいない猫という中で、そういうくくりの中で実際事業の

ほうを行っていくということが一番効果的ではないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 質疑でお願いします。 
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  ７番、三輪正邦君。 

○７番（三輪正邦君） 三輪です。 

  雄、雌、見ればわかるでしょう、見れば。そうじゃないですか。それで、はっきりそうい

う形をとってみたらどうですか。雄はもうあるかないかでわかるでしょう。そうじゃないで

すか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  確かに雄、雌というものは見ればわかるんですが、ただ、雄ばかりそこにいてくれればい

いんですけれども、じゃきょう行ったら雄はどこもいなかったとか、ずっと探して行っても、

飼い主のいない猫はいるけれども、雄はいないというところだと、どんどん今度、ほかのと

ころで増えていってしまうというようなこともございますので、その地域猫は地域猫の中で、

飼い主のいない猫は飼い主のいない猫の中で、なるべく見つけ次第、そういうふうな処置を

とっていくというところが一番効率的ではないのかなというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  説明書の161ページ、広域施設組合に対するごみ処理費の負担金の関係でございます。４億

円を超えるということで、毎年町民が多額の負担をしてごみ処理をしているという状況の中

で、やはりこの問題は、大変町民にとっても大きな問題だというふうに思いますし、特にそ

の中で、27年度にそういった使途不明金という問題があります。この問題を解決しているか

どうか、それがこの27年度の決算にかかわってくる問題じゃないのかなと思います。 

  それは、この負担金が金額がどうのこうのという問題とは違いますが、町民から見れば、

やはり原因究明をして、そして27年度ではその問題が解決した上での決算ということでして

いただきたいという声もたくさんありますし、その点での原因究明、27年度の、その中での

問題解決ということに対して、対処はどうだったのか回答をいただきたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） 広域組合の決算については、まだ広域組合、９月28日の議会、広域

組合議会で決算の承認をいただく予定にしておりますが、ここの議会でやるのが正しいのか

どうか。少なくとも、この４億円の処理費がかかるというのは、これは我々の出すごみを料

金取ってませんから、袋代は取っていますけれども。これは我々の財源で、牧之原と榛原と

吉田町で負担するのは当然ですから、これ。その中で、手数料が108万円でしたか、なくなっ

た問題についてでございますが、いまだ警察に被害届を出したきりで、警察のほうで原因を

解明できたという状況にございません。ございませんから、ことしの決算についても、前年

度の決算と同様な表記をして、決算をする予定でおります。 

○３番（大石 巌君） はい、了解です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  説明書の149ページから151ページの４款衛生費、保健衛生予防の２感染予防費について、
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ちょっとお聞きします。 

  各種予防接種が行われているんですが、お子さんの予防接種で四種混合、三種混合、不活

化ポリオワクチンとか、いろいろありますが、その四種混合の１期の追加の実施率がちょっ

と低いかなと思うんですけれども、この低さに関して、何か分析されたりとか、いるでしょ

うか。 

○議長（大塚邦子君） 健康づくり課長、八木三千博君。 

○健康づくり課長（八木三千博君） ただいまの件でございますけれども、四種混合の１期初

回の１回目、こちらのほう、実施率98.4％という形になっておりますけれども、100％を目指

して事業はやっているわけなんですけれども、子供に関しましては、そのとき、打つべき時

期に、いろいろなさまざまな事情があって打てなかったりとかして、時期がずれていってし

まうとかということがありまして、このような結果になっておりますけれども、これに関し

ましては、特に分析をして調査をしているとかいうことはございません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 健康福祉グループ参事、生田仁美君。 

○健康福祉グループ参事（生田仁美君） 現在の御質問が四種混合の１期の追加に関するとい

うことで、実はこの実施率の出し方というものが、対象の数が１年分の対象人数になるんで

すが、実際に１期の追加を打つ子が打てる年齢は生後90カ月に至るまでということで、その

年度に打てなくて、次の年度に打つ子があったりということで、ここに出てくる実施率が実

際に追加までを全部受けた、完了した子の数というのと少し違ってくるということでござい

ます。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  大体、１期初回、３回までは、皆さんきちんと打たれていると思うんですが、その間があ

るため、１期追加の間があるために、やはりいろいろな事情があるのはわかるんですが、そ

れに対して、接種を促す何か広報とか手段とか、何かありますか。とっていますか。 

○議長（大塚邦子君） 健康福祉グループ参事、生田仁美君。 

○健康福祉グループ参事（生田仁美君） ここ何年かの間で非常に予防接種の種類が増えまし

て、そして接種する期間も非常に低年齢で、まとめて何種類も接種するというような手法も

出てきてまいりまして、予防接種の接種計画を個別にお母さん方が子供さんの体調も見なが

らしていくのが非常に困難でありまして、四種混合が１期が終わった後、追加までの期間の

間にほかのものを入れたほうがいいだろうかとか、そういったことがいろいろ発生してくる

わけなんですが、これにつきましては、健診や相談の事業を大体保健センターで３歳になる

まで６カ月に１回はお母さんと面会をする形になっておりますので、そのときに、その子の

母子手帳の中で予防接種の実施の状況を確認しながら、個別に、次はこれを先に受けたほう

がいいですねとか、もうこれはもう打てますよとか、そういったことを個別に対応させてい

ただきながら、実施している状況です。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  今年度ですが、10月からまたＢ型肝炎ワクチンも接種するということがあって、非常にお

子さんの接種するワクチンの数が多くなってきているんですよ。まして、ワクチンで防げる
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病気なので、やはり町民の方には積極的に打っておいて、病気にならないようにしていただ

きたいと思うんですが、本当、今、３歳になったら、６カ月に１回はそういった相談で対応

してくださっているので、それは今後も、やはりお母さん方は、いつ子供にこれだけの大量

の予防接種を打っていいかということを自分で調べてはいると思うんですが、やはり町の方

もそういったのにアドバイスできるようにしていただきたいなと思っております。 

  あと、高齢者の、ちょっと違いますけれども、高齢者のインフルエンザの予防接種なんで

すが、150ページの下から２のあたりの２の60歳以上のという条件のインフルエンザの方は

100％打たれているということなんで、すごいすばらしいことだと思います。 

  １の65歳以上の方がまだ57.4％というのも、ちょっと低いなとは思うんですけれども、あ

と、すみません、肺炎球菌ワクチンの接種の低さというのは、どう分析していますか。 

○議長（大塚邦子君） 健康福祉グループ参事、生田仁美君。 

○健康福祉グループ参事（生田仁美君） 成人用の肺炎球菌のワクチンにつきましては、65歳

以上が対象になるという、最終的にはね。65歳そのものが対象になるという最終的には目的

を持って、今までに打ってこなかった方を５歳刻みで５年間で65歳以上の方をフォローしよ

うという計画で実施をしておりまして、27年度に65、70というふうに５歳刻みになった方、

こういう形で５年間を続けていって、対象を全部やろうということなので、御本人にとてみ

ると、この年度しか対象にならないというところがございます。 

  それで、非常に国としては接種率を高くしないと、御本人が二度と補助が受けられないと

いう考え方で広報をしているわけですが、吉田町におきましては、任意でこの肺炎球菌の予

防接種のワクチンをやってきておりますので、実はもう既にやっている方があるということ

と、それから、その任意のものをこの事業が定期が始まっても継続をして、何かの理由で打

てなかった方を次の年度にも打てるような形でフォローしていこうというようなことでやっ

ておりますので、この年に打てなくても、次に打てるという形で対応させていただいて、こ

の接種率ということでございます。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  肺炎球菌ワクチンの重要性、打つ意味、重要性というのを町民の方にお知らせするのに、

文章というのをつくっているのか、広報で何かお知らせするとかという、そういう考えはあ

るんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 健康福祉グループ参事、生田仁美君。 

○健康福祉グループ参事（生田仁美君） この成人用の肺炎球菌の予防接種につきましては、

副作用の問題で、任意でやっているころから、まだ定期になっていないということで、非常

に町としては慎重に対応してまいりました。それで、接種をしたいという方、あるいは接種

の対象になる方には、全員に個別で、書面だけではなくて、接種のいろいろな効果であると

か、副作用であるとかというものを説明させていただいて、接種を受けていただくという形

にしております。 

○議長（大塚邦子君） ５番、蒔田昌代君。 

○５番（蒔田昌代君） ５番、蒔田です。 

  ありがとうございます。いろいろ努力をされていることは非常によくわかりました。 

  あと、風疹予防接種費助成事業なんですが、今回、風疹単独は申請者15人で、麻疹風疹混
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合が３人ということなんですが、この方たちは、その後のどうだったかということは追跡は

してないでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 質疑になりますので、内容確認は終わっております。 

○５番（蒔田昌代君） わかりました。 

○議長（大塚邦子君） 質疑はありませんか。 

○５番（蒔田昌代君） いいです。以上です。了解です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  170ページの衛生費のダンス健康事業費でございます。これ、ダンス健康づくり推進会とい

う形で、補助交付要綱もございまして、26年の４月から行っている２年目の事業でございま

す。当初は教育委員会がやっていて、健康づくり課等々で直営でやっていた事業を、この任

意団体にする意味、成果ね、２年目の。どういった、直営ではなく、こういった形のダンス

推進会という任意団体が行うことによるメリットと言うですかね、効果というのは、どうい

う形で認識されているんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 健康福祉グループ参事、生田仁美君。 

○健康福祉グループ参事（生田仁美君） 任意団体にすることの意味というか、メリットとい

うことでございますが、行政がやっておりますと、いろいろなところでやっぱりいろいろな

意見が出たりしたところを非常に慎重に構えるところがございますが、非常に自由な、町民

の団体の皆さんの自由な発想の中でどんな活動ができるのかという、そういったことと、そ

れからそこにかかわる自主性だとか、意欲だとか、そういったものが一番重要視されるもの

かなと。それが効果につながるというような、意識的なもの等で、効果につながるというふ

うに判断をしております。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  補助交付要綱によりますと、別表の中にダンスフェスティバルのイベント委託とか、さま

ざまな事業の内容が書かれているわけでございますけれども、行政ではなく、民間の力を使

うとことは非常にいいことであるもんですから、それに対してどうのこうのではないんだけ

れども、やはりそこまで推進してやっていただいてる限りは、変わった点というのは、どう

いった点が変わったというのを披露していただくと、非常にわかりやすいんですが。 

○議長（大塚邦子君） 健康福祉グループ参事、生田仁美君。 

○健康福祉グループ参事（生田仁美君） 今までの私どもの説明が、任意団体になる前と後と

実施していることは、同じようなレベルのことをしていただいていますというような説明で

あったので、ちょっとわかりにくかったかなというふうに思っておりますが、感覚も含めて

のことになりますが、任意団体になったらどこまでできるんだろうという思いは事務局には

ありましたが、やはり思った以上に自由に活発な意見と、それから行動力が発揮をされてい

るなというふうに思っておりまして、私たちに意見を求めたり、アドバイスを求めたりして

くれることはあるんですが、こういうふうにやりたいとかいう、そういう表現が先に出てく

るし、実際にこうしてやろうといった決めたことは、確実に成し遂げるという姿勢もござい

ますので、そういったものについて、非常に任意団体になってよかったなというような評価
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をしております。 

  しかも、予算的にも、実際は、以前は事務局の事務量が非常に膨大でございましたが、実

際にはこういう団体、通常ですと、そういう事務量は事務局に置いたままということもよく

ある話なんですけれども、非常に自分たちで細かいことまで全部、連絡調整まで全部積極的

にやってくださっておりますので、どのように進まっているような報告を確認をしていくと

いうことが私たちの仕事になってきているというような状況でございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  最初の当初は、事業の委託みたいな意味合いの補助、委託費と補助金とは違うということ

のさっき答弁があったんだけれども、それが、本当に自主的に企画して、その事業に対して

10分の10なんだけれども、補助をしてやるという形で、相当活性化しているという認識でよ

ろしいんですね。 

  そうすると、今後の形として、予算額400万円で、363万円ほどの予算で、それだけ活性化

しているんなら、任意団体というよりも、もう一歩進んで、ＮＰＯ団体とか、そういったほ

うへ方向づけして、ある程度町から手が離れて、いつまでも町がかかわっていくような形で

はなく、そういった形でやってもいいんじゃないかなと考えます。 

  笑っしょいよしだフェスティバルに関しましては、町外にも結構影響あって、町外の参加

者も大勢いらっしゃるということで、ある程度メジャーな大会になってきているところもあ

ると思うもんですから、そういうところも考えてくると、団体自体を、そういったような形

での町づくりの女性が多いもんですから、それこそ男女の話も先ほどからずっと出ているも

んですから、そういったＮＰＯ法人化へのそういった仕組みづくりへの持っていくようなこ

とまで考えたらどうですか。 

○議長（大塚邦子君） 健康福祉グループ参事、生田仁美君。 

○健康福祉グループ参事（生田仁美君） 何分任意団体になって２年ということでございます

ので、私どももまだそこまでは考えておりませんが、恐らくメンバーの皆さんも、まだそこ

までは考えていないと思います。そういうお話を聞いた、意見を聞いたことは、現在までの

ところはございません。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  この衛生費じゃないんだけれども、やはり町として、町民の共同参画というか、そういう

形でＮＰＯ団体をつくるという意向があるもんですから、それは企画のほうの話なんだけれ

ども、そういったお話もしてみたらどうかなと思うもんですから、一言申しておきます。答

弁は結構です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  162ページの公害対策費のほうでございます。 

  住吉工業団地へ進出した企業のところで、悪臭がするという形で、我々議会も、27年度実

際に現場に行って、対応策について、現場を見させていただきました。こちらのほうに、そ

の当時は町民課の環境部門だと思うんですけれども、毎日のように現場に行って、調査した



－267－ 

というようなことの話も聞いているわけですけれども、こちらのほうにはその記述もないで

すし、その該当するところは、そういった実際的に町民のほうからお声もいただいて、担当

課も動いた、また議会も動いたということで、説明も受けて、今はそういう声を聞いてない

ですから、解決しているのかなとは思うんですが、そういったこともあるんですけれども、

ここの162ページの公害関係特定施設等届出件数で、悪臭というところがあるんだけれども、

そういった悪臭を放つ要素のある進出企業ということの認識、届け出は必要ないという形で、

そういった動きがあったもんですから、そういったことについてはどうなんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 今、議員のおっしゃる等の企業につきましては、悪臭の届

け出というものは必要ありません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  届け出が必要ないということで、そういったルールの中でやっているということで、特定

施設ではないということで認識しました。 

  しかしながら、環境部門の人がしょっちゅう見に行ったり、いろいろなことをしたもんで

すから、そういったことで、改善されたことであるもんですから、そういったものも、こう

いったところにはやっぱり記載していくべきではないかなと思うんですけれども、それにつ

いていかがですか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） この効果の中ということにつきましては、今、分析業務と

いうことの中で効果の検証をさせていただいております。実際は、パトロールとかいうこと

で行っておりますし、現在も、そういうことでパトロールのほうは続けさせていただいてお

ります。そういう状況下の中であります。 

  この中の効果につきましては、今言いましたとおり、この中の実績ということで書いてご

ざいますので、今後、パトロールということで、特定の企業を書いてはできませんが、パト

ロール等の実施はしておるということで記載をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  説明書の163ページです。今、藤田議員のほうからの健康衛生費の中の公害対策費のところ

ですけれども、この163ページのところの右のところですね。この結果ですね。いろいろな環

境の調査をした結果、ほとんどがいいということで結果が出ているですけれども、ここのと

ころだけ枠があって、下の小さい枠の中の真ん中辺の結果が、これ、一般廃棄物最終処分場

水質分析業務ということで、３地点ということで、この中の１カ所が、自然界にある砒素が

基準値を超過したということで、何らかの原因で砒素というか、悪いものがあったというな

ら、その原因がわかるですけれども、自然界にあるもので超過したというと、原因がよくわ

からないですよね、特定されないもんで。これについては、ちゃんと調べるということはし
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たかどうか、ちょっと最初に伺います。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  この調査につきましては、通常やっております調査と違いまして、苦情があったというと

ころで調査のほうに入らさせていただきました。その苦情の中で調査を進めた結果、こうい

う結果が出たということで、業者のほうにはその旨指導させていただいております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  自分はこれを読んで、自然界にも砒素というものはあるもんですから、それが自然なもの

がちょっと通常より多いよというように受け取ったですよ、これ。それなら、自然界だもん

で、通常より多いというもんで、ちょっと何か原因があったかなということで、ちょっと調

べていただけたかなということで、今伺ったわけですけれども、これは苦情があったという

ことで、調べたということでございますので、どんな苦情があって、その結果、どういうふ

うに指導したかということをちょっとお伺いします。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  すみません、先ほどちょっと自分のほうで、その１段下のほうとちょっと間違えまして、

すみません。 

  一般廃棄物最終処分場の水質分析というところで、そのような結果が出たというところで、

今、そのところにつきましては、経過観察ということで、引き続き経過のほうを観察してい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  基準値を超過したというふうになっているもんであれですけれども、数字が書いてないも

んで、それがごく微量であって、生活というか、その周りの環境には問題ないとかというと

ころまで書いてあるなら、別段、ああ、そうかなと思うんですけれども、そこまで書いてな

いもんで、ただ基準値を超過したというもんで、超過したから、それじゃ何か対策をしたの

か、それをちゃんと調べて、原因を追求したかということがあるのか、その辺を聞きたいん

ですよ。 

  もしこれがちゃんとした数字が出ていて、全然問題ないよというなら、その辺をちゃんと

書いておいてくれれば、こういう質問しなくて済むもんでですけれども、その辺いかがです

か。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ここの１地点で砒素が基準値を超えているということの記述に当たっ

ている場所でございますけれども、この一般廃棄物最終処分場の跡地になる部分でございま

して、吉田公園の横のあの町有地ですね。あそこに一般廃棄物最終処分場があって、今は被

覆をして、土で被覆をして、その後の経過をずっと観測をし続けなければいけないという、

そういう場所になっています。 
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  その観測井戸をあそこに三つ設置していまして、そこを常時観測している状況です。その

中で、砒素がちょっと高目の数字が出ているということで、そもそもあそこから外に出ない

ように被覆もしているし、そのままの状態で保つと、それが全く異常がなくなれば、跡地利

用することも可能になるような場所になるんですが、今のところは経過観察をずっとしてお

いて、周りに影響を与えないような、そういう被覆をしっ放しの状態にしてあるということ

ですので、こういう結果が出ても、経過をずっと観測をしていくことが義務づけられている

ということで、それに従って町では対応してまいるということでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 以前も井戸から砒素が出たというふうなことで、何か自分が質問し

たような覚えもあるんですけれども、そういう中で、ですから今、観測していく、継続して

いくよということで伺ったですけれども、ここの文章でいくと、そのほかの項目においては

基準値を満たしていただもんで、ほかには別に問題なかったようだ。だけれども、ここの基

準値が高いと。この高いのが、それじゃ、だから先ほども言ったように、害がある高いなの

か、それとも全然問題ないけれども、ちょっと高いねという、何かその辺が明記してないも

んで、どうなのかということが理解できないよということで質問させてもらったんで、その

辺、基準値を超していたけれども、別に人体に害があるものじゃないというくらいに書いて

おいてくれればよく理解できるもんで、その辺で、この数字が数字としてあらわれてないも

んですから、伺ったわけです。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 基準値を超えているという結果ですので、基準値を超えているんで、

良好な状態じゃないと。害にはなる状態かというふうに認識はしておりますが、ただ、それ

を掘り起こして何かをできるような状態でもないし、拡散する状態でもないんで、観測井戸

からポイントとしてくみ上げたら、そういう結果になっているということですので、それが

外に浸透していって、また広がっていくとかいう状態になっていない、ちゃんと被覆をして、

その環境を守っているという状態だもんですから、そこを何か勝手に入って掘り起こしたり

なんかしない限りは、影響を与えるということがない状態に保ってあるということですので、

それで経過を見ていくということですので、何ら今の状態を保持する上では、環境を害する

ような、そういう状態にはなっておりません。 

  以上です。 

  重ねて言うと、ここに法律名書いてございますけれども、こういう法律の中で、そういう

最終処分場として使い終わったと地については、そのまま、また別の用途に供するとかいう

ことはできなくて、ちゃんと経過観察をして、ちゃんとした良好な状態になるまでは、ずっ

と監視し続けるということが義務づけられていますので、それに従って観察をしているとい

うことですので、特段、当局としては問題になる状態ではないというふうに思っております

が。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 内容確認とならないよう、質疑をお願いいたします。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 内容確認かもわかりません。じゃ、言っていることは大変わかりま
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した。その義務があって、ちゃんと調べていると。今、その中の３カ所のうち１カ所が、ち

ょっと基準より多いと。それはずっと調べていくもんで、その中で、今ずっと出たぞという

ことの中で、27年度はそれがそうだよということで、わかりますけれども、仮に、それじゃ

全てがすごい基準が高くなってしまったらと考えたとき、自分はそう考えたもんで、これが

だからどのくらいの基準かわからなかったもんで、だもんで、幾ら悪くなったって調べてい

るだけで、別にそれはそれで義務としてやっていれば、それでいいということですね。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 詳しい情報を調べてた中じゃないんで、正しいことは言えないんです

が、周りに対して環境悪化をもたらすような、それから余り高い値を出して、そのまま経過

観察をする中でも、状況が改善されないというような状況であれば、また新たな対策を講じ

て、安定処理をしていくとか、そういう状況になると思いますので、今、そういうところま

で行っているわけではないということで御了解いただきたいんですが。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  調査するための決算の審査だもんで、調査しているよということで、ちゃんとしたお金が

使われているよということで理解をいたしました。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時３９分 

 

再開 午後 ２時４２分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  次に、５款労働費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  次に、６款農林水産業費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  説明書の197ページで、水産振興費ということで、漁港環境改善事業ということで、全協の

中で、漁港内の清掃を６回行いましたよということでありました。 

  この事業なんですが、これは漁港内、水の中の藻とかそういったものを取り除くというよ

うな作業であるということを認識しているんですが、それでありますと、その次の漁港管理

というところではできないのかなと思うんですが、補助金を出してやっていただくというこ



－271－ 

とがベストというのか、そういうものだよということなのかと思うんですが、その点いかが

でしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） ただいまの水産振興費の中に漁港環境改善事業、南駿河湾漁協が

やっていただけるということで、補助金を50万円出しておるという件なんですが、吉田漁港、

特にやっぱり漁業者が利用しているということで、やはり自分たちが常日ごろから使ってい

るということで、思い入れというか、そういうのも愛着を持っていただく中で、こういった

管理をやっていただきたいということでありますので、特に台風等のときに、２河川が流れ

込んでいる港でありますので、船揚げ場とかに結構流草木が揚がると。主にそういった作業

をしていただいておる状況でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田。 

  愛着を持っていただくためにやってもらうって、ちょっと何か、河川が流れ込んでいるこ

とで余計そうなるとなると、また話が違ってくるのかな。だから、それを管理するためにほ

かの費用があると思うんですよね。ここばっか愛着を持ってやってもらうために漁師の方に

というの、ちょっと話が見えてこないんですが、もう一度説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 町が漁港管理者という立場でありますので、その立場で漁港管理

費、この中で港の管理のほう、特に維持修繕をやってございます。特に漁港施設の修繕とい

うことで、こちらでは漁港管理費を使って漁港の管理に努めています。 

  この水産振興費の漁港環境ということでありますけれども、やはり町だけではなくて、使

ってくれている漁業者にも、やはり自分たちのところはきれいにという意識が必要であると

考えておりますので、こういったことから、補助金を使って、自分たちの漁港をきれいにし

ていただきたいということで。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） 時間をかけてもしようがないんで、漁港管理費で当然できるのはで

きるんですよ。それは、漁港管理者はここにいる町長ですからね。吉田町の漁港ですから、

管理してやればいいんですが、漁港管理費は一般財源全部、うち持ち出してで、使っている

漁業者も、補助金を受けて、自分が使っている港については、そういった補助金でそれ以上

の事業をやれば、漁港管理費も少なくて済むし、漁業者も愛着を持ってと言いましたけれど

も、自分が一般的にはほとんど占用使用している漁港を管理すると。お互いに、補助金を受

けて、漁業者もきちっと管理をしましょうと。うちは、そのほかの管理は一般財源を持ち出

して管理をしますから、一般財源が少なくても、補助金で出せば、漁港のほうで持ち出して

やってくれれば、少なくて済むという、それだけの話ですから、余りどちらか、漁港管理で

当然できますよ。 

○９番（増田剛士君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  12番、河原崎曻司君。 



－272－ 

○１２番（河原崎曻司君） ページ197の水産振興費をお伺いをいたします。 

  これ、内水面と海水面と両方あると思いますが、吉田町漁業近代化資金利子補助金45万

7,360円、６件とあるわけですが、この補助金は内水面ですか、海水面ですか、教えてくださ

い。 

○議長（大塚邦子君） 内容確認になりますので、質疑をお願いします。 

  発言を求めます。発言をしてください。 

  12番、河原崎曻司君。 

○１２番（河原崎曻司君） 最近、大変ウナギのことで、ウナギが高いということで、これの

ための利子補給と、こういうことを思います。また、あしたはウナギを食うよということで、

またそれなりの話ができると思いますが、この利子補給の補給率が吉田町は少し、あえて言

うと高いと。高いというですかね。業者に対して、あえて言うと利子補給が少ないというこ

とですね。 

  組合も合併をしまして、大きな地域になったわけですが、よその市町のほうがあえて言う

と安いと。利子補給の率が安いですね。吉田町のほうが利子補給の率が高いと。その点はい

かがか教えてください。おかしい。逆か。逆を言った。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今の御質問の内容をほとんど把握できなかったんですが、吉田町の利

子補給の補給率が他と比べて高いということですか、安いということですか。 

○議長（大塚邦子君） 不規則発言が続いております。慎んでください。発言は、挙手をもっ

て議長に求めてください。 

  12番、河原崎曻司君。 

○１２番（河原崎曻司君） すみません、今、逆を言いました。 

  補助金の率が違うと。吉田町のほうが、あえて言うと安いと、こういうことです。よその

市町のほうが補助率がよいと、高いということですね。その率を、あえて言えば、よその市

町も同じような率で支援をしていただきたいということを先日、このウナギ供養があるため

にお会いをしたら、組合の方からお伺いをいたしましたので、その点をお伺いをしたい。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） ただいまの意見なんですけれども、確かに吉田町の補助率が、近

隣で言うと、焼津市が高いというところは把握をしている状況であります。それから、正式

ではないんですが、またそういったパーセントのアップですとか、そういったことも耳にし

ている状況ではありますので、今後、県内漁港等を持っている市町の状況とかを考慮しなが

ら、どうするべきかというのを考えたいなということで思います。 

  以上です。 

○１２番（河原崎曻司君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  次に、７款商工費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  歳入のほうもちょっと入れてよろしいでしょうか。10款までしか歳入をやってなかったん

で、その中で、歳入についてもちょっとお聞きしたいんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 財源の中に入りますので、許します。 

○９番（増田剛士君） 先日の全員協議会の中で、決算書の53ページですね。入のほうで、小

山城売店手数料ということでお聞きしたところ、これは売店の売り上げですよという答弁を

いただきました。 

  この売り上げといいますと、要は年商ですよね。年商が23万円しかないような売店って、

なかなか考えられないというところが１点ありまして、そういう中で、これ、手数料として

挙げているということは、これ、私の考えなんですが、例えば1,000円の品物を買う。お客さ

んが買ったら、売り上げは1,000円ですよね。それは手数料じゃない。例えば、品物を業者の

方があそこの売店のところへ持ってきて、これは1,000円相当のものなんだけれども、もしお

客さん来て、買いたいよと言ったら、売ってあげてくださいねということで、その1,000円を

売店の方が預かる。その預かったその手数料というふうに考えれば理解できるんですが、あ

のとき、副町長、理事もおられた中で、売り上げですよと言ったことに対して何の訂正もな

かったんで、あっ、これ、おかしいなと思っていたんですが、その点についてお答えをいた

だきたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 先日の全協のときに私のほうから売り上げという言葉を出しまし

た。すみません、この場で訂正のほうをさせていただきたいと思います。 

  それこそ議員さんのおっしゃるとおり、販売手数料ということで、いろいろ売店にはお菓

子類とかよし吉グッズ、手芸品等が置いてありますが、その販売に関しての手数料というこ

とでありますので、訂正させていただきます。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  その手数料ということの中で、いろいろ手数料のいろいろ決め事があると思うんですよ。

そういう中で、いろいろ見たんだけれども、これに関して、手数料何％ですよというような

ところがちょっと見つけられなかったんで、物品、ここの売上手数料というのは、どういっ

たパーセンテージで上げているのかということをお尋ねします。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 先方との協議の中で、１割ということで手数料のほうを徴収して

いるという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  相手というのは業者、納入業者との話で、１割というのは、商品単価に対する１割なのか、

総額の１割なのか、その点、どのような契約をされているのかお尋ねします。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 
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○産業課長（中山孝宏君） 商品の単価の１割ということでありまして、あと契約という話で

ありますが、協議の中で現在やっておるということで、そういう取り決めというのは今のと

ころはやってございません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ちょっとよく聞き取れなかったんで、もう一度お願いします。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 単価の１割ということであります。 

  それから、契約ですか。先方との契約ということで、今、協議をもってやっているという

状況であります。書面での今、取り決めというものは、現在行っておりません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  手数料ということで理解はしたんだけれども、そこには業者からの買い取りというものは

一切発生しないよということでありますか。出のほうを見ても、商品を仕入れたという痕跡

がないので、一切そういうことはなくて、先ほど自分が言った手数料の考え方というのは、

そういうことでよろしいということでありますか。 

  一切、要は口約束でやっているような感じなんだけれども、そこはそれで大丈夫なのかと

いうのが非常に危ういものを感じますが、今後どのような対策をされていきますか。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 今後につきましては、事務をちょっと見直すというか、改めてい

くということで考えます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） そうしますと、事務の見直しという中で、じゃその手数料のそのパー

センテージ云々も、じゃ何か根拠を持ってやるというふうな形で見直しをしていくというこ

とでよろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 手数料につきましても、総合的に考えて、書面をほうを取り交わ

すということで改めていきたいと思います。 

  以上です。 

○９番（増田剛士君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ここで暫時休憩とします。再開は３時10分といたします。 

 

休憩 午後 ３時０１分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 
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  ほかに質疑はありませんか。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  説明書の206ページ、商工業振興費ということで、26年度からの繰越金ということで、プレ

ミアム商品券の関係ですが、商品券の販売は26年度ということで、実際には町の中で商品券

を使ったのが27年度ということになると思いますが、その商品券の販売数、あるいは消費の

数字等につきましては、行政報告会等でも説明をいただきました。 

  特に、この吉田町の中でも、消費に回った分の多くが大型店ですか、あるいはコンビニ等

にも、そういうところに行っているということで、なかなか地元の小売業のところにそうし

た商品券がなかなか回ってこなかったというような話も聞いていますので、ここに書いてあ

ります効果、地元消費の拡大及び地域経済の活性化が図られたということについて、もう少

し具体的に説明をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） プレミアム商品券の発行事業の件でありますけれども、平成26年

度繰越事業ということで、27年度に実施をいたしました。３月末から販売をいたしまして、

４月９日に商品券の完売ということで、４月１日から半年間使用のほうをさせていただいて

おりました。 

  セット数に関しましては、１万5,000円セットの販売ということでありまして、そういった

プレミアム商品券の効果ということで、アンケート調査を実施しております。販売店、それ

から商品券を使った消費者の方。その状況を見ますと、皆さんおおむね満足されているとい

う結果があります。 

  ただ、議員さんもおっしゃられましたけれども、主に半分ぐらいがスーパーマーケットで

の使用が多いと。あと、ドラッグストアが多いという中で、個人の店舗にはなかなかという

ことも、こういう結果から町のほうとしては把握しておりますので、今後、こういった事業

があるかどうかわかりませんが、そういったことをこの経験を生かして、次回そういった個

人店舗等にもうまくこういった商品券が使われるような仕組みというのをつくっていかなけ

ればならないということは考えておりますが、おおむねその事業効果としては、非常にあっ

たかなということでは思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  牧之原市などは、この商品券自体がなかなか売れなかったというようなことであったわけ

ですが、幸い吉田町としては早期に販売が完了したということで、町民からのそうした期待

もたくさんあったんじゃないかなと思います。 

  ですから、そうした町民の期待と同時に、加盟の小売店についても、大変自分のところで

使ってもらえるのかなという期待も多かったと思うんですが、そういう期待に反して、なか

なか実際には回ってこなかったというのが実際じゃないのかなと思いますが、先ほどのアン

ケートの結果で、余りそういう点では、満足しているという回答をいただいたということな

んですが、実際に吉田町内のそうしたプレミアム商品券を使った経済効果というものを、何

かの指標としてあらわれるようなものというのは何かお持ちですか。 
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○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 企画課でございます。 

  こちらの事業につきましては、地方創生関連の交付金を使用しての事業ということでござ

いまして、その関係で、私のほうから少しお話をさせていただきたいと思います。 

  ただいま経済効果がわかるようなものということでございますけれども、206ページのこち

らに記載されておりますこの数字が、実際に町内に回った経済効果であるということが言え

るものであると考えております。 

  なお、この交付金は、地域消費喚起・生活支援型という交付金を充当させていただいてお

りますので、その交付金の目的に十分こたえられる結果であったと。ただ、議員がおっしゃ

られるように、一工夫されているところも確かにあったというようなところで、そういった

ことは今後に生かすべきであるというふうに考えております。 

  以上です。 

○３番（大石 巌君） はい、了解です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  また歳入のほうと比べてお願いしたいと思うんですが、決算書の23ページの観光施設使用

料ということであります。 

  これも全協のときにいろいろお伺いした中で、26年度よりもまた減収というのか、使用料

が減っております。そうした中、説明書のほうの210ページの展望台小山城年間入場者数とい

うのは、26年より増えているわけですよね。増えている中で、使用料が減っている。この使

用料は、展望台、小山城の入場料ですよという説明を受けております。何でこういう結果が

出てきておるのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 小山城の入場者の関係なんですけれども、確かに26年度と27年度

を比べますと、入場者のほうが増えております。ただ、入のほうが若干少なくなっていると

いう状況でありますが、これに関しては、教育関係、学校とか、あと視察者、あとクーポン

券の利用者が増えている。それから、年３日間、小山城まつりの日とか無料開放をしている

日があります。そういったときの人数が増えているということで、その方たちは全て減免対

象ということになります。無料ということになりますので、そういったところから人数のほ

うが増えている。しかし、入のほうが減っているということになります。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  そうしますと、有料の入場者数の把握というのはされているんですか。逆に、チケットを

販売してやるわけだから、有料の入場者数というのは確認は非常にやりやすいと思うんです

が、今の話だと、無料の方であるとか、クーポンをある程度ね、残りますので、その数は数

えられると思うんですが、じゃ小山城まつりであるとか、そういうときは入り口でカウント

しているということでよろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 
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○産業課長（中山孝宏君） 無料開放の日の入場者数に関しても、把握、カウントしておりま

す。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） それこそ内容確認するなと言われてしまうかもしれませんが、そうし

ますと、過去この３年間、ここに出ている25年、26年、27年と、じゃ有料の入場者数という

のは減っているということでよろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 26年度と27年度の有料の入場者数、これを見ますと、少し減って

いるということであります。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） そうした中で、この観光施設使用料というのは、もう有料のそのチケ

ット代ですという説明があったわけですが、そういう中で、あのときもちょっと聞きかけた

んですが、駐車場のところで、なでしこであるとか、うなぎの組合の売店の設置があります

よね。それは使用料をいただいてないということでありますが、その理由というか、何でい

ただかないのかということについて、御説明をいただきたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） ただいまの件ですが、いつというのはちょっとわかりませんが、

観光協会のほうであの建物を設置したということから、その占用料、場所代は取っていない

ということでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 観光協会が設置すれば、そういったことは免除するというようなこと

が、何か条例とか、そういった要綱というものにあるんでしょうか。そういった団体が設置

するものに関しては、いいよというようなものがあるんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） すみません、今確認できないんですが、観光協会ということで、

小山城も観光施設、拠点施設ということであるものですから、当時、そういったことを総合

的に見て、観光協会が建てて、それをなでしこ、あとうなぎのほうが使っているという状況

であると思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 決算なんで、余り突っ込んでも申しわけないんですが、では観光協会

に何かしらの団体が申請をして、じゃ今二つなんだけれども、やってもらえば、それも今後、

使用料を取らずにやっていくということでよろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） ただいまの件ですが、具体的に出てきたときに、ちょっと検討の

ほうをさせていただけたらなと思いますが、今の現状は、そういうことでございます。 

  以上です。 
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○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 条例なり要綱なり、一切そういうことはないということで理解してよ

ろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） 答弁を求めます。 

  総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） すみません、ちょっと今、例規集をちょっと持ってきてないもん

ですからあれなんですが、あそこは行政財産に該当してくるところだと思います。特に、あ

そこは駐車場というところになっておりますので、行政財産の目的外使用で許可を出して、

占用料を通常なら徴収するような形になると思いますが、それを、先ほどの話で免除してい

るということになるかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） ですので、全体的な行政財産と、普通財産も当然ありますけれど

も、規定があって、そういう許可をしているという形になっています。 

  以上です。 

○９番（増田剛士君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） 質疑はよろしいですか。 

○９番（増田剛士君） はい、大丈夫です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  205ページでございます。昨年度も、ちょっと決算のときに同じようなことを聞いて、大変

あれなんですけれども、産業振興事業費補助金でございます。これ、２年目の事業で、当初、

１年目のときにも実績ゼロ、２年目もゼロという形で、これはシラスの不漁によるイベント

中止ということで、そういった、それ以外に申請がなかったということでありました。 

  申請途中まで行ったんだけれども、それが取り消したところもあったということも聞いた

こともあるんですが、決算を踏まえて、この事業を、今もやっている、28年度もやっていま

すけれども、28年度もまたしらすマーケットですか、申請されたというのはちらっと聞いた

んですけれども、近々予定されているみたいですけれども、もう少し運用面をしやすいよう

に検討するような形でのこの決算を受けて、２年連続実績ゼロといったところを踏まえて、

その辺の検討をした内容があるようなら、お願いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 議員おっしゃるとおり、昨年度の産業振興補助金、しらすマーケ

ットのほう、申請が出ておりまして、ただ、不漁のために中止ということであります。 

  それから、２年連続ということでありますが、26年度につきましては、開催のほうをして

おりまして、産業振興補助金のほうを交付しておりますので。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） すみませんでした。ちょっと情報が違っていたということで、訂正

をさせていただきます。 
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  それにしても、執行額がそういった形になってしまうということで、しらすマーケットに

関しましては、３年連続でエントリーしていただいているということで、それは自然界のい

ろいろなことがありますから、それはいいにしても、それ以外の申請がなかなか出てこない

というのを見たときに、やはりこの補助金要綱等々をもう少し、商工業振興にかかわるイン

パクトのある新しい補助金制度でありますんで、そういったことの運用面とか、その補助金

を申請する申請者にとって使い勝手のいいようなメニューに変えるというようなことは検討

はされておりませんか。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） それこそ産業振興補助金なんですが、３年目ということで、実績

のほうも、今のところしらすマーケットしかないというところで、昨年度は相談が１件ある

中で、申請のほうはそこまで至らなかったという状況であります。 

  そういったことも踏まえて、要綱の見直しであるとかというのは、今のところまだ検討の

ほうはしてない状況なんですが、ちょっと今後、そういった面も踏まえた形で考えていくと

いうところでは必要かなとは感じております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  やはり貴重な一般財源を手当てして、措置した予算でありますので、やはりこれを、その

予算を執行することによって、商工業の振興がよりそれ以上、２倍、３倍、５倍、10倍とい

う形で、波及効果がもたらされるわけでありまして、その執行がうまいくような形での見直

しをぜひとも求めたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  説明書の205ページ、スポーツ産業振興協議会というものに出席したということで、ことし、

広島カープが優勝して、大変広島市民は狂ってしまったくらい喜んだということで、自分も

スポーツマンなもんですから、吉田町として、何かそういうスポーツの産業というと、大変

自分も協力をしたくなってしまうくらいのあれですけれども、それで本当に経済効果もすご

いあったかなというふうに思うもんで、それで、これへ出ることは、何かしら吉田町として、

少しはスポーツ心当たりがあるのか、それとも、それよりももう全然前の段階で、いろいろ

お話を聞きますのはこれから進めていくか、その辺がちょっとお話を伺いたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 内容確認になります。 

○１１番（八木 栄君） ああ、そう。じゃ、後で聞きに行きます。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  208ページの企業立地振興費でございます。取り組み内容、実績からいきますと、企業立地

相談９件で、新規企業が８件、既存企業が１件という形で、内陸フロンティアばかりでなく、

既存の町内の企業がさまざまな形で企業立地していただいて、雇用と徴税のアップ、さまざ

まな効果をもたらすわけでありますけれども、近年ですけれども、インターチェンジの横に、
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今、工事終わって、旧大石家のところですね。あのところが今、何とかステーションという

形で開発されているんですけれども、そういった案件というのは、全て町のほうの開発行為

になったときに、相談に行くという、担当課が違ってしまいますけれども、そういった横の

つながりというのは、開発行為になったときに、企業立地の相談というのが、吉田町でそう

いった企業立地を行っているという方が、そういったときに来たときに、知らないと、なか

なかそののがうまくメニューへ乗っていかないということが考えられるわけでありますけれ

ども、そういったものというのは、全ていろいろなメニューで、企業立地の補助金とか、い

ろいろな形でうちの町は用意しているわけでありまして、そういったものの連携というのは

図られているということでよろしいんでしょうかね。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） ただいまの件ですが、土地利用、開発の関係、都市環境課という

ところになりますので、その辺は横の連携をとってやっておる状況でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  実際的な案件ですね。土地も確保できない状態で、吉田町に来ていろいろな企業活動を行

いたいよといった相談というのは、まず産業課のそういった窓口に行って、こういったメニ

ューがありますよという形での相談ということで、この９件はそういった、もう第一歩目か

らの相談で、まずそちらのほうに行くということでよろしいんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） そのとおりでございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  そうしますと、我が町のほうに企業立地されて、どういった場所にするというのは、産業

課がある程度把握していて、要するにうちの町の計画というものがありますよね。こういう

ところにはこういったものをつくって、ゾーニングではないですけれども、内陸のフロンテ

ィアとか、産業集積とか、物流の拠点とか、いろいろな形で、間違っていたら失礼なんです

けれども、そういったメニューを紹介しながら、うまく企業を誘致していくと。その結果、

成約に、ここは相談件数があったんですけれども、その結果、この結果はどうなんですかね。

９件相談があったんだけれども、結果、こういった形でという御披露されるものがあるよう

でしたら、ぜひともお願いしたいと思うんですが。 

○議長（大塚邦子君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 企業立地相談件数９件のうち、２件が今、引き合いになっている

ということでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） まず、当町の今の企業誘致に向けての窓口でございますが、御質問の

中にもありましたとおり、内陸フロンティア関係については企画課を窓口にして、特別に構

想を持っているところですので、そこについては、直接的な窓口は企画課に持っています。

この企画課は単独で動いているわけではなくて、産業課、それから都市環境課と連携をしな
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がら動いているという状況です。 

  また、その他の案件についても、いろいろな内陸フロンティアなどをやっていますと、そ

れ以外のところでもいろいろな相談が、引き合いがありますので、そうしたものについては、

その３課連携のもとで処理を、相談に乗っていくという対応をしておりまして、その３課は

大体同じ情報を共有しているという状況で今のところは動いておりますが、その中で、最も

今、動きがあるというのは、やはり内陸フロンティア関係の案件でございますので、相談件

数としては、今、２件と言いましたけれども、まだまだございまして、ただ、成約まで行く

ものというのは、立地が決まって、補助金が出るという状態になって初めてですので、具体

的に何件あってとかいう状況はお答えしにくいんですが、ここにあるＫＰＩについては、そ

うした全てを含んで達成しようというものでございますので、産業課だけが取り組むという

ような内容にはなっていないということで御了解いただきたいです。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時４０分 

 

再開 午後 ３時４２分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  次に、８款土木費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  先ほど入のところでやりかけたのがありますので、やっていただきたいと思います。県支

出金の関係と、ページで言いますと230ページ関係ですよね。ＴＯＵＫＡＩ－０促進事業費で

ございます。 

  これは特定財源の関係で、県からある程度の枠をもらって、当初予算措置されて、減額し

ているということになっているわけでありますけれども、担当課のほうは、申し込みが少な

いということであると思うんだけれども、当初、入のところで質問したことの続きをさせて

もらいますと、財政部門として、やはりせっかくそういった枠をとったのに、流してしまう

というか、いないということで、それについて、担当課とのそれぞれのやりとりとかあると

思うんだけれども、財政の預かる企画として、どのような形で都市環境課のほうに指導をし

ているのか、そういったところをちょっと聞かせてもらいたいと思うんですが。 

  やはり貴重な財源を流すというのは、それだけすごいことだよということをやはり言うべ

きだと思うんですが、どうなんでしょうか。 
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○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） こちらのＴＯＵＫＡＩ－０の事業費につきましては、特定財源を主な

財源とするものでございますので、でき得る限り採択枠を拡大しながら事業を進めていくと

いう、財政的な観点的な観点では、そういう方針を持っているところでございます。 

  したがいまして、でき得る限り事業量というのは大きくなるように原課に対しては取り組

みをお願いしているところでございますが、結果として、それが達成できないという状況に

至ったときには、これ、国・県に対しての減額の申請も行う事案でございますので、それに

沿って補正対応というのは出てくるものでございますが、安易に減額補正をしているという

状況ではなくて、でき得る限りこうした対策を前に進めるという中で、でき得る限りの補助

枠を獲得しながら、結果として、こうしたものになっていってしまったと。 

  今後についても、でき得る限りＴＯＵＫＡＩ－０の事業というのは、いつも議論されるも

のでございますが、周期が常にちらつかされている事業なもんですから、あるうちにできる

だけ前に進めたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  熊本地震のですね、６月と７月２回ですけれども、個人的にですけれども、益城と熊本、

三船、ちょっと見てきまして、旧市街のところですが、非常に被害を受けているといった形

で、かわらの落下等あるんですけれども、非常に細い道の中でブロック塀も古いと。旧農家

の方々、家が昔のかやぶき屋根ですね。それをかわらにかえたような格好の大きなお宅が割

と被害が大きかったということもあるわけでございます。 

  うちの町を振り返ってみると、川尻、住吉で、旧の、市街地区域で、道の細いところです

ね。選挙なんかで通りますと、軽で通らなければいけないようなところに両側ともブロック

があったりして、非常に実際に地震があったときには、ブロック塀が倒れて、火事も心配だ

なというようなところが町内に見受けられるわけでありまして、そういったところの対応と

いうことで、確かに補助があるんだけれども、持ち出しもしなければならないという方であ

るんですけれども、全体的な防災面を考えていくときに、少しこのメニューを、実績が毎年

毎年こういった形で不用額を残して、特定財源を返してやっているという実態もあるわけで

ございまして、そういったことを考えると、もう少しこのメニューを今後もっと推進してい

くのも、津波ばかりではなく、地震及びそれに伴う火災の発生を速やかに鎮火する意味から

も、ブロック塀とかそういったところは補助していくようなことの必要性を感じているわけ

なんですけれども、この決算を通じて、担当の都市環境課としては、そういった地震の関係

で、今後、どのような検証をされてこの決算を迎えたのか。予定よりちょっと減額になって、

件数も少なく行ってしまったということを考えて、そういった、今起きている熊本地震の現

状を見ると、非常に緊迫感を私なんかは感じるわけですけれども、どうなんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 都市環境課です。 

  ＴＯＵＫＡＩ－０の推進ということですが、今、この前、一般質問でも御説明させていた

だいましたが、今のところ、56年以前の建物のところにつきましては、現状を調査いたしま

して、ダイレクトメール、あとは戸別訪問ということで、１周、今、１回目は全てダイレク
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トメールも送りまして、今、２回目ということで、耐震診断のほうを行っておらない家屋を

対象に、今またダイレクトメールのほうを送らせていただいております。 

  今後の方針につきましても、今回、このＴＯＵＫＡＩ－０の補助金のほうで、木造改修と

いうところが当初より低かったということもございます。しかし、耐震のわが家の専門化診

断のほうから、新築で家を建てかえるといううちもございますので、そういううちが重なり

ますと、改修のほうの件数は減ってくるということもございます。 

  ただ、今後につきましても、広報とかそういうものでも周知していきたいと思っておりま

すし、今年度から新たに小学生、中学生を対象に、まず子供のほうに耐震の重要性であると

か、そういうものを講義の中に入れていただいて、子供から親のほうに話しかけをしていた

だくような形で、家族でそういうものに関心を持っていただくというような事業も今年度か

ら行っております。 

  そういうものを通じまして、今後、もう少し耐震診断のほうを進めていきながら、件数の

ほうを増やしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  新しい事業の年度の事業も紹介していただきまして、ありがとうございます。 

  しかしながら、この県の事業ではあるんだけれども、やはりこの我が町吉田町と考えたと

きに、やはりより一層この事業に対して推進をしていかなければならないと考えるわけであ

りまして、この決算をしたということで、ある程度評価はですね、効果が書いてあるもんで

すから、その辺のところでいきますと、これだけのメニューだけでいいのかという議論はな

いんですかね。 

  例えば、藤枝市がやっているように、ブレーカーのところに地震が振動になると、それが

重りがとれて、ブレーカーが落っこって、電気が通電しないといったことで、火災防止にな

りますよね。そういった事業を藤枝市はやり始めました。全戸に、無料化ちょっとわからな

いですけれども、そんな形でも新しい事業をやったわけです。 

  今、課長のほうからは、小学生対象に地震の怖さをということで、勉強をやっているとい

うことで、この決算を受けた格好でそういう形をやっているわけでありまして、実績を踏ま

えてね。そういった議論というのは、このＴＯＵＫＡＩ－０の促進事業というのは、なかな

か新しいところへ展開していかないもんですから、そういったことも、この決算を踏まえて、

御検討はされているのかどうか、その辺についていかがですか。 

○議長（大塚邦子君） 都市環境課長、石間智三郎君。 

○都市環境課長（石間智三郎君） 決算のほうにつきましては、うちの当課で担当しています

ＴＯＵＫＡＩ－０というものが家屋のメニューということで、既存建築物の耐震補強という

ことで進めておりますので、そのほかのメニューということにつきましては、また防災のほ

うもございますので、そちらのほうと話をしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 
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○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  説明書の252ページで、花の町推進事業費ということで、花いっぱい活動補助金ということ

でございます。さきの全協で、この吉田町花の会と花いっぱい活動というのは違うんだよと

いうことを要綱の中でうたわれているということで御指摘をいただきまして、その要綱を読

んで勉強させていただきました。 

  そうした中で、花いっぱい活動補助金の交付が12団体ということでございます。これ、こ

ういう書き方だと、ちょうど６万円くらいで割れてしまって、一律に行っているんじゃない

かなと最初は思った。この要綱を読んだところ、ああ、そうじゃないなと。各、４条である

とかという中で、申請があって、お支払いするんだよということは理解しました。 

  そういう中で、これ、もうちょっと書き方を、だったら各団体12個書くのは大変なのかも

しれないんですが、書いていただければ、もっと我々も理解が深まるかなと思いました。 

  そういう中で、この要綱を読んでいきますと、９条に補助金の概算払いができるという項

があります。しかも、これが平成27年４月１日から施行ということで、内容がどこか変わっ

ているのかなというのがあるんですが、どこが変わっているかはちょっとわからないんだけ

れども、そういう中であります。 

  今回のこの補助金の中では、そういった概算払いというものが含まれているのか。どれく

らいの量あるのかということを確認と思わないでいただきたいんですが、御回答をいただき

たいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  議員がおっしゃっておりますとおり、吉田町花いっぱい活動補助金交付要綱というものが

ございます。それが主要な施策の説明書の252ページの一番下にございます花の会補助金、花

いっぱい活動補助金、12団体というところにつながってくるわけでございますが、まずこの

12団体、72万円というものにつきましては、８月の決算審査のときに監査委員にもお見せし

ているんですが、補助金状況一覧表というものの中で細かくうたわせてはいただいておりま

す。それがこの252ページに載っていないということにつきましては、今後、もう少しわかり

やすいものを心がけたいと思います。 

  ちなみに、じゃ内訳が、72万円の内訳がどうなっているかということにつきましては、細

かい名称はちょっと控えさせていただきたいと思いますが、要綱の中の３万5,000円という団

体が３件、５万円という団体が４件、６万5,000円という団体が１件、８万円が２件、９万5,000

縁という団体が２件の合計12件で72万円となっております。 

  その中で、これが上限でございますので、この金額が上限でございますので、１団体につ

きましては、面積で５万円のところがあるところを、実績から３万5,000円という支払いをし

ている団体が１件ございます。ちょっとわかりにくい説明かもしれませんが、そういう状況

にあります。 

  そして、９条の概算払いという項目でございますが、確かに９条に概算払いという項目が

ございます。この花いっぱい活動補助金の27年度の実績は、概算払いを適用しまして払って

いるものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 
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○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  全団体が概算払いということでよろしいですか。今の答弁だと、そのように聞こえたんで

すが、まず１点、そこのお答えをお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） ９条になぜ概算払いというものをしたかというところは、事業を

執行していく中で、普通でいきますと、それよりも、概算という、全部概算でございます。

結論を言うと、全部概算でございます。失礼しました。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） せっかく途中まで答弁されたので、改めて質問いたしますが、概算払

いというのは、先払いという意味だと思うんですよ。多分、その団体が26年度末くらいに来

年度の計画を立てたときに、ああ、これくらい必要だねということで、先にこれだけちょう

だいということで、多分概算払いというようなこの制度になっているのかなと思います。 

  何でそういうことができるような要綱にしたのかというのがありますので、お答えいただ

きたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） このもととなるものが、補助金交付規則だと思いました。その中

に、概算払いというもの、ちょっと待ってください。事業を執行する目的で、先に払うこと

が、概算払いというものを規定の中に設けたものにつきましては、概算払いができるという

ことの中で、なぜそれじゃ概算払いが必要かということにつきましては、事業を執行する中

で、失礼しました。補助金交付規則の第９条に支払いというところがありまして、(3)のとこ

ろに前払いをしなければ補助目的を達成することができない場合で、事前に審査をする手続

を経て、前払いができる定めを別に設けたときということがございまして、それを適用しま

して、花いっぱいの交付要綱のほうに９条に概算払いというものを設けさせていただいてお

りまして、それを適用しまして、先に払っているものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 質疑でお願いいたします。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） その概算払いの要件というか、こういうことでというのは、今わかり

ましたよ。要は、この団体にもともとの資本的なものがないから、概算払いできますよとい

うことでよろしいですか。 

  あと、この要綱が27年４月１日から施行ということで、どこか変わっていると思うんです

よ。その点をまたお聞きしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） なぜ概算払いをするかということにつきましては、前払いをしな

ければ、先ほど議員のおっしゃったストックがないもんだからというようなこともあるかも

しれません。でも、前払いをしなければ補助目的を達成することが難しいという状況にある

ということで御理解をいただきたいことと、平成27年４月の改正につきましては、すみませ

ん。今手元に対照がないもんですから、事細かくどこが変わっているというところは答えら

れなくて、申しわけありません。 

  以上でございます。 
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○議長（大塚邦子君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０３分 

 

再開 午後 ４時０８分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 休憩をいただきまして、ありがとうございます。 

  まず、概算払いの必要性につきましては、基幹的団体、実践的団体におきましても、やは

り事業を積極的にやっていただいていく中では、事業費等も膨らんできてまいります。その

中で、自分たちの財源によって事業を執行していくというものが非常に難しくなってきてい

る中で、概算払いというシステムを取り入れておりまして、これは24年度の改正とは関係な

くて、当初から概算払いということで、９条だと思いましたが、入っているものでございま

す。 

  また、24年度の４月１日からの内容につきましては、より事業に取り組みやすいことを目

的としまして、第２条の(3)です。５人以上の構成員をもって結成されたというところが今の

要綱でございますが、その前は10人でございました。それを５人に改めたものが27年４月１

日でございます。大変申しわけございませんでした。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） よろしいですか。 

○９番（増田剛士君） はい、了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  説明書の219ページでお願いします。青柳田中線道路改良事業費ですね。この道路は、非常

に便利な道路をつくっていただきまして、確かに富士見幹線と吉田大東線を結ぶ道路ですね。

１カ所、中に遊歩道、皆さん多分御存じだと思いますけれども、遊歩道のところが、この道

路、当然港湾といろいろ絡むもんですから、難しい問題が絡むと思うんですけれども、遊歩

道のところが、あそこは常に歩く範囲と自転車が通る範囲で、遊歩道のところにとまるもの

というか、ないんですね。そういう部分での安全性というのは、どの程度、その安全性と、

あれから旧の県道へ出るときの必ず事故が起こると思うんですけれども、見えないところ、

非常に危ないんですけれども、あの安全性というのはどのような形で確認をされているんで

すか。 

○議長（大塚邦子君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 議員のおっしゃっている遊歩道というのは、自転車道、通称自転

車道と言うですが、太平洋側の自転車道のことだと思います。上から行きますと、吉田大東

線があって、その真ん中に自転車道があって、富士見幹線というような縦道の青柳田中線で

ございます。 

  この事業を施工するに当たりましては、牧之原署、自転車道の所管が県島田土木でござい
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ますので、双方ともに協議を行った中で、今の形になっているものでございます。そういう

ふうな中で、安全の確保ということは少し語られている中で、今の状況になったということ

で御理解をいただきたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  理解いただきたいと思いますと言いますけれども、理解できないから言っている話であっ

て、あの通りをずっと歩いてもらうと、町道との交差の部分であるとか、全てがとまるよう

な石柱ですよね。ありますよね。そして、青柳田中線のところには、とまる、港湾の関係で

書けない、とまりをつくれないということで、絵がかいてありますよね。そういう意味で、

非常に便利な道なんですけれども、便利な道なんですけれども、子供たちの通学路でもある

し、あそこを通る、多分見てもらえばよくわかると思うんですけれども、たくさん、大勢自

転車も通るんですよね。そういうときに、安全性というのはどの程度やったんですか。かな

り話はしたんですか。そして、どうしてもできなかったんですか。 

  遊歩道のほうにできるんじゃないか。全部やってありますから、なぜできないかというや

つをちょっと聞かせていただいたほうがいいですか。 

○議長（大塚邦子君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 自転車道との交差点につきまして、県土木とかなり語ったつもり

ではおります。その中で、今、現状を申し上げますと、自転車道のほうには車どめ、石のや

つですね。それが設置されております。青柳田中のほうにつきましては、牧之原署とお話を

させていただく中で、とまれという表示はあそこのところには好ましくないということで、

青柳田中のほうにはその表示はしてございません。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今言った石柱って、確認していますか。要するに、もしね、それは見ていただけばわかる

ことですね。 

  そういう中で、こういうものでいろいろ相談をしながら、安全だよ、いいよって結論出し

てやらなかったときに、その後何かあったときに、責任の所在ってどこへ行くんですか。 

○議長（大塚邦子君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 道路管理者でございます。責任のところは道路管理者であります

が、道路管理者というか、そこの町道であるなら町道、太平洋岸自転車道であるなら自転車

道ですが、何にしても、すみません、現地を確認して、対応というか、確認をさせていただ

きます。すみません。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ぜひそうしてみてください。そして、安全性を確かめて、安全であれ

ばあるほど皆が使えるわけですからね。何かあったら、やっぱり取り返しのつかないことに

なりますので、そういう面をぜひお願いいたします。 

  出たところのもう一つの今の吉田大東線での１回車で出てみてください。そうすると、何

が起きるか大体わかると思う。出てみないとわかりません。１回それも車で行って、できる

だけ前の長い車で行って、確認をしてください。 
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  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  よろしいですか。質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  次に、11款災害復旧費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ４時１８分 

 

再開 午後 ４時１９分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  次に、９款防災費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  説明書の263ページですね。全協でもお伺いしましたが、第４分団詰所解体工事563万9,760

円で、107.25平米ですか。解体費が平米当たり４万1,698円で、坪数で大体30坪くらいですよ

ね。というと、かなり金額的にいい値段だなと思って、普通で言うと、消防の詰所で、消防

団員が詰めるところが座敷が昔のあれであって、その横に車庫というか、消防車を入れる、

２台だから入れるところがあって、普通で言うと、倉庫みたいな形の鉄鋼造ということで、

自分がちょっとこのごろ住宅の解体、木造住宅の解体で、どのくらいかかるかなとちょっと

業者に伺ったところ、木造住宅、坪単価２万円くらいで解体工事ができるよというふうなお

話を伺ったもんで、そうすると、大体平米単価３倍しても、12万幾らということで、中がが

らんどうな割には金額がいいじゃないかなと。それで、鉄骨だもんで、鉄も鉄くずとして解

体業者が処分すれば、その分は逆にマイナスになるかなというふうな考え方から、この金額

が妥当かどうかというのはちょっとわかりませんが、ちゃんと入札してやったもんで、妥当

だとは思いますが、その辺で、比較的自分が考える当たって高いなという金額でありますの

で、その辺の普通と違うよというところが特別ありましたら、その辺で、ただの倉庫みたい

なもんじゃなくて、こういうことがあったもんで高くなったというところがもしあるなら、

その辺をちゃんと説明してください。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  旧第４分団の詰所の解体工事でございますけれども、この旧第４分団の詰所につきまして

は、昭和53年に建築がされた建物でございまして、昭和63年以前のものについて、アスベス
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トが含まれているかどうかと思われるというようなことで、アスベスト対策を含んだみなし

工事と言いますか、そういったことも含めた工事を施工をしてございます。 

  例えば、仮設工事としまして、養生を普通よりも高くした養生をしたりとか、屋根のスレ

ートにアスベストが見込まれるという中で、室内の中にも足場を組みまして、その屋根のス

テートにつきまして、粉砕するような解体ではなくて、そのまま撤去をして、処分をすると

いうような工事も行ったところから、通常の解体工事よりも割高になっているというところ

でございます。 

  今回、こうしたアスベストの対策費を除きまして解体工事費を見ますと、平米当たり１万

6,000円くらいというような形です。 

  ここには載っておりませんが、第３分団の旧の詰所も 解体をしているわけでございます

が、そちらのほうも、平米単価で見ますと、解体工事費が大体１万8,000円くらいというとこ

ろで、妥当な金額ではないかというところで認識をしております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） よろしいですか。 

  予算を通しておりますので、この予算に対する決算の質疑ということで、質疑のほうをよ

ろしくお願いします。 

○１１番（八木 栄君） 質疑の域。今の質疑じゃなかったですか。 

○議長（大塚邦子君） 第４分団の詰所の解体工事に関しては、議会として予算を議決してお

りますので、その予算に関して、決算がどうだったかということの質疑になります。先輩議

員なのでわかると思いますが、質疑のほうでよろしくお願いします。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  決算の245、この４ですね。防災意識向上事業費、説明書のほうでは268ページから269にな

ります。 

  この中で、地域防災士の指導員養成、この中にも何人かはおられると思います。そして、

これが２年たちました。私も登録はしているんですね。その中で、一つの組織もできたこと

は事実ですね、皆さんで。そして、その組織ができて、皆さんとの代表というか、各地域か

ら出てきた人が月に一度、非常に勢いよく、いろいろなことを考えながらやっています。あ

りがたいと思います。 

  これに関しては、17日も静岡へ行くような形、皆さんで行っていますから、そのくらいの

頑張っているんですけれども、ただ、残念ながら、私も取ってもう２年になりますけれども、

その形、中に入りました。形はできたんですけれども、それが何をしようかとか、そういう

のは非常に見えにくいんですね。要は、子供たちのジュニア防災士もそうですね。 

  そして、だからその中でお聞きをしたいのは、その中で、どこまで組織的にやって、この

中に書いてあった一つの地域に２人いれば、２人くらいのという非常にいい形は目標で挙げ

てあるんですけれども、それに向かって、今、どのような形で進んでいるかをちょっと聞か

せていただきたいんです。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 地域防災指導員の養成の件でございますが、もちろん大
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前提としまして、こうした防災に関する知識、技能を持った方々を養成して、それぞれの地

元の自主防災会等に入っていただいて、地域防災力の向上を図っていただくというところは

大前提で、目標で持っております。 

  今、山内議員がおっしゃられたような組織的なものにつきましては、あくまでも行政側も

バックアップはさせていただきますが、あくまでも任意の団体という形で、私たちとらえて

おりますので、何らかのスキルアップをするための講習会であるとか、そういうものは開か

せていただきたいと思います。 

  そんな中でも、あくまでも任意の団体ということで進んでいっていただきたいと、今後は。

そういうふうに思っておりますが、町としましても、今後もフォローアップの研修等行いな

がらやっていきたいというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  この発想というか、起こったことに関しては、目の前に迫っている地震に対して、皆さん

で、みんなで守ろうという話ですよね。そして、特に子供たちにそういう強い意識を持たせ

て、今回もＴＯＵＫＡＩ－０でやってもらえるようですけれども、そういう中でね、そうい

う中で、やっぱりできるだけ早く、これからジュニア防災士を受ける人たち、それと防災講

座というか、防災講座を受ける人たち、そういう人たちの目標をつくるためにも、何をした

らいいかということをできるだけ具体的な例でやってやらないと、やっぱりやる人が、試験

を受けて、受けるだけで７日間やりますから、かなりハードなんですね。 

  その中で、そういう意味で、これから町のほうで考えている防災士の計画というか、計画、

目標、そういうものに関して、ちょっともしわかれば、それに向かって我々も進むことでき

ますので、その辺で何かそういう計画としているものがありましたら、お願いをしたいんで

すけれども。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 地域防災指導員に対しての計画というような話でござい

ますけれども、今回のＫＰＩでも、自主防災会に各町内会で２人ずつ養成をしたいというよ

うなところで目標も掲げさせてはいただいておりますけれども、やはり、例えば防災訓練の

ときにも、各自主防災会がどんな訓練を行っていったらいいかというようなところで、地域

防災指導員の方々にこういった訓練をやっていこうとか、御指導していただいたりとか、た

だ、あそこだけの自主防災会だけのことだけではなくて、ほかの自主防災会とも連携をとり

合った、平時からですね。そういったことも、訓練も含めて、そういったこともやっていっ

ていただきたい。 

  今回、毎月地域防災指導員の方々が集まっていただいておりまして、その中にも防災課の

ほうでも顔を出して、一緒に今後のどうしていこうというようなところも話し合いをしてお

りますので、そういった場もつくりながら、指導員の皆さんと一緒に今後のあり方というと

ころも含めて、一緒にやっていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、中でしっかりと議論、関連した議論をしていきますので。 
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  実は、これをやるに当たって、皆さん試験を受けて、そしてやったんですけれども、私も

仕事上、なりわいを持ってやっていますけれども、非常にわかりにくいんですよね。何をや

っていいかというのがまず見えてこないと。 

  そういう意味で、そういう意味では、これから現状をそういう形で踏まえた上で、そして

ぜひどこかで出していただきたい、近いうちに。代表の人たちに出していただければ、彼ら

は一生懸命やっていますので、その方向性で見えてくると思うんですよね。その辺で、ぜひ

その辺をお願いをしたいし、当然町としては、その辺のやつをやるべき、多分期待をしてい

ると思いますので、やるべきだと思うんですけれども、その辺のこれからの何をしようか、

２カ月に１回とか、そういう形での何かの顔合わせであるとか、そういうものをやっていか

ないと、ただ資格で終わってしまうような気がしますので、その辺をちょっと根性を入れて

やっていただきたいと思うんですけれども、その辺を聞かせていただいて、終わりとします。 

○議長（大塚邦子君） 決算を受けてということでお答えのほうをお願いしたいと思います。 

  防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） これからも地域防災指導員養成講座を開いていきたいと

思いますし、指導員につては、もっとちょっと養成をしていきたいという中で、やはり行政

のほうもバックアップするという形で、指導員の皆さんと顔合わせをしながら、どういった

連携ができるかというところも含めてやっていきたいと思っています。 

  以上です。 

○６番（山内 均君） 議長、６番です。一つだけ聞かせてください。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  端的に聞きます。これ、自主防災会との関係を一つだけ最後に聞かせてください。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 自主防災会との関係というところでございますが、あく

までも地域防災指導員につきましても、地元の自主防災会の構成員であるというふうに思っ

ています。そんな中で、こうした講習を受けて、知識、技能も高めていただいたというとこ

ろで、やっぱり地域のリーダーになっていただくというふうな形で考えております。 

  以上です。 

○６番（山内 均君） はい、了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  270ページで情報伝達充実強化事業費でございます。過日の全協で、防災用ＭＣＡ無線保守

点検委託という形で、年１回、蓄電池操作等々、委託で点検されているということでありま

すけれども、やはりこの情報のところで、このＭＣＡ無線、携帯は使えなくなりますので、

非常に有効な手だてだと考えるわけでありますけれども、その管理について、委託した場合

ですけれども、こちらのほうで防災課として全部で35台分、自主防各１台ずつ持っているん

だけれども、その履歴というものは、例えばどこを修理したとか、どうだというのの履歴で

管理して、委託業者に全部お願いするばかりじゃなくて、自分たちも管理しているか、その

辺についてはいかがなんでしょうか。 
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○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課です。 

  ＭＣＡ無線の管理につきましては、まず備品番号も含めて、もちろん備品台帳として管理

をしています。 

  それから、それぞれ現物は、自主防災会であるとか、自治会であるとか、お渡しをしてご

ざいますので、毎年、年度初めに、自主防災会のどなたがお持ちになっているかというよう

なところも調査をさせていただきながら、うちのほう、管理をさせていただいているという

形でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  そうすると、防災課としては帳面上の管理で、物の管理ということは、この委託された方々

が全部、本部はいいですね。庁舎内ですけれども、それでも自主防のそれぞれ町内会長さん

のところ、自主防災会長のところに委託業者が行って点検をして、全て確認をしているとい

うことでよろしいんですか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） すみません。保守点検につきましては、事前にそれぞれ

持っている方々に事前に通知をさせていただきまして、防災課のほうで引き取りにお伺いし

て、防災課でまとめて保守点検を業者のほうに委託をしているという形でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  なぜこんなことを聞くかというと、過日の防災訓練で、バッテリー切れで使えなかったと

いう事案が発生したですよ、目の前で、私の。携帯を使ってこっちへ連絡しているというの

があるということで、年に１回やっているからには、保守点検でバッテリーの残量をもちろ

ん調べるんではないかなと。それだけ命にかかわるものであるもんですから、それというの

は、管理責任がどこにあるかという問題も発生すると思うんですが、でも委託をしている以

上、各自主防、消防団等々、そのお持ちになっている方がしっかりとした管理をして、充電

しなければならないという責務があるなら、また話は別なんだけれども、委託して、しっか

りとした形でやるならば、その委託業者がちゃんとした業務をやっていないんじゃないか。 

  ちょうど27年度決算で、４月ですか。ですから、やったばかりだと思いますので、そうな

ってくると、この委託に関して、しっかりとした指導をしていかなければならないと思うん

ですけれども、そういった考え方でよろしいんですよね。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課です。 

  保守点検につきましては、もちろんバッテリーがないかどうかも含めまして、バッテリー

に問題がないかというところも含めて保守点検はさせていただきますが、通常、それぞれの

お渡しをしている皆さんには、もちろん充電器で常時充電をしていただきたいというところ

では周知をさせていただいておりますが、また、そうしたところも含めて、再度お願いをし

て、非常時に間違いなく使えるような形で管理がしていただけるというようなところで、ち



－293－ 

ょっと周知をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

  ぜひともお願いしたい。そうすると、そういったバッテリー関係の管理は、使用する方の

ところでするという指導までしっかりとお願いしてやるといったところでお願いしたいと思

います。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  説明書の264ページの水防費であります。これは土のうをつくる原材料費であるとか、本当

に消耗品という形で上がっているわけなんですが、これの目的を見ますと、河川整備の治水

対策ということでのっております。 

  現実、今、ゲリラ豪雨等で道路冠水するところがかなりあります。そういうところでの土

のうを積むというような作業というのもあるかと思うんですが、これにはそういったものも

含まれているんでしょうか。 

  そういう中で、ゲリラ豪雨による道路冠水の場合、短時間でがって増えて、短時間で引け

てしまうんですよね。そうしたときに、土のうを持っていくというか、そういった作業の中

で、時間的なロスが出るというのがあるんですが、大体冠水するところは、もう今、ある程

度わかっている中で、その付近にこういった土のうを常備しておくというようなことも考え

てあるのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 建設課長、大石 充君。 

○建設課長（大石 充君） 建設課でございます。 

  私どものほうで使わせていただいている予算でございますので、建設課で説明をさせてい

ただきます。 

  河川治水対策に使ってございます。議員おっしゃるように、本当に短時間に変化するとい

う状況でございますので、常に砂、土のう、ストックがあるという状況を保つことを心がけ

ております。 

  それで、土のうが、それじゃ持っていく時間がロスがあるじゃないかというお話でござい

ますが、私どもの中で、常に弱い部分というですか、のところには土のうを運んでおきまし

て、ストックという言葉が適切かどうかあれですが、自治会にもお渡ししてございますし、

その方たちにもお渡ししてあるというシステムをとっている状況でございます。 

  以上でございます。 

○９番（増田剛士君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ４時４２分 
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再開 午後 ４時４５分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 

  次に、10款教育費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。いろいろすみません。 

  決算書297ページと説明書の中での322、321ですね。いろいろアドバイスいただきました。 

  実は、このよしきたの広場ですね、あそこが非常にいいものが完成したと同時に、あのと

ころが全面が芝生ということで、グラウンドゴルフの人たちが非常に、本当に手をかけてや

ってくれているんですけれども、そのときに、土曜日と日曜日は、もう完全にあそこではも

うゲームはしないと、グラウンドゴルフのゲームはしない。子供たちのためとか地域のため

に、もうずっとあけましょうということで、あけるようになったんで、やってないんですけ

れども、試合とかそういうのはね。そのときに、この中でのコミュニティ広場の指定管理委

託料とか、その中で委託をするに当たって、何かそういうような指導であるとか、そういう

ものはされたんですか。 

  要するに、周りの人たちとのすみ分けというようなものを、使うに当たってね。 

○議長（大塚邦子君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  特にやったということは聞いておりません。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 非常に予想外の回答だったもんですから。この神戸コミュニティ広場、

建設をしていく中では、皆様も御承知のとおり、地元に建設委員会をつくっていただきまし

て、その中でいろいろ施設整備を行っていって、管理をどうしていくかまで含めて建設を進

めておりますので、そうした中で、できる限り管理しやすいような緑化のやり方をしていこ

うというような、そういうコンセプトで話し合いをしながら進めていっておりまして、また

芝の利用についても、あそこができ上がった結果で、いろいろなところでグラウンドゴルフ

を行っていらした方が、また拠点を移されて、そこでもやっていただいて、管理にもつなげ

ていくと、そういうような仕組みを地元でつくっていただきまして、ただ、グラウンドゴル

フだけの広場ということになると、大変地元のためにはならないんで、でき得る限り子供が

遊べるような環境をつくりましょうということで、土・日などは子供さん方が遊べるような、

そういう管理の、運営の仕方をしていきましょうということで、自発的に地元の皆さん方で

考えていただいたという仕組みでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 山内議員、マイクを自分のほうに近づけていただければと思います。 

  ちょっと声が聞き取りにくいです。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  今言われた、確かに自主的にやっていただいたということで、実はあちこちからそういう
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ルールのないところに困った話題もいっぱい来るんですね。そうすると、今回こういうこと

が起きたことによって、一つのルール化というか、ルールとして決めることはできないでし

ょうけれども、一つの標準的なものというか、非常にいいものができましたので、それをも

しやっていただければ、例えば小山城公園だって、あちこちの公園の跡であるとか、グラウ

ンドゴルフやっているところ、前回も出ましたけれども、あそこもそうですよね。西の宮公

園もそうだし、小藤路公園も。そう言い部分の非常に住みやすい、すみ分けができた住みや

すいコミュニティを持った吉田町ができるということで、本当に、非常に、本当に賞賛をし

たいんですよ。あれは第一町内会の人たちがやっぱりやってくれたんですね。 

  だから、そういう意味で、当然今、理事が言われたそういう最初からのコンセプトがあっ

て初めてできるんでしょうけれども、そういうものを、せっかくですから、これに関して、

ほかにもそういう原点に返ったものができていただければということで、一つのいい例とし

てやったんですね。これは、ぜひその辺で、どういうものがこれからできるかということを

考えなければいかんですけれども、その辺をやっていただきたいと思うんですけれども、そ

れはちょっと外れたと言われるかな。それは、ちょっとまた返事がありましたら、これ、本

当にいいことなもんですから、ぜひそういうものに関しての進め方をやっていただければ。

一言お願いします。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） この神戸コミュニティ広場につきましては、コミュニティ広場という

位置づけを行政も、最初から位置づけをどうしていくかということで、コミュニティ広場に

していくということを地元にもお伝えしながら整備を進めておりましたので、コミュニティ

広場の目的というのは、教育委員会で所管しているとおり、子供たちが使っていくというよ

うな、そのコミュニティ形成の中で使っていくものだもんですから、都市公園とまた違う役

割を持っています。 

  ほかの愛護会が入って管理をしているようなところというのは、都市公園のところが非常

に多いわけでございますが、その都市公園の管理の一環として、愛護会をつくっていただい

て、そこが一部を管理していただいているという仕組みなもんですから、どうしても後づけ

後づけになっておりますので、今回こういう先例ができておりますので、そうしたところも

例を出しながら、全体の施設の管理がよくなっていけばいいことですので、ぜひ波及をする

ような努力はしていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 山内です。 

  まさにこれはお願いだけしておきます。これ以上は進みませんけれども、ぜひそういう意

味で、いい形での使い方をよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  281ページ、ちいさな理科館事業費の中で、ホタルの里づくり事業というのを行っておるよ

うです。そうした中で、14節にホタルの里づくり事業に係る重機借上代というのがのってあ
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りまして、その隣の16節には、ホタルの里づくり事業に係る客土、影石等ということであり

まして、128ページ、次のページのところには、ホタルの里づくり事業ということで、時系列

に出ておるわけです。 

  その中で、27年９月21日造成着手、その前には計画もつくっているという中でありまして、

これは、この会の方々が重機の免許を持っている方もいて、そういう中で、全てそういう業

者に頼んだじゃなくて、自分ちでやってしまったよということで理解してよろしいでしょう

か。 

○議長（大塚邦子君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  機械の借り上げにつきましては、オペレーター込みでの値段になっておりますので、業者

にやっていただいております。 

○９番（増田剛士君） はい、了解。 

○議長（大塚邦子君） 質疑をお願いいたします。 

  ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  319ページで、全員協議会の中でも報償費のところで聞かせていただきました。ソフトラン

ニング講師８名分、5,000円掛ける98名ということで、この5,000円という金額が、スポーツ

推進委員の報酬が7,000円、そこら辺のところでも、スポーツ教室指導者謝礼金が2,000円、

審判が2,000円で、ナイター講師5,000円という形で、全員協議会の中では、講師の規定があ

ってということで、ちょっと例規調べたんですけれども、見つからなかったんですけれども、

その裏づけとなるものというのはどちらになるんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 審議の途中ではありますけれども、本日の会議時間は、議事の都合に

よって、あらかじめ延長します。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 企画課でございます。 

  申しわけありません。若干予算に関連する事項になりますので、そこの部分につきまして

は、私のほうから御説明をさせていただいたいと思います。 

  こちらの報償費でございますけれども、報償費につきましては、議員御承知のとおり、謝

礼あるいは報償的な意味合いということで、報償費が支払われております。 

  こちらにつきましては、基準というものが財政を編成する上でどうしても必要になってま

いりますので、11月くらいに次年度の当初予算を編成する編成方針をお出しする際に、作成

する各課においては、その基準となる予算要求書の作成基準というようなものを各課に提示

をいたしまして、その基準に基づいて各課は予算をつくっていくというようなことになりま

す。 

  ただいま御質問の報償費でございますけれども、これは過去からの実績、あるいは例えば

近隣等の同様な種目というか、内容等をかんがみまして、実務的、経験則的に今までの内容

で積み上げてきたものがございますので、そういったものを私たち企画課のほうで各課に提

示させていただいて、その内容に即した形で予算要求を各課がするというようなものになっ

てまいります。 
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  例えば、報償的なものにおいても、１日拘束されるもの、１時間で拘束されるものとか、

いろいろその内容も違ってまいりますので、ある一定の基準に基づいてというようなことで、

そこのところは設けさせていただいているということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  基準に基づいてということで、このソフトランニング講師は、全員協議会の中で聞いたと

ころによると、体育の先生とか体育協会の方とかということで、専門性のある方だったらい

いと思うんだけれども、普通の多少走ることが好きな方とやはり違うと思われるんですが、

その辺のところは、皆さん、この講師という方は、それぞれの教職を持っていて、体育の免

許を持っている方ということでよろしいんですか。 

○議長（大塚邦子君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 

○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  そのとおりで、教員の免許、あるいは陸上経験があるということで、専門的な知識を持っ

ている方が5,000円ということで、なぎなたのほうも5,000円ということで、スポーツ教室指

導者のほうにつきましては、誰でも気軽に楽しめるということで、なれるということで、2,000

円ということでやらせていただいております。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  例規の中で、１の５編の4185ページに監査委員とか、それぞれの農業委員、スポーツ振興

委員のその１月の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例という形で

決まっているわけでございまして、そこが7,000円とか8,000円、１日ですよ。なっていると

ころで、１日の束縛ではなくて5,000円という、その辺のところの意味合いの整合性というか、

そういったものに関しては、どのような形で理解されているんですか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 特別職の報酬については、御承知だと思いますが、自治法の中でも条

例制定規定になっております。したがいまして、条例として制定をすることによって、議会

の審議もいただいて、それで妥当な、報酬ですので、報酬として実入りのあるものでござい

ます。 

  ただ、８の報償費については、あくまでも謝礼ということでございますので、その謝礼の

出し方をどうするかということについては、5,000円とか2,000円とかいうものばかりではな

くて、例えば講演会の講師の謝礼などについても、同じ８節で措置をいたしますが、そうし

た場合だと、100万円とか200万円とかいうことも出てまいりますし、謝礼として、そこで市

場の価格もございますので、そうしたところで妥当な価格を予算計上いたしまして、予算の

審議をもって決めていくということになります。報酬と報償の決まり方というのは、そうい

うところで変わってくるということになっております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  わかりました。その辺のところ、謝礼のお礼の部分を含めているよという形でなっている
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ということですね。わかりました。 

  続きまして、総合体育館の関係なんですけれども、323ページでございます。この決算額が

1,461万円ほどで、臨時職員が325万9,000円、２人分という形になっております。これにまた

館長とか直営の人材も入っていると思われるんですけれども、やはり行政改革の一環等々で、

こういった施設に関しましては、今度できますオアシスパークのオアシス館もそうですし、

いろいろなもので指定管理でやっていく必要性もあるんじゃないかなと考えるわけで、うち

の町には体育協会という形で、もう相当の人数がいるところの、それを委託を受けられるよ

うな組織もあるではないかなと思われるもんですから、そういったことのですね、いつまで

も直営でやっているだけでなく、これもそうですし、図書館も同じような格好で考えるわけ

でありまして、図書館を民間で指定管理して、非常に効率よくやっているところもあるわけ

で、教育施設に関しましては、図書館、総合体育館、中央公民館、この三つに関してですけ

れども、そういったことを考えたときに、指定管理でこれから委託して、なるべく低コスト

でやるような形というのは、この決算を踏まえて、検討とかはされているんですか。あくま

でも直営でやるという考えなんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 指定管理制度を導入しての管理ということも、絶えず検討はしており

ますが、まず総合体育館を指定管理ということで考えた場合は、この総合体育館の使い方と

いうのは、行政目的が非常に比率が高い施設になっております。指定管理を法律の制度にの

っとって健全に運用していくためには、ある程度利用料金を自由に手に入れることができる

という前提があって、初めて管理の水準なども上がっていくというような、そういう考え方

になっております。この総合体育館をその指定管理者が利用料金を収入を上げるために、い

ろいろ使われますと、非常に使用の仕方が変わってまいりますので、この総合体育館につい

ては、指定管理はなじまないのではないかなと。 

  逆に、今は自治法上でできなくなっている管理委託ですね。管理委託であれば、非常にな

じむ施設なんですが、自治法上で、もう管理委託許されておりませんので、こういう直営の

施設が妥当ではないかなという結論を今のところは出しております。 

  図書館については、私から申し上げるのもはばかられますので、教育委員会のほうでお願

いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 今、総合体育館の運営費に関してでありますので、そちらの答弁でよ

ろしいですか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  それでは、同じような趣旨で、図書館費のところで、決算額が3,500万円という形で、それ

以外に活動推進費という形で2,200万円でございます。管理費のほうは、固定費だもんですか

ら、指定管理しても、それはそのままだと思いますけれども、316ページの図書館活動費推進

費、こちらも1,300万円という形でなっております。有効利用するような形で、非常に利用者

も多いところであるもんですから、そういった面で、十分利用料を取るというのはいかがか

と思いますけれども、やり方によっては、なじむんではないかなと思うんですが、いかがで

しょうか。 

○議長（大塚邦子君） 生涯学習課長、浅井勝巳君。 
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○生涯学習課長（浅井勝巳君） 生涯学習課でございます。 

  やり方によってはなじむと言われるんですが、県内では浜松市が今、指定管理をほとんど

やられているということで、大きな市とか都心部では指定管理が進んでおるんですが、小さ

い町とかというところは、なかなか進まないというか、逆にもうデメリットが出てきて、最

近の状況では、館長を募集してもいないとか、職員がもう指定管理に出したいと言っても、

それを発注するほうの専門の職員がいなくなってきているとか、そういう弊害が逆に出てき

ていて、余り指定管理がいいということばかりではなく、大きいところで職員いるところの

ほうが今、できているような感じで、うちの図書館の場合はなじまないのではないかという

ふうに考えております。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） よろしいですか。 

  ないようなので、これで質疑を終結します。 

  これをもって第41号議案についての質疑を終結します。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（大塚邦子君） 以上で本日の日程は終了しました。御協力いただきありがとうござい

ました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午後 ５時１０分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（大塚邦子君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は定例会20日目でございます。 

  ただいまの出席議員は13名であります。これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（大塚邦子君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４２号の質疑 

○議長（大塚邦子君） それでは、議事に入ります。 

  本日は、提出された特別会計及び企業会計の決算及び補正予算に関する議案の質疑を、総

務文教常任委員会の所管課に係る議案を最初に、続けて産業建設常任委員会の所管課に係る

議案をそれぞれ議案番号順に行います。 

  途中、説明員の入れかえを行い進めてまいりますので、御了承願います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて、確認の質問とならないよう

お願いします。また、簡潔明瞭に、審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよ

う御協力をお願いします。 

  日程第１、第42号議案 平成27年度、吉田町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とします。 

  これから第42号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  最初の質問ということで、おはようございます。 

  土地取得特別会計、決算書の23ページに27年度末の土地残高という一覧表があります。こ

の27年度中、土地の買収あるいは売り払い等、事例がなかったということで、26年度から変

わらずということになっていますが、本来、先行取得等の用地確保ということでこの特別会

計が設けられているというふうに思いますが、事業の進展に伴って、こうした特別会計保有

の土地については、一般会計の買い戻し等、それぞれしていくのが基本の流れじゃないのか

なというふうに思いますが、この１年間、こうした土地の動きがなかったということについ

て、該当する事業はなかったのか、あるいは買い戻しができない何かの理由があったのか、

その辺を伺いたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 
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○総務課長（谷澤智秀君） 総務課でございます。 

  今回、買い戻しができなかったということで、一応この間の全員協議会等でもお話しさせ

ていただきましたが、事業自体は、やはり終了すればそちらのほうは買い戻していきたいと

いう意向はあるということでございますが、やはり現状の土地の価格であるとかそうしたこ

ともございまして、今回は買い戻しを行わないということで、これは予算関係の財政的な面

もございますので、そうした中で、今回は買い戻しを行わなかったと。 

  また、事業も、全て終了した事業というのが非常に少ない。先行取得ですので、途中のと

ころで買っているところがありますので、そうしたことで、今年度は買い戻しの事例がなか

ったということで御理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  該当する事業がなかったということの説明をいただきましたが、例えばこの庁舎周辺の整

備用地等、ここに上がっておりますけれども、年数がかなりたっているのではないかなと思

いますが、こういう庁舎の周りの整備も一つはやっぱり大きな事業じゃないのかなと思いま

すが、今お話がありましたように、買い戻しするときに、この買収時の金額で一般会計で買

い戻しするのか、あるいは今時点では時価相場等に評価がえをして買い戻しするのか、その

点の基準について教えてもらいたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 買い戻しに関しましては、あくまでも取得時のここの価格でとい

うことになります。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  わかりました。ただ、ある程度時間がたっていて、ここに載っている土地については、地

価の評価が大分高いときに取得したというケースもあるんじゃないかと思いますが、そうし

ますと、今の一般会計の買い戻しになると、かなりの金額になるというふうに思いますが、

その点、評価がえ等をして、今の地価に合わせた買い戻しというふうなところのほうが合理

性があるんじゃないかなと思うんですが、そうした点での余地はないのでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） おっしゃっている意味はよくわかりますけれども、取得したときに

特会で取得した土地が高くて、現状は、多分過去に取得していますから、土地は現状下がっ

ていますから、当然今評価をして、あるいは時価で買い取りをすれば、同じことなんですよ。

一般会計は安く買い戻しできますけれども、特会は、土地を取得するときにはその高い価格

で買っているわけですから、どちらでやっても結果は変わらないんですよ、一般会計と特別

会計を足せば。そういうことですよね。 

  高く買ったものを保有しているわけですから、高く買ったものを特会で保有していて、今

の価格で買い戻せば、時価でですよ、そうすれば特会に赤字が生じて、特別会計も赤字とか

という概念はありませんけれども、安い価格でしか一般会計で引き取ってくれない。そうす

ると特会のほうに赤字が出て、一般会計がもうかると。そんなことをしてもしようがないん
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ですよね。 

  これは一般会計も特別会計も吉田町の会計ですから、会計の中でやりとりをするときには、

きちっと特会で取得した価格、支出した価格です、取得価格、これで一般会計は引き取る必

要がありますよね。これで初めて吉田町全体では、その土地の価格というのは取得価格でや

らなくちゃいけない。 

  今、企業であれば当然時価会計ですから、時価で評価する必要があるのかもしれませんけ

れども、現金主義ですから。現金で支出した土地の価格が取得価格。その取得価格で実際に

一般会計が引き取るときには、きちっと取得価格を払ってやらなければ特別会計は成り立た

ない。そういうことです。 

○議長（大塚邦子君） ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  副町長の言われる、大きな全体の会計の中でのやりとりだから全体的には変わらないとい

うお話はよくわかります。ただ、私は、そのために今の一般会計で買い戻す場合に、一般会

計での予算のつけ方、あるいは取得費の捻出が、この時価評価ですと高いから、ちょっと捻

出が難しいというようなケースが出てくるのではないかなと思いますが、そうした一般会計

に買い戻す場合の、この土地取得特別会計が持っている金額で買い戻すということが支障に

ならないかどうか、買い戻しのときに。そうした点で伺いたいと思いますが。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） 現状、少なくともここの取得価格は、一般会計から見れば安くなっ

ているかもしれませんけれども、特別会計から見れば、高い当時に取得した価格を一般会計

に安く買い取らせるということですよ。 

  高いから買わない、安いから買わないじゃなくて、財政状況、一般会計の財政状態、特会

で保有している土地の状況を見て、必要があれば適切に買い取りをすることが一番いいんで

しょうけれども、今の一般会計の財政状況を見て、なかなか今、土地取得会計が保有してい

る土地を買い取るような財政状況にはないということです。 

○３番（大石 巌君） はい、了解しました。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  全協で聞いた内容については今、大石 巌議員に質疑していただきましたので、重複する

ところは避けますけれども、参考資料ナンバー４の２のところに、所有地一覧図がございま

して、その中に、確かに先行取得をして事業未実施というものはあるんですけれども、事業

は終わっていて、一般財源のところが財源がないということで重々わかるわけでございます

けれども、その中でもナンバー１、23のような道路後退部分用地が結構多くあるわけでござ

いまして、この辺の整理というんですか、そういったものを土地取得会計で確かに先行取得

して、それで道路等の公共福祉の向上、町民の福祉の向上のために供用されているわけであ

りますけれども、残ったところをずっと、これは今後どのような格好で処理をしていくのか。 

  これを一般財源で買うといっても意味がまた違ってくると思われるものですから、こうい

ったものに関しまして、行政財産、普通財産等々あるわけでございますけれども、目的があ

るというと、行政財産になるのかな。そうなったときに、後退部用地が金額でも21のところ
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で230万、23のところで250万、約500万ぐらいあるわけでございます。そういったところの点、

それとあわせまして都市計画―これは代替用地なものですから、また違うと思うんですけ

れども―そういったものもあると思いますが、特に後退部用地に関しましては今後どのよ

うな処理をされるか、お願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 総務課でございます。 

  議員からの御質問の庁舎の前のところの道路後退部分ということでのお話かと思います。 

  今、バス停のところの付近になりますが、こちらにつきましては、事業のもともと計画が

ございまして、まだ計画途中という段階でございます。用地の全体の整備の中では、用地交

渉等は全て終わっていないという状況です。 

  なお、なかなかやはり土地の所有者の方との関係もございます。そうした中で、今後、役

場庁舎、特にバス停をおりてからのということになりますので、そちらのほうは今後事業と

してということではなく…… 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、議員の質問は21、23の道路後退部分用地でありまして、今、

総務課長が説明していただいたのは22、庁舎前整備事業用地のことと、少しちょっと言われ

ていることが違うと思うんですが。 

  総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） 申しわけございません。21、22ということで、ちょっと私、考え

ていたものですから、申しわけございませんでした。 

  21、23ですね。道路後退部分の片岡の150号線沿いのところになるんですかね。こちらのほ

う、確かに道路後退部分ということで用地のほうがございます。こちらのほうは、当土地取

得の担当課としましては、こうした事業がもう既に終了に向かっているところにつきまして

は、買い戻しのほうをお願いをしたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  特会のほうで売りたいと言っても、一般会計のほうで財源ということでありますけれども、

そういった、終了していて残地というんですかね、そういった残ったところあると思われま

すので、今の特別会計だとこれを使途を変えるというわけにいかないと思われるものですか

ら、一般会計に買い戻せば、この中にありますポケットパークとか緑地帯とか、いろいろな

近々の方々に売却するとか、そういったことも可能なんですよね。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） この土地取得、それから土地開発基金の仕組みでございますけれども、

土地開発基金というのは、土地で持つか現金で持つかという、その管理の仕方としてはそう

した資産の持ち方というふうになっております。 

  それで、これを先ほど大石議員からの御質問もありましたけれども、簿価から下げて管理

することはできないかと、こういうことでしたけれども、ここで特別損失とかそういう管理

の仕方というのはないものですから、まず現金で持つか土地で持つかと。残高としては、簿

価で土地の場合は管理するというのが原則でございます。 

  それで、この道路後退線などについては、道路形状ができたものについては買い戻しをす
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るということで行っていますが、残地については、その処分の仕方が決まるまでは土地開発

基金の中に土地として管理をしていくと、こういう方法で今、行っておりますので。それを

普通財産にして売却をするという方法もあるわけですが、その場合でも一般会計に買い戻し

をして売却をしていくということで、土地開発基金に影響を及ぼすような管理がないように

財政的には措置をしていくと、こういうルールが普通であろうかというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４３号の質疑 

○議長（大塚邦子君） 日程第２、第43号議案 平成27年度吉田町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

  これから第43号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  主要な施策、説明書の４ページの賦課徴収費でございます。 

  「公正な課税を行い、また軽減や自己負担減などを正しく運用するために、世帯主が未申

告であるものに対して申告書を送付した」ということでございますけれども、通常はそうい

ったことはないと思うんだけれども、不納欠損の把握などで、時効未収入とか生活保護等々

で231人の方が該当するということを過日全協で聞いたんですけれども、そういった未申告者

の方々に対する送付というのはどのようなケースが多いのか、説明をお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  不納欠損の関係等を行っているわけでございますが、財産の調査に関しましては、預金調

査等、できる限りの調査をさせていただいて、不納欠損をさせていただいております。 

  それから、未申告者に対しましては、申告をしていない場合ですと軽減の対象とかになら

ない場合がございますので、そういうこともございまして、その都度未申告の方には呼びか

けをして、申告していただくことによって御本人様の軽減の対象になることもございますの

で、こちらから滞納者の方に御案内する場合には、必ず申告していただくような御案内をさ

せていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  そうしますと、滞納されている方なんですよね、未申告というのは。通常は未申告という
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のは少しあれなんですけれども、国保税に関しましては軽減の減免という形があるわけでご

ざいまして、低所得者に対する措置等が考えられるんですけれども、そういった方々が未申

告であるために滞納しているということで、調査して、軽減が図られるかどうかは町のほう

で把握しているということで、それでいろいろな事由があって231名なんですけれども、その

中に特定対象者被保険者―リストラ、非自発的失業者の軽減とか、自己都合によらない退

職とか倒産、解雇等で、今は大分景気のほうも一部では大手は戻ってきていますけれども、

一時相当ひどいそういったものがあって、リストラされて社保から国保に変わって、今まで

の収入が前年度高かったために、国保税が非常に高くなって非常に困惑されたということで、

それに伴う軽減だと思うんですけれども、現状どのぐらいの影響があって、そういったもの

に対しての御指導とかはどうされているか、お願いします。 

○議長（大塚邦子君） 税務課長、松浦伸子君。 

○税務課長（松浦伸子君） 税務課でございます。 

  非自発的失業者の軽減につきましては、失業者の前年所得の給与所得を100分の30として計

算しております。そういう計算で出させていただいております。 

  それから、国保の未納者の方の一番大きな原因といいますか要因といたしましては、非自

発的な方はこういう軽減措置がございますので、それで負担が減るということがございます

が、会社をおやめになって国保に入られるという方が大変多ございまして、そうしますと前

年度所得に対してかかってくるわけでございますので、大変ちょっと御負担が増えるという

ことが現実にございます。 

  その場合にうちがどういう対策をとれるかと申しますと、やはり御本人様とお話しさせて

いただいて、例えば分納であるとか徴収の猶予とかということで納めていただくようにさせ

ていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） すみません、10番、藤田です。 

  18ページの一般被保険者高額医療費でございます。 

  これ、当初予算に比べて、当初が１億8,500万、それで決算額が２億1,500万という形で増

加しているわけで、高額医療にかかられる方、退職者、被保険者等もございますので、両方

合わせますと、高額医療費というのは伸びているなというのを感じるわけでございます。 

  担当課に過日、今、吉田町で高額医療で一番かかっているのはどういうものがあるかとい

うことで聞いたところ、循環器系の高血圧が一番、消化器系の肝炎が二番、糖尿病が三番、

そして、がんというような報告を受けております。 

  二、三年前ですと、がんが非常に多かったんですけれども、生活等が変わった影響で大分

その構成が変わっているんじゃないかなと思うんですけれども、こういった実態を受けて、

高額医療費のほうは早く元気になってもらうことが一番なんですけれども、その一方で、そ

ういった病気にかからないという点の施策もやはり国保の中で同じような形で持っているわ

けでありまして、こういった状況を把握して、この高額医療をなるべくかからなくて健康で

長生きしていただけるというような形で特定健診等を人間ドックも含めましてかかわってく
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ると思われるんですけれども、この実態をどのような形で利用されているか、この結果を受

けて。その辺について御答弁をお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 町民課長、松本光弘君。 

○町民課長（松本光弘君） ただいまの質問についてお答させていただきます。 

  今、議員さんのほうからお話がありましたとおり、高額医療については年々伸びておりま

すし、診療の病気の内容についても、昨年度とは違って循環器系が増えるとか、そういった

内容になっているわけでございます。 

  いわゆるこれに対する対策となると、やっぱり特定健診、特定保健指導、こういった事業

をしっかりやっていかなくちゃいけないというふうに思っております。特に、特定保健指導

につきましては、吉田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の中でＫＰＩを設けまして、29年

度は60％ということで目標にしているわけなんですけれども、なかなかそこまで到達してい

ないと。 

  全協の中でもお話ししましたけれども、27年度は41.7％ということで、26年に比べては増

加したわけなんですけれども、まだ目標に到達していないということで、さらに今後、こう

いうことも含めまして実質的には積極的に事業を進めていかないと、やはり糖尿病とか生活

習慣病とかその予備軍の方が一旦そういった病気になりますと非常に高額な医療が発生する

と思われますので、そのためにはやはり医療費の抑制という観点も含めまして、事業を今後

も積極的に進めたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  今、御答弁いただいて、参考資料の40ページでございますけれども、実施期間が平成25年

から、集団検診以外にも開業医の皆様方に委託して、そこの開業医に行ったときに、ついで

にというか一緒に特定健診もやるような格好で間口を広げているわけでございます。 

  27年度の受診者1,948人のうち、307人の方が町内の開業医の方々で受けたということを聞

いているわけなんですけれども、個々の被保険者の方々、町内にだけかかっているだけでは

なくて、町外にもかかっているかたもいらっしゃると思うものですから、ある程度、1,948

人のうち307人がそういった開業医の方々で特定健診を受けて指導を受けているといいます

と、かかりつけ医の話というのは、やっぱり患者の身となると、先生ですから話をよく聞く

と思うんですよ。そういうことを考えると、町外の開業医の方々にも委託してやるというの

は、吉田町民に限ってですけれども、そういった形でやるというのも、受診率が60というこ

とでＫＰＩ目標を設けているのであれば、より効果的なものだと思われるんですけれども、

そういったものも検討されているんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 町民課長、松本光弘君。 

○町民課長（松本光弘君） ただいまの質問についてでございます。 

  町内の医療機関で４つの医療機関が今、個別検診ということでやらせてもらっています。

あと、集団検診で医師会のほうに依頼している先生につきましては、町内のまた医療機関で

残りの３つの医療機関があって、全部で７つあるんですけれども、その先生方も含めて今、

医師会を経由して―ごめんなさい、医師会で委託した場合は、個別検診をやられている先

生も含めまして７つの医療機関で実施しているところでございます。 
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  町内の先生方に特定健診を受けた後、それを特定保健指導のほうに結びつけるという形に

なってきますと、実は特定保健指導のやり方というのもあるんですけれども、一つは特定保

健指導をやる資格につきましては、医師と保健師、それから管理栄養士ということで、これ

は国民健康保険法の中にも定めがあるわけなんですけれども、そういった中で、病院の先生

にお願いするということにつきましては、今、実は静岡の厚生病院で、農協組合員さんとか、

当然個々の被保険者の方もいるんですが、その方について、もし特定保健指導の対象者がい

ましたらその特定保健指導をお願いしますということで、厚生病院につきましては委託契約

を結んでいる状態なんですけれども、本年度につきましては該当者がいないということで支

出はございませんが、そのときにかかる費用も、特定保健指導の積極的支援の場合は１人当

たり３万円かかるということで、非常に経費的な問題もあると思うんですけれども、今後に

おきましては、医師会との話し合いもございますし、先生のほうで特定保健指導までやって

いただけるか、これは指導開始から６カ月間ずっと様子を見ていかなくちゃいけないという

のもありますので、その辺も含めまして、医師会との話し合いのほうは担当課のほうでも今

後させていただこうと考えておりますので、もうしばらくお時間をいただきたいと思ってお

ります。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  たしか国保の運営協議会か何かに、医師代表と歯科医師代表ですか、その方々も入ってい

ると思われるものですから、そういった形で、できたら利便性を高める意味からも、町外の

開業医の方々、総合病院でも結構ですけれども、そういった形での受診率を上げてもらいた

いと思います。 

  42ページもやはりその高額利用を防ぐという見地で考えますと、人間ドック、これも非常

に有効な手段だと思われるわけで、今、300人の方が受けられているということでございます。 

  ちょっと担当課へ行ったらこのようなものをいただきまして、国保人間ドック、後期高齢

者人間ドックのお知らせということで、検査費用と自己負担額を明示して、自由に一番行き

たいところへ行っていただきたいという形で、一律２万円の補助をうちの町はして、300件の

形でやっているわけでございます。それなりの成果も出ていると思いますので、これはもう

少し力強く推進をしていただきたいなと思うわけであります。 

  受診されている対象の年齢を見ますと、60から64歳が54名、65歳から69歳が91名、70から

74歳の方が57名ということで、60歳以上の方が非常に多いということが把握されるわけで、

50代においても前半が17名で後半が29名ということで、やはりある程度の年齢になってくる

と、やはり体もいろいろなところが結構出てきますので、より精密にドックで検診していた

だいて、悪くなる前に予防していただくというのがいいと思われるわけなんですけれども、

うちの町は一律２万円で、近隣を見ると、島田市も一律２万円らしいんですが、藤枝市は、

受診費用の７割以内で補助限度額が日帰り２万4,500円、１泊２日が３万8,500円という形で、

金額をある程度柔軟性をとって、より受診しやすいような制度をとっているわけであります。

焼津市も、うちの町で一番受診者が多いヘルスポートの例を見ますと、自己負担額は人間ド

ックで２万1,040円がうちの町でですけれども、焼津市は１万4,540円と6,500円安いわけであ

りますね。 

  そういったことを考えると、鶏が先か卵が先かわかりませんけれども、やはり悪くなる前
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に先手必勝で打ってもらうような格好で、健診にもう少し力を入れて―担当課が一生懸命

努力されているのはわかるんですよ。いろいろな調査をして、こうやって資料もつくって、

個々の被保険者にＰＲしているとわかるんですけれども、比べたときに、まだもう少し努力

していただきたいなと思うんですけれども、そういったことも検討されていますか。 

○議長（大塚邦子君） 町民課長、松本光弘君。 

○町民課長（松本光弘君） ただいまの御質問につきましてですけれども、今、議員さんが言

われたとおり、各市町とも、当町に近いところもありますし、焼津、藤枝とかかなり負担も

もう少ししているところもございます。 

  人間ドックにつきましては、ドックを受診された方につきましては、そのドックのデータ

を町のほうに持ってきていただけると、いわゆる特定健康診査のほうの対象者ということで、

それを入力することによって特定健康診査のほうの受診率も上がるというようなことでもご

ざいますし、やはり先ほど来から出ているように、高額医療を抑えるためにやっぱり必要だ

というふうな認識は持っております。 

  ただ、この助成につきましては、現在のところはこの金額でというふうに考えております

が、いわゆる医療費を抑えるという意味で特定健康診査、特定保健指導、こういったことを

考えますと、やはり40代、50代の人の受診率も余りよくないということで、担当課としまし

ては、いかにしてこの受診率を上げていくのか、また、40代、50代の人たちが健診に行こう

かなという気持ちにさせるための施策を今後十分に考えてやっていきたいというふうに考え

ておるところでございます。 

  ただ、人間ドックの助成については、近隣の市町の状況もございますので、これにつきま

しては今後考えてはいきたいと思いますけれども、現状ではこの金額でというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  最後にします。平成30年には広域化という形で、標準的な保険税額が決まって、それぞれ

の個別の市町の国保会計状況、医療費をたくさん使っているとか、徴収率がどうのこうのと、

いろいろな形でそれに合わせて調整していくということになりますので、そういったことを

考えていくと、そういったときに急激な国保税の広域化に伴う変化にとまどわないような形

でしっかりとしたケアが必要だと思うものですから、基金とあわせて、しっかりとした財政

基盤を構築していただいて、広域化に向けてスムーズなものがいけるような格好でお願いし

たいと思うんですけれども、27年度から協議も始まっていると思うんですけれども、うちの

町としては準備状況はどうですか。もうばっちりですか。 

○議長（大塚邦子君） 町民課長、松本光弘君。 

○町民課長（松本光弘君） 30年からの広域化についてですので、決算等はあれですけれども、

現在までまだ２回しか私たち吉田町が加入している財政運営協議会は開かれておりません。 

  そういった中で、現在話し合われている点につきましては、賦課方式を何方式にするか、

それから納付金を算定する根拠は何を根拠にするのかということを中心に今、話し合われて

いる段階でございますけれども、まだ公表するというか、決まったものがないものですから、

その辺につきましてはまだ発表できるものはございませんけれども、現状で言いますと、ま
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だ始まったばかりという感じで、それこそまだ進んでおりません。 

  それで、今、一番進めようとしているのは、標準保険料を出すためのいわゆるデータです。

県内各市町のこれまでのデータ、大体私が最初６月に答弁したときは500項目ぐらいと言いま

したけれども、それからまた増えまして、1,000に近い項目なんですけれども、その項目を10

月末までに県へ送るんですけれども、そのシステム関係の今作業をしているということで、

それの結果、県と国へもそのまとめた数字は行くと思うんですが、それを分析して各市町の

ほうに示されるといわれている納付金は平成29年度に入ってからというような話を聞いてお

りますので、現在はまだそういった状況でございます。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４４号の質疑 

○議長（大塚邦子君） 日程第３、第44号議案 平成27年度吉田町後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

  これから第44号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４５号の質疑 

○議長（大塚邦子君） 日程第４、第45号議案 平成27年度吉田町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題とします。 

  これから第45号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  介護保険の９ページに介護保険運営協議会の記載がございます。28年１月13日にいただい

たということでございますけれども、27年度というのは介護保険において一つの節目的な要

素がある年でもあるものですから、それについて質問していきたいと思うんですけれども、

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

が平成26年６月25日に交付されて、医療法関係は先行ですけれども、介護保険法関係は地域

包括ケアシステムの構築と費用の公平化が打ち出されて、平成27年４月から、ちょうど27年

度から順次施行されて、平成29年度までという形で順次やってくるような形になっているわ

けでありますけれども、そういった大きな変化があるということで、この運営協議会の中で
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その点について１月に行ったわけでありまして、さまざまな国からの要請等、システムが変

わったわけでございますけれども、その点についての総括的な話し合いの結果というものを

教えてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 福祉課でございます。 

  運営協議会の中で話し合われた内容ということでございますけれども、27年度から新たな

計画がスタートしているわけでして、その中で新しい事業に移っていくというところも計画

の中では御紹介させていただいております。その中で、今回の１月に行われました運営協議

会につきましては、今までの介護保険事業の運営状況とかそこら辺の報告もさせていただき

ながら、新たな施設の建設が始まっておりましたので、そこのところの施設の状況等も御報

告させていただいております。 

  新たな制度改正につきましては、具体的なところではここでは報告させていただいており

ません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  本年度オープンしましたアスカの里は地域密着型という形で、平成29年度までにそういっ

た施設をつくりなさいよという国からの法律で決まったわけですけれども、うちの町はもう

早々にクリアしたということで本当に喜ばしいことでありますけれども、運営協議会の中で

そういったお話はなかったということでいきますと、地域支援の事業の充実という形で18ペ

ージから24ページまでその具体的な方策というのがうたわれて書かれているわけですけれど

も、26年度と27年度、この法律が施行されることによって、地域包括ケアシステム的な構築

の意味で、27年度の新しい取り組みとして利用者の皆様からも評価をいただいているものと

いうのは、具体的に言うとどのような事業なのか、御紹介をお願いしたいと思うんですが。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 18ページからの地域支援事業のところからだということで思っ

ておりますけれども、この中で新しい事業として加えさせていただいたのが、在宅利用と介

護連携の推進事業の22ページと、あと23ページの認知症施策について新たに加えさせていた

だいている事業ではございます。 

  その中で、在宅医療と介護連携につきましては、高齢者が地域で暮らしていくために、医

療と介護が顔の見られる関係で、安心して在宅療養ができるように体制を整えていこうとい

うところで話し合いを進めているわけでございまして、これは27年度から始めておりますけ

れども、28年度、29年度と進んでいく事業でございます。その中で、医療もそうだし、介護

のほうの利用も、在宅になるときにうまくバトンタッチができるような方法を検討している

わけでございます。 

  そして、認知症施策につきましては、今、認知症高齢者がだんだん増えてくる中で、27年

度につきましては、認知症対策委員会を発足させまして、認知症マニュアルを作成していっ

たという状況で、新たな事業がここで始まっているわけでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 
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○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  国のほうの財源的なこともありますし、これから介護保険の中で町負担になるものがだん

だん増えてくるということになっているわけでございまして、そうした中、今課長から紹介

を受けました「学んで安心認知症マニュアル」という形で、全協の中で聞いたところだと、

28年３月31日現在で自立２以上が590名ということで、このものをつくられたんですけれども、

これもちょっと目を通させていただいたんですけれども、この認知症対策委員会の中でこれ

をつくるに当たって、どういったポイントでつくられて、どういった効果を期待してこうい

ったものをつくられたのか、それについてお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 認知症マニュアルをつくった背景といたしましては、認知症に

なられた方の支援と同等に家族支援というところが非常に重要になっておりまして、家族が

認知症になった高齢者を家族の中でどういうふうに支援していったらいいか、どういうふう

にサービスを使っていったらいいか、そういうところを皆さんに周知していきたいというと

ころと、認知症になられた方への対応をどういうふうにしていったらいいかというところを

重点的に皆様に検討をしていただきながら、マニュアルに載せてきたわけでございます。 

  その中で、一番のところは、どこに相談したらいいかというところがやっぱり重要でござ

いまして、かかりつけ医がいらっしゃる方もいらっしゃらない方もおられたと思いますけれ

ども、そういうところで、どこに相談したらいいかというところと、あと家族の支援です。

例えば地域でどういうふうに家族を支援していったらいいかというところを重点にお話し合

いをしていただいて、マニュアルに載せております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  家族の中に認知症の方がいらっしゃる御家庭の方々の御苦労というのは、やはりそれに実

際に携わらないとわからないということで、本当に外見はそんなにわからないところで認知

されているということで、本当に急に怒ったりいろいろな形で徘徊してみたりで、夜も眠れ

ないとかいろいろ悩まれている方々は多いと思いますので、このマニュアル本をより一層使

って、家族のみならず、町民の皆様方にもそういった認知症への理解を広めてもらうという

ことで非常に効果を期待するところでありますけれども、より一層の推進をお願いするとこ

ろであります。 

  27年８月から、現役並みの所得のある方々に対しましては、それ相応分の費用を負担して

いただくような形に変わったわけでありまして、そうはいうものの、やはり今までの１割負

担から２割負担という形で、それ相応の負担をしていただくという形になっているんですけ

れども、その効果というのはどうなんでしょうか、うちの町にとって。該当する方は200名ぐ

らいということをちらっと聞いたんですけれども。 

  その点と、４月から要介護３でないと、特別養護老人ホームの新規入居者は。今までは、

そうでなくても、あいていれば入れた。待機もいらしゃっるもので、うちの町場合はそうで

もないかもしれないけれども、こういった形で制度が変わって、困られている方々もいらっ

しゃるのではないかな、入れなくて。今まで入った方々はいいんですけれども、今までそう

いった形で入られた方々と同じような感覚で行ったところ、もう要介護３じゃないとだめで
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すよという形で断られて、行くところもなくて、仕事を休まれて面倒を見られたり、極端な

ことを言いますと、仕事をやめて奥様の面倒を見ている方々もいらっしゃるといったことで、

そういった御相談等をうまくケアしていくというのがそれこそ今度の法律改正で―町のほ

うにですね。そういったものの介護保険の中で見られる以外のところを地域包括ケアでやら

なきゃならないということになってくると思うんですけれども、そういった状況というのは

どうなんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） ２割負担になったというところで効果というふうにおっしゃら

れましたけれども、２割負担になったというところでは介護サービスの負担が２割というこ

とで、その負担が２割になって、高額になった場合は高額のほうでサービスで給付がされる

わけですけれども、２割負担になった27年度の２割負担の介護者が当町では53人でしたので、

53人の中でも一番状況としては介護度１の方が当町も多いわけでして、そんな中でサービス

を順当に使っていただいて、それが高額になった場合は高額サービスになるわけですけれど

も、全てが２割負担ではないので、そこは大丈夫かなというふうには思っております。 

  それで、あともう１点、介護３の方が入所のほうにというところで、困られている方がい

らっしゃるかどうかということでしたけれども、地域密着型のアスカの里ができたというと

いうところもございますけれども、そちらにつきましても要介護３ではなければ、特別な事

情がない限りは入れないといったところで、あと、１、２の方でも入れる場所としましては

老健等があるわけですけれども、老健につきましても当町には１カ所、近隣に新たにもう１

カ所できたわけですけれども、今、当町の中でサービスの状況を見ていますと、やはりその

老健に入られる方の状況が大変増えていまして、そちらのほうで入所を希望されて、老健の

ほうに一旦入られるといった方がいらっしゃるのかなというふうに思っています。一旦老健

に入られて、要介護度が上がっていった場合には入所への段階には入ってきますので、その

ところで今、老健のほうに一旦入られる方が増えているという状況ではございます。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  それぞれの方々はケアマネージャーがついて、ケアプランをつくって御指導されていると

思うんですけれども、お金がある程度ある方は、特定施設という形で有料のところに入って

いければいいですけれども、なかなかそうならない方々もいらっしゃるわけで、やはりそう

いった面で、今後やはり町独自のそういったケアをしっかりしていくということを29年度ま

でにある程度はやりなさいという指導があるんですけれども、それに向けて期待するところ

でありますけれども、地域密着型ができて、新たなことということで、全国一律の予防給付

が市町が取り組む多様化ということで、29年度までにやりなさいよということになっている

んだけれども、27年度決算なもので余り先のことはあれですけれども、計画どおりに今いか

れているかどうか、それについて質問して終わります。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 29年度から新しい総合事業に移行していくわけですけれども、

今、予防事業にかなり力を入れて当町も取り組んでいるわけでして、その中で要支援の方が

地域支援事業に変わってくるわけで、通所と訪問については町の事業におりてくるわけで、

そんな中で、なるべく在宅で地域で暮らしていけるようなものを町で考えていかなければい
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けないと思っておりまして、今、介護予防事業は一生懸命やっているわけでして、その中で、

地域の方のお力をかりながら通える場所をつくっていきたいなというふうに思っていまして、

その中の支援をどういうふうにしていこうかというところも考えておりますし、包括支援セ

ンターの力をかりながら、今、はつらつ講座も予防事業でやっていただいておりますので、

そういうところでなるべく介護の手間がかからないような支援を、なるべく在宅で生活して

いけるように、こちらも施策をとっていきたいなというふうに思っております。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） ９番、増田です。 

  施策の説明書の23ページ、認知症施策推進事業ということで、認知症サポート医研修事業

委託料ということでございます。 

  これは認知症サポート医という方を養成する目的でやっているようなんですが、医師がこ

ういったものを受講してというのは、医師のスキルアップのためにあるのかなと思うんです

が、これを町として医師会のほうへお願いしてやるというところがちょっとわからないとこ

ろがあるんですが、この認知症サポート医という方がいるのといないのとでは、どれくらい

の問題というか、ことがあるんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 認知症サポート医というのは、通常かかりつけ医の先生がいら

っしゃると思うんですけれども、そのかかりつけ医の先生方に認知症の診断等に関する相談

とかアドバイスをしていただく先生を養成するというところでサポート医をお願いしている

わけなんですけれども、その事業につきましては、医師会のほうに委託をお願いしてサポー

ト医を養成していただきたいというところで、サポート医、昨年度はお一人の方になってい

ただいています。 

  このサポート医というのは、認知症を支援していくための施策の一つでありますけれども、

そのサポート医というのは、認知症の初期集中支援チームというのを今後つくっていくよう

な方向で今考えておりまして、その中に保健師であるとか作業療法士とか社会福祉士とか、

認知症に関する方々のチームを組んで初期の段階で支援していくためのもので、そこにサポ

ート医がアドバイスをしていくというふうな形にしていくもので、非常にこの先生の役割と

いうのは重要になってくるものですから、町に一人もいないのでは非常に困るわけでして、

認知症初期チームをつくっていくに当たっても、そういうアドバイスをしていただける方を

養成していただきたいというところで医師会にお願いして、委託事業としてサポート医の研

修に行っていただいたわけでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 医師同士、その組織の中でアドバイスをいただくのにこういう方が必

要ですよというのは理解しました。 

  それで、それはさっきも言ったんだけれども、医師のスキルアップなのかなというのがす

ごい強いんですが、そうじゃなくて、町のほうでお願いしてやらなきゃいけないというとこ

ろがちょっと。 
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  今、一つの町に１人ぐらいの方がいないとということなんだけれども、今回、１人しか手

を挙げなかったのか、その辺も問題があると思うんですが、そこのところちょっと理解でき

ないところがあるので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 福祉課長、久保田明美君。 

○福祉課長（久保田明美君） 医師のスキルアップというよりは、これは全国的にサポート医

を養成していかなきゃいけないという国の施策の中の一つでございまして、１人しかという

ところでは、徐々に増やしていきたいとは思っておりますけれども、要件になる資格もやは

り必要になりますので、今、当町では田﨑先生にお願いして行っていただいておりまして、

やっぱり従事してきている医療内容とか認知症の方を診ていただいているというところの資

格もございまして、国の施策の中でサポート医を養成していってくださいというところで行

っているものですので、非常に重要な役割と私は思っております。 

○９番（増田剛士君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４９号の質疑 

○議長（大塚邦子君） 日程第５、第49号議案 平成28年度吉田町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）についてを議題とします。 

  これから第49号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ３番、大石 巌君。 

○３番（大石 巌君） ３番、大石です。 

  国保会計の繰越金、約１億2,000万円ほどの補正ということで、その繰越金について基金に

積み立てをするという内容ですが、27年度一般会計からの繰入金ということで、国からの

1,700億円の保険税の軽減あるいは保険者支援分ということで、吉田町にも約１億5,500万円

ほどそういうお金が入っているわけです。 

  私は、国からのこうしたお金について、まず第一に保険税の引き下げの分に充当をすると

いうことをぜひしていただきたいというふうに思うわけですけれども、その点今回は基金に

積み立てということになっていますけれども、今年度の中でこうした国からのそうした支援

分については、保険税の引き下げということについて補正の中で検討されたのかどうか、そ

の辺を伺いたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 町民課長、松本光弘君。 

○町民課長（松本光弘君） 町民課でございます。 

  保険税の引き下げについてですけれども、補正で保険税引き下げというのはないんですけ

れども、今後になってくると思うんですけれども、確かに国から1,700億円の保険者支援とい

うことで支援がされたわけでございますけれども、これを基金へ積むという理由の中に、本

年度の１年間の給付費についてもシミュレーションをさせていただきました。その中で、実
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は４月に支払をしました３月診療分につきましては、実は１億5,700万ということで、これは

ここ５年間で過去最高の値を示しまして、非常に医療費が伸びているというようなことで、

非常に心配したという点が一つございます。しかしながら、５月、６月分については大分落

ちついてきたものですから、歳出の予算的には本年度の予算どおり行くのではないかという

ふうに見込んでいるわけでございます。また、歳入につきましては、本年度も1,700億円分の

保険者支援分は入ってきます。 

  しかし、国保税については、まだ７月に賦課したばかりということもございますけれども、

本年度の国保税がどのくらいの数字になるかというのも、まだちょっと補正の段階が、時間

的な関係もありまして、そこまではっきり数字が捉えられていなかったという点もあるわけ

ですけれども、1,700億円が入ったから保険税の引き下げということもお考えになると思いま

すけれども、現状では基金の状態を考えますと、本年度、ここで決算のお認めをいただいた

場合は１億3,800万が基金として３月末でございます。ただし、28年度当初予算で8,000万の

取り崩しも予定しておるものですから、実際その8,000万を抜きますと基金残が5,800万とい

うことになってきます。それで、今回の補正をお認めいただきますと、１億7,000万というよ

うな状況で、今後の医療の需要とか急激な増加も考えられないわけではないものですから、

現在のところ、保険税の引き下げ、税率の改正につきましては、まだちょっと検討はできな

い段階でございます。 

  以上です。 

○３番（大石 巌君） 了解です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  今、御答弁のあれですけれども、27年度決算で１億3,800万で、当初8,000万取り崩して5,800

万、今回１億1,000万の積み立てになって１億7,000万と言われたんだけれども、この資料の

４ページを見ますと、１億1,162万4,000円なんだけれども。ちょっとその差について御説明

をお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 町民課長、松本光弘君。 

○町民課長（松本光弘君） すみません、訂正させてもらいます。１億1,162万4,000円でござ

いました。申しわけございませんでした。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  同僚議員との答弁で、今、現実は１億1,162万4,000円ということなんですけれども、３月

でそんなような形で急激に１億5,000万の給付があったということでもって、非常に心もとな

いような感じがするわけで、町が考える今現時点の状況を見て、このぐらいの金額が必要だ

と思う数字を、もし概算で担当課でお持ちであるならば教えてもらいたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 町民課長、松本光弘君。 

○町民課長（松本光弘君） すみません、町民課です。 

  非常に基金の残というのは担当課としても難しいというふうに思っていますが、国民健康

保険の基金条例でいきますと、３年間の給付費の平均の１年当たりの５％ですから9,500万と

いう数字が出ますが、国の国保課長からの通知でいきますと、25％で４億5,000万になるとい
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う、数字的な問題はそういうことになります。 

  担当課としましては、これは私個人の考え方も入っているんですけれども、今、１カ月１

億1,100万だとすると、例えば急激に１億5,700万という数字が連発したときに、１億1,100

万でそのときはやっていけるのかというようなことも考えますので、非常にこの金額ではち

ょっと厳しいかなというふうには思うんですけれども、実際、歳入歳出の基金の積み立てで

ございますので、今後また広域化も踏まえますと、この金額というのはちょっと今現在では

少ないというか、基金条例なんかの基準はクリアしているんですけれども、ちょっと少ない

かなというふうにも感じているところでございます。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５０号の質疑 

○議長（大塚邦子君） 日程第６、第50号議案 平成28年度吉田町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第１号）についてを議題とします。 

  これから第50号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５１号の質疑 

○議長（大塚邦子君） 日程第７、第51号議案 平成28年度吉田町介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）についてを議題とします。 

  これから第51号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  ここで暫時休憩とします。再開は10時35分といたします。 

 

休憩 午前１０時２３分 

 

再開 午前１０時３２分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員は13名であります。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４６号の質疑 

○議長（大塚邦子君） 日程第８、第46号議案 平成27年度吉田町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてを議題とします。 

  これから第46号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  施策の２ページのところでお願いをいたします。 

  公共管渠建設費です。この効果のところに27人分増加したということで、その工事の整備

費に関して１億6,442万1,440円ですね。これが金額的な表現、かかったんでしょう。内容を

いろいろ見せていただきました。 

  単価的には、中で特にこの立坑の構築、要するにだんだんと密集地からいろいろな地域の

ところに出てきて、そして不都合というか不合理が出てくるんでしょうけれども、それで、

26年を見ますと、185人の浄化槽利用者を増やすために、工事費としましては9,139万なんで

すね。要するに、これで計算をして―今言われた数字、単純計算です。これ、いろいろな

条件がありますから―やっていきますと、27年度が１人当たりが618万8,407円、26年度が

185人の―全体で決算でいきますので―65万637円。実際の工事費とは多少違うでしょう

けれども、こういう計算が出るわけですね。 

  そうすると、この経過というのは、今までは非常に密集をしていたところで、非常に効率

的に当然できたということで、そういう判断はするんですけれども、特にこの立坑を含めて

この阻害するものが何であったのかをちょっとお伺いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  今の議員の質問、27年度の人口の増加が27人増やしたと、効果がありますが、前年度に比

べて少ないというような感じを持っていると。27人、その少ない原因はというようなことだ

と思いますので……１人当たりの投資額が違うというのは、27年度は、工事をやった場所が

東名川尻幹線というような幹線でございまして、まだ家屋が密集していないというようなと

ころでございまして、このような数字になっております。 

  将来は、その上の川尻団地など川尻の住宅団地のほうにまた管渠を進めていきますので、

人数は増えていくと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  言っていることはよくわかりますし、それは理解できます。ただし、今までは住吉、人が

たくさん密集をしていたところで、非常に効率よくできたと。基本的に下水というのはそう

いうものだと思うんですよね。ところが、今言われた効率的ではないと。非効率的なところ、

要するに周りに家がないところというのはそういう形で出ますので、これからもそういうと
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ころに飛んでいきますので、そのときに、これを含めて、今の決算を踏まえて、これから町

での下水に関する予測というんですか、方向性というんですか、それに対してどの程度―私

は危険だと思うんですけれども、その辺のこれからの進め方というのはどういうような形で

反映させていくか、ちょっとお聞きをいたします。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  議員の御質問、これからの下水道の方向性というようなことだと思いますので、うちのほ

うとしましては、下水道の総合計画というようなものがありますので、それにのっとって事

業を進めていきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  計画があるのは重々承知をしているんですけれども、その中で、非常にこういう非効率的

な部分が出てくる可能性があるものですから、それに向かっていろいろな方法を踏まえて、

町がどういうふうな考えをしているかというのをちょっとお聞きをしたいかなというところ

なんです。 

○議長（大塚邦子君） 答弁をお願いします。 

  理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 御指摘のように、住宅密集地じゃないところについては、なかなか投

資効果というのは収益につながりにくいと、こういうようなところはございますけれども、

ただ、住宅密集地の受益者の拡大を図るためには幹線管渠の整備も必要でして、そうしたこ

とも含んだ中で整備計画をつくっておりますので、それに基づいて整備を進めていくと、こ

ういう姿勢でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  なぜ質問したかというと、一つの趣旨として、今、見直しをやっていますよね。その中で、

これから出てくるこういう非効率的というんですか、そういう部分がこれから大変な部分に

入ってくると思っていますので、その辺でいろいろな選択肢を含めた中でのこういう傾向を

見ていけば、顕著に出ると思うんです。要するに決算をたどっていけば。 

  その中で、そういう形での方向性というか方法論というか、それが私の意見としては、そ

ういう非効率的なものではなくて、いろいろな施策が始まっていますので、そちらのほうの

方向を含めた見直しというのが現在は行われているでしょうかということでお伺いをいたし

ます。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ただいまの御質問の趣旨もよく理解をしておりますし、また、その採

算性というものも十分に念頭に置いた中で整備を進めなければいけないということも承知は

しておる中ではございますが、ただいまの当面の計画の中では、整備計画に従って拡大を図

るというところまででございますので、それ以降の方針ということになると、かなり大きな

議論を踏まえていかなければいけないのではないかというふうに思っております。 



－319－ 

  以上です。 

○６番（山内 均君） 了解です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  主要な施策の11ページ、これは昨年、ちょうど１年前に、浄化センターの電気設備で契約

金額２億7,000万、27年度と、あと機械設備更新で１億1,000万の更新をして、電気関係、機

械関係が長寿命化の中でもったいないということで、更新の事業で、ＫＰＩでいくと28％進

んだということでありますけれども、この計画を実施して、当初の説明だと27年、28年２カ

年でやるというような形で説明を受けて、そのときに９月の定例会に工事請負の契約という

形で議案が上がったわけで、そのときの説明は２カ年かけてやるということだったんだけれ

ども、27年度のこの実績を踏まえて、何か計画の変更があったわけでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  議員の御質問でございますが、浄化センターでの電気設備更新工事でございますが、27年

と28年というような計画でやったというような御質問だと思いますが、この長寿命化計画

は５カ年計画でやっておりまして、そのうちの27年度が１億4,880万9,600円、また、28年

度も同じようにまた電気設備工事をやっておりますので、事業的には変更はしておりませ

ん。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  この長寿命化計画は５カ年の計画でやっていくという形で今説明を受けたわけであります

けれども、それ以降も、28年当初においても補正においても同じような計画の設計委託等が

出ているんだけれども、この工事をやったところを次のときにそれをまたいじるというと無

駄な工事となってしまいますから、そういうことはないわけですよね。この事業は、執行し

てもうしっかりとやったわけでありまして、総額２億5,800万使ったわけでありまして、それ

以降のさまざまな設計がまた予定されているわけで、28年当初から補正から入っているわけ

で、それによる影響はないということでよろしいんですよね。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  長寿命化計画は、浄化センターの機械設備、あと電気設備のことでございまして、その機

械一つ一つを更新するのか、それとも長寿命化で部品のあるところを変えるのかというよう

な比較をしましてやっておりますので、手戻りになるようなことはございません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 了解しました。 

  次ですけれども、公債費の関係でございますけれども、こちらに関しましてですけれども、

一部、２年ぐらい前ですか、一時借り入れをやったときにいろいろなところで見直しをして、

非常に安価でやったということでありますけれども、この償還に関しましては、一般会計の
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臨時財政対策債のような形で、10年見直しというようなそういったものでなくて、見直しは

できないようなメニューの借り入れなんでしょうか。 

  大分利子のほうも、14ページですが、払っているわけでございまして、そういったことは

可能なんでしょうか。繰り入れも相当していますのでね。収支的には問題ないんですけれど

も、そういったところの検討というのは可能なんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 下水道事業債の場合は、一般会計の起債と違いまして、10年見直しの

条件は設定をしておらずに、固定金利とこういうことで、現況で安いところを見て借り入れ

を起こすというような方法になっております。 

  また、事業債の場合は、利率の制度上の見直しなどが行われる場合がありますので、そう

いう場合に適切に見直しを行って、借りかえが必要なものについては借りかえをするという

ような、そういうことで従来は公債費を抑えるようにしてきているという運用でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  27年度の起債の内訳が15ページに書いてございます。 

  据え置き５年の25年償還という形になっているわけでございますけれども、この期間の設

定というのは、このメニューの中でそういったメニューになっているのか。というのは、当

初でやって下水道事業が始まって、今、電気、機械が27年度、長寿命化ということでやり直

しているわけで、そのスパン的なことを考えたときに、ちょっと早いんじゃないかなと。機

械的メンテナンスが。そっくり入れかえていますよね。２億5,000万ということで機械を直し

ているというのは、水を扱うものであるから消耗も激しいかもしれないですけれども。 

  そういったバランスを考えたときに、この次、この起債をして償還が始まる前にまたメン

テナンスが入るとなると、ちょっとその設定をもう少し短くしないとまずいんじゃないかな

と感じたんですけれども、その辺についてはどうなんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 15ページにございます起債については、金融機構債でございますけれ

ども、金融機構、それから政府債ともに起債メニューが決まっておりまして、それに該当し

ないものは借り入れもできないかわりに、その借り入れの償還期間とかそうしたものは、そ

のルールの中にもう組み込まれているというものでございます。 

  縁故債などであれば、条件で設定できるというものもございますけれども、政府債とかこ

うしたものについては、そうしたメニューの中でもう条件が定まっているということで御了

解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  そうすると、設備の耐用年数等々は考慮はするにしても、それに伴うような償却というん

ですか、減価償却はまたこの中でやっていくもので、それはしっかりと償却して、財源を確

保するにしても、それが実際の償還とはイコールにならない、こういうシステム上、しよう

がないということでよろしいんですか。 
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○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ただいま御質問にあったとおりでございます。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４７号の質疑 

○議長（大塚邦子君） 日程第９、第47号議案 平成27年度吉田町水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定についてを議題とします。 

  これから第47号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） ８番、杉本です。 

  水道事業会計の決算資料の１ページの中ですが、収益的収支の支出の関係でございますが、

27年度は6,690万8,911円というような当期純利益が出ているわけですが、これが決算上の損

益勘定だけの利益か、あるいは資本的案件でどこに関係してくるのか、現金が増えたとか、

資本的に何かと、その辺をちょっとお聞きしたいと、こう思います。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） すみません、少しちょっと緊張しておりまして、もう一度質

問のほうを、わかりやすく教えてください。すみません。 

○議長（大塚邦子君） ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） ８番、杉本です。 

  水道事業の収益的収入・支出の関係ですが、27年度は当期純利益が6,690万8,911円という

ことになっております。その中で、実際にこれだけの収入があったとは私、すごいなと、こ

の数字を見れば思うわけですが、この収益が決算書あるいは資本的関係でどこへあらわれて

くるかということをお聞きしたいと、こう思います。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） すみません、上下水道課でございます。 

  今の議員の御質問、参考資料ナンバー９の２の１ページにあります当年度純利益の6,690

万8,911円は、この決算書のどこに計上されているのかというようなことだと思いますので、

それは、決算書の６ページの当年度純利益のところに反映されています。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 副町長、須永 宣君。 

○副町長（須永 宣君） ぜひ議員、我々、決算附属書類はだてに出しているんじゃなくて、

ぜひここのキャッシュフロー計算書を見ていただきたいんですよ。16ページ、17ページ。27

年度吉田町水道事業会計決算附属書類、このキャッシュフロー計算書を見ていただきますと、

一番上に議員のおっしゃっている当年度純利益が6,690万8,911円。以下、このマイナスがつ
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いていないのは増えているんですね。これ減価償却費が２億2,800万増えているのは、これは

キャッシュが出ていかないからです。それでずっとやると、業務活動によるキャッシュフロ

ーでは、全体で２億4,480万8,000円、現金資金が増えているわけですね。 

  先ほど、投資活動による資金はどうなっているのかみたいな質問をしていたんですが、２

の投資活動によるキャッシュフローがこれ「△」ですから、これは支払っているんです。投

資活動として資金を出しているんですね。議員御存じのように、我々借り入れをしない、要

するに企業債を発行しないで水道については事業を行っていますので、これはキャッシュと

して出ていきますと。そのほかに負担金の収入とかこれはプラスですと。これをやると、投

資活動によるキャッシュフローで、マイナスですから支払いが１億7,400万。99万円出ていき

ましたと。３番目が投資活動によるキャッシュフローですから、企業債を発行していないと

言ったのは、企業債を発行していないから収入はゼロです。企業債による償還による支出、

先ほど藤田議員から質問があったかもしれませんけれども、下水道もそうですけれども、こ

れはまさに償還による支出ですから資金が出ていくと。それで、財務活動によるキャッシュ

フローは支出が１億4,400万。その結果として、資金は7,300万。水道会計全体として出てい

きましたと。その結果として資金期末残高５億4,745万3,000円というのは、貸借対照表の現

預金に当たるということでございます。 

○議長（大塚邦子君） ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） ８番、杉本です。 

  私の勘違いかもしれませんけれども、今の説明の中で、長期前受け繰り戻しという金額が

あるんですが、これが非常に会計上は利益を出しているけれども、実際にはお金も動いてい

ないしということで、私はそんな感じをしたんですが、その辺について御答弁をお願いした

いと思います。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 今の議員さんの質問でございますが、長期前受金戻入は現金

を伴わないものじゃないかというような御質問だと思います。これはそのとおりで、現金を

伴わないものでございますが、これは、あくまでも費用のほうで言いますと減価償却と同じ

ような考え方でございますので、この26年度の企業会計の会計上このようになっております

ので、適切に処理をしていると思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） ８番、杉本です。 

  そうなると、これは帳面上は利益ということをうたってあるが、実際には利益でないよう

な感じがとれるわけです。そうなりますと、27年度の実質的なこの数字を除きますと、750

万ぐらいの利益しかないよということで、非常に利益が少なくなっていると。５億近くの売

り上げがあって、750万ということで非常に比率が少ないなと、こう思うわけです。そういう

中で、この比率が少ない理由は何かなということを１点お聞きしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ただいまの長期前受金戻入というのは、地方公営企業法が改正になり

まして、よりキャッシュフローと合うような、そういう制度になっております。したがいま

して、先ほど副町長が申し上げましたけれども、キャッシュフローの中では6,690万8,911円
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というものと、それと数字が合ってくると。 

  こうした処理というのは、先ほど上下水道課長が申し上げましたけれども、この長期前受

金戻入の処理が減価償却費などと同じようにそこで費用化されて現金を生むと。それがキャ

ッシュフローにはね返ってくるわけでございますが、逆にこの長期前受金戻入を収益化する

ことによって、それがキャッシュフローに反映されてくると。こういうことで、こうしたよ

り実態に即した企業会計になっているということでございますので、以前の企業会計とはま

るで見え方が違ってきていると。 

  それで、これを除くと700万超の利益しか出ていないではないかというような御指摘でござ

いますが、現在の企業会計のルールの中で判断をすれば、全く問題はないというふうに思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） 今の関係は私ももう少し調べたいと、こう思います。 

  もう１点お伺いしたいと思います。 

  資本的収支の関係なんですが、今までは当初予算、それから補正をして決算をしたという

ことなんですが、27年度は当初予算だけで、収益的収支も1,300万ぐらいということ、それか

ら留保の関係の補填の関係も、当然今年度は当年度過年度分の損益勘定留保資金から留保し

ているということで、なぜ補正をしなかったのかということをお聞きしたいと、こう思いま

す。 

○議長（大塚邦子君） ページ数を教えてください。 

○８番（杉本幸正君） ページ数は、決算書の３ページ、４ページの資本的収入、それから支

出の関係でございます。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ちょっと反問させていただきたいと思いますが。 

○議長（大塚邦子君） はい、許可します。 

○理事（塚本昭二君） なぜ補正をしなければいけないという御質問になるのか、ちょっと勉

強不足で申しわけありませんが、この状態で補正予算をしなければいけないという根拠をお

持ちでしたら、お示しをいただければありがたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） ８番、杉本です。 

  一般会計等は決算を見込んだ補正の処理をしているというわけですが、水道事業はやって

いないということですが、当然ここにこういう大きな金額の歳入欠損がある、あるいは補填

財源を新たな当初予算にないもので補填するということであれば、私としては、これは決算

に向けて補正をしてやっていくというのが当然かなと、こう考えて質問させていただいたわ

けですが、もう一度お願いします。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  議員の御質問は、なぜ補正をやらないかというような理由だと思います。 

  まず第一は、うちのほう、支出等で補正をやらなくても、１年間当初予算で事業ができる

というような判断をしました。 
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  それとあと、うちのほうとしましては、当初予算と決算の比較をして原因等をまた検証す

ることで、今後の事業会計のやっていくところの問題点などを明確に把握することができる

というような考えで、うちのほうは補正を組んでおりません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） 今の前半は私ももう少しあれかなと思いますが、最後に、現金預金が

前年度よりも七千二、三百万減っていると。それから、ことしの４月のときの第１回目の当

初予算で、水道事業会計、現金が来年の３月31日を見込みますと約３億そこそこということ

です。このように現金が減っているということは、やはり会計上一番あったときは10億超す

ような現金があったわけで、だんだん毎年減ってきているということになると、ここ数年で

ゼロになる可能性もあるんじゃないかなと、こう思います。 

  そうすると健全な水道事業の会計というものが言えないんじゃないかなと思いますし、こ

こで何かの処置をしないとお金が入ってこないと。お金が入ってこないということは、水道

料金を上げるとか企業債を借りて補う、あるいは町が一般繰り出しをしていくということで

すが、町の一般繰り出しは非常に難しいなと思うわけですが、その点についてどんなお考え

をお持ちかちょっとお聞きしたいと、こう思います。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 現金が10億ぐらいあったという時代がいつのことなのかよく承知して

おりませんが、まず、公営企業会計が現金をたらふく持っていればいいかという、そういう

ことは全く論外であろうかというふうに思っております。 

  現在現金量が少なくなっているというのは議員からの御指摘があったとおりで、27年度に

おいて地方債を活用しなかったという部分も非常に大きなものであると思っております。 

  ただ、水道事業を運営するに当たって、現金量がどれだけあればいいかというところにつ

いては、当然３条会計が立ち行かないような状態、これはもう論外でございます。ただ４条

会計については、借り入れの道もありますし、補填財源の補填の道もあるという中から全体

の資金量というのを計算しながら運営すればよいことでありまして、幾らでもお金を持って

いればいいという、そういう考え方からいくと水道料金の値上げとか企業の方向性が全く変

わってきてしまうということから考えますと、余り軽々に判断すべきことではないというこ

とで、現状の事業運営であれば、適当な資金量であるというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ８番、杉本幸正君。 

○８番（杉本幸正君） ８番、杉本です。 

  今の御答弁でおおよそわかりました。現金を余り持たないということは、それは当然だと

思います。やはり長く持っていてもいいことはないし、やはり適切な使途をするということ

が非常に大事だなと、こう思います。 

  ただ、一番私が思うことは、ここで非常に会計が年々苦しくなっていくようで、補填財源

も、今までは当年度の留保資金も加えないとか、そういう現金化される残った現金も振って

いないというのは、そういうものも使っているよということであると、だんだん自分の首を

真綿で締めていくような形になるかなと、こう思います。 

  そういう中でいくと借り入れがいいかなと思うわけですが、借り入れは、今もそうですが
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１億4,400万、今年度は１億5,000万近い借り入れを返さないとということになっていくわけ

ですね。そうなると、何らかの形で、最善の方法で現金も、あした、じゃすぐだよというこ

とは言えないと思います。やはりそういうものが出てくると準備も必要かなと、こう思いま

す。そういう中では、その辺のどんな形でどうかということをお聞きしたいなと思いますし

…… 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 全く御質問の趣旨がよくわからないんですが、現金が少なくなって、

補填財源から補填をするということがもう不健全ではないかというような、そういうような

意味合いで聞こえますが、補填財源がこうやって現金の伴わない収支についてキャッシュフ

ロー上に生み出されてきた現金を原資として４条の事業を行うと。これは、制度上そうある

べき運用なんです。それを前提として公営企業会計が成り立っているわけでございますが、

その制度に沿ってちゃんと資金も回転していると。こういう状況の中で何を御心配されるの

か全くわからないんです。お金がなくなって、もう赤字で借り入れをしなければいけないと

かいう状態であれば、そういう御指摘を受けてもいたし方ないとは思いますが、全く問題が

ない状態でそういう御心配をいただくというのは、ちょっと御趣旨がよくわからないという

ところです。 

  以上です。 

○８番（杉本幸正君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  主要な施策の３ページ、４ページで、今回ですけれども、従来からもやっていたかわから

ないですけれども、今回、上水道管路台帳システム構築業務委託で1,300万の形で当初をして、

このシステム構築により管路の埋没状況等の検査が早くできるように効率化が進んだ、また、

その下ですけれども、14ページの16節の⑭番の端子型無線同時相関式漏水探知機賃借料16万

という、漏水を調べる機械だと思うんですけれども、そういったことで業務の効率化が図ら

れたということでありますけれども、従来に比べて、そうなってくると相当人為的な削減も

できるんじゃないかなと。今、４名体制でやっているということでね。 

  そういった先進的な技術を使うことによって、今まで台帳を手でめくって調べたのが一発

で、タブレットじゃないけれども、ぱっと見られるような形に変わってくるようなシステム

を構築したわけでありますから、この工務部門の職員を減員するなり、ほかの部門と兼務さ

せるなりという、そういったような効率化に伴う効果というのはあるんでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） システム構築に伴い、どういう効果が得られたかというよう

な御質問だと思いますが、うちのほう、人数的には４名でやっておりまして、その作業に対

する時間が短縮されることによって、ほかの事業もできるようになりまして、前年度に比べ

て、残業料とかそのような費用的なものが減るような効果が見られます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） そうすると、残業も減ったということで、効果があらわれていると
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いうことで大変評価するところであります。 

  そうすると、工務部門のほか業務部門のほうの仕事まで手伝うようなこともやられている

んでしょうか。 

  それと、総経費の中で、研修へ行かれているということで、指導技術管理者ということで、

世代交代等々ある中でそういったこと向けの技能士というんですか、そういう育成のための

セミナー等の研修を受けてきたということで、７ページの項目はそのようなことでよろしい

んでしょうか。 

  ２点でちょっと申しわけない。一問一答なんだけれども、最初の工務のほうから業務のほ

うへ、職員のあいた時間の応援等もやられている点と、技術者の育成に関して、この７ペー

ジでこういった研修を受けてきたということについて御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  今、議員の工務部門から業務部門への職員が手助けというようなことはあるのかというよ

うなまず質問だと思いますが、27年度は、工務部門から業務部門への手伝いというようなも

のは、業務のこれを任すというようなものはやっておりませんが、例えば徴収に行くとき、

人がちょっと足りないから一緒に行ってくださいというようなそういう個別なものに対して

は、工務の職員が業務の職員と一緒に作業をするようなことはございました。 

  あともう１点、研修のほうでございますが、議員さんが言われたとおり、職員に技術的な

ことを学ばせて育成をしていく目的で、このような研修に参加しております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番です。 

  ７ページの20節のＥＴＣ通行料１万8,220円という形で、車で行かれて、県内だと思います

けれども、何回も行かれた研修とかセミナーとか資格とか、この研修等で資格保持者という

のは、ちょっと前に比べて現状レベルはどうなんでしょうか。職員の中の有資格者の人数と

か、業務に携わる中での資格というような、大分ベテランの方も世代交代されている現状を

見るに当たって、そういった資格者状況というのは、十分賄える数の資格が取れていると思

うんですけれども、27年度、その辺のところで新たに取った方とか、そういった有資格者の

人数というのはいかがか、お答えを願いたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 総務課長、谷澤智秀君。 

○総務課長（谷澤智秀君） すみません、こちらの人事配置の関係もちょっとあるものですか

ら、その関係で、ちょっと総務課のほうから総体的なお話のほうをさせていただきたいと思

います。 

  水道につきましては、やはり水道技術管理者を配置をしなければならないということにな

っております。現在、水道技術者となり得る、今現在も配置されているんですけれども、他

の課も含めまして今、４名おります。さらに、あと２名ほど候補者がおりますので、この水

道技術管理者は、資格要件と、あと実際の実務要件もございますので、そうした中で、今現

在は４名おりますので、弾力的な人事配置の中でいけるような体制をとっております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 
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○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  今の上下水道課の技術資格の状況でございますが、まず技術管理者として１名、そして工

事の監督者として１名でございます。また、本年度を経過すれば１名監督者に追加できると

いうことですので、技術者のほうは今は足りておりますが、将来的に考えて技術者を増やし

たいという考えを持っております。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５２号の質疑 

○議長（大塚邦子君） 日程第10、第52号議案 平成28年度吉田町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。 

  これから第52号議案についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  補正予算の５ページのところの地震対策実施設計委託料、これは全員協議会でも詳しくお

伺いもしたわけですけれども、その中で、まず伺った話の中だと、水処理棟のことであるよ

ということで、例えばこれを水処理棟といたします。水処理棟があって、この上に水処理棟

に今回発電機を乗せるもので、目方がかかると。重くなるからということで、ここの全体の

地震対策の実施設計の委託をするために1,238万7,000円を計上したということですけれども、

全員協議会で聞いたお話の中では、それ以前に当初のほうで、この発電機が乗らないこの水

処理棟の建物自体の地震の耐震の診断をやるために1,000万円とってありますよと。合計で

2,438万7,000円となります、この設計がというふうに伺いました。 

  私が考えることに、最初言った発電機を乗せたこの診断が、これがないこの1,000万の診断

よりも大きい、全体的に見て。そっちのほうが、全体的に乗っかったものを考えるというの

は大きいとして考えて、大が小を上回るからこの1,000万は要らなくて、当たり前に1,438万

7,000円の委託料でいいじゃないかと。1,000万、これは引いていいんじゃないかなと、こう

いうふうに思うんですけれども、そうじゃないこの話がちょっとわからないものですから、

その辺をしっかりとお伺いしたいんですけれども。 

○議長（大塚邦子君） 上下水道課長、大井一弘君。 

○上下水道課長（大井一弘君） 上下水道課でございます。 

  八木議員の当初予算の1,000万ということですけれども、議員が水処理棟の簡易診断という

ようなお話を今されたと思うんですけれども、この1,000万は自家発電機の実施設計の1,000

万でございます。 

  以上です。 
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○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  全協で聞いたときと全然話が違うもので、そうすると、私の今聞きたいことが全然変わっ

ちゃうわけですよね。この間、全協で聞いたときに、ちゃんと自家発電機の発電機の設計と

―要は、地震のとき津波が来たりしたとき、下水がたまっちゃうから、それを一時的に放

流しないとずっと町内あふれちゃうということですから、そのために水処理棟の中のものを

排出するための電源が欲しいと。そのために発電機が必要だということで伺いました。その

発電機の設計が1,000万ですか。それは全然聞いていないんですよ。なぜそれをそのとき言わ

なかったのかちょっとわからないんですけれども。 

  そういうことで、自分はたしかそのとき「どのくらいの容量の発電機が欲しいですか」と

いうのを聞いたけれども、「それはわかりません」で終わっちゃったわけですよね。そのと

き、その設計をするということも一切言っていないもので、今、私が質問したことが全然そ

うすると何か宙に浮いちゃうんですけれども、いま一度言うと、1,000万円は発電機の設計で、

建物の設計ではないということでよろしいか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 全員協議会での御説明が要領を得なくて大変申しわけなかったんです

が、実際の当初予算と補正予算の関係をちょっと改めて御説明申し上げますが、当初予算の

1,000万でやろうとした事業というのは、ただいま上下水道課長が申し上げました非常用発電

機の実施設計、それと、それにかかわる簡易耐震診断を施そうという、そういう内容での1,000

万でございます。 

  それを乗せたときのある程度の影響の調査というのは、やるつもりでいたわけでございま

すが、その後、国・県との協議の中で、そこの建屋の設置場所だけの診断では認めることは

できないよという、そういうような御指導をいただいております。 

  それで、これを補助事業の中で達成するためにはどれだけのことをやればいいかという協

議を進めてきたわけでございますが、その結果、水処理棟の建屋部分と、それからその下に

コンクリートの水槽があるわけですが、その水槽部分、それから基礎に当たる部分、この全

体の詳細な非常用発電装置を設置したと仮定した後の影響を推しはかるだけの耐震のデータ

を出してくださいという、そういうような要求がございまして、それを満たした後でないと

補助事業として進めることが難しいということを判断をいたしまして、今回1,438万7,000円

という補正予算を追加させていただきまして、全体として非常用発電装置を設置していきた

いという、そういう事業でございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木 栄です。 

  今、1,000万の内訳というか、発電機の実施設計、それから簡易耐震診断と、２つの事柄で

1,000万というふうに伺いました。それで、発電機というのは、電力をどのくらい使うかわか

りませんが、そこへたまっているものを外へ出すそのコンピューターの機械、あるいは水処

理棟全体を動かすためにどれくらいの電力が要るかということの計算をした上でのどれくら

いの容量の発電機が必要かということだと思うんですが、そうすると、もう一つの簡易耐震

診断というのが別にあるとしたら、なぜその部分が引いていないかということが―今、２
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つを合わせて1,000万とを伺ったもので、細かく分けると、それじゃ発電機のほうの実施設計

と簡易耐震診断というものは別なわけですよね。だから、そっちの分が、先ほど言ったよう

に、発電機を乗っけたときの全体の細かい設計をするものですから、それが今回の1,438万

7,000円、だから、その部分は簡易耐震診断を上回った診断をするもので、その簡易耐震診断

をやる必要はないんじゃないかなということが私の思いなもので、それがここに出ていない

ということがちょっと考えるにおかしいなということで今質問しているもので、その辺をも

う少し説明をお願いします。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 先ほどの説明がまたあやふやで申しわけなかったんですが、1,438万

7,000円というのは、新たな影響度調査に独立して使うものではなくて、全体として2,438万

7,000円の中でそれだけの成果を上げたいというものでございますので、当初で1,000万で予

定した簡易耐震診断というのは、実施はいたしません。 

  実施しない中で、追加の業務、新たに発生した業務も含めて全体で2,438万7,000円予定を

しないと事業を達成できなかったので、不足となる1,438万7,000円を今回追加させていただ

いたという、そういうことでございます。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番、八木です。 

  そうすると、ここの補正予算が書いてあるところには、合計幾らになるとかそういうこと

の明記はないわけですか。それは別に要らないわけ。 

  ですから、それ、当初が1,000万あって、それを含めた全体で2,438万7,000円になるんです

よというような話なもので、それで、補正でそれは合計幾らになるとかという、そういう表

記は要らなかったんでしょうか。 

  そうでしたっけ。じゃ、余り納得できませんが、何か最初の全協で聞いたことが全然違っ

たことなもので、今ここで内容確認をするわけにはいかないものですから、あくまでも自分

が全協を踏まえての質疑だけ今したわけですけれども、それで内容が食い違ったわけですけ

れども。 

  例えば、それじゃこの設計をしました。それで、大幅な水処理棟の耐震補強というものを

しなければいけないというときに、発電機を乗っけることは非常に大事なことだと思います、

非常時に備えて。ですけれども、余りにも設計の結果、耐震的なものをやって、金額がかか

り過ぎる―かかり過ぎるといっても幾らが限度というのはちょっとわかりませんが、大き

なお金がかかったとき、それとは違った方法も、発電機を設置するに当たって、あくまでも

水処理棟の２階に置かなければいけないという、今、そこへ置くという前提で考えているけ

れども、そこへ置かなくてはいけないということだけじゃないと思うんですよ。また違った

考え方もあると思うもので。 

  これはこれで、それはここで設計してみないとその後のことがわからないんですけれども、

これをやった後の考えとして、あくまでもそこへ置くのか、それとももう少し安く、じゃ、

別にそれ専用の発電機の設置架台をつくったほうが安いのか、それとも、ちょっとこれはど

うかわかりませんが、中電なんかに交流電気の特殊車両で交流電源車というのがありますよ

ね。それなんか、ある程度の大きな発電機が仮に1,000万くらいの発電機だとしても、乗せる

トラックが1,000万くらいとして、足して、消防車と同じことで特殊車両なもので、いろいろ
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なそのための取りつけがいろいろかかってそれ以上の金額になるんですけれども、そういっ

たものがあれば、津波が来て帰るまで大体３時間というような設定でいると思うもので、津

波が帰っていくと、海水が残っちゃっていたら移動することができなくて何もその近くに行

けないというのはそれはわかりますが、例えばの―例えばと言うと、そんなたらればでし

ゃべられたら困るということも随分昔言われたものであれですけれども、そういう考え方も

できるとは思いますので、あくまでも今これ、設計のために２階の下のためのをやっていま

すけれども、これはこれでいいと思います。結果的に補強がかなりの金額かかるようだった

ら、別な方法を考えるとかということも一つ私は考えておいたほうがいいんじゃないかと思

うんですけれども、そのような考えは持っておりますか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今、いろいろな御提案もいただきましたが、私どもといたしましても、

今回の実施設計というのはあくまでも非常用発電装置の実施設計でございまして、今回の詳

細な影響調査を行った後でないと、その設置場所というのはやはり特定できないというふう

に思っております。 

  したがいまして、今年度事業で得ました成果を踏まえて、その後―非常用の発電装置と

いうのはどうしても欲しい、なくては困るというものでございまして、いざというときには

ポンプを動かすという機能を持っていないと浄化センターそのものが処理機能を失ってしま

いますので、そうしたところはどうしても補っていかなければいけないということになりま

すので、その非常用電源の設置の仕方については、今回の成果を検証しながら事業を進めて

まいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 11番、八木 栄君。 

○１１番（八木 栄君） 11番です。 

  今、理事の発言の中で、今回は非常用の発電機の設計ですよと言ったけれども、それは当

初のほうへ入っているわけで、今回のこの補正の金額は、そうじゃなくて、それを乗っける

建物の詳細な耐震診断の実施設計の委託料ということですよね。今、何か今回は―だから、

私が前間違っていた発電機の設計のことを言われたので、それはそれでまたもう当初にある

ことであって、今回のこの1,438万7,000円はあくまでもこの建物、これを乗せたときの荷重

を考えた建物の耐震の診断の実施設計ということでよろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 全協がありましたので、なかなかすっきりと説明が御納得いただける

ようになっていなくて申しわけございませんが、今回2,438万7,000円でやらせていただく事

業というのは、先ほども申し上げましたとおり、非常用電源をどういうものにするかという

ところの設計ができ上がります。これで２階部分に乗せ込んで設置をした場合、どういう影

響が出るかというところまで2,438万7,000円でやらせていただくと。その結果として、基礎

部分からもう傷みが出てくるとか、水槽部分がもうもたないとかいうことになってきたら、

そこから補強していかなければいけないという事業になってきますので、それであれば、新

たな荷重をかけない中で運営をするとか、いろいろな考え方をしなければいけないので、ま

ずその結果を出すというところを大至急やらせていただきたいという、そのための予算でご

ざいます。 
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  以上です。 

○１１番（八木 栄君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ６番、山内です。 

  同じところでちょっと確認をさせてもらいます。今、いろいろ話を聞いていまして、それ

で全協のところからようやく内容が自分の中でもはっきりとしたものが出ました。 

  それで、先ほどから理事が答えているように、当然簡易といいましても、実際には簡易で

はなくてしっかりとした耐震診断をやっていただきたいと、当然やると思いますけれども、

自分が一番心配をするのは、何トンくらいのものが入るかちょっと聞いていないのでわかり

ませんけれども、恐らく部屋の中へ乗っける工事は、非常に難しい工事を背負うんですよ。

要するに、今は人が乗らないために、恐らく15センチから18センチぐらいの床板があると思

うんですけれども、それに大きなものを乗っけると当然下がりますので、そこにはりをつけ

たりとか、それで受けるしかもう方法はないんですよね。ところが下が水ですから、それを

よけてということになりますと、非常に厄介な部分が―耐震診断をやってからじゃないと

出ないんですけれども、その耐震診断をやった結果、先ほどからの中で確かめたいのは、今

心配をしている、理事も心配した水槽に対しての影響、いろいろなものに対しての影響が大

きなものが出てきたときには、当然違う、例えば別棟に差すとかそういう選択肢を一つは持

っているということの解釈で、先ほどの解釈でよろしゅうございますか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 御質問にありましたとおりでして、今回の委託の中で、設置をするた

めに必要な部材等も新たに追加される部分も出てくるでしょうから、そうした全体荷重をま

ず把握しなければいけないというそういうことをさせていただきながら、全体にどういう影

響が出るかというところまで把握をさせていただいて、あとは、そのまま施工したほうが効

率的だと思われるのであれば、そのまま進めさせていただくと。本当に巨額な事業費をもっ

てしないと運営できないというようであれば、新たな策を講じていくと、こういうことで、

何が何でもそこへ設置をしていくというようなことを決めているわけではございませんので、

実施結果によって柔軟に判断をさせていただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 確かにそのとおりだと思います。それが一番最良の方法だと思うんで

すよ。 

  あとは、ちょっと心配するのは、今言ったその２メートルの２階の高さが津波高に対して

という心配があるんですよ。それを含めてもちろんやるでしょうから、そうなってくると、

今言われたどちらが合理的か。例えば、別棟することによって、棟を変えることによって管

理が非常に楽になるとか、そういう危険性もなくなってきますので、そういう面で当然考え

ていただきたいと。そのときに、大体今言われた２階を想定しているようですけれども、大

体実際にはどの辺を想定しているんですか、波の高さとかその辺は。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 現在、設置を検討している場所、水処理棟でもブロックとして３つに
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分かれております。それで、最初沈澱池がある部分と反応タンクがある部分、それから最終

沈澱池がある部分とございまして、今のところは最終沈澱池があるところの２階部分と、こ

ういうことで想定をしながら進めてまいりたいと思っておりますが、ここの想定浸水深と見

比べながらその場所を探っておりますので、浸水はしないというところで十分な高さはそこ

で保てるというふうに判断をして、今のところ調査を進めようとしております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ありがとうございます。いずれにしてもレベル２の高さということで

やっていただけると思うんですけれども、これを質問させてもらった理由は、合理性がどこ

にあるかというのと、それと、やっぱりやる以上は本当にしっかりした安全が保てるもの、

それと高さが保てるもの、それを十分なこの調査費の中でしっかりやっていただいて、そし

て間違いないもの、要するに地震のときは、ちょうど外の階段が外れたように、物によって

はどういう動きをするかわかりませんので。その辺はプロがやってくれますのでね。その辺

をぜひ十分な検討をしながら安全なものをつくっていただきたいと、そういう意味で確認を

させていただきました。ありがとうございました。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  今回の補正の状況を踏まえて、１ページで見ますと、歳出のほうで公共下水道事業費とし

て６億2,400万、公債費として５億4,000万という形のバランスで事業執行するわけでござい

ます。 

  当初において、先ほど決算でも聞いたんですけれども、27年度の機械と電気工事のその28

年度分として、施設整備として１億4,300万の工事を長寿命化で行うわけでございまして、そ

れ以外に今回の公共浄化センターの耐震設計、今の発電機を足して2,400万。当初においては、

長寿命化という形で、業務委託で29年、30年の工事の長寿命化の改善の予算もとってあるわ

けでございまして、財政規律的にして、やはり公共下水道の特別会計においても起債する事

由は今後増えてくるわけでありまして、今までは長寿命化、今度は耐震もやらなければなら

ないよということで、これから工事が目白押しのような感じがするわけでございまして、こ

の６億の後、借金部分の公債費が５億という形で、その公債費のほうはそんなに減らず５億

だとは思いますので、その６億円の中で管渠建設以外のこの浄化センターの長寿命化及び耐

震のほうの予算措置という計画というのをある程度の枠を決めてやらないと、どんどん増え

ていくと大変になってくると思うんですけれども、その辺については、今回この追加の指導

があったにしても、そういった指導を行うということはこの事業はやらなきゃならないとい

うことで考えていくと思われるんですけれども、当初に比べてそういったことで設計も増え

たわけで、工事も想定されて、今議論がありましたから一番いい方法でやられると思うんだ

けれども、でも、長寿命化のほうで29、30年度の設計をやるようなことで考えている中で、

それプラスまた来るわけで、この枠として浄化センターの維持管理費としては大体１億5,000

万とか、27年度は２億5,000万ですよね、実績を見たときに。その数字的なものをどのくらい

に捉えて計画されているか、この今回の計画で実質の把握をしたときに。 

  その後の判断資料になると思いますので、どのような計画で今後長寿命化においてはあと
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４年間、今回の耐震については何年間もしませんけれども、それの整合性を捉えた計画とい

うものをお示ししていただかないと、今回の補正について大きな意味合いがあると思います

ので、ある程度のスパンの下水道の投資予定、予測等々も一緒に説明を求めていかないと、

やはり大きな今後の課題だと思いますので、説明をお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 御指摘は非常にそのとおりだと思っております。まず、長寿命化計画

でございますが、長寿命化計画については、現在ある設備とか電気系統、そうしたところを

いかに長持ちをさせるかというところでございますので、その長寿命化についてはもう計画

もある中ですので、それに沿った事業量は把握できるというつもりでおります。 

  また、今回の非常用電源についても、余り過大な投資にならない中で、非常時のＢＣＰ以

上の問題ですので、長寿命化とはまた別の視点でのものでございます。そうしたところも設

備としては充実させていかなければいけないという中で事業化を見込んでいるものでござい

ますが、こうしたそれぞれの事業を、公債費も含めて全体の事業費というのは10億から12億

ぐらいの中で下水道特別会計を動かしていかないと、また、一般会計からの繰り出しもなか

なか負担になってくるというところがございまして、それぐらいの中で何とか事業を進めて

いきたいということで、ここ数年というかかなりの長い間、そうした事業規模で推移をさせ

てここまで来ているということで、本来であれば一挙に受益者をどんと増やしていきたいと

ころなんですが、そうした事業もありまして、一定額程度の事業量でずっと推移をここのと

ころはさせてきているというところでございますので、下水道だけではなくて、一般会計な

どもあわせてどういう事業運営ができていくかということをトータルで判断をしてまいりた

いというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） 10番、藤田和寿君。 

○１０番（藤田和寿君） 10番、藤田です。 

  世の中も大分変ってきて、合併浄化槽等々の設置もございますし、町独自の優先順位的に

もっと高位度なこともやっていかなきゃならないということで、一般会計からの繰り入れも

今まで以上というのは難しいというのは十分理解されるわけでございまして、過日聞いたよ

うに、財政規律としては償還以上は起債しないという一つのルールと、10億から12億と今御

提示いただきましたので、その中で公債費が約５億ちょっとですから、マックス７億、７億

以上は新たな進捗、設備改修、更新等も行わないというようなルールの中でやっていくとい

うことで理解してよろしいですか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） そうした前提のもとで現状は運営をしておりますし、今後も堅持はし

てまいりたいと思いますが、不測の事態があってどうしても設置をしなきゃいけないという

ものは、一般会計でも津波、防災などについては別枠をつくっておりますが、そうした住民

の安全、それからサービス向上にどうしてもつなげていかなければいけないというものにつ

いては、またイレギュラーな考えも持ちたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○１０番（藤田和寿君） 了解。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（大塚邦子君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。御協力いただきありがとう

ございました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午前１１時５８分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（大塚邦子君） 改めまして、おはようございます。 

  本日は、定例会23日目、最終日でございます。 

  ただいまの出席議員数は13名であります。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（大塚邦子君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  これから議案審議に入ります。 

  初めに、決算及び補正予算に関する議案の審議を議案番号順に行います。 

  審議については、質疑は既に終了しておりますので、討論から行います。 

  引き続いて、決算及び補正予算に関する議案を除く、その他の議案審議を議案番号順に行

います。 

  それでは、審議に入ります。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４１号の討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第１、第41号議案 平成27年度吉田町一般会計歳入歳出決算の認

定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４２号の討論、採決 
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○議長（大塚邦子君） 日程第２、第42号議案 平成27年度吉田町土地取得事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４３号の討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第３、第43号議案 平成27年度吉田町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４４号の討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第４、第44号議案 平成27年度吉田町後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出の決算の認定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４５号の討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第５、第45号議案 平成27年度吉田町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４６号の討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第６、第46号議案 平成27年度吉田町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４７号の討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第７、第47号議案 平成27年度吉田町水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定及び認定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決及び認定されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４９号の討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第８、第49号議案 平成28年度吉田町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５０号の討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第９、第50号議案 平成28年度吉田町後期高齢者医療事業特別会
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計補正予算（第１号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５１号の討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第10、第51号議案 平成28年度吉田町介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５２号の討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第11、第52号議案 平成28年度吉田町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 



－340－ 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３９号の質疑、討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第12、第39号議案 吉田町防災公園の設置、管理及び使用料に関

する条例の制定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて、確認の質問とならないよう

お願いします。 

  また、簡潔明瞭に審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよう御協力をお願

いします。 

  質疑はありませんか。 

  ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 幾つかお聞きしたいと思いますが、まず１点目としまして、第７条に

関しまして、行為の禁止という条項だと思いますが、過日の全協でもお聞きしたんですが、

あそこは富士山静岡空港の空域にも当たるという中で、無人航空機、要はラジコンであると

か、ドローンですね、そういったものを飛ばすことによって、空域もあるんですが、そこで

利用者に間違って落ちて、危険が生じるというようなことも考えられます。そういう中で、

危険行為と言っちゃうと、ちょっと言い過ぎるのかなと思いますが、そのような行為に関す

る禁止というようなものが見当たらないんですが、そのようなことに関してはどのようにお

考えでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  全協のときにも御答弁させていただきましたけれども、現時点ではそうしたドローン等々

の飛行に関して、この条例の中では現時点では禁止ということでは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） そうしますと、そこで、そういったことをやっても特に問題はないと。

今後、禁止事項として出てくることもないよということでよろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 現時点ではそういうふうに考えております 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 国土交通省の航空局のほうで、無人航空機、ドローン、ラジコン等の
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安全な飛行のためのガイドラインというのが示されております。 

  その中で、各自治体によっては、そういった規制をするような条例を追加しているという

ところが増えているというようなことが出ておりましたが、当町ではめったなことはないと

いうことで、条文には入れてこないということでよろしいでしょうか。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） そのように解釈をしていただきたいというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 了解しました。 

  次に、もう一点お尋ねしたいと思います。 

  この条例の中に、どこに値するのかちょっとわからないんですが、一般社団法人吉田町ま

ちづくり公社がこの中に事務所を置くというようなことが決まっておるかと思いますが、こ

れに関しては、どこの条項でうたっているのか、管理棟の占有であるとか、そういったこと

が考えられるんですが、家賃を払うとか、そういったこともあるのかないのか、その辺につ

いて、この条例の中でどのように扱いをされているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  後でも議案の審議にも出てきますけれども、指定管理者の指定という形で、一般社団法人

まちづくり公社が指定管理者になっていただくというような議案も出てきますけれども、あ

くまでもその防災公園の北オアシスパークの管理運営という形で、公社にお願いを予定して

いるという中で、あそこに事務所を、管理棟の中に事務所を置いて、そこで管理をしていた

だくというところでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） それは指定管理の話ですよね。 

  指定管理というのは、このまちづくり公社にとっては、幾つもある事業の中の一つですよ

ね。その事務所をあそこの管理棟の中に置くんですよね。ということは、また、問題が別だ

と思いますよ。 

  ですから、そこをどのような解釈をすればいいのかというところで、お聞きしています。 

○議長（大塚邦子君） 防災課長兼防災監、大石剛久君。 

○防災課長兼防災監（大石剛久君） 防災課でございます。 

  公社につきましては、防災まちづくり、それから地域活性化の推進機構という形で、町政

の発展と公益の増進に寄与すると、そういった目的を持った事業を展開するというところで

ございまして、こうした目的が防災公園の設置目的に合致をしているというところで、公社

にそこに入っていただくという形で考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） 入っていただくのはいいんだけれども、それについては、この条文に

はそういったことは、うたわなくてはいいという考えなんでしょうか。 
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  仮に、公社の事務所はあそこに設置するんですが、じゃ、その機関であるとか、そういっ

たことも都市公園のほうにいろいろ出ているんですが、基本10年以内というような規定もあ

るんですが、その面で考えましても、どういうことになるのかなと思いますので、お答えい

ただきたいと思います。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ただいま公社の事務所をあそこに置くという御質問でございますけれ

ども、公社の事務所をあそこに置くということではなくて、公社が指定管理になった場合に

は、あそこを事務所として置くことを想定していると。 

  ですから、指定管理にならない場合には公社はあそこに事務所を置くことはないというこ

とで、公社の今の事務所は６階にございまして、公社は独自で、その場合には事務所をみず

からの力で設置をしていくということでございます。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ９番、増田剛士君。 

○９番（増田剛士君） それ知らなかったというか、勉強不足で申しわけないんですけれども、

もう事務所はあそこありきと思いましたので、じゃ、今後ね、今回はこの後、出てくるんで

すが、４年ちょっと、本来なら５年の指定管理の期間があるわけですが、ほかのところがや

ると言ったら、また、公社は事務所をどこか探すということでよろしいんですか。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 当局の方針としては、防災課長が申し上げましたとおり、にぎわいづ

くりとか町づくりを一緒に進めていただく組織として、公社の立ち上げの指導をしてまいり

ましたので、そこの拠点というのはでき得れば、防災公園の事務所に置くという方向で事業

を進めておりますが、あくまでも何度も御説明をさせていただいておりますが、議会の議決

をいただかない限りは指定管理としてはあそこに入ることはできないということでございま

すので、今回、議案として出させていただいているものについても、無期限ではございませ

んので、その都度御審議をいただくということになろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 第17条の指定管理者による管理の内容で、２番ですね、それでお伺い

をいたします。 

  一応、都市公園法とか、都市公園法施行令、これをいろいろ読んでみまして、この６条に

関しては、行為の制限、11条に関してはどのような形で使うかということですね。 

  この中で、町長とあるのは指定管理者と読みかえるものとする。これは全く問題ないんで

すけれども、条文の中ではまちづくり公社になりますと、複数の他の集合体になってきます

よね。そのときに、その読みかえた中でのいろいろの話し合いの決定、その決定をしていく

というプロセスといいますか、それとどういう形で、それはやっていくんでしょうか。全員

の協議会のようなものをつくってやっていくのか。その辺をちょっとお願いいたします。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 一般社団法人吉田町まちづくり公社、指定管理にちょっと議案のほう

に入りそうな気もしているんですが、公社自体は複数の団体による構成ではございません。
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一般社団法人として独立した社団法人になっておりますので、そこには理事長も置いている

と、理事会もあると。こういうことで執行部としてはちゃんとした意思決定の手続がなされ

るという機能を持っておりますので、その中で判断するということになります。委任事項に

ついてはですね。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） そういうことでやっていったときに、いずれにしても今度町長から指

定管理者じゃなくて、まちづくり公社ですか、そこで今言われたとおり、その理事長がいま

して、その中で最終的な判断というのは今、指定管理者と読みかえるという中では最終的に

は理事長の名前でいろんなものが評価であるとか、そういうものが当然行くような形になる

んですね。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） 今の公社の中にも定款もございまして、その中でも意思決定の手続と

いうのがうたわれておりますので、対外的にも約束をしている中で、意思決定の権限につい

ては理事長にあるということになっていますので、それで、手続が行われるというふうに判

断しております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今言われたその中の決定のプロセスとか、そういうものの中にもある

ということで、これからまちづくり公社が新しく発足をしていって、新しいものがまたでき

ていったときに、そういう今言われたもの、皆さんがどういう形で決まっていったかという

表へ出るようなもの、情報の公開とか、そういうものは考えていますか。 

○議長（大塚邦子君） 山内議員、ただいまの質問なんですけれども、指定管理の指定管理制

度の中に入ってしまっているので、質問の向きを変えていただいてよろしいですか。 

６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 質問の向きというよりも、要するにちょっと心配というか、質問した

理由というのは、これから指定管理をやっていって、特に決まっていくプロセスとかね、そ

ういうのが読みかえた中でどのような形で決まっていきますかと。それは表にどのような形

で公開されるんですかということだったものですから、それ以上ちょっと聞きようないもの

ですから、答えがなかったらいいですけれども、もしありましたら。 

○議長（大塚邦子君） 理事、塚本昭二君。 

○理事（塚本昭二君） ここの条例の17条をごらんいただきますと、17条第２項、議案書の６

ページでございますが、この指定管理者に行わせるものとして、第６条及び第11条と、こう

いうことで限定をしております。この第６条については行為の制限、それから、11条につい

ては有料施設の管理というところでございますけれども、第７条の行為の禁止については委

任をしていないんですね。これについては、町長がみずから判断をすべきである事項という

ことになっておりますので、限りなく指定管理に任せるということではなくて、その辺の取

捨選択をしながら行っておりまして、その中でも特に、６条と11条関係について当然監査の

対象にもなっていくものだというふうに思っておりますので、全く不透明な中で事務処理が

行われるというようなシステムにはしないようにお互いに連携をとってまいりたいというふ
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うに思っております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４０号の質疑、討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第13、第40号議案 ふるさとよしだ寄附金基金条例の制定につい

てを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） この中で、寄附金基金の全般的なことでちょっとお伺いしますけれど

も、ふるさと納税の性質上、全員協議会の中でもちょっと確認はしたんですけれども、皆さ

んが知り得る大事なことだと思っていますので、あえてお聞きをいたします。 

  ふるさと納税に関しては、町のほうでは説明があったとおり、７項目と全体で町長の決定

をする９項目、それはお聞きしました。その中で、全てのものが網羅されているということ

でそう思っていますけれども、そのときですね、当然ふるさと納税の数字上、寄附をしてい

ただく方が吉田町でいろんな行事をやっている。数えてみるとたくさんあります。その中に

これを応援したいという方が当然出てくるわけですね。 

  それで、そのときに、その基金をつくった中に当然別な形というか、わかる形で基金を実

際に行う準備をしないといかんと思うんですけれども、その分け方、一つの基金の中で、ど

ういうふうな形で管理をするというか、納税者の意思をどのような形でそれに反映するかと

いうような、その管理の方法というのは特別考えていますか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 企画課でございます。 

  ただいまの議員からもお話がありましたとおり、ふるさとよしだ寄附金につきましては、
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９本の柱の中で、寄附者の意向に沿った形での御寄附をいただくという形になっております。 

  今回の基金条例につきましては、そのうちの指定寄附に当たる部分につきまして、まず、

いただいたものを基金として積ませていただいて、当然その中にはですね、それぞれの総合

計画のどの柱の部分に該当するものかということは把握できますので、それにつきましては

次年度の予算において、それぞれの柱に該当する事業の財源となるように振り分けをさせて

いただくというように考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） 今、振り分けていくときに、当然３月に予算が出ますよね。今の話で

行くと、そのときを目指して、要するにそのときにこれから納税者の方の意思に合うものに

関して、その予算を分けていっていただくということでよろしいんですか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） ただいまそのように考えております。 

  以上です。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） そのときに、当然寄附をされた方に、ここに使いましたよという  義

務を負っているわけですね。それはその形で、最終的にどこで判断するのか、行くと思うで

すけれども、そのときに、基金をどこで管理をするんですか。 

  例えば、企画課で、この担当として上がっていますよね。今、答えてくれた基金に対して

の答えも企画課でしてくれたんですけれども、そのお金の管理、それと、今言った経費の管

理、それはどこで管理はされるんですか。 

○議長（大塚邦子君） 企画課長、八木寿彦君。 

○企画課長（八木寿彦君） 現在、ふるさとよしだ寄附金につきましては、企画課においてそ

の事務を行っておりますが、また、それが基金として管理されるということになってまいり

ますと、会計管理者になってまいりまして、それをまた改めて予算化していくということに

なってまいりますと、担当課の企画課の仕事というようになってまいりますので、そのよう

に考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大塚邦子君） ６番、山内 均君。 

○６番（山内 均君） ありがとうございます。 

  しっかりしたそういう管理のプロセスができるということを確認をしまして、質問として

は終わります。 

○議長（大塚邦子君） ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（大塚邦子君） ないようですので、これで質疑を終結します。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 



－346－ 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５３号の質疑、討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第14、第53号議案 指定管理者の指定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５４号の質疑、討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第15、第54号議案 指定管理者の指定についてを議題とします。 

  本案については説明員として出席の副町長須永 宣君に直接の利害関係のある事件であり

ますので、副町長須永 宣君の退場を求めます。 

〔副町長 須永 宣君退場〕 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前 ９時３２分 

 

再開 午前 ９時３２分 
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○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ここで副町長須永 宣君の入場を求めます。 

〔副町長 須永 宣君入場〕 

  暫時休憩とします。 

 

休憩 午前 ９時３３分 

 

再開 午前 ９時３３分 

 

○議長（大塚邦子君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  ただいまの出席議員数は13名です。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５５号の質疑、討論、採決 

○議長（大塚邦子君） 日程第16、第55号議案 吉田町教育委員会の委員の任命につき同意を

求めることについてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案について同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案については同意することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員派遣について 

○議長（大塚邦子君） 日程第17、議員派遣にについてを議題とします。 

  吉田町議会会議規則第123条第１項の規定による議員派遣につきましては、お手元に配付し

た議員派遣の件のとおり、現時点で期日等が確定している行事について派遣したいと思いま

す。 

  お諮りします。 

  議員派遣についてはお手元に配付してあります議員派遣の件のとおり派遣することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認め、議員派遣につきましては、お手元に配付してありま

す議員派遣の件のとおり派遣することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議会閉会中の継続調査について 

○議長（大塚邦子君） 日程第18、議会閉会中の継続調査についてを議題とします。 

  総務文教常任委員会委員長から所管事務調査について、産業建設常任委員会委員長から所

管事務調査について、議会運営委員会委員長から所掌事務調査について、それぞれ会議規則

第71条の規定によって、お手元に配付しましたとおり、議会閉会中の継続調査の申し出があ

ります。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（大塚邦子君） 異議なしと認めます。 

  したがって、各委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎町長挨拶 

○議長（大塚邦子君） 以上で、平成28年第３回吉田町議会定例会の全ての日程が終了しまし

た。 

  閉会に当たり、町長から御挨拶をいただきます。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 議員の皆様におかれましては、当局が上程いたしました議案につきま

して、真摯に御意見をいただき、最終的に可決していただきまして、ありがとうございます。 

  議会で、私、疲れると声がこもってしまって、皆様になかなか聞き取れないというふうな

声が寄せられておりまして、とりわけ、山口議員の一般質問の中で、最後に山口議員のほう

から恐らくこんな質問だったと思いますけれども、国交省からお金を持ってくるだけではな

くて、文科省からもお金を持ってきてくださいと。私、立ち上がってお話し申し上げたんで

すけれども、議員の方からいい話だったんで、それもう一度話してくれませんかということ

だったんですけれども、今、国の教育というものが大きく変わろうとしております。当然の

ことながら、皆様のお耳にもその辺のことは入っていると思いますけれども、そういうふう

な状況から考え、また、藤田議員からもお話ございましたけれども、私の小学校等にもです

ね、問題もございまして、それも全てあわせまして、やっぱり文科省、本省と基本的に話し

合える場をつくる必要があるというふうな結論に達しましたので、というのは、吉田町と教

育委員会で処理できる事項の問題ではございません、はっきり申し上げて。県でも処理でき

る問題ではありません。そうすると、やはり中央と直結したですね、いわば、場をつくる必

要があると思いますので、中央の文科省ですね、あそこにいますけれども、そういう方々何

人かにお願いしまして、今、私のほうで非公式でございますけれども、教育委員会が直接話

し合えるプラットホームを町のほうでつくっております。でも、教育長以下ですね、教育委

員会の面々、また、そういうような場を使って直接に国のほうとの情報交換をしておりまし

て、幼児教育の観点からもつくば大学の教育学部の教授をいわば有識者として、カリキュラ

ム作成委員会の委員としてお迎えすることができました。 

  それで、電話をすれば、また会えば、必要な情報は全て入るようになっています。 

  それから、藤田議員が非常に御懸念しているようでございますけれども、今度、26日に臨

時国会が召集されまして、そこで、いわば大型補正予算が出されますけれども、何とか、認

めてもらえると思っておりますので、そのときには、皆様に補正予算出ますので、またよろ

しくお願いしたいと思っております。 

  いろんな意味で、そういうパイプを使わなきゃならないと思っております。 

  それから、例のバルクリース、小学校の電灯等のＬＥＤ化の問題で、バルクリースの問題

もございますけれども、これも環境省のほうにプラットホームつくってございますので、必

要なときに必要な人間と会って情報交換できるシステムとなっておりますので、その辺につ

いてはぜひとも議会の皆様に御安心賜りたいと思っております。 

  ただ、私がいる期間だけでございますので、私が首長をおりればですね、そのプラットホ

ームは町で処分しますので、どうぞよろしくお願いします。 

  このごろ、私は非常に感じることがあるんですけれども、議会と首長との関係について、

非常に非対称が目につくような感じがしております。一つは、皆さん当然のことながら憲法
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等読めばおわかりになりますし、また、二元代表制の起源等についてアメリカの政治史を読

めばわかることなんでけれども、要は二元代表制が出てきた過程における首長の位置づけ、

問題からですね、チェック機能について、非常に非対称が目立ってきていると。議会は当然

首長に対するチェック機能は法的に認められておりますけれども、私から議会に対するチェ

ック機能は法的に整備されておりません。そういうものについては、後ほど詳しくお話しし

たいと思っております。 

  もう一点はこれは議会初日にもございましたけれども、私が行政報告しまして、上程いた

します議案の上程理由についてお話しするんですけれども、その後、それぞれここにいる関

係課長がまた改めてお話しするんですけれども、それは成果に関する説明書は皆さんのとこ

ろに行っておりますので、それを見れば全部書いてあることです。はっきり申し上げて。二

重手間でございますよね。なぜ、そういうことを申し上げるかといいますと、課長はこの町

のいわば行政に関して、それぞれの所管事務の最高責任者です。その最高責任者が終日ここ

に閉じ込めるということは、住民に対する行政サービスの提供、これは私のまた大きな仕事

の一つでございますけれども、それが滞る可能性がございます。国会だって、例えば、局長

とかいるだろうと言いますけれども、局長とは基本的に仕事はしません。だから、そういう

方は仮にいてもリスク的には何の問題もないんです。 

  しかしながら、うちのような場合、課長がここに終日缶詰にされますと、住民に対するサ

ービスとか提供という点について、ちょっと心配しなきゃならないようなことも起きる可能

性があるものですから、いつもそれで憂慮しているんですけれども、恐らく皆様の頭の中に

は終日ここに課長以下を拘束しても、別に住民サービス等の関係で別に何も考慮ないと思う

んですよ。皆様にとって、行政サービス、住民に対する行政サービスというものが現実にど

のような形でなされているかということについて、議会開会中にどういうことが起きている

かということについて、恐らく考慮はないと思うんですよね。そういうふうな観点でもって、

ぜひとも議会の当然、法に裏づけられた権能を実質的に担保するような仕組みとというもの

をぜひとも議会の側で考えてもらいたいと思うんです。 

  実質的に担保されるというようなことができるならば、もう少しその議会の運営について、

効率的に考えていただきたいなと、こんなふうに思うんですけれども、また、詳しく後ほど

お話ししたいと思っております。 

  先ほど、申し上げましたですけれども、当然のことは皆様、憲法はお読みですよね。もち

ろん当たり前のことでございますから。憲法は皆様御承知のように、第１章天皇から始まっ

て、第11章の補則で終わります。合計は103条でございますよね。とりわけ第８章に地方自治

が掲げられております。 

  その第92条において、こんなふうに述べられております。 

  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを

定める。こうなっています。御存じですよね。 

  地方自治の本旨ということは、皆様、本旨という言葉について、恐らくその分け入ったこ

とないと思いますけれども、英語で申し上げますと、日本の憲法って非常におもしろいもの

でございまして、ちょっと入るとですね、ＧＨＱとの関係で横のほうに英文が載っています。

読むとおもしろいですよ。ザ プリンシプル オブ ローカル アートリーですね、これ非

常に難しい、わかりにくい言葉ですけれども、この地方自治の本旨というものは市町村、都
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道府県じゃないですよ。市町村の自治を念頭に置いた言葉なんですね。基本的に都道府県と

いうものは、憲法上のどうのこうのという自治体ではありませんよというのは背後にあるん

ですよ。非常におもしろいんですけれども、道州制が出てくるゆえんというのはそういうと

ころです。 

  この地方自治の本旨という文言は、第４章国会の第41条、国会は、国権の最高機関であっ

て、国の唯一の立法機関である。これは例外というやつですね。これは全く例外規定です。

国を指すんです、ここですね。要するに、国会といえども、日本の場合には地方自治の本旨

に背くような法律はできませんよという縛りをかけています。 

  これはいわゆる第８章として、地方自治というものを独立した章として掲げた最大の理由

です。 

  それから、第93条第１項において、地方公共団体には、法律と定めるところにより、その

議事機関として議会を設置すると。加えて、第94条におきまして、法律の範囲内で条例を制

定することができるとあります。法律の範囲内でという限定はつきますけれども、条例を制

定することができますよとなっています。 

  というわけですから、地方自治の本旨において、消極的な意味で国会の権能を制約してい

ますね。さらに、この積極的な意味で、自治体の議会は立法権がありますよと、国会の  制

約して、二重の意味で国会の権能を制約しています。 

  だから、地方議会とか地方公共団体として、非常に高い地位を与えられている、これは珍

しいんですね。さらに第94条におきまして、行政を執行する権能を有すると述べています。 

  これまでには、私が今申し上げたことをまとめると、国と地方公共団体の立法権と行政権

において、水平的に分業構造になっているんですよね。これ水平的分業といいますけれども、

国と地方公共団体の水平的分業といいますけれども、そのようになされています。 

  立法権とか行政権でも国だけに権限が専属するわけではなく、自治体もそれを持っていま

すよといっているわけですね。 

  ただ、第８章は地方自治として、地方に設けられた背景というものは物すごい重大な意味

があるということを皆さんにぜひとも理解していただきたいです。 

  地方自治というものが国の権能を制約するものであることは明らかなんです。これ第８章、

ＧＨＱの最初の中にはなかったんですよ。日本側が入れたんですから。次いで93条第２項で、

地方団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その公共団体の住民が、

直接これを選挙する。首長と議会の議員は別々に選び出すと定めています。これによって、

地方公共団体の二元代表制の最初の取っかかりができるわけですね。 

  ここからが本題に入ってきます。 

  以前、皆様にお話ししたことがございますけれども、二元代表制という仕組み、これはス

トロングメーヤー、強力な首長ですよね。二元代表制だって、非常に首長の権限は強いです

よね。ストロングメーヤー型の首長ができたのは、これ19世紀から20世紀初期にかけて以降、

アメリカ合衆国で市政、市の政治ですね、市政街道は盛んであったからと言い切ってもさほ

ど問題はございません。 

  皆さん、だから、恐らく藤田議員なんかは博覧強記ですから、アメリカ史、とりわけ先進

国の研究する学者が使用する言葉で言えば、プログレシビズム、革新主義であるとか、大量

主義と訳されておりますけれども、その背景については、当然原書でお読みになると思います
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けれども、それではどういうふうに市政の改良をするのとか、少し触れてみたいと思います。 

  アメリカの都市部、特にニューヨークであるとか、シカゴもそうですけれども、都市部の

自治体で議会議員による物すごい市政の腐敗が起きたんですよ。議会が汚職の、いわゆる温

床になっちゃったんですね。腐敗の実態というものは議員が特定の人に公職を提供する。特

定業者に事業をあっせんする、特定地域だけの道路整備や水道の布設をする、その見返りに

金品を受け取る。そういうふうな利益誘導型の政治というものが腐敗を伴ってあらわれたの

が、この時代なんですね。 

  これにおもしろいもので、アメリカというものは、市民が抵抗したんですよね。直球で最

初は勝負しようとしたんですね。すなわち、議会改革をしようとしたんですけれども、何十

人もいる議会に対してはほとんどだめなんですよ。議会というものは、固まりが物すごい強

い力を持ちますので、だからできないと。そこで出てきたのが、議会にかわって、権限を行

使し、また、議会を監視するもう一つの代表機関をつくろうという発想が生まれて、これが

二元代表制の誕生につながっていますよね。二元代表制のいわば誕生というものは議会が基

本的には悪の温床であるというところから出ているんですよ。 

  つまり首長とは住民の利益代表であると同時に、むしろそれ以上の意味で、住民にかわっ

て、悪い議会を牽制する機関であると、そのような発想ででき上がったのが二元代表制民主

性という制度であったんですね。これ皆さんも見たと思いますけれども、不朽の名作と言わ

れるマックス・ウェーバーの職業としての政治、これ日本語になっていますから、これお読

みになるとわかりますけれども、アメリカの都市部における議会の腐敗、議会の汚職の蔓延

について書いてあります。 

  いずれにしても議会というものはそもそも悪者だから、公選によって、牽制役の強い首長

をつくり出さなければならないという形で、二元代表制が生み出されてきたんですけれども、

それが日本がさきの大戦で負けて、ＧＨＱを伴って、日本の政治に入ってきたわけです。 

  これで皆様に二元代表制の誕生はおわかりだと思いますけれども、今もって違うんですね。

憲法を読んでもよくわからない部分でありますので、これ、議会基本条例にも関係してきま

すので、ぜひとも教えてもらいたいと思っていますけれども、議事機関として議会を設置と

すると書いてあります。それぞれの意味は私はわからないです。議事機関と議会と、こうい

う意味わからないです。議事機関というのは皆さんも御存じだと思いますけれども、デリバ

レイティブオルガンスです。これ複数形です。立法機関はローメイキングオルガーノ、単数

形です。 

  そういうような状況を踏まえて皆さんの英知を集めてつくられた議会基本条例でございま

すけれども、前文にこう書いてございます。 

  吉田町議会の最大の使命は二元代表制の一翼を担う議事機関として、どうのこうのと書い

てあります。議会が議事機関であると断定しておりますが、議事機関というものは今申し上

げましたようにデリバレイティブオルガンスです。複数形です。だから断定してよろしいの

か、どうか、ぜひとも教えていただきたいと思います。 

  皆様はよく議会というものを協議の議会と、抗議の議会があると思いますけれども、協議

の議会というものは恐らく13人の議員の皆さんで構成される議会。もう一つは恐らくこれは

デリバレイティブオルガンスに係ってくると思うんですけれども、抗議の議会、いわばそこ

で、我々も入った形で、いわばそこでさまざまな形でデリバレイティブ、すなわち討議が行
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われて、そこで、町の発展と町民の福祉の向上を図っていくというふうなことだと思ってい

ます。 

  また、前文の抜粋ですね、議会及び議員の活動原則並びに議会運営の公開性、公正性及び

透明性を担保するために吉田町議会基本条例をここに制定するとありますけれども、最後の

透明性という部分、全くわけがわからないです。透明という意味は透けて見えるということ

ですよね。議員の発言の意味も透けて見える。議員の発言が何を言っているのがよくわかる。

そういうようなことだと思うんですけれども、議員さんの発言がほとんど透けて見えないの

が結構ございます。 

  この透明性というのは、議会の皆さんはこの基本条例をつくったときに何によってこれ担

保しようとしているのか、とてもわからないものですから、ぜひともまた教えていただきた

いと思っています。 

  この理解に苦しむ二つの事柄が凝縮されて、端的に表現されているのが、町長等との関係

を述べた第５章第10条の文言ですね。議会は二元代表制のもと、町長等と緊張ある関係を保

持しながら議事機関としての役割を果たしていくものとするとなっておりますけれども、抗

議の町長、すなわち私を頂点とする行政当局は定例会ごとに皆様のチェック機能の行使によ

って、緊張を強いられますけれども、緊張を強いられるのは私だけなんですよ。皆さんは何

の緊張も強いられないですよね。わかりますよね。議会に対する法的なチェックはどこにも

ないですよ。だから、基本的に議会の皆さんは緊張を強いられるということはうそですよ、

はっきり言って。何のチェックもないところに緊張が生まれるわけないんです。我々は皆様

のチェックによって、当然のことながら緊張を強いられます。そういうことですよね。皆様

当然のことながら、恣意的な行政運営が行われているかいないとか、議案等についてさまざ

まなものについて、適応性は確保されているかどうかとか、さらには、事業について事業の

目的と投入された財源との間のバランスがとれているかどうかとか、そういうことを厳しく

我々に追及しますけれども、我々は皆さんについて何のチェックもできないですよ。二元代

表制とは基本的に議会に対するチェックというのが、長の独立した原因なんですよ。何もな

いですよ、はっきり申し上げて。 

  それゆえ、議員の皆様は議会定例会における発言は法的に悪いことは一切ございません。

したがって、発言を無視したり、発言をごまかしたり、だんまりを決め込んだりして、その

場をやり過ごすようなことは足りるですね。発言の意味内容を表現することは全く皆さんに

はないです。誰からも言われることはありません。 

  議会基本条例は最も基本的な不可決な要件議員の発言の透明性の担保は全くないですね。

議員の言いたい放題、やりたい放題なんです。 

  ぜひとも透明性の担保、二元代表制のいわば成り立ちから言って総チェック体制がいわば

議事機関なんですよ、はっきり申し上げて。そこにおいて片方のチェックだけがあって、片

方のチェックはないということは二元代表制そのものの精神的な基盤というのを崩している

と私は思っています。 

  ぜひともその辺について、考えてもらえたらと思っています。 

  一つ、二つ例を挙げてみましょう。 

  河原崎議員がお酒を飲んで運転したということで、いつか議員辞職勧告を受け付けるよう

な可決されたことがありますね。それは飲んだかどうかと、いずれ裁判で明らかになるわけ
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ですから、もし、そうなれば、自分でやめるでしょうし、そういうことになってくるんでし

ょうけれども、そのときに八木議員も賛成されたんですよね。私、非常におもしろいなと思

ったのは、たしか八木議員は平成18年の、私も警察にしょっぴかれた例の祝儀の問題で議会

の皆さん、地区の皆さんはみんな、あれ公職選挙違反と認定されたんですよ。警察に認定を

されたんです。皆さんは犯罪を犯しましたよと認定された人間が飲酒運転をしたかどうかも

わからない単なる疑惑だけの人間たちにやめろと、犯罪犯した人間が犯罪犯したかどうかわ

からない人間にやめろというのはおかしいですよね。そういうところについて、それは自分

のことは棚に上げて相手を言うことはダブルスタンダード、二重基準、日本語でいうと二枚

舌というんですね。こういうふうなことについて、誰からも問われることないんですよ。時

間が過ぎればそれで終わりなんですよね。自分は公職選挙法という法律を犯して、警察から

認定されたにもかかわらず、それは静岡地方検察庁に送致されなかったからそれでいいんで

しょうけれども、私なんかは送致されましたから。だから、その時点で私はやめました。議

員の片山さんもやめました。法律を犯したんですから。しかしながら、ほかの方は居直った

んです。 

  かつ今度、河原崎さんのときに、かつて自分が法律を犯したにもかかわらず、犯したかど

うわからない人間にやめろという、おかしいと思いませんかね、これ。 

  それから、藤田議員もよくおやりになりますけれども、利害を調整する権限で、住吉の自

治会が違反議員のその釈明を求めたという、議会はこれは否決したんですよね。 

  さらに、議会で八木議員のあれを説明しようと、これも否決したんですよね。当然のこと

ながら、藤田議員は否決の側に回ったんですけれども、おかしいことに対して、おかしいと

言わず、要は臭いものに蓋をしてしまうと、こういうようなことが横行するというのは基本

的に抗議の議事機関として非常に問題があると私は思います。 

  議会の皆さんの発言であるとか行動に対して、我々はチェックできないですよ。それは説

明を求めることはできない。だから、やりたい放題なんです。皆さんは緊張を強いられるこ

とはないんですよ、全く。これこそ私は最大の問題だと思いますね、議事機関における。そ

う思いませんか。私は何かあったら徹底的にやられますよ。私はそれを覚悟していますから。

もし何かあれば、百条委員会をどうぞ開いて結構なんですよ。問題があれば。そういうとこ

ろに私は自分を置いているんです、自分のことを。前に言った皆さんは伝家の宝刀で不信任

案やれば、私は一発で首になりますから。そういうふうに私はもう皆さんのいわばチェック

は全く免れることはできないですよ。そうなっていますよ、当たり前のことです。しかしな

がら、皆さんは全くのチェックは皆さんのあれはきかないんですよ、皆さんは。 

  また、きょう皆さんに申し上げますけれども、増田宏胤議員の監査報告に対して、議会は

何も議会の意思を表明しないんですか。あの退職金は不当だと、最高裁で認定されたんです

よね。私は法的返還請求できないです。皆さんはできるんですよ。 

  かつ、皆さんが議会に監査のあれをお願いしたんですよね。にもかかわらず、それに対し

て何の意思も示していないです。 

  藤田議員が非常にいい言葉を言っています。平成27年７月16日、これ町議会の全員協議会

ですけれども、こんなふうに言っています。 

  議会が議決をして監査請求を行ったわけですので、今後、議会として監査委員から報告い

ただいた内容を検討して、町当局に対して是正措置を求めるなり、議会の意思を表明するこ
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とが議会としての責任ではないかと思いますと。あれ、増田宏胤議員の監査報告に対して、

皆さんは何の意思表明をしていないですよね。あれ自己都合でやめてもいいんですよと言っ

ているんです。退職金を払って。議会として何の表明をしない。おかしいと思いますよ、は

っきり言って。今、山内議員は首をかしげているが、おかしくないと思っているんですよね。

議会がお願いしたんです。議会は自己都合でやめてもいいと言っているんですよね。法律は

だめだと言っているんです。最高裁が言っているんです。最高裁が何を言おうが吉田町議会

が決めたからそれが全て万能だとまさか皆さん思っているんじゃないでしょうね。 

  ぜひとも、そういうようなところにけりをつけていただきたい、はっきり申し上げて。 

  藤田議員はこんなふうにも言っていますよ。平成22年11月29日の臨時会ですね。 

  吉監11号の監査結果報告書に対しての決議案ですね。こう言っています。 

  監査結果が出されるたびに決議をしなければならないとすれば、監査委員を引き受ける人

はいなくなってしまうと。中山の監査結果が出たときには、監査委員の８カ月不在ではなか

ったのか。これは責められてもどうにもならないですよ。 

  だから、政治家の理論は一番大事な資質は何ですかと問われた人がこう言っています。倫

理だと。すなわち論理一貫性であるとか、前に言ったことを訂正する場合にはちゃんと説明

して訂正しなきゃいけないはずなんですね。 

  しかしながら、そういうふうなプロセスを踏まずに、平気でそれに対応して、口をぬぐっ

てしまう。こういう議会ってとてもじゃないですけれども、今、地方議会というのは危機に

あるんですよと、はっきり言って。富山議会もそうですけれどもね、あれからだあと出てい

ますけれどもね。 

  本当に地方議会というのは非常に何をやっているかというのが非常に問題が噴出していま

すよね。吉田町議会というのは、私は町長になってから、議会の皆様と手を携えて、いわば

町長の恣意的な行政運営をなされないようなシステムをつくろうじゃないかと思っていまし

た。 

  しかしながら、私の軌跡を知っている人はわかるかもしれませんけれども、一番最初に私

がびっくりしたのは合併の問題です。最終的に議会の皆様の、後ろに議長になっている大塚

議員がおりますけれども、町名の問題をやったんですよね。あれ署名は完全な違反だと思う

んですが、警察が乗り出す騒ぎになってぽしゃっちゃったんですけれども、その後、住民の

皆さんの意見を集約するためにアンケート調査をしました。恐らく住民の皆様が半数以上は

賛成だったら、それをもって、私にやれということだったんでしょうけれども、そうはいか

ないですよね。３対３対３でポシャです。終わりです。そのまんま、議会は何の説明もしな

い。 

  結局、議会というのはそういうものなんですね。だから、私も議会に対して信頼したいな

と思っても、うーんと思ったんです。その次にやったのが抽選型指名競争入札です。議会は

すさまじい反対をしましたね。本当はその入札の会場にも議員さんが押しかけてきて、片隅

に座って監視をするとかね。 

  そこにいる河原崎議員なんか、リコールだなと言ったんですね。住民の人々を前にして、

あれはリコールだと。基本的に要は改革というものは血を流すものなんですよね、はっきり

言います。痛みを伴います。やられるほうも血を流すけれども、やるほうも血を流します。

私も命を狙われましたけれども、そういうときに議会は助けてくれないんですよ。反対側に
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回っちゃうんですね。恐らく、皆さんがなぜ反対に回っちゃうのか、わかるような気がする

んですけれどもね、要は住民というものはサイレント・マジョリティと、もう一つはノイジ

ーマイノリティというんですね。ぎゃあぎゃあ騒ぐ、声高にしゃべる少数派として、自分の

意見も言えないような、いわば黙っている脱走者。本当の民意とはどこにあるのかと考えた

ときに、民意のあるところを探すというのは恐らく皆さんの議員活動だと思いますよ。議員

活動を丹念にやれば、恐らく民意というのはどこにあるのかと、皆さんやっぱり探り出して

もらわなきゃならないですね。私のやっていることが間違っているならばいいですよ、どん

どん批判もし、また、チェックをしてもよろしいわけですけれども、そうでない場合はぜひ

とも皆さんと手を携えて、首長の行政運営に恣意性が働かないような仕組みとぜひともつく

ってみたいんですよ、私はね。 

  恐らくチャンスはもうそんなに来ないと思いますよ。だから、ぜひとも議会の皆様と最初

から手を携えて、できるものであるならば、まちの発展とそれから町民の福祉の向上という

ものを本当にやれるような議事機関、デリバレイティブオルガンスというものを、ぜひとも

機能をさせてもらいたいなと。そうすることによって、住民の皆さんが本当にいいまちに生

まれたなと、住んでみたいなと、そういうような思いを持ってもらえるような、皆さんの議

会基本条例に書いてあるじゃないですか。そういうまちをつくりたいと。 

  ぜひともですね、きょうはちょっと長目になりましたけれども、日ごろの私の気持ちを、

憲法上の問題も含めて、二元代表制の期限の問題も含めて、いわば集約するところは何なの

か。最終的には議事機関というものは最終的には、そこで町の発展と福祉の向上が図られる

わけでございますので、相互にチェックできるようなシステムが働かないとなかなか難しい

んですよと、こんなふうに思っています。 

  皆さんが考えて、私も議員の皆様の発言等を聞いてチェックできる権能を与えていただけ

れば、私もうれしく思っています。 

  ちょっと長くなりましたけれども、皆様とこの２カ月間お会いできません。 

  それから、例の住民のサービスというものは非常に大事なものですから、ぜひとも皆さん

のチェックというものを実質的に担保できるようなシステムをつくっていただきたい。そう

していただけると、私も出張にずっと行けるんですけれども、この９月の期間中ですけれど

も、議会が終わって東京へすっ飛んで行く、帰ってくる、また、合間にすっ飛んで行く。そ

んなことばかり繰り返して、本当に疲れ切っていますけれども、議会がない間は10月、11月

は本当に羽をつけていろんなところへ出張して、この町の発展と福祉の向上に踏ん張ってま

いりたいと思いますので、ぜひとも教えてもらいたいと思っています。 

  どうぞ、12月また皆さんの元気な姿を拝見したいと思っていますので、また、それまでご

きげんよう、さようなら。 

○議長（大塚邦子君） ありがとうございました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議長挨拶 

○議長（大塚邦子君） 本日、ここに平成28年第３回吉田町議会定例会を閉会するに当たり、

一言御挨拶を申し上げます。 
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  本定例会は９月１日以来、23日間にわたり諸議案の審議をいただきましたが、本日ここに

全ての議事が終了し閉会の運びとなりました。これも議員各位の終始極めて真剣な御審議に

よるものと、心から厚くお礼を申し上げます。 

  議員各位におかれましては、閉会中の各委員会活動を初め、何かと御多忙のことと存じま

すが、町政発展のため、より一層御尽力賜りますようお願い申し上げ、まことに意を尽くし

ませんが、閉会の御挨拶とさせていただきます、 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（大塚邦子君） これで平成28年第３回吉田町議会定例会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

閉会 午前１０時１３分 

 


